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略語表 

 

A2I Access to Information 情報アクセス 

ABCD Brazilian Association of Digital Credit ブラジルデジタルクレジット協会 

ABFintech Brazilian Fintech Association ブラジル Fintech 協会 
ABIPAG Brazilian Payment Institutions Association ブラジル支払機関協会 

ABM Asociacionde Bancos de Mexico メキシコ銀行協会 

ACCI Indonesia Cloud Computer Indonesia 
インドネシアクラウドコンピューティ

ング協会 

ACH Automated Clearing House 小口決済 
ACS Alternative Credit Scoring クレジットスコアリングエンジン 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

ADSS All Dilectric Self Supporting 全誘電体自立 

AEP Alien Employment Permit 外国人雇用許可 

AEPS Aadhaar Enabled Payment System 
Aadhaar（個人識別番号）利用支払い

システム 

AFD AGEnce Frangaise de Developpement フランス開発庁 

AFPI 
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama 
Indonesia 

インドネシア Fintech レンディング協

会 

AFTECH Association Fintech Indonesia インドネシア Fintech 協会 
AI Artificial Intelligence 人口知能 

AIIB Asia Unfrastrucure Investment Bank アジアインフラ投資銀行 

AIS Administrative Information Systems 一般社団法人行政情報システム研究所 

AL Awami League アワミ連盟 

AMIPCI Mexican Internet Association メキシコインターネット協会 

AMITI 
Asociacion Mexicana de la Industria de 
Tecnologias de Informacion 

メキシコ情報技術マーケット協会 

AMSOFIPO 
Asociation Mexican ade Sociedades 
Financieras 

メキシコ人民金融協会 

AMVO Asociation Mexicana de Venta Online メキシコオンライン販売協会 
AMVO Asociacion Mexicana de Venta Online メキシコオンラインマーケット協会 

ANATEL National Telecommunication Agency 電気通信庁 

ANIPCO 
National Association of the Computer 
Program Industry 

コンピュータプログラム産業協会 

AOSI Asosiasi Open Source Indonesia インドネシアオープンソース協会 

APB Aadhaar Payment Bridge 
Aadhaar（個人識別番号）利用送金シ

ステム 

API Application Programming Interface 
アプリケーション・プログラミング・

インターフェース 
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APIK Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan 財務情報記録アプリ 

APJII 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia 

インドネシア・インターネットサービ

スプロバイダ―協会 

APKOMINDO Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia 
インドネシアコンピュータビジネス協

会 
AR Augmented Reailty 拡張現実 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 東南アジア諸国連合 

ASOCIO 
Asian-Oceanian Computing Industry 
Organization 

アジア・オセアニアコンピューティン

グ産業 

ASOCIO 
Asian-Oceanian Computing Industry 
Organization 

アジア・オセアニアコンピュータ産業

機構 

ASPILUKI 
Asosiasi Piranti Lunak Telematika 
Indonesia 

インドネシアコンピュータソフトウェ

ア協会 

ASSI Asosiasi Satelit Indonesia インドネシア衛星協会 

ATSI 
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi 
Seluruh Indonesia 

全インドネシア通信協会 

B.O. Branch Office 支店 

BACPS 
Bangladesh Automated Cheque Processing 
System 

バングラデシュ自動小切手処理システ

ム 

Bappebti 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi 

インドネシア商品先物取引監督庁 

BAPPENAS 
Ministry of National Development Planning 
of Indonesia 

国家開発計画省 

BASIS 
Bangladesh Association of Software and 
Information Services 

バングラデシュソフトウェア・情報サ

ービス協会 

BCB Banco Central do Brasil ブラジル中央銀行 

BCC Bangladesh Computer Council バングラデシュコンピュータ評議会 

BEFTN 
Bangladesh Electronic Funds Transfer 
Network 

バングラデシュ電子資金振替ネットワ

ーク 

BFP-B 
Business Finance for the Poor in 
Bangladesh 

低・中所得者・中小企業向け金融サー

ビス 

BGD e-GOV 
CIRT 

Bangladesh Government's e-Government 
computer Incident Response Team 

バングラデシュ政府系コンピュータ事

故対応チーム 
BHTPA Bangladesh Hi-Tech Park Authority バングラデシュ ハイテクパーク庁 

BI Bank Indonesia インドネシア銀行 

BIDA 
Bangladesh Investment Development 
Authority 

投資開発庁 

B-JET 
Bangladesh-Japan ICT Engineers' 
Training Program 

外国人 ICT 技術者人材育成プログラム 
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BJP Bharatiya Janata Party 与党ヤ・ジャンタ党/ インド人民党 
BNP Bangladesh Nationalist Party バングラデシュ民族主義党 

BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 技術応用評価庁 

BSEC 
Bangladesh Securities and Exchange 
Commission 

バングラデシュ証券取引委員会 

BSP Bangko Sentral ng Pilipinas フィリピン中央銀行 

BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 決済システムブループリント 

BSPI Bangko Sentral ng Pilipinas フィリピン国家統計局中央銀行 

BSSC Business Startup Support Centre ビジネススタートアップ支援センター 
BSSN Badan Siber dan Sandi Negara 国家サイバー暗号庁 

BTRC 
Bangladesh Telecommunication Regulatory 
Commission 

バングラデシュ電気通信規制委員会 

BTTB Bangladesh Telegraph and Telephone Board バングラデシュ電信電話局 

BUET 
Banlgadesh University of Engineering and 
Technology 

バングラデシュ工科大学 

CAGR Compound Average Growth Rate 年平均成長率 

CANIETI 
Mexican Chamber of Electronics, 
Telecommunications and Information 
Technologies 

メキシコ電子・通信・情報技術会議所 

CBDC Central Bank Digital Currency 中央銀行デジタル通貨 

CCA Controller of Certifying Authorities 認証局の規制監督機関 

CCNN 
Comite Consultivo Nacional de 
Normalizacion 

国家標準化諮問委員会 

CCNN-RTSP 
los sevicions de Radiodifusion, Telegrafia y 
Servicios Postale, CCNN 

国家標準化諮問委員会放送・電報・郵

便担当省庁 

CCNN-T las normas de Telecomunicaciones, CCNN 
国家標準化諮問委員会電気通信担当省

庁 

CDA Country Digital Acceleration 
カントリーデジタルアクセラレーショ

ン 

CDF Credit and Development Forum マイクロファイナンス業界団体 

CDSP Char Development Settlement Project チャー開発プロジェクト 
CeN Electronic Birth Cirtificate 電子出生証明書 

CERT-In India Computer Emergency Response Team 
インド通信情報技術省情報技術局の職

能組織 

CEV Cartilla Electrónica de Vacunación 予防接種証明書 

CFE Comisión Federal de Electricidad メキシコ電力庁 
CIC Credit Information Center 国家信用情報センター 

CICC 
Cybercrime Investigation and Coordination 
Center 

サイバー犯罪捜査・コーディネーショ

ンセンター 
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CIO Chief Information Officer 最高情報責任者 

CIRT Computer Incident Response Team 
コンピュータセキュリティに関する事

故対応チーム 

CISO Chief Information Security Officer 最強情報セキュリティ責任者 

CMN Conselho Monetário Nacional 国家通貨審議会 

CNBV Comision Nacional Bancaria y de Valores 全国銀行・証券委員会 
   

COC Command and Operation Center 指示・運営センター 

COFECE Federal Economic Competition Commission 連邦経済競争委員会 

CONCAMIN 
The Confederation of Industrial Chambers 
of Mexico 

メキシコ全国工業会議所連合会 

CPI Corruption Perceptions Index 腐敗認識指数 

CPV Communist Party of Vietnam ベトナム共産党 

CSC Common Service Centre 共通サービスセンター 

CSD Central Securities Depository 国債決済 

CSIRT Computer Security Incident Response Team 
コンピュータセキュリティに関する事

故対応チーム 

CTS Cheque Truncation System 小切手イメージ処理 

CURP Clave Unica de Registro de Poblacion 単一人口登録コード 

CVM Comissão de Valores Mobiliários ブラジル証券取引委員会 

DARPG 
Department of Administrative Reforms & 
Public Frievances 

行政改革・公衆苦情処理部 

DBBL Dutch Bangla Bank Limited ダッチバングラ銀行 

DCDT 
Secretary of Communications and 
Transportation 

通信運輸局 

DDA Data Driven Attribution データドリブンアトリビューション 
DETIKNAS Indonesian National ICT Council インドネシア国家 ICT 評議会 
DFRM Dynamic Flood Risk Model 洪水リスク予測システム 

DFS Digital financial Services デジタル金融サービス 

DICT 
Department of Information and 
Communication Technologies 

フィリピン共和国情報通信技術省 

DLAI Digital Lenders' Association of India インドデジタル融資業協会 

DOF Department of Finance 財務省 

DOST-ASTI Advanced Science and Technology Institute 科学技術省先端科学研究所 

DoT Department of Telecommunications 情報通信省 

DPIIT 
Department for Promotion of Industry and 
Internal Tade 

産業国内取引促進局 

DS4A Data Science for All データ・サイエンス・フォー・オール 

DSCI Data Security Council of India インド・データ・セキュリティ評議会 
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DTH Direct to Home 放送衛星 
DTS Digital Talent Scholarship デジタル人材奨学金 

DVC Dich Vu Cong 国家オンラインポータルサイト 

EC Electronic Commerce e-コマース 

e-CAB E-commerce Association of Bangladesh バングラデシュ E コマース協会 

ECE Elecronic Health Record 電子健康記録 

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution GPRS 拡張パケット通信規格 
EDN Estrategia Nacional digital 国家デジタル戦略 

EGDI e-Government Development Index 電子政府開発指数 

EGDI e-Government Development Index 電子政府開発指数 

e-GSC electronic Government Security Center 電子政府セキュリティセンター 

EIU Economist Intelligence Unit 
エコノミスト・インテリジェンス・ユ

ニット 

eKYC electronic Know Your Customer 電子的な本人確認 

EMI Electronic Money Issuers ノンバンク電子マネー発行体 

EMI Electronic Money Institution 電子マネー機関 

EPI E-Participation Index 電子参加指数 

ERIA 
Economic Research Institute for ASEAN 
and Asia 

東アジア・アセアン経済研究センター 

e-Voting Electronic Voting 電子投票 

FACE 
Fintech Association for Consumer 
Empowerment 

消費者エンパワーメントのための

Fintech 協会 
FCC Fintech Convergence Council Fintech 集中評議会 

FCV Fintech Challenge. Vietnam フィンテクチャレンジベトナム 

FDI Foreign Direct Investment 海外直接投資 

FEMA Foreign Exchange Management Act 外国為替管理法 

FFWC Flood Focus Warning Center 洪水警報センター 

FIGW Gateway for Financial Institution 中銀システム接続用ゲートウェイ 

FIRST 
Forum of Incident Response and Security 
Teams 

世界中のシーサート同士の協力関係を

目的とした国際フォーラム 

FSI Financial Services Industry 金融機関 

FTA Free Trade Agreement 自由貿易協定 

FTI Fianncial Technology Institution 金融技術機関 

FTII 
Indonesia Information Technology 
Federation 

インドネシア IT 連盟 

G2B Government to Business  政府対企業 

G2C Government to Citizen 政府対国民 

G2E Government to Employees 政府対政府職員 
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G2G Government to Government 政府対政府 

GCI Global Cyber Security Index 
グローバルサイバーセキュリティイン

デックス 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GDS Government Digital Service 英国政府デジタル・サービス 

GET Global E-commerce Talent グローバル E コマース人材 

GIDC Government Integrated Data Center 政府統合データセンター 

GII Global Innovation Index 
グローバル・イノベーション・インデ

ックス 

GIS Geographic Information System 地理情報システム 

GOB 
The Ministry of Posts, Telecommunications 
and Information Technology, Government 
of Bangladesh 

郵便情報通信技術省 

GoBISM Information Security Manual セキュリティ対策マニュアル 

GOCC 
Government-owned and Controlled 
Corporation 

政府所有・管理法人 

GPA The Ministry of Public Administration 行政管理省 
GPRS General Packet Radio Service 汎用パケット無線システム 

GPs Gram Panchyats 村組織/ 村議会 

HASTC Hanoi Securities Trading Center ハノイ証券取引センター 

HOSE Ho ChiMinhStock Exchange ホーチミン証券取引所 

HSPA High Speed Packet Access さらに高速なパケット通信 

HVSS High Value Settlement system 銀行間決済システム 

IaaS Infrastructure as a Service 
インフラストラクチャー・アズ・ア・

サービス 

IBA Iundonesia Blockchain Association インドネシアブロックチェーン協会 

IBN Indonesian Blockchain Network 
インドネシアブロックチェーンネット

ワーク 

IBPAP 
IT & Business Process Association of the 
Philippines 

フィリピン IT ビジネスプロセス協会 

IBSS 
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 
SEMENTES E SERVIÇOS 

ソフトウェアおよび IT サービス産業 

IC Insurance Commission 保険委員会 

ICOT 
Information and Communications 
Technology Office 

情報通信技術局 

ICT 
Information and Communication 
Technology 

情報通信技術 

IDeA Indonesia Institute of Deliverology 
インドネシアデリバーロジーインステ

ィテュート 
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IdEA Indonesia E-Commerce Association インドネシア電子商取引協会 

IDTP 
Interoperable Digitaｌ Transaction 
Platform 

相互運用可能な電子取引プラットフォ

ーム 

IFA Indonesian Finance Association インドネシア金融協会 

IFMA 
Indonesian Financial Management 
Association 

インドネシア金融マネジメント協会 

IFSCA 
InternationalFinancial Services Centres 
Authority 

国際金融サービスセンター局 

IFT Federal Telecommunications Institute 連邦電気通信機構 

IIIT 
The International Institute of Information of 
Technology 

インド情報技術大学 

IMB Izin Mendirikan Bangunan 建設ライセンス 

IMSS Instituto Mexicano de Seguro Social 社会保険公社 

INEGI 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

国立統計地理情報院 

IoT Internet of Things モノのインターネット 

IPOPHL 
Intellectual Property Office of the 
Philippines 

フィリピン知的財産庁 

IRDA 
Insurance Regulatory Development 
Authority 

保険規制開発庁 

ISA Insurance Supervisory Authority 保険監督庁 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

公務員保険・社会サービス庁 

IT-BPM 
Information Technologies Business 
Proscess Management 

アイティー・ビーピーエム産業 

ITM Industrial Transformation Mexico 
インダストリアル・トランスフォーメ

ーション・メキシコ 

ITU International Telecommunication Union 国際電気通信連合 

JASA 
Japan Information Security Audit 
Association 

一般社団法人組込みシステム技術協会 

JASIPA 
Japan Information Service Innovation 
Partners Association 

日本情報サービス・イノベーション・

パートナー協会 

JETRO Japan External Trade Organization 日本貿易振興機構 

JISA 
Japan Information Technology Services 
Industry Association 

情報サービス産業協会 

JO Joint Operation ジョイント・オペレーション 

JP CERT/  CC 
Japan Computer Emergency Response 
Team/ Coordination Center 

一般社団法人 JPCERT コーディネーシ

ョンセンター 
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KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 事業分類コード 

KEIS 
Kansai Electronics Information industry 
Societ 

関西電子情報産業協同組合 

KKI Konsil Kedokteran Indonesia 情報セキュリティコミュニティ 

KOICA Korea International Cooperation Agency 韓国国際協力団 

KOMINFO 
Ministiry of Communication and 
Information Technology (Indonesia) 

通信情報省 

KYC Know Your Customer 本人確認 

L.O. Liaison Office 駐在員事務所 

LEPDPPP 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares 

個人情報保護法 

LFMN LeyFederal de Normalizacion y Metrologia 標準化及び計測法 

LICT 
Leveraging ICT for Growth, Empowerment 
and Governance 

成長と雇用に資する IT-ITES 産業プロ

ジェクト 

LLP Limited Liability Partnership 有限事業組合 

LOAPF 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal 

連邦行政組織法 

LPB Local Public Broadcasting 契約放送機関 

LPP Public Broadcast Institute 公共放送機関 

LPPL Local Public Broadcasting Institutions ローカル公共放送機関 

LPS Local Public Services 民間放送機関 

LTE Long Term Evolution 携帯電話通信規格 

LVSS Low Value Settlement System 銀行間決済システム 

MAIT 
Manufacturers, Association for Information 
Technology 

IT 製造業組合 

MBC Makati Business School マカティ・ビジネスクラブ 
MCA Ministry of Corporate Affairs 企業省 

MCTIC 
Ministry of Science, Technology, 
Innovation and Communications 

科学技術革新通信省 

MEITY 
Ministry of Electronics and Information 
Technology 

電子情報技術省 

MeitY 
Ministry of Electronics and Information 
Technology 

電子情報技術省 

MENPAN 
Ministry of State Apparatus Utilization and 
Bureaucratic Reform 

行政改革省 

MF-CIB Microfinance Credit Information Bureau マイクロファイナンス信用情報局 

MFI Microfinance Institution マイクロファイナンス機関 

MFS Mobile Financial Services モバイルファイナンスサービス 
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MIC 
Ministry of Information and 
Communications 

情報通信省 

MMPs Mission Mode Projects ミッションモードプロジェクト 

MOC Memorandum of Cooperation 協力覚書 

MOCIT 
Ministry of Communication and 
Information Technology 

通信情報省 

MOF Ministry of Finance 財務省 

MOOC Massive Open Online Course 大規模オープンオンラインコース 

MOSIP Modular and Open Source Identity Platform 
モジュラー・オープンソース・アイデ

ンティティ・プラットフォーム 
MOST Ministry of Science and Technology 科学技術省 

MoU Memorandum of Understanding 覚書 

mPOS Mobile Point of Sales エムポス 

MPS Ministry of Public Security 公安省 

MSP Managed Service Provider 機器監視サービスプロバイダー 

MPSJKI 
Master Plan Sektor Jasa Keuangan 
Indonesia 

インドネシア金融サービスセクター・

マスタープラン 

MRA Microfinance Regulation Authority マイクロクレジット規制当局 

MSMEs Micro, Small and Medium Enterprises 中小零細企業開発法 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 仮想移動対通信事業者 

NAP Network Access Point インターネット相互連結サービス 

NAPAS National Payment Corporation of Vietnam ベトナム国家決済公社 

NASSCOM 
National Association of Software and 
Services Companies 

全国ソフトウェアサービス企業協会 

NCC National Computer Center 国際コンピュータセンター 

NCSS National Cyber Security Strategy 国家サイバーセキュリティ戦略 

NECTI NEC Technology India NEC インド法人 

NeGP National e-Governance Plan 国家電子政府計画 

NFIS National Financial Inclusion Strategy 金融包摂推進戦略 
NFIS National Financial Inclusion Strategy 国家金融包摂戦略 

NGP National Government Portal 政府ポータルサイト 

NHB National Housing Board 全国住宅局 
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要約 
JICA はこれまで、「中小企業・SGDs ビジネス支援事業」（以下、「本事業」）を通じて述べ 1,000
社以上の民間企業に対する海外ビジネス展開支援を行ってきた。本事業は日本国内の優れた製品・技

術を海外展開することを前提としたスキームであるため、イノベーティブであっても国内での販売

実績が乏しい製品（サービスを含む。以下、同様）・技術の採用は多くなく、また、設立後間もない

スタートアップ企業には応募のハードルが高いというのが現状である。一方で、開発途上国において

も携帯電話をはじめとする ICT 環境の改善に伴い、社会課題解決や経済インフラ整備において、デ

ジタル技術の活用やそれによるイノベーティブな製品やサービスの活用が今まで以上に期待されて

いる。 
 
このため本調査は、対象国の課題と日本企業のソリューションのマッチングを行い、「中小企業・

SGDs ビジネス支援事業」では採択が困難であった①イノベーティブな製品・技術の活用可能性や課

題を明確にし、②これまで本事業に応募することがなかったスタートアップをはじめとする日本企

業による、本事業の活用促進（＝プレ基礎調査）を目的とするものである。 
 
第 1 章では本調査研究の背景、目的、実施方針を説明し、第 2 章では調査対象各国である 8 か国（イ

ンドネシア国、フィリピン国、ベトナム国、インド国、バングラデシュ国、メキシコ国、ブラジル国、

南アフリカ国）におけるビジネス環境に関する基礎情報と、対象セクター（行政・金融・通信サービ

スの 3 分野）に関し、各国の政策や取組に関する情報を整理し重要性が高い解決すべき課題領域を特

定した。 
 
第 3 章では、第 2 章にて整理した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報や課題情報に

加えて、対象 3 分野に係る日本企業の製品・技術の情報収集を行い、日本企業の優位性・独自性を打

ち出せ得る課題領域を特定した。本調査は現地調査対象国からの要請に基づくものではないため、各

国の課題・ニーズを正確に把握し、それに対して日本企業が提供出来うるソリューションを説明する

ことが出来なければ、相手国関係者の関心を引くことが出来ず、その後の調査がスムーズに進まない

ことが懸念されたため、対象国の課題だけでなく日本企業の持つソリューションについても調査を

行い、課題解決に資するソリューションの仮説を立てたうえで、双方がマッチング出来る可能性が高

い課題領域を絞り込んだ。また、特定国の特定課題領域に絞り過ぎると、日本企業とのマッチングの

ハードルが上がることから、対象 8 国においてある程度共通の課題領域に絞り込みを行い、日本企業

にとって応募し易い課題領域を特定した。特定した共通の課題領域は以下の 6 分野である。 
 

共通の課題領域 

No 課題領域 概要 

1 通信環境の向上 

• 都市部と地方部での通信環境の格差がデジタルデバイド（情報格差）の要因

となっている（デジタルデバイドの要因としては、通信インフラ整備、ラス

トマイルインフラ、アクセス環境、許認可、周波数管理、通信料、端末、コ

ンテンツ、リテラシー等複合的な課題がある）。 
• 通信の 5G 化が進みデータ通信が大容量化されるなかで、より効率的なデー

タ通信技術が求められている。 
• 学校内や地方自治体、経済特区や工業団地など局地的なネットワーク環境

が整備されているものの安定性やデータ転送速度が不十分である。 

2 
サイバーセキュ

リティ・治安の向

上 

【サイバーセキュリティの向上】 

• デジタル技術を活用し、電子政府、Fintech、デジタルエコノミーの促進が図

られているが、全ての分野において、サイバーセキュリティの向上が求めら

れている。 
• 多様化するサイバー脅威に対する重要インフラ防護やデジタルフォレンジ

ックの重要性が高まっている。 
• 南アフリカでは、2019 年に世界で 3 番目にサイバー犯罪の被害が多く、約

1 億 4,700 万 USD の損失が生じている。 
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• バングラデシュでは 2016 年に中央銀行がサイバー攻撃を受け、フィリピン

の銀行へ約 8,100 万米ドルが不正に送金された。 
【個人認証プロセスの向上】 

• 電子政府、Fintech、デジタルエコノミーの促進の全てにおいて、サイバーセ

キュリティの向上が求められている。 
• 生体認証の中でも、非接触での認証が可能な技術は、新型コロナウイルス感

染症の影響により需要が高まっている。 
• 国民 ID が浸透している国では、安全性が高い個人認証サービスが求められ

ている（例えば、指紋認証だけではなく、虹彩認証など他の様々な個人認証

手法との組み合わせなど）。 
【治安の向上】 

• 新たな技術を活用した治安向上が求められている。 
• 海外からの投資促進のためにも、治安の向上が求められている。 
• 多発する犯罪に対して、人的コストを抑えつつ実施できる事前防犯対策が

必要である。 

3 中小企業のデジ

タル化促進 

【製造業中小企業のデジタル化推進(4IR)】 

• デジタルエコノミーの推進、産業の高度化に向けて各国政策を打ち出して

おり、特に、第 4 次産業革命（4th Industrial Revolution: 4IR）分野のテクノロ

ジー（AI、ビッグデータ、IoT など）を活用し、製造現場の生産性向上が求

められている。 
• そのためには、産業界の大部分を占める中小企業のデジタル化促進が重要

であり、中小企業が導入可能な安価で使い勝手の良いデジタルソリューシ

ョンが求められている。 
【中小企業のデジタル化促進】 

• COVID-19 の影響によりモートワークが主流化しつつある。 
• 日本に比べて離職率の高い対象国では、社員への集団研修出来ないことが

生産性向上の 1 つの障壁となっている。 
• 特に中小企業にとって、各種業務をリモーで効果的に行うためのデジタル

ソリューションが求められている。 

4 デジタル人材育

成 

• 電子政府や Fintech 分野をはじめ、デジタルエコノミーの担い手となるデジ

タル人材の育成が求められている。 
• バングラデシュの電子政府マスタープラン策定の際に実施されたアンケー

ト調査では、回答者の 40％が ICT 専門家の不足を課題として回答。 
• インドネシアでは Fintech やスタートアップの人材不足が課題となってお

り、技術・ソフトウェア系の人材の 58％がニーズに合っていない。 
• メキシコではセキュリティ人材が約 15 万人不足している。 
• 南アフリカは海外 IT 企業の拠点としての需要が増加している一方、失業率

は 28.74%（2020 年）と高い。 

5 
電子政府サービ

スの利便性向上・

利用率向上 

【行政ビッグデータの活用】 

• 政府が保有する行政ビッグデータや携帯電話や SNS、衛星などからのデー

タを活用しデータに基づいた効果的かつ透明性のある政策決定への取組が

進むと、そのための大容量データ処理技術や解析技術が求められる。 
• オープン・ガバメント・データの取組が進むなか、個人情報を守りつつ官民

間でデータを有効活用することが求められている。 
【電子政府サービスの利便性向上】 

• 各種電子政府サービスの質の向上や効率化が求められている。 
• 電子政府を推進・普及させるため、市民向けポータルサイトは、IT リテラ

シーが低い者や障がい者や高齢者も含め誰もが使いやすい操作性が求めら

れている。 

6 低所得層への金

融包摂の推進 

【低所得者向け融資サービス】 

• 担保や定期収入を持たない層への融資を可能にするための与信情報が求め

られている。 
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• メキシコでは零細企業および中小企業のうち、与信を利用できるのはわず

か 20%である。また、同企業の大部分は、資金調達を非公式市場に依存。 
• ブラジルでは、パンデミックによる急激な景気後退により、銀行が収益性の

問題に直面。今後、融資抑制プログラムの期限が切れると、融資環境が悪化

する可能性が指摘されている。 
• 南アフリカでは、他のアフリカ市場と比較して、従来と異なるデータセット

を活用した信用スコアリングサービスが普及していない。 
【低所得層の金融包摂の推進】 

• 金融包摂の促進のため、特に現在金融サービスを受けていない層へのサー

ビス提供が求められている 
• 金融サービスには、決済、融資、保険、貯蓄、投資、資本調達、アドバイザ

リーなど幅広く含むが、特に貯蓄、保険、決済という最も基本的なサービス

についても普及が遅れている。 
• 金融サービスの普及が遅れた結果、資産保全、教育・健康への投資、リスク

管理、事故や異常気象への対応力が不十分な状態が続いている。 
出所：調査団作成 

 

 
各国の共通課題とソリューションの仮説 

出所：調査団作成 

 
さらに各国の共通課題 6 領域をさらに 11 種類の課題に細分化し、各国政策の重点分野や取組との適

合性、通信環境の成熟度、JICA 既存事業との連携可能性といった観点から、対象国のなかでもより

課題が適合する国を特定し、各課題に対する対象国の優先度を設定した。そして、この 6 分野 11 種

類の課題について日本企業からのソリューションの募集を行った。 
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各課題に対する対象国の優先度 

出所：調査団作成 

 
第 4 章では、対象国の課題と日本企業のソリューションのマッチングの結果、採択された企業と各社

のソリューションおよび初期ビジネス仮説を紹介しているが、各社のソリューションと調査対象国

については非公開情報のため、ここでは採択企業情報のみを掲載する。 
 

採択事業者一覧 
No 採択事業者 解決する課題 
1 株式会社 Singular Perturbations サイバーセキュリティ・治安の向上（治安） 
2 株式会社 RevComm 中小企業のデジタル化促進 
3 iChain 株式会社 低所所得層への金融包摂の推進 
4 トレンドマイクロ株式会社 サイバーセキュリティ・治安の向上（サイバー） 
5 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 低所所得層への金融包摂の推進 
6 株式会社ゼネテック 行政ビッグデータ活用 
7 PicoCELA 株式会社 通信環境の向上 

出所：調査団作成 

 
第 5 章では、各採択企業の個別調査結果を取り纏めているが、非公開情報となるため、ここでは一般

化した内容のみを記載する。個別調査では、まず対象国の絞り込みを行った。絞り込みにあたっては

第 2 章に記載した各国の課題情報を基にソリューションとの整合性を考慮した他、採択企業の既存

の取り組みや関連する JICA 事業の連携可能性等を考慮した。次に各社の調査目的を設定した。採択

企業によって、市場環境（インターネット環境、携帯電話普及率、識字率など）に係る基礎情報収集

を主目的とするケースから、既に対象国の市場環境や顧客層をある程度把握しており、特定の顧客候

補とのコンタクトを主目的になっているケースまで、採択企業の状況は様々であった。そして、各社

の目的に合わせてヒアリング先候補リストを作成し、政府機関、民間企業、業界団体、NGO、大学、

などに対して主にオンラインでのヒアリングを実施した（COVID-19 の影響で現地渡航が困難であっ

たため）。加えて、企業によっては調査対象国の IT 企業業界団体の協力を得て、ソリューション紹

介と現地パートナー企業候補探しを目的にオンラインセミナーを実施した。限られた期間であった

が、企業によっては顧客候補や現地パートーな候補との面談を複数回実施するケースもあった。 
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サイバーセキュリティ・治安の向上
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②
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④

⑤

⑥
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このようなヒアリング調査を通じて、以下のような結果を得ることが出来た。 
 
• 市場環境についての理解が進み、今後の事業展開を検討するうえでの重要な示唆を得ることが

出来た 
• 現地関係者へのインタビューを通じて複数ある顧客セグメントの優先順位が明確になった 
• 現地パートナー候補となり得る現地企業と面談し、協業に向けた本格的な協議に繋がった 
• 顧客候補との協議の結果、具体的な商談（実証事業の実施など）に発展した 
• 業界団体との関係性構築のきっかけづくりが出来た 

 
そして、デスクトップ調査と現地関係者へのヒアリングで得た情報を総合し、3C（customer、company、
competitor）分析、5 フォース分析、SWOT 分析、4P 分析を通じて初期ビジネス仮説の検証を行った。

本調査を通じて、当初想定していたビジネスモデルが現地に適合することが明確になったケースも

あれば、逆に想定とは異なる商材のニーズが判明したり、想定とは異なる顧客のニーズが明確になっ

たりするケースもあった。このような想定と異なる事実が判明出来たことも大きな成果であったと

考えられる。また、調査結果に基づき複数の事業展開案（公的機関、民間企業、NGO、大学など異な

る顧客セグメントに向けた異なる事業案や商材を変えた事業案など）を 3C 分析等との合致度や開発

インパクト大きさ等の視点から比較検討した。 
 

 
事業展開案の比較検討のイメージ 

出所：調査団作成 

 
最後に、更なる調査や実証事業の実施に向け必要となる調査事項と JICA 事業との連携可能性を整理

し、本調査後の事業展開に向けての示唆とした。総じて本調査は各企業にとって、今後の事業展開に

向けた有意義なものになったと考えられる。  
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Summary 
JICA has been supporting more than 1,000 private companies through the assisting scheme named “SDGs 
Business Supporting Surveys” (hereinafter referred to as “the Scheme” to expand their business into the 
overseas countries. Since this scheme aims to introduce excellent Japanese products and technologies, 
which are already sold and disseminated in Japan, to overseas, many innovative products (including 
services) and technologies with limited sales records in Japan are not selected for the Scheme even if they 
have potential. In addition, it is difficult for Japanese startup that have just been established to apply for the 
Scheme because they don’t have much experience and sales records. However, along with the improvement 
of ICT environment, especially the rapid dissemination of mobile phones, there are greater expectations 
than ever for the use of digital technology and innovative products and services that can contribute to 
solving social problems and developing economic infrastructure. 
 
In this context, the purpose of this survey is to match the challenges of the target countries with the solutions 
of Japanese companies, (1) to clarify the possibilities and challenges of using innovative products and 
technologies, which have been not suitable for the “SDGs Business Supporting Surveys”, and (2) to 
promote the use of the Scheme by Japanese companies, including startups, which have not applied for the 
Scheme so far (= as a kind of pre-basic survey for the Scheme). 
 
In the Chapter 1, the background, purpose, and implementation policy of this survey is explained. In the 
Chapter 2, the result of the data collection is described about the target sectors (administrative, financial, 
and telecommunications sectors) in eight target countries (Indonesia, the Philippines, Vietnam, India, 
Bangladesh, Mexico, Brazil, and South Africa) and the problems of high importance that need to be 
addressed are identified based on the related information on policies and initiatives in each country. 
 
In the Chapter 3, in addition to the basic information and issues about administrative, financial, and 
telecommunications sectors, the information about Japanese products and technologies about the targeted 
sectors are also collected. Then, based on such information, the kinds of issues, which Japanese companies’ 
superiority and uniqueness can be utilized to solve, are identified. Since this survey was not based on an 
official request from the target countries, unless we could accurately understand the issues and needs of 
each country and explain the counter solutions that Japanese companies could provide to them, it seems 
very difficult to attract the attention of the related stakeholders in the countries, hence the survey would not 
proceed smoothly. In order to avoid such a scenario, in addition to researching the issues in the target 
countries, we also researched the Japanese solutions to formulate hypotheses about solutions that would 
contribute to solving the issues, and narrowed down the problems where there was a high possibility of 
matching both sides. Moreover, we narrowed down the issue areas to those that are common to some extent 
in the eight target countries, and identified issue areas that are easy for Japanese companies to apply for 
because if we focus too narrowly on specific issues in specific countries, it is very difficult to make 
matching between issues and solutions that Japanese companies have. Through this procedure, the 
following six themes were identified as the common problems to be solved in the target countries. 
 

Common themes 

No Theme Overview 

1 
Improving 

communication 

environment 

• The gaps of communication environment between urban and rural areas cause digital 
divide (information gaps) (There are many and complicated factors of digital divide 
such as communication infrastructure, infrastructure in last mile, access 
environment, licensing, frequency management, use fee, devices, contents, literacy, 
etc.). 

• With the shift to 5G communication and the increase in data transmission capacity, 
there is a need for more efficient data transmission technology. 

• The stability and data transfer speed are insufficient although local network 
environments have been established in schools, local governments, special economic 
zones, and industrial parks. 
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2 
Improving 

cybersecurity and 

public safety 

【Improving cybersecurity】 

• Digital technologies are being used to promote e-government, fintech, and the digital 
economy, all of which require improved cybersecurity. 

• The importance of critical infrastructure protection and digital forensics against 
diversified cyber threats is increasing. 

• South Africa had the third highest cybercrimes in the world in 2019, with losses of 
about USD 147 million. 

• In Bangladesh, about US$81 million was illegally transferred to a bank in the 
Philippines due to a cyber attack on the central bank in 2016. 

【Improving the personal authentication process】 

• E-government, fintech, and the promotion of the digital economy all call for 
improved cybersecurity. 

• Among biometrics, technologies that allow for contactless authentication are in high 
demand due to the impact of the new coronavirus infections. 

• In countries where national IDs are widespread, highly secure personal 
authentication services are required (e.g., not only fingerprint authentication, but 
also the combination with various other personal authentication methods such as iris 
recognition). 

【Improving public safety】 

• There is a need to improve public safety through the use of new technologies. 
• Improvement of public safety is also required to promote investment from overseas. 
• Against the backdrop of the proliferation of crimes, it is necessary to take pre-crime 

measures that can be implemented while reducing human costs. 

3 
Promoting 

digitalization of 

SMEs 

【Promoting digitalization of manufacturing SMEs (4IR)】 

• In particular, there is a need to improve the productivity of manufacturing factories 
by utilizing technologies (AI, Big Data, IoT, etc.) in the field of the 4th Industrial 
Revolution (4IR).  

• In order to achieve this, it is important to promote the digitalization of small and 
medium enterprises (SMEs), which are the majority of the industrial sector, and there 
is a need for reasonable and easy-to-use digital solutions that can be introduced by 
SMEs. 

【Promoting digitalization of SMEs】 

• Due to the impact of COVID-19, remote work is becoming mainstream. 
• In the target countries where the turnover rate is higher than in Japan, the inability 

to provide group training to new employees (due to COVID-19) is one of the barriers 
to improving productivity. 

• Especially for SMEs, there is a need for digital solutions to effectively perform 
various tasks in a remote environment. 

4 
Digital human 

resource 

development 

• There is a need to develop digital human resources who will be the leaders of the 
digital economy, including in the fields of e-government and fintech. 

• In a survey conducted during the formulation of Bangladesh's e-government master 
plan, 40% of the respondents cited the lack of ICT specialists as an issue. 

• In Indonesia, the shortage of human resources for fintech and startups is a challenge, 
with 58% of technical and software personnel not meeting the industrial needs. 

• In Mexico, there is a shortage of about 150,000 cybersecurity personnel. 
• South Africa has a high unemployment rate of 28.74% (2020), while demand is 

increasing as a base for overseas IT companies. 

5 

Improving 

convenience and 

use of e-

government 

services 

【Utilizing administrative big data】 

• large data processing and analysis technologies will be required along with the 
efforts to make effective and transparent policy making based on big data analysis 
utilizing data from government, mobile phones, SNS, satellites, etc. 

• As open government data initiatives are proceeded, there is a need for effective use 
of data between the public and private sectors while protecting personal information. 

【Improving convenience of e-government services】 

• Improving the quality and efficiency of various e-government services is required. 
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• To promote and disseminate e-government, e-government portal sites for citizens 
need to be easy to use for everyone, including those with low IT literacy, the 
disabled, and the elderly. 

6 

Promoting 

financial inclusion 

for low-income 

groups 

【Loan services for low-income people】 

• There is a need for credit information to enable lending to those who do not have 
collateral or regular income. 

• In Mexico, only 20 percent of micro and small enterprises have access to credit. The 
majority of these companies also rely on the informal financing services. 

• In Brazil, banks are facing profitability problems due to the sharp economic 
downturn caused by the pandemic. It has been pointed out that the lending market 
may worsen in the future when the loan restraint program ends. 

• In South Africa, credit scoring services that utilize non-traditional data sets are not 
as prevalent as in other African markets. 

【Promoting financial inclusion for low-income groups】 

• In order to promote financial inclusion, there is a need to provide services, especially 
to those who currently do not have access to financial services. 

• Financial services include a wide range of services such as payments, loans, 
insurance, savings, investments, capital raising, and advisory services, but the 
diffusion of even the most basic services such as savings, insurance, and payments 
has been slow. 

• As a result of the slow penetration of financial services, the ability to protect assets, 
invest in education and health, manage risk, and respond to accidents and extreme 
weather events remains inadequate. 

Source：JICA Survey Team 

 
 

Common issues and hypothesized solutions for target countries 
Source：JICA Survey Team 
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The six themes of common issues in the target countries were further subdivided into 11 types of detail 
themes, and the priority for each theme was set by identifying the most suitable theme among the target 
countries from the perspectives of compatibility with the priority domains and initiatives of each country's 
policies, maturity of the communication environment, and the possibility of collaboration with JICA's 
existing projects. We then solicited solutions from Japanese companies for 11 types of the detail themes. 
 

 
Priority of target countries for each theme 

Source：JICA Survey Team 

 
The Chapter 4 introduces the selected companies, their solutions, and initial business hypotheses as a result 
of matching the themes of the target countries with the solutions of Japanese companies, but since the 
information on the solutions of each company and the target countries is confidential, only the information 
on the selected companies is presented here. 

Selected companies 

No Selected companies Themes to be tackled 
1 Singular Perturbations Inc. Improving public safety 
2 RevComm Inc. Promoting digitalization of SMEs 
3 iChain, Inc Promoting financial inclusion for low-income groups 
4 Trend Micro Incorporated. Improving cybersecurity 
5 NTT DATA Corporation Promoting financial inclusion for low-income groups 
6 GENETEC CORPORATION Utilizing administrative big data 
7 PicoCELA Inc. Improving communication environment 

Source：JICA Survey Team 

In Chapter 5, we summarize the results of the individual surveys of each selected company, but since this 
information is also confidential, we only describe the generalized results here. In the individual survey, 
firstly, we narrowed down the target countries. In narrowing down the target countries, we considered the 
consistency with the solutions based on the information on the issues of each country described in Chapter 
2, as well as the existing efforts of the selected companies and the possibility of collaboration with related 
JICA projects. Next, we set the purpose of the survey for each company. Depending on the company, the 
situation of varied from cases where the main objective was to collect basic information on the market 
environment (Internet environment, cell phone penetration rate, literacy rate, etc.) to cases where the main 
objective was to make contact with specific customer candidates because they already had some 
understanding of the market environment and customer base in the target country. Then, a list of potential 
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government services

Promoting digitalization of 

manufacturing SMEs (4IR)

Promoting digitalization of 

SMEs

Improving cybersecurity

Improving public safety

Improving the personal 

authentication process

①

②

③

④

⑤

⑥
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interviewees was prepared according to the objectives of each company, and interviews were conducted 
mainly online with government agencies, private companies, industry associations, NGOs, universities, and 
other organizations (because it was difficult to travel to the site due to COVID-19). In addition, for some 
companies, online seminars were held with the cooperation of an IT industry association in the target 
country to introduce Japanese companies’ solutions and find potential local partners. Although the time 
frame was limited, some companies conducted multiple interviews with potential customers and local 
partners 
 
Through these interviews, the following results were obtained. 

• The selected companies gained a better understanding of the market environment and obtained 
important suggestions for future business development. 

• Through interviews with local stakeholders, the selected companies were able to clarify the priorities 
of several customer segments. 

• The selected companies had interviews with potential local partners, which led to more detail 
discussions for collaboration. 

• The selected companies had discussions with potential customers, which led to concrete business 
negotiations (e.g., implementation of demonstration projects). 

• The selected companies were able to create opportunities to build relationships with industrial 
associations. 
 

Then, by synthesizing the information obtained from the desktop survey and interviews with local 
stakeholders, we verified the initial business hypothesis through 3C (customer, company, competitor) 
analysis, five force analysis, SWOT analysis, and 4P analysis. In some cases, it became clear through this 
research that the business model initially envisioned was suitable for the local market, while in other cases, 
it reveals that the needs for commercial products were different from those envisioned, or the new and 
different needs of customers were clarified. It can be considered as the major achievement of this survey to 
uncover facts that differed from the initial assumptions. In addition, based on the survey results, multiple 
business development proposals (different business proposals for different customer segments, such as 
public institutions, private companies, NGOs, and universities, and business proposals with different 
commercial products) were compared and examined in terms of the degree of conformity with some 
analysis (e. g., 3C analysis) and the magnitude of development impact. 
 

 
Image of comparison of business development proposals 

Source：JICA Survey Team 

Business Development
Proposal

Conformity with
3C analysis

Conformity with
SWOT analysis

Strategic impact 
(Conformity with 

market needs)

Development
impact 

Differentiation 
(Competitive 
advantage)

Investment cost
（people, goods, 

and money）

Business Development 
Proposal (A)

Business Development 
Proposal (B)

Business Development 
Proposal (C)

Business Development 
Proposal (D)

Business Development 
Proposal (X)

？

？

？

？
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Finally, we made suggestions for business development after this survey which includes the survey items 
necessary for further research and implementation of the demonstration project, and the possibility of 
collaboration with JICA projects. In general, this survey was considered to be a meaningful experience for 
each company for future business development. 
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第 1 章 業務の概要 

1.1 業務の背景 
JICA はこれまで、「中小企業・SGDs ビジネス支援事業」（以下、「本事業」）を通じて述べ 1,000
社以上の民間企業に対する海外ビジネス展開支援を行ってきた。本事業は日本国内の優れた製品・技

術を海外展開することを前提としたスキームであるため、イノベーティブであっても国内での販売

実績が乏しい製品（サービスを含む。以下、同様）・技術の採用は多くなく、また、設立後間もない

スタートアップ企業には応募のハードルが高いというのが現状である。一方で、開発途上国において

も携帯電話をはじめとする ICT 環境の改善に伴い、社会課題解決や経済インフラ整備において、デ

ジタル技術の活用やそれによるイノベーティブな製品やサービスの活用が今まで以上に期待されて

いる。 

このため、本調査は「中小企業・SGDs ビジネス支援事業」では採択が困難であった①イノベーティ

ブな製品・技術の活用可能性や課題を明確にし、②これまで本事業に応募することがなかったスター

トアップをはじめとする日本企業による、本事業の活用促進（＝プレ基礎調査）を目的とするもので

ある。 

1.2 業務の概要 
調査対象国の社会全般の DX を推進する上で、行政・金融・通信サービスの 3 分野において必要性が

高いニーズを特定し、これらのニーズを埋めるために必要となる技術・サービスについて情報収集・

分析する。これらのニーズについて公開セミナーを通じて情報発信すると同時に、発信したニーズに

応え得る本邦の製品・技術・ソリューションの募集を行う。応募のあった製品・技術の審査を行い、

10 の製品・技術を選定する。 

製品・技術の選定後、現地ニーズの深耕及び顧客の直面する問題特定のために、提案企業と合同で現

地調査を実施する。最終的に報告書において、提案企業に対し、収集・分析した基礎情報、また、提

案製品・技術の現地顧客の問題解決に係る仮説検証の結果及び提案企業の展開に係る提言を取り纏

め、提供する。 

1.3 調査対象国 
アジア（インドネシア国、フィリピン国、ベトナム国、インド国、バングラデシュ国）、中南米（メ

キシコ国、ブラジル国）、中東・アフリカ（南アフリカ国）の 8 か国 

1.4 業務のフローチャート 
全体の作業工程（フローチャート）を図 1-1 に示す。 
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図 1-1 調査の全体作業工程 

出所：調査団作成 

1.5 調査実施体制 
調査実施体制は下記のとおり。 

表 1-1 調査実施体制 
 

氏名 担当業務 

竹内 知成 業務主任者／行政・金融・通信技術 

西野 正昭 副業務主任者／ビジネス展開支援 2 

上田 淳 デジタル技術の効果分析 

富田 慎二 ビジネス展開支援 1 

西村 雅博 行政サービス／デジタル技術 1 

矢口 宏則 行政サービス／デジタル技術 2 

櫻井 理 金融サービス／デジタル技術 1 

渡辺 太郎 金融サービス／デジタル技術 2 

渡辺 祐己 通信サービス／デジタル技術 

中村 祥代 広報補助 

島村 琴美 セミナー開催補助 
出所：調査団作成 
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第 2 章 調査対象国における行政・金融・通信サービスのデジタル化に係

る基礎情報及びニーズ 

2.1 インドネシア 

2.1.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
近年の各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している

EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書によると、インドネシアは規制緩和の結果、安定した政治体

制と低価格・高級消費財の市場機会を持つビジネス環境を提供しているといえる。 
 

 
図 2-1 ビジネス環境概況（その 1） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 
「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっており、インドネシア政府は、TMT（テクノロジー・メディア・通信）のような限定された

分野への外国投資の機会を開き、同国の経済状況を改善するために、他国との貿易協定の締結を進め

ている。 

 

出典:EIU

実質GDP成長率%

3.6% (2020)

FDIフロー

179億9000万米ドル

(2020)

人口

2億6750万 (2020)

主要都市

ジャカルタ、バンドン、スラバ

ヤ、メダン

主な外国語

英語、オランダ語

為替レート(平均)

14,528 (2020)

総合ランキング

概
要

15 16

政治環境ランキング

凡例緑~地域ランキング2015 -2019、青~地域ランキング2020~2024 (17か国中)

13 12

ビジネス環境ランキング

政府が商業環境を管理する地方の規制を改

善したことで、インドネシアのビジネス環境は上

昇傾向にある。世界銀行によ る と 、契約の締

結、資金調達、納税、国境を越えた貿易の容

易さなどの要素が、インドネシアのビジネスに有

利に働いている。

5 4

市場機会ランキング

インドネシア通貨が米ドルに対して下落したこ

とは、インドネシア人の手元に自由に使える

収入が増えたことを意味しており、彼らは食

料よりも住宅や交通手段に増えた収入を使

うと予想される。富裕層の増加により、高級

消費財の市場が拡大すると見込まれる。

若い民主主義国家であるがゆえに、ジョコ

ウィー大統領の目標とテクノロジーを駆使し

たアプローチは、政治的後援（党派的な忠

誠心に基づいて政府のポストに候補人を任

命すること）のシステムを好む高齢政治家

によって遮られると予想される。しかし、ジョ

コウィー氏は2024年まで政権を維持すると

予想されており、国の安定した成長をもたら

すと考えられる。

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

2015-19 2020-24 2015-19 2020-24 2015-19 2020-24
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図 2-2 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 
また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、インドネシア政府は官民連携の仕組みや規制

の変更により、あらゆる規模の民間企業への支援を拡大し、国内のサプライチェーンネットワークを

改善するために輸送インフラに注力している。 

 

 
図 2-3 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19） 11/17

地域ランキング(2020-24) 11/17

出典:EIU

主要指標

各指標の概要

• 2021年6月 に 、インドネシアは日本、パキ

スタン、東南アジア諸国連合(ASEAN)経

済共同体との貿易交渉を終了した。 さら

に、同国は13の国際貿易協定 の 交渉 を

進めている。

• 新型コロナウイルス感染症の影響により、

政府は主要食糧の輸入制限を解除した

が、電子機器や衣料品に対する反ダンピ

ング政策は継続している。

• インドネシア通貨は 今 後 も 中央銀行によ

って管理され、上昇した米国金利のバラン

スをとるために徐々に米ドルに対して減価

すると予想される。

• インドネシア政府は、2021年大統領令第10

号 「投資ビジネスラインに関する規則」 を制定

し、電気通信、メディア、テクノロジー、卸売り流

通など合計245の分野で外国人投資活動の

制限を緩和した。

• 制定された規則第10号によると、経済特区の

技術系新規事業分野への外国投資は、100

億インドネシアルピアの最低投資基準から免除

されており、多数の小規模投資が可能である。

• 優先分野への投資は、財政的・非財政的イン

センティブの対象となる。

• 新型コロナウイルス感染症による成長率の低下

にもかかわらず、他国の経済成長率が急激に低

下しているため、インドネシアの地域ランキングは

上昇すると予想される。

• アジア開発銀行(ADB)によると、インドネシアは

世界情勢の改善や経済の再開により、2021年

に4.5%、2022年に5%の成長率を達成する見

込みである。

• 政府は、新型コロナウイルス感染症に対する医

療費支出に対応するため、財政赤字の上限を

対GDP比4.5%まで拡大することを容認したが、

景気回復とともに、予測 期間中（2024年ま

で）に財政赤字を対GDP比3%まで戻すことを

目指している。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 14/17

地域ランキング(2020-24) 10/17

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 16/17

地域ランキング(2020-24) 16/17

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

民間企業・競争政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 16/17

地域ランキング(2021-25) 11/17

技術的準備

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 15/17

地域ランキング(2021-25) 13/17

出典:EIU

主要指標

各指標の概要

• 技術面 に お い て 、インドネシアはロボット

工学、通信、製造、メディアなどの技術

セクターの発展を促進するために、200以

上の戦略的プロジェクトへの投資と実施

に注力している。しかし、インドネシアのデ

ジタル競争力の低さは長期的な懸念事

項であり続けると予想される。

• パラパ・リングプロジェクトが完成し、13 万

kmの海底ケーブルが敷設され、 イ ン ド ネ

シアの各州で高速インターネットの使用が

可能になった。

• デジタル経済は、インドネシアの他のセク

ターの中で最も急速な成長を見せ、前年

比30%の成長率を記録した。

• インドネシアは、2020年から2024年にかけて、

2015年から2019年までの間に投資した3590

億ドルよりも20%多い、4300億ドルのインフラ

投資を計画しているが、用地取得と契約の枠

組みなどの課題に取り組む必要がある。

• 現在の交通システムが未発達であることから、

同国のインフラは主に運輸交通に重点が置か

れている。フィッチ・ソリューションズによると、現

在の投資計画の総額のうち、道路、鉄道、港

湾プロジェクトがそれぞれ29％、22％、23％を

占める。

• スマトラ有料道路とジャカルタ ・ バンドン高速

鉄道は、予測期間中（2024年まで）に完

成が見込まれる最大規模のプロジェクトである。

• インドネシアでは、民間企業を改善するための政

府の対策により、民間部門の地域ランキングが

大幅に上昇すると考えられる。

• 政府は許認可プロセスを緩和し、中小企業に

対する様々な規制を撤廃した。

• 政府は、教育、観光、保健、環境など、民間

投資の対象となる分野を含めた官民連携イニ

シアチブを継続する予定である。

インフラストラクチャ

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 15/17

地域ランキング(2021-25) 15/17

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。
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(2) 金融分野、通信分野に係る主な規制 
日本企業がインドネシア進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 
 

表 2-1 インドネシア進出に際し関連する主な規制 

 
出所：JETRO（インドネシア | アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp) ） 
 
情報通信技術セクター及び金融セクターはいずれも外資規制が存在し、投資分野において閉鎖され

ている事業分野及び条件付きで開放されている事業分野リストに関する大統領規程 2016 年第 44 号
添付書類リスト（2016 年ネガティブリスト）での記載は以下のとおり。情報通信技術セクターは規

制業種となっており、多くのサービスが外資最高 67％となっている 
 

表 2-2 情報通信技術セクター関連する主な外資規制 

 
出所：JETRO（大統領規程 2016 年第 44 号添付書類リスト（2016 年ネガティブリスト） 

名称 説明

規制業種・禁止業種 ◼ 情報通信技術および金融セクターはいずれも外資規制がある

資本金に関する規制

◼ 外国投資（外国法人・個人による投資）

製造業・非製造業の区別なく、土地建物を除く投資額の合計が100億ルピア超（事業分類コードKBLIごと）、引受資本金と払込資本金は

同額で25億ルピア以上を満たす必要がある。また、各株主の出資金額は、1,000万ルピア以上〔投資許認可の指針と手順に関する投資調整

庁長官規定（2018年第6号）の第6条2項、3項、4項、投資調整庁規定2020年第1号〕

外国人就業規制
◼ 2018年3月26日付大統領令2018年第20号では、インドネシア人の雇用を優先することが大原則としつつ、インドネシア人が担うことができない

特定の役職に限り、特定の期間、外国人を雇用することができる

現地人の雇用義務 ◼ 雇用形態、就労条件・賃金・労働協約・解雇、待遇・社会保障、特定業種・職種における規制・要件等、詳細かつ数多くの法令・規則がある

外国企業の会社設立

手続き

◼ 外国事業体の進出形態には、駐在員事務所と現地法人がある

 駐在員事務所

• 外国企業駐在員事務所：外国投資企業の設立や開発準備等を目的とした事務所

• 外国商事駐在員事務所：マーケットリサーチやプロモーションを目的とした事務所。外国人労働者1人に対して3人のインドネシア人労働者の

雇用義務がある

• 外国建設駐在員事務所：インドネシア国内建設会社とジョイント・オペレーション（JO）を組むことなどを条件に、官民プロジェクトの事前審

査や入札に参加し、契約締結・建設工事の実施などの事業主体となることができる

• ただし、当該ジョイント・オペレーションが行うことができる事業は、1,000億ルピア以上の建設工事、あるいは100億ルピア以上の建設設計、監

督業務案件などに限定される

 現地法人（外国資本会社（PMA））

• 外国資本会社（PMA）には、払込資本金25億ルピア以上で、かつ土地建物除く投資計画100億ルピア超（事業分類コード(KBLI)ごと、

払込資本金含む）の場合に設立可能である。事業開始後、速やかに計画上の投資金額を実現することが望まれている

• 業種により外国株主による出資比率等の規制がある（ネガティブリスト）

• 会社設立にあたっては、会社の登記、事業基本番号（NIB）の取得、立地許可の取得、外国人雇用認可の取得、環境許可の取得、建

設許可の取得、事業許可の取得といった手続きが必要となる

事業分野 条件

固定通信網事業 外資最高67%

移動通信網事業 外資最高67%

通信サービスと統合した通信網の運営 外資最高67%

コンテンツ通信サービス実施（リングトーン、プレミアムSMSなど） 外資最高67%

情報サービスセンター（コールセンター）とその他の電話付加価値サービス 外資最高67%

インターネットアクセスサービスプロバイダー 外資最高67%

データ通信システムサービス 外資最高67%

公共用電話回線インターネットサービス 外資最高67%

インターネット相互連結サービス（NAP）、その他のマルチメディアサービス 外資最高67%

公共放送機関（LPP）：ラジオ インドネシア国営ラジオ（RRI）、国営テレビ（TVRI）、ローカル公共放送機関
（LPPL）の独占に限る

公共放送機関（LPP）：テレビ インドネシア国営ラジオ（RRI）、国営テレビ（TVRI）、ローカル公共放送機関
（LPPL）の独占に限る

通信塔の供給、管理（運営・レンタル）、建設サービスプロバイダー 内資100%

新聞・雑誌・ニュース発行（報道） 内資100%

民間放送機関（LPS） a.事業の追加と開発に限る
b.外資最高20%

契約放送機関（LPB） a.事業の追加と開発に限る
b.外資最高20%

郵便事業 外資最高49%

投資額が1000ルピア未満の電子システムを通じた商業取引の実施（プラット
フォームベースのマーケットプレイス、daily deals、price grabber、オンライン広
告）

外資最高49%

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
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同様に金融セクターも規制業種となっており、多くのサービスが外資最高 80％となっている。 
 

表 2-3 金融セクター関連する主な外資規制 

 
出所：JETRO（大統領規程 2016 年第 44 号添付書類リスト（2016 年ネガティブリスト） 

 

2.1.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

インドネシアの電子政府関連取組の所管機関として、通信情報省（KOMINFO）や国家開発計画省

（BAPPENAS）などが挙げられる。 

表 2-4 主たるステークホルダー 

 
出所： 

事業分野 条件

投資ファイナンス会社 外資最高85%

運転資金ファイナンス会社 外資最高85%

多目的ファイナンス会社 外資最高85%

ベンチャーキャピタル 外資最高85%

損害保険会社 外資最高80%

生命保険会社 外資最高80%

再保険会社 外資最高80%

保険損害査定会社 外資最高80%

保険代理店 外資最高80%

保険ブローカー会社 外資最高80%

再保険ブローカー会社 外資最高80%

保険数理コンサルティング会社 外資最高80%

保証会社 外資最高30%

ノンバンク両替商 内資100%

金融市場ブローカー会社 金融庁からの特別許可

名称 概要 ウェブサイト

通信情報省（KOMINFO）

Ministry of Communication and 

Information Technology 

(Indonesia)

◼ 情報通信分野の政策策定と実施を行う機関として2005年に設立され、2011

年に省内の所掌の再編を行い、情報通信資源規格総局、情報通信事業体総

局、情報技術活用総局、公共情報通信総局、人材育成研究開発庁を中心

とする体制となった。（*1）

https://www.kominfo.go.id/

国家開発計画省（BAPPENAS）

Ministry of National 

Development Planning of 

Indonesia

◼ 国家開発計画、国家開発戦略、セクター別、セクター間および地域間政策の方

向性、ならびに財政政策の方向性、規制の枠組みを含む経済の包括的な全体

像を含むマクロ経済の枠組みの分野における政策の策定と決定などを担当して

いる。（*2）

https://www.bappenas.go.id/id/

技術評価応用庁（BPPT）

Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi

（https://www.bppt.go.id/）

◼ 1974年に設立されたインドネシアの政府研究機関で、研究機関としての機能に

加えて、インドネシア全国約500の自治体（州、県、市）が導入する技術等を

評価、支援する側面を持っている。（*3）

https://www.bppt.go.id/

国家ICT評議会（DETIKNAS）

Indonesian National ICT Council

◼ 大統領令 No.20/2006 により設立され、ICT の全般的な政策や戦略的方針を

策定し、ICT 推進における政府機関、産業、専門コミュニティ等関係部門の国内

調整を行う委員会。同委員会は大統領が議長を務め、通信情報省と他大臣

9 名から構成される。（*4）

http://www.detiknas.go.id/

行政改革省（MENPAN）

Ministry of State Apparatus 

Utilization and Bureaucratic 

Reform

◼ 国家行政組織に関する事項を所管する省であり、国家機構の改革に関する国

家政策の策定や国家機構の改革に関する政策の実施に係る調整などの役割

が定められている。国家行政管理の質的向上などの目的を達成るすために、「①

グッドガバナンス関連プログラム、②国家機構の説明責任と統制向上に関するプ

ログラム、③行政及び組織管理プログラム、④人材管理及び能力向上プログラ

ム、⑤公共サービスの質向上プログラム、⑥政府及びガバナンス指導力プログラム

の６事業を実施する」とされる。（*5）

https://www.menpan.go.id/site/

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A020_negativelist.pdf
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*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html 

*2 https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_National_Development_Planning_of_Indonesia 

*3 https://www.ksp.co.jp/media/category_06/a14 

*4 http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h29/170907-05.pdf 

*5 https://www.soumu.go.jp/main_content/000537357.pdf 

 

➢ 政策 

インドネシア政府が出している各種ポリシーペーパーの中で、電子政府は注力領域の一つとして取

り上げられ、優先推進分野として位置づけられている。 

表 2-5 電子政府関連政策 

 
出所： 

*1 国際情報化協力センター（2018 年レポート） http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h30/180906-05.pdf 

*2 国際情報化協力センター（2012 年レポート）http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h24/120905-01.pdf 

*3 国際情報化協力センター（2021 年レポート）http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/r02/210303-05.pdf 

 

また、2020～2021 年の電子政府関連の主要法令は下記のようにまとめられ、電子政府を推進するた

めの制度づくりが進んでいる。 

主な政策・戦略 電子政府の推進に関する内容

国家長期開発計画：RPJPN 2005-

2025
◼ 「2025年に向けて自立・ 発展・公正・繫栄を 目指す」旨宣言が打ち出された。（*1）

情報化政策：ICT Blueprint 2005-2015 ◼ 2015年の情報化社会実現に向けたインドネシアのe-Strategyを具体化したものが、ICT 

Blueprintであり、インフラ、電子政府、教育及びICT産業推進の４分野で各4～5プロジェ

クトがリストアップされている。政府機関内でのソフトウェアの合法化、ナショナルシングルウィ

ンドウ（National Single Window）、国内識別番号、電子予算、電子サービス及び電

子調達等が電子政府の重点分野として挙げられる。（*2）

情報化政策：Indonesia Broadband 

Plan 2014-2019
◼ 電子政府、電子教育、電子医療、電子物流、電子調達は優先セクターとして挙げられる。

（*1）

国家中期開発計画：RPJMN 2015-

2019

◼ 省庁・地方行政・教育の各機関を 網羅すべくブロードバンド網の整備、政府内での      

網保全の確保 と       の設立・統合、ブロードバンドの利活用促進などが目指されてい

る。（*1）

国家中期開発計画：RPJMN 2020-

2024

◼ 骨子を成す主要項目として、①地域格差解消と機会均等化、②地域格差解消と機会

均等化、③Indonesia（IR）4.0推進による経済力強化、④持続可能な政策立案・保

全・公共サービス、⑤競争力ある人材開発と育成、⑥デジタルトランスフォーメーションの強

化・推進が挙げられる。（*3）

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_National_Development_Planning_of_Indonesia
https://www.ksp.co.jp/media/category_06/a14
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h29/170907-05.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000537357.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h30/180906-05.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h24/120905-01.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/r02/210303-05.pdf
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表 2-6 電子政府関連法令 

 
出所：インドネシア現地有識者による情報提供に基づき調査団作成 

 

➢ UN e-Gov Index 

UN e-Gov Indexでは 88位（2020年）となっている。 

主な法令 文書 No. 時期 法令概要

Ministry of Adm Reform's Decree No.965 2021年

◼ この法令は、国家電子政府調整チームの義務と作業手順を規定している。

◼ 国レベルでは、内務大臣、財務大臣、通信・情報大臣、国家開発計画大臣

(BAPPENAS) 、国家サイバー暗号庁 (BSSN) 長官、技術評価・応用庁 (BPPT) 長官が

補佐し、行政改革大臣が調整役を務める。

◼ 政策の実施にあたって、 (1) デジタル・ビジネス・プロセスの変革、リスク管理、変更管理、

人事、 (2) 地方政府におけるデジタル・ビジネス・プロセスの変革、 (3) 予算、 (4) ICTサービ

ス・資産・アプリケーション・インフラの管理、 (5) ICT監査、 (6) データ管理、 (7) 電子政府

計画、 (8) 情報セキュリティ管理、 (9) ナレッジ・マネジメントの9つの作業部会があるとされ

る。

Ministry of Adm Reform's Decree on 

technical guidances of e-

government's monitoring and 

evaluation

No.962 2021年

◼ この法令は、行政改革省、中央及び地方政府機関の内部評価者、モニタリング及び電

子政府評価の実施に関与する外部評価者に対して技術的指針を提供することを目的と

している。

◼ 2.電子政府評価は、ガバナンス、管理、サービスといった分野を対象としている。

Government regulation on risk 

management guidelines of e-

government systems
No.5 2020年

◼ この法令は、中央政府と地方政府に電子政府の環境リスク管理を実施する際のガイドラ

インを提供することを目的としている。

◼ この法令で議論された分野として、(1) 電子政府リスク管理の枠組み、(2)電子政府のリス

ク管理プロセス、(3) 電子政府のリスク管理体制、(4) 電子政府のリスク認識が挙げられる。

Ministry of Adm Reform Regulation 

on SPBE Monitoring and Evaluation
No.59 2020年

◼ この政令には、電子政府のモニタリングと評価のためのガイドラインが含まれており、4つの領

域、8つの側面、47の指標を網羅する電子政府の成熟度を測定するために使用されるモニ

タリングや評価方法及びそのプロセスから構成されている。

Strategic Plan of the Ministry of 

Administrative Reform 2020-2024
No.24 2020年

◼ 電子政府の実施にあたって、いくつかの戦略的な 課題が取り上げられている。(1) 統合さ

れた電子政府のガバナンスの欠如、 (2) スマートサービスへのニーズ、 (3) 文化的内面化が

必要、 (4) 電子政府モデルは依然として単一のプロバイダーの視点によって支配され、統合

されていない。
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図 2-4 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移 (2010～2020 年) 

出所：UN E-Government Development Index を基に調査団作成 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

電子政府の主な取組の一つとしては、政府横断的なデータ共有を可能とする One Data政策（2016年開

始）が挙げられる。 

 

図 2-5 One Data 政策の概要 
出所： 

*1 https://www.iais.or.jp/articles/articlesa/20201210/202012_05/ 
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(位)

対象8か国のUN e-Gov Dev Indexの推移

(2010～2020年)

インド バングラデシュ インドネシア フィリピン

ベトナム メキシコ ブラジル 南アフリカ

ブラジル

メキシコ

フィリピン

南アフリカ

ベトナム

インドネシア

インド

バングラ

デシュ

One Data政策

◼ インドネシアでは、データ利活用及びデータを用いたデジタル・ガバメントの取組として、One DataやOpen Data、Satu Layanan（国民向けサービス

に関する情報案内 ウェブサイト）等が進められており、中核的な取組とみなされているのがOne Data である。データの統合により政府横断的な

データの共有及び利活用を可能とするOne Data（インドネシア語ではSatu Data）政策は2016年に開始し、質の高いデータの創出、データへ

のアクセスの向上、国・地方間でのデータ共有、及びこれらを通じたエビデンスに基づく政策形成が目指される。本政策に基づき、各機関のデータ

の一元的検索・利用ができるOne Data Indonesiaポータルサイト（ https://data.go.id/ ）の構築をはじめ、具体的な取組の推進がなされてい

る。 （*1）

◼ 「2016 年に省庁が個別に保有しているデータの統合化を柱とする One Data の取組が行う方針が定められ、大統領補佐局を対象に実際の取

組が開始された。その後、同年からパイロットプロジェクトとして、対象を 7 機関（海洋漁業 省、エネルギー・水資源省、研究・技能省、環境・林

野省、教育・文化省、国家開 発計画省）に拡大して行われている。2019 年には、（1）データの標準化、（2）相互運用性の確保、（3）メ

タデータの作成、（4）マスターデータ及びリファレンスコードの作成の4原則を柱とする大統領令を発令し、同大統領令において全省庁及び自治

体がOne DataのプラットフォームであるOne Platformを利用することが義務付けられた。また、同時期に行政機関が管理、運用する情報システ

ムで扱うデー タの自国内での保管、電子認証、パーソナルデータの適切な管理、データに関する プライバシーの保護に関する項目を盛り込んだ情報

システム及び電子的トランザク ションに関する規則が定められたところである。」（一般社団法人行政情報システム研究所の報告書「インド及びイ

ンドネシアにおけるデジタル・ガバメントの現状」（19頁）から抜粋） （*2）

https://www.iais.or.jp/articles/articlesa/20201210/202012_05/
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*2 https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf 

 

また、オープンガバメントが積極的に進められ、政府機関を中心とした様々なデータセットを提供するポータ

ルサイトも開設され、2か国語対応と地方参画の促進は今後の課題とされる。 

 

図 2-6 One Data 政策の概要 
出所： 

*1 https://core.ac.uk/download/pdf/288468925.pdf 

*2 OGP とは、「政府による透明性の向上、市民のエンパワーメント、汚職との闘い、ガバナンス強化のための新技術利活用への確固たるコミットメ

ントを確保するための多国間の取り組み」である。「2011 年 9 月 20 日に、8 ヶ国の政府（ブラジル、インドネシア、メキシコ、ノルウェー、フィリ

ピン、南アフリカ、英国、米国）がオープンガバメント宣言への支持を表明し、それぞれの行動計画を発表し、正式発足した。」 オープンガバメ

ントパートナーシップ・グローバルサミットの開催 | AIS | 一般社団法人 行政情報システム研究所 (iais.or.jp) 

*3 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/01/31/open-data-brings-change-to-indonesia 

 

そして、One Dataの取組を進める代表的機関として、Indonesia Institute of Deliverology (IDeA)が挙げられ
る。 

 
図 2-7 IDeA について 

出所： 
*1 https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf 

【オープン・ガバメント・データ（OGD）の取組】
◼ インドネシアでのオープンガバメントの取組は、良い統治と透明性向上を促進するために、2008年に公共情報公開法（2008年/No.14）の制定をきっかけに始

まったと言われる。同法は情報アクセス権の行使だけでなく、政府による公共情報の提供方法についても規定しており、また、同法に基づき2009年6月には情

報委員会が設置され、公的機関の情報に対して国民がアクセスする権利を保障するためのより具体的なルール整備が進んでいった。（*1）

◼ OGD法的素地が整いつつあるなかで、インドネシアは2011年に、透明性、説明責任及び市民のエンパワーメントを向上させるために政府が具体的な行動をと

ることを促進するために、オープン・ガバメント・パートナーシップ（OGP）を始めた8カ国の一つとなった。（*2）

◼ インドネシアはオープンガバメントの動きを後押しするために、最初のステップとして、より多くの政府データへのアクセスを使いやすい形式で提供することをした。

政府から見ると、オープンデータには、透明性の向上と説明責任の改善、市民参加によるサービス提供の改善、市民による社会的・経済的イノベーションの促進

といったの利点がある。世界銀行は、政府全体のデータのための 「ワンストップショップ（one-stop shop）」 として機能するために、オンラインOne Data 

Portalを確立することを含む技術支援を提供することにより、同国のイニシアティブを支援した。世界銀行はまた、中央政府機関や地方政府がオープン・データ

運動に参加するよう促す取り組みを支援した。（*3）

【Portal Satu Data Indonesiaの開設】
◼ 2014年には政府機関を中心とした様々なデータセットを提供するポータルサイトPortal Satu Data Indonesiaが開設された。これは、「省庁をはじめとする中

央・地方の各公的機関のデータを1つの窓口で提供するサイトで、（中略）ホーム画面には食糧、エネルギー、インフラ、海事、健康、教育、経済、産業、観光、

官僚主義改革のアイコンが並び、各分野のデータセットにとぶことができる」。また、これ以外にもOGDプログラムを通じて公開されたポータルサイトがいくつかあり、

例として、インドネシアの公共サービスに関する情報を総合的に検索することができるSatu Layananが挙げられる。「69の機関の360のサービスの情報（運転

免許証の取得に関する手続き方法、費用、関連する法律など）をここで確かめることができる」とされる。（*1）

◼ 今後の課題として、2か国語（インドネシア語と英語）対応の徹底と地方参画の促進が挙げられる。各ポータルサイトにおける対応言語はインドネシア語がメ

インであり、英語に切り替えると詳細箇所はインドネシア語のままで、2カ国語対応を徹底しているとは言い難いとされる。また、2億人以上の人口を抱える群島

国家インドネシアとして、データセットの数はまだまだ少ないとされ、州、県・市レベルも参画していくよう拡充していくとが期待される。 （*1）

【Indonesia Institute of Deliverology (IDeA)】（http://deliverology.org/en/）

◼ IDeA はユドヨノ政権において始められたイニシアティブを起源とし、2015 年 2 月に NPO 法人として設立された。ターゲットとして、⑴デジタル・ガ

バメント、⑵コミュニティ及びガバナンスへの関与、⑶法執行及び公平性の確保、⑷政策モデルの構築といった４つの分野が挙げられ、各分野に

おいてアイディアや政策の創出、プログラムの実現の支援を行っているとされる。このうち、デジタル・ガバメントに関しては、「各種デジタルプラット

フォームの開発、運用という形で支援しており、具体的には①One Map、②Open Data、③One Data、④LAPOR!、⑤Satu Layanan、⑥

Situation Roomの6つに携わっている。」 （一般社団法人行政情報システム研究所の報告書「インド及びインドネシアにおけるデジタル・ガバメン

トの現状」（54頁）から抜粋） （*1）

◼ One Data の代表的な取組が、IDeA の支援先機関の１つである海洋漁業省の事例である。「水産業関連のビジネスに関する多様な情報が

One Platform上に登録されており、登録データを用いて支援プログラムの対象者の選定が行われている。また、これらのデータは省庁をまたいだ相

互運用性を確保し、共同利用できるようデザインされている。これを基に、水産業に関するビジネスを行う際の申請及び許認可の受付や結果通

知を単一のオンライン窓口で行えるOSS（Online Single Submission）システムが構築され、利用に供されている。 」 （同報告書19頁から抜

粋） （*1）

◼ 「One Data の取組を進めた結果、上述した OSSシステムによる、（特に地方に居住している）国民の申請の利便性向上といったメリットがもた

らされたのみならず、政府内部のコスト面においても、これまで各省庁が個別にデータを保有していた際には 40 兆ルピア（約 2,700 億円）の経

費を要していたが、One Data の取組を進めたことにより大幅にコストを削減することが可能となった。」（同報告書19頁から抜粋） （*1）

https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/288468925.pdf
https://www.iais.or.jp/topics/international/20150929/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/
https://www.iais.or.jp/topics/international/20150929/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/
https://www.iais.or.jp/topics/international/20150929/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/
https://www.iais.or.jp/topics/international/20150929/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/
https://www.iais.or.jp/topics/international/20150929/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/
https://www.iais.or.jp/topics/international/20150929/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/
https://www.iais.or.jp/topics/international/20150929/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/01/31/open-data-brings-change-to-indonesia
https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf
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他の電子政府取組の事例として、電子投票システムの開発や統合データセンターの設立、行政サービスや

納税手続のオンライン化などが挙げられる。 

 
図 2-8 電子政府取組事例 

出所： 

*1 国際情報化協力センター（2018 年レポート） http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h30/180906-05.pdf 

*2 国際情報化協力センター（2017 年レポート）http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h29/170907-05.pdf 

*3 https://govinsider.asia/inclusive-gov/indonesia-digital-government-bappenas-joko-widodo/ 

 

➢ 課題 

課題としてはハード面でのインフラ整備に加え、乱立している電子サービスの統合的運用、データの収集・

共有・保管を円滑にする仕組みづくり、IT人材の育成等ソフト面の対応といったものが挙げられる。 

 
図 2-9 電子政府推進上の課題及び注力分野 

出所： 

https://govinsider.asia/digital-gov/west-javas-vision-to-become-a-govtech-champion/ 

https://www.iais.or.jp/articles/articlesa/20201210/202012_05/ 

電子政府取組事例

◼電子投票システム(e-Voting）
➢ 技術応用評価庁（BPPT）では、e-KTPカードを用いた電子投票システムの開発を進めており、巨額の初期投資が必要であるが、他の

行政サービスとの相乗効果や選挙結果の速報性・透明性・正確性の向上、コスト削減効果などの利点が期待される。 （*1）

◼ 統合データセンターの設立
➢ 通信情報省（KOMINFO）は「全省庁を対象にSmart Nation化に向け、政府統合データセンタ（GIDC）設立を呼び掛け、省庁間の

サイロ意識の排除および地方・離島を含めた電子政府化推進」を図っている。 （*1）

◼行政サービスのオンライン化
➢ 商業取引ライセンス（SIUP)や商業登記（TDP)、建設ライセンス（IMB)のオンライン申請によるワンストップ認可手続きにより、中央と地

方政府各担当者間での諸認可プロセス管理の可視化・迅速化が可能になる。 （*1）

◼納税手続e-Billingへの切り替え
➢ 財務省国税総局（General Department of Taxation）は、国有及び民間銀行、郵便局の窓口で行ってきた納税手続きを、2016年

1月からオンラインサービスe-Billingに切り替えたとされる。 （*2）

◼ eサービスのナショナルポータルの構築
➢ 国のサービスと地方のサービスを統合し、オンラインサービス (eサービス) を強化することが目指されている。中央政府ポータルと地方政府

ポータルの2種類ポータルが想定され、各ポータルは、教育やビジネス、雇用、住宅、通信、環境、健康、社会保険、観光等、様々な分

野のサービスを提供する。 （*3）

ハード面

クラウドシステムとコマンドセンターを含むインフラの整備

各政府機関が独自に開発したeサービスを統合し、ナ

ショナルポータルを構築

サイバーセキュリティ関連インフラの整備

データセンターの整備

通信インフラの整備（特に山地や離島のような僻地）

ソフト面

国・地方間でのデータ共有、政府横断的なデータ活用

データリテラシーの向上及びIT人材育成

データの収集・流通を円滑にする仕組のデザイン及び

データアクセスの向上

データの適切な管理及び個人プライバシーの保護

電子認証の推進

http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h30/180906-05.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h30/180906-05.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h29/170907-05.pdf
https://govinsider.asia/inclusive-gov/indonesia-digital-government-bappenas-joko-widodo/
https://govinsider.asia/digital-gov/west-javas-vision-to-become-a-govtech-champion/
https://www.iais.or.jp/articles/articlesa/20201210/202012_05/
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https://govinsider.asia/inclusive-gov/indonesia-digital-government-bappenas-joko-widodo/ 

 

➢ 電子政府の推進にかかわる民間セクターの動き 

現地スタートアップ、大学、海外企業などが電子政府の推進に取り組んでいる。 

表 2-7 民間セクターの取組（1/2） 

 
出所： 

*1 https://en.prnasia.com/releases/apac/indonesia-s-federation-of-information-technology-ftii-declare-support-for-the-asian-games-2018-216435.shtml 

*2 https://thebridge.jp/2021/06/perangkat-deteksi-covid-19-qlue 

*3 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/c03c81338f11e8e9.html 

 

表 2-8 民間セクターの取組（2/2） 

 
出所： 

*1 https://www.idnfinancials.com/jp/news/35684/software-collaborate-ugm-encourage-digital-transformation 

*2 https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/60687/2/Software-AG-partners-with-Universitas-Gajah-Mada-(UGM)-to-drive-digitalization-in-Indonesian-Governm 

*3 http://www.fmmc.or.jp/news/detail/itemid487-005463.html 

 

民間セクター 概要

IT産業の業界団体

◼ インドネシアIT連盟（FTII）、インドネシアコンピュータビジネス協会（APKOMINDO）、インドネシアコンピュー

タソフトウェア協会（ASPILUKI）、インドネシア・インターネットサービスプロバイダー協会（APJII）、インドネシア

衛星協会 (ASSI) 、全インドネシア通信協会(ATSI) 、インドネシアオープンソース協会（AOSI) 、インドネシア

クラウドコンピューティング協会(ACCI) 、情報セキュリティコミュニティ (KKI)などの団体が挙げられる。（*1）

スタートアップQlue社の取組

◼ Qlue がインドネシアで現在注力しているのは、各都市の行政サービスのデジタル化支援であり、ソリューション

として、「QlueApp（市民報告アプリケーション）、QlueVision（人工知能による監視カメラ映像分析）、

QlueWork（モバイル労働管理）、QlueDashboard（データ可視化プラットフォーム）、QlueSense（IoT

ベースの製品ソリューション）、QlueThermal（スキャナーソリューション）」が挙げられる。（*2）

◼ 「コアとなる製品は3つ。（1）クルービジョン〔既存の監視カメラと自社で開発した人工知能（AI）システム

を組み合わせ、顔認証、車両数のカウント、違法駐車取り締まりなどが可能〕、（2）クルーワーク（一般企

業向け業務効率化アプリケーション）、（3）クルーダッシュボード（データ統合、AIによる解析）。これらを組

み合わせ、スマートガバナンス、スマートモビリティ、防災などに貢献できるソリューションを提供している。」（*3）

民間セクター 概要

ガジャ・マダ大学の取組

◼ ドイツの事業処理分析や管理ソフトウェアソリューション、Software AGは政府や教育セクターのデジタル変

換を奨励する為、ガジャ・マダ大学と協力している。（*1）

◼ また、Software AGはガジャ・マダ大学と戦略的提携関係を結び、インドネシア政府機関のデジタル化推

進に力を入れていく予定である。（*2）

韓国LG CNS社の取組（*3）

◼ 「ITサービス大手LG CNSが2020年12月中旬にインドネシアの国税行政システム構築事業者に選定された。

事業規模は約1,000億ウォン（約100億円）で、これまでの電子政府輸出プロジェクトの中で単一契約と

しては最大規模となる。特に、今回の事業ではクラウドやビッグデータといった最新技術を活用する予定で、

DX輸出の好事例となる見通し。インドネシアの納税者4,200万人と税務職公務員3万2,000人が活用す

るシステムとなる。2021年からシステム構築を開始し2024年末に完了の予定。」

◼ 「政府レベルでも韓国とインドネシアとは2013年にデジタル政府協力に向けたMoUを提携している。2016

～2019年にかけてジャカルタにデジタル政府協力センターも設立するなど協力を深めている。LG CNSは韓

国国税庁の統合システムやビッグデータシステム等の構築実績があり、国税システム分野で強みを持つ。ま

た、2015年にインドネシア国家財政情報システムの構築もしており現在に至るまで運用中。2007年にはイ

ンドネシア警察庁のシステムも構築している。」

https://govinsider.asia/inclusive-gov/indonesia-digital-government-bappenas-joko-widodo/
https://en.prnasia.com/releases/apac/indonesia-s-federation-of-information-technology-ftii-declare-support-for-the-asian-games-2018-216435.shtml
https://thebridge.jp/2021/06/perangkat-deteksi-covid-19-qlue
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/c03c81338f11e8e9.html
https://www.idnfinancials.com/jp/news/35684/software-collaborate-ugm-encourage-digital-transformation
https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/60687/2/Software-AG-partners-with-Universitas-Gajah-Mada-(UGM)-to-drive-digitalization-in-Indonesian-Governm
http://www.fmmc.or.jp/news/detail/itemid487-005463.html
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(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

金融分野の主管は金融庁だが、銀行及び決済に関する事項は中央銀行であるインドネシア銀行が規制して

いる。 

表 2-9 主たるステークホルダー 

 
出所： 

*1 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf 

*2 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

*3http://dhoto.lecturer.pens.ac.id/training/fintech/fintechindonesiareport2018.pd 
http://dhoto.lecturer.pens.ac.id/training/fintech/fintechindonesiareport2018.pd 

 

➢ 政策 

金融分野の政府方針・戦略は大統領令及び金融サービスセクター・マスタープランに定められている。 

名称 説明 （※1,2,3）

金融庁（OJK)

◼ 金融サービスを提供するすべてのFintechを規制している。

• P2P融資

• クラウドファンディング

• デジタルバンキング

• インシュアテック

• 資本市場におけるFintech

• ベンチャーキャピタル

• オンライン・ファイナンス

• データセキュリティ

• 消費者保護

インドネシア銀行（BI)

◼ 銀行及びノンバンクによる決済に関するFintechを規制している。

• 電子財布

• 電子マネー

• 決済機関

• 暗号通貨とブロックチェーン

• 決済トランザクションのサポート （ATM、EDC、データセンター等）

通信情報省（MOCIT） ◼ Fintechの情報技術関連事項を規制している。

インドネシア商品先物取引監

督庁（Bappebti）

◼ インドネシア商業省の下部組織で、外国為替市場を含む非銀行金融部門を規制しており、個人や企業に対するライ

センスの発行、規則や規制の策定、検査、先物市場におけるすべての活動の監視を行っている。また、暗号通貨取

引所の運営規制も所管している。

file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/*1
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf
file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/*2
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/*3
http://dhoto.lecturer.pens.ac.id/training/fintech/fintechindonesiareport2018.pd
http://dhoto.lecturer.pens.ac.id/training/fintech/fintechindonesiareport2018.pd
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表 2-10 金融分野の政府方針・戦略 

 
出所： 

*1 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

*2 https://www.readkong.com/page/2021-2025-the-indonesian-financial-services-sector-master-3088007 

 

➢ 金融包摂関連データ 

インドネシアの総合金融包摂指数は開発途上国 52カ国中 16位（2017年）で、金融口座保有率は近年向上
している。 

 
図 2-10 金融包摂・金融サービス利用関連データ 

出所： 

金融包摂指数（2017年）（※2）

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.62 （16位） 0.48（15位） 0.49（20位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出しており、指数は

１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

• インドネシアにおける金融包摂は進行しているが、
調査対象国平均には及ばない。

• 主な原因として、地方部において銀行やATMが

非常に少ないことに加え、携帯電話の普及も都

市部に比べて地方は遅れており、インターネットを

活用した銀行利用の余地があることが挙げられ
る。

• 金融リテラシーについても、都市部と地方部の開
きが大きいとの指摘がなされている。

金融包摂・金融サービス利用関連データ（※1）
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https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
https://www.readkong.com/page/2021-2025-the-indonesian-financial-services-sector-master-3088007
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*1 https://globalfindex.worldbank.org/ 

*2 https://www.imf.org/ 

 

また、経済の自由度ランキングでは 184 カ国中 56 位（2021 年）、Fintech指数は 65 カ国中 47 位（2019 年）
であり、経済自由度は世界でも中上位に位置している。 

 
図 2-11 経済の自由度指数（2021 年） 

出所： 

*1 https://findexable.com/ 

*2 https://www.researchgate.net/publication/348188969 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

金融庁を中心に、金融包摂の向上及び金融サービス分野の競争力向上のため、Fintech産業の発展の基礎
となる各分野の取り組みが進められている。 

https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.imf.org/
https://findexable.com/
https://www.researchgate.net/publication/348188969
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図 2-12 経済の自由度指数（2021 年） 

出所： 

*1 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf 

*2 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

 

また、下記表に示すように、金融庁と中銀による Fintechエコシステム構築のためのプロジェクトが多数遂行さ
れている。 

表 2-11 具体的取組例（1/2） 

 
出所： 

*1 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

*2 https://ifnfintech.com/indonesia-inaugurates-fintech-center/ 

*3 https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/04/ojk-launches-online-fintech-monitoring-platform-amid-industrys-rapid-growth.html 

*4 https://www.idnfinancials.com/news/33503/link-aja-launches-linkaja-sharia-services 

*5 https://www.techinasia.com/map-indonesias-key-fintech-players 

 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
https://ifnfintech.com/indonesia-inaugurates-fintech-center/
https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/04/ojk-launches-online-fintech-monitoring-platform-amid-industrys-rapid-growth.html
https://www.idnfinancials.com/news/33503/link-aja-launches-linkaja-sharia-services
https://www.techinasia.com/map-indonesias-key-fintech-players
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表 2-12 具体的取組例（2/2） 

 
出所： 

*1 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

*2 https://ifnfintech.com/indonesia-inaugurates-fintech-center/ 

*3 https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/04/ojk-launches-online-fintech-monitoring-platform-amid-industrys-rapid-growth.html 

*4 https://www.idnfinancials.com/news/33503/link-aja-launches-linkaja-sharia-services 

 

➢ 課題 

インターネット環境などの基盤インフラ、金融包摂、人材不足などが Fintech分野の大きな課題となっている。 

 
図 2-13 Fintech 分野の課題 

出所： 

※1 https://www.moengage.com/blog/industry-study-fintech-in-indonesia-and-how-kredivo-boosts-conversions-by-40/ 

※2 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf 

※3 https://www.thejakartapost.com/academia/2021/04/13/alternative-data-to-financially-boost-indonesias-population.html 

 

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
https://ifnfintech.com/indonesia-inaugurates-fintech-center/
https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/04/ojk-launches-online-fintech-monitoring-platform-amid-industrys-rapid-growth.html
https://www.idnfinancials.com/news/33503/link-aja-launches-linkaja-sharia-services
https://www.moengage.com/blog/industry-study-fintech-in-indonesia-and-how-kredivo-boosts-conversions-by-40/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf
https://www.thejakartapost.com/academia/2021/04/13/alternative-data-to-financially-boost-indonesias-population.html
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➢ 業界団体 

インドネシア Fintech協会が、Fintechに関する公式の業界団体として金融庁に指定されている。 

表 2-13 金融業に関する業界団体及び専門家のフォーラム 

 
出所：調査団作成 

 

➢ 競合 

インドネシアでは 300社以上が Fintech分野のサービスを提供している。 

 
図 2-14 現地 Fintech 企業の概況 

出所： 

※1 https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf 

※2 https://oxfordbusinessgroup.com/overview/greater-access-backed-sensible-regulations-indonesia%E2%80%99s-tech-giants-are-helping-expand-financial 

 

https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/greater-access-backed-sensible-regulations-indonesia%E2%80%99s-tech-giants-are-helping-expand-financial
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表 2-14 注目を集めている Fintech 企業（決済分野） 

 
出所： 

※3 https://ibsintelligence.com/ibsi-news/5-top-fintechs-disrupting-financial-services-in-indonesia/ 

※4 https://tracxn.com/d/soonicorn-awards/top-startups-in-indonesia-fintech-2020 

※5 https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf 

 

表 2-15 注目を集めている Fintech 企業（融資分野、投資分野） 

 
出所： 

※1 https://ibsintelligence.com/ibsi-news/5-top-fintechs-disrupting-financial-services-in-indonesia/ 

※2 https://tracxn.com/d/soonicorn-awards/top-startups-in-indonesia-fintech-2020 

※3 https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf 

 

➢ 金融分野の規制 

インドネシアでは、金融庁とインドネシア銀行（BI）が Fintech 製品・サービスの提供を規制しており、BI は決
済サービスに関連するすべての Fintech製品・サービスを、金融庁はそれ以外の Fintech製品・サービスの提

https://ibsintelligence.com/ibsi-news/5-top-fintechs-disrupting-financial-services-in-indonesia/
https://tracxn.com/d/soonicorn-awards/top-startups-in-indonesia-fintech-2020
https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf
https://ibsintelligence.com/ibsi-news/5-top-fintechs-disrupting-financial-services-in-indonesia/
https://tracxn.com/d/soonicorn-awards/top-startups-in-indonesia-fintech-2020
https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf
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供を規制している。主な規制の概要は次頁のとおり。 

表 2-16 金融分野ごとの主な規制 

 
出所：https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf 

 

表 2-17 金融分野の主な規制 

 
出所：https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf 

 

 
図 2-15 Fintech のための包括規制 

出所：https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf 

 

https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/12/Fintech-Indonesia-Report-2020.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf
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また、インドネシアでは金融庁と中銀による 2種類の規制サンドボックスが運用されている。 

 
図 2-16 規制サンドボックスについて 

出所：  

※1 https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/fintech-2021/indonesia 

※2 https://www.conventuslaw.com/report/indonesia-ojks-fintech-sandbox/ 

※3 https://ifnfintech.com/bank-indonesia-unveils-sandbox-2-0/ 

※4 https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

通信分野の主管は通信情報省であり、通信関連の規制機関が 2 機関存在する。また、デジタルエコノミーの
推進については、通信情報省の他、工業省や協同組合・中小企業省も取り組んでいる。 

表 2-18 主たるステークホルダー 

 
出所：  

https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/fintech-2021/indonesia
https://www.conventuslaw.com/report/indonesia-ojks-fintech-sandbox/
https://ifnfintech.com/bank-indonesia-unveils-sandbox-2-0/
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
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*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html 

*2 https://asean-sme-academy.org/resource/ministry-of-cooperatives-and-smes/  

*3 https://voinews.id/japanese/index.php/component/k2/item/5270-e-smartikm 

  

➢ 政策 

政府の主要開発計画は、「Vision Indonesia 2045」であり、①人材開発と科学技術力の振興、②持続可能な
経済発展、③公平な開発、④強靭な国土づくりとガバナンスの強化の 4本柱となっている。 

 
図 2-17 Vision Indonesia 2045 

出所：  

*1 https://special.nikkeibp.co.jp/atcl/NBO/18/project2045/report2/ 

*2 https://www.eria.org/uploads/media/Executive_Summary_of_Project_2045_webfile.pdf 

*3 https://visiglobal.co.id/cantingnews/information-and-communication-technology-industry/2021/07/ 

 

また、これまでの政府の主な DX戦略は、「2020 Go Digital Vision」、 「Indonesia’s E-Commerce Road Map」
であり、通信インフラ整備にも注力しつつ、特に e コマース取引の拡大や零細・中小企業のデジタル化を重
点分野としていた。 

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html
https://asean-sme-academy.org/resource/ministry-of-cooperatives-and-smes/
https://voinews.id/japanese/index.php/component/k2/item/5270-e-smartikm
https://special.nikkeibp.co.jp/atcl/NBO/18/project2045/report2/
https://www.eria.org/uploads/media/Executive_Summary_of_Project_2045_webfile.pdf
https://visiglobal.co.id/cantingnews/information-and-communication-technology-industry/2021/07/
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表 2-19 これまでの主な DX 戦略 

 
出所：  

*1 https://partners.wsj.com/bkpm/indonesia-open-for-business/indonesia-set-to-become-a-digital-economic-powerhouse/ 

*2 https://www.baycurrent.co.jp/our-insights/pdf/Digitalization%20in%20Indonesia.pdf 

*3 https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/04/1ec9220ba7aa9386.html 

 

➢ 通信環境 

通信環境は概ね改善傾向にあるが、地方部での通信アクセスに関しては依然改善の余地がある。 

 
 

 

図 2-18 通信環境（1/2） 
 

 

出所： 
*3 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ID 

出所： 
*1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  
*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html  

https://partners.wsj.com/bkpm/indonesia-open-for-business/indonesia-set-to-become-a-digital-economic-powerhouse/
https://www.baycurrent.co.jp/our-insights/pdf/Digitalization%20in%20Indonesia.pdf
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/04/1ec9220ba7aa9386.html
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ID
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html
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図 2-19 通信環境（2/2） 
 

➢ 具体的計画・取組事例 

通信分野の主な取り組みとしては、デジタルデバイドの解消と零細・中小企業のデジタル化支援が挙げられ

る。 

 
図 2-20 主な取組事例 

出所：  

出所: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx 
  

出所: OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、

2018、The State of Mobile Network Experience 

2019、2020 

出所: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx    

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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*1 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/180309/mcb1803090500003-n1.htm 

*2 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/4721c89e506449f4.html 

*3 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2018/0902/dcd59c1eda4a7dc3.html 

 

具体的なプロジェクトとしては、デジタルデバイドを解消するための通信インフラの整備やデジタル人材の育

成に関するものがある。 

 
図 2-21 通信インフラ整備に関する事業 

出所：  

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html 

*2 https://www.nna.jp/news/show/1979472  

 

 
図 2-22 IT リテラシー向上・デジタル人材育成に関する事業 

出所：  

*1 https://www.asiapacific.ca/publication/new-normal-digitalization-msmes-indonesia 

*2 https://voinews.id/japanese/index.php/component/k2/item/5270-e-smartikm  

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/180309/mcb1803090500003-n1.htm
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/4721c89e506449f4.html
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2018/0902/dcd59c1eda4a7dc3.html
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html
https://www.nna.jp/news/show/1979472
https://www.asiapacific.ca/publication/new-normal-digitalization-msmes-indonesia
https://voinews.id/japanese/index.php/component/k2/item/5270-e-smartikm
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*3 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/4721c89e506449f4.html 

*4 https://www.jica.go.jp/project/indonesia/023/outline/index.html 

 

また、ASEAN内、対日本政府との ICT分野におけるパートナーシップが締結されている。 

表 2-20 アセアンやドナーとの連携 

 
出所：  

*1 https://www.adb.org/ja/news/adbs-first-satellite-financing-expand-internet-access-asia-and-pacific 

*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/asean/pdf/asean.pdf 

*3 https://special.nikkeibp.co.jp/atcl/NBO/18/project2045/report2/ 

*4 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin09_02000041.html  

 

➢ 課題 

通信の基礎インフラ開発をはじめ、零細・中小企業のデジタル化、セキュリティ、デジタル人材の育成が通信

分野の課題となっている。 

取組 概要

Asia-Pacific Remote Broadband Internet 
Satellite Project*1

アジア開発銀行が融資契約を締結した通信衛星プロジェクト。

大容量通信機能を備えた静止衛星の製造から打ち上げ、運用までを行い、アジア太平洋地域（特に太

平洋の島嶼国やインドネシアやフィリピンの辺境地域）において、低コストでの高速ブロードバンドインターネッ

ト接続を可能にすることを目的としている。

2019年12月にシンガポールの新興企業カシフィックが静止衛星「カシフィック１」の打ち上げを完了している。

産業人材育成・イノベーションロードマップ 2019年の東南ジア諸国連合（ASEAN）首脳会議では、デジタル経済分野における共通のルール作りに

向けた「産業人材育成・イノベーションロードマップ」を打ち出した。

ASEAN ICT マスタープラン 2020*2 2016年から2020年にかけての情報通信分野の政策目標として採択され、以下の８つの戦略的推進事項

を掲げている。

（1）経済発展への貢献、事業機会の創出（2）ICTを通じた人々のインテグレーション強化（3）イノベー

ションの促進（4）各国における、ICTインフラ開発の促進（5）人的資本の開発（6）ICTによるシングル

マーケットの創出（7）ICTを通じた情報コンテンツの一層の充実（8）情報セキュリティの向上

PROJECT 2045：For the Common Future 
of Indonesia and Japan*3

インドネシアのVISION 2045に呼応する形で、日本側でも、2045年に向けた協力のあり方について両国の

有識者が議論し、その成果を政策提言リポートやシンポジウムで発信していくプロジェクトである。

拠出は日本政府。国連開発計画（UNDP）の事業として、東アジア・アセアン経済研究センター

（ERIA）が事務局を担当している。

日・インドネシア ICT協力覚書（MOC)*4 2015年に情報通信分野における協力関係の更なる強化に資するため、中期的な（5年）連携等の協力

活動を行う覚書が総務省とインドネシア通信情報省間で締結された。当覚書に基づき、①公共放送事業

体に関するプロジェクト ②デジタル・デバイド解消プロジェクト③防災ICTプロジェクト④電子政府推進プロジェ

クト⑤情報セキュリティ分野連携強化プロジェクト等の協力パッケージが組まれている。

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/4721c89e506449f4.html
https://www.jica.go.jp/project/indonesia/023/outline/index.html
https://www.adb.org/ja/news/adbs-first-satellite-financing-expand-internet-access-asia-and-pacific
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/asean/pdf/asean.pdf
https://special.nikkeibp.co.jp/atcl/NBO/18/project2045/report2/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin09_02000041.html
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図 2-23 通信分野の課題（1/2） 

出所：  

*1 https://www.asiapacific.ca/publication/new-normal-digitalization-msmes-indonesia 

*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html  

 

図 2-24 通信分野の課題（2/2） 
出所：  

*1 https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-moves-to-beef-up-cyber-security-with-data-protection-law  

*2 https://academy.tokopedia.com/9in9  

 

上記の課題に対して、零細・中小企業向けデジタルソリューション、スタートアップ企業支援、サイバーセキュ

リティ分野、デジタルデバイドの解消がといった取組が求められている。 

 

③セキュリティ

◼ 国家サイバー暗号庁（BSSN）は2019年に9,800万件の以上のサイバーセキュリティ被害があったとしており、国内のデ
ジタル化の進展に伴い、インターネットを経由したサイバー犯罪のリスクが増加している。*1

◼ 組織やルールの策定は概ね了している一方、民間機関や政府におけるサイバーセキュリティ人材の量・質の不足が問題

となっている。

サイバー犯罪の増加

◼ 市民や政府機関のサーバーセキュリティについて教育を実施、電子取引やサーバー活動を実施する際のリスクについて理
解を深める必要がある。

サイバーセキュリティ知識

④デジタル人材の育成

◼ 新技術を含めた開発を担う人材（開発者や研究者）、ICTを利用する知識の不足及びビジネスにおけるデジタルスキ
ルの不足が深刻である。

◼ 2030年にかけて900万人のデジタル人材が不足すると推測されている。*2人材不足

◼ ITの利便性を理解してもらい、普及するために安価なデバイスの供給を拡大・ブロードバンドの整備を進める。
◼ サイバーセキュリティを向上させるためにも国民のITリテラシーを高める必要がある。ITリテラシー向上

https://www.asiapacific.ca/publication/new-normal-digitalization-msmes-indonesia
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-moves-to-beef-up-cyber-security-with-data-protection-law
https://academy.tokopedia.com/9in9
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図 2-25 課題解決に資する取組領域 

出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/10/e97918778c09e10c.html 

*2 https://www.soumu.go.jp/main_content/000378068.pdf 

 

➢ 業界団体 

通信分野にかかわる業界団体は、各サービス領域に特化したものが多く存在している。 

表 2-21 業界団体 

 
出所： 

*1 https://www.asocio.org/members/our-members/  

*2 http://aspiluki.or.id/  

*3 https://idblockchain.network/  

*4 https://www.idea.or.id/tentang-kami/apa-yang-kami-lakukan  

団体名 概要

インドネシアIT連盟（FTII）

インドネシアコンピュータソフトウェア協会、インドネシアのインターネットサービスプロバイダ協会、インド

ネシア電子商取引協会などを含むIT業界の連盟である。

またアジア太平洋地域の24のICT協会からなるASOCIO（ASOCIOのメンバーは10,000社以上のICT

企業を占めており、この地域のICT収益は約3,500億米ドル）の一員である。*1

インドネシアコンピュータソフトウェア協会

(ASPILUKI) 

1990年に設立され、ソフトウェアおよび情報技術サービスに従事する企業で構成されている。

情報技術・ソフトウェア産業の分野に関する教育、研修、セミナー、講演会、ワークショップなどの活

動を行っている。*2

インドネシアブロックチェーンネットワーク

(IBN) 
ブロックチェーンやデジタル資産技術の認知度促進に資する活動やワークショップ・セミナーの実施など

を行っている。*3

電子商取引協会 (IdEA) *4 2012年に設立され、9つのeコマース企業で構成されている。規制面などに関して政府と対話を通

しeコマースの推進を行うのみならず、eコマース業界の人材育成にも力を入れており、2020年には

情報通信省と提携して、零細・中小企業向けのオンラインクラスを実施している。*5

インドネシア通信事業者協会（ATSI）*6 1996年に設立。通信ネットワーク事業者間の連携の改善や通信サービス全般の推進・発展を促

進するための活動を行っている。

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/10/e97918778c09e10c.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000378068.pdf
https://www.asocio.org/members/our-members/
http://aspiluki.or.id/
https://idblockchain.network/
https://www.idea.or.id/tentang-kami/apa-yang-kami-lakukan
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*5 https://www.asiapacific.ca/publication/new-normal-digitalization-msmes-indonesia 

*6 https://www.atsi.or.id/tentang-kami/  

 

➢ 通信事業者 

通信サービスを提供する主な企業は、Telekomunikasi Selular、Indosat Ooredoo、Hutchison 3 Indonesia、XL 
Axiataである。4社で 3億以上の加入があり、市場シェアの約 95％を占めている。 

表 2-22 通信事業者 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/main_content/000378068.pdf 

*2 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-17/QT8KCFT1UM0Z01  

 

➢ 通信分野の規制 

通信分野の規制は、ソースコード開示請求、一部施設の国内設置要求等が明文化されており、データ管理

に関しては厳格な規制が敷かれている。 

企業名 概要

Telekomunikasi Indonesia Tbk
（Telkom）

1991年に国営の運営体から国有の株式会社に移行し、1995年には上場を果たした。競争導入以降も数多く

の子会社を抱える国内最大の総合通信事業者である。2019 年12月末現在で、政府が52.09％の普通株と

黄金株を1株保有している。

Telekomunikasi Selular（Telkomsel）
国内最大の移動体通信事業者で、1995年に設立され、1997年よりサービスを提供している。2018年末現在、
65％の株式をTelkom、35％をシングテル・モバイル（Singtel Mobile）が保有している。

Indosat Ooredoo Tbk.（Indosat
Ooredoo）

1967年に外資との合弁で設立され、一時は国有化されていたが、1994年に株式を上場した。国際通信サービス

の排他的事業権の失効の代わりに、市内・長距離通信市場に参入した。2003年11月にSatelindo等を統合し、

それ以降は移動体通信を主要事業と位置付けている。2019年末現在で、Ooredoo Asia Pte. Ltd.（旧カター

ル・テレコム）が65％の株式を所有している。なお政府は14.29％の普通株と黄金株を1株保有している。

Hutchinson 3 Indonesia
香港のハチソンがタイのCPから60％を譲り受け、65％を保有している。2007年3月から「Tri」のブランドでサービスを

提供している。

XL Axiata
マレーシアのアシアタが66.4％株式を保有。2014年に当時市場シェア第5位のAXISを買収した。また2019年8月

にはジャカルタ本社内でエリクソンと共同で5Gデモサービスを実施した

GoTo Group*2

2021年5月、インドネシアの配車・決済サービス会社GojekとＥコマース大手Tokopediaが経営統合し、インドネシ

ア最大のインターネット企業が誕生した。

インドネシア最大の携帯通信事業者であるテルコム傘下のテルコムセル（Telkomsel）が、合併直前のGojek

に3億ドルを投資している。

https://www.asiapacific.ca/publication/new-normal-digitalization-msmes-indonesia
https://www.atsi.or.id/tentang-kami/
https://www.soumu.go.jp/main_content/000378068.pdf
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-17/QT8KCFT1UM0Z01
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表 2-23 通信分野の規制 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html  

*2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf 

*3 https://www.baycurrent.co.jp/our-insights/pdf/Digitalization%20in%20Indonesia.pdf 

*4 https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/09/6e4c896d0584e46d.html  

 

➢ データ保護・プライバシー法 

主なデータ保護・プライバシー法としては、電子取引における個人データ保護に関する規制がある。 

表 2-24 データ保護・プライバシー法 

 
出所： 

*1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf 

 

2.2 フィリピン 

2.2.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
近年の各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している

名称 概要

1999年法第36号電気通

信法*1

電気通信分野の自由化を推進することを目的とし、1999年9月成立、2000年9月より施行された。同法により、電気通信

事業が電気通信網事業（設備を設置運用してサービスを提供する）、電気通信サービス事業（設備を借用してサービスを

提供する）、特別電気通信事業（公共業務や国防・治安維持のために、放送等を含む電気通信サービスを提供する）の

三つに区分されている。

2016年法第19号情報及

び電子商取引改正法*1
電子商取引・契約、認証、電子署名、ドメイン名管理から個人情報保護やサイバー犯罪規制までを包含する法である。サイ
バー空間上の情報の取扱いが議論される中、個人情報保護やサイバー空間における規制が強化された。

投資禁止および条件付開

放業種リストに関する規

則*2

所謂外国投資ネガティブリスト。今般の改正では、投資額が1,000 億ルピア未満の電子システムを通じた商業取引の実施

（ECマーケットプレイス）が外資に開放され、出資上限49％と定められた。その他通信分野では、コールセンター、インターネッ

トアクセスサービスプロバイダー 、固定・移動通信体事業、コンテンツ通信サービス等が外資の出資上限67％とされている。

電子情報及び取引法*2

情報通信技術が市民生活に対する諸刃の剣であるという認識に立ち、ICTや電子取引の原則的理念から電子署名、電子

契約、個人情報、電子サービスプロバイダ（Electric System Provider:ESP）に求められる最低限の規制等個別具体の論点

をカバーした法律。2016年11月に改正法が施行され、ESPの定義の確立、裁判所を通じたESPに対する重要でない情報や

文書を消去するよう求められる権利（「忘れられる権利」）の行使に関する条文の新設、政府がヘイトスピーチ等法規に照ら

して不適切なコンテンツに対するアクセスを禁止できる権利の明示等、政府権限の明確化等が盛り込まれた。併せて、電子

情報及び取引に関する違法行為（侮蔑的・中傷的・脅迫的な表現の流布）に関する罰則が緩和された。

デジタルビジネス課税方
針の変更*3

2018年、国際郵便および国際宅配便の送付物に対する輸入関税の無税枠を従来の1送付当たり本船渡価格（Free 
on Board：FOB）100ドルから、1日当たりFOB75ドルに引き下げた。*4 オンラインマーケットプレイス、クラシファイド広告や

オンライン小売に対するeコマースの税金が対象である。

名称 概要

電子取引における個人データ保護に

関する規制*1

電子情報及び取引法の施行規則として2016年12月に施行された、個人情報保護に関する規則。個人情

報（Personal Data）の取得、加工・分析、保存、公開、消去の各取扱に対して取扱者の義務やデータ所

有者の権利が規定される。（例：データ保存の際は暗号化すること、域外へのデータ移転の際は通信情報省

の承認を要する）

電子システム及び電子取引の運用に

関する政府規定 *1

電子情報及び取引法に関連して、電子システム、電子エージェント（電子情報に対して自動的に何らかの反応

を返すデバイス）、電子取引運用、電子署名、電子証明書、証明機関、ドメイン名管理等についての細則を定

める。個人情報保護、データセンターや事業継続のための災害復旧センターのインドネシア国内への設置義務、ソ

フトウェア開発時のソースコードを政府機関または信頼できる第3者機関に提供する等の義務を、関連する事業

者に対して課している。

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf
https://www.baycurrent.co.jp/our-insights/pdf/Digitalization%20in%20Indonesia.pdf
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/09/6e4c896d0584e46d.html
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf
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EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書によると、フィリピンは市場機会、政治的安定、労働市場、

技術成熟度に関するランキングの改善にもかかわらず、他の新興国が急速な経済成長を記録してい

るため、国の総合的なランキングは低下しているといえる。 
 

 
図 2-26 ビジネス環境概況（その 1） 

 
出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっており、COVID-19 のパンデミックは、2020-22 年の期間において経済を圧迫し、財政・経

常赤字が拡大すると予想されている。 

 
図 2-27 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

出典:EIU

実質GDP成長率%

-9.4 (2020)

FDIの伸び

-21% (2020)

人口

1億810万 (2019)

主要都市

マニラ、セブ市、

ダバオ市

主な外国語

英語、スペイン語

為替レート（平均）

49.6 (2020)

総合ランキング

概
要

政治環境ランキング

凡例：緑-地域ランキング2016-2020、青-地域ランキング2021-2025 (17か国中)

11 12

ビジネス環境ランキング

フィリピンの地域別ランキングは、 今後5年間

(2021-25年) で低下すると予想されている。

その理由として、他の新興経済国と比較し

てビジネス環境の進展が遅いことや大幅な

財政赤字、国際収支の悪化が挙げられる。

12 7

市場機会ランキング

市場機会 の ラ ン キ ン グ は、2020年の

COVID-19による外需低下後の回復と、政

府が工業及び情報通信技術 (ICT) 産業

へのさらなる投資を目指していることから、

2021-25年には大幅に改善すると予想され

ている1。

政治環境のランキングは、政治的安定性と

政治的有効性のスコアの向上により、改善

すると予想されている。2022年の大統領選

挙が、この国のインフラ整備と発展を妨げる

ことは予想されない。

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

2015-20 2021-25

14

2015-20

13

2021-25 2015-20 2021-25

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 10/17

地域ランキング(2021-25e) 11/17

出典:EIU

主要指標

重要な洞察

• 貿易環境が悪化していることから、貿易・

為替管理のランキングは低下すると予想さ

れている。

- ペソは、経常勘定取引およびほとんどの

資本勘定取引で自由に交換できる。

- 自由貿易に広くコミットし続ける。

• フィリピンは、現在の国際的な保護主義 の

波に対して脆弱である。予測期間の前半

では、輸入者にとって上記のリスクは重要

である。

• 外国投資家に対して政策緩和が実施される

可能性があるため、2021-25年の期間に地

域別ランキングが7位に上がると予想されてい

る。

• 2019年の中間選挙後の外国投資法(1991)

の改正は、投資家が一定の雇用規則(現地

スタッフの基準は15人で、以前は50人だった)

とともに、 中小企業の完全な所有権を確立・

保持することを可能にしたため、好ましいもので

あった。

• しかし、外国人所有に対する憲法上の制限と

外国投資のネガティブリスト制度が依然として

障壁となっている。

• 新型コロナウイルス感染症の影響が残っていること

から、フィリピンの地域別ランキングは7位から13位

に下がると予想されている。

• フィリピンのマクロ経済環境における主要な関心

分野は以下の通りである。

- 財政赤字の増大

- 2021年に成立した法人税率の引き下げ

- 税収の減少

• 2021年から直面している財政・経常収支におけ

る双子の赤字によって、フィリピン経済はショックに

対して脆弱になると予想されている。上記のショッ

クについては、主に世界の金融市場が米国の金

融政策引き締めに向けて動いていることが挙げら

れる。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 7/17

地域ランキング(2021-25e) 13/17

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 10/17

地域ランキング(2021-25e) 7/17

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。
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また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、Build-Build-Build (BBB) プログラムに基づくイ

ンフラプロジェクトとモバイルセクターの成長が、パンデミック後の復興を大きく後押しする可能

性があると予測されている。 

 
図 2-28 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

(2) 関連する規制 
日本企業がフィリピン進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 

表 2-25 フィリピン進出に際し関連する主な規制 

 

民間企業・競争政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 11/17

地域ランキング(2021-25e) 16/17

インフラストラクチャー

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 12/17

地域ランキング(2021-25e) 15/17

技術成熟度

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 13/17

地域ランキング(2021-25e) 11/17

出典:EIU

主要指標

重要な洞察

• フィリピンのランキングは、インターネットア

クセスの大幅な改善を伴うモバイル セ ク

ターの改善により、上昇すると予想され

ている。

• フィリピンの大手通信事業者は、新た

なモバイルインフラを立ち上げると予想さ

れているが、インターネット速度は 当 該

地域では最も遅い部類となる見通しで

ある。

• 民間セクターは、行政サービスのデジタ

ル化において政府と連携すること及びデ

ジタル化に伴うリスクを軽減することが

期待されている。

• 道路網や港湾が貧弱で電力供給が不安定

なため、物流コストが高く、企業の 事 業 運 営

費が高くなると予想されている。

• 官公庁の手続きの遅れや自然災害の影響で

事業が大幅に遅れるケースもあり、設備投資

の停滞が予想されている。

• 電力供給の信頼性は依然として低く不安定

な状態が続く。予測期間中（2025年まで）

の石炭火力発電所の入札では、いくつかの新

設備が建設される見通しである。

• しかし、BBBプログラムなどの取り組みは、同国

のインフラプロジェクトの成長の主な原動力に

なると予想されている。

• 民間企業に対する政策のランキングは、主に

諸外国が改善することにより、相対的に低下

すると予想されている。

- 民間企業及び競争に対する政策は、競

争慣行の促進及び価格統制の縮小を含

む分野の進展に伴い、自由化に向けて徐

々に移行することが期待される。

• ロドリゴ・ドゥテルテ大統領率いる政権の予測

不能性は、2022年まで民間企業にとって潜

在的リスクであり続ける。

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

名称 説明

規制業種・禁止業種
◼ 情報通信技術セクターに関しては、「憲法」第12条第11項により、通信事業への外資比率の上限は40％と規定されてい

る（※1）

資本金に関する規制

◼ フィリピン会社法上、株式会社に課せられていた会社設立時の資本要件である、授権資本（authorized capital）の最

低25％相当の株式を引き受け（subscribed capital）、引受株式の最低25％を払い込む（paid-up capital）という

要件は撤廃され（共和国法第11232号、改正フィリピン会社法、2019年2月23日施行）、会社設立に際しての資本要

件はなくなった。ただし、増資の場面においては従来の25％の資本要件は依然として課せられている

◼ 外国資本が40％を超える会社については、国内市場向け企業の場合、最低払込資本要件は20万ドル。この会社が先端

技術を有するか、50人以上を直接雇用する場合は最低払込資本要件が10万ドル。さらに、銀行など特定事業に従事す

る株式会社には、当該事業を規制する特別法や施行細則に従い、高額の最低払込資本要件が適用される。主な業種と

その最低払込資本金の詳細はこちらをご覧ください

外国人就業規制 ◼ 雇用許可証取得

現地人の雇用義務 ◼ 雇用条件、福利厚生、解雇と定年退職、2021年の祝祭日

外国企業の会社設

立手続き

◼ 日系企業がフィリピンに事業拠点を作る場合は、「駐在員事務所」「支店」「現地法人（株式会社）」のうち、いずれかの

形態を採ることが一般的である
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出所： 

JETRO（外資に関する規制 | フィリピン - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

*1 総務省「世界情報通信事情」063.pdf (soumu.go.jp)、ページ 2 

  

2.2.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

フィリピンの電子政府関連取組の所管機関として、通信情報省（DICT）、国家電気通信委員会（NTC）や、化
学通信省傘下の研究所である DOST-ASTIなどが挙げられる。 

表 2-26 主たるステークホルダー 

 
 
出所： 

*1 https://dict.gov.ph/, https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/Philippines/pdf_contents.html 

*2 Attention Required! | Cloudflare (privacy.gov.ph) 

*3 https://ntc.gov.ph/, 

*4 Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) | DICT 

*5 https://asti.dost.gov.ph/ 

 

➢ 政策 

電子政府分野では、「電子政府マスタープラン 2022」や、「フィリピンデジタル変革戦略」が策定され、フィリ
ピン政府は、電子政府サービスの開発、オープンガバメントデータの導入、インターオペラビリティ （相互運
用性）を有した基盤整備等に取組んでいる。 

機関 概要

Department of Information and 

Communication Technologies (DICT) *1

◼ 電子政府推進の主管省庁であり、マスタープランの制定、CT関連の政策立案、電子政府等

のICT利用の促進、ICT関連の法整備を管轄する。

◼ 2016年6月の「共和法第10844号」に基づき、情報通信技術局（Information and 

Communications Technology Office：ICTO）や国際コンピュータセンター（National 

Computer Center：NCC）といった機関が統合され設立された。

◼ 付属機関として電気通信委員会（National Telecommunications Commission：

NTC）や国家プライバシー委員会（National Privacy Commission：NPC）などが配置さ

れている。

National Privacy

Commission (NPC)*2

◼ DICTの付属機関で、個人情報の保護に関して政策を協議し、電子政府システムでの個人

情報保護の制度化を調整している。

National Telecommunications Commission 

(NTC)*3

◼ 電気通信サービスの主管官庁で、規制や基準の制定、電気通信設備の管理監督、設備輸

入の規制、法執行などを行う。

◼ 1979年に「大統領令第546号」に基づき設立された。ガイドライン、規則を策定可能な独立

規制機関であり、大統領府直属に設置されていたが、2016年6月、「共和法第10844号」に

よってDICTの付属機関となった。

Cybercrime Investigation and Coordination 

Center (CICC)*4

◼ DICTの付属機関で、国家サイバーセキュリティ計画を策定し、コンピュータ緊急対応チーム を介

してサイバー犯罪をリアルタイムで監視・抑制する機関。

Advanced Science and Technology Institute 

(DOST-ASTI)*5

◼ 科学技術省（DOST）傘下の研究開発機関。DICTと共同でガバメントクラウド

「GovCluod」やウェブホスティングサービス「GWHS」などの開発プロジェクトに取り組む。

https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02.html
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf/063.pdf
https://dict.gov.ph/
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/Philippines/pdf_contents.html
https://www.privacy.gov.ph/
https://ntc.gov.ph/
https://dict.gov.ph/cybercrime-investigation-and-coordinating-center-cicc/
https://asti.dost.gov.ph/
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図 2-29 電子政府の関連法令とフィリピン政府の取組 

出所： 

*1 https://www.unapcict.org/sites/default/files/2019-12/Case%20Study%20-%20PH.pdf 

*2 https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf 

*3 https://opengovasia.com/philippine-government-services-going-fully-digital-by-2022/ 

*4 https://law.asia/ease-doing-business-philippines/ 

 

➢ UN e-Gov Index 

UN e-Gov Indexでは 77位（2020年）となっている。 

電子政府マスタープラン2022*2

(E-Government Master Plan 2022, EGMP 2022)

• インターオペラビリティを有する政府ICTネットワークとシステムの統合と

オープンガバナンス促進により、「One Digitalized Government」の

実現を目指す。組織・政府間の連携改善や、効果的な行政運営

、公共サービス、ビジネス支援実施のため、ICT活用における人材・

能力の課題に取り組んでいる。

フィリピンデジタル変革戦略*2

(The Philippine Digital Transformation Strategy 2022, PDTS 2022)

• インフラやアプリケーション開発の既存の取り組みを統合し、効率や

透明性の向上、ガバナンスへの参入に向けた新たな仕組みを提供

する。

Full Digital Transformation Act of 20203

• すべての政府機関、政府所有・管理法人 (GOCC) 、関連機関、

地方自治体 (LGU) に対し、デジタルプランの採用を義務付けている

。

Ease of Doing Business Law of 2019*4

• 行政サービスのプロセスとスピードの改善、透明性確保、官僚的規

則等の削減による国力向上を目的としている。

Eガバナンスの概要

• 主管省庁である情報技術省（DICT）が、市民や企業がシー

ムレスに政府とやりとりできる高品質で迅速なサービスの提供や

透明性の確保を目指し、プロセス自動化、市民や企業へのオ

ンラインポータルの提供などによる行政の改善を推進している。

戦略と取り組み

課題*1

デジタルトランスフォーメーション：新たなDX手法／技術が

業界のガバナンスやビジネスモデルへの参入に挑んでいる

インターオペラビリティ （相互運用性）実現への課題

– 公的機関の縦割りの組織文化

– サプライヤーを統合する枠組みの欠如

https://www.unapcict.org/sites/default/files/2019-12/Case%20Study%20-%20PH.pdf
https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf
https://opengovasia.com/philippine-government-services-going-fully-digital-by-2022/
https://law.asia/ease-doing-business-philippines/
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図 2-30 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移（2010～2020 年） 

出所：UN E-Government Development Index を基に調査団作成 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

電子政府関連の具体的な取組として、Integrate Government Philippines（iGovPhil）プログラムの下、政府の
プロセス改善を目的に、データ共有サービスやプラットフォームの構築を通じて様々なプロジェクトを実施し

ている。 
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図 2-31 フィリピン政府の取組（1/2） 

出所： 

*1 https://i.gov.ph/ 
*2 https://opengovasia.com/government-cloud-service-launched-in-philippines-for-accelerating-online-deployment-of-agencies-services-and-data/ 

 

加えて、中央行政における電子認証システムの推進と、デジタル経済の実現を目的とした国民 ID システム

の導入が、電子政府関連の取組事例として挙げられる。 

 
図 2-32 フィリピン政府の取組（2/2） 

出所： 

*1 https://psa.gov.ph/taxonomy/term/3393 
*2 https://psa.gov.ph/content/over-200-philsys-registration-centers-nationwide-now-available-online-appointment-booking 

 

➢ 課題 

政府ポータルサイト (NGP)*1

• 2017年情報通信技術省 (DICT) により開設

ステータス

• 政府の全オンラインデータ、情報、サービスがワンストップで提供され、

522のオープンデータセット、政府機関のディレクトリ、カスタマイズ可

能なダッシュボード、ニュースフィード、政策文書の公開などの機能を

有する。

概要

政府ネットワーク (GovNet)

• 2020年6月情報通信技術省 (DICT) により開設

ステータス

• 政府機関間の相互接続と相互運用に必要な帯域幅確保を目的

に開発。光ファイバーによる高速ブロードバンドで各機関とデータセンタ

ーを繋いでいる。

概要

政府クラウド (GovCloud)*2

• クラウドIaaS

• 2013年に初期導入、2017年にリニューアル

ステータス

• フィリピン政府のクラウドファースト戦略の重要な一部を成すDICTと

DOST-ASTIの共同プロジェクト。7.4百万米ドルが投入されている。

– オープンソースのOSにプライベートクラウドとパブリッククラウドの両

方を統合するハイブリッドクラウド戦略により、ITコストを削減し政

府全体の業務効率を向上させ、市民や企業が政府サービスを利

用しやすくした。

• 政府機関のデータやサービスをNGPやgov.phでも利用できるようさら

に開発が求められている

概要

パートナー

• 情報通信技術省 (DICT)

• 科学技術省先端科学研究所 (DOST-ASTI) 

• Vibal Group, Inc.

• 2020年4月導入

ステータス

パートナー

• 2013年プロジェクト開始

ステータス

• DICT

• 科学技術省先端科学研究所 (DOST-ASTI) 

パートナー

• 政府機関、金融機関、政府所有・管理法人、省庁間連携プログラム

やプロジェクトなどの政府機関対し、Webホスティングサービスを提供。

– 各機関のWeb開発コストを削減しながら統合・ナビゲーションを容

易化

• さらに、統一ウェブサイトコンテンツポリシー（The Philippine Uniform 

Website Policy , UWCP)によりデザイン、ナビゲーション、コンテンツを

標準化し、行政ウェブサイトのコーポレートアイデンティティを統一。

– UWCP：大統領通信開発戦略計画局 (Presidential 

Communications Development and Strategic Planning 

Office, PCDSPO) の協力の下、DICTおよびDOST-ASTIの各機

関が主導するiGovPhilプログラムのイニシアチブ

IDカードは行政のオンラインサービスへのアクセスにも活用され、中央行

政と地方自治体のサービスの統合が進む。

• 2018年8月、全国民へのIDカードの発行を義務付ける国民ID法 (

共和国法第11055号)が成立した。

• 生体情報の登録などの申請手続きを経て、フィリピン国民と合法的

居住者にデジタルIDとPhilSysカード番号（PCN）を発行する。

– PSAのデータでは、2021月4月時点で第一段階の2800万人の

うち1730万人の市民が登録済

– 2022年半ばまでに約1億人の登録完了を見込む

概要 概要

• フィリピン郵便公社（PHLpost）がフィリピン国家統計局（PSA）

との機関間協定に基づき、情報通信技術省（DICT）の技術支援

を受けて開発

https://i.gov.ph/
https://opengovasia.com/government-cloud-service-launched-in-philippines-for-accelerating-online-deployment-of-agencies-services-and-data/
https://psa.gov.ph/taxonomy/term/3393
https://psa.gov.ph/content/over-200-philsys-registration-centers-nationwide-now-available-online-appointment-booking
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2011年に策定された「フィリピンデジタル戦略」では、12の戦略・ターゲットを掲げており、国際機関が発表す
る指数やランキング改善も目標として含まれている。 

 
図 2-33 「フィリピンデジタル戦略」で記載されている戦略・ターゲット 

出所：https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf 

 
前述の「フィリピン電子戦略」を基に新たに策定された「電子政府マスタープラン 2022」では、電子政府の構
築に向けて重点的に取組む内容として、①政府業務の最適化、②市民の参加、③取引・送金サービス、④

政府職員のエンパワーメントの４点が挙げられている。 

 
図 2-34 「電子政府マスタープラン 2022」で記載されている目標 

出所：https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf 

フィリピンデジタル戦略で記載されている戦略・ターゲット

戦略 No ターゲット

ガバナンスとイノベーションへの市
民参加の拡大

1 国連のE-Participation Index (EPI) 、2008年の24.49%から2016年までに40％を上回る。

2 ガバナンスの革新と公共サービスの卓越性に関して国際機関の賞の受賞する。

公共のオンラインサービスが相互

性、取引・支払いサービスを実装、
ネットワーク化を促進

3 2016年までに、政府のウェブサイトの少なくとも50%が双方向サービスを含むようになる。

4 2016年までに、政府のウェブサイトの少なくとも20%に、取引・支払いサービスが含まれている。

5 公共サービスに対する市民の関心によって分類された市民中心の政府ポータルの構築する。

国民の信頼向上と政府の透明
性の向上

6 腐敗認識指数 (CPI) を2016年までに2.4ポイント改善する。

7 調達、予算配分及び支出に関する政府データのオンライン公開を行う。

政府業務の効率化 8 国の各政府は、時間の削減及びコストの節約(ビジネスの事業登録等）を達成することを計画する。少なく

とも特定の政府業務及び公共サービスで目標や課題を特定し、各部門は独自の目標を設定する。

9 e-Government Development Index (EGDI) を2010年の0.4637から2016年までに0.56ポイント改善する。

10 ICT人材の増加を推進する。

国の競争力強化 11 世界銀行のEase of Doing Business調査にて2016年までに、国のランキングを2010年の148位から130位に

改善する。

12 ビジネス環境に関して民間企業のフィードバックや調査を基にビジネス環境の改善を目指す。

課題 カテ

ゴリー

概要

政府業務の最

適化

G2G • より効率的なサービスプラットフォームを提供
する。

• 電子政府システムを統合し、知識、情報、
資源の共有とデータベース構築を実施する。

市民の参加 G2C • 市民の行政サービスを向上させ、より多くの

市民参加を実現するために検討を実施す

る。

• 電子行政サービスが迅速かつコスト・パフォー

マンスに優れ、アクセス可能であることを確

認する。

取引・送金サービ

ス

G2B • ライセンス、許可、料金の処理を合理化す

ることにより、ビジネス・トランザクションを促

進する。(要件や手順の合理化)

政府職員のエン

パワーメント

G2E • 生産性の向上を実現する。

• 政府職員のを強化し、内部の効率性向上
と公共サービスの提供を改善する。

電子政府構築の為の取組に関する目標 マスタープランで定義されている電子政府の重要構成要素

電子政府ガバナンス：組織・規制・政策

政府ポータル

オープンガバネントデータ
ネットワーク化された政府のグループ

ウェア計画・リスク管理

G2GpvernmentFinancial 
Management

税金

人事管理

資産管理・調達

G2C

教育

eHealth/

Welfare

透明性等

G2B

投資

観光

ロジスティクス

農業

共有サービス

登録

インフラ

電子書類

電子署名

電子支払い

地理情報システム(GIS)

国民情報

土地

ビジネス

車両

インターネットアクセス

セキュリティ

データセンター

https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf
https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf
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➢ 電子分野関連の法規制 

ICTや電子政府に関連する法令の概要は以下であり、「DICT Act of 2019」が法的根拠となって電子政府に
関するフィリピンの政府組織が整備されている。 

 

図 2-35 電子政府関連の法規制 
出所：https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf 

 

(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

金融業界は中央銀行、証券取引委員会、保険委員会の 3機関によって監督されている。 

 

表 2-27 主たるステークホルダー 

 
出所：https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20140709-2/01.pdf 

A

DICT Act of 2015

◼ 2016年5月に発行され、情報通信技術省 (DICT) の創設に繋がり、

電子政府に関する政府組織が整備された。

◼ 同法では政府系機関/企業/金融機関には最高責任者（CIO）を

任命し、政府のICT政策との連携が求められ、CIO協議会の設置が

明記されている。

Data Privacy Act of 2012

Ease of Doing Business and Efficient Government
Service Act of 2018

◼ 同法は「イノベーションと成長を促進するための情報の自由な流れを

確保しながら、通信のプライバシーに関する基本的人権を保護する

事を目的に2016年に制定された。

◼ National Privacy Commission (NPC)が同法の実践組織とし

て、個人データの保護やコンプライアンスを確保する役割を担っている。

◼ 同法は2007年のアンチレッドテープ法を更新する形で、政府サービス

やシステムの合理化を目的に2018年に制定された。

◼ 政府機関や政府系企業での手続きの簡素化に関して定められてい

る。

A

ID System Act

◼ フィリピンの国民IDとしてPhilSys番号の付与や、データのプライバ

シー、セキュリティ、アクセス制御、および更新等について規定されてい

る。

◼ PhilSysに含まれる情報は、必須情報（氏名、性別、生年月日、

出生地、血液型、住所、フィリピン人または定住外国人か）と、オプ

ション（配偶者の有無、携帯電話番号、Eメールアドレス）、生体情

報（顔写真、指紋、虹彩）が含まれている。

◼ 国民IDに関連する情報は、登録者が同意を与えた場合や、裁判所

の命令が発令された場合のみ公開する事とされている。

機関
監督対象(*1) 概要

日本語 英語

財務省 Department of 
Finance（DOF）

- 1897年に設立され、主に歳入出管理、金融関連の規制等を実施している。

フィリピン中央
銀行

Bangko Sentral ng 
Pilipinas （BSP）

銀行部門 1949 年に設立されて、財政面、管理面における政府からの独立が法的に保証されている機

関である。BSP の機能と権限は、金融政策理事会（Monetary Board）によって執行される。

通貨の発行、銀行への貸し付け、銀行及び預金を取り扱うノンバンクに対する規制・監 督、

外貨準備高の管理、為替政策の決定、などを通じて国内物価の安定を図ることを目的とし
ている。

証券取引委員
会

Securities and 
Exchange 
Commission）

（SEC）

資本市場部門 委員長（Chairperson）と四人の委員（Commissioner）の計 5 名が大統領に任命され、

任 期は 7 年である。委員長はフィリピン国籍を有する 40 歳以上の者、委員はフィリピン国籍

を有する 35 歳以上の者と定められている。各委員は週に一度以上、SEC 内の理事会に参加

することが義務づ けられており（理事会の定足数は 3 名）、証券市場に関する政策を立案

し、国会や他の政府機関への 助言、証券関連法案の提出/修正を行う権限を持つ。

保険委員会 Insurance 
Commission（IC）

保険部門 1949 年まで財務省銀行局が保険の監督も兼務していたが、1949 年の旧中央銀 行設立に

より、従来の銀行局は保険業の監督に特化した保険委員会へ と組織変更された。このため、

IC は現在でも財務省傘下にあり、その主な役割は、昨年 8 月に改正 が行われた保険法の

規定に従って生命保険会社や損害保 険会社、相互扶助連合などの営業の監督・規制を行

うこととなっている。

フィリピン預金
保険機構

Philippine Deposit 
Insurance 
Corporation
（PDIC）

- 1963年に設立され、預金者を保護し、財務の安定を促進することを目的としており、預金者

の銀行が破綻した場合に保障対象の預金に迅速に対応できる権限を有している。

https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf
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➢ 政策 

フィリピンの中央銀行であるフィリピン中央銀行 (BSP) は金融市場の強化に重要な役割を果たしている。 

 
図 2-36 関係省庁とその戦略 

出所： 

*1 https://www.bis.org/about/index.htm?m=1%7C1 

*2 http://www.eiu.com/industry/Financial services/asia/philippines/article/1881089771/financial-regulation/2021-05-21 
 

➢ 金融包摂関連データ 

フィリピンの金融口座保有率は緩やかに上昇しているが、インターネットを利用したデジタル金融の普及は遅

れている。 

 

 
図 2-37 金融包摂・金融サービス利用関連データ 

出所： 
*1 https://globalfindex.worldbank.org/ 

*2 https://www.imf.org/ 
 

• BSPにおいては、資本バッファーの改善やガバナンス強化のための様々

な施策が導入されている。

– 2017年、中央銀行は、銀行の取締役会の経営からのより効果

的な独立性を確保するために、新しいコーポレート・ガバナンス規則

を発行した。

– BSPはまた、銀行システムを強化し、ショックに対する弾力性を高め

るために、一連のマクロプルーデンス政策を実施している。

関係省庁とその戦略（※1,2）

関係省庁

フィリピン中央銀行 (BSP) 

• 1930年に設立されたフィリピン中央銀行(中央銀行のBSP)は、銀行の

業務を監督し、ノンバンク金融機関に対して規制権限を行使している。

• また、金融政策の立案と実施、流動性の管理、通貨発行、外貨準備

の管理、為替政策にも責任を負う。

概要

金融包摂指数（2017年）（※2）

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.36 （39位） 0.25（29位） 0.32（34位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出しており、指数は

１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

• フィリピンにおける金融包摂は、政府の取り組み

もあり改善しているが、島しょ部の多さから低い
数値に留まっている。

• デジタル金融に関しても、調査対象国の平均と

比較しても低いレベルにあり、インターネットを利
用した金融利用も普及が遅れている。

金融包摂・金融サービス利用関連データ（※1）
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file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/*1
file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/*2
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf
https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
https://www.imf.org/
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経済の自由度ランキングでは 184 カ国中 73 位と中程度、Fintech 指数は 65 カ国中 46 位と中低位となって
いる。 

 
図 2-38 経済の自由度指数（2021 年）と世界 Fintech 指数（2019 年） 

出所： 

*1 https://www.heritage.org/ 

*2 https://findexable.com/ 

 
➢ 具体的計画・取組事例 

デジタル決済変革ロードマップ (2020-23) に基づき、BSP は包括的なデジタル金融エコシステムによる大規
模なデジタル決済ユースケースの創出を目指している。 

 
図 2-39 取組事例（1/2） 

出所： 
*1 https://mb.com.ph/2020/05/01/bsp-approves-policy-on-sustainable-finance/ 

*2 https://pearlpay.com/why-filipinos-remain-unbanked/ 

世界Fintech指数（2019年）（※2）

経済の自由度指数（2021年）（※1）

総合点及び各評価要素は最高100点で、政府の効率性や、事業に係る規制の大きさを数値化している。

フィリピンは64.1点で、184カ国中73位（調査対象8カ国中3位）である。

Fintech指数は、現地のFintech社数、Fintechの活動の規模と質、金融・ネットインフラの規模と

質、競争環境（規制、税制など）、政府の支援などの要素をもとに算出される。

世界Fintech指数
8.831
※全65カ国中46位。調査対象8カ国中5位

都市別ランキング ➢ マニラが全アジア都市中14位

高評価分野 決済、金融包摂技術、銀行・融資

➢ フィリピンの経済自由度数は世界でも73位と中

低位になっている。これは司法の有効性と腐敗

防止が不十分であることが影響している。一方、

財政の健全性、政府支出の小ささ、貿易の自
由度などは高く評価されている。

➢ Fintechに関しても、世界で中低位になっている。

これは、金融包摂の低さにより利用層が限られる
ことが影響している。

➢ Fintechの中では、決済サービスや銀行・融資サー

ビスが高評価となっている。

具体的な評価要素❶ スコア

法の支配

財産権の保護 57 

司法の有効性 35 

腐敗の防止 41 

政府の大きさ

税負担の小ささ 77 

政府支出の少なさ 87 

財政の健全性 94 

具体的な評価要素❷ スコア

規制の効率

事業の自由度 58 

労働の自由度 58 

通貨の安定性 69 

市場の開放性

貿易の自由度 74 

投資の自由度 60 

金融の自由度 60 

フィリピンの総合得点の推移

フィリピン支払決済システム (PhilPaSSplus)（※1）

• 2019年12月に開始され、現在は導入とパイロットテストを行っている。

プロジェクトのステータス

• フィリピン中央銀行 (BSP)

• CMAビジネス (ソリューション・プロバイダ)

プロジェクトパートナー

• ツールはBSPが所有・運営するリアルタイムグロス決済システム (RTGS) 

で、より効率的で安全な資金の流れを可能にする。

• BSPが管理する関係銀行および金融機関のDDAに対する銀行間資

金移動を決済する。

– 取引には、銀行間および顧客への支払い、収益回収、ATM、政

府証券、BSP取引InstaPayおよびPESONetなどが含まれる。

• BSPは 「ユーザー受け入れテスト」 を完了し、業界全体の市場リハーサ

ルを開始した。(2021年6月に終了予定。)

プロジェクトの概要と目標

政府電子決済 (EGov Pay) （※2）

• サービスは2019年8月に開始。

プロジェクトのステータス

プロジェクトの概要と目標

プロジェクトパートナー

• フィリピン中央銀行 (BSP)
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New Order Payment System （NOPS）などの Fintechプロジェクトを通じて効率的で安全なデジタル決済の開
発に注力してきた。 

 

 
図 2-40 取組事例（2/2） 

出所： 
*1 https://business.inquirer.net/307104/bsp-shifting-to-digital-payments 

*2 https://www.bworldonline.com/bsp-allows-person-to-merchant-payments-under-qr-ph/ 

 

➢ 概要と課題 

フィリピンでは Fintech ソリューションの導入が進んでおり、アジア太平洋地域での Fintech としては、マニラは
東南アジアでトップ 3に入る都市の 1つである。 

 
図 2-41 取組事例（2/2） 

出所： 

*1 https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/philippines 

*2 https://pearlpay.com/why-filipinos-remain-unbanked/ 

新受注決済システム (NOPS)（※1）

• 2020年に開始。

プロジェクトのステータス

QR Ph P2M 決済（※2）

• 現在パイロット運用段階にある。

プロジェクトのステータス

• BSPとPhilippine Payments Management, Inc (PPMI) が主導してい

る。

プロジェクト開発者

• NOPSは、インターネット/モバイルバンキングやモバイルマネーサービスなど

の様々な決済チャネルを提供するウェブベースのシステムであり、BSPの

従業員や外部顧客が当座預金なしで利用できる。

– 進行中の決済チャネルには、PESONetやInstaPayのゲートウェイ、電

子マネーサービスプロバイダー、その他の決済パートナーなどがある。

• NOPSの実現は、集金をより安全で容易かつ信頼性の高いものにし、

デジタル金融インフラにおける重要な発展を象徴するものとなる。

プロジェクトの概要と目標

プロジェクトの概要と目標

フィリピンのFintech

課題

Fintechの概要

• フィリピンのFintech業界は近年、大幅に成長し、生産性と経済成長を押し上げた。

(*1)

– BSPによると、フィリピンの銀行とノンバンク電子マネー発行体 (EMI) の間には410万のデ

ジタル口座がある。

– 電子マネーのライセンス需要は継続しており、2021年1月現在、EMI傘下の銀行は

29行、EMI傘下のノンバンクは31行となっている。

– オンライン融資プラットフォームも2020年6月の72から2021年2月には81に増加した。

• BSPは電子マネーの利用が急増していることから、中央銀行デジタル通貨 (CBDC) の

発行の実現可能性と政策意義を検討する委員会を設置した。

戦略と取り組み

BSPデジタル決済変革ロードマップ2020-2023

• 目的:BSPの目的達成に向けて、個人と企業の多様なニーズと

能力をサポートする効率的で包括的、安全かつ確実なデジタ
ル決済エコシステムを開発する。

– ロードマップは、デジタル決済に対する顧客の選好を強化

することに焦点を当てている。

– 革新的で即応性の高いデジタル金融サービスの実現。

Fintech アライアンス フィリピン2020

目的:フィリピン人を力づけるFintechイノベーションを包括的で持

続可能なかたちでの発展。

– 持続可能なデジタル金融エコシステムの構築と拡大に向

けた継続的な取り組みに注力しており、2022年までに

ASEANの自主規制機関 (SRO) になる予定である。

フィリピンFintech協会

目的:テクノロジーを通じて金融包摂を推進し、あらゆる業界の企

業が金融テクノロジーを活用できるよう支援する 。

– ASEAN Fintech Councilの一員として、この協会は100以上

の組織および個人メンバーにおける技術協力とパートナーシ

ップを可能にしている。

細分化されたデジタルソリューション環境：フィリピンの大多数の地域では、
デジタルソリューションや、地方銀行やマイクロファイナンス機関 (MFI) のような

組様々なプロバイダーのデジタルシステムを使用する組織へのアクセスが限ら
れている。(*2)

– 同国の60%の世帯がデジタルソリューションにアクセスできないと推定されて

いる。

– 金融取引のために携帯電話とインターネットを使っているのは、成人の10人

に1人である。

– 成人人口の大部分が携帯電話ユーザーであるにもかかわらず、携帯電話

所有者の12%と口座を所有する成人の21%だけが金融取引を行うために

携帯電話を使用している。

https://business.inquirer.net/307104/bsp-shifting-to-digital-payments
https://www.bworldonline.com/bsp-allows-person-to-merchant-payments-under-qr-ph/


全世界行政・金融・通信サービスのデジタル化に伴う途上国ニーズと民間技術マッチングに係る情報収集・確認調査 
業務完了報告書 

2-40 

 

また、上記以外のフィリピンの Fintechの課題として、銀行口座の保有率等がある。 

 

 
図 2-42 経済の自由度指数（2021 年）と世界 Fintech 指数（2019 年） 

出所： 

*1 https://mb.com.ph/2020/05/01/bsp-approves-policy-on-sustainable-finance/ 

*2 https://pearlpay.com/why-filipinos-remain-unbanked/ 

 

➢ 業界団体 

Fintech分野にかかわる業界団体等には Fintechフィリピン協会等がある。 

表 2-28 Fintech 関連組織 

 
出所：各団体 HP（上表「ウェブサイト」参照）」を基に調査団作成 
 

課題（※1,2）

持続可能な金融:BSPの持続可能な金融政策の枠組みの承

認2020年により、フィリピンの銀行と金融機関は、現在、環境、

社会、ガバナンス (ESG) と持続可能性の原則を企業戦略に組

み込むことが求められている。

– BSPは、持続可能な資金枠組みの規定を完全に遵守す

るために3年間 (2020~23年) の期間を設け、それぞれの

理事会で承認された移行計画を提出するために6カ月の

期間を設けている。

銀行の低普及率:フィリピンにおける大きな課題の1つは、国民の

大多数が銀行口座を持っていないことである。

– PearlPayによると、2020年において5,120万の人々が銀

行口座を保有しておらず、金融機関が提供する金融サー

ビスや支援にアクセスすることができない。

– また、国民の60%は、地方で開設できる預金口座 (BPA) 

について知らない。

団体名 概要 ウェブサイト

Fintechフィリピン協会

Fintech Philippines Association 

(Fintech PH) 

◼ Fintech Philippines Association (Fintech PH) は、フィリピンのFintech業界の利益と成長を代表す

る独立した業界団体である。
◼ Fintech PHの狙いは、フィリピンを金融サービスにおける技術革新のハブにすることである。
◼ 2017年に設立され、100を超える組織および個人のメンバーで構成され、デンマーク、イスラエル、日本、

マレーシア、シンガポール、およびタイの技術関連団体と提携している。

https://fintechph.org/

Fintechアライアンス

Fintech Alliance

◼ Fintech Allianceは、迅速なFintech革新の包括的で持続可能な開発を実現し、国民に力を与えるこ

とを目指している。
◼ 持続可能なデジタル金融エコシステムの構築と拡大に向けた継続的な取り組みに注力しており、2022

年までにFintechアライアンスは自主規制組織 (SRO) になる予定である。

https://www.fintechalliance.ph/about

フィリピン分散台帳技術協会

Distributed Ledger Technology 

Association 

◼ フィリピン分散元帳技術協会は、分散元帳技術の採用に参加する企業の業界団体である。
◼ 分散台帳技術のオプションを可能にすることに焦点を当てており、すべてのセクターでユースケースを作成

するためのイノベーションを推進している。

https://www.dltap.ph/

フィリピンブロックチェーン協会
Philippine Blockchain Association

◼ フィリピンブロックチェーン協会は、企業、政府、学術界を国内の分散台帳技術 (DLT) の可能性に結び

付けることを目指している。
◼ 同協会は、起業家、企業幹部、Fintech専門家に対し、事業に新技術を導入するために必要な情報

とガイダンスを提供する。メンバーにはDynaquestやBneFITなどがいる。

http://blockchainphilippines.org/

フィリピンデジタル商業協会

Digital Commerce Association of 

the Philippines (DCOM) 

◼ フィリピンデジタル商業協会 (DCOM) は、フィリピン経済産業の主要企業によって設立された非営利団

体である。
◼ 貿易と投資のために業界を魅力的にすることに焦点を当てており、標準やベストプラクティスの確立に関

与しているほか、政府と協力してデジタル商取引に関する政策を策定している。

https://www.dcom.ph/

IdeaSpace

◼ IdeaSpaceはフィリピンのテクノロジースタートアップを支援するアクセラレータープログラムである。
◼ 同プログラムには、Accelerator (初期段階の技術系スタートアップに教育、メンタリング、コーチングを提

供する)が含まれる。
◼ コミュニティへの参加;機会ファンド (スタートアップへの投資);外部関係 (マーケティングとコミュニケーショ

ン)IdeaSpaceは107のスタートアップを支援している。

https://ideaspacefoundation.org/



全世界行政・金融・通信サービスのデジタル化に伴う途上国ニーズと民間技術マッチングに係る情報収集・確認調査 
業務完了報告書 

2-41 

表 2-29 金融業に関する業界団体及び専門家のフォーラム 

 
出所：各団体 HP（上表「ウェブサイト」参照）」を基に調査団作成 
 

 

➢ 競合 

フィリピンには現在 197社の Fintech企業があり、そのうち 54社(24%)が融資分野、48社 (21%)が支払い分
野、27社 (12%)が電子ウォレット分野で事業を行っている。 

 

表 2-30 現地 Fintech 企業の概況 

 
出所：https://www.fintechalliance.ph/news-events/20-top-emerging-digital-finance-players-to-watch-in-the-philippines 

 

➢ 金融分野の規制 

団体名 概要 ウェブサイト

フィリピン全国ICT連合

National ICT Confederation of the 

Philippines (NICP) 

◼ フィリピン全国ICT連合 (NICP) は、フィリピンのICTカウンシルの全国組織として認知されてい

る。
◼ フィリピン情報通信 (ICT) 産業への国内外からの投資を促進し、ベストプラクティスの共有を

通じて加盟組織を発展させるため、2008年に設立された。

https://nicp.org.ph/

フィリピンコンピュータ協会

Philippine Computer Society (PCS) 

◼ Philippine Computer Society (PCS) は、フィリピンのコンピュータおよび情報技術の専門家

の団体である。
◼ 1967年に設立され、国の先進技術の使用をサポートするためのオプションと登録に向けたイ

ニシアチブを主導している。
◼ PCSは、オーストラリア、香港、インド、インドネシアなどの各国コンピュータ協会を含む、東南

アジア地域コンピュータ連盟 (SEARCC) の創設メンバーである。

https://www.philippinecomputersociety.org/

フィリピン技術評議会

Philippine Technological Council (PTC) 

◼ 1980年に設立されたPhilippine Technological Council (PTC) は、フィリピンにある13の

技術者専門組織 (EPO) の上部組織である。
◼ 国際エンジニアリング・アライアンスのプロフェッショナルとしての署名者であり、個々のプロフェッ

ショナルとそのメンバー組織との間の専門的な学際的な協力と交流を促進することを目的と

している。

https://ptc.org.ph/who-we-are/

マカティ・ビジネスクラブ

Makati Business School (MBC) 

◼ マカティ・ビジネス・スクール (MBC) は、ビジネス・セクターの効果を主導して民主的な制度を

強化し、税金、通信、電力、航空、銀行、小売などの業界で経済を自由化した。
◼ 1981年に設立されたMBCのデジタルプロジェクトには、フィリピン経営協会、フィリピン銀行協

会などのパートナーとの電子決済の促進、フィリピンIDシステムへの支援などがある。

https://mbc.com.ph/

Fintechのエコシステム企業

会社 説明

JustPayto ◼ JustPaytoは2015年に設立された決済サービスプロバイダーである。

◼ クレジットカード/デビットカード、銀行送金、オンラインバンキング、国外 (OTC) 、電子財布、暗号通貨など、複数の支払いオプ

ションを利用できる。

Paymongo ◼ Paymongoは2019年に設立され、フィリピンの企業にオンライン決済のAPIを提供している。

◼ 所有者は銀行カードやデジタルウォレットからの支払いを受け付けることができる。

Seekcap ◼ SeekCapは2019年に創設され、フィリピンの中小企業向けオンライン融資プラットフォームを提供している。

◼ Seekcapは国内初のオンライン融資市場で、UnionBankと提携している。

Coins.ph ◼ 2014年に設立されたCoins.phは、銀行やデジタル決済サービス、国内および国際送金、請求書支払い、ゲームクレジット、オン

ラインショッピングへの直接アクセスを消費者に提供する、ブロックチェーンを利用したプラットフォームである。

Tonik ◼ 2021年3月に設立されたTonikはフィリピン初のデジタル専門銀行で、預金、ローン、貯蓄口座、決済、カードなどの金融商品を

デジタルバンキングプラットフォーム上で提供している。

PDAX | Philippine 

Digital Asset 

Exchange

◼ フィリピンデジタル資産交換 (PDAX) は、消費者に暗号通貨やその他のデジタル資産へのアクセスを提供する暗号通貨交換プ

ラットフォームである。

◼ 2017年に設立され、投資家が世界的に競争力のある価格でリアルタイムでフィリピンペソと取引することを可能にする。

IBS intelligenceによると、2021現在のフィリピンのトップFintech企業は次のとおりである。

https://www.fintechalliance.ph/news-events/20-top-emerging-digital-finance-players-to-watch-in-the-philippines
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フィリピンの金融分野に関するガイドラインや法的枠組みはそれぞれの分野に対して制定されているものの、

FinTech分野に関しての法規制はまだ少ない。 

 

表 2-31 金融分野の規制 

 
出所：https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20140709-2/01.pdf 

 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

通信分野の主管は通信情報省であり、通信関連の規制機関は 2機関存在する。デジタルエコノミーの

推進は主に３機関が担っている。 

表 2-32 主たるステークホルダー 

 

法規制名称 概要 規制分野

新中央銀行法

The New Central Bank Act 

(Republic Act No.7653)

◼ 中央銀行の財政及び運営面での政府からの独立性を明記し、中央銀行の政府からの独立を法的に保証。

◼ 中央銀行の最大の目的を、安定した持続的経済成長に資する 物価の安定維持と定め、その目的に沿った金融政

策・信用政策、及び銀行への監督・規制・懲罰の権限を中央銀行に与えている。

◼ 中央銀行を運営する金融政策理事会の役割、会議体と構成員及 びその資格を規定するほか、政府機関や国有機

関に対し、必要な情報を中央銀行に強制的に提出させ ることができる権限を付与している。

・全分野

一般銀行法 General Banking 

Law of 2000 (Republic Act 

No.8791)

◼ 一般銀行法は、銀行の分類、組織・運営形態から中央銀行の監督権限まで、銀行業界全般に広範囲 に亘る内容

を定義しており、以下がその一部である。

✓ 銀行は株式会社でなければならない

✓ 同一親族としてみなされる範囲は、株主の4親等まで

✓ 銀行の取締役は5 人以上 15 人以下とし、うち 2 人は社外取締役

✓ ユニバーサルバンク/商業銀行から単一企業への出資は、当該銀行の正味資産の25%以下

✓ 単一企業への融資額限度は、融資を行う銀行の正味資産の20%以下

✓ 銀行は、保険者として保険業を行ってはならない

✓ BSP は、年に一度の銀行検査に加え、金融政策理事会の決定に従って銀行や金融システムのリスクを高める可能

性がある銀行業務への検査を実施する権限を持つ

・銀行分野

証券規制法 Securities 

Regulation Code (SRC: 

Republic Act No.8799)

◼ 証券取引の基本法であり、市場の自由 化、資本市場の発展、情報公開、投資家保護の徹底、不正取引の防止な

どを主な目的としている。

◼ この法律により、SEC は証券市場の全参加者に対する規則順守の監督権を付与され、市場の透明性・ 公平性・効

率性の促進を目指すとされている。

・証券分野

改正保険法Insurance Code 

(Republic Act No.10607)

◼ 保険業全般に関する枠組みを規定した基本法。

◼ 内容は、保険対象者/物の定義に始まり、告知義務違反時の契約の無効性、年次の財務報告に関する規定等幅

広い範囲に及んでおり、本法律の施行により IC が保険業界の 規制・監督機関と法的に定められた。

・保険分野

Pre-need Code (Republic Act 

No.9829) 

◼ 2009 年に制定された、比較的新しい法律であり、この法律により、Pre-Need会社（日本における学資保険に似た

積立型保険を取り扱う会社）の監督・規制業務が、それまでの SECからICへと移管された。

◼ ICはPre-Need会社に対する許認可権、業務監督権、行政処分等の制裁権等を有するほか、Pre-Need関連政策

の立案や助言を政府に対して行うと規定されている。

・全分野

機関 概要

情報通信技術省（Department of 
Information and Communications 
Technology：DICT）*1

主な所掌事務は、ICT関連の政策立案、電子政府等のICT利用の促進、ICT関連の法整備である。
2016年6月の「共和法第10844号」に基づき設立された。情報通信技術局（Information and 
Communications Technology Office：ICTO）や国際コンピュータセンター（National Computer Center：
NCC）といった機関がDICTに統合されたほか、電気通信委員会（National Telecommunications 
Commission：NTC）や国家プライバシー委員会（National Privacy Commission：NPC）等の組織が付

属機関とされた。

電気通信委員会（National 
Telecommunications Commission：

NTC)*1

ガイドライン、規則を策定可能な独立規制機関であり、大統領府直属に設置されていたが、2016年6月の

「共和法第10844号」により、情報通信技術省の付属機関となった。電気通信分野における主な所掌事

務は以下の4つである。
①電気通信設備及び電気通信サービスに関する規制、基準等の制定 ②電気通信事業の運営地域の設定及び
電気通信料金の設定 ③無線局及び電気通信設備の管理監督 ④電気通信設備・機器輸入の規制、法執行

貿易産業省(Department of Trade 
and Industry)

貿易政策の策定などを管轄しており、ICT関連では電子商取引を促進するためのイニシアチブをとっている。

現在、2022年までに50万社の中小企業が電子商取引を利用するという目標達成に向けて、新しい電子

商取引のロードマップを作成している。*2

教育省（Department of 
Education）

ICT教育を義務教育カリキュラムへの導入を進めており、教育用システムの開発・展開や、学習管理システ
ム（Learning Management System: LMS）、教育評価システムなどを2019年までに各学校に展開するな

ど、公立校のICT整備が計画を2022年までのロードマップに盛り込んでいる。*3

科学技術省(Department of Science 
and Technology)

科学技術関連の計画の調整、政策の策定などを担当している。
ICT分野に関しては、データサイエンスやデータ分析に関する学者の30,000人の育成を目指すSmarter

Philippines Through R&D, Training and Adoption (SPARTA) programを実施などを行っている。*2

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20140709-2/01.pdf
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出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html 

*2 https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-
Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf 

*3 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/a8af2dd271c2a073.html  

 

➢ 政策 

政府の主要開発計画は、「Ambisyon Natin 2040」であり、それに基づく中期開発計画では 3つの柱と 5つ
の基盤形成項目（対外主権保持、インフラ開発、災害・紛争対策、環境・エコ改善、規制緩和）が設けられて

いる。 

 
図 2-43 フィリピン政府の主要開発計画 

出所： 

*1 https://www.jbic.go.jp/ja/information/investment/images/inv_philippines23.pdf  
 

また、政府の主なDX戦略は、ECロードマップが包括的なデジタルエコノミー戦略としての色を強く持ってお
り、ECを軸としたデジタルエコノミーの振興が図られている。 

 

Ambisyon Natin 2040*1

2040 年までに貧困層の根絶
一人あたり国民総所得を 3,000 ドルから12,000 ドルまで増加させる

長期ビジョン

Philippine Development Plan (PDP) 2017-2022*1

貧困率を 26％から 17％まで減少させる
一人あたりの国民総所得が現在の 3,000 ドルから 4,100 ドルまでに増加させる

中期ビジョン

➢ 公明正大な政府運営

➢ 司法の強化

➢ フィリピン文化の喚起

政府への信頼回復

➢ 経済機会拡大及びアクセス拡大

➢ 人材教育

➢ 栄養・健康管理改善、所得獲得能力向上、生涯

学習機会の保障およびそれらによる人材付加価値の

向上

➢ 社会的弱者への配慮

➢ 貧困層自立支援プログラムや雇用改善プログラム等

の実施、武力紛争による子供への影響のモニタリン

グ・保護、失業保険の新設、正規雇用促進、災害

対策の拡充

格差是正

➢ テクノロジー対応促進・イノベー
ション活性化

➢ 人口動態の最適化

➢ 貿易・財政政策の実施

潜在成長力の引き上げ

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/a8af2dd271c2a073.html
https://www.jbic.go.jp/ja/information/investment/images/inv_philippines23.pdf
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表 2-33 政府の主な DX 戦略 

 
出所： 

*1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf  

*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html  

 

➢ 通信環境 

PLDT と Globe が通信セクターを 20 年以上にわたって支配しているが、第三の通信事業者である
DITO(2021 年 3 月)の参入により、同セクターではさらなる競争と革新が期待できる。また、対象範囲の拡大
及び低価格化、サービスの改善、データ使用量の増加が、フィリピンの通信セクターの主な原動力になると

予想される。 

 
 

政策・戦略
（カッコ内は制定年）

概要

1 National Broadband 
Plan（2017）

地方部への投資加速、官民協働の実現、ブロードバンドで接続された場所の増加、ネット需要に応えるプログラムの早期実現を

企図したインフラ開発計画。規制改革、ブロードバンドインフラへの公共投資、ブロードバンドインフラ需要喚起の支援を実行内容の
軸とする。*1 電力事業者からのダークファイバの提供も含めて、政府所有の光ファイバ網によるバックボーン構築の第1フェーズを

2020年前半までに終了しており、第2フェーズ以降では、すべての州を接続するための海底ケーブルの配備を計画している。*2

2 National 
Cybersecurity Plan 
2022（2017）

2017年5月に情報通信省と傘下機関により策定・公表されたサイバーセキュリティに関する5ヵ年計画。2022年までにフィリピンを

「信頼でき、頑健な情報通信インフラ」を備えた状態とすべく、情報資産、アプリケーション、ネットワーク、インターネットのセキュリティ、
重要なインフラ保護といった各分野について、法務省等他省庁、民間企業、外国機関等との連携を図りつつ強化していく計画。

3 Philippines 
E-Commerce Roadmap 
2016-2020（2016）

フィリピンがECにより享受可能な便益を最大化しようとする戦略。重点領域として①インフラ、②投資、③イノベーション、④知的資

本、⑤情報フロー、⑥統合を設定。2020年までにECのGDPに対する寄与度を現在の10％から25％に引き上げる、10万社の中
小零細事業者がECを利用する、インターネットユーザーのうち4-50％がECを利用する、高速で競争力あるインターネットアクセスを

提供する、サイバー犯罪から保護する、オンラインで各ステークホルダーが繋がることを成功の目安としていることからも、狭義のECと

いうよりデジタル・エコノミーに関する総合戦略的な色が強い。

4 Philippine IT-BPM 
Roadmap 2022（2016）

2012-2016 Philippine IT-BPM Road Mapの後継計画で、フィリピンの基幹産業であるIT・ビジネスプロセスマネジメント産業の

振興計画。アニメーション・ゲーム、コンタクトセンター・BPO、健康情報マネジメント、IT・ソフトウェア開発、グローバルインハウスセン
ター（多国籍企業の研究開発等を担う機関）等の既存産業と新産業が対象とされる。対象産業合計で、180万人の直接雇

用（間接雇用含め760万人、うち首都圏以外に50万人）の創出、雇用のうち中程度から高度なスキルを要求するものを73％と

する、400億ドルの収益獲得、世界のIT・BPM市場の15％を獲得することを目標とする。

5 Philippine Roadmap 
for Digital Startups
（2015）

科学技術省のプロジェクトとしてスタートアップイベント「Geeks on a Beach」で発表されたスタートアップ振興計画。ICT関連スタート

アップ企業数を500社（15年時点：100社）、総投資額2億ドル（同：4000万ドル）、企業時価総額20億ドル、高度スキル
を要求する求人数8,500、企業家数1,250人、ユーザー1500万人、全世界のサービス有料顧客70万人をめざす。知財、インター

ネットインフラ、サイエンスパークとイノベーションハブ、立法・政策、草の根活動、資金調達と投資、アンブレラ機関、研究開発、教

育、オープンソース情報、協働、政府の役割の12分野におけるアクションプランを策定。

23.8 27.9

41.5

54.6

68.4

2013 2014 2015 2016 2017

36.0

55.5 60.1 60.1

43.0

2015 2016 2017 2018 2019

• 人口100人あたりのアクティブなモバイルブロードバンド契約数の割合。

アクティブなモバイルブロードバンド契約とは公共のインターネットへの標

準モバイルブロードバンド契約と専用モバイルブロードバンド契約両方を

指す。実際に履行されている契約のみ算出している。

• フィリピンのモバイルブロードバンド加入者は、過去5年間で徐々に増

加している。
– フィリピンの携帯電話契約者は、2020年には約1億5000万人1

であった(100人あたり136.5契約)。

– Statistaによると、携帯電話のインターネット加入率は2025年ま

でに76%に達する見込みである。

• 現在、同国にはGlobe、PLDT、 DITOの3社の通信事業者が存在す

る。DITOの市場参入により、2021年の携帯電話契約数は増加する

と予想されたが、2020年には減少に転じた (Globeの報告によると、

2020年の携帯電話契約数は1760万件減少した) 。

• インターネットを使用している人口の割合で、コンピューターや携帯端

末をはじめ、ゲーム機、デジタルテレビなどを介してインターネットを使

用する人口から算出している。

• フィリピンは、地理的条件により固定回線網が十分に整備されてお

らず、インターネットサービスのコストが高いため、東南アジアで最もイ

ンターネットの普及が遅い国の一つである。

• EIUによると、インターネットユーザー普及率は2009年の100人あたり

9人から2020年には100人あたり47人に増加した。 2025年までに

は、100人あたり60人に達すると予測されている。

• 政府は、国家機関にサービスを提供し、現在限られている民間プロ

バイダーの光ファイバー網を補うために、光ファイバー網を構築している。
– DICTはPhilippine Fiber Optic Cable Networkと契約を結び

、共有ネットワークに約30億米ドルを投資し、2020-28年の間

に構築する予定である 。

出所： 
*3 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ID 

出所： 
*1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  
*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html  

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ID
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf_contents.html
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図 2-44 通信環境（1/2) 
 

 
 

 

 

図 2-45 通信環境（2/2） 
 

➢ 具体的計画・取組事例 

通信分野の主な取組としては、通信インフラの整備、IT 人材育成、サイバーセキュリティの強化、デジタル系
スタートアップ支援が挙げられる。 

6.3 5.9
7.5

5.7
4.5

2016 2017 2018 2019 2020

データプラン(1.5 GB)のコスト

• 各国市場の最大シェアをもつ通信事業者

が提供する、1か月の1.5GB の高速データ

プラン（256Kbits /秒以上または3G以

上）の最低価格の推移。

• 過去5年間 (2016-20年) において、データ

プランのコストはCAGR 8%で徐々に減少

している。

• PLDTとGlobeという2つの通信事業者に

より市場がほとんど寡占されていたため、こ

の地域ではインターネットサービスのコストが

高くなっていた。

• この状況は、新規参入企業であるDITO

が、2021年3月に15の地域で1,600以上

の基地局とともにサービスを開始することに

よって、変化すると予想される。

• 地理的な範囲ではなく、ユーザーがある地点に

おいて4Gに接続できる時間の割合を表してい

る。日本は世界1位で98.5%（2020年）で

あった。

• DITOの立ち上げとともに、GlobeとPLDTは4G 

Long-Term Evolution(LTE)ネットワークの整

備を加速させている。

– 2020年12月までに、PLDTは5,600のLTE

基地局を追加し、2019年末の24,600から

23%増加させた。

– PLDTとGlobeは、全国的にインフラの改善

を進めており、6社の基地局アンテナの製造

会社と契約を締結した。上記の中で4社と

の契約が進行中である。

• ITUが発表するサイバーセキュリティ指標

は、法規制、技術（CIRT活動など）、

組織体制（戦略や規制当局）、能力

開発（リテラシーやR&D）、協力

（PPPや国際協力）の5つの分野にお

ける各国の状況から測定されている。

• フィリピンの通信事業者も、データの保

護のために、サイバーセキュリティ企業と

連携している。

– DITOは米国のサイバーセキュリティ企

業Fortinetが提供するネットワークセ

キュリティインフラを活用している。

45
59 64

72
82

2016 2017 2018 2019 2020

4Gの可用性(%)

18

100

50

25

2015 2017 2018 2020

サイバーセキュリティ順位

出所: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx 
  

出所: OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、

2018、The State of Mobile Network Experience 

2019、2020 

出所: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx    

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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図 2-46 具体的取組 

出所： 

*1 https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-
Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf 

*2 http://pagba.com/wp-content/uploads/2019/05/Cyber-Security-Awareness-National-CyberSecurity-Plan-2022.pdf   

*3 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/2af6d1988a91c0a7.html  

 

また注力プロジェクトとしては、主に通信インフラの整備、IT 人材育成、サイバーセキュリティに関するものが

ある。 

 
図 2-47 通信インフラに関する事業 

出所： 

*1 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33960 

*2 https://edotcogroup.com/media/isoc-edotco-towers-inc-completes-first-shareable-tower-in-philippines-for-globe/  

⚫ 2021年2月に、情報通信技術省の共用通信タワーイニシアチブの

一環として、ISOC edotco Towers Inc.(以下IETI）により、

Globe Telecom Inc., （フィリピンの大手フルサービス通信会社で

あり、フィリピン証券取引所に上場している）のためのフィリピンで

最初の共用通信タワーが建設された。

⚫ 2019年、IETIはGlobeと提携し、DICTと覚書(MOU)を締結した。

⚫ 共用通信タワーは、シェアリング可能なインフラとして機能し、他の

通信事業者にもサービスを提供する能力を備えている。

⚫ リチウム電池を貯蔵技術とする高効率でインテリジェントな整流器

システムを導入することで、グリーン電力によるネットワークインフラの

稼働が実現している。

⚫ 政府は「フィリピン・デジタル戦略」の一環として「公共無料Wi-Fiイン

ターネット接続プロジェクト（Free Wi-Fi Internet Access in Public 
Places Project）」を実施してきたが、2017年6月に国家ブロードバ

ンド計画の始動と並行してプロジェクト名を「Pipol Konek」と改めた。

⚫ 主なプロジェクトパートナーは、Speedcast(オーストラリア)及び

Converge ICT、国際連合開発計画(UNDP)、情報通信技術省

(DICT)、Philippine Communications Satellite 
Corp.(PHILCOMSAT)である。

⚫ 地域住民の教育状況を改善し、ガバナンスプロセスへの関与を深め、

最大6,000の公共Wi-Fiホットスポットへのアクセスを増やして経済発

展の機会を利用できるようにすることを目指している。

⚫ プロジェクトには年間で15億PHPが支出され、2020年3月現在、学

校、病院、空港、公園等の公共施設700件以上で、無料のネット

利用が可能となっている。*2

公共無料Wi-Fi「Pipol Konek」*1 First Shareable Tower*2

⚫ 2019年に開始し2028年までに完了予定である。主なプロジェクトパートナーは、Philippine Fiber Optic Cable Network(シンガポール

のHyalRoute Groupの子会社) と情報通信技術省である。

⚫ 2019年5月、DICTとPhilippine Fiber Optic Cable Networkは、ケソン市で覚書(MOA)に署名した。これは、同社が10億から20億

米ドル相当の光ファイバーケーブルへの投資を行うことで、フィリピンのネットワークの接続性を強化するものである。

⚫ DICTは、光ファイバーの実装を成功させるために、企業に対して必要な許可証やライセンスの取得を支援する。

⚫ 今回の提携は、上記の無料公衆Wi-Fi設置プロジェクトの一環でもある。

光ファイバーの実装*3

https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
http://pagba.com/wp-content/uploads/2019/05/Cyber-Security-Awareness-National-CyberSecurity-Plan-2022.pdf
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/2af6d1988a91c0a7.html
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33960
https://edotcogroup.com/media/isoc-edotco-towers-inc-completes-first-shareable-tower-in-philippines-for-globe/
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*3 https://dict.gov.ph/dict-partners-with-hyalroute-for-billion-dollar-fiber-network-investment/  

 

 
図 2-48 IT 人材育成・サイバーセキュリティに関する事業 

出所： 

*1 https://spartaproject.org/#about-sparta  

*2 http://pagba.com/wp-content/uploads/2019/05/Cyber-Security-Awareness-National-CyberSecurity-Plan-2022.pdf  

 

また他ドナーの取組については、ASEAN 内,対日本政府との ICT 分野におけるパートナーシップに基

づき実施されている。 

 

表 2-34 他ドナーの取組 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd248110.html  
*2 https://www.soumu.go.jp/main_content/000526567.pdf  
*3 https://asean.org/storage/images/2015/November/ICT/15b%20--%20AIM%202020_Publication_Final.pdf  
*4 https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200729005/20200729005-3.pdf  
 

➢ 課題 

⚫ 科学技術省が主導で、フィリピン開発アカデミーやAnalytics 

Association of the Philippinesなどと連携して実施しているプロ

ジェクトである。

⚫ SPARTAの正式名称は「Smarter Philippines through Data 
Analytics R&D, Training and Adoption」であり、主に以下の2つの

目的のために実施されている。

1. オンライン学習を通じて、データサイエンス、分析、関連分

野において 30,000人の学習者を訓練・育成すること

2. データ・サイエンスやアナリティクスの実践者のコミュニティを

育成すること

Project SPARTA*1
The Cybersecurity Management System Project 

(CMSP)*4

⚫ 2019年1月に設立された、脅威を包括的に監視し、増え続け

るサイバー脅威やサイバー攻撃から国の情報構造を保護するた

めの情報共有を目的とした国家プラットフォーム。

⚫ プロジェクトの第一段階として、9つの政府機関（大統領府、

財務省、エネルギー省、外務省、国家安全保障会議、予算

管理省、大統領通信事業局、国家情報調整庁、国防省）

と情報通信技術省の合計10機関を対象としており、サイバー

攻撃前、攻撃中、攻撃後の対応に関する国全体の対応能

力を強化することを目指している。

⚫ 長期的には第一段階で対象とされた10機関を含む40の政府

機関を対象としたプロジェクトを進める意向を示している。

取組 概要

日フィリピンICT総合協力パッケージ 2018年1月、日本政府との間でICT利活用（防災、交通、サイバーセキュリティ等）の基盤となるICTイン

フラ（ブロードバンド網及び地上デジタル放送）の整備について両国で協力して進めていくことを確認。ま

た防災、交通、サイバーセキュリティ、放送コンテンツといった分野におけるICT利活用の推進についても協

力するとしている。*1*2

ASEAN ICT マスタープラン 2020 2016年から2020年にかけての情報通信分野の政策目標として採択され、以下の８つの戦略的推進事

項を掲げている。*3

（1）経済発展への貢献、事業機会の創出（2）ICTを通じた人々のインテグレーション強化（3）イノ

ベーションの促進（4）各国における、ICTインフラ開発の促進（5）人的資本の開発（6）ICTによるシ

ングルマーケットの創出（7）ICTを通じた情報コンテンツの一層の充実（8）情報セキュリティの向上

産業人材育成・イノベーションロードマップ 2019年の東南ジア諸国連合（ASEAN）首脳会議では、デジタル経済分野における共通のルール作りに

向けた「産業人材育成・イノベーションロードマップ」を打ち出した。

日ASEAN経済強靱性強化に関する

共同イニシアティブ

2020年7月に、コロナ危機への対応、経済強靱化を目指し、５０を超える具体プロジェクトを盛り込んだ

「日ASEAN経済強靱化アクションプラン」発出し合意。アクションプランには、日ASEAN企業連携によるア

ジアDX実証事業の実施（リモート技術、自動化技術の実装推進）、オンライン上で日ASEAN企業の

連携を支援する「DXプラットフォーム」立ち上げ、ASEAN産業界のデジタルスタートアップ連携PJの実現

（調査、イベント企画等）が盛り込まれている。*4

https://dict.gov.ph/dict-partners-with-hyalroute-for-billion-dollar-fiber-network-investment/
https://spartaproject.org/
http://pagba.com/wp-content/uploads/2019/05/Cyber-Security-Awareness-National-CyberSecurity-Plan-2022.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd248110.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000526567.pdf
https://asean.org/storage/images/2015/November/ICT/15b%20--%20AIM%202020_Publication_Final.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200729005/20200729005-3.pdf
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通信インフラ整備をはじめ、IT人材育成、サイバーセキュリティ強化、関連規制の緩和が主な課題となってい
る。 

 
図 2-49 通信分野の課題（1/2） 

出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/a8002793b5fb0de8.html 

*2 https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-
Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf 

*3 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/41bc0b26745aead2.html  

 
図 2-50 通信分野の課題（2/2） 

出所： 

*1 https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-
Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf  

*2 https://www.web-keiei.com/philippines-ja/1611/  

 

主な注力分野及び技術は、IT-BPM 産業やエドテック分野へのデジタルソリューション、デジタルデバイドの

解消に資する技術、サイバーセキュリティ対策である。 

①通信インフラの整備

◼ フィリピンは島が多いという地理的条件から、固定回線や固定ブロードバンドの普及率は低く、約60％の家

計がインターネットに接続する環境を有していない。近隣の中所得国と比較して、インターネットの普及は大き

く劣後している。*1
デジタルデバイド

◼ 通信速度は遅い一方で、通信費は高い傾向にある。

◼ フィリピンのモバイルブロードバンド速度 (16.7 Mbps) は世界平均の32.01 Mbpsを下回り、3G/4Gモバイルの平

均ダウンロード速度は世界平均の13.26 Mbpsに対して7 Mbpsとなっている。

◼ 1GBの無線通信の価格が1人あたりGNI（国民総所得）に占める割合は、ASEAN諸国の平均1.37％を上

回る1.95％であった。*1

ネットワーク環境の整備

② IT人材の育成・開発

◼ 年齢、教育レベル、世帯収入などの要因により、デジタルリテラシーやデジタルコンテンツの利用にも大きな
ギャップが存在している。*2

◼ サイバーセキュリティを向上させるためにも国民のITリテラシーを高める必要がある
ITリテラシーの向上

◼ 2019年度「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」によると、フィリピンにおいては社内にデジタル技術に

詳しい人材がいない比率が20％を超えており、概ね5社に1社がデジタル人材不足の状況にある。*3
IT人材の不足

③サイバーセキュリティの強化

◼ 国内のデジタル化の進展に伴い、インターネットを経由したサイバー犯罪のリスクが増加している。

◼ 2012年に「サイバー犯罪防止法」を制定しサイバー犯罪への対策を強化する一方、2019年にはサイバー攻撃

を最も受けた国ランキングでは世界第7位となった。*1
サイバー犯罪の増加

◼ 市民や政府機関のサーバーセキュリティについて教育を実施するなど、電子取引やサーバー活動を実施する際
のリスクについて理解を深める必要があるサイバーセキュリティ知識の不足

④関連規制の緩和

◼ 通信セクターで事業を展開する前に、企業は手続きのための待機時間と様々な許可やライセンス（国及び

地方）を取得するためのコストに直面する。加えて、フィリピン議会からのフランチャイズについての様々な要件

や条件、National Telecom Comissionの証明書の取得、外国人所有の制限等を満たす必要がある。

◼ 一つの基地局を建設するためには、少なくとも25の許可とドキュメントが必要となり、フィリピンの大手通信

サービスプロバイダーであるGlobeによると承認を受けるまでに最大8か月かかることもあるなど規制面で障壁が

残っている*2

複雑な規制

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/a8002793b5fb0de8.html
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/41bc0b26745aead2.html
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://www.web-keiei.com/philippines-ja/1611/
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図 2-51 注力分野・技術 

出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/a8002793b5fb0de8.html 

*2 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/a8af2dd271c2a073.html 

*3 https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/2b6571b481c83c1d.html 

*4 https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-
Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf 

*5 https://philippines-startup.biz/20-increase-in-online-credit-card-skimming-by-2020-philippines/  

 

➢ 業界団体 

フィリピンでは、通信分野にかかわる複数の業界団体が情報交換、アドボカシー活動を行っている。 

表 2-35 業界団体 

 
出所： 

*1 https://www.psia.org.ph/ 

*2 https://www.philippinecomputersociety.org/ 

*3 https://psite-ncr.org/about-us/ 

*4 http://www.ibpap.org/  

 

• 新型コロナウイルスの拡大を踏まえ、豊富な労働供給に依存した労働
集約型の分野を中心とするIT-BPM産業においてAIや自動化技術の導

入に関心が高まっている。

• アジア開発銀行が2021年1月に発表した、東南アジアにおけるインダス

トリー4.0に関するレポート では、技術革新がフィリピンのIT-BPM産業に

与える影響を分析。新型コロナ感染拡大後、IT-BPM産業でのセキュリ

ティーや業務管理においてデジタル技術活用が継続的に進むと予測し

ている。*1

• 2018年、国連ブロードバンド委員会は、フィリピンの総人口1億300万

人のうち約40％、同国の2,300万世帯のうち約57％がインターネットに

接続できていないと報告している。*4
• インターネットの普及が遅れているエリアの中には非常に遠隔地にあり

現段階では衛星経由でしかアクセスできない地域もある。

• 衛星間の光通信ネットワークサービス、広大な無線LAN空間の構築、

無電化地域において通信環境を構築可能とする自立電源（オイルフ

リー）型 ICT リソースユニットなどがソリューションになりうると考えられる。

• ステム（STEM：科学、技術、エンジニアリング、数学の4分野）教育

が重要視され始めたフィリピン市場では、学校運営・学習管理システム

へのニーズが高まりつつある。

• ICTインフラ整備の遅れにより、ICT教育は現状で遅れてはいるものの、

今後ICTインフラ整備が進めば、一気に市場が発展することが考えられ

る*2
• 2021年2月にはJETRO主催で「フィリピン・エドテックオンラインマッチング

イベント」が開催されるなど関心が高まっている。*3

• インターネットセキュリティ企業のKasperskyによると、オンライン上でのク

レジットカードのスキミング被害に遭遇したフィリピン人のインターネット

ユーザーは、2020年に20％増加

• 2020年にはフィリピンのオンラインユーザーの10人に4人以上（42.2％）

がウェブの脅威にさらされており、その割合の高さは世界第6位となって

いる

• パンデミックの影響もあり、今後もリモートワーク、オンライン授業等あら

ゆる分野でデジタル化は進むとみられ、それに伴いサイバーセキュリティ

対策の重要性も増すと考えられる*5

IT-BPM産業の成長の可能性 エドテック分野

デジタルディバイドの

解消に資する技術
サイバーセキュリティ対策

団体名 概要

Philippines Software Industry Association

（PSIA）*1
◼ フィリピン貿易産業省認可のIT業界団体。
◼ 加入企業はIBMフィリピン、Microsoftフィリピン等で、大手から中小IT企業を網羅している。

Tthe Philippine Computer Society 
(PCS)*2

◼ 1967年に設立された、フィリピン国内で長い歴史を持つコンピューティングおよび情報技術の専門家

協会である。
◼ Southeast Asia Regional Computer Confederation (SEARCC) の創設メンバーでもある

the Philippine Society of IT Educators 
Foundation(PSITE) *3

◼ 学術機関、ITプログラム長、教員、企業メンバー、IT大学院生から構成される組織であり、14の地

域支部があり、100人以上の機関メンバーと900人以上の個人会員を抱えている。
◼ ワークショップ、セミナー、産業界連携、および一般の学術部門に利益をもたらすプログラムを通じて、

国内の質の高い情報技術教育を促進することを目的としている。

IT & Business Process Association of 
the Philippines（IBPAP）*4

2004年に設立され、業界のワンストップ情報を提供し、アドボカシーゲートウェイとしての機能を持つ

フィリピンの情報技術・ビジネス・プロセス管理(IT-BPM)業界団体である。

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/a8002793b5fb0de8.html
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/a8af2dd271c2a073.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/2b6571b481c83c1d.html
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/796871601650398190/pdf/Philippines-Digital-Economy-Report-2020-A-Better-Normal-Under-COVID-19-Digitalizing-the-Philippine-Economy-Now.pdf
https://philippines-startup.biz/20-increase-in-online-credit-card-skimming-by-2020-philippines/
https://www.psia.org.ph/
https://www.philippinecomputersociety.org/
https://psite-ncr.org/about-us/
http://www.ibpap.org/
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➢ 通信事業者 

通信サービス市場は PLDT と Globe telecom とで概ね二分されているが、市場の競争力促進のための取組

も進められている。 

表 2-36 主な通信事業者 

 
 

出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html  

*2 https://smart.com.ph/Corporate/  

➢ 通信分野の規制 

フィリピンにおける通信分野は、公衆電気通信政策法において事業免許の付与条件や事業者の義務等が

規定されている。 

表 2-37 通信分野における規制 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html  

*2 https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-
1.amazonaws.com/Laws+and+Policies/DTi+Compendium+laws/Business+Development+and+Regulation/Others/Innovative+Startup+Act_Implementing+Rules+and
+Regulations.pdf  

 

企業名 概要

PLDT *1

◼ 1928年に設立され、100年間（2028年まで）の事業免許を得ている国内最大の電気通信事業者である。

主に国際通信及び国内通信サービスを提供してきたが、2000年にスマートを買収し、移動体通信分野にも進

出している。2011年10月には当時市場第3位の移動体通信事業者であったディジテルも買収した。PLDTは

2018年2月に2020年までに全国600万世帯を超高速ブロードバンドでカバーする計画を発表した。なお、同計

画が含む超高速ブロードバンドには新規に敷設したFTTH網によるものと、G.Fastのような新技術を既存の銅線

網に適用するものが双方含まれている。

Globe telecom*1

◼ 固定電話、移動体通信及びブロードバンドを提供する国内最大の競争的総合通信事業者である。グローブは

2012年12月に固定通信事業者バヤンテル（BayanTel）の株式を約98％取得したが、PLDT等の競合事業

者からの反対により買収が未承認であった。2015年7月、NTCが同買収を承認し、バヤンテルを傘下に置くこ

ととなった。

Dito Telecommunity*1

◼ 2018年通信業界の競争促進政策として、中国電信と国内企業3社（Mindanao Islamic Telephone 
Corporation、Udenna Corporation、Chelsea Logistics Holdings）から構成されるコンソーシアム「Mislatel」を
PLDT、Globe Telecomに続く第3の通信事業者として選定。その後2019年7月にMislatelはDito

Telecommunityと社名を変更し、同時にドゥテルテ大統領から正式に営業許可を付与された。

Smart communications*2

◼ PLDT社の100%子会社である。
◼ 2G、3G、4G LTE、5Gネットワークを組み合わせ国内の都市や自治体の約96%にサービスを提供し、モバイル通

信サービス、高速インターネット接続、デジタルサービスとコンテンツへのアクセスを2021年3月時点で7,180万人

以上に提供している。

分野 概要

基準認証制度*1 電気通信委員会（NTC）の機器標準部（Equipment Standards Division）が、電気通信関連機器関

連の規則制定や技術標準の普及、制定、認証を行っている。また、機器標準部では、型式検定書（Type 

Approval Certificate）と型式認証書（Type Acceptance Certificate）の2種類を発行している。型式検

定書では、国内で機器検定試験を実施し発行する。一方の型式認証書は、海外で認められた機器が国内で

検定試験を行わない場合に、型式検定書の代替となり発行されるものである。

免許制度*1 通信事業免許は「公衆電気通信政策法」第7条から第13条に基づき、下記の分類によりNTCより付与される。

なお、「憲法」第12条第11項により、通信事業への外資比率の上限は40％と規定されている。

地域交換事業者（Local Exchange Operator）
中継交換事業者（Inter-Exchange Carrier）
国際通信事業者（International Carrier）
付加価値通信事業者（Value-added Service Provider）
移動無線事業者（Mobile Radio Services）
無線呼出事業者（Radio Paging Services）

(通信分野を含む)スタートアップ企

業の設立*2

「IPP of Innovative Startup Act」では、海外のスタートアップがフィリピンで拠点を設立する場合の外国人創業

者や外国人従業員に対するスタートアップ・ビザの発給、外国人雇用許可（AEP）の取得義務の免除、航空

運賃の助成、フィリピン知的財産庁（IPOPHL）による知的財産権の登録申請や保護に関する支援などを規

定している。

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html
https://smart.com.ph/Corporate/
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/philippines/pdf_contents.html
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/Laws+and+Policies/DTi+Compendium+laws/Business+Development+and+Regulation/Others/Innovative+Startup+Act_Implementing+Rules+and+Regulations.pdf
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/Laws+and+Policies/DTi+Compendium+laws/Business+Development+and+Regulation/Others/Innovative+Startup+Act_Implementing+Rules+and+Regulations.pdf
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/Laws+and+Policies/DTi+Compendium+laws/Business+Development+and+Regulation/Others/Innovative+Startup+Act_Implementing+Rules+and+Regulations.pdf
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➢ データ保護・プライバシー法 

データ保護・プライバシー法に関しては、ASEAN の中でも法制が早く制定され、2016 年に実施機関が設立
されるなど高水準のプライバシー保護が定められている。 

表 2-38 データ保護・プライバシー法 

 
出所： 

*1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf  

 

2.3 ベトナム 

2.3.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している EIU(Economist 
Intelligence Unit)の報告書によると、ベトナムは安定した政府と継続的な改革の結果、ビジネス環境の

改善が予測されており、様々な未開発セクターの投資家に市場機会を提供することが期待されてい

る。 

 

規制・法律（カッコ内は制定年） 概要

Data Privacy Act (2012)*1 プライバシーを個人の根本的権利として認め、個人情報（媒体への記録の有無を問わず、その情報から個人の

特定が明らか若しくは合理的かつ直接的に確定しうるもの、又は他の情報と併せることにより直接的かつ確実に

個人を特定するもの）および「センシティブ個人情報」（人種、民族、婚姻の有無、年齢、肌の色、信教、哲

学又は政治的信条に関する情報・個人の健康状態、学歴、遺伝若しくは性生活、又は犯罪歴 ・病歴、納税

申告書等の情報等）等の定義を定める。

センシティブ個人情報の処理に際しては、当該情報の主体による事前の同意が必要となる。また情報の主体に

付与される権利や、同法の域外適用等についても定めがある。2016年に同法の実施機関として国家プライバ

シー委員会（National Privacy Commission）が設立された。

Cybercrime Prevention 
Act(2012)*1

システムへの不正アクセス、データの偽造、児童ポルノの流布等代表的なサイバー犯罪を定め、罰則規定を設け

ている。

Electronic Commerce Act(2000)*1 電子契約、メッセージ、電子署名、電子商取引、情報の保管等に関する定義やデータの不正な取扱に対する

罰則規定等を定めた基本法

出典:EIU

実質GDP成長率%

6.1% (2020)

FDIフロー

160億1000万米ドル

(2020)

人口

9730万 (2020)

主要都市

ホーチミン市、ハノイ、タンホ

ア

主な外国語

英語

為替レート(平均)

23,223 (2020)

総合ランキング

概
要

10 10

政治環境ランキング

凡例緑~地域ランキング2015 -2019、青~地域ランキング2020~2024 (17か国中)

12 10

ビジネス環境ランキング

ベトナムの成長の勢いは、新しい投資法やビジ

ネス環境を改善するための継続的な改革、世

界の先進経済国が関与する複数の自由貿易

協定への参加の中で継続すると見込まれる。

4 5

市場機会ランキング

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

2015-19 2020-24 2015-19 2020-24 2015-19 2020-24

継続的な経済成長、継続的な改革、そして

多くの若い人口基盤により、ベトナムの商業環

境はダイナミックで急速に進化している。通信、

情報技術、発電、交通インフラ、環境プロジェ

クト管理などは、今後も最も有望な機会を提

供すると予想される。

ベトナムの政治的安定性は、ベトナム共産

党（CPV）が国を強く支配しており、汚職

行為や犯罪のリスクを抑制し、官僚主義

的な手続きを合理化するための措置を講じ

ていることから、引き続き安定している。

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf
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図 2-52 ビジネス環境概況（その 1） 
出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっており、ベトナムの新しい投資法と複数の自由貿易協定への積極的な参加は、重要な外国投

資を呼び込むことにより、同国の経済成長を後押しすると考えられる。 

 
図 2-53 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、ベトナム政府は、新しい法律を制定することで、

民間企業の状況における競争や技術的な準備を改善することが期待されているが、インフラ整備は

依然として遅れている。 

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 11/17

地域ランキング(2020-24) 9/17

出典:EIU

主要指標

各指標の概要

• ベトナムは、ASEAN以外のEUや米国の

貿易共同体との自由貿易協定に積極

的に参加し、関税の引き下げを利用して、

輸出企業がベトナムで生産し、ASEAN

以外のパートナーに輸出することを誘致し

てきた。

• ドンが米ドルに対して安定しているので、

米国はベトナムに通貨操作国のレッテル

を貼ろうとしているが、ベトナム国家銀行

（SBV）は経常黒字が安定しているた

め、介入して通貨の上昇を防ぐと考えら

れる。

• 政情不安や新型コロナウイルス感染症により

中国から流出する外国資本を呼び込むため、

2014年の投資法に代わり、2021年1月から施

行された。

• 新しい法律では、外国人投資家にも国内投

資家と同様の市場アクセスを認め、輸出入や

土地利用に関する税の免除など、さまざまな

投資インセンティブを与えている。

• 新法は外国企業が資金管理会社(FMC)や

証券会社を設立したり、外国証券会社の支

店を国内に開設したりすることを認めている。

• 世界銀行の発表によると、当初、新型コロナウイ

ルス感染者の抑制に成功したこと、輸出志向の

製造業が好調であること、内需が堅調に回復し

たことより、ベトナムの経済成長率は2021年に

6.6％、2022年に7.0％になるとされている。

• 2020年の財政赤字は、新型コロナウイルス感染

症の影響で歳入が減少する中、予想されていた

GDP比5.6%に対し、4.0%となった。これは、財務

省が世界銀行やアジア開発銀行などの国際機

関からの借り入れではなく、国債を発行したためで

ある。

• ベトナムのドンは、経常黒字が続いているため、

2021年から2024年の間は安定すると予想される。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 11/17

地域ランキング(2020-24) 9/17

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 10/17

地域ランキング(2020-24) 7/17

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。
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図 2-54 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

(2) 関連する規制 
日本企業がベトナム進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 

表 2-39 ベトナム進出に際し関連する主な規制 

 
出所：JETRO（ベトナム | アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

 
情報通信技術セクターにおいて、以下のように通信業は規制対象となっている。 
 

民間企業・競争政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 15/17

地域ランキング(2021-25) 11/17

技術的準備

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 14/17

地域ランキング(2021-25) 12/17

出典:EIU

各指標の概要

• インターネットの急速な普及により、ベトナ

ム人の日常生活や職場において新しい技

術を受け入れる傾向は他国に比べて向

上している。世界銀行によると、人口の

約75%がインターネットを日常的に利用し

ており、電子商取引、デジタルサービス、

電子政府サービスの範囲が拡大している。

• 政府は、2025年までに5社、2030年まで

に10社のユニコーン・スタートアップ企業を

創出するという目標を掲げ、ハイテク企業、

研究開発機関、技術系スタートアップ企

業に税制優遇措置や土地利用権を提

供することで、5G、ビッグデータ、AIなどの

技術を採用する企業を奨励している。

• ベトナムは他国に比べてインフラが整っておらず、

ビジネス環境としては最も不利である。

• ベトナムでは、国内の鉄道網の品質が劣ってお

り、企業の輸出は港に頼っている。ベトナムの2

つの主要都市を結ぶ鉄道プロジェクトは現在も

検討中で、2040年までの完成を目指している。

• 2020年6月にPPP（官民連携）に関する新

法が成立し、予測期間中（2024年まで）の

インフラプロジェクトの促進に加え、投資プロセ

スの透明化やPPPプロジェクトの公開入札制

度の導入を目指している。

• ベトナムは、偽造品の問題に対処するため、国

内の知的財産保護の向上に取り組んでいる。こ

の問題の進展は遅々としているが、ベトナムは貿

易協定の中で知的財産基準に関する公約を維

持していくと考えられる。

• ベトナム政府は2020年5月に競争法の改正法

を公布し、合併の届出、反競争協定、市場支

配力などの具体的な基準を定めた。

インフラストラクチャ

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 15/17

地域ランキング(2021-25) 16/17

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

名称 説明

規制業種・禁止業種 ◼ 情報通信技術および金融セクターはいずれも外資規制がある（次ページ以降のスライド参照）

資本金に関する規制

◼ 法定資本比率

• 従前のベトナムにおける外国投資法では、「合弁会社の法定資本金には外国投資家の出資比率については制限がなく、

各出資者の合意に従うものとする。ただし、合弁会社の法定資本比率は30％以上に設定しなければならない（1996年ベ

トナム外国投資法(52-L/CTN)第8条）。特別な場合には、総投資額の法定資本比率は30％を下回ることもできるが、投

資および協力についての国営委員会の承認による1991年政令(28/1991/HDBT)第30条）」とされていた

• 2005年投資法において、そのような法定資本比率の規制は廃止されており、2014年投資法および改正投資法

61/2020/QH14においても、同様である。ただし、条件付経営投資分野に該当する業種の中には、法定資本が定められて

いる業種（銀行業、保険業、海外向け労働者派遣、不動産、航空サービス、映画制作など）も存在する。なお、改正投

資法61/2020/QH14では、不動産業の法定資本規制については廃止される予定である

外国人就業規制
◼ 雇用予定者の確認研報告、労働許可証免除の対象者や取得の条件、従業員の健康保険など、数多くの規則がある

◼ 詳細はこちらをご覧ください

現地人の雇用義務
◼ ベトナムにおいて従業員を雇用する場合には、雇用時の最低賃金、従業員の公的保険料納付、労働関連法令などに留

意する必要がある。2011年10月より、内資企業と外資系企業の最低賃金が統一された。詳細はこちらをご覧ください

外国企業の会社設

立手続き

◼ 現地法人の形態として、会社携帯、駐在員事務所携帯、支店形態があり、設立のための手続きや要件がある

◼ 詳細はこちらをご覧ください

https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
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図 2-55 通信業に関連する主な外資規制 

出所：JETRO（ vn7A020_kakujigyoubunyadenokisei.pdf (jetro.go.jp ） 

 

金融セクターにおいて、保険業は以下の規制の対象となっている。 

 
図 2-56 保険業に関連する主な外資規制 

出所：JETRO（ vn7A020_kakujigyoubunyadenokisei.pdf (jetro.go.jp ） 

 

◼ 投資比率 外国側の投資率：ベトナム加盟の国際条約（WTO等）およびベトナムの法律に従う

◼ 法定資本条件

• 無線周波数帯を使用せずに、固定通信ネットワークインフラを整える場合は、 次の法定資本金および最低投資金額の条件を満すことが必要である
a. 1省または中央レベル市の範囲

ⅰ) 法定資本金：50億ドン ⅱ) 最低投資金額：ライセンス発行後、3年間以内、最低150億ドン

b. 2~30省または中央レベル市の範囲

ⅰ) 法定資本金：300億ドン ⅱ) 最低投資金額：ライセンス発行後、3年間以内、最低1,000億ドン

c. 30省以上、全国の範囲

ⅰ) 法定資本金：1,000億ドン ⅱ) 最低投資金額：ライセンス発行後、3年間以内、最低3,000億ドン

無線周波数帯を使用せずに、固定公共通信ネットワークインフラを整える場合も前記の法的資本金および最低投資金額が適用される。（通達

12/2013/TT-BTTTT第13条第5項および第14条5項）

• 無線周波数帯を使用し、固定通信ネットワークインフラを構える場合は、次の 法定資本金および最低投資金額の条件を満すことが必要である

a. 15～30省、中央レベル市の範囲

ⅰ) 法定資本金：1,000億ドン ⅱ) 最低投資金額：ライセンス発行後、3年間以内、最低3,000億ドン

b. 30省以上、全国の範囲

ⅰ) 法定資本金：3,000億ドン ⅱ) 最低投資金額：最初の3年間、最低1,000億ドンおよび15年以内、最低3 兆ドン

無線周波数帯を使用し、固定公共通信ネットワークインフラを整える場合も前記の法定資本金および最低投資金額が適用される（通達12/2013/TT-
BTTTT 第13条第6項および第14条6項）

• 無線周波数チャネルを使用し、地上モバイル通信ネットワークインフラを構える場合は次の法定資本金および最低投資金額の条件を満たすことが必要
である ⅰ) 法定資本金：200億ドン ⅱ) 最低投資金額：最初の3年間以内、最低600億ドン

• 無線周波数帯を使用せず、土地モバイル通信ネットワークインフラを構える場合（仮想通信ネットワーク）は、次の法定資本金および最低投資金額
の条件を満たすことが必要である

ⅰ) 法定資本金：3000億ドン ⅱ) 最低投資金額：最初の3年間に1兆ドンおよび15年間に最低3兆ドン

• 無線周波数帯を使用し、土地モバイル通信ネットワークインフラを構える場合 は次の法定資本金および最低投資金額の条件を満たすことが必要であ
る

ⅰ) 法定資本金：5,000億ドン ⅱ) 最低投資金額：最初の3年間に最低2兆5,000億ドンおよび15年間に最低 7兆5,000億ドン

• 衛星固定および衛星モバイル通信ネットワークインフラを構える場合は次の法定資本金および最低投資金額の条件を満たすことが必要である

ⅰ) 法定資本金：300億ドン ⅱ) 最低投資金額：最初の3年間に最低1,000億ドン

◼ 保険業のライセンス発行に関する規定

政令 73/2016/ND-CP（政令151/2018/ND-CPおよび政令80/2019/ND-CPにより改 正）に基づき、保険業、再保険業、保険代理業に投資する団

体・個人は、財務省から免許を取得する必要がある。また、一般的な条件以外において、外国組織は次の通り条件を充たさなければならない

-外国の管轄機関においてベトナムで実行を予定する分野の事業活動が許可される外国保険企業である。あるいは、外国保険企業からベトナムで保険

企業設立に出資することを委任され、外国保険企業の海外投資機能がある子会社である

-ベトナムで実施予定の分野において最低7年間の活動経験がある

-ライセンス申請書提出の事業年度の前の直近事業年度の総資産が最低でも20億米ドル相当ある。

-ライセンス申請書提出の事業年度の前の直近3年において本国の保険業の活動についての法律の規定に重要な違反をしていない

-株式保険会社を設立する場合は、前記4つの条件を満たした2人以上の機関株主が必要であり、また、当該機関株主は設立予定の株式保険会社の

株式を合わせて20％以上保有しなければならない

◼ 保険代理業者に支払う最大手数料割合についての規定

2017年5月15日、財務省は政令 73/2016/ND-CP の実施を規定する通達第 50/2017/TT-BTC（保険法の施行細則および保険業法の一部条項の

改正または補足を定める 2016年7月1日付政令 73/2016/ND-CP の施行規則を定める 2017年5月15日付財務省発行通達 50/2017/TT-BTC の

一部条項を改正および補足する通達 01/2019/TT-BTC により改正）を発行した

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/invest_02/pdfs/vn7A020_kakujigyoubunyadenokisei.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/invest_02/pdfs/vn7A020_kakujigyoubunyadenokisei.pdf
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2.3.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

電子政府の推進に関連する政府組織には以下の政府機関がある 

 
図 2-57 電子政府主管機関 

 

出所： 

*1 https://english.mic.gov.vn/Pages/ThongTin/114253/Main-Functions.html 

*2 https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc?_afrLoop=3371217103119266#%40%3F_afrLoop%3D3371217103119266%26_adf.ctrl-state%3D163mygus9f_203 

情報通信省 www.mic.gov.vn 

財務省 www.mof.gov.vn 

 

➢ 政策 

電子政府戦略 ( Resolution On e-Government No.36/NQ-CP ) は、電子政府の発展を促進し、人々や企業

により良いサービスを提供することを目的に、具体的な評価指標、解決策、実施体制を定めている 

表 2-40 電子政府戦略 ( Resolution On e-Government No.36/NQ-CP*1 ) (1/3) 

 
  

情報通信省（MIC）

Ministry of Information and Communications

（www.mic.gov.vn）

• ベトナム社会主義共和国の情報通信省 (MIC) は、報道の分野における政策

決定及び規制機関である*1

• 報道、出版、電気通信、無線周波数、情報技術、エレクトロニクス、放送、メ

ディア、外国情報、国内情報、国内の情報通信インフラ、政府に代わって関

連する公共サービス管理を担当する*1

財務省（MOF）

Ministry of Finance

（www.mof.gov.vn）

• 財務省は、国の財政 (国家予算、租税、手数料及びその他の収入国家予

算、国家準備金、国家財政資金、金融投資、企業金融;協調金融・集団
経済;法律の定める公共の財産)運営を行う機能を有する政府機関である*2

• 税関、会計、独立監査、保険、物価、有価証券、保険、国の管理下にある

金融その他のサービス、法律の規定に従い、国の企業投資資本に対する所有

権を行使する*2

項目 詳細

目標 • 電子政府の発展を促進し、人々や企業により良いサービスを提供するために国家機関の質と有効性を改善し、国連の評価の下で

電子政府に対するベトナムの立場を改善し、国家機関の開放性と透明性を確保する

主要業績

評価指標

• 2015年から2017年の3年間で、オンライン管理と公共サービスの提供におけるITアプリケーションの強化に関連する行政改革の推進、

手順の合理化、数の削減、文書コンテンツの簡素化と標準化、管理手順の実装に要する時間とコストの削減に重点を置く

• 2016年末までに、各省庁の公共サービスの100%がオンラインで提供されており、利用者はオンラインで文書テンプレートを記入し、

サービスを提供している省庁や組織に提出することができる。申請書類の処理とサービス提供の取引はオンラインで行われる。手数料

の納付 (もしあれば) 及び結果の公表は、サービスを提供する機関及び組織 (レベル3のオンライン公共サービス) において直接行われ

る

• 2016年末までに、人々や企業と密接に関連した多くの人気サービスがレベル3で提供され、ユーザーは (もしあれば) 料金の支払いを

オンラインで行うことができる。結果の伝達は、オンライン、対面、または利用者への郵送 (レベル4のオンライン公共サービス) で行うこと

ができる

• オンライン・サービス・インデックス (OSI) 、電気通信インフラ・インデックス (TII) 、人的資本インデックス (HCI) の3つのインデックスグ

ループすべてを抜本的に改革する。国連のオンラインサービス指数 (OSI) と電子政府開発指数 (EGDI) で、2016年末までにベトナ

ムの地位をASEAN諸国の中でトップ4に、2017年末までにトップ3に引き上げるよう努力する

特定の義務

（抜粋）
• オンラインサービス指数 (OSI) 、電気通信インフラ指数 (TII) 、人的資本指数 (HCI) の3つの指標グループすべてを、電子政府に関

する国連の評価方法に従って改善するための措置を実施する

• 政府からの電子文書とデータを州、地区、コミューンのレベルに接続し、リンクする統合電子システムを開発する

• 国民があらゆるレベルで監視し、政府の運営に貢献するための電子環境を整備する

• 国民及び企業に関する許認可手続及び手続の実施のための行政手続、住民、土地建設及び企業に関する情報システムの形成

を基礎として、単一のオンライン・アドレス (全国単一窓口) に国家公務員ポータルを設置する

https://english.mic.gov.vn/Pages/ThongTin/114253/Main-Functions.html
https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc?_afrLoop=3371217103119266#%40%3F_afrLoop%3D3371217103119266%26_adf.ctrl-state%3D163mygus9f_203
http://www.mic.gov.vn/
http://www.mof.gov.vn/
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表 2-41 電子政府戦略 ( Resolution On e-Government No.36/NQ-CP*1 ) (2/3) 

 
表 2-42 電子政府戦略 ( Resolution On e-Government No.36/NQ-CP*1 ) (3/3) 

 
出所： 

*1 http://vietnam.gov.vn/portal/page/portal/English/About/ShowAboutDetail?categoryId=10000101&articleId=10055915 

  

項目 詳細

主な解決策

（抜粋）

1. 割り当てられた機能に基づく省庁及び地方は、政治局の決議及び指令、政府の計画及び計画並びにITの開発及び応用の促進

に関する政府、内閣総理大臣の決議及び決定の同期的かつ効果的な実施を指示する。

a) イノベーションを強化し、国家管理におけるITアプリケーションを強化する。特に、行政手続きの処理や、人々や企業にサービスを

提供する重要な分野へのオンラインサービスの提供において。人口、土地建設、企業等に関する国の情報システムを段階的に実

施する。電子文書及び記録を実施するための法的文書を公布する。

b) 省庁及び地方公共団体の権限の下、オンライン公共サービスを提供するためのソリューションを迅速に実施する。2016年までに、

中央省庁は、公共サービスの100%をオンラインでレベル3で提供する。レベル4の公共サービスを提供するソリューションを積極的に

展開する。少なくとも省庁及び地方のレベル3において、オンライン提供のために優先すべき公共サービスの年間リストを作成し、

公表し、更新する。ハードウェア、ソフトウェア、接続、ソリューションなどのサービスの部分的または完全なリースを実装するためにIT
企業の展開を促進するために、公共のオンラインサービスの提供を状態の機関に残す。（略）

c) 省庁、地方自治体及びその下位組織のオンライン公共サービスを補完し、改善し、省庁及び地方自治体の電子ポータルに統合

する。省庁や地方自治体のオンライン公共サービスを国家公共サービス・ポータルに統合する。

d) あらゆるレベルの政府機関におけるITスタッフのトレーニングと再トレーニングを組織化して、ITに対する義務要件を満たし、ITサービ

スのリースを導入する;政府機関の情報セキュリティ担当者の能力強化を行う。（略）

e) 行政手続の改革を加速するための方向性に焦点を当てる。事業者及び国民にとって有利な条件を創出し、時間及び費用を

削減するための冗長な行政手続、特に電子政府に関する国連の格付け指標に関連する行政手続を見直し、簡素化又は廃

止すること。国家行政システムの機関や組織の活動において、ISO品質マネジメントシステム (電子ISO) と組み合わせてITアプリ

ケーションを実装する。

g) 政府機関の計画とガイダンスに従って、文書管理ソフトウェアを政府機関に接続し、リンクする。

h) 財務省 (財務省) 及び市中銀行を統括・調整し、法律で定められた制裁権限に基づく行政処分のオンライン徴収を実施する。

項目 詳細

実施体制 1. 閣僚、閣僚級機関の長、政府機関、および州/市の人民委員会の委員長は、政府および首相に対して、それぞれの機関のIT適用

の結果について個人的な責任を負うものとする。ITアプリケーションと開発の実施を直接担当する副責任者を任命する

2. 省庁・地方

a) 国連のオンライン公共サービスおよび電子政府インデックスの方法論、計算アプローチ、および影響を調査し、特定する。この決議

並びに関連する党及び国会の指示及び決議に示された任務及び措置の徹底した指示、積極的、柔軟かつ効果的な実施に焦

点を当てること。割り当てられた分野におけるこの決議の実施について、政府及び総理大臣に対して責任を有すること

b) 各省庁・地域の電子政府の発展に向けた具体的な行動計画の策定;これは、機能分野及び割り当てられた任務の改善のため

にとられる措置を統轄し、期待する目的、任務、進捗及び単位を明確に定義し、現行法を改正する法律文書の発行について詳

細な計画を立て、予定表により期待される成果及び生じた結果の明確な分析を行うものである

c) 省庁及び地方公共団体のIT活用計画及び公共サービスのオンライン提供計画の実施状況及びその結果を定期的に点検・監視

すること。新たな問題が発生した場合に適切かつタイムリーで柔軟な解決策を講じる。適切かつ効率的な指示と管理のための解

決策を推奨し提案する

d) この決議に示された目標と課題を効果的に実施するため、関係省庁や地域との連携を強化しつつ、セクター間の目標を見直し、

省庁の具体的な課題と目標を明確にする。実施における各機関及び個人の機能、責務、責任及び権限を明確に定める

e) この決議の実施状況及び結果を評価した四半期報告書を内閣府及び情報通信省に提出し、総合して内閣総理大臣に報告

すること

3. 官公庁

a) 情報通信省及び関係当局を統轄し、調整して、この決議に言及された電子政府の発展及び解決策の展開を組織すること

b) この決議の実施状況の点検、監視及び見直しを実施するため、情報通信省、省庁及び地方と調整を行い、四半期ごとの最後

の定例会合で政府に報告する。この決議の実施結果は、毎年12月に開催される政府の定例会議において、各府省・地方の業

務の質を評価するために活用される

http://vietnam.gov.vn/portal/page/portal/English/About/ShowAboutDetail?categoryId=10000101&articleId=10055915
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電子政府戦略 (National strategy for 4th Industrial Revolution No. 2289 / QD-TTg) は第四次産業革命に向

けた取組みの一つとしてデジタル政府の構築について述べている。 

表 2-43 電子政府戦略 ( National strategy for 4th Industrial Revolution No. 2289 / QD-TTg) 

 
出所：http://news.chinhphu.vn/Home/National-strategy-for-4th-Industrial-Revolution/20211/42762.vgp 

 

電子政府戦略 ( VN strives to rank among world’s top 50 countries in e-government development by 2030 
No.749/QD-TTg ) は、電子政府開発の世界ランク目標を設定すると共に、具体的な成果指標を設定

している。 

表 2-44 電子政府戦略 ( VN strives to rank among world’s top 50 countries in e-government 
development by 2030 No.749/QD-TTg) 

 
出所：http://news.chinhphu.vn/Home/VN-strives-to-rank-among-worlds-top-50-countries-in-egovernment-development-by-2030/20206/40355.vgp  

項目 詳細

概要 ✓ 第4次産業革命の機会をタイムリーにキャッチアップし、効果的に活用して、経済の労働生産性、効率性及び競争力を改善し、第4
次産業革命の先進的な成果を社会経済生活の様々な側面に研究、移転及び積極的に適用することにより、国家の防衛及び安

全保障の潜在力を強化する。 同時に、悪影響の予防と対応を積極的に行い、国防、安全、社会正義、持続可能な開発を確保

する

✓ 第4次産業革命を、以下の内容に基づき実施する

I. 経済制度の改革と完成及びネットワークの安全とセキュリティの確保が前提であることに基づいて実施する

II. 企業及び公的管理における研究開発及び技術の積極的な適用を促進し、デジタル政府を構築することが、突破口となる

III. 質の高い労働力の教育及び訓練、第4次産業革命に積極的に参加するための優先技術の研究及び習得が中核的要素であ

る

目的 a) 一般的な目標

•（略）国際統合の効率性を向上させ、第4次産業革命のプロセスとデジタルセキュリティ保護を密接に結びつける

b) 具体的な目標

2025年までの目標:
• （略）International Telecommunication Union (ITU) のGlobal Network Safety and Security Indexで主要な

40か国のグループに選定されていること

• United Nations E-Government IndexでASEANの主要4カ国に選出される

• （略）モバイル機器を含むさまざまなアクセス手段で、レベル4のオンライン公共サービスの80%を提供;国民の50%以上が電子

決済口座を利用している

2030年までの目標:
• WIPO (世界知的所有権機関) のグローバル・イノベーション (GII) で世界の主要40カ国のランキングを維持

• ITUのGlobal Network Safety and Security Index の上位30カ国にランクイン

• United Nations E-Government Indexの上位50か国にランクイン

• (略）デジタル政府の構築完了

項目 詳細

概要 • VGP–グエン・スアン・フック首相は、2025年までの国家デジタルトランスフォーメーションプログラムを承認する決定No.749/QD-TTgに署

名し、2030年までのビジョンを示した

このビジョンは、2030年までにベトナムを電子政府開発指数 (EGDI) で世界のトップ50にランクインさせることを目標としている

• このプログラムは、デジタル政府、デジタル経済、デジタル社会を同時に発展させ、世界レベルにまで成長できるデジタル技術ビジネス
を創出することを目指している

• 具体的には、2025年までに、スマートフォン等の様々な手段を通じたオンライン公共サービス (利用者がオンライン料金を支払うことが

できるサービス) のレベル4の80%、省・省レベルの関係書類の90%、郡レベルの関係書類の80%をオンラインで提供することを目標と

している

• さらに、人口、土地、事業登録、金融、保険に関するすべての国のデータベースが完成し、接続され、全国的に共有される。ベトナム
は、国際競争力指数 (GCI) で世界トップ50に、グローバル・イノベーション指数 (GII) でトップ35に入ると予想されている

• 2030年までには、すべてのレベル4のオンライン公共サービスがスマートフォンを含む複数のデバイスで利用できるようになる

一方、省・省レベルのすべての関係書類と、郡レベルの90%の関係書類は、機密文書を除きオンラインで解決されることになっている

• このプログラムの下で、ベトナムはまた、ブロードバンドインターネットと5 Gサービスを普遍化し、人口の80%が電子決済を使用しており、

グローバルサイバーセキュリティインデックスで30の主要国の一つになることを計画している

http://news.chinhphu.vn/Home/National-strategy-for-4th-Industrial-Revolution/20211/42762.vgp
http://news.chinhphu.vn/Home/VN-strives-to-rank-among-worlds-top-50-countries-in-egovernment-development-by-2030/20206/40355.vgp
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電子政府の関連政策となる ICT 政策では、デジタル政府及びデジタル経済・社会の形成、オンライン

公共サービスの導入率 100%等を掲げている 

 
図 2-58 電子政府関連政策等 

出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html#basicdata 

 

➢ UN e-Gov Index 

ベトナムの UN e-Gov Index は、2010～2020 年の 10 年間で上昇下降の微変動を見せながら 90 位から

86 位へと上昇している 

 
図 2-59 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移 (2010～2020 年) 

出所： 

*1 https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center 

◼ ICT政策*1

✓ 2020年6月、フック首相は「2030年に向けた2025年までの国家デジタル・トランスフォメーション計画（National Digital 
Transformation Programme）」を承認する決定（Decision No.749/QD-TTg）を下した 。

同計画においては、デジタル政府及びデジタル経済・社会の形成と、世界的競争力のあるデジタル産業の確立を二つの
主要政策目標としている。

✓ 2018年9月には、電子政府の構築を加速化するために、「首相決定（Decision 1072/2018/QD-TTg）」に基づいて首相

が議長を務める国家電子政府委員会が設置された。2020年8月「2021-2025年電子政府発展戦略案」では、行政手

続き完全オンライン化やワンタイムID及びオンライン決済機能を持つオンライン公共サービス導入率100％を目指し、 2025
年までに国連電子政府ランキングでASEAN諸国トップ4入りを目標としている。
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➢ 具体的計画・取組事例 

本取り組みでは、政府が作成した HP を通じて、以下のような情報を発信している。 

 
図 2-60 電子政府の取り組み事例: Vietnam government portal 

出所 

*1 http://news.chinhphu.vn/ 

 

 
図 2-61 電子政府の取り組み事例－日本政府との連携による電子政府の推進 

出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin09_02000103.html 

  

◼ 取組内容*1

• 総務省とベトナム情報通信省の「情報通信分野における協

力覚書」を改定する署名を行い、5G、サイバーセキュリティ及

びスマートシティを今後の協力分野として新たに位置づけた

• 同大臣とともに、「郵便分野における協力覚書」を改定する

署名を行い、郵便分野におけるICT活用の促進と、郵便

ネットワークと郵便局を活用した電子政府や電子行政サー

ビスへのアクセスに関する協力を新たに明記するとともに、こ

れまでの副大臣間の覚書から、大臣間の覚書に変更して署

名した

http://news.chinhphu.vn/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin09_02000103.html
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ベトナムのガバメントクラウドは市民向けと企業向けのサービスに分類し、各種オンライン手続が

行えるように整備した。 

 

 
図 2-62 国家公共サービスポータルサイト*1 

 
 国家公共サービスポータルサイト＜www.dichvucong.gov.vn＞が 2019 年 12 月上旬に開設されて

から 1 年 3 か月が経過した現在、ポータルサイトで取り扱われている行政手続きは 2800 種類以

上に増加した*2 

 ポータルサイトの開設により電子化された手続きには、車両ナンバープレートの登録、運転免

許証の書き換え、国際運転免許証の発行、電力購買契約の変更、社会保険通帳・医療保険カー

ドの再発行、プロモーション活動登録などが含まれる *2 

出所： 

*1 https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html 

*2 https://www.viet-jo.com/news/social/210310191025.html 

 

✓ 国家公共サービスポータルは、オープンで透明性を持ち、人中心、サービス

中心の視点で接続し、管理手順とオンライン公共サービスに関する情報を

提供します。行政手続き及びオンライン公共サービスの解決の実施、監督

及び評価、および全国の個人及び組織の苦情や請願の受容および取り

扱いを支援します。

✓ 個人および組織は、インターネットに接続されたコンピュータ、タブレット、携

帯電話からのユーザーのニーズに応じて、単一の ア ド レ ス に あ る 国家公共

サービスポータルに簡単にアクセスできます。次のような国家公共サービス

ポータルから多くの利点を享受します。

✓ 登録すると、すぐに、国家公共サービスポータルのアカウントが付与され

てログインができます。

✓ 行政手続の全国データベースでセクター、支店、地域の情報と公共

サービスを検索します。行政手続きと公共サービスの解決に関する提
案に関するフィードバックを送信します。

✓ コールセンター またはオンラインでサポート セクションで管理手順および

公共サービスを実施する際の支援を要求します。

✓ 行政手続きを処理するプロセス全体を監視し、国家公共サービスポー

タル、省庁、支店、地域の公共サービスポータルを通じて実行されない

行政手続きのコードを含むファイルコードを提供することによって、請願

書を処理します。

✓ 省庁、支店、地域の公共サービスポータルにログインするには、国家公

共サービスポータルアカウントを使用してログインします。国家公共サービ

スポータルアカウントに保存されている情報やドキュメントのフィールドを

更新する必要はありません。

✓ ビジネス登録、税務、保険などの国家公共サービスポータルと統合され

たデータベースや情報システムに保存されている個人や組織の情報を

照会するためにサポートがされます。

✓ 多くの州や都市で行政手続きを行う場合は、国家公共サービスポータ

ルで一度だけ宣言する必要があります。

✓ 銀行口座や支払仲介業者を使用して、オンライン手数料と管理手続
きを行うための料金を支払います。

✓ 行政手続の決済における満足度の評価

市民向けサービス 企業向けサービス

幼児 起業

調査 労働保険・社会保健

仕事 企業財務

居住、身分証明 電気、土地、建設

結婚、家族 広告

電気、住宅、土地 知的財産・財産登録

健康・医療 支店・駐在員事務所の設立

車・ドライバー 入札・公共調達

引退 企業再編

死亡 契約紛争の解決

苦情の解決 事業停止・終了の手続き

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
https://www.viet-jo.com/news/social/210310191025.html
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ベトナムのガバメントクラウドは省庁だけでなく、支部、地方自治体と連携を行い、年々サービスの

範囲を拡大させている。 

 

図 2-63 実施スケジュール 
出所：https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html 

 

政府は州政府機関の業務における IT アプリケーションに関する国家プログラムの中で４つの注力プ

ロジェクトを設定した。 

 

 

図 2-64 政府の注力プロジェクト 
出所： 

*1 E-GOVERNMENT POLICY OF VIETNAM ( E-Government Center – AITA ） 

 

 

  

2019年

国家サービスポータルとDVCポータルおよ

び省庁、支部、地方自治体の電子ワ

ンストップシステムを接続して統合し、運

転免許証の発行、国際運転免許証の

発行、販売促進の実施通知、プロモー

ション活動の登録など、多くのオンライン

公共サービスの提供を試験的に実施し
ます。

重要なオンライン公共サービスの

少なくとも30%を統合します。

省庁、支部、地方のレベル3と4でオンラ

イン公共サービスの20%を統合し、毎年

増加させます。

2020年 2020年以降

市民や企業に役立つITアプリケーションの開発と改善

(オンライン公共サービスレベル4)１

２

３

４

2016~2020年の期間における州政府機関の業務におけるITアプリケーションに関する国家プログラム

(2015年10月26日付首相決定第1819号/QD-TTg)*1

国のITアプリケーションのインフラストラクチャの開発と改善

電子政府を発展させるための基盤を構築するための情報システム、データベースの

国家レベルでの開発と改善

州政府機関におけるITアプリケーションの開発と改善

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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各種ドナーはベトナムの電子政府の整備にむけて、専門家の派遣、人材育成、技術協力等のプロジ

ェクトを実施している 

表 2-45 ドナーの注力プロジェクト一覧 

 
出所： 

*1 JICA ベトナム国 電子政府にかかる情報収集・確認調査ファイナルレポート 

*2 https://www.jica.go.jp/project/vietnam/052/outline/index.html   

ドナー 支援している分野 支援内容

日本政府及びJICA • National Information Reporting System

（NIRS)とCommand and Operation 

Center(COC)の構築(The Office of 

Government(OOG)) *1

• Officials Database(ODB)の構築(The Central 

Committee of Organization, The Communist 

Party of Vietnam) *1

• サイバーセキュリティ能力の強化*2

➢ 機材にかかる支援を検討し、そのニーズ範囲を明確に

するための調査を実施*1

➢ サイバーセキュリティに関する能力向上プロジェクト*2

1. 専門家（チーフアドバイザー、サイバーセキュリティ／

業務調整、サイバーセキュリティ／キャリア開発計

画）の派遣

2. 研修（現地研修、本邦研修）の実施

3. 機材（サーバー、ネットワーク装置等、ソフトウェア

等）の支援

4. 調査団派遣

世界銀行及びオーストラリア政府 • 電子政府政策計画を含む法的文書の作成*1

• 商業登記及び土地登記に関する国内DB の

開発・改善*1

• E-Service Portal 及びECabinetの構築*1

➢ 国家データベース、E-ServicePortal、

E-Cabinet の各プロジェクトやCOC のデモシステムのた

めの技術支援のための専門家の派遣*1

アジア開発銀行(ADB) • E-cabinet の構築*1
➢ 2018 年末以降、サブプロジェクト支援のため、外国

人及び地元のコンサルタントを派遣*1

フランス政府とフランス開発庁(AFD) • データ保護とE-Service Portal に関する法的

枠組みの設定*1

➢ 2018 年4 月に調査実施*1

➢ ベトナム政府のワーキングループに対し、3 名の専門家

を派遣予定*1

アメリカ合衆国国際開発庁(USAID) • 特定分野なし *1
➢ 技術協力の予定*1

ロシア政府 • サイバーセキュリティ政策の改善 *1
➢ IT 及びサイバーセキュリティにかかる人材教育*1

https://www.jica.go.jp/project/vietnam/052/outline/index.html
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➢ 課題 
ベトナム政府は電子政府の取組みに関する現状から以下の課題が考えられる 

表 2-46 電子政府促進の課題 

 
 

ベトナムがデジタル政府のための最初の電子政府開発戦略を発表 

VGP–Vu Duc Dam 副首相は最近、決定 No.942/QD-TTg に署名し、デジタル政府に向けた電子政府開

発戦略を 2021-2025 期間に承認し、2030 年に向けたビジョンを示した 

 
図 2-65 電子政府促進の課題（電子政府開発戦略 2021-2025） 

出所：http://news.chinhphu.vn/Home/First-egovernment-development-strategy-towards-digital-government-issued/20216/44261.vgp 

  

課題 現状（達成事項）と要対応事項

政府機関におけるITの活用 現状（達成事項）

◼ ほとんどの政府機関では、100%の従業員が電子メールを使用して勤務している*1

◼ ほとんどの政府機関には文書管理システムが実装されている。また、予算管理システム、財務会計シ

ステム、人的資源管理システムのような他のシステムが効率的に実装されている*1

要対応事項

◼ メールボックス容量が小さく、スパム対策の能力が低い状況である*1

◼ 文書管理システムが実装されている一方で、電子文書の交換率が低い (約30～40%) *1

情報インフラストラクチャの構築と完成、

電子政府開発プラットフォームの構築

現状（達成事項）

◼ 90%以上の従業員が仕事のためにコンピュータを導入している*1

100%の政府機関が内部ネットワーク (LAN、イントラネット、エクストラネット) を構築した*1

◼ 全国規模では、政府機関の85%以上が政府の特別データ伝送ネットワークに接続されている*1

◼ 2つの国家ITアプリケーションプログラムで、いくつかの国家データベースが最初に識別され、形成されてい

る*1

要対応事項

◼ 2つの国家ITアプリケーションプログラムの実装に関するプロジェクトの進捗速度が遅い*1

ITを利用した市民や企業へのサービス提供 現状（達成事項）

◼ オンライン公共サービスについて、100%の政府機関がウェブサイト/ポータルを持ち、毎年、各機関は平

均で数千件のニュースを提供している*1

◼ 多くのオンライン公共サービスがポータル上で提供され、拡大を続けている*1

要対応事項

◼ オンライン公共サービスの数は増加しているが、宣言フォームの表示やダウンロードのみを許可するなど、

そのほとんどは低レベルでの運用となっている*1

◼ 効率的に利用される高レベルのオンライン公共サービスの数は限定的である*1

これらの目標を実現するために、戦略は6つの国家的な主要課題グループを特定した。

(1) 法的環境の改善

(2) デジタルインフラの整備

(3) デジタルプラットフォームや全国規模のシステムの開発

(4) 国内デジタルデータの整備

(5) 国内のアプリケーション及びサービスの開発

(6) 全国的なネットワークの安全及びセキュリティの確保

http://news.chinhphu.vn/Home/First-egovernment-development-strategy-towards-digital-government-issued/20216/44261.vgp
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ベトナム政府が政府決議第 17 号 ( 17/2019/NQ-CP ) を策定しているものの、JICA 調査団は独自の調

査を行うことで、電子政府政策の推進上の課題があることを確認した。 

 
図 2-66 電子政府促進の課題 ( JICA レポート) 

出所：JICA ベトナム国 電子政府にかかる情報収集・確認調査ファイナルレポート 

 

JICA 調査団は OOG との議論を通じて、下表に示すように主に 3 つの推進上の課題があることを確

認した 

表 2-47 電子政府促進の課題 ( JICA レポート) 

 
出所：JICA ベトナム国 電子政府にかかる情報収集・確認調査ファイナルレポート 

 

➢ 注力している分野・技術 

注力分野や活用が期待されている分野・技術は、電子プラットフォームやサイバーセキュリティに集

中している 

施策推進上の課題 日本における経験 参考にするべき事項

1. 官民データの利活用の促進施策を含むさら

なるデジタル・ガバメントの推進にかかる法制
度の整備

• 官民データ活用推進基本法

• 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用などに関する法律（マ
イナンバー法）

• 個人情報の保護に関する法律

• サイバーセキュリティ基本法

✓ 法令などに書かれた官・明におけるデー
タ利活用の推進にかかる戦略

✓ 個人情報の保護に関し適用すべき関
連施策

2. 国民ID の普及促進

（既存制度における個人識別番号の位置
づけの見直し）

• 日本の国民ID 制度（マイナンバー制
度）におけるマイナンバーカード

✓ マイナンバーカードのサービスカバー範囲

3. 特に地方部におけるネットワーク及びデータ
交換環境

• G2G ネットワークの整備及び地域公共
ネットワークの構築

✓ 日本における地方部のネットワーク整
備推進にかかる取られた施策 (補助金

など)
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表 2-48 注力している分野・技術 

 
出所：https://vietnamnet.vn/en/sci-tech-environment/vietnam-issues-first-e-government-development-strategy-towards-digital-government-746191.html 

  

分野・技術 詳細

個人認証 • National Electronic Authentication and Identity Exchange Platformの開発

電子決済 • 全国入札ネットワークシステムの開発

電子署名 • 政府専用のデジタル署名認証システムを開発し、完成させる

公文書管理 • National Document Communication Axisの開発

電子プラットフォーム • 政府のクラウドコンピューティングプラットフォームの構築

• National Data Sharing and Integration Platformの開発

• すべての電子政府およびデジタル政府サービスのためのモバイルデバイス上のアプリケーションプラットフォームの開発

• 国家公務員ポータルの整備・完成

• 人口、土地、企業に関する国別データベースの優先順位付けを行う国別データベースの整備

• 金融、保険、農業、教育、健康、雇用、社会保障に関する専門データの開発

• National Data Portalの構築

• オンライン会議プラットフォーム

• デジタル環境での共同作業のためのプラットフォーム

• 国家予算・会計情報システムの構築

• 政府報告情報システムの開発・完成

• バーチャルアシスタントプラットフォームの構築

サイバーセキュリティ • 電子政府サービスにおける安全・ネットワークセキュリティの監視・運用支援システムの構築

• 国家のサイバーセキュリティ確保のためのビッグデータ分析・処理システムの構築

• サイバーセキュリティインシデントの調整と対応のための支援システムの構築

ネットワークインフラ • 中央レベルからコミューンレベルまでの04の管理レベルを接続

• 専門的なネットワークインフラストラクチャを安定

https://vietnamnet.vn/en/sci-tech-environment/vietnam-issues-first-e-government-development-strategy-towards-digital-government-746191.html
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➢ 業界団体 

電子政府分野にかかわる業界団体には VINASA があり、日本の関係機関と連携を行なっている 

 
図 2-67 業界団体:the Vietnam Software and IT Services Association (VINASA) 

出所：http://vinasa.org.vn/Default.aspx?sname=vinasa&sid=4&pageid=3075 

 
➢ 競合 

ベトナムで事業を実施する際の競合には、サイバーセキュリティ及び情報セキュリティ事業の実施

企業がいる 

表 2-49 競合一覧 

 
出所： 
*1 http://www.cmcsoft.com 

*2 http://fct.vn 

*3 https://vsec.vn/ 

*4 http://www.pama.com.vn 

➢ 規制調達ルール 

• Vietnam Software&IT services (VINASA) は、ベトナムのソフト

ウェア産業の発展を促進し、メンバーの権利を保護するために、メン

バー間の協力と相互支援を促進することを目的として非政府および

非営利ベースで運営されている2002年4月に設立されたベトナムの

国家団体である

• VINASAは現在、270社以上のメンバーで構成されており、その大部

分は全国展開する大手ソフトウェア企業である。VINASAのメンバー

企業は、専門プログラマー総数の約65%を雇用しており、ベトナムに

おけるソフトウェア生産の約75%を占めている

• VINASAの主な機能は、政府とソフトウェア業界との橋渡しをし、

VINASAのメンバー企業(研修プログラム、ワークショップ、見本市、

海外ビジネスミッション、ビジネスマッチング、インタレストグループ/ク

ラブ、ICTアワード、情報提供などの組織化)の利益を保護し促進し、

ベトナムのソフトウェア業界の発展を支援することである

• VINASAの組織は、事業開発サービス部、政策部、教育人材研修

部、メンバーシップ部、デジタルライフ誌、VINASA科学技術研究所、

ホーチミン支店で構成されている

• VINASA は 、 WITSA (World IT and Services Alliance) や

ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry

Organization) を含む、世界および地域の代表的なIT組織の完全

かつ積極的なメンバーになっている

• ICT World組織のメンバーであることと並行して、VINASAは以下

のようなアジア、オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカのいくつかのパー

トナーシップとも密接な関係を持っている

◼ 関連日本団体

• 日本貿易振興機構 (JETRO)
• 情報サービス産業協会 (JISA)
• 関西電子情報産業協働組合 (KEIS)
• 日本情報サービス・イノベーション・パートナー協会（JASIPA)
• 一般社団法人組込みシステム技術協会 (JASA)
• Association for Digital Contents( OADC)

企業名 概要

CMC Software Solution Co.,Ltd*1

• CMC TSは、総合的なITソリューションとサービスを提供するCMC Corporationの戦略的で主要な企業である
• CMC Technology&Solution Company Limited (CMC TS) は、CMC SI、CMC SISG、CMC Soft、CMC 

Cyber Securityの4社の機能と経験を統合して設立された

FCT Vinh Thinh., JSC.,*2
• FCT Vinh Thinhは、2007年に設立され、設立当初から実施している廃水処理の事業に加えて、ソフトウェア

セキュリティの分野で事業に取り組んでいる

Vietnam Security Network Joint 

Stock Company*3

• ベトナム・セキュリティ・ネットワーク (VSEC) は、情報セキュリティにおける信頼できるソリューション・プロバイダーで

ある。VSECは2008年に設立され、ベトナム市場向けの信頼できる情報セキュリティソリューションを提供するこ

とに強い情熱を持つエンジニアのチームと16年以上の経験を持っている

PAMA Media and Informatic Co., 

Ltd*4

• PAMAは1991年にチェコで設立された、ベトナムとヨーロッパで高品質の技術とサービスを提供する大手企業の

1つである
• PAMAは、デジタルテレビ、通信、サイバーセキュリティへの特別な技術などの幅広い分野に投資している

http://vinasa.org.vn/Default.aspx?sname=vinasa&sid=4&pageid=3075
http://www.cmcsoft.com/
http://fct.vn/
https://vsec.vn/
http://www.pama.com.vn/
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電子政府関連サービスを政府調達する場合は、政府が決定したサイバーセキュリティ法やネットワ

ーク情報安全法などの法令や外資に関する規制に基づき実施する必要がある 

表 2-50 規制調達ルール（関係法令） 

 
出所：https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html#basicdata 
 

表 2-51 規制調達ルール（外資に関する規制） 

 
出所：https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_02.html 
  

規制種別 概要

サイバーセキュリティ法

（Law on Cybersecurity 

24/2018/QH14）

◼ 2018年6月に、サイバーセキュリティ法（Law 24/2018/QH14）を可決し、2019年1月より施行した。

法は、安全保障に関連する重要情報のセキュリティ確保、ネットワークの安全を侵害する行為の防止、データや

ネットワーク防護の実施等について規定している
◼ 法には、個人情報及び重要データを対象とする重要情報システム管理者に対するデータの国内保存義務、デー

タを国外提供（持出し）する際の安全評価義務が定められている。また、外国の電気通信及びインターネッ

ト・サービス提供者に対し、ベトナム国内ユーザのデータを対象としたサーバの国内設置や事務所の国内設置を

義務付けている

電気通信法

（Law on Telecommunications 

41/2009/QH12）

◼ 競争促進と電気通信セクターの発展を目的として、2009 年 11 月に可決さ れ た 。10 章 63 条で構成され、

投資、電気通信事業、ユニバーサル・サービス 、 設備と構築、個人と組織の電気通信に関する権利と義務を

規定する。2010年7月1日より施行された

情報技術法

（Law on Information 

Technology 67/2006/QH11）

◼ 2006年6 月に可決、情報通信分野の開発を促進するために制定された。I T アプリケーション利用と開発活動

を規定し、この分野での知的財産権の保護を促進する等の内容を含む

ネットワーク情報安全法

（Law on Network Informatio n 

Security 86/2015/QH13）

◼ 2015年11月に可決。法は8章54条で構成されており、 個人データ保護、スパム、不適切な情報の流通といっ

た課題に対応するために制定された

インターネット・サービス及びオンライン

情報の管理、提供及び利用に関す

る首相令

（Decree 27/2018/ND-CP）

◼ 2018年に施行。インターネット接続の提供、サービス提供のあり方、情報管理原則、ソーシャル・ネットワークや

ニュースブログでの情報提供、オンラインゲーム等について規定している 。SNSや情報サービスを提供するためには

国内にサーバを設置する義務や、利用者の個人情報に関する取扱い、若年者のオンラインゲームの時間制限

等の規定が追加された

規制種別 概要

WTO加盟に伴うサービス分野の開放

◼ 2007年1月に、ベトナムは正式に世界貿易機構（WTO）に加盟した。これにより、ベトナムではそれまで規制

分野であったサービス分野の多くが開放されることとなった。しかし依然として合弁形態でしか設立が認められず、

外資制限している業種もある。また、開放されている業種においても確実に承認される訳ではなく、WTOサービ

ス分野公約の第II節1項F（a）にて開放の例外とされているタバコ広告を除いた広告業など、開放後の事業

分野でもライセンスが認可されにくい業種も存在する。

条件付経営投資分野

◼ 条件付経営投資分野は、当該分野の経営投資活動を実施するにあたり、国防、国家の治安、社会の秩序、

安全、社会道徳、市民の健康の保持を理由とする条件を満たさなければならない。

該当事業：125 通信サービス事業、126 デジタル署名の正当性の承認サービス事業

出資比率

◼ 現時点でベトナムにおける一部事業については、外国投資家による投資が完全には認められていない
◼ 物流分野（コンテナ荷役サービス(空港で提供されるサービスを除く)、複合一貫輸送の全補助サービスとして分

類される倉庫サービス、配送サービス、通関仲介サービス、貨物の保管、回収、集積、分類の管理および納品を

含む卸売、ならびに小売補助サービス、コンテナステーション・サービス、商品運送代理サービス、航空機の修理と

整備、船荷証券チェック、商品運送仲介、検品、商品サンプリングおよび重量測定、荷受け、交通機関のバウ

チャー準備等のサービスを除く）や通信分野、娯楽サービス、鉄道サービス、運搬サービス（海上運輸サービス、

国内水路運輸サービス、鉄道運輸サービス、道路運輸サービスを含む）、ゲーム事業サービスなどの条件付経営

投資分野事業については、外国投資家による100％外国資本による会社設立は許可されていない。これらの

各事業分野においては、外国投資家による投資が制限されている
◼ 改正投資法61/2020/QH14では、外国投資家の参入が禁止される事業分野および条件付きで参入が認め

られる事業分野についてリストの作成義務が政府に課されており、当該リストは今後制定される政令等で公表

される予定である

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html#basicdata
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_02.html
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(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

ベトナムの金融分野の主管は金融省であり、電子政府推進を担っている。 

表 2-52 主たるステークホルダー 

 
出所： 

*1 https://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20080724-2/02-8.pdf 

*2 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ksk/trading/report.pdf 

*3 https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Report/pdf/2007_04_12_02.pdf 

*4 https://www.dir.co.jp/report/research/economics/emg/12090302capital-mkt.pdf 

*5 https://www.jasdec.com/download/news/091009_release.pdf 

➢ 政策 

金融分野の政府方針・戦略には金融包摂推進戦略や首相決定等があり、下記のようにまとめられ

る。 

機関(*1)
監督対象(*1) 概要

日本語 英語

ベトナム国家銀
行

State Bank of 
Vietnam（SBV）

銀行・ノンバンク業界 1988年、市場経済化政策によりモノ・バンクシステム（1つの国営銀行が金融業務を独占する

システム）が崩壊。中央銀行であり商業銀行機能も兼ねていたベトナム国家銀行が中央銀
行として再編され、国有商業銀行と分離された。(*2)

財務省 Ministry of Finance
（MOF）

保険、債券引受業務 1945年に設立された政府省庁。保険法（Insurance Law)に基づき財務省保険監督局

（ISA）が保険業界の監督、首相令52(Decree No.52-2006-ND-CP)に基づき債券引受業務

の監督を行う。(*1)

国家証券監督
委員会

State Securities 
Commission（SSC）

証券会社、運用会社、証券
取引センター、証券取引所

国家証券監督委員会は、1996年の設立時点では、独立した政府機関であったが、2004年に、

財務省内機関へと位置づけが変わった。日本の証券監督委員会と異なり、証券法および関
連規則の立案機能も有している。2006年に制定され、2007年1月1日より施行された証券法

によれば、監督範囲は、証券会社の設立営業認可、証券取引所上場有価証券に関する法
規制の立案、およびその取引に関わる証券会社の行為とされている。(*3)

ハノイ証券取引
センター

Hanoi Securities 
Trading Center
（HASTC）

上場証券および会員証券会
社

ハノイ証券取引センター（現在のハノイ証券取引所）は、2005年7月に株式6銘柄、債券4
銘柄の取引から始まった。その後、2008年1月に債券市場をハノイ証券取引センターに一本化

する提案が財務省に承認されたことから、同年6月から償還期限が6ヵ月以上の国債275銘柄

がホーチミン証券取引所からハノイ証券取引センターに移管された。(*4)

ホーチミン証券
取引所

Ho Chi Minh Stock 
Exchange（HOSE）

上場証券および会員証券会
社

ホーチミン証券取引センター（現在のホーチミン証券取引所）は2000年7月に、リー冷蔵電気

工業とサコム通信ケーブルの2銘柄の取引から開始した。その後、2006年末で上場企業に対す

る法人税優遇が終了するとの発表によって駆け込み上場が急増した結果、上場銘柄数は
2005年末の32銘柄から2006年末には100銘柄と急増した。(*4)

ベトナム証券預
託

Vietnam Securities 
Depository (VSD) 

上場証券および会員証券会
社・会員銀行

ベトナム唯一の証券保管振替機関として、証券取引所の上場証券及び法律で規定された非

上場証券を対象として、証券の登録、預託、清算、決済及びその他の取引処理サービスを提

供している。また、その他の証券について、発行体からの要請により登録、預託、証券代行サー
ビスを行う。(*5)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ksk/trading/report.pdf
https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Report/pdf/2007_04_12_02.pdf
https://www.dir.co.jp/report/research/economics/emg/12090302capital-mkt.pdf
https://www.jasdec.com/download/news/091009_release.pdf
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表 2-53 政府方針・戦略 

 
出所： 

*1 https://www.nna.jp/news/show/2095032, https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

*2 http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/Vietnam-1.pdf 

*3 https://www.viet-jo.com/m/news/column/print_201222172014.html 

*4 https://www.aplaw.jp/Newsletter_VNM_024.pdf 

*5 https://www.aplaw.jp/Newsletter_VNM_024.pdf 

 

➢ 金融包摂関連データ 

ベトナムの総合金融包摂指数は開発途上国 52 カ国中 41 位（2017 年）であるものの、金融口座保有率は近
年向上しつつある。 

政府方針・戦略 概要

金融包摂推進戦略（NFIS）(*1) ◼ 2025年までに、①成人の80％が銀行口座を保有する②国内全地域の半分以上に金融サービスを提供できるオフィスを設

置する③成人の25～30％は貯蓄口座を保有する、などを目標に掲げている。

◼ 同戦略の推進により、非現金決済件数は年率で20～25％増え、保険料収入も25年までに国内総生産（GDP）の3.5％

に達すると見ている。さらに、銀行融資を活用する中小企業数は25万社に増加し、農業部門への融資残高も、融資全体

の25％に拡大することが期待されている。

◼ 目標実現に向けた施策としては、①法的枠 組みの改善（銀行代理店に関わる規制、本人確認（e-KYC）、電子マネー

等の手続きの簡素化等）、②チャネルの多様化（モバイル等デジタル技術の活用、農村部や遠隔地におけるサービスポイン

トの拡充等）、③金融商品やサービスの多様化（非現金決済の推進、年金・社会保障支給や納税の非現金化、銀行

口座管理手数料や最低預入額等の免除、中小零細企業や農業協同組合を対象とした金融商品の開発等）、④金融

インフラ（国民のデータベース・システム、信用情報システム、決済システム）の構築による効率的で安価なサービスの提供、

⑤金融教育と消費者保護の推進、を柱としている。

2016年～2020年非現金決済発

展のためのスキーム(*2)

（2016年首相決定第2545号

（2545/QD-TTg）

◼ 2020年までの目標として、①現金決済の割合を10％以下にすること②国内全てのスーパーやショッピングセンターを含む、計

30万箇所で販売時点情報管理（POS）システムを導入し、キャッシュレス決済を利用可能とする③電気・水道・通信業者

の70％で電子決済を受け入れる体制を整える④都市部の50％の個人が電子決済を利用する⑤15歳以上の人口のうち

70％が銀行口座を保有する、などを目標に掲げている。

◼ ベトナム国家銀行は首相に対し、この計画の進捗状況の報告や、問題点への対処法の提案などを行う方針である。

2025年までの国家デジタルトランス

フォーメーション（DX）プログラム及

び2030年までの方針（Fintechを

含むデジタル推進プログラム）(*3)

◼ 2030年までに高度なデジタル国家になることを目指すものであり、行政手続きやデータの管理のデジタル化による効率化だけ

でなく、それが民間企業の経営や人々の生活を改善させるような改革を行うという内容である。

◼ 対象プログラムでは2025年及び2030年までの各種数値目標が定められており、グローバル競争力指数をトップ30とすること

や、年間労働生産性をDXによって高めていくことなど行政のデジタル化に留まらない包括的な内容となっている。

「2030年を見据えた2025年までの

国家財政包括戦略の承認に関す

る首相決定第149/QD-TTｇ号」

(*4)

◼ 電子マネー、プリペイドカード用電子マネー口座、電子財布、及びデジタル技術に基づくその他の金融製品サービスに関する

法令を見直すことを求めているほか、同首相決定の対象期間中に、銀行分野においてFinTech規制サンドボックス

（Fintech Regulatory Sandbox）を検討し、設置するものとしている。

◼ また、金融機関と決済仲介組織等FinTech組織との間の新たな決済技術解決策の開発活動に関する協力が奨励されて

います。加えて、FinTechの開発のために必須な条件のひとつとして、銀行口座保有率を現在の63％から2025年末までに

80%まで引き上げることが目標とされている。

ベトナム国家銀行「2017年3月17
日付決定第328/QD-NHNN号」

(*5)

◼ Fintech関連の法的枠組み等を検討させるため、Fintech指導委員会を設置した。

◼ 同委員会はキャッシュレス決済、P2Pレンディング、ブロックチェーン等の分野におけるサンドボックス設置について検討するもの

である。実際に、国家銀行は、決定第149号を受けて、2020年6月の初旬に銀行分野におけるFintech活動に対するサンド

ボックスに関する政令の公布を提案するために、政令案を公開し、パブリックコメントを実施している。

◼ 同政令案によれば、Fintech活動に対するサンドボックスの対象となる活動は、決済、融資、P2Pレンディング、オープンAPI、ブ

ロックチェーン、銀行支援活動等の7分野とされてある。本政令の適用対象者には、金融機関法上の金融機関、Fintechソ

リューションを提供し、銀行と協力するFintech企業、Fintechソリューションを提供する独立した会社が含まれるとされている。

国家銀行を窓口とし、首相承認を受けた企業は、承認された期間において試験的に事業活動を実施することが認められる

ことになる見込みである。

https://www.nna.jp/news/show/2095032
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/Vietnam-1.pdf
https://www.viet-jo.com/m/news/column/print_201222172014.html
https://www.aplaw.jp/Newsletter_VNM_024.pdf
https://www.aplaw.jp/Newsletter_VNM_024.pdf
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図 2-68 金融包摂・金融サービス利用関連データ 

出所： 

※1 https://globalfindex.worldbank.org/ 

※2 https://www.imf.org/ 
 

また、ベトナムの総合金融包摂指数は開発途上国 52カ国中 11位（2017年）で、金融口座保有率は近年向
上しつつある。 

 
図 2-69 経済の自由度指数（2021 年）と世界 Fintech 指数（2019 年） 

出所： 

金融包摂指数（2017年）（※2）

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.35（41位） 0.21（34位） 0.33（33位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出して

おり、指数は１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

◼ ベトナムでは比較的金融口座の保有率は調査対象8か国平均を

下回っており、金融サービスに関する基本的な知識もあまり普及し

ていないと考えられる。

◼ デジタル決済の利用やデビットカードの保有も他調査対象国と比

較して進んでいない。

◼ 金融口座保有率やデジタル金融関連指標反映し、金融包摂指

数は開発途上国中41位と下位である。

金融包摂・金融サービス利用関連データ（※1）
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世界Fintech指数（2019年）（※2）

経済の自由度指数（2021年）（※1）

総合指数及び各評価要素は最高100点で、政府の効率性や、事業に係る規制の大きさ等を数値化している。

南アフリカの総合指数は61.7点で、184カ国中90位（調査対象8カ国中4位）である。

Fintech指数は、現地のFintech社数、Fintechの活動の規模と質、金融・ネットインフ

ラの規模と質、競争環境（規制、税制など）、政府の支援などの要素をもとに算出さ

れる。

世界Fintech指数 8.118（全65カ国中51位。調査対象8カ国中7位）

都市別ランキング
➢ ホーチミンが全アジア都市中27位

➢ ハノイは同30位

高評価分野
ペイメント

銀行・レンディング

◼ ベトナムの経済の自由度は、全世界の中でも中位程度にある。

◼ 具体的な評価要素の中では、税負担の小ささや、政府支出の

少なさ、労働に関する規制の少なさ、通貨の安定性が高く評価

されている。

◼ ベトナムにおけるモバイル決済を利用している消費者の割合は、

2018年の37％から2019年には61％に上昇し、アジア主要国の

中では、中国、タイ、香港に次いで高い水準にある。

◼ 一方、腐敗の多さ、司法の有効性、金融に関する規制の多さが

マイナスポイントとなっている。

◼ Fintechに関しても、全世界の中でやや下位であり、都市別では

ホーチミンがアジアで27位、ハノイがアジアで30位になっている。

具体的な評価要素❶ スコア

法の支配

財産権の保護 51

司法の有効性 36

腐敗の防止 38

政府の大きさ

税負担の小ささ 80

政府支出の少なさ 86

財政の健全性 83

具体的な評価要素❷ スコア

規制の効率

事業の自由度 65

労働の自由度 69

通貨の安定性 69

市場の開放性

貿易の自由度 79

投資の自由度 40

金融の自由度 50

ベトナムの総合指数の推移

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf
https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
https://www.imf.org/
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※1 https://www.heritage.org/ 

※2 https://findexable.com/ 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

Fintech 分野の主な取組には以下の通り決済インフラの整備・キャッシュレス化、金融リテラシーの向上等が
ある。 

 
図 2-70 具体的取組例（1/3） 

 

出所：https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

 

 
図 2-71 具体的取組例（2/3） 

出所：https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

 

1 決済インフラの整備・キャッシュレス化

◼ 「2016年～2020年非現金決済発展のためのスキーム」に記載の通り、以下を数値目標としてセットしている。

1. 現金決済の割合を10％以下にする

2. 全国のスーパーマーケットやショッピングセンターでPOSシステムを導入し、100％キャッシュレス決済を利用可能とする

3. 電気・水道・通信サービス業者の70％で電子決済を受け入れる体制を整える

4. 都市部の50％の個人が電子決済を利用する

5. 15歳以上の人口のうち70％が銀行口座を保有する

◼ 世界銀行の支援のもと、2008年に銀行システム及び決済システムの近代化プロジェクトの第2フェーズが完了し、銀行間決済システム（High Value 
Settlement System（HVSS）、Low Value Settlement System（LVSS））のうち、5億ドン（約2.1万ドル）以上のHVSSについてはリア

ルタイム決済が実現している。他方、小口決済インフラとしては、SBV傘下のベトナム国家決済公社（National Payment Corporation of 
Vietnam: NAPAS）が、国内及び外国の銀行が発行するカード（100万枚）やATM（18,600台）、POS端末（約26万台）、航空・通信・

ホテル・観光など電子決済を行う企業（約300社）などのネットワークを接続するスイッチングシステム及び電子決済サービスを提供しており、24/7 
NAPAS transferは即時決済が可能となっている。

◼ また、2018年12月にSBVがロードマップを公表し、2021年中の完了を目指す国内銀行カードのICチップカードへ切り替えのほか、SBVによるQRコー

ド規格の開発支援、2020年5月に首相がSBVに指示した少額決済のための自動清算機関（ACH）システム開発などでもNAPASが中心的な

役割を担っている。2021年3月9日に政府は、携帯電話のアカウントを使用して少額決済を行う「モバイルマネー（Mobile Money）」の試験導入

（2年間）を決定し、農村部や山岳部、離島などの遠隔地での利用拡大が期待されている。

3 本人確認制度の効率化

◼ ベトナムでは、身分を証明する書類として、人民証明書（IDカード）のほか、社会保険証、運転免許証、家族番号、納税者番号、パスポートなどがある。

このうち、Vietnam Social Securityが発行する社会保険証（約8,000万人）のカバレッジが最も広く、公安省（MPS）が2016年から発行を開始した

新しいIDカード（PET樹脂製、バーコード式）は約900万人にとどまる。

◼ 2020年9月に政府は、MPSによる新たなIDカード（ICチップ式）の発行に関する計画案を承認した。2021年7月までに約5,000万枚の発行（2030年

までに100％の普及）を目指しており、これにより、全国民をカバーするデータベースの構築と、金融や行政サービスのデジタル化での活用が期待されている。

◼ ベトナムでは、従来、口座開設時の本人確認（KYC）を対面式としていたが、デジタルバンキングの拡大に伴い、多くの銀行が手続きの簡素化を求める

ようになった。このため、2020年にSBVは、一定の原則を順守すれば、電子的な本人確認（eKYC）の方法をとることを可能とした。オンライン決済や貯

蓄口座の開設時などに活用されるが、顧客の取引限度額は、1人当たり毎月1億ドン（約4,300ドル）に制限される。

4 信用情報システムの整備

◼ 2017年に世銀の支援により、SBV傘下に国家信用情報センター（Credit Information Center: CIC）が設立された。2019年末までにCICが金融機

関から収集した信用情報は計4,230万件（内訳は、個人：4,120万人、法人：110万社、借入残高のある顧客：1,740万件）まで拡大した。

◼ 中小企業向け貸出を推進する上でのCICの課題として、①企業が正確な情報を適時報告できる仕組みがないこと、②CICの情報にアクセスできるのが金

融機関に限定されていることなどが指摘されている。このため2020年に、借入人が自身の信用情報にアクセスできるCICのウェブサイトやコンタクトセンター

を設置し、改善を図っている。

2 金融リテラシーの向上

◼ ベトナムでは、従来、金融機関（VISA、HSBC等）や財団などが金融リテラシーの向上を主導してきたが、NFISでは、金融教育及びキャパシティ・ビルディ

ングの推進が重要な柱の一つに位置付けられた。

◼ 具体的な施策として、学校のカリキュラムへの一般的な金融教育科目の導入や金融商品・サービスに関わる知識を提供するプログラムの開発、農業従事

者の金融スキルの向上、協同組合の会計・財務管理能力の向上、金融教育における関連組織の役割強化などが挙げられている。Vietnam 
Competition and Consumer Authority（VCCA）も、地方政府や消費者団体、メディアなどと連携して消費者保護に関わるプログラムのほか、金融機

関、非営利・非政府組織などによる様々な教育プログラムを実施している。

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
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図 2-72 具体的取組例（3/3） 

出所： 

http://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-kinh-nghiem-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-va-goi-y-cho-.htm 

http://hanoitimes.vn/fintech-challenge-vietnam-promotes-financial-inclusion-and-digital-banking-300093.html 

 

➢ 課題 

2020年 5 月にアジアを中心に展開しているコンサルティングファームである YCP Solidianceが調査・分析を
行った結果として、ベトナムの Fintechに関する主な課題を以下の通り挙げている。 

 

 
図 2-73 Fintech 分野の課題（1/2） 

出所： 

https://ycpsolidiance.com/ja/white-paper/unlocking-vietnams-fintech-potential 

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

 

5 プラットフォームの充実化

◼ 国家銀行は、イノベーションの促進、競争の強化、金融および銀行サービスへのアクセスの改善という点でベトナムのFintechセクターの意味と利点を認識し、

州のFintech運営委員会の設立を通じてFintechへのアプローチに積極的に取り組んできた。そして、企業の形成と発展をサポートやFintechエコシステム（法

的枠組みを含む）を完成させることを目標に、州銀行は、このタスクを具体化するための措置を講じてきた。

◼ 例えば、ベトナム国家銀行はADBやオーストラリア政府と連携して、2018年と2019年にフィンテクチャレンジベトナム（FCV）を開催した。同コンテストには、ベ

トナム、中国、米国など27か国のスタートアップ企業141社が出場し、電子決済(e-payment)、電子顧客確認(e-KYC)、ソーシャルレンディング(P2P 

Lending)、オープンAPI、ブロックチェーン・テクノロジー・ソリューションの5項目でソリューションを競った。

◼ 国内外のFintech企業がプラットフォームを作り、それによって効果的なソリューションを備えたビジネスを発見し、育成することで国全体のFintech産業を発展さ

せる狙いがあった。

➢ 新たに出された政府規制である通達Circular19の24条においてNAPASが全ての金融取引の唯一の窓口とされており、Fintechの

発展やeコマースのイノベーションの妨げとなる要因の一つとされている。

➢ 個人間融資は成長をみせるものの、ベトナムでは銀行と金融機関のみが融資事業を行うことを法的に許可されており、参入障壁が

高くなってしまっている。

➢ 特に新しい技術・サービスに関しては規制の枠組みが不透明という課題にFintechスタートアップがぶつかっており、事業拡大や投資

家からの資金調達に躊躇している。

不明瞭な規制

➢ 他のスタートアップと同様に、ベトナムのFintech企業は事業計画の実行に必要となる資金が不足しており、資金調達に動くことが不

可欠だが、その資金調達額は決して多くない。

➢ ベトナムの大半のFintechスタートアップは、2018年時点でシード、シリーズA／Pre-Aなどの初期段階が資金調達の中心であり、

ディール数の80%以上を占めている。

限られた資本

➢ ベトナムのスタートアップは、約70%が初年度で事業に失敗していることからオペレーションや経営の能力に欠けていることが多いと言

える。

➢ベトナムの金融口座保有率が3割程度と他近隣国と比較しても低く、金融に関する知識が不足しているものと想定される。

➢ 農村や遠隔地では金融サービスにアクセスできる拠点や決済インフラが不足しており、金融リテラシー格差が都市部との間で激しい。

➢ 経営や金融に関する経験を備えた投資家からの助言を受けることが不可欠である。

経営・金融に関する知識不足

http://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-kinh-nghiem-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-va-goi-y-cho-.htm
http://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-kinh-nghiem-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-va-goi-y-cho-.htm
http://hanoitimes.vn/fintech-challenge-vietnam-promotes-financial-inclusion-and-digital-banking-300093.html
http://hanoitimes.vn/fintech-challenge-vietnam-promotes-financial-inclusion-and-digital-banking-300093.html
https://ycpsolidiance.com/ja/white-paper/unlocking-vietnams-fintech-potential
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
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図 2-74 Fintech 分野の課題(2/2） 
出所： 

https://ycpsolidiance.com/ja/white-paper/unlocking-vietnams-fintech-potential 

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf 

 

➢ 注力している分野・技術 

近年の注力分野はキャッシュレス決済であり、スタートアップ企業はその後の展望としてブロックチェーン技

術の活用を視野に入れている。 

 

 
図 2-75 注力している分野・技術 

出所： 

http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/Vietnam-1.pdf 

https://2075.com.vn/su-menh-blockchain-tai-viet-nam/ 

 

➢ 業界団体 

Fintech分野にかかわる業界団体等には VietFintechや各種専門家団体等がある。 

➢新しい事業セグメントが導入された場合、信頼構築に時間を要することがあり、サービスの利用に至るためには、顧客がそれを

認知して理解する必要である。

➢Grabpay、Timo、MoMoなどの新規開発された商品に対してあまり精通していない顧客に対しては利用してもらうにあたって

教育が必要不可欠である。

➢ベトナムの多くのFintechスタートアップは、ブランド構築に苦戦しており、確立された存在である金融機関と比較すると、顧客

から信頼を獲得できるような強いブランドを築けていない。しかし、Fintechのスタートアップがブランドと評判を築くには多額の費

用に加え、一定の時間と労力も必要であり、今後の発展に期待がされている。

新しいセグメントに対する

認知と信頼性

➢デジタルプラットフォームの数が急増し、サイバーセキュリティ固有のリスクが高まっている。

➢ Fintech業界は、ユーザーがサービスにアクセスするためのデジタルチャネルを複数提供しているが、ITセキュリティネットワークの侵

害に対して脆弱で、サービスプロバイダとユーザー双方にとって世界的な課題となっている。

➢特に、2018年のトロイの木馬攻撃のターゲットリストで世界7位にランク付けされたベトナムでは、よりリスクが高くなっており、今

後サイバーセキュリティに対する対策が急務である。

サイバーセキュリティリスク

電子決済関連

ビットコイン・ブロックチェーン関連
より高度な金融ニーズ

金融技術を必要とする

◼ ベトナム国家銀行（SBV）のデータによれば、銀行のキャッシュカード発行枚

数は2019年6月末で1億6,400万枚に達し、最近では、非接触決済機能を

具えたクレジットカードやデビットカードの普及が進んでいる。

◼ 地場企業が外資系企業と提携する事例も徐々に出ており、2017年11月に

は中国で電子決済サービスを提供する支付宝（アリペイ）とベトナム国家決

済社（NAPAS）が提携したほか、同じく中国で決済サービスを手がける微

信支付（ウィーチャットペイ）についてもベトナム通信大手モビフォン傘下の

「Vimo」と組んだ。

◼ 現在ベトナムで利用されているQRコード決済サービスとしては、ベトナム地場の

Ｍサービス社が提供する「モモ（MoMo）」、MOCAテクノロジー＆サービスの

「Moca」などが挙げられる。

◼ アジア圏に展開するビットコイン・ブロックチェーン関連企業6社のうち5社、金

融機関やプロ投資家向けサポートを中心とする金融・ビジネスツールの提供

企業4社の本社すべてがシンガポールにあり、東南アジア諸国はビットコイン・

ブロックチェーン分野においてシンガポールに後れを取っているのが現状である。

◼ ベトナムでは、全人口の7割が居住する地方と3割が居住する都市部の経

済格差が大きく、Fintech等デジタル金融サービスの活用による改善が期待

される。

◼ スタートアップ会社が個別でプロジェクトに取り組んでいる事例が多く、例え

ばベトナムブロックチェーンカントリー（VBC）もその一例である。

◼ 街中の一部の自動販売機での支払いにもQRコード決済の利用が可能と

なっているほか、2017年11月には首都ハノイに一般的なレジがなく支払いを

QRコード決済で行うコンビニが出店しており、電子決済は航空会社や公共

料金を支払う際にも活用されている。

◼ VBCでのパイロットプロジェクトの1つは、ベトナムで最初のブロックチェーンベー

スの農産物トレーサビリティソリューションである「Fruitchain」であるFruitchain

は、 製品のバリューチェーンにおける情報の透明性を目指している。

◼ VECOMは2018年4月23日、「テクノロジーからポリシーへ」をテーマにベトナム

ブロックチェーン協会を設立することをVBSで決定した。近年、協会は規制当

局と協力し、ブロックチェーン申請プロセスに適した環境をベトナムで作成する

ために、法的枠組み、ガイドライン、および法的規制を完成させるためのポリ

シーを策定した。

動向

具体例

動向

具体例

https://ycpsolidiance.com/ja/white-paper/unlocking-vietnams-fintech-potential
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf
http://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/Vietnam-1.pdf
https://2075.com.vn/su-menh-blockchain-tai-viet-nam/
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表 2-54 Fintech 関連組織 

 
出所：各団体 HP（上表「ウェブサイト」参照）」を基に調査団作成 
 
 

 

表 2-55 金融業に関する業界団体及び専門家のフォーラム 

 
出所：各団体 HP（上表「ウェブサイト」参照）」を基に調査団作成 

 

➢ 競合 

ベトナムでは 2020年時点で 123社の企業が Fintechサービスを提供している。 

 

団体名 概要 ウェブサイト

ベトナムFintechクラブ

Vietnam Fintech Club 

(VietFintech)

所属メンバーと国際的なFintechコミュニティとの間のコネクショ

ン、情報や経験の交換、コラボレーションの機会を促進するプ

ラットフォームを提供する自治組織。

https://www.vietfintech.vn/

Fintech運営委員会

Fintech Steering Committee on

Financial Technology

SBVが2017年3月に設立。金融・銀行サービス分野における

Fintechの活用による金融包摂を促進するために法的枠組み

やアクションプランの策定などの役割を担う。

https://cenfri.org/

ベトナム電子商取引協会

（VECOM）

E-commerceを中心にベトナムの持続的な発展を支える組織。

プログラム「2019年から2025年までの持続可能なeコマース開

発」の政府機関への提案、フォーラムの開催などを手掛ける。

http://en.vecom.vn/

Fintech指導委員会

SBV Steering Committee on 

Financial Technology

ベトナム国家銀行総裁に対し、年次アクションプランの策定、

フ ィンテック分野における問題に対する解決策の提示、

Fintech促進に向けた 計画の提示などを行う責務を負う。

https://www.sbv.gov.vn/

ベトナム国家決済社

NAPAS

ベトナム国家銀行とともに専門家集団のワーキンググループを立

ち上げ、Fintech指導委員会のサポートを行う。
https://napas.com.vn/en-us/about.aspx

団体名 概要 ウェブサイト

ベトナム公認会計士協会

Vietnam Association of Certified Public 

Accountants （VACPA)

公認会計士協会 http://www.vacpa.org.vn/en/

ベトナム会計士・監査協会

Vietnam Association of Accountants and 

Auditors（VAA）

会計士・監査人協会 http://www.vaa.net.vn/

ベトナム税理士会

Vietnam Tax Consultants‘ Association(VTCA)
税理士協会 http://www.vtca.vn/

ベトナム銀行業協会

Vietnam Banks Association (VNBA)

銀行業協会（商業銀行39行、合弁銀行2行、金融会社

11社の計53社が加盟）
http://www.vnba.org.vn/
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図 2-76 現地 Fintech 企業の概況 

出所： 

https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/11/Vietnam-Fintech-Report-2020.pdf 

https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-fintech 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11752.pdf 

 

➢ 金融分野の規制 

ベトナムの金融分野に関するガイドラインや法的枠組みは不透明な部分が多く、今後発達していくものと想

定される。 

 

◼ ベトナムのFintechスタートアップは2017年の44社から2020年の123社と飛躍的に増えている。

なお、2020年時点での分野割合は右図のとおり。

◼ 2020年時点のベトナムのFintechスタートアップとしては決済・送金サービスを提供するスタート

アップが最も多く、次いで融資、ブロックチェーンと続く。特に融資サービスを提供するスタートアッ

プに関しては2017年には3社なのに対し2020年には23社と最も大きく増えている。

◼ Fintech分野が飛躍的に伸びているものの、シンガポールと比較すると初期段階にある。

Fintech企業の分野割合
(2020）

決済

31%

融資

17%
ブロックチェーン

13%

POS
7%

貯蓄

8%

相談・助言

6%

データ・与信マネジメ

ント…

クラウドファン

ディング

4%
保険

4%

デジタルバンキング

3%
中小企業向けファイナンシング

2%

決済サービスの伸長が顕著

人口増加と経済発達による中間所得層の拡大、インターネットやスマートフォンの普及率の急

速な高まりにより決済サービスが発達。2018年1～9月に、モバイル・アプリケーションとデジタル・

ウォレットによる取引は、それぞれ前年同期比126％、161％の増加となった。2018年から

2025年にかけて、ベトナムのモバイル決済は年率18.2％で拡大するという予測もある。特に

VNPay（3億ドル）とMoMo（1億ドル）は大型資金調達にも成功している。

B2Cビジネスモデルのスタートアップが中心

B2Bモデルを取るスタートアップが少なく、B2C向けサービスが多い。人口の増加が引き金となっ

ている。

特徴（※3）

https://fintechnews.sg/wp-content/uploads/2020/11/Vietnam-Fintech-Report-2020.pdf
https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-fintech
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11752.pdf
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表 2-56 金分野の規制 

 
出所： 

https://www.aplaw.jp/Newsletter_VNM_024.pdf 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11752.pdf 

https://fintechnews.sg/12192/fintech/challenges-opportunities-fintech-vietnam/ 

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20150626-1/01.pdf 

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20150626-1/01.pdf 

 

 

法規制名称 概要 規制分野

State Bank of Vietnam

（SBV）

Circular No.39/2014/TT-

NHNN

◼ ベトナム国家銀行による通達。

◼ 金融サービスの定義づけを行うほか、金融サービスを提供する際の一連の規制を定める。

◼ e-walletサービスの提供者と支払いを受け付ける申請契約を締結している個人を除き、サービス提供機関にお

ける個人のe-wallet経由の取引限度額の合計は、月に1億VND（4,350ドル）を超えてはならない。

◼ キャッシュレス決済サービスを提供することができる主体は、国家銀行、商業銀行、政策銀行、協同組合銀行、

外国銀行の支店、人民信用基金及びマイクロファイナンス組織からとされており、金融機関以外の一般的な

企業がサービスを提供することは認められていない。

◼ SBVは、支払仲介サービス・プロバイダーが安全・安心に影響を与える兆候やリスクがある場合、一時的にサー

ビスを停止または中止する権利を持つ。

・全分野

Law on Credit Institutions, 

Law No.02/1997/QH10

◼ 銀行等の金融機関、ノンバンクは、「与信機関」として業務、組織等を規定する。

◼ 民間のマイクロファイナンス機関は、株式会社として設置が認められる。

・全分野

State Bank of Vietnam

（SBV）

Circular No.19

◼ ベトナム国家銀行による通達。

◼ 決済サービスを提供する際にNational Payment Corporation of Vietnam（NAPAS）をすべての取引の

唯一の窓口と規定している。

◼ National Payment Corporation of Vietnam（NAPAS）は、2004年に設立され、Smartlink Card 

Services Joint Stock Companyとの合併および買収に基づいて、2016年4月2日からVietnam National 

Financial Switching Joint Stock Company（Banknetvn）から名前が変更された。

・決済分野

法定資本規制 ◼ 議定第141号（Decree No.141/2006/ND-CP）によれば、政策銀行（50億ドン）、外国商業銀行の支

店（1,500万ドル）を除き、すべての商業銀行は3兆ドンの法定資本が必要である。

・全分野

金取引規制 ◼ 2011年の通達第11号（Circular No.11/2011/TT-NHNN）では、金の預金・貸出が禁止された。為替相

場の変動を抑制する目的がある。

・融資分野

Decree 101/2012 / ND-CP ◼ 2012年に施行したキャッシュレス決済についての規定（Decree 101/2012 / ND-CP）の改正案は、外資系

企業によるFintech企業への出資比率を30％、もしくは49％のどちらかにする。

・全分野

Decree No.101/2012 / ND-

CP（Decree No.80/2016 / 

ND-CP

◼ 仮想通貨の規制については、2012年11月に公布されたDecree No.101/2012 / ND-CP（Decree 

No.80/2016 / ND-CPにより一部修正・補足）のもとで、ビットコインやその他の仮想通貨は合法的な支払

い手段とは認められていない。ベトナム商工省は、電子商取引でこれらの通貨を使用しないよう注意喚起を

行っている。

・全分野

Regulatory Sandbox ◼ 新たに発行された法令は、ベトナムの銀行部門が現在規制サンドボックスを持っていることを指定している。規

制サンドボックスにより、貸付機関、革新的な企業、およびFintechサービスプロバイダーは、規制された厳格な

法的環境で自社の製品またはサービスをテストできる。

◼ サンドボックスへの参加は、ベトナムの法人設立証明書を取得したFintech企業のみが参加できる。規制サン

ドボックスに含めることが許可されているサービスは、支払いシステム、P2P貸付、Open API、KYCのサポート、お

よびその他の最新の技術サービスである。

・全分野

プルデンシャル規制 ◼ 通達第13号（Circular No.13/2010/TT-HNN）で規定されている。自己資本比率についてはバーゼルⅠに

準拠して1999年に8%に設定された後、2010年に9%に引き上げられた。現在はバーゼルⅡへの移行を図って

いる。大口融資規制については、単一顧客に対して自己資本の15%を超える融資を行ってはいけない

（Circular No.13/2010/TT-NHNN）、とされている。

・融資分野

金利規制 ドン・ドル建て預金、貸出金利はまだ完全な自由化には至っていない。Decision 2173/QD-NHNNではドン預

金金利について、Decision 2172/QD-NHNNではドル預金金利、Decision 2174/QD-NHNNでは農業等特

定業種へのドン貸出金利について上限が定められており、これを下回る範囲において自由に設定することが認めら

れている。

・貯蓄分野

外貨使用制限、外貨建て貸

出規制

◼ 2013年の通達第32号（Circular No.32/2013/TT-NHNN）では、ベトナム国内において外貨使用が許可さ

れる場合が規定されている。

◼ 貸出においても、通達第29号（Circular No.29/2013/TT-NHNN）に基づき、金融機関は「企業が商品及

びサービスの輸入代金決済のために借り入れを行う場合。

◼ ただし、事業活動により返済能力を保証する外貨収入を有する企業に限られる」という条件の下に外貨建て

の貸出を行うことができる。これらの規制の目的は、ドル化進行の抑制である。

・全分野

https://www.aplaw.jp/Newsletter_VNM_024.pdf
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11752.pdf
https://fintechnews.sg/12192/fintech/challenges-opportunities-fintech-vietnam/
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20150626-1/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20150626-1/01.pdf
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図 2-77 その他の関連する法規制 
出所：http://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-kinh-nghiem-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-va-goi-y-cho-.htm 

 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

通信分野の主管は「通信情報省」であり、情報通信産業の国家管理については、「情報技術部」が、戦略・

政策については「国立情報通信戦略研究所」が担っている。 

 
図 2-78 主たるステークホルダー 

出所：https://english.mic.gov.vn/Upload_Moi/TinTuc/WhiteBook2020-Final.pdf 

脚注 *日本に類似の部署がないと思われる場合は、オリジナルの表記を維持している 

 

➢ 政策 

2030年までにデジタル国家を形成するため、2025年までにデジタル政府・デジタル経済・デジタル社会を形
成しつつ、国際競争力を持つデジタルビジネスの確立を目指す。 

その他の関連する法規制

◼ ベトナム金融セクターにおける規制監督スキームは、与信機関と非与信機関に大別される。銀行を含む前者については、中央銀行であるベトナム国家銀行（State 
Bank of Vietnam：SBV）によって監督される。証券や保険については、財政省（Ministry of Finance）の管轄下となり、それぞれ国家証券委員会（State 
Securities Commission：SSC）と保険監督庁（Insurance Supervisory Authority：ISA）を介して規制監督が行われる。

◼ 2014年8月に外国直接投資に係る外貨管理に関するガイダンス（Circular No.19/2014/TT-NHNN）が施行された。ベトナムで直接投資を行うベトナム投資

家・外国投資家は、認可銀行（外為ライセンス保有銀行と外銀支店）に資本金専用口座（資本金口座）を1つ開設し、資本性のある取引についてすべてこの

資本金口座を通じて行わなければならないと定められた。

◼ ベトナムでは、金融銀行セクターは本質的に潜在的にリスクのある分野であるため、常に国家の厳格な管理下にある。信用機関法（2010年）、譲渡可能商品法

（2005年）、外国為替条例（2005年）、法律など、伝統的な信用機関の運営に関する国の法律や規制は数多くある。マネーロンダリングの防止と闘い

（2012年）、預金保険法（2012年）、外国為替条例の多くの条項を修正および補足する条例（2013年）など。しかし、Fintech企業の活動を規制および管

理する法的文書などはない。

国が管理する新聞、出版、郵便、通信とインターネット、放送、無線周波数、情報技術、

電子工学、ラジオ、テレビ及び国家メディアインフラを担当する

通信情報省（Ministry of Communications and Information）

ベトナム首相（Prime Minister)

- 情報技術部：情報技術産業、電子機器、

電気通信の国家管理機能を担う

- 郵便部

- 科学技術部

- 企画財務部

- 企業経営学部

- 国際協力部

- 法務部
- Department of Emulation and Rewarding*

- 人事·組織部

- 検査部

- 事務所:

+ ホーチミン市の省代表事務所

+ ダナン市の省代表者事務所

アドバイザリーユニット
（Advisory units）

- 報道庁

- 放送及び電子情報庁

- 出版·印刷·流通庁
- Authority of Grassroot Information*

- 外国情報サービス庁

- ベトナム電気通信庁

- 無線周波数管理庁

- 情報技術出願庁

- 情報セキュリティ庁

- 中央郵便局庁

機能系ユニット
（Functional units）

·国立情報通信戦略研究所：科学技術研究、戦略、

政策における情報通信の分野におけるプロジェクトの

機能を担う

- ベトナムソフトウェアデジタルコンテンツ産業協会

- 情報センター

- ベトナムインターネットネットワーク情報センター

- 電子認証センター

- ベトナムネット

- 情報通信ジャーナル

- 情報通信出版社

- 郵政総合技術研究所

- 情報通信公共管理学校

- 印刷技術専門学校

- ベトナム公共事業（電気通信サービス基金）

- 公益事業電気通信事業管理部門

- ベトナム郵便公社

- VTCマルチメディア社

その他ユニット
（Other units）

http://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-kinh-nghiem-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-va-goi-y-cho-.htm
https://english.mic.gov.vn/Upload_Moi/TinTuc/WhiteBook2020-Final.pdf
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図 2-79 主な取り組み事例 

出所:  

*https://english.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142430/Vietnam-aims-to-become-a-digital-society-by-2030.html 

*http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2 

 

➢ 通信環境 

携帯普及率が 140％に達しており、主要都市を中心に 5G対応エリアが整備されつつある。 

 
図 2-80 通信環境（1/3） 

出所： 

2030年を見据えた

2025年までの国家DXプログラム

デジタル社会

医療 教育 金融・銀行ロジスティクス エネルギー 環境・資源 鉱工業生産 農業

8つの優先産業

デジタル経済デジタル政府

スキルの変革と、デジタル変革とデジタル

テクノロジーの知識とスキルを備え、デジタ

ル社会の構築を目指す

・2025年までに、光ファイバーネットワーク

インフラが全国の80％以上の世帯、

100％のコミューンに到達すると見込まれ

る

・グローバルサイバーセキュリティインデック

ス（GCI）の観点から、世界の上位40

か国に入ることが見込まれる

国家機関の運営をデジタル化し、国家

機関に対するデジタルサービスインフラの

構築を目指す

・人口、土地、企業登録、金融、および

社会保険に関する包括的な全国データ

ベースを作成し、オンライン公開が見込ま

れる

・すべての政府関連文書が全国的な電

子文書交換プラットフォームを介して送信

されることが見込まれる

企業のデジタルトランスフォーメーションを

促進して、企業と経済全体の競争力

の強化を目指す

・デジタル経済は国のGDPの約20％を

占めると予測される

・年間の労働生産性は少なくとも7％増

加することが見込まれる

デジタル政府、デジタル経済、デジタル社会を形成しながら、

国際競争力を持つデジタルビジネスの確立を目指す

Viettel社（シェア率50%）通信エリア*5

主要都市では、

中心部で5G、周辺は4G対応

その他の地域では

海沿いに4G対応エリアが多い

主要都市①

首都・ハノイ

主要都市②

経済の中心・ホーチミン

指標 該当情報

携帯電話普及率*1 141％（2019年）

1GBあたり携帯通信料*2 1.31USD（2019年）

4Gアベイラビリティ*3 78.4%（2019年）

インターネット普及率*4 68.7%（2019年）

4G + （LTE Advanced）とは、4Gテクノロジーよりも

25％高速である4Gテクノロジーを示す*6

https://english.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142430/Vietnam-aims-to-become-a-digital-society-by-2030.html
https://english.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142430/Vietnam-aims-to-become-a-digital-society-by-2030.html
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
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*1 https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?locations=VN  

*2 https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/  

*3 https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf  

*4 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=VN 

*5 https://www.nperf.com/en/map/VN/ 

*6 https://viettel4g.net/4gviettel-la-gi.html 

 

モバイルブロードバンド加入率及びインターネット利用率は、年平均成長率 10％以上を実現している。 

 
図 2-81 通信環境（2/3） 

出所： 

 *1https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

 *2https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html 

*3 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=VN 

*4 https://www.statista.com/statistics/560058/internet-activities-in-vietnam/ 

 

通信環境改善の背景には 4Gの可用性拡大や、コスト低減、サイバーセキュリティの向上が確認できる。 

46.9 47.41

71.89 72.46

2016 2017 2018 2019

モバイルブロードバンド加入率*1

38.5 41
45

53
58.14

69.848 68.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

インターネット利用率*3

• 人口100人あたりのアクティブなモバイルブロードバンド契約数の割

合。アクティブなモバイルブロードバンド契約とは公共のインターネット

への標準モバイルブロードバンド契約と専用モバイルブロードバンド契
約両方を指す。実際に履行されている契約のみ算出している*1

• 主要な事業者は、VNPT-Vinaphone、MobiFone、Viettel Mobile、

G-Tel、Vietnamobileの5社*2

• MVNOも2019年4月から参入*2
• IndochinaTelecom Company （ITelecom）がVinaphoneの

ネットワークを利用して事業を開始

• インターネットを使用している人口の割合で、コンピューターや携帯端

末をはじめ、ゲーム機、デジタルテレビ等を介してインターネットを使
用する人口から算出している*3

• インターネットの利用目的は以下である*4
• 新聞購読：63%
• 映画・音楽のストリーミング：43%
• 情報収集・ネットショッピング：43%
• 調査・学習：39%
• フォーラム参加、ソーシャルネットワーキング：33%
• E-mail確認：33%
• ゲーム：19%

https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?locations=VN
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=VN
https://www.nperf.com/en/map/VN/
https://viettel4g.net/4gviettel-la-gi.html
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=VN
https://www.statista.com/statistics/560058/internet-activities-in-vietnam/
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図 2-82 通信環境（3/3） 

出所・脚注 

*1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx 

*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html  

*3 OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、2018、The State of Mobile Network Experience 2019、2020 

*4 CIRT＝Computer Incident Response Team 

*5 https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

通信分野の主な取組として、通信情報省は「Make in Vietnam」というスローガンを掲げ、主に 8分野でのハイ
テク企業・技術の育成を目指している。 

 
図 2-83 主な取り組み事例 

出所・脚注 

*1 https://vietnamnet.vn/en/sci-tech-environment/why-make-in-vietnam-instead-of-made-in-vietnam-668963.html 

5.37 5.36

2.21 2.21 2.15

2016 2017 2018 2019 2020

データプラン(1.5GB)のコスト*1

(USD)

71.26
78.4

87.9

2018 2019 2020

4Gの可用性*3（％）

18

100

50

25

2015 2017 2018 2020

サイバーセキュリティ順位*5

• 各国市場の最大シェアをもつオペレーターが
提供する、1か月の1.5G の高速データプラン

（256Kbits /秒以上または3G以上）の最

低価格の推移である*1
• 主要な事業者は、VNPT-Vinaphone、

MobiFone、Viettel Mobile、G-Tel、
Vietnamobileの5社*2

• MVNOも2019年4月から参入*2
• IndochinaTelecom Company 

（ITelecom）がVinaphoneのネット

ワークを利用して事業を開始

• 地理的な範囲ではなく、ユーザーがある地
点において4Gに接続できる時間の割合を

表している。日本は世界1位で98.5%
（2020年）であった*3

• ベトナムでは、2009年から3Gが、2016年か

ら4Gサービスが開始され、2017年7月には、

4G網の人口カバレッジが95％に達したとさ

れている*2

• ITUが発表するサイバーセキュリティ指標は、

法規制、技術（CIRT*4活動等）、組織

体制（戦略や規制当局）、能力開発
（リテラシーやR&D）、協力（PPPや国際

協力）の5つの分野における各国の状況か

ら測定されている*5

• サイバーセキュリティ法（Law 
24/2018/QH14）が2018年6月に可決、

2019年1月より施行した*2

「Make in Vietnam」*1

2030年までにハイテク企業・技術を育成する

目標：テクノロジー企業10万社とユニコーン企業10社育成*2,3

分野：8つの分野を優先する

通信情報省

2030年を見据えた2025年までの国家DXプログラム

ベトナム政府

医療 教育 金融・銀行ロジスティクス エネルギー 環境・資源 鉱工業生産 農業

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
https://vietnamnet.vn/en/sci-tech-environment/why-make-in-vietnam-instead-of-made-in-vietnam-668963.html
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*2 http://hanoitimes.vn/vietnam-aims-to-have-10-tech-unicorns-by-2030-46370.html 

*3 ユニコーン企業：$10億以上のスタートアップ 

 

政府は経済発展を促すためスタートアップ育成とエコシステム構築に取り組んでいる。また、科学技術省や

非営利団体等が定期的にスタートアップイベントを開催している。 

 
図 2-84 スタートアップ育成に関する事業 

出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2018/0902/493b6f198687a6bb.html 

*2 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/34880c2012db4f4c.html 

*3 https://global.bssc.vn/wp-content/uploads/2021/04/BSSC_Organization-Profile-short-ver..pptx-1-1.pdf 

 

インダストリー4.0(4IR)の促進のため、政府は NIC 建設、国家戦略の策定、イノベーションネットワークの設立
等に取り組んでいる。JICA も継続的に産業支援を実施している。 

スタートアップへの政府による支援*1 スタートアップイベントの開催

◼ 科学技術省(MOST)主催による「テックフェスト・ベトナム」

➢ 2015年から毎年開催されているベトナム国内最大級のスタート

アップ・イベント

➢ 2019年は「Big Data - Big Chance for Startup」をテーマにスタート

アップ200社超が出展。ピッチイベントや国際会議が多数行われ

たほか、エドテック（教育）、メドテック（医療）、アグリテック

（農業）、フィンテック（金融）など12の分野別展示エリアが

設けられた。スタートアップ・コンテストでは、障がい者による機械

操作やドライバーの眠気防止を補助するスマートグラス「マルチ・グ

ラス」が優勝した。*2

◼ Business Startup Support Centre (BSSC)が主催する「Startup 

Wheel」

➢ BSSCは2010年に設立された非営利組織で、1万社以上のスター

トアップの支援を行っている。Startup Wheelは2013年から開催さ

れており、3月から8月にかけてコンペを実施し、選考に残ったス

タートアップは投資家・アントプレナーの前でプレゼンを行う。毎年

国内外から平均1700社が参加し、複数のスタートアップを輩出し

ている*3

◼ 政府は、民間企業の強化により経済発展を促すため、スタートアッ

プ育成とエコシステムの構築により、民間部門の活性化を狙っている

➢ 2013年にアメリカのシリコンバレーをモデルにしたスタートアップ支援

組織(Vietnam Silicon Valley：VSV)を科学技術省傘下に設立し

た。VSVではベトナムでのスタートアップエコシステム構築のために、

スタートアップやアクセラレータプログラム、投資家向けのプログラム

等を展開している。VSVは75社以上に資金を提供しており、数百

万ドルの資金を集めるスタートアップも出てきている

➢ 2016年5月、政府議決35号（35/NQ-CP）において、2020年ま

でに企業を100万社にし、GDPに占める民間部門の割合を48～

49％とする目標を掲げている。

➢ 2016年5月には首相決定844号(844/QD-TTg)において、「2025

年までのスタートアップ・エコシステム支援プロジェクト」が出され、

政府ウェブサイトでは「スタートアップ国家を目指す」とした姿勢を

示している。なお、首相決定844号では、800のスタートアッププロ

ジェクト、200社のスタートアップ企業を支援することで、2025年ま

でに2,000のスタートアッププロジェクト、600社のスタートアップが生

まれることなどを目指している

http://hanoitimes.vn/vietnam-aims-to-have-10-tech-unicorns-by-2030-46370.html
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2018/0902/493b6f198687a6bb.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/34880c2012db4f4c.html
https://global.bssc.vn/wp-content/uploads/2021/04/BSSC_Organization-Profile-short-ver..pptx-1-1.pdf
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図 2-85 インダストリー4.0 促進に関する事業 

出所： 

*1 http://eng.nic.gov.vn/About-Us   

*2 https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/resolution-no-52-nqtw-september 

*3 http://eng.nic.gov.vn/Vietnam-Innovation-Network/vietnam-innovation-network-10931 

*4 http://hanoitimes.vn/vietnam-innovation-network-in-south-korea-to-make-debut-on-july-31-318215.html 

*5 https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12334348.pdf  

*6 https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20181219_180570_1_01.pdf 

*7 「JICA最新テクノロジーを活用した製造業高度化に係る情報収集・確認調査」調査団 

 

➢ 課題 

2030年を見据えた 2025年までの国家 DXプログラムによると通信分野では 6つの課題がある。 

インダストリー4.0推進のための計画投資省の戦略 JICAの取り組み

◼ National Innovation Center(NIC)の建設

➢ 2019年10月の首相決定1269/QD-TTgによって計画投資省下に

設立。ベトナムのスタートアップとイノベーションのエコシステムを支

援・開発し、科学技術に基づく成長モデルのイノベーションに貢献

することが目的である*1

◼ 国家戦略の策定

➢ 2019年9月に決議52-NQ/TWにおいて、インダストリー4.0を推進

する上での指針と政策が承認され、特にデジタル経済に向けた

技術インフラ開発を推進する。主な目標として2030年までに世

界のイノベーションインデックスランキングトップ40位、GDPに対する

デジタル経済の比率30％以上、労働生産性の年平均成長率

7.5％を目指す*2

◼ ベトナムイノベーションネットワークの設立*3

➢ 2018年8月に発足。インダストリー4.0を推進するため、ベトナム国

内の専門家200人を結びつけ(一種のコミュニティネットワークと推

定)、インダストリー4.0推進を成功させるための重要なリソースとな

りうる。発足時の式典には日本を含む国外の科学技術分野の

専門家・研究者100人以上も参加した。ベトナム国外にも加入

メンバーがおり、グローバルオフィスは米国（ボストン、シリコンバ

レー）、ドイツ、日本、韓国*4にある

◼ JICAは継続的にベトナムにおける産業・中小企業分野の支援を数

多く実施している

➢ 近年では、計画投資省企業開発庁への中小企業アドバイザー

派遣(2007-2009年)、中小企業政策実施アドバイザー(援助調

整)派遣(2010-2012年)、中小企業支援機能強化プロジェクト

(2011-2014年)、ベトナム日本人材開発インスティテュート(VJCC: 

Vietnam Japan Institute for Human Resources Development)ビ

ジネス人材育成・拠点機能強化プロジェクト(2016 年-)等の支

援案件を実施*5

➢ 現在進行中の「最新テクノロジーを活用した製造業高度化に係

る情報収集・確認調査」*6の一環として、ベトナムの中堅・中小

製造業(日系・ベトナム系)を対象に、製造現場におけるIoTを使っ

た スマート化の方法を実際に作って試してみるハンズオン研修を

開催し、参加企業から好評を得た*7

http://eng.nic.gov.vn/About-Us
https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/resolution-no-52-nqtw-september
http://eng.nic.gov.vn/Vietnam-Innovation-Network/vietnam-innovation-network-10931
http://hanoitimes.vn/vietnam-innovation-network-in-south-korea-to-make-debut-on-july-31-318215.html
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12334348.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20181219_180570_1_01.pdf
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表 2-57 通信分野の課題 

 
出所 

「Tasks and solutions to create digital transformation foundations」より抜粋・加工（出展元の英語表記が一部不完全な箇所があり、一部推定を含む） 

 http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2    

 

2030 年を見据えた 2025 年までの国家 DX プログラムの実現に向け、下記 3 点に取り組むとともに、8 つの
産業分野に優先的に取り組んでいる。 

 
図 2-86 注力している分野・技術(1/3) 

出所： 

*1 http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2 

*2 http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2 

（「Some fields need a numerical conversion priority」より抜粋・加工（出展元の英語表記が一部不完全な箇所があり、一部推定を含む） 

 

カテゴリ 主な課題 主な内容

1．認識の変化

▪ 模範的な成功事例を通じて、先駆的な組織や個
人のグループから、社会におけるDXの使命、必要
性、緊急性に対する認識を変え、広める

▪ ベトナムの主要なテクノロジー企業を集めて、DXに対する
社会全体の認識を変化させる

▪ インターネットへのアクセス方法、電子メール、電子商取引、
電子決済、オンライン公共サービス、個人情報セキュリティ
等の基本的なデジタルスキルを人々に提供する

2．機関の設立
▪ デジタルビジネスモデル、サービス、ソリューション、製

品を受け入れる意欲を高め、新しい関係を築き、
新しい管理方法を推進するための機関の設立

▪ 情報技術と通信に関する立法文書（電子取引に関する
法律、情報技術に関する法律、電気通信に関する法律
等）の修正を調査・提案

3．デジタルインフラの開発
▪ 急増する通信需要に対応できるデジタルインフラを

開発

▪ 4Gサービスをアップグレードすると同時に、5Gサービスを開
発する

▪ IoTインフラを開発する。ロードマップを策定し、輸送、エネ
ルギー、電気、水等のインフラにデジタルテクノロジーを適用
する

4．デジタルプラットフォーム
の開発

▪ DXを可能にするデジタルプラットフォームの開発

▪ eコマース、農業、観光、ヘルスケア、教育、輸送、建設、
天然資源と環境、オンライン学習、デジタルコンテンツ、企
業会計、金融サービス等、複数のセクターで利用可能な
多部門デジタルプラットフォームを作成する

5．信頼の構築とサイバーの
安全性とセキュリティの保証

▪ サイバーの安全性とセキュリティを確保し、個人デー
タを保護する

▪ サイバースペースにおけるDXを促進し、ネットワークの安全と
セキュリティに関するリスクを軽減する

6．国際協力、デジタル環
境における研究、開発、革
新

▪ 研究、開発、革新を目的に、才能のある人材・企
業を引き付け、世界中の大規模な組織や企業と
協力する

▪ スタートアップ開発をサポートし、大企業が製造および商業
活動におけるテクノロジーの活用を主導することを奨励する

▪ データ処理と分析が可能なコンピューティングシステムを構
築し、組織と企業がAIベースの革新的な製品エコシステム
を共同で提供・開発可能にする

8つの産業分野*2 

2030年を見据えた2025年までの国家DXプログラム*1
デジタル社会 デジタル政府 デジタル経済

概要 スキルの変革と、デジタル変革とデジタル

テクノロジーの知識とスキルを備え、デジタ

ル社会を構築する

国家機関の運営をデジタル化し、国家

機関に対するデジタルサービスインフラを構

築する

企業のDXを促進して、企業と経済全体

の競争力を強化する

技術 AI、データサイエンス、ビッグデータ、クラウ

ドコンピューティング、IoT、VR / AR、ブロッ

クチェーン、3D印刷等のデジタル技術

クラウドコンピューティング、ビッグデータ分

析、AI、VR / VA

サイバーの安全性とセキュリティ関連技術

医療 教育 ロジスティクス 金融・銀行 エネルギー 環境・資源 鉱工業生産 農業

概要 遠隔医療プ

ラットフォームを

開発して、

人々に遠隔

医療サービス

を提供する

リモート学習と

教育をサポー

トするプラット

フォームを開発

する

都市交通シス

テム、高速道

路、国道に焦

点を当てたス

マート交通シ

ステムを開発

する

電子金融を

開発し、現代

的で持続可

能なデジタル

金融プラット

フォームを確立

する

効率的な電

力供給のため

に、電力業界

とネットワーク

の最適化およ

び自動化を優

先する

大規模で包

括的なデータ

ベースと情報

システムを開

発する

鉱工業生産

におけるスマー

ト戦略と組織

構造、スマート

ファクトリーの

構築する

スマート農業、

精密農業、そ

して経済にお

けるデジタル

農業のシェア

の拡大に向け、

ハイテク農業

を促進する

http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
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国家 DX プログラムの取り組みでは、AI・ビックデータ・サイバーセキュリティ等に関する技術が想定されてい
る。新しいテクノロジーやモデルを試すパイオニアとして繁栄するデジタル国になるために、政府の運営（デ

ジタル政府）、企業の経済活動（デジタル経済）、人々の生活と働き方（デジタル社会）の根本的かつ包括的

な改革を完了し、安全で文明化されたデジタル環境を確立することを目指している。 

表 2-58 注力している分野・技術(2/3)  

 
出所：http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2 

 

各産業分野の取り組みでは、遠隔医療プラットフォーム等をはじめとした、下記技術等が想定されている。 

表 2-59 注力している分野・技術(3/3)  

 
出所：http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2   

 「Some fields need a numerical conversion priority」より抜粋・加工（出展元の英語表記が一部不完全な箇所があり、一部推定を含む） 

 

取り組み DXに関する取組内容 想定技術

デジタル社会

▪ 世界中の大企業や組織の大規模オープンオンライ
ンコース（MOOC）を提供する

▪ 社会のデジタル変革を促進し、デジタル文化の基
盤を整え、デジタル社会を構築する

▪ AI、データサイエンス、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、
IoT、VR / AR、ブロックチェーン、3D印刷

デジタル政府

▪ 州政府機関の業務をデジタル化し、州政府機関
へのデジタルインフラの集中的かつ継続的な開発
に焦点を当てることで、デジタル政府の基盤を整え
る

▪ スマートフォンを介して、高速で正確なオンライン公
共サービスを提供し、人々や企業がコストを削減し
ながら最高のサービスが提供できるようにする

▪ ビッグデータ分析、AI、VR / VA

デジタル経済

▪ インダストリー4.0やデジタル技術製品の生産への
移行を促す

▪ 様々なデジタルコンテンツを作成するデジタルテクノ
ロジー企業を育成する

▪ 企業のDXを促進して、企業と経済全体の競争力
を強化する

▪ サイバーの安全性とセキュリティに関する技術

産業分野 DXに関する取組内容 想定技術

医療

▪ 遠隔医療プラットフォームを開発して、人々に遠隔医療
サービスを提供する

▪ 医療施設にデジタルテクノロジーを適用して、スマート病
院の設立を目指す

▪ 遠隔医療プラットフォーム
▪ スマート病院

教育

▪ リモート学習・教育をサポートするプラットフォームを開発
する

▪ 教育機関の100％が遠隔教育および教育活動を開
始する

▪ リモート学習と教育をサポートするプラットフォーム

ロジスティクス
▪ 都市交通システム、高速道路、国道に焦点を当てたス

マート交通システムを開発、ロジスティクスインフラを変革
する

▪ デジタル交通、インフラ管理

金融銀行

▪ 電子金融を開発し、現代的で持続可能なデジタル金
融プラットフォームを確立する

▪ 税務、税関、財務、証券のあらゆる側面にデジタルテ
クノロジーを適用する

▪ デジタル金融プラットフォーム、フィンテック（デジタルバンキング
サービス等）

エネルギー
▪ 効率的な電力供給のために、電力業界とネットワーク

の最適化および自動化を推進し、エネルギーセクターを
デジタル変換する

▪ デジタル電気メーターの接続技術

環境・資源 ▪ 大規模で包括的なデータベースと情報システムを開発 ▪ 国土データベース、および他の地域のデータベース構築

鉱工業生産 ▪ 鉄工業生産におけるDXを行う
▪ スマート戦略と組織構造
▪ スマートオペレーションを利用するスマートファクトリー構築
▪ スマート製品とデータ関連サービスの開発

農業
▪ スマート農業、精密農業、そして経済におけるデジタル

農業のシェアの拡大に焦点を当てて、ハイテク農業を促
進する

▪ データプラットフォーム
▪ 農産物の生産、供給、流通、予測（価格、季節等）にデジタ

ル技術を利用

http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
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➢ 業界団体 

複数の業界団体が存在するが、特に VINASAは日本の多くの団体と繋がりがある。 

表 2-60 業界団体  

 
出所： 

*1 http://www.veia.org.vn/ 

*2 http://vinasa.org.vn/Default.aspx?sname=vinasa-en&sid=5&pageid=3144&catid=4287&catname=introduction 

*3 http://en.vecom.vn/ 

 

➢ ビジネス展開のヒント 

ベトナム政府が優先的に取り組んでいる 8 つの産業分野（Make in Vietnam）について、それぞれの代表企
業における特徴や技術等を紹介する。 

業界団体 説明

VIETNAM ELECTRONIC 

INDUSTRIES  ASSOCIATION 

(VEIA)*1

2000年6月に設立された、非営利、非政府の組織。ベトナムの電子産業が直面する課題に取

り組む際に、国内企業を代表して活動し、電子産業の利益に貢献している。国の経済における

電子産業の重要性を認識し、様々な地域および国際的な活動を通じて、ベトナムの電子産業

が競争力を維持するための支援を行っている

VIETNAM SOFTWARE AND IT 

SERVICES (VINASA)*2

2002年4月に設立された、非営利、非政府の組織。ベトナムのソフトウェア産業の発展を促進

し、メンバーの権利を保護するために、メンバー間の協力と相互支援を促進することを目的として

いる。主な役割は、政府とソフトウェア業界の橋渡しを行い、VINASAのメンバーの利益を保護・

促進することである

日本の以下の団体とも繋がりがある

・日本貿易振興機構(JETRO)

・情報サービス産業協会(JISA)

・関西電子情報産業協同組合(KEIS)

・Japan information Service Innovation Partners Association (JASIPA)

・日本セキュリティ監査協会(JASA)

・沖縄デジタルコンテンツ産業振興協議会(OADC)

Vietnam E-commerce 

Association (VECOM)*3

2007年6月に設立された非営利・非政府組織で、電子商取引を行う企業、団体、個人が会

員となっている。業務プロセスにおける電子商取引の適用、および電子商取引におけるサービス

の調査または提供を行っている

http://www.veia.org.vn/
http://vinasa.org.vn/Default.aspx?sname=vinasa-en&sid=5&pageid=3144&catid=4287&catname=introduction
http://en.vecom.vn/
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図 2-87 優先的産業分野と技術 

出所： 

*1 http://makeinvietnam.mic.gov.vn/ 

*2 http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2 

・デジタル社会：VII. A number of tasks and solutions for digital social development 3 

・デジタル政府：V. A number of tasks and solutions for developing digital government 5 

・デジタル経済：VI. A number of tasks and solutions for developing a digital economy 2  

 

医療部門企業は、AIや医療対象団体管理のソフトウェアを通じて、医療サービスのサポートを行っている。 

表 2-61 優先的産業分野（医療分野） 

 
出所：http://makeinvietnam.mic.gov.vn/（ベトナム語のサイトを日本語に自動翻訳、会社名のみ英語表記） 

 

取組み 主な技術

デジタル

社会

AI、データサイエンス、ビッグデータ、クラウドコン

ピューティング、IoT、VR / AR、ブロックチェーン、

3D印刷等のデジタル技術

デジタル

政府

モバイルデバイスでのサービス提供、ビッグデータ分

析、AI、VR / VA

デジタル

経済

サイバーの安全性とセキュリティ

分野 概要

医療 遠隔医療プラットフォームを開発して、人々に遠隔医療

サービスを提供する

教育 リモート学習と教育をサポートするプラットフォームを開発す

る

ロジス

ティックス

都市交通システム、高速道路、国道に焦点を当てたス

マート交通システムを開発する

金融・銀

行

電子金融を開発し、現代的で持続可能なデジタル金融

プラットフォームを確立する

エネル

ギー

効率的な電力供給のために、電力業界とネットワークの

最適化および自動化を優先する

環境・資

源

大規模で包括的なデータベースと情報システムを開発する

鉱工業

生産

鉱工業生産におけるスマート戦略と組織構造、スマート

ファクトリーの構築する

農業 スマート農業、精密農業、そして経済におけるデジタル農

業のシェアの拡大に向け、ハイテク農業を促進する

8つの産業分野（Make in Vietnam）*1 政府が注目する主な技術*2

企業名 製品/サービス名 分野 カテゴリ・分類等 製品/サービス説明

VINBRAIN CO., LTD
DrAid™

AI医師

アシスタント

医療 AI 医師の胸部X線フィルムの診断を支援するソフトウェア

Duy Tan University

拡張現実とビッグ

データの視覚化を

使用した、教育に

おける3D人体シ

ミュレーション

医療 AI
3Dバーチャルリアリティ技術を用いて正確な人体を作成す

る

Viettel Enterprise 

Solutions Corporation

Viettel 

Telehealth
医療 医療用ソフトウェア 病院ホットライン構築

MOSS TECHNOLOGY 

SOLUTION JOINT 

STOCK COMPANY

モスクリニッククリ

ニック管理ソフト

ウェア

医療 医療用ソフトウェア クリニック管理ソフトウェア

QA SOLUTIONS JOINT 

STOCK COMPANY
QAeHealth

システム
医療 医療用ソフトウェア

受領、支払い、健康診断、テスト、イメージング、機能探

索、薬局、入院患者の一括管理

YOUMED VIETNAM

CO., LTD

YouMed

予約アプリ
医療 医療用ソフトウェア 予約アプリケーション

http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=99391&ID1=2
http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
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教育部門企業は、ソフトウェアを通じて場所・時間に関わらず、利用者が学習できる環境を構築している。 

表 2-62 優先的産業分野（教育分野） 

 
出所：http://makeinvietnam.mic.gov.vn/（ベトナム語のサイトを日本語に自動翻訳、会社名のみ英語表記） 

 

ロジスティクス、金融・銀行分野企業は、AI 技術等を用いて、各分野専用ソフトウェアを通じて、利用者を支
援している。 

表 2-63 優先的産業分野（ロジスティクス/金融・銀行分野） 

 
出所：http://makeinvietnam.mic.gov.vn/（ベトナム語のサイトを日本語に自動翻訳、会社名のみ英語表記） 

 

金融・銀行分野企業は、管理機能をつけているソフトウェアを基に、各サービスを展開している。 

企業名 製品/サービス名 分野 カテゴリ 製品/サービス説明

VNPT INFORMATION 

TECHNOLOGY 

COMPANY
vnEdu 教育 データなし データなし

VIETNAM POSTS AND 

TELECOMMUNICATIO

NS GROUP - VNPT

Online Learning 

and Exam Platform 

- VNPT E-Learning

教育
教育およびトレーニングに

特化したソフトウェア

オンライントレーニングの実施やオンデマンドでの知識提供

を可能にする

FPT Software Co., Ltd.
Codelearn

System
教育

教育およびトレーニングに

特化したソフトウェア
データなし

BeOnline Co., Ltd.
ウェブサイト

「TiengAnh123」
教育

教育およびトレーニングに

特化したソフトウェア
英語学習用ウェブサイト

Information 

Technology Company 

of School@Net

ベトナム語を学ぶ 教育 教育用デジタル製品 初等ベトナム語のレッスンを完全シミュレート

Iig Vietnam Joint Stock 

Company

Microsoft Office 

Specialist（MOS）
教育 情報技術研修サービス

Microsoft Office 使用されるアプリケーションソフトウェアシ

ステム全体に関する包括的で詳細なスキルの認定

企業名 製品/サービス名 分野 カテゴリ 製品/サービス説明

Viettel Post Joint Stock 

Corporation

VIETTELPOST

貨物輸送ソフトウェア
ロジスティクス

その他

専用ソフトウェア
商品の素早い配達と、注文の管理及び作成を支援

FSI INVESTMENT 

TRADING AND 

TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY

文書デジタル化ソフト

ウェアD-IONE
金融-銀行

デジタルデータ処理のため

のソフトウェア

大規模で高品質のデータベースを短時間で処理・作成す

るのに役立つ文書デジタル化システム

FPT SMART CLOUD 

CO., LTD

包括的な人工知能プ

ラットフォームFPT.AI
金融-銀行 AI

AIが知識を学習・抽出・発見するためのプラットフォームを

提供する

VIETNAM POSTS AND 

TELECOMMUNICATIO

NS GROUP - VNPT

VNPTPay-ベトナムで

包括的な金融を促進

するためのソリューショ

ン

金融-銀行
財務および銀行に特化

したソフトウェア

ベトナム郵電公社VNPTが提供する電子財布、国内カー

ド、国際カードを介したデジタル決済エコシステム

Viettel Digital Service 

Corporation

ViettelPay

ベトナム人のためのデ

ジタル銀行

金融-銀行 アプリケーション

請求書の支払い、送金、クレジットの支払い、スクラッチ

カードのチャージを含む、多様な場面でのデジタル決算を支

援

Fpt Hoa Lac Software 

Company Limited
akaChain 金融-銀行 AI

ブロックチェーンでマーケティング、ファイナンス、サプライチェー

ンソリューションを提供する

http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
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表 2-64 優先的産業分野（金融・銀行分野）(1/2) 

 
出所：http://makeinvietnam.mic.gov.vn/（ベトナム語のサイトを日本語に自動翻訳、会社名のみ英語表記） 

 

金融・銀行分野企業は、主にプラットフォームを基に、利用者をサポートするソフトウェアを展開している。 

表 2-65 優先的産業分野（金融・銀行分野）(2/2) 

 
出所：http://makeinvietnam.mic.gov.vn/（ベトナム語のサイトを日本語に自動翻訳、会社名のみ英語表記） 

 

金融・銀行、エネルギー、環境・資源、鉱工業生産分野企業は、「各分野専用ソフトウェア」、「AI 技術」を基
に、製品を展開している。 

企業名 製品/サービス名 分野 カテゴリ 製品/サービス説明

CITEK TECHNOLOGY 

JOINT STOCK 

COMPANY

デジタルトランス

フォーメーションソ

リューションERPイン

テリジェントエンター

プライズ

金融-銀行
エンタープライズリソース管

理ソフトウェア
データなし

MOBIFONE 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CENTER

テレマーケティング

業者監視サービス
金融-銀行

システムインテグレーション

サービス
PBXシステムを組織や企業に提供する

SAIGON BPO CO., LTD

金融、銀行、保険

の分野にサービスを

提供するBPOサー

ビス

金融-銀行
ソフトウェア開発および

アウトソーシングサービス
データベース形成を希望する顧客に対し、カスタムデータ入

力サービスを提供

FPT INFORMATION 

SYSTEM CO., LTD

FPTATMガード-

ATM用警報

システム

金融-銀行
アプリケーションソフトウェ

ア

24時間年中無休で、全国の主要銀行のATMシステムに

保守サービスを提供

FPT INFORMATION 

SYSTEM CO., LTD
スマートバンク 金融-銀行

財務および銀行に特化

したソフトウェア
銀行管理ソフトウェアシステム

FPT INFORMATION 

SYSTEM CO., LTD

モバイル

バンキング
金融-銀行

財務および銀行に特化

したソフトウェア
ATMシステムを介して、携帯電話での請求書支払いを可

能にするサービス

企業名 製品/サービス名 分野 カテゴリ 製品/サービス説明

FPT INFORMATION 

SYSTEM CO., LTD

TCS

銀行を通じて州の

予算を収集するソ

リューション

金融-銀行
財務および銀行に

特化したソフトウェア
現金の徴収、送金、領収書発行、税の徴収等を行う

FPT INFORMATION 

SYSTEM CO., LTD
FPT.SBRS 金融-銀行

財務および銀行に

特化したソフトウェア
レポートの作成、レビュー、および承認の簡易化ソフトウェア

VIETNAM ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE SYSTEM 

CO., LTD

V-IONE 金融-銀行
その他の学際的なアプリ

ケーションソフトウェア

記録データファイルをすばやく、簡単、正確に文書に変換

するソフトウェア

BASE ENTERPRISE 

JOINT STOCK 

COMPANY

Base.vnビジネス

管理および管理プ

ラットフォーム

金融-銀行
エンタープライズリソース管

理ソフトウェア

ビジネス管理と管理に必要なテクノロジーアプリケーションを

つなげるSaaSプラットフォーム。ジョブ管理、パフォーマンス管

理、情報通信管理の3つの領域でビジネスをサポート

FPT Software Co., Ltd. akaChain 金融-銀行
エンタープライズリソース管

理ソフトウェア

企業が経済的かつ効率的な方法で、事業活動にブロック

チェーンを適用することを支援

MISA JOINT STOCK 

COMPANY

MISAAMIS

コーポレートガバナ

ンスプラットフォーム

金融-銀行
財務および銀行に特化

したソフトウェア

あらゆる規模と分野の企業の包括的なデジタル変革を支

援

http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
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表 2-66 優先的産業分野（金融・銀行/エネルギー/環境・資源/鉱工業生産分野） 

 
出所 

*: http://makeinvietnam.mic.gov.vn/（ベトナム語のサイトを日本語に自動翻訳、会社名のみ英語表記） 

 

➢ 通信分野の規制・データ保護法 

通信分野における規制及び保護に関する法令は、主に下記の 5つがある。 

表 2-67 通信分野の規制・データ保護法 

 
出所 

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/pdf/084.pdf 

 

企業名 製品/サービス名 分野 カテゴリ 製品/サービス説明

VIETTEL CYBER 

SECURITY CENTER

ViettelAI

オープンプラットフォーム
金融-銀行 AI

人工知能を使用した基盤技術を用いて組織・企業の作

業を効果的に自動化・最適化する

VIETNAM POSTS AND 

TELECOMMUNICATIO

NS GROUP

VNPTSmartCloud

エコシステム
金融-銀行

その他のシステム

ソフトウェア
クラウドサービス

MOBIFONE 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CENTER

マルチサービスの集中接続

のためにビッグデータを管理

するためのゲートウェイソ

リューション

金融-銀行
専用アプリケーション

ソフトウェア

すべてのユーザーデータソースを暗号化し、企業のコアネット

ワークへの接続を一元的に監視するソフトウェア

APPLIED TECHNICAL 

SYSTEM JOINT STOCK 

COMPANY

OneATS エネルギー
その他

専用ソフトウェア

エネルギー、製造、化学、水処理、鉱山等の業界における

制御、自動化、および、データ分析アプリケーション向けの

柔軟な設計を備えた統合プラットフォームソリューション

VIDAGIS VIETNAM-

DENMARK CO., LTD

環境、鉱物、水資源の管

理システム
環境資源

専用アプリケーション

ソフトウェア
環境、鉱物、水資源の管理

NAL VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY
ChatOps 鉱工業生産 AI AIを用いたプラットフォーム

Fpt Hoa Lac Software 

Co., Ltd.
akaBot 鉱工業生産 AI

ヒューマンエラーが発生しやすいビジネスプロセスの自動化を

支援

法律名 分野 概要

情報技術法

No67/2006/QH11
知的財産権保護

▪ I T アプリケーション利用と開発活動を規定

▪ 知的財産権の保護を促進する

電気通信法

No. 41/2009/QH12
通信分野の規制

▪ 電気通信投資及び事業を含む電気通信活動を規定

▪ 電気通信管理、電気通信工事の工事、電気通信業務に従事する団体及び個人の権

利及び義務を規定

ネットワーク情報安全法

No. 86/2015/QH13 
ネットワーク情報活動、

ネットワーク情報保護
▪ 個人データ保護、スパム、不適切な情報の流通等の課題に対応するために制定

サイバーセキュリティ法

No.24 / 2018 / QH14
サイバーセキュリティ、

サイバー犯罪

▪ 安全保障に関連する重要情報のセキュリティ確保、ネットワークの安全を侵害する行為の
防止、データやネットワーク防護の実施等について規定

▪ 個人情報及び重要データを対象に、重要情報システム管理者に対するデータの国内保存
義務、データの国外提供（持出し）する際の安全評価義務が含まれる

▪ 外国の電気通信及びインターネット・サービス提供者に対し 、ベトナム国内ユーザのデータを

対象としたサーバの国内設置や事務所の国内設置を義務付けている

インターネット・サービス及びオ

ンライン情報の管理、提供及
び利用に関する首相令

Decree 27 / 2018 / ND-CP

サービスに関する規定

▪ インターネット接続の提供、サービス提供のあり方、情報管理原則、ソーシャル・ネットワーク
やニュースブログでの情報提供、オンラインゲーム等について規定

▪ SNSや情報サービスを提供するためには国内にサーバを設置する義務や、利用者の個人情

報に関する取扱い、若年者のオンラインゲームの時間制限等の規定

http://makeinvietnam.mic.gov.vn/
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/pdf/084.pdf
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/pdf/084.pdf
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2.4 インド 

2.4.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している EIU(Economist 
Intelligence Unit)の報告書によると、インドは新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、新たな市場機

会を開拓しようと努力しているが、厳しいビジネス環境が生産性に影響し、経済の潜在力を妨げてい

る。 

 

 
図 2-88 ビジネス環境概況（その 1） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっており、インドは新型コロナウイルス感染症が国の経済成長を妨げているにもかかわらず、

安定した FDI の流れを確保し、国内の輸出業者の競争力を高めることで、外国貿易改善のための措

置を講じてきたと考えられる。 

 

出典:EIU

実質GDP成長率

1.9 (2016-20)

FDI流入

47.89ドル10億

(2016-20)

人口

13.7億人 (2020)

主要都市

デリー、ムンバイ、

コルカタ、チェンナイ

主な外国語

英語

為替レート (平均)

74.1 (2020)

総合ランキング

概
要

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

11 11

政治環境ランキング

14 14

ビジネス環境ランキング

インドは、様々な経済政策によって支配されて

いる民間部門と公的部門の共存、資本不足、

国民の低所得水準、規制規範などの様々な

要因により、ビジネスの運営を困難にし、低迷

させているため、当該地域のビジネス環境ラン

キングで上位に入ることは難しいと予想される。

3 4

市場機会ランキング

強力な野党が存在しないため、現在の与党ヤ

・ジャンタ党 (BJP) は2024年以降も政権の中

枢にとどまると予想されるが、一部の州では連

立政権が影響を受ける可能性がある。政府は

、企業活動のコストを増大させ、国の経済に課

題をもたらす汚職の問題に取り組むことに焦点

を当てている。

新型コロナウイルス感染症により、一時的に失

業率が上昇し、所得水準が低下したため、今

後数年間は消費者の需要が減少すると考え

られる。しかし、莫大な人口と経済成長を誇る

インドは、他のアジア諸国の中でも最もポテン

シャルの高い市場の１つであり続けると考えら

れる。

2016-20 2021-25 2016-20 2021-25 2016-20 2021-25
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図 2-89 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、公共セクター企業の民営化と高収益インフラ

プロジェクトは、インドが新たな可能性を探る重点分野である。一方、インターネット速度の遅さが

技術的な対応の障害になっている。 

 
図 2-90 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

 

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 16/17

地域ランキング(2021-25) 13/17

主要指標

各指標の概要

• 貿易関連の官僚主義が大幅に改善さ

れ、資本勘定の規制が緩やかに緩和さ

れたことにより、対外貿易におけるインド

の順位は今後数年間で向上すると予想

される。

• インド政府は、国内の輸出業者が地域

諸国の中で競争力を持てるようにするた

め、輸出補助金の削減、書類のデジタル

化、輸出プロセスにおけるテクノロジーの

活用などの対策を講じている。

• 政府は、「自立したインド」キャンペーンの

下で、国内製造業を支援するために新し

い関税障壁と非関税障壁を導入する。

• 直接投資政策の改革、投資の円滑化及び事

業の容易化のために政府がとった措置は、 イ ン

ドへの直接投資流入の増加をもたらした。

• インド政府は、良好な人口動態、モバイルとイ

ンターネットの普及、および高いデータ消費能力

により高い収益力を持つデジタル部門に対し、

26%のFDIを認めている。

• 政府支出の増加により、民間投資の誘致が

期待されている。また、電子機器製造のための

生産連動型インセンティブ（PLI）制度は誘致

に大きく役立つと考えられている。

• 新型コロナウイルス感染症はインドのGDP成長に

影響を与えている。ロックダウンなどの封じ込め政

策で国内消費が 減 少 し た ため、2019年に4.7%

成長したインド経済は、2020年には7.5%縮小し

た。

• 歳入の実現率が低下し、食料・公共配給と農村

開発への支出が増加するため、 財政赤字と経常

赤字は、2021年以降も持続し、増加すると予想

される。

• 国連の報告書 「世界経済の状況と見通し2021

」の年度別推計によると、インドの経済成長率は

2020年に5.7% に 低下し、2021年には7%に戻る

と見込まれてい る が、2022年には再び5.6%に減

速すると推計されている。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 15/17

地域ランキング(2021-25) 14/17

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 15/17

地域ランキング(2021-25) 11/17

出典:EIU
備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

技術的準備

パラメータ 値

地域ランキング(2016-20) 10/17

地域ランキング(2021-25) 12/17

主要指標

各指標の概要

民間企業に対する政策と

競争

パラメータ 値

地域ランキング(2016-20) 11/17

地域ランキング(2021-25) 11/17

インフラストラクチャ

パラメータ 値

地域ランキング(2016-20) 14/17

地域ランキング(2021-25) 10/17

• インドではインターネットとモバイルの普及

レベルが大幅に上昇しているにもかかわら

ず、ユーザー数は世界やアジアの国々と

比べるとまだ少ない。

• スピードテスト・グローバル・インデックスによ

ると、インドは固定ブロードバンド速度とモ

バイルインターネット速度のランクが低い。

5Gを導入すればインターネット速度は向

上するが、周波数免許の取得やインフラ

の整備が障害になるため、インドは農村

地域に高速インターネットを提供するとい

う目標達成は困難と予想される。

• デジタル部門における中産階級とFDIの

増加に伴い、電子商取引 は 勢いを増し

ている。

• インドでは、空港、ネットワーク接続性の高さ、

インターネット速度、新幹線 な どの 、高い収益

率を持つインフラプロジェクトに関して、大きな進

展が期待されている。

• バラトマラ（道路建設）とサガルマラ（港湾建

設）の公共プロジェクトは、550の地区間の接

続を約束するもので、予測期間中（2025年ま

で）に優先的に実施される予定である。

• インフラへの大規模な投資は、インドへの全体

的なFDI流入と、プライベート・エクイティおよび

ベンチャー・キャピタリスト投資に弾みをつけるた

めに行われる。

• 官民連携(PPP)の下、政府は、今後5年間で民

間企業の新たな機会を創出する鉄道やデジタル

通信インフラ事業を中心とした公営企業の民営

化を拡大することを計画している。

• インドの知的財産を保護することで、国内での研

究開発が促進され、それが民間企業からの投資

を確実なものにする。

出典:EIU
備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。
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(2) 関連する規制 
日本企業がインド進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 

表 2-68 インド進出に際し関連する主な規制 

 
出所：JETRO（インド | アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp) ） 

 

情報通信技術セクターは規制業種となっている。 

 
図 2-91 情報通信技術セクターに関連する主な外資規制 

出所：JETRO（外資に関する規制 | インド - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

 

金融セクターは規制業種となっている。 

名称 説明

規制業種・禁止業種 ◼ 情報通信技術および金融セクターはいずれも外資規制がある（次ページ以降のスライド参照）

資本金に関する規制

◼ 会社法に基づく最低資本金規制〔会社改正法2015〕により、最低資本金の規制はなくなったが、企業省（Ministry of 

Corporate Affairs：MCA）は、最低資本の金額を規定することができる。一方、証券取引所に上場する場合は、公募

による資本金が3,000万ルピー以上で、かつ総資本金の25％以上を公募する必要がある。ただし、ボンベイ証券取引所の

場合は、総資本金額は1億ルピー以上。なお、インドでは公開会社を、株主が発起人や経営者のみに限定されている非

上場公開会社（closely-held public company）、証券取引所に上場した上場公開会社（widely-held public 

company）の2つに分類している

◼ 現物出資に関する規制〔2020年統合版FDI政策〕

• 機械、設備などの輸入資本財を資本金に繰入れできる。輸入資本財に中古機械・設備は含まない

政府認可が必要なセクターの場合、当該繰入れは産業国内取引促進局（DPIIT）の許可を条件とし、申請は当該資本

財の船積み後、180日以内に行わなければならない。自動認可が認められているセクターの場合、機械、設備、資本財（中

古機械含まず）の輸入に対する普通株の発行は自動認可ルートが認められる

• 海外投資家による、会社の設立準備ならびに登記にかかる前払い費用（家賃も含む）を資本金に繰入れできる

政府認可が必要なセクターの場合、繰入れはDPIITの許可を条件とし、申請は会社登記後、180日以内に行わなければな

らない。自動認可が認められているセクターの場合、会社の操業および設立準備にかかる前払い費用に対する普通株の発行

は自動認可ルートが認められる

外国人就業規制 ◼ 外国人の就業規制は特段ない

現地人の雇用義務 ◼ 義務なし

外国企業の会社設

立手続き

◼ 外国企業のインド進出の形態は、現地法人（独資子会社、インド側パートナーとの合弁会社）、駐在員事務所

（L.O.）、支店（B.O.）、プロジェクト・オフィス（P.O.）、有限事業組合（LLP）のいずれか

◼ 詳細はこちらをご覧ください

通信サービス業〔2020年統合版FDI政策、項目5.2.14〕

◼ 固定電話、携帯電話、関連付加サービス等への外資出資は100％まで可能。ただし、49％以下の出資は自動認可とし、49％超の出資は政府による

個別認可取得が条件

◼ また、自動認可ルートで100％まで外資出資が認められる「その他のサービス提供者」を除き、通信セクターにおけるFDIは、情報通信省（Department 

of Telecommunications：DoT）から随時通知される投資家およびライセンシーによるライセンスおよびセキュリティ条件を遵守する必要がある

https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
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図 2-92 金融セクターに関連する主な外資規制 

出所：JETRO（外資に関する規制 | インド - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

 

2.4.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

インドの電子政府関連取組の所管機関として、電子情報技術省（MEITY）、国家情報学センター（NIC）
などが挙げられる。 

表 2-69 インド電子政府主管機関 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/main_content/000537358.pdf 

http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/r01/191119-04in.pdf 

その他の金融サービス〔2020年統合版FDI政策、項目5.2.26〕

次の機関で規制されている金融サービス活動について、FDIは出資比率に応じた最低資本金などの条件の下、自動認可ルートで100％まで可能

◼ インド準備銀行（RBI）

◼ 証券取引管理局（Securities and Exchange Board of India：SEBI）

◼ 保険規制開発庁（Insurance Regulatory Development Authority：IRDA）

◼ 積立基金規制開発庁（Pension Fund Regulatory and Development Authority：PFRDA）

◼ 全国住宅局（National Housing Board：NHB）

◼ 政府が認めるその他の金融セクター

金融サービス活動が法律によって具体的に規制されている場合には、FDIの限度は当該法律によって制限される
金融サービス活動について、規制当局が［1］複数存在する、［2］一部の活動のみを規制している、［3］明確に定まっていない等の場合には、FDIは
最低資本金などの条件の下、政府認可ルートで100%まで可能

また、ダウンストリームインベストメントは、セクターごとの規制および〔外国為替管理法（FEMA）〕の対象となる

保険業〔2020年統合版FDI政策、項目5.2.22およびPress Note 1 of 2020〕

保険規制開発庁（Insurance Regulatory & Development Authority：IRDA）からのライセンス取得および〔1938年保険法〕の遵守を条件に、規
定された保険事業では、49％を上限に自動認可ルートで出資が可能。保険ブローカー、再保険ブローカー、保険コンサルタント、法人代理店、第三者管
理人、調査員、損害査定員、またはIRDAが随時通知するその他の団体を含む、仲介業者または保険仲介業者による外国投資は、自動認可ルートで
100％まで出資が許可されている。

政府は、2021年度国家予算において、1938年保険法を改正し、保険会社に対する外資出資比率の許容限度を49％から74％に引き上げ、外国資本
による所有と保障措置による支配を認めることを提案した。

名称 概要 ウェブサイト

電子情報技術省

Ministry of Electronics and 

Information Technology

（MEITY）

2016年6月に電子情報技術局（DeitY）から省に格上げ。電子政府及び関連するインフ

ラ、IT、エレクトロニクス、インターネット関連政策、電子政府、電子基盤、電子医療、電子

商取引等の振興においての他省庁の支援などを所掌する。（*2）

https://www.meity.gov.in/

国家情報学センター

National Informatics Centre

（NIC）

MEITYの付属機関であり、政府の情報通信基盤構築を担う。全国を結ぶバックボーンネッ

トワークを運営する他、中央 地方政府に対する機器供給、全国の政府機関に対してシス

テムの設計・保守に係る支援などを行う。 （*3）

https://www.nic.in/

行政改革・公衆苦情処理部

Department of 

Administrative Reforms & 

Public Grievances

（DARPG）

行政改革及び州や中央政府機関に関係する公衆からの苦情処理を担当する部局である。 https://darpg.gov.in/

National Institute of SMART 

Government (NISG)

2002年に非営利団体としてインド政府によって設立され、スマートガバナンスやプロセス改革、

デジタル化等を先導する政府を支援する機関である。
https://www.nisg.org/about

【電子政府関連政策の歩み】（*1）

◼ 1998 年にインド政府は108 項目の政策提言から成る「IT 行動計画」を発表し、電子政府構築を進め始めた。

◼ 2006 年に中央政府主導による電子政府化のための総合的な新戦略「国家電子政府計画（National e-Governance Plan: NeGP）」が発表

され、インド全域で電子政府化の実現を目指した。

◼ 2014年モディ政権の誕生後「デジタル・インディア（Digital India）」が発表され、 NeGPを発展・増強する内容となり、様々な分野をデジタル化す

ることにより知識経済社会に変革しようとしている。

◼ 2017年に「デジタル・インディア2.0」計画が発表され、デジタル技術の活用とイノベーションの促進を通じて、包括的・強固で、安全かつ持続可能なデ

ジタル経済の発展を目指す。

https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000537358.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/r01/191119-04in.pdf
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*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf_contents.html 

*3 https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin8-3-1.php 

  http://kjs.nagaokaut.ac.jp/mikami/e-gov/india.htm 

 

➢ 政策 

行政サービスのデジタル化は「デジタル・インディア」計画の柱の一つとして挙げられる。 

 
図 2-93 「デジタル・インディア」計画－三つのビジョン及び九つの柱 

出所： 

*1 https://digitalindia.gov.in/content/vision-and-vision-areas 

  https://digitalindia.gov.in/content/programme-pillars 

 

「デジタル・インディア」計画で中核的な役割を担っているのは、デジタルインフラの土台となる国

民 ID システム（Aadhaar）であり、Aadhaar をベースに複数の機能が開発された。 

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf_contents.html
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin8-3-1.php
http://kjs.nagaokaut.ac.jp/mikami/e-gov/india.htm
https://digitalindia.gov.in/content/vision-and-vision-areas
https://digitalindia.gov.in/content/programme-pillars
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表 2-70  Aadhaar をベースに開発された複数の機能 

 
出所： 

*1 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/10181.pdf 

*2 https://www.redhat.com/ja/topics/api/what-are-application-programming-interfaces 

*3 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11416.pdf 

*4 https://www.indiastack.org/about/ 

*5 https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2015/06/2015_07-19-kaigai.pdf 

*6 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc26b510.html 

 

Aadhaar をベースとする諸機能及び India Stack の活用分野として、下記のデータや取組事例が紹介さ

れている。 

機能 詳細

国民IDシステム「Aadhaar（アドハー）」 ◼ アドハーは、UIDAI（インド固有識別番号庁）が運営し、国民一人ひとりに固有の12桁の番号を割り

振ると同時に、生体認証（指紋と虹彩）を登録し、その番号と生体認証の両者が揃うことで本人確

認を行う仕組みである。2009年に導入が始まり、モディ政権の下で登録者は加速度的に増加した（人

口9割に普及）。（*1）

「India Stack（インディア・スタック）」 ◼ India Stackとは、Aadhaarをベースに開発された各機能のオープンAPI（Application Programming 

Interface）の集合体であり、APIはアプリケーションやソフトウェアの構築と統合に使われるツールである。
（*2）

◼ Aadhaarをベースに複数の機能・デジタルサービスが開発され、それがデジタルインフラと捉えて官民の多

様な主体が活用し、India Stackは広く開放するためのプラットフォームの役割を担っている。（*3）

◼ India Stackの４つの階層構造：目的別に①Presenceless layer（生体認証によってどこからでも

様々なサービスにアクセスできる）、②Paperless layer（紙媒体によるデータの収集と保存の必要性が

なくなる）、③Cashless layer（銀行口座/電子財布へのアクセスを統一的に行うことがインターフェース、

金融サービスへのアクセス改善・支払の円滑化）、④Consent layer（データの自由かつ安全な流通が

可能）という４つの階層に分類されている。（*4）

「JAM番号トリニティ」 ◼ 行政手続きを効率化するために、銀行口座、国民ID番号、携帯電話の三つの番号を結びつける「JAM

番号トリニティ」の普及が促進され、行政だけでなく民間資本による多様なサービスを普及させるプラット

フォームとしての発展が期待される。（*5）

他の複数のデジタルサービス ◼ 「デジタル・インディア」計画の下で、Aadhaarを利用した年金受給者向け証明システム「Jeevan 

Pramaan」と「生体認証勤怠管理システム（BAS）」、電子文書管理システム「デジタル・ロッカー・シス

テム」やeサインシステム以外に、市民の政治参加プラットフォーム「MyGov.in」や「国家奨学金ポータル」、

電子窓口システム「eSamparkデータベース」等も導入された。（*6）

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/10181.pdf
https://www.redhat.com/ja/topics/api/what-are-application-programming-interfaces
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11416.pdf
https://www.indiastack.org/about/
https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2015/06/2015_07-19-kaigai.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc26b510.html
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図 2-94 Aadhaar をベースとする諸機能及び India Stack の活用分野 

出所：下記の報告書「India Stack：インドのデジタル化促進策にみる日本のマイナンバー制度への示唆」44 頁図表 3 及び 51 頁図表 8 を基に作成 

*1 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11416.pdf  

 

公共デジタルインフラである India Stack の仕組を他国独自方式に展開できるよう、そのアーキテク

チャを公開した MOSIP（Modular and Open Source Identity Platform）が開発された。 

 
図 2-95 MOSIP について 

出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/2bed7d76531480d3.html 

*2 https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/61cb3c1eeec1c160.html 
 

本人確認

30.1％

オンライン融資

18.4％

オンライン融資

9.8％

税務関連

9.2％

ペーパーレス処

理8.6％

その他

23.9%

India Stackの活用分野

機能
開始

年
概要 管轄

Aadhaar認証 2010年 個人認証 UIDAI

Aadhaar eKYC (electronic 

Know Your Customer)
2012年

個人情報照会で、UIDAIの電子署名付きの個人情報

（氏名、性別、住所、生年月日、顔写真等）の提供

を受ける

UIDAI

eSign 2015年 デジタル署名が可能 CCA

DigiLocker 2015年
Aadhaar番号とリンクしたクラウドストレージで、電子書

類の保管・参照・共有が可能
MeitY

AEPS (Aadhaar Enabled 

Payment System)
2011年 Aadhaar番号と生体認証だけで銀行取引が可能 NPCI

APB (Aadhaar Payment 

Bridge)
2011年

行政機関が社会保障給付金や補助金を、Aadhaar

番号に紐づけされた銀行口座宛に振り込み可能
NPCI

UPI (Unified Payment 

Interface)
2016年

携帯電話端末を用いた24時間週7日即時振り込みで、

銀行口座番号のほか、予め銀行口座番号に紐付けさ

れた携帯電話番号やバーチャル・アドレス宛てに振り込

みが可能

NPCI

Data Empowerment and 

Protection Architecture
開発中

個人データに関して、データ提供者が、ある特定の目的

のためにデータ利用者とデータを共有することを、当該個

人が許可する枠組み

MeitY

UIDAI（Unique Identification Authority of India）：インド固有識別番号庁

CCA（Controller of Certifying Authorities）：認証局の規制監督機関

MeitY（Ministry of Electronics and Information Technology）：電子情報技術省

NPCI（National Payments Corporation of India）：インド決済公社（銀行業界が設立しインド中銀（RBI）の監督下にある）

◼MOSIPについて（*1）

➢ インドのデジタル面での強みを象徴する1つの取組として、「インディア・スタック」が挙げられる。これは、日本のマイナンバー

に当たる国民識別番号Aadhaarを基礎とした公共デジタルインフラであり、個人認証、本人確認、送金などの機能を

併せ持ち、公共財として政府によって管轄されているため、その活用は企業にも広く開かれている。Aadhaarには個人の

生体情報、納税者番号、銀行口座情報などがひも付けられており、これによって、身分証明難や仲介人の存在などの

問題で従来滞っていた貧困層への効率的な補助金支給などが実現したとされる。コロナ禍においても、政府が多数の貧

困層へ早期の現金給付を達成しているため、この取り組みが同様の課題を抱えるアフリカなどの各国から注目されてい

る。インディア・スタックを他国独自方式にカスタマイズできるよう、そのアーキテクチャを公開したMOSIP（Modular 

and Open Source Identity Platform）が開発された。このMOSIPの各国での実装において、日本企業が持つ優れ

た技術の活用が期待でき、日本とインドが連携してMOSIPの第三国での本格導入が望まれるとされている。

◼MOSIPの活用（*2）

➢ MOSIPの活用により、各国で一からシステムを開発する必要がなく、自国向けにカスタマイズするだけでシステム構築が

可能だとされるが、それを実装するためには、生体認証機器や光ファイバーなどのハード面、サイバーセキュリティーやシス

テム・インテグレーションなどのソフト面でさまざまな技術が必要とされる。

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11416.pdf
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/2bed7d76531480d3.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/61cb3c1eeec1c160.html
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図 2-96 MOSIP の特徴及び展開状況 

出所：下記の報告書から抜粋 

*1 https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf 

 

➢ UN e-Gov Index 

UN e-Gov Index では 100 位（2020 年）となっている。 

◼MOSIPの特徴及び展開状況（*1）

➢ MOSIPを構築する大学機関として、IIIT （The International Institute of Information Technology）が挙げられる。

➢ 「各国はMOSIPを自由に使用して、独自の国民IDシステムを構築できる。MOSIPは、そのアーキテクチャがモジュール式であるため、各国がシステム

を実装および構成する方法に柔軟性を提供し、ベンダーのロックインを回避することができる仕組みであると共に、オープンソースの特徴を生かし、ス

ケーラビリティ、セキュリティ、プライバシーのベストプラクティスを採用している。（後略）」

➢ 「MOSIP に3つの特徴がある。１点目は製品ではなくプラットフォームでありビルディングブロックであることが挙げられる。2点目は、堅牢で、セキュ

アで、オープンなプラットフォームであることが挙げられる。最後に、個人認証に特化している機能であることが挙げられる。」

➢ 「MOSIP は5つのモジュール（帳票作成等の申請の準備、申請行為（オンライン・オフライン両方）、申請処理、認証、ヘルプデスク・その他ユー

ザサービス）で構成されている。」

➢ 「MOSIP はモロッコ（人口3,500万人）、フィリピン（人口1.1億人）で採用されているなど、既に海外展開が始まっている。採用されているのは

テクノロジのコアとなるプラットフォームであり、SIやITのパーツについては各国にて調達されている。プラットフォームについてもすべてのパーツではなく、必

要とされるブロックのみが採用されている。国の事情に合わせての導入になっているが、共通するのはバイオメトリクス認証と、データのマッチング作業

である。既存データの精度の問題もあったりするため、マッチング作業では工数を要している状況である。」

➢ 「MOSIPの特徴であるモジュール構成である点が、各国の事情に合わせた導入に役立っている。IDと認証は別であり、諸外国ではIDはあるが認証

が組み合わさっていない状態だったりする。そのため二重のIDやゴーストID が存在する問題が発生している。そのような場合に、MOSIPの認証のモ

ジュールの提供が可能である。インドネシアがこのような国の一例である。また、バイオメトリクス導入国でも、精度が低く、外部検証しないと使い物に

ならない場合がある。その場合は再構築したほうがよいことがある。」

https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf
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図 2-97 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移（2010～2020 年） 

出所：UN E-Government Development Index を基に調査団作成 

 
➢ 具体的計画・取組事例 

電子政府の取組事例として、「国家電子政府計画（National e-Governance Plan: NeGP）」の下で実行さ

れていた各プロジェクトが挙げられる。 
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図 2-98 NeGP の概要及び関連プロジェクト 

出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/main_content/000537358.pdf 

*2 上記のリンクにある報告書 73－74頁表 6-1 を基に作成 
 

また、「デジタル・インディア」計画の柱の一つである e-Kranti（行政サービスのデジタル化）の下

で、NeGP2.0 に直接リンクしている様々なプロジェクトが実行されている。 

 
図 2-99 e-kranti の下の各プロジェクト 

出所： 

*1 https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2015/06/2015_07-19-kaigai.pdf  

*2 https://www.digitalindia.gov.in/content/ekranti 
 

プロジェクト（*2）

金融、部品税・関税、所得税、保険、会社登記、国民番号、

パスポート・ビザ・入国手続き、年金、e-Office
中央政府プロジェクト

農業、付加価値税、e-District、職業紹介、土地登記記録、各種公的手続き、

村役場（Panchayats）ポータル、警察、不動産登録、道路交通、財務
州政府プロジェクト

共通サービスセンター、e-Biz、電子裁判所（e-Courts）、電子調達、

貿易手続き電子化、インド統一ポータルサイト、

電子政府サービスデリバリーゲートウェイ
統合プロジェクト

コンポーネント（*2）

共通サービスセンター、SWAN（State Wide Area Networks）、各州データセンター中核インフラ

人材育成、標準化、啓蒙、評価その他コンポーネント

NeGPの概要

◼ 電子政府に必要なインフラをインド全国レ

ベルで構築し、電子政府化を推進するため

に、2006 年に中央政府主導の下で、「国

家電子政府計画（National e-

Governance Plan: NeGP、以下

NeGP）」といった電子政府化のための総

合的な戦略が発表された。NeGPに基づき、

5 年間で 2,300 億ルピーを投入し、インド

全域で電子政府化を図っていく方針が示

された。

◼ NeGP は、27 分野のミッションモードプロ

ジェクト（Mission Mode 

Projects:MMPs）と 8 分野のサポートプ

ラン（8 components）によって構成され

ている。NeGP の理念は、「効率性、透明

性、信頼性が保証された政府サービスを、

国民誰もが安価に利用できる環境を整え

ること」とされ、MMPsには、中央政府がそ

れぞれ推進すべきプロジェクト及び統合プロ

ジェクト、電子政府を進める上で必要とな

るコンポーネント（インフラや人材、標準化

など）があるとされる。（*1）

◼ デジタル・インディア

➢ モディ政権がICT分野において推進している「デジタル・インディア」は、「行政サービスのデジタル化・効率化を目指すとともに、それを支

えるICTインフラを増強する内容」となっており、インドのビジネス環境の改善に向けた効果が期待されている。前シン政権下で進められ

てきた「国家電子政府計画（NeGP）」を発展・増強する内容となっているが、それだけにとどまらず、モディ政権が推進する経済発展

のためのインフラの整備や製造業の強化が盛り込まれている。 （*1）

◼ e-Kranti

➢ 「デジタル・インディア」の４つ目の柱（ e-Governance:技術を通じた政府改革）と５つ目の柱（e-Kranti:行政サービスのデジタル

化） は、National e-Governance Plan (NeGP) 2.0に直接リンクしており、e-Krantiの導入は、e-Governance、Easy 

governance、Good governanceを実現するために不可欠だとされる。 e-Krantiの下に44のミッション・モード・プロジェクト

（MMP）があり、これらのMMPは、中央政府プロジェクト、州政府プロジェクト、統合プロジェクトに分類される。 （*2）

⚫ 銀行、保険、所得税、Central Excise、

MCA21、年金、パスポート、国民ID、入

国手続き・ビザ

⚫ e-Office

⚫ 郵便

⚫ Central Armed Paramilitary Forces、e-

Bhasha

⚫ NMEICT、e-Sansad

中央政府プロジェクト

⚫ 交通

⚫ 土地登録記録、e-District、付加価値

税、国債、市町村各種公的手続き、

農業、PDS、職業紹介、教育、保健

⚫ 村役場（Panchayats）ポータル、

CCTNS

⚫ 農業2.0、e-Vidhaan、農村開発、女

性・児童

州政府プロジェクト

⚫ インド統一ポータルサイト、NSDG、共通

サービスセンター、金融包摂、貿易手続

き電子化

⚫ e-Biz、電子裁判所（e-Courts）、電

子調達

⚫ NGIS

⚫ 道路・高速道路情報システム、給付金、

都市ガバナンス

統合プロジェクト

実施中サービス 部分的実施中サービス 実装中 設計・開発中 設計中

Digital India 及びe-Kranti

https://www.soumu.go.jp/main_content/000537358.pdf
https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2015/06/2015_07-19-kaigai.pdf
https://www.digitalindia.gov.in/content/ekranti
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他の電子政府推進上の取組として、下記の表に代表的な e-Governance サービスがまとめられている。 

表 2-71 e-Governance サービス事例紹介 

 
出所：下記のリンクにある報告書 279-284 頁の内容を基に作成 

*1 https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf 

 

➢ 課題 

電子政府推進上の課題として、通信インフラの整備、データセキュリティの確保、デジタル・リテラシーの向上

が挙げられる。 

 
図 2-100 電子政府推進上の課題 

出所： 

*1 https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2017/digital-india-targeting-inclusive-growth.pdf 

 

➢ 業界団体と企業 

下記の表に、代表的な IT 関連業界団体及び電子政府関連サービスを提供している企業がまとめられ

サービス名称 概要（*1）

My Gov ◼ グッドガバナンスに向けて国民の声を国のガバナンスプロセスに反映するためのプラットフォーム

National Government Services 

Portal

◼ 様々な分野にわたる（健康や福祉、教育、税金等）政府機関によって提供されるオンライン・サービスを1つのプラット

フォームから容易に利用できるように開発されたポータル

India Portal ◼ 政府省庁や機関、組織から提供される情報とサービスへのsingle-windowアクセスを提供

OGD-Open Government Data 2.0 ◼ 中央政府の省庁/部門の利用可能なデータセットを、マシンで読み取り可能な形式で自由にホストするためのsingle-

windowプラットフォーム

S3Waas ◼ S3WaaS (Secure, Scalable & Sugamya Website as a Service) は、National Informatics Centre (NIC) によっ

て設計・開発されたウェブサイトを生成するフレームワークである

e-Taal ◼ e-Governanceアプリケーションを通じて実行されるe-Transactionsの集約ビューを提供し、Webサービス/APIテクノロ

ジーを使用してe-Taalに統合されたアプリケーションから自動的にe-transactionカウントを取得

Direct Benefit Transfer(DBT) 2.0 ◼ Aadhaarを利用して給付金を現金または現物で特定された受給者に直接届ける大規模な改革イニシアティブ

eSamikSha 2.0 ◼ デジタル情報交換の容易で迅速かつ安全な方法をサポートするデジタルガバナンスプラットフォーム

DigiDhan Dashboard for 

Monitoring Digital Payment 

Transactions

◼ 単一のプラットフォーム上の様々なモード間の全てのデジタル取引を報告し、キャッシュレス経済の発展のためのデジタル

決済とデジタルインフラの促進に役立つ

電子政府推進上の課題（*1）

◼ 通信環境の向上、通信インフラの整備（例えば、パブリックWi-Fi、僻地における通信インフ

ラ・高速インターネットなど）が必要とされる。

◼ 農村地域での通信インフラの電力供給・管理といった問題が挙げられ、セキュリティ措置の

欠如、盗難、メンテナンス対応の不備など問題によって、ネットワークを通じたサービスの提供が

阻害されている。

通信インフラの整備

◼ サイバー犯罪の急増によって、セキュリティ上への対応が求められる。

◼ 安全性が高い個人認証サービスが必要である。
データセキュリティの確保

◼ 国民のデジタルリテラシーの低さが課題となっている。

◼ デジタル行政サービスの国内多言語への対応が不十分である。
デジタルリテラシーの向上

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2017/digital-india-targeting-inclusive-growth.pdf
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ている。 

表 2-72 業界団体と企業 

 
出所：各団体 HP（上表「ウェブサイト」参照）」を基に調査団作成 

 

 

➢ 電子政府の推進にかかわる民間セクターの動き 

電子政府分野にかかわる民間セクターのサービス提供事例として、下記の 3 社の取組が挙げられる。 

表 2-73 民間セクターの取組事例 

 
出所： 

*1 https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf 

*2 https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2018/04/0410.html 

*3 https://www.veetechnologies.com/industries/electronic-govenance.htm 

 

業界団体/企業名 概要 ウェブサイト

NASSCOM

National Association of Software and Services 

Companies

全国ソフトウェア・サービス企業協会、インドの主要IT関連企業が加盟
https://nasscom.in/about

-us

Tata Consultancy Services
インド最大手のITサービス企業、パブリックセクター向けのデジタルソリュー

ションをも積極的に提供
https://www.tcs.com/pub

lic-services

Infosys Ltd
ITサービス企業、パブリックセクター向けのデジタルソリューションをも積極的

に提供

https://www.infosys.com/

industries/public-

sector.html

Wipro Limited
ITサービス企業、パブリックセクター向けのデジタルソリューションをも積極的

に提供
https://www.wipro.com/p

ublic-sector/

Jio Platforms
コングロマリットテック企業でRelianceIndustriesの子会社、最先端デジ

タル技術を提供
https://www.ril.com/OurB

usinesses/Jio.aspx

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd eガバナンスソリューションを提供する企業
https://www.egov-

nsdl.co.in/about_us.html

Hitachi MGRM Net Ltd 行政サービスのデジタル化に向けITソリューションを提供する企業
http://www.hitachimgrm

net.com/

Vee Technologies テクノロジーをベースにしたコンサルティングサービス企業
https://www.veetechnolo

gies.com/industries/elect

ronic-govenance.htm

企業 eガバナンス関連サービス

NSDL e-Governance Infrastructure 

Ltd

◼ 創業当初は、株取引を中央機関が監視するための管理をするシステムをつくっていたが、2005 

年以降は、TIN（Tax Information Network）を構築し、法人と個人に納税者番号を発

行してきた。その他、年金の管理やAadhaar登録業務をも行っている。（※1）

◼ 現在は教育ローンに注力をしており、e マーケットプレイスの仕組みを利用して、①教育ローンの

申請者に対してローン会社からオファーをする仕組み、②奨学金を欲しい人と CSR で寄付をし

たい企業とのマッチングを手掛けている。（*1）

Hitachi MGRM Net Ltd

◼ 日立インド社が、インドでITサービス事業を手がけるMGRM Net社の株式を取得し、Hitachi 

MGRM Net社へ商号変更した。（*2）

◼ MGRM Net社は、インド政府が主導する行政サービスの電子化施策「e-Governance」や

「e-Education」に対応し、「M-Governance Platform」「M-Star Education Expert 

Systems」などのサービスプラットフォームやアプリケーションを開発した実績を有している。（*2）

◼ Hitachi MGRM Net社は今後、行政サービスの電子化に関連するサービスプラットフォーム・ア

プリケーションと、日立のIoTプラットフォーム「Lumada」を活用したデジタルソリューションを連携

させることで、インド政府が主導する「Digital India」に貢献するソリューションを創出・提供し

ていく。（*2）

Vee Technologies

◼ Aadhaar登録、スキャンとデジタル化、文書管理システム、金融包摂、システム統合、オンライ

ン＆オフライン検査、マンパワー・サービス・プロバイダー、Digital Indiaプラットフォーム、

Androidベースのモバイルアプリケーション、調査実施、スマートカードの実装、モバイルアプリに

よる電力メーターの読み取り、請求書の生成サービスなどのeガバナンスサービスを提供している。
（*3）

https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/2019overseas_research_report.pdf
https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2018/04/0410.html
https://www.veetechnologies.com/industries/electronic-govenance.htm
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➢ ドナー支援情報 

世界銀行はインド公共サービスの eデリバリーを支援している。 

 
図 2-101 世界銀行による支援 

出所： 

*1 https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf 

 

(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

インドにおける金融分野の主管は金融庁だが、銀行及び決済に関する事項は中央銀行であるインド準備銀

行が規制している。 

表 2-74 主たるステークホルダー 

 

世界銀行による支援

◼ 世界銀行による公共サービスeデリバリーの支援（*1）

“India: e-Delivery of Public Services” Project

➢ プログラム管理及びNational e-Governance Plan (NeGP) への財政支援を目的とした世界銀行からの

総額1億5千ドルの開発政策融資が承認されたのを受け、電子情報技術省（MeitY）は世界銀行からの

支援を基に、中央政府と州政府の関連部局が集まって国内のeガバナンスの具体的な改革アジェンダにつ

いて話し合う場を設けている。また、MeitYは中央政府や州政府、連邦直轄領政府を支援し、国民（特

に貧困層）に大きな利益をもたらす公共サービスのeデリバリーの展開を促進する制度作り・政策実施をサ

ポートしている。

➢ 2020年12月15日時点では、合計42件のプロジェクトが承認された。保健や教育、立法府、刑務所、選

挙委員会、キャパシティ・ビルディングなど、様々な分野にわたる30件のプロジェクトがこのスキームの下で成

功裏に実施されたことは成果として挙げられる。

名称 説明

財務省

Ministry of Finance

◼ 課税、金融法制、金融機関、資本市場、予 算、中央・国家財政に関する主管官庁。

◼ 2019年には財務省経済局がFintech課題運営委員会の事務局を務めている。

インド準備銀行

Reserve Bank of India

（RBI）

◼ インドにおけるFintechの主要規制機関。

◼ 当初、Fintechの規制に対して軽度のアプローチをとっていたが、最近では完全な規制モデルに近づいている。

◼ Fintechには統合された規制や政策ガイドラインはないが、RBIは市場の変化や技術の進歩に迅速に対応しており、

ここ数年、同分野の発展に適切に対応するために法律の変更や更新を何度か行っている。

◼ なお、2020年の報道によると、RBIはFintechの専属部門を設立することを決定している。

固有識別番号庁

Unique Identification 

Authority of India（UIDAI）

◼ Aadhaarプログラムの管理を担当する法定機関。

◼ Aadhaarプログラムは、インド最大かつ世界最大級の個人認証プロジェクトであり、UIDAIは、Fintech企業が顧客の

オンボーディングや認証の手段としてAadhaarを使用する際のルールやフレームワークの策定において中心的な役割を

果たしている。

インド証券取引委員会

Securities and Exchange 

Board of India（SEBI）

◼ 証券・投資など、主要な金融商品・サービスの規制機関。

インド保険規制開発局

Insurance Regulatory and 

Development Authority of 

India （IRDAI）

◼ 保険商品・サービスの規制機関。

国際金融サービスセンター局

International Financial 

Services Centres Authority 

(IFSCA)

◼ 2020年4月に設立された、金融商品、金融サービス、金融機関に関する開発と規制を行う統一機関。

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
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出所 

※1 https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india 

※2 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/finalreport_annex_adx2103.pdf 

※3 https://ifsca.gov.in/Pages/Contents/AboutIFSCA 

 

➢ 政策 

インドの Fintech 推進基本文書はインド準備銀行の発行した国家金融包摂戦略である。また、ニューインディ
ア戦略＠７５においても、Fintechサービスの推進が謳われている。 

表 2-75 金融分野の政府方針・戦略 

 
出所 

※1 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/finalreport_annex_adx2103.pdf 

※2 https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NSFIREPORT100119.pdf 

 

➢ 金融包摂関連データ 

インドの金融口座保有率は近年急激に上昇しているが、インターネットを利用したデジタル金融の普及は比

較的遅れている。 

主な方針・戦略 決定時期 概要

国家金融包摂戦略

National strategy for Financial 

Inclusion 2019-2024

2019

◼ 金融セクターのすべての利害関係者を巻き込み、国レベルでの金融包摂プロセスの拡大と持続を目指すと

している。

◼ 金融包摂改善のための具体的な提案として、以下のとおりデジタル金融推進策が最優先の政策とされて

いる。

➢ 国内のデジタルインフラは、銀行の支店、BCアウトレット、マイクロATM、POS端末、安定した接続性な

どのネットワークを改善し、電力と組み合わせて拡大する必要がある。顧客の完全なデジタル化に向けて、

必要なインフラを整備するために、様々なステークホルダーと連携した取り組みが必要である。

➢ デジタル決済の導入と受け入れを促進し、人々を正規の金融システムに引き入れる。従来の銀行に加

えて、協同組合銀行、決済銀行、小口金融銀行や、肥料屋、公正価格屋、地方自治体の事務所、

パンチャーヤット、共通サービスセンター、教育機関などのノンバンクを巻き込んで、デジタル取引の効率化

と透明性を高める努力を行う。

➢ Fintechおよび事業ネットワークを活用して、効率的な金融サービスの提供を実現する。

ニューインディア戦略＠７５

New India strategy@75
2019

◼ 政府の政策立案に関して多大な影響力を有する政府系シンクタンクのNiti Aayogが公表した経済政策の

戦略ペーパー。

◼ 金融包摂の一環として銀行口座、保険、年金への普遍的なアクセスを確保するためにテクノロジーを活用し、

オンライン・デジタルかつペーパーレスな 金融サービスを促進するとしている。

➢ 上記戦略に先立って、2014年に開始されたIT化政策「デジタル・インディア」及び2016年に開始されたベンチャー企業育成政策「スタートアップ・インディ

ア」が、今日のインドにおけるFintech隆興の礎となっている。

➢ インド政府が行っている具体的な取組及びプロジェクトについては後述する。

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/finalreport_annex_adx2103.pdf
https://ifsca.gov.in/Pages/Contents/AboutIFSCA
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/finalreport_annex_adx2103.pdf
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NSFIREPORT100119.pdf
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図 2-102 金融包摂・金融サービス利用関連データ 

出所 

※1 https://globalfindex.worldbank.org/ 

※2 https://www.imf.org/ 

 

また、経済の自由度ランキングでは 184 カ国中 121 位（2021 年）と低い一方、Fintech 指数は 65 カ国中 15
位（2019年）と本調査対象国中最上位となっている。 

 

金融包摂指数（2017年）（※2）

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.41 （35位） 0.40（22位） 0.25（43位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出しており、指数は

１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

• インドにおける金融包摂は、モディ首相による各
種イニシアティブにより急激に改善しており、2011
年から2017年にかけて45ポイント上昇している。

• 一方、デジタル金融に関しては特に地方部で出

遅れており、デジタル決済利用率やモバイルマ

ネー口座保有率は調査対象の平均よりも低く

なっており、この傾向は金融包摂指数でも確認
できる。

金融包摂・金融サービス利用関連データ（※1）
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インドのデジタル金融関連指標
インド 調査対象8カ国平均

世界Fintech指数（2019年）（※2）

経済の自由度指数（2021年）（※1）

総合点及び各評価要素は最高100点で、政府の効率性や、事業に係る規制の大きさを数値化している。

インドは56.5点で、184カ国中121位（調査対象8カ国中7位）である。

Fintech指数は、現地のFintech社数、Fintechの活動の規模と質、金融・ネットインフラの規模と

質、競争環境（規制、税制など）、政府の支援などの要素をもとに算出される。

世界Fintech指数
12.024
※全65カ国中15位。調査対象8カ国中1位

都市別ランキング
➢ バンガロールが全アジア都市中2位

➢ ムンバイが同3位、ニューデリーが同6位

高評価分野 決済・送金、個人金融・融資、エクイティ・ファンディング

➢ インドの経済自由度数は世界でも121位と低い

が、これは財政の健全化が遅れていることが大き

く影響している。一方、税負担の小ささ、政府支

出の小ささ、事業の自由度などは高く評価されて
いる。

➢ Fintechに関しては、政府のイニシアティブもあり調

査対象国の中ではトップとなっており、都市別ラ

ンキングでもアジアの中で最多数の都市がランク
インしている。

➢ 特に、決済・送金サービスや個人金融サービスが
高評価となっている。

具体的な評価要素❶ スコア

法の支配

財産権の保護 59 

司法の有効性 56 

腐敗の防止 48 

政府の大きさ

税負担の小ささ 79 

政府支出の少なさ 79 

財政の健全性 18 

具体的な評価要素❷ スコア

規制の効率

事業の自由度 77 

労働の自由度 41 

通貨の安定性 72 

市場の開放性

貿易の自由度 69 

投資の自由度 40 

金融の自由度 40 

インドの総合得点の推移

https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.imf.org/
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図 2-103 経済の自由度指数（2021 年） 
出所 

※1 https://www.heritage.org/ 

※2 https://findexable.com/ 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

インド政府は Fintech 産業の発展に資する、技術を活用した事業者支援や、消費者保護、新機器参入の促
進、法律・規制の整備など基盤整備の取り組みを複数進めている。 

 
図 2-104 具体的な取組事例 

出所 

※1 https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india 

※2 https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india 

※3 https://www.dir.co.jp/report/asia/asian_insight/20171226_012601.html 

※4 https://www.coindeskjapan.com/92632/ 

※5 https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Fintech%20in%20India%202020_0.pdf 

※6 https://thepaypers.com/expert-opinion/indias-fintech-revolution-why-and-whats-next--1242049 

※7 https://www.livemint.com/Industry/hRoVwVIZrYEmtuSzSd4PaO/P2P-lending-firms-to-be-regulated-by-RBI.html 

 

➢ 課題 

インドでは、関連法整備、国民の金融・デジタル・リテラシー、不正の増加、現金主義などが Fintech 分野の
主な課題となっている。 

法律・規制の整備

①税制改革

⚫ 政府は新興企業が利用できる税の軽減や控除に加え、特にFintech企

業の奨励措置を実施。

⚫ 税還付や低価格支払に対する補助を通じ、紙から電子決済への移行を

加速させている。

②支払い・決済の法的基盤整備

⚫ RBIは2007年に支払・決済システム法 (PSSA) を制定し、決済・清算に関

する法的基盤を構築。2015年には、国際支払処理を規制するオンライン

決済ゲートウェイサービス事業者ガイドラインも発行。

③保険規制サンドボックス及びSEBIサンドボックス

※規制のページにて説明

新規参入の促進

①NBFC P2Pレンダーの認定

⚫ 2017年、RBIはすべてのP2P融資プラットフォームを非銀行金融

会社（NBFC）として銀行規制の対象とすることを決定。 P2P

融資事業者の資金調達やビジネス拡大が可能に。

②小規模銀行の認可

⚫ 小規模銀行21行がRBIからライセンスを取得。預金や年金支

給等の基本的なサービスを提供し、融資は行わない。

消費者の保護

①オンブズマン制度

⚫ RBIはFintech事業者に対し、顧客の苦情に対応するメカニズムを

構築することを義務付けるとともに、RBI役員をオンブズマンに任命

し、顧客が苦情を報告できるようにしている。企業はオンブズマンが

出した裁定や指示に従うことが求められる。

②消費者保護制度

⚫ RBIは、デジタル決済ツールの利用者が不正な電子決済取引の被

害を受けた場合に負う被害額に上限を設けている。

技術を活用した事業者支援

①Unified Payments Interface（UPI）

⚫ 銀行や決済サービスのネットワークで、デジタル決済とP2P送金を可能にする。事

業者がHPにUPIを組み込むと、利用者はUPIにて即時決済が可能。

②Jan Dhan Yojna（PMJDY）

⚫ 2014年開始。簡単な身分証明により銀行口座を開設でき、口座を通じた保険

や当座貸越といった金融サービスも受けられるようになった。

③INDIA STACK

⚫ 政府、企業、消費者をデジタルインフラに取り込むためのAPIのセットで、プレゼンス

レス（Aadhaar）、ペーパーレス（Aadhaar eKYC、E-Sign等）、キャッシュレス

（UPI）の各レイヤーを実現する。

④Aadhaar

⚫ 国民に生体認証と連携した12桁のコードを付与し、各種金融サービスを利用可

能に。非銀行系金融会社やモバイル決済、P2P融資でも活用。

https://www.heritage.org/
https://findexable.com/
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india
https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india
https://www.dir.co.jp/report/asia/asian_insight/20171226_012601.html
https://www.coindeskjapan.com/92632/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Fintech%20in%20India%202020_0.pdf
https://thepaypers.com/expert-opinion/indias-fintech-revolution-why-and-whats-next--1242049
https://www.livemint.com/Industry/hRoVwVIZrYEmtuSzSd4PaO/P2P-lending-firms-to-be-regulated-by-RBI.html
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図 2-105 Fintech 分野の課題 

出所 

※1 https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Fintech%20in%20India%202020_0.pdf 

※2 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/finalreport_adx2103.pdf 

※3 https://www.iflr.com/article/b1s736k3b7vdhw/emergence-and-growth-of-fintech-start-ups-in-india 

※4 https://inc42.com/resources/fintech-is-empowering-but-has-its-own-set-of-challenges/ 

※5 https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/dp/the-remarkable-rise-of-upi-in-2020.html 

※6 https://www.business-standard.com/article/economy-policy/amount-in-bank-fraud-up-159-to-rs-1-85-trn-in-2019-20-rbi-annual-report-120082500972_1.html 

 

➢ 注目している分野・技術 

インドの Fintech業界では、INDIA STACKに内包される UPIや Aadhaar、OCENなど、政府主導の API分
野に注目が集まっている。 

政府の体制と規制

事業参入の障壁

受け入れ基盤

Fintech規制の欠如

◼ 政府はFintech関連の取り組みを進

めているが、依然として規制整備の余

地は大きい。

◼政府はFintech業界向けの包括的ガ

イドラインを発表しておらず、既存の銀

行規制に支配されている。

◼規制強化はイノベーションの妨げやコス

ト上昇につながるが、一貫した規制は

分野の成長と顧客の信頼獲得に必

要である。

金融・デジタルリテラシーの不足

◼人口の 70％以上が村落に住んでお

り、金融リテラシー不足だけでなくデジ

タ ルリテラシーの不足もFintech導入

の障害となっている。特に低所得の州

における地域格差が大きい。

◼現在の金融商品は、人口の大部分

に対応しておらず、金融リテラシーの高

い上位4,000万人の人口を対象とし

ている。

インターネット・システムの安定性

◼Fintechの屋台骨となるスムーズなイン

ターネットサービスについて、より高速な

帯域の提供に課題がある。

◼インドは地理的にも人口的にも多様

性に富んでいるため、国の隅々まで浸

透させるのは容易ではない。

◼また、UPIの利用数の急激な拡大に

設備投資が追い付かず、システム負

荷等の理由によるエラー率の増加が指

摘されている。

不正の増加

◼銀行詐欺・不正が急増しており、

2020 年度には 被害額が過去最高

の 1 兆 8,500 億ルピーに達し、前年

比 159％増となった。

◼RBIは、銀行による早期警戒信号の

実施が不十分であること、内部監査

で警告が無視されること、監査の協力

不足などが不正行為の発覚が遅れて

いる原因と指摘している。

同業ネットワークの不足

◼Fintech企業は国内で地理的に分散

しており、中心となる拠点がないため、

知識や情報の伝達が妨げられている。

◼専門の業界団体も存在しないため、

ネットワーキングが欠けており、今後、

緊密なネットワークと統一されたアプ

ローチの開発が期待されている。

強固な現金主義

◼雇用者の約 81％がインフォーマルセク

ターで働いており、巨大なインフォーマル

セクターと現金取引への依存度の高さ

が相まってFintechの発展を阻んでい

る。

◼UPI送金のようなテクノロジーを駆使し

た代替手段の方が利便性が高いにも

かかわらず、いまだに物理的な現金の

使用が好まれている。

セキュリティとプライバシーリスク

◼Fintech業界は、データ漏洩、ランサム

ウェア、デジタルアイデンティティリスクな

ど多大なサイバーセキュリティのリスクを

抱えている。

◼政府は消費者保護のため、すべての

機密個人データのローカル暗号化を義

務化する個人データ保護法案2019が

国会に提出されている。

◼セキュリティ・リスク対応のため、技術コ

ストや運営コストの増大が課題となっ

ている。

資金調達の限界

◼Fintechスタートアップ企業への資金

提供は増加しているものの、PoCや初

期段階の資金はまだ限られる。

◼調査によると、投資家が20年以降、

焦点を初期段階の企業から後期段

階の企業へと移行したことや、収益性

をより重視し始めていることが指摘され

ている。また、2020年4月に導入され

た近隣諸国への外資規制も、スタート

アップの資金調達に不確実性を与え

ている。

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Fintech%20in%20India%202020_0.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/finalreport_adx2103.pdf
https://www.iflr.com/article/b1s736k3b7vdhw/emergence-and-growth-of-fintech-start-ups-in-india
https://inc42.com/resources/fintech-is-empowering-but-has-its-own-set-of-challenges/
https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/dp/the-remarkable-rise-of-upi-in-2020.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/amount-in-bank-fraud-up-159-to-rs-1-85-trn-in-2019-20-rbi-annual-report-120082500972_1.html
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表 2-76 注目している分野・技術 

 
出所 

※1 https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india 

※2 https://www.jcer.or.jp/research-report/20210426.html 

※3 https://gunosy.co.jp/news/187 

※4 https://www.cnbctv18.com/views/covid-19-impact-challenges-and-expectations-from-the-fintech-industry-in-2021-7991441.htm 

※5 https://sahamati.org.in/blog/ocen-account-aggregators-will-change-digital-lending-in-india/ 

※6 https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/heres-how-account-aggregators-share-financial-data-of-customers-with-banks-6197761.html 

※7 https://www.cnbctv18.com/views/covid-19-impact-challenges-and-expectations-from-the-fintech-industry-in-2021-7991441.htm 

 

➢ 業界団体及び専門家のフォーラム 

インドでは、Fintechに関する複数の業界団体が情報交換、アドボカシー、ロビー活動などを行っている。 

プロジェクト（分野） 概要

OCENと

アカウント・アグリゲー
ター

◼ 2020年、OCEN（Open Credit Enablement Network）という新たなプロトコルが公表された。OCENは、標準化されたAPIセットであり、既に個人

や中小企業が利用しているサービスアプリケーションに、融資機能を簡単に追加することができる。これにより、融資者は新たな融資ルートの構築、
事業者（ローンサービスプロバイダ（LSP））はより総合的なサービスの提供、借り手は融資機械の拡大が可能。

◼ アカウント・アグリゲーター（口座集約業者）は、ユーザーの複数の口座情報などをとりまとめ、より適切な融資サービスを受けられるようにする機
能を有する金融事業者を意味し、OCENを活用することでユーザビリティの向上が期待できる。

Prepaid Payment 
Instrument（PPI）

◼ モバイルウォレットやプリペイドカードによる前払いを指し、インドでは、銀行やノンバンク企業が発行することが可能。

◼ PPIは(i) クローズドシステムの PPI（PPIは発行者との取引にのみ使用可能）、(ii) セミクローズドシステムの PPI（発行者との取り決めに参加して

いる加盟店や事業者との取引にのみ使用可能）、(iii) オープンシステムの PPI（あらゆる加盟店や事業者との取引に使用可能）、のいずれか

で発行される。PPIは2016年の高額紙幣廃止にともない、利用が飛躍的に拡大している。

Unified Payments 
Interface（UPI）

◼ National Payments Corporation of India（NPCI）が管理・運営する決済プラットフォームであるUPIは、モバイルを利用した銀行間のリアルタイム

な即時決済及び送金を可能にしている。200以上の銀行やノンバンクが参加しており、異なる金融機関間の送金も容易。

◼ UPI対応の決済は、加盟店およびP2Pデジタル決済取引の多くの割合を占めており、2019年に最も好まれた決済手段であった。

◼ UPIの導入で結果的にスマホ決済サービス市場におけるグーグルやウォルマート系など米系大手による寡占が進んでいる。NPCIは特定企業の寡占

的なUPI利用を防ぐため利用上限を設けるなど運用ルールを随時変え、競争的な環境を維持する考えである。

オンライン融資事業者
及びP2P融資プラット

フォーム

◼ 非銀行金融会社（NBFC）は、特に中小企業や小売顧客向け融資をインターネット上で展開しており、 登録や信用確認、ローン書類の実行

や支払いまで、エンド・ツー・エンドのデジタル・カスタマージャーニーを実現している。

◼ P2P融資プラットフォームは、プラットフォームに登録した融資者と借り手との間で融資を行うサービスを提供するオンラインプラットフォームであり、RBI
の規制によりNBFC-P2P融資プラットフォームとして登録が必要となる。

◼ 近年インドでは上記融資サービス事業が急成長しており、その背景には、インドの金融市場の悪化により、金融機関の貸し渋りが起こったことや、
これまで銀行がカバーしていなかった地域や規模の融資需要が高まっていることにある。

決済アグリゲーター及び
決済ゲートウェイ

◼ 決済アグリゲーター及び決済ゲートウェイは、主に電子商取引プラットフォーム上でのオンライン売買取引を促進する事業体で、販売事業者は個
別の決済統合システムの構築が不要となる。

◼ 決済アグリゲーターは、顧客から代金を受け取り、一定期間後にプールして販売事業者に送金する。 一方、支払いゲートウェイは、資金を扱わず

にオンライン決済取引の処理をルーティング／促進する技術インフラを提供する事業体である。

オープンバンキング
◼ UPIやAadhaarを含むINDIA STACKで提供されたAPIを活用したオープンバンキングのエコシステムが急成長しており、今年も既に数社が参入を決定

している。
上記の他にも、生体認証の活用、自動ファイナンス（autonomous finance）、声認識・操作の

活用、機械学習やビッグデータの活用、ブロックチェーン技術、ロボットによる業務自動化（RPA)な
どにも注目が集まっている。

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india
https://www.jcer.or.jp/research-report/20210426.html
https://gunosy.co.jp/news/187
https://www.cnbctv18.com/views/covid-19-impact-challenges-and-expectations-from-the-fintech-industry-in-2021-7991441.htm
https://sahamati.org.in/blog/ocen-account-aggregators-will-change-digital-lending-in-india/
https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/heres-how-account-aggregators-share-financial-data-of-customers-with-banks-6197761.html
https://www.cnbctv18.com/views/covid-19-impact-challenges-and-expectations-from-the-fintech-industry-in-2021-7991441.htm
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表 2-77 Fintech に関する業界団体及び専門家のフォーラム 

 
出所：各団体ホームページ 

 

➢ 競合 

インドでは 2,000社以上が Fintech分野のサービスを提供し、世界で最も高い Fintech導入率を誇る。 

 
図 2-106 Fintech の概況 

出所 

※1 http://www.businessworld.in/article/What-Trends-Will-Shape-Fintech-In-India-In-2021-/10-04-2021-386122/ 

 

表 2-78 注目されている Fintech 企業（1/2） 

 

団体名 概要 ウェブサイト

インドデジタル融資業協会

Digital Lenders’ Association of India 

(DLAI)

◼ 2016年設立。80以上のデジタル融資事業者で構成される。会員事業者は年間50～60億ド

ルの払い出しを行っており、インドのデジタルクレジット業界の取引量の約85％を占る。
◼ MSME及び消費者向けのFintech事業者、マーケットプレイス・プラットフォーム事業者などとベ

ストプラクティス共有プラットフォームを構築。ビジネスモデルに関する調査を行い、規制当局や

業界専門家等と協力して、業界全体に有益な政策検討を目的としている。

https://www.dlai.in/

消費者エンパワメントのためのFintech協会

Fintech Association for Consumer 

Empowerment（FACE）

◼ 2020年、Fintech業界の様々なステークホルダーをまとめる組織としてFintech企業の創業メン

バーが集まり設立。
◼ 政策関係者と効果的な定期的対話と協力関係を構築し、業界の意見を提示するとともに、

消費者エンゲージメントと消費者エンパワメントの向上のための効果的な政策枠組みの策定に

向けて、関係者と積極的に関与していくことを目指してる。

https://faceofindia.org/

インドFintechフォーラム

India Fintech Forum

◼ 2018年設立。Fintech企業が連携し、課題について意見を述べるためのプラットフォームであり、

1,000社以上のFintech企業と20,000人以上の個人がメンバーである。
◼ インドのFintech・コミュニティが、この分野に関連する重要な問題について、政府や政策規制

当局に考えや意見を（コンセンサスを得て）提示するための統一プラットフォームとして機能して

います。

https://www.indiafintech.com

/

Fintech集中評議会

Fintech Convergence Council (FCC)

◼ Internet and Mobile Association of India（IAMAI）の下に、さまざまな金融サービスプロ

バイダーとFintech企業を代表する目的で2018年に設立された。
◼ 業界のさまざまな問題を解決することに重点を置いており、金融サービスエコシステムのすべての

関係者が、Fintech分野の発展について検討し、統合し、リードするためのプラットフォームとして

いる。

https://www.fintechcouncil.in

/

◼ 今日、インドは世界で最も高いFintech導入率（87％）を誇る最大級のFintech市場となっており、特に2020
年以降、Fintech分野は大きな成長を遂げている。

◼ ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）とFICCAIによる最新レポートによると、インドのFintech産業は、現在

の500～600億ドルから2025年までに1,500～1,600億ドルに拡大すると推定されており、インドは米国に次いで

2100社以上のFintechスタートアップ企業が存在します。

◼ Fintech企業の割合は、融資と決済がそれぞれ約20%弱であり、投資管理、家計分野が続く。

◼ 主要分野の概況は以下のとおり。

Fintech企業の分野割合(2020）

融資

17%

決済

19%

投資管理

14%
家計

8%

保険

5%

銀行

3%

その他

34%

社名 サービス概要 リンク

Paytm

◼ 2010年設立。インド最大の決済会社で、消費者にマルチソース・マルチデスティネーションの決済サービスを提供。

◼ ユーザーは、どの銀行口座からでも、他の銀行口座への支払いを無料（手数料0％）で行うことができる。また、800万以

上の加盟店が包括的な決済ソリューションを利用している。中国アリババと提携。

https://paytm.com/

Razorpay

◼ 2014年設立。新興企業や企業の決済ニーズに焦点を当て、簡単な決済処理と引き出しを実現。

◼ デビットカード、クレジットカード、ネットバンキング、UPI、プリペイド式デジタルウォレットなど様々なデジタル決済を受け付けて

いる。

https://razorpay.com/

Instamojo
◼ 2012年設立。デジタル決済のソリューションプロバイダーとしてスタートし、現在では強固なオンライン決済プラットフォームへと

成長。短期クレジット・ローンも提供している。
https://www.instamojo.com/

MobiKwik
◼ デジタルウォレッットを主力製品とし、モバイルやオンラインでの支払い、電話やDTHのリチャージ、モバイル送金、オンラインシ

ョッピングなどのサービスを提供。インド国内に1億人以上のユーザーを抱えている。
https://www.mobikwik.com/

Refrens ◼ フリーランサーのための決済ゲートウェイシステム。請求書の発行、支払い、経費管理システムを無料で提供している。 https://www.refrens.com/en

決済分野

http://www.businessworld.in/article/What-Trends-Will-Shape-Fintech-In-India-In-2021-/10-04-2021-386122/
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表 2-79 注目されている Fintech 企業（2/2） 

 
出所 

※1 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-3281 

※2 https://startuptalky.com/fintech-startups-in-india 

 

➢ 金融分野の規制 

インドでは、インド準備銀行が Fintech 製品・サービスの提供を規制しているが、包括的な法律・規制は存在
しないため、新規参入事業者は、どの法律・規制が該当するのか慎重に確認する必要がある。 

表 2-80 金融分野の主な規制（1/2） 

 

社名 サービス概要 リンク

ZestMoney ◼ クレジットカード不要で少額・定額後払いを行うサービス（EMI：Equated Monthly Installment）を提供。 https://www.zestmoney.in/

Lendingkart
◼ 2014年設立のオンライン融資会社で、SMEが必要とする運転資金のためのローンを、最小限のペーパーワークで、迅速

かつ担保なしで提供。国内のデータパートナーから膨大なデータを収集して信用スコアリングを実施。
https://www.lendingkart.com/

MoneyTap ◼ アプリベースの個人融資サービス。顧客の詳細情報を使って適格性を評価し、与信限度額を決定する。 https://www.moneytap.com/

Capital Float
◼ テクノロジーを駆使した融資の組成と信用査定のプラットフォームを通じて、中小企業に運転資金の融資と期間限定の

ローンを提供。
https://capitalfloat.com/

融資分野

社名 サービス概要 リンク

Upstox

◼ 株式、相互ファンド、デリバティブ、コモディティ、ETF、デジタル・ゴールドへの投資などの金融サービスを提供。株式取引で

は仲介手数料をゼロにするなど、価格の透明性を確保しています。

◼ 業界大手の支援を受け、現在250人以上の従業員を擁する。

https://upstox.com/

ETMoney

◼ 投資、クレジットカード、ローン、保険、金融ツールなどの幅広い商品を提供するフルスタックの投資プラットフォーム、顧客

の金融活動を簡素化することを目的とする。

◼ Aadharにリンクされた100以上の銀行口座が利用でき、Aadhar OTP認証で簡単に分割払いも可能。

https://www.etmoney.com/

投資分野

社名 サービス概要 リンク

Cred
◼ Credはクレジットカードの支払いをよりシンプルにすることを目的としており、期限内に支払いを済ませると報酬が得られる

仕組みを提供。電話番号を入力すると、各信用枠組みの自分のクレジットスコアを確認できる。
https://cred.club/

PolicyBazaar
◼ 保険会社が提供する商品を、価格、品質、特典などから比較分析するオンライン保険アグリゲータ。

◼ 保険ブローカーと提携しており、収益は保険会社行うマーケティングや広告宣伝費用から得ている。
https://www.policybazaar.com/

Khatabook
◼ 2018年設立の、世界で最も早く成長しているSaaS企業で、インドの中小企業向けビジネス管理アプリの代表格。

◼ 支払いや回収の期日が近づくとユーザーにリマインダーを送り、安全かつ確実な商取引を支援。
https://khatabook.com/

EnrichVideo ◼ 毎日の資産管理支援として、株価分析や投資アドバイスを、自動作成された短い動画の形で提供している。 https://enrichvideo.com/

その他

法規制名称 概要

2007年支払決済システム法

Payment and Settlement Systems Act, 2007
（PSS法）

◼ インドの決済規制を規定する主要な法律。

◼ PSS法は、RBIの事前承認なしに「決済システム」を開始・運営することを禁止している。

◼ 決済システムには、クレジットカード、デビットカード、スマートカード、送金、PPIなどのシステムが含まれる。

プリペイド型支払手段の発行と運用に関する基本方針

Master Direction on Issuance and Operation of Prepaid 
Payment Instruments

◼ プリペイド型支払手段（PPI）発行者の資格基準、許容される借方・貸方、PPIを発行する際に従うべきその他の運

用ガイドラインを規定。

UPI決済を管理するNPCIガイドライン

NPCI Guidelines governing UPI Payments
◼ インドにおけるUPI決済は、主にNPCIが発行するUPI手続きガイドラインによって管理されている。 現在の枠組みでは、銀

行のみがUPIプラットフォームと直接統合して、顧客に送金サービスを提供することができる。

非銀行金融事業者（NBFC）関連規制 ◼ NBFCは、主に1934年インド準備銀行法と、NBFCの認可と運営を規制する一連の基本的な指示や回覧文書によって

管理される。 デジタル融資業者のほとんどは、NBFCとしてライセンスを取得している。 インドのNBFCを規制する主な規

制には、2016年9月1日付Master Direction - NBFC - Systemically Important Non-Deposit taking Company and 
Deposit taking Company Directions、2016年9月1日付Master Direction - NBFC - Non-Systemically Important 
Non-Deposit taking Company Directions、2016年8月25日付Master Direction - NBFC - Acceptance of Public 
Deposits Directionsがある。

2017年NBFCによるP2P融資プラットフォーム通達

Master Directions - NBFC - Peer to Peer Lending 
Platform Directions 2017

◼ P2P融資プラットフォームに関し、貸し手のエクスポージャー基準や借入限度額の合計を規定。

2020年3月17日付ペイメント・アグリゲーター及びペイメン

ト・ゲートウェイの規制に関するガイドライン

Guidelines on Regulation of Payment Aggregators and 
Payment Gateways dated March 17, 2020 (“Payment 
Intermediary Guidelines”)

◼ 決済仲介者（決済アグリゲーターや決済ゲートウェイなど）に適用される法的枠組みを定める。

◼ 決済ゲートウェイは資金を扱わないことから、決済ゲートウェイに対しては技術関連の基本的な推奨事項のみを規定。

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-3281
https://startuptalky.com/fintech-startups-in-india


全世界行政・金融・通信サービスのデジタル化に伴う途上国ニーズと民間技術マッチングに係る情報収集・確認調査 
業務完了報告書 

2-110 

表 2-81 金融分野の主な規制（2/2） 

 
出所 

※1 https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india 

 

 

図 2-107 規制サンドボックス概要 
出所 

※1 https://www.iflr.com/article/b1s736k3b7vdhw/emergence-and-growth-of-fintech-start-ups-in-india 

※2 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-3281 

 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

インドの通信及び IT 分野は電子情報技術省（MeitY）が主管している。MeitY は、通信省（MoC）傘下の電
気通信局（DoT）とさらにその下部組織である TRAI（Telecom Regulatory Authority of India）や TDSAT
（Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal）と連携しながら、ITや通信サービスを推進している。 

一方、DoT は信頼でき、手頃な価格で高品質な通信サービスを提供するために、通信サービスの規制や研

究開発・投資の促進を行っている。 

法規制名称 概要

ペイメントバンクに関するガイドライン ◼ RBIが発行した2016年10月6日付の「ペイメントバンクの運営ガイドライン」と2014年11月27日付の「ペイメントバンクのラ

イセンス取得に関するガイドライン」は、国内のペイメントバンクのライセンス取得と運営を規定する主要な規制であり、ペイ

メントバンクの登録資格基準、許容される業務、その他の運営ガイドラインを規定している。

マネーロンダリング防止のための規制 ◼ マネーロンダリング防止のために、国内で金融サービスを提供している事業体に対して、マネーロンダリング防止の基準や運

用ガイドラインを規定する主要な規則は2002年マネーロンダリング防止法（the Prevention of Money Laundering 
Act, 2002）、2005年マネーロンダリング防止規則（the Prevention of Money Laundering (Maintenance of 
Records) Rules）、 2016年2月25日付ＫＹＣに関するＲＢＩ通達（RBI’s Master Directions on Know Your 
Customer dated February 25, 2016）である。

データのプライバシーと保護に関する規則 ◼ 顧客データへのアクセス、データのプライバシーと保護は、それぞれますます重要な問題となっているが、インドは現在、包括

的なデータプライバシーの枠組みを持っていない。 2000年の情報技術法（Information Technology Act）と2011年の

IT規則（Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information）が、

個人データの保護を規定する2つの重要な規則となっている。また、現在2019年個人データ保護法案が国会で審議を受

けている。

１．インド準備銀行（RBI） 規制サンドボックス

◼ 2019年8月、インド準備銀行は一連の協議を経て「規制サンドボックス実施フレームワーク」を発表。

◼ サンドボックスでは、適格基準を満たしたFintech企業が、新しい製品やサービスを、管理された環境やテスト規制環境でライブテストすることができる。

◼ 規制サンドボックス期間は通常は1回につき最長6ヶ月間で、テストシナリオと期待される結果は、前もって明確に定義されている必要がある。

◼ 企業は、事前に合意したスケジュールに従って、継続的に結果をRBIに報告する必要がある。

◼ サンドボックスの期間中は、一部の規制要件が緩和される可能性があるが、RBIは、申請者が引き続きデータ保護法とKYC要件を遵守する必要があることを明確にしており、また、サン

ドボックスでテストされた金融商品の顧客に対する責任も引き続き負うことになる。

◼ 応募者は、包括的な選考プロセスを経て、以下の条件を満たす必要がある。

✓ 最低限の純資産が250万インドルピーであること。

✓ インドで設立された会社、インドで営業許可を受けた銀行、またはインドの法律に基づいて設立された金融機関であること。

✓ 発起人および取締役のクレジットスコアまたは履歴が十分であり、所定の適合性基準を満たしていること。

✓ 適切なITインフラを持ち、不正なアクセス、破壊、開示を防止するための保護措置を講じていることなど。

２．保険規制当局（IRDA） 規制サンドボックス

◼ 2019年に導入され、保険セクターの秩序ある成長と契約者の利益の確保のバランスを取りつつ、インシュアテック分野のイノベーションを促進。

３．証券規制当局（SEBI） 規制サンドボックス

◼ 2020年に、同規制当局に登録している事業者がFintechソリューションを実験するための規制サンドボックスのフレームワークを発表。

（参考）規制サンドボックス（※2,3,）

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india
https://www.iflr.com/article/b1s736k3b7vdhw/emergence-and-growth-of-fintech-start-ups-in-india
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-3281
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図 2-108 MeitY の組織概要 

出所: 

*1 https://www.meity.gov.in/about-meity/organization-chart 

*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf 

*3 https://www.meity.gov.in/about-meity/functions-of-meity 

*4 https://www.meity.gov.in/about-meity/vision-mission 

 

 
図 2-109 DoT の組織概要 

出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf 

*2 https://www.trai.gov.in/about-us/history 

MeitYの組織図（*１）
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CSC

Ministry of Communications and Information Technology傘下の

Departmentを 2016年6月に省に格上げする形で発足した。インド経

済を発展させ活力ある社会にするために、IT分野を活性化させることを

目標としている。以下のようなミッションを掲げている。

• 電子及びIT産業の包括的かつ持続可能な成長を促進する。

• インターネット・ガバナンスにおけるインドの役割を強化する。

• 人的資源の開発を含む多面的なアプロ―チを採用する。

• 研究開発とイノベーションを促進する。

• 安全なサイバー空間を確保する。

MeitYの概要（*2、4）

MeitYには、以下のような具体的な役割が与えられている。

• デジタルデバイドの解消

• 電子政府の構築及びそのインフラ整備

• ITサービスやITES（Information Technology Enabled
Services）、インターネットの振興

• IT教育及びITを活用した教育の振興

• サイバーセキュリティの強化

• インターネット・サービス及びプラットフォームに対する監督

• IT分野における標準化、標準化の促進

• R&Dの環境整備

• 国内の半導体デバイス製造の促進

• IT産業の事業機会創出・輸出促進

• IT関連問題における国際機関との連携

MeitYの機能（*2、3）

Ministry of 
Communications

Department  of Post

Department  of 
Telecommunications

（DoT）

Telecom Regulatory
Authority of India

（TRAI）

Telecom Disputes
Settlement and

Appellate Tribunal

（TDSAT）

透明な政策環境を提供し公正な競争

を促進することを目的に、通信料金や

相互接続、サービスの品質など幅広い

分野で規制を行っている*1、2

電気通信分野の事業者及び消費者の

紛争処理・調停並びに、TRAIの決定に

対する意義申立てを処理・調停する。

*1、2

DoTの組織図の概要*5
通信省(Ministry of Communications)の傘下にある組織で、包括的

な社会経済的発展を促進するため、信頼できる手頃な価格で高品質

のな電気通信サービスの提供することを目的としている。この目的を達成

するために、以下のようなミッションを掲げている。

• 堅牢で安全な通信ネットワークを開発し、農村部及び遠隔地のデジ

タルデバイドを解消し、途切れのないカバレッジを提供する

• 手頃な高品質のブロードバンドサービスを全国に普及させることで、包

括的な知識社会を構築する

• インドを通信機器製造の世界的なハブにし、新しい規格の開発促進

と国内外の投資の呼び込みを行う

Department of Telecommunication（DoT）*3

• 電気通信の計画、開発、拡充、運営、保守

• 免許付与

• 国際調整

• 電気通信に関する標準化・研究開発の推進

• 電気通信分野の外資誘致

また、DoTの次官はデジタル通信委員会（Digital Communications
Commission、DCC）の委員長を兼ねる。DCCは、政策策定、免許

付与、周波数管理、国営事業者の監督、研究開発、機器の標準化・

基準認証に責任を持つ。

DOT の機能*1、4

https://www.meity.gov.in/about-meity/organization-chart
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf
https://www.meity.gov.in/about-meity/functions-of-meity
https://www.meity.gov.in/about-meity/vision-mission
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf
https://www.trai.gov.in/about-us/history
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*3 https://dot.gov.in/vision-mission 

*4 https://dot.gov.in/objectives 

*5 https://dot.gov.in/organizational-structure 

 

また、政府系シンクタンクである NITI Aayog は中央政府に政策提言を行い、主要な政策に影響を与える。
政府が推進している Digital Indiaなどの通信分野の政策のモニタリングや助言を行っている。 

 
図 2-110 NITI Aayog の組織概要 

出所： 

*1 http://niti.gov.in/objectives-and-features 

*2 https://niti.gov.in/sites/default/files/2021-02/Annual-Report2020-2021-English_0.pdf 

*3 https://www.examrace.com/Current-Affairs/NEWS-NITI-Aayog-A-Critical-Appraisal.htm 

 

➢ 政策 

インドではMeitYを中心に、2014年から DX戦略である Digital Indiaを推進している。 

Chairperson

Vice 
Chairperson

Chief Executive 
Officer

Councils

Governing 
Council

Regional 
Council

Full/Part Time 
Members

Ex-Officio 
Members

モ デ ィ 首 相 が

Chairpersonを務め、

傘下の役職者の任

命も同時に行ってい

る。

全部門の管理・調整、議会との折

衝、情報公開などを担う

州や連邦直轄領の首長が参加し、

州を縦断する問題を扱う

NITI Aayogの主要な組織（*3）

ボトムアップでの政策立案を目指し、既存のPlanning Commissionに

代わる形で2015年に設立された政府系シンクタンク。以下の項目を含

めた22の分野に関する長期的な政策立案や政策のモニタリング、中

央・地方政府に対する助言などを行っている。

• 農業

• 先進技術

• ガバナンス

• 通信インフラ

• 環境

• 科学技術

The National Institution for Transforming
India Aayog（NITI Aayog） （*1）

• Digital India
• Draft Satellite Communications Policy（衛星通信の普及）

• Connectivity in Aspirational Districtsモニタリング（農村地帯にお

ける通信インフラ整備）

• Digi-SATH（コロナ禍におけるデジタル教育）

通信分野の主要なプログラム（*2）

• 政府機関（オーストラリア、中国、ロシア、サウジアラビア等）

• 国際機関（FAO、UNICEF、UNDP、World Bank等）

• 一般企業（Adobe、Dell、IBM等）

• 慈善財団（Alive and Thrive、Bill and Melinda Gates 
Foundation等）

協力関係にある外部組織（*2）

https://dot.gov.in/vision-mission
https://dot.gov.in/objectives
https://dot.gov.in/organizational-structure
http://niti.gov.in/objectives-and-features
https://niti.gov.in/sites/default/files/2021-02/Annual-Report2020-2021-English_0.pdf
https://www.examrace.com/Current-Affairs/NEWS-NITI-Aayog-A-Critical-Appraisal.htm
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表 2-82 デジタル・インディア 

 
出所 Digital Indiaホームページ、総務省平成 28年度白書より調査団作成 

 

➢ 通信環境 

通信環境において、インドは通信業者 Jio の参入によりインターネットやモバイルブロードバンドが飛躍的に
拡大した。 

 
図 2-111 インドの通信環境（1/2） 

出所： 

*1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf_contents.html 

*3 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=IN 

*4 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/DDD/ddd_IND.pdf 

➀全国民のためのデジタルインフラ

遠隔地のインターネットを整備し、全国民に電

子政府サービスを提供することで、社会的利益
と包括的な金融を実現する

➁需要に応じたガバナンスとサービス

全国民が電子政府サービスへのアクセスを可

能にし、手頃な価格で効率的に透明性及び
信頼性のあるサービスを提供する

➂国民のデジタル・エンパワメント

デジタルリテラシーやインド言語でのデジタルリ
ソース及びサービスの利用可能性を向上させる

Digital India 2.0

様々な分野をデジタル化することより、知識経済社会への変革を目指す。MeitYが管轄している。

1. 遠隔地を含めた高速インターネット整備

2. ゆりかごから墓場までのデジタルID

• UIDAIがAadhaar（12桁の個人識別番
号）を発行。また、DeitYはAadhaarと携
帯電話を連携した電子認証を推進。

3. モバイル＆バンキングを通じたデジタル＆金
融スペースの参加

4. CSC（Common Service Centre）への容易
なアクセス

• DeitYのNeGPの下、公共・金融・民間サー
ビスを村レベルで提供するICTサービスポイン
ト（キオスク）であるCSCを設置

5. 公共クラウド上の私的スペースの共有

• 公的な個人書類や証明書を保管する
「Digital Locker」を国民に提供

1. 部門や管轄を超えたシームレスな包括的な
サービス

• オープンAPIを通じて、相互運用可能な統
合プラットフォーム（Mobile Seva、
PayGov、eSangam等）を開発

2. オンラインやモバイルのプラットフォームからリ
アルタイムで利用可能なサービス

3. ポータブルでクラウド上で利用可能な全国
民の給付制度

4. ビジネス環境改善のためのデジタル転換
サービス

• ビジネスや貿易の公的手続きの電子化

5. 金融取引の電子化＆キャッシュレス化

6. 意思決定支援システムや開発のためのGIS
の活用

• プロジェクトの物理的進行状況や災害管
理、公安機関の監視に利用

1. ユニバーサル・デジタル・リテラシー

2. 普遍的アクセス可能なデジタルリソース

• DeitY通知基準によりコンテンツのレイアウ
トやスタイルが規定。また、障碍者のニーズ
に寄り添ったアクセス方法を提供

3. 全ての書類及び証明書をクラウドで利用
可能にする

4. インド言語でデジタルリソース及びサービスを
利用可能にする

5. 参加型ガバナンスのための協調的なデジタ
ルプラットフォーム

• 政府部門と国民双方からのコミュニケー
ションを促進するために、国民からのフィー
ドバックを可能にし、また、政府のソーシャ
ルメディアを提供する

16.41

25.77

37.5

47.04

2016 2017 2018 2019

モバイルブロードバンド加入率

• 人口100人あたりのアクティブなモバイルブロードバンド契約数の割

合。アクティブなモバイルブロードバンド契約とは公共のインターネット

への標準モバイルブロードバンド契約と専用モバイルブロードバンド契
約両方を指す。実際に履行されている契約のみ算出している。

• 2016年にJio（リライアンス・ジオ・インフォコム）の市場参入によって、

加入者が大幅に増加した。2020年3月時点で、加入者数は7億

2,078万人に達した（*2）。

• 回線別内訳として、LTEが88%、GPRS/EDGEが7.3%、HSPA/W-
CDMAが4.7%である（*2）。

• 事業者の加入者シェアは、Jioが53.8%、バルティ・エアテルが24%、

ボーダフォン・アイデアが19.4%となっている （*2）

• インターネットを使用している人口の割合で、コンピューターや携帯端

末をはじめ、ゲーム機、デジタルテレビなどを介してインターネットを使
用する人口から算出している。

• 2018年では、女性の利用率は15%、男性は25%と男女で格差が

生じている（*4）。

• インターネットの通信量については、固定回線においては、月平均
約2.2万MBが利用され、携帯回線においては9,914MBが利用され

た（*4）。

15.1

21
17

22

32

20.081

2013 2014 2015 2016 2017 2018

インターネット利用率

https://digitalindia.gov.in/content/vision-and-vision-areas
https://digitalindia.gov.in/content/vision-and-vision-areas
https://digitalindia.gov.in/content/vision-and-vision-areas
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc26b510.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc26b510.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc26b510.html
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf_contents.html
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=IN
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/DDD/ddd_IND.pdf
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また、データコストは世界で最も低く、4Gの可用性やサイバーセキュリティは世界で高い水準にある。 

 
図 2-112 インドの通信環境（2/2） 

出所： 

*1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx 

*2 BCC “Why India has the world’s cheapest” 

*3 OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、2018、The State of Mobile Network Experience 2019、2020 

*4 OPEN SIGNAL “Dhanbad: India’s hottest city for 4G Availability” 

*5 https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx  

 

➢ 具体的計画・取組事例 

通信分野の主な取組としては、デジタルデバイドの解消とサイバーセキュリティの強化、産業更新などが挙げ

られる。 

© 2021. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.11

通信環境

インド

通信環境

基礎情報

通信環境において、データコストは世界で最も低く、4Gの可用性やサイバーセキュリティも世

界で高い水準にある

• 各国市場の最大シェアをもつ通信事業者
が提供する、1か月の1.5GB の高速データプ

ラン（256Kbits /秒以上または3G以上）

の最低価格の推移。

• 世界平均が8.7USDに対して、インドはわず

か2.65USDと世界でもモバイルデータの価格

が最も低い国の一つである。

• 2016年まで市場はカルテル状態で料金が

高く設定されていたが、Jioの価格引き下げ

により、市場の価格競争が生じた。しかし、

現状の価格では利益率が低いことから、今
後価格が上がる可能性がある(*2)。

• 地理的な範囲ではなく、ユーザーがある地
点において4Gに接続できる時間の割合を

表している。日本は世界1位で98.5%
（2020年）であった。

• 2019年では、主要50都市すべてが87%を

超えており、鉱物で有名なDhanbad市とそ

の近くの州都Jharkhand市が95%を超えた。

大都市であるデリーとムンバイは89.8%、

89.7%と、50都市の中でも下位の方に位

置した（*4）。

• Jioの4可用性は96.7%と非常に高い水準

であり、インドの水準を引き上げている（*4）。

• ITUが発表するサイバーセキュリティ指標は、

法規制、技術（CIRT*活動など）、組織

体制（戦略や規制当局）、能力開発
（リテラシーやR&D）、協力（PPPや国際

協力）の5つの分野における各国の状況か

ら測定されている（*5）。

• 2020年のインドのスコアは、97.5とアジアの

中では日本に次いで4番目である（*5）。

• スコア内訳として、法規制（20）、組織体

制（18.41）、協力（20）、能力開発

（20）が比較的強く、技術（19.08）は

今後成長の可能性を持っている（*5）。

出所*1：https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
*2：BCC “Why India has the world’s cheapest”

出所*3：OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、2018、

The State of Mobile Network Experience 2019、2020
*4：OPEN SIGNAL “Dhanbad: India’s hottest city for 4G
Availability”

出所*5：https://www.itu.int/en/ITU-
D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-
index.aspx
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47537201
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
https://www.opensignal.com/2019/03/28/dhanbad-indias-hottest-city-for-4g-availability
file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/https
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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図 2-113 インドの主な取組事例 

出所： 

*1 MeitY Annual Report 2020-21 

*2 総務省インド通信政策 

*3 http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/r02/210303-03.pdf 

 

デジタルデイバイとの解消のため、地方でデジタル・サービスを提供する CSC（Common Service Centres）が
展開されている。CSCは、MeitY傘下の CSC e-Governance Service India Limited（CSC社）によって運営さ
れている。NECのインド法人であるNEC Technologies India（NECTI）は、CSC社の第 3位株主として出資し、
AIやビッグデータ活用技術を提供し、CSCのデジタル・サービスを開発している。 

CSCを通じた地方へのデジタル・サービスの普及

Community Service Centreの整備：Gram Panchyats (GPs)に電子サービスが提供されるスポット（キオスク）を

設置。2020 年 12 月 31 日時点でインドでは合計 3,73,827 の CSC が機能しており、そのうち 2,78,048 の CSC が
GPレベルで機能している（*1）。1

2
ITリテラシーの向上

農村部や社会的弱者のITリテラシー向上のため、Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta
Abhiyan(PMGDISHA)やIT for Masses Programmeを全国で実施している。

4
サイバーセキュリティの強化

国内のデジタル化に加え、COVID-19の状況下でサイバー犯罪が増加しており、サイバーセキュリティの重要性が高

まっている。政府は、規制整備をはじめ、サイバーセキュリティ対策チームであるCERT-Iｎを立ち上げ、インフラ整備

や民間との連携、R&Dなどを進めている

3

5Gの導入

5Gの導入が国を挙げて進められており、コア網や無線網、周波数の整備に多額の投資が必要となる一方で、高速

なモバイル通信だけでなく、通信業界以外の多様な産業界との連携によって新たサービスやソリューションが生まれる
ことで、投資を回収するだけの収入が得られるとの見解がある。2021年5月には企業の実証実験の参加が承認さ

れ、中国企業を除くノキアやエリクソン、サムスン電子などが選出された。

5
Make in India
電子機器の製造及びソフトウェア・サービスの分野でグローバル・ハブを目指している。特に、ソフトウェアでは、海外

政府や国際機関と連携して、技術協力や制度作りを行っている。また、女性を含めた雇用や起業支援などの
政策を実施している。

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/r02/210303-03.pdf
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図 2-114 CSC の概要 

 

 

図 2-115 Digital Sava Portal の提供サービス 
 

出所 https://csc.gov.in/implementationguidelines より調査団作成 

出所： 

*1 CSC ホームページ 

◼ Common Service Centre（CSC）は、MeitYの下部組織であるCSC
e-Governance Service India Limited（CSC社）が運営する社会保

障含む公的サービスにアクセスできる施設（キオスク）である。

◼ 2020年時点で、中央政府の28のサービスが一元化されたDigital Seva
ポータルを通じて、CSCで提供されている。また、各州の独自のG2Cサービ

スもCSCで提供されている。CSCが提供するサービスの数は年々増加して

おり、G2Cサービス、デジタル・リテラシーおよびその他の教育サービス、金

融包摂に基づくサービス（バンキング、DigiPay、保険、年金）、ヘルス

ケアサービス、スキル開発、およびその他のB2Cサービス（Eチケットや公共

料金支払い、Eコマース、Eリチャージ）をDigital Seva Portalを介して

提供されている。

◼ インド政府は2015年からCSC Scheme 2.0を開始し、CSCの拠点数の

増加に取り組んでいる。2020年時点で、25万のGram Panchayats
（GP）のうち、24万のGPに設置されており、90%以上の地域がカバーさ

れている。また、稼働しているCSC数は、2020年3月時点で、36万件に

上り、2019年の34万件から増加し、状況は改善されている。

◼ CSCのおぺーレーションにおいては、その地域のVillage Level
Entrepreneur（VLE）がオペレターとしてCSCの多様なデジタルサービ

スの提供を支援している。VLEはビジネス的能力だけでなく、コミュニティの

金融的信用能力も有しており、CSCスキームの持続性を確保している。

2019年から、NECのインド現地法人であるNEC Technologies
India（NECTI）がCSC社の第3位の株主となり、AIやビッグデータ

解析技術を活用してこの膨大な取引データを分析し、金融・教育・

ヘルスケアなどの分野における新たなデジタルサービスをCSCと共同

開発をしている。また、データ分析に基づく経営支援サービスを共通

サービスセンターの開発も検討している。

NECTIとCSCは資本提携する前の2017年からインド国内の銀行と

連携し、あらゆる人々に正規の金融サービスを提供するファイナンシャ

ル・インクルージョンの活動を推進するため、農村地域などの銀行窓

口やATMへのアクセスが不便な人々に対して、CSCで生体認証に

より本人確認を行うことで、入出金や振込、政府からの補助金の受

給などの銀行サービスをセンター内で完結できる仕組みを構築してい

る。NECとCSCは今後、協業関係を強化し、共通サービスセンターで

提供するサービスの高度化を進め利便性を向上することで、農村地

域の人々に様々な領域での均等な機会と付加価値を提供し、豊か

で公平な社会の実現に貢献している。

CSCのイメージ

NECとCSCの連携

CSCの概要（*1、*2、*3）
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*2 MeitY Annual Report 2020-2021  

*3 CSC Annual Repot 2019-20 

*4 日経新聞「NEC、インド CSC e-Governance Services と戦略的提携」 

*5 NECホームページ 

また、地方や弱者の IT リテラシー向上のため、PMGDISHA（Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta 
Abhiyan）や大衆のための ITプログラムなどを実施している。 

 
図 2-116 インドの IT 人材育成の取組事例 

出所： 

*1 https://www.pmgdisha.in/about-pmgdisha/ 

*2 https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf 

*3 https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf 

*4 https://www.meity.gov.in/content/it-masses 

サイバーセキュリティの向上においては、R&D 支援や PPP、サイバー犯罪に対応する CERT-Iｎの立ち上げ
などが実施されている。 

◼ 本プログラムでは、農村地区の国民に対して、コンピューターまたはデ

ジタル・デバイスの操作を訓練し、Eメールの送受信やインターネット

のブラウジング、政府サービスへのアクセス、情報検索、電子決済シ

ステムの使い方などを指導する。受講料は無料で、20時間のコース

受講完了後、国家資格として修了証が授与される。

◼ 本プログラムには、対象の6万世帯から各世帯から1人だけ参加する

ことができ、全国25万のGPからそれぞれ平均200~300の対象者を

選出されている。

◼ 合計約230億ルピー（340億円）が投入されており、Central
Sector Schemeの一つとして、MeitYの下部組織であるCSC社が

州政府と連邦直轄領（UT）と積極的に連携しながら進められて

いる。

◼ 2020年5月時点で、すでに144の州レベルワークショップと1,221地

区レベルの啓蒙ワークショップが実施されており、目標の40%の世帯

が参加した。2020年11月末に合計3,870万人の登録があり、その

うち、2,270万人以上がPMGDISHAスキームの下の修了している。

◼ パートナーとしては、インドのIT産業を統括するNASCOMをはじめ、
IndusInd Bank、Intel、Danik Bhaskar、HP、PayPal、Vodafoneの産

業パートナーや、国際機関ではUNESCO、教育機関では、DeitY傘下

のNIELITやC-DACのほか、National Institute of Entrepreneurship
and Small Business Development、Indira Gandhi National Open 
University、市民社会組織などがある。

◼ 2007年から実施されているプログラムで、人材育成スキーム

（Manpower Development Scheme）の下、対象グループ（女

性や指定カースト（SC）、指定部族（ST）、高齢者、障碍者及

び経済的弱者）および貧困地域（北東部やバックワード地区、

SC/STの人口割合が40%以上の地区）に対してICT活動を支援

し、インド国内のデジタルデバイドの解消を目指している。具体的に

は、IT分野でのインフラ整備や訓練、能力開発、起業創出活動を

通じたITセクターのインクルーシブな成長を掲げている。

◼ FY2020-21では、6つの州で本プロジェクトが実施され、2,652人

（そのうちSCが1,919人、STが93人、女性が640人）に直接的

な利益が提供されている。今後、後継のプロプロジェクトが開始及び

実施されている。

◼ 2007年にNITI Aayogの指示により、MeitYからの財政的支援を受

けたNIELITは、SCやSTに対して教育及び技術開発プログラムの受

講料を無償にしている。2019年までに、1,950万人がこの恩恵を享

受している。

“Pradhan Mantri Gramin Digital 
Saksharta Abhiyan” (PMGDISHA)

（*1，2）

大衆のためのITプログラム

（IT for Masses Programme）
（*3，4）

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://csc.gov.in/assets/events-report/Annual-Report-2019-20.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP509538_V10C19A5000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP509538_V10C19A5000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP509538_V10C19A5000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP509538_V10C19A5000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP509538_V10C19A5000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP509538_V10C19A5000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP509538_V10C19A5000000/
https://jpn.nec.com/press/201905/20190515_01.html
https://jpn.nec.com/press/201905/20190515_01.html
https://www.pmgdisha.in/about-pmgdisha/
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/https
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/https
https://www.meity.gov.in/content/it-masses
https://www.meity.gov.in/content/it-masses
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図 2-117 インドのサイバーセキュリティの取組事例 

出所MeitY Annual Report 2020-21 

 

➢ 課題 

通信の基礎インフラ開発をはじめ、セキュリティ、官民連携、デジタル教育が通信分野の課題となっている。 

 
図 2-118 インドの通信分野の課題（1/2） 

 

FY2020-21年に、サイバーセキュリティに関するR&DがMeitYの下で強化

され、6つの新しいプロジェクトが実施されている。

① 高パフォーマンス・コンピューティングを使用した暗号的に強力な電子

迷彩技術ツールの機能拡張パスワードクラッキング

② 新たな脅威に対処するモバイル・デバイス・セキュリティのソリューション

設計と開発

③ 資産管理ツールとSOCを備えたCI保護フレームワーク

④ コンピューティング・プラットフォームへの信頼の構築とセキュリティチップ

の安全なコーディングの訓練

⑤ SAFNET（インターネットの適切な使用のための技術フレームワー

ク）

⑥ 埋め込み型デバイスのセキュリティ

進行中のプロジェクトは定期的に見直しが行われ、フォローアップ措置が

実施されている。

◼ サイバー空間は、SNSや電子取引の拡大により新たなサイバー犯罪やセ

キュリティの課題が増加している。コロナ禍では感染者の新型コロナウイ

ルスに関する情報への需要を利用してサイバー事件が急増している。こ

のサイバー攻撃は、個人から企業、政府まで幅広いユーザーを標的にし

ている。

◼ インド政府は、インドのサイバーセキュリティの課題に対処するため、複数

の法的、技術的、管理上の政策措置を実施している。例えば、

National Cyber Security Policy（2013）やサイバーセキュリティ

強化フレームワーク（2013）、2000年IT法制定、24時間年中無休の

サイバー事件に緊急対応するチーム（CERT-In）の設立が挙げられる。

◼ 「Cyber Surakshit Bharat」プログラムは、PPPの中で開始され、最

高情報セキュリティ責任者（CISO）及び政府機関や銀行などの広

範なITコミュニティ のサイバーセキュリティの課題の対処についての訓練

を実施している。オフラインとオンライン両方で6都市合計17回のトレーニ

ングが実施され、2020年12月までに626人が受講した。本プログラムで

は、1,200人の官僚及びCISOが対象となっている。

◼ サイバーセキュリティ分野のスタートアップに関して、、起業家や研究者

がサイバーセキュリティの実際の大きな課題に取り組む機会を与え、国

際基準の製品を創出するために、イノベーションと起業文化の促進を

行っている。この取組では、インド・データ・セキュリティ協議会（DSCI）
がMeitYのパートナーとして活動を実施している。

◼ CERT-In（Indian Computer Emergency Response Team）

は、2000年IT法第70B条に従って、MeitY傘下の国家機関として

設立された。取り組みは以下の通りである。

• サイバーセキュリティ事件に関する情報取集、分析、通知

• サイバーセキュリティ事件の予測とアラート

• サイバーセキュリティ事件を対処するための緊急措置

• サイバーセキュリティ事件対応活動の調整

• ガイドラインの作成

• 情報に関する勧告とホワイトペーパーの作成

サイバーセキュリティのR&D

サイバーセキュリティ政策
サイバーセキュリティチーム

❶インフラ開発
◼ 通信インフラを建設するための優先権（Right of Way）の許可が遅れており、かつ高額なROW料金の取り

立てが違法に行われている。

◼ 州政府はタライムラインやROW料金を規定し、オンライン・プラットフォームを通じた支払いによって制度の透明

性を確保する必要がある。

通信インフラの建設

◼ Bhara Netプロジェクトにおいて、パンチャヤット（村レベルの行政区）のブロードバンドにおいて、建設調査に

時間がかかり、電力が不足していることを理由に、ブロードバンドの導入が遅れている。また、パイロット段階で
67%のNOFNポイントが機能していなかった。

◼ スペクトルの可用性が低い。例えば、インドの地下鉄のうち、約10分の1のスペクトルしか開発されていない。

ブロードバンドの整備

◼ 150人あたりに1つのWi-Fiスポットしか整備されていない。

◼ インドでは、800万スポットが必要されているが、実際は約3万スポットしか利用できない。
公的Wi-Fiの低い普及率

❷ データ・セキュリティ
◼ Digi Lockerなどクラウド・サービスが増加する一方で、サイバー犯罪も増加している。

◼ 国全体及ぼ各政府機関で統合されたセイバーセキュリティ関連政策を策定し、キャパシティを強化する必要
がある。サイバー犯罪の増加

◼ ユーザーや当局が公的文書や証明書へいつでもアクセスできるメカニズムを整備する必要がある。アクセスの権利

◼ サーバー犯罪の被害を抑えるために、市民や政府機関のサーバーセキュリティについて教育を実施、電子取引
やサーバー活動を実施する際のリスクについて理解を深める必要がある。

サイバーセキュリティ知識

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf
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図 2-119 インドの通信分野の課題（2/2） 

出所： 

*1 https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2017/digital-india-targeting-inclusive-growth.pdf 

*2 https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2017/digital-india-targeting-inclusive-growth.pdf 

*3 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=33072 

*4 https://www.ripublication.com/irph/ijict17/ijictv7n1_02.pdf 

 

➢ 業界団体 

通信分野の業界団体は、NSCOMのほか、TSDI、DSCI、MAITがある。 

表 2-83 インドの通信分野の業界団体 

 
出所：  

*1 https://nasscom.in/about-us/what-we-do 

*2 https://dot.gov.in/telecommunications-standards-development-society-india-tsdsi 

*3 https://www.dsci.in/content/about-us#about_section 

❸ 官民連携（PPP）

◼ 入札では技術よりも価格が優先される仕組みであり、受託企業のスキルや経験、技術的な能力の限界に
よって遅延が生じている。過度な低価格に入札を削減する必要がある。

◼ 投資において、プロジェクトの中には実施中は高いし投資が要請され、実施後はキャッシュフローが減少するた

め、投資的な視点においては、リスクの高い事業は企業に敬遠されやすい。また、紛争の長期化によるプロ
ジェクトの遅延やそのリスクにより、海外投資家から敬遠されてしまう場合がある。

◼ 契約交渉においてルールが明確されておらず、再交渉の対する公的部門のインセンティブが弱い。

◼ 官民連携の事業においては、中央と州政府がそれぞれもつ長くて複雑な規制プロセスに対処する必要があり、
企業から敬遠されやすい。

入札の制度

◼ 民間資金の確保において、インド国内の銀行の不良債権処理を防ぐことが重要であり、長期資金の拡大に

は機関投資家や債券市場の整備が必要であり、インド国内資金の拡大には時間がかかるとみられる。その
ため、海外投資家や国際機関（世界銀行やADB、AIIB、新開発銀行など）に当面は依存せざる負えない。

ファイナンスの確保

❹ デジタル教育
◼ Digital India 事業やその利益の認知のため、国民にITリテラシーを広める必要がある。

◼ インドでは、約4分の3の世帯がコンピューターを持っていない。また、現地の言語で利用できるデジタルサービス

がなく、インターネットの普及が阻害されている。
ITリテラシー

◼ 貧困層にとって、デジタル・デバイスの取得やデジタル・サービスへのアクセスは経済的なハードルとなっている。貧困

◼ 一部の地域では電力をはじめ、ブロードバンドの整備が不十分である。また、インターネットの接続スピードが遅
い場所では、デジタルの利便性が享受できていない。

インフラ整備

団体名 概要

全国ソフトウェアサービス企業
協会：National Association of 
Software and Services 
Companies, （NASSCOM）

ITのソフトウェア業界3000社以上をとりまとめる業界団体。イノベーションの促進（Center of Excellenceの設置や人

材育成）、政策提言（ネット中立性、知的財産権保護、経済特区の設置、貿易問題等幅広い分野への提
言）、市場開発（Global Trade Development、India Market Development）を行っている。*1

Telecommunications Standards 
Development Society, India
（TSDSI）

DoTによって、National Telecom Standard Development Organization(SDO)として承認されている非営利組織である。

インド固有の要件をグローバル標準し、知的財産権の保護を目指す。日本（ラジオ産業ビジネス協会と電気通信

技術委員会）や米国、欧州などの国際電気通信標準化団体と覚書を結んでいる。また、発展途上国の標準化
支援も行っている。*2

Data Security Council of India
（DSCI）

NASSCOMによって設置された、インドのデータ保護に関する非営利組織である。サイバーの優良事例や基準、イニシ

アチブの確立によりサイバー空間の安全・安心・信頼を確保できるように取り組んでいる。

政策提言（サイバーセキュリティ、個人情報保護、インターネットガバナンスの分野）や商工省、保険・家族福祉省、

内務省、電子情報技術省、国家安全保障局などと連携、能力開発（プライバシーに関する資格の設置、省庁・
軍に対する人材育成サービスの提供）、Cyber Security Task Forceの設置など行ている。*3

Manufacturers’ Association for 
Information Technology
（MAIT）

1982年に設立された、インドの電子機器及びICTハードウェア業界を代表する組織。ニューデリーに拠点を置き、ビジネ

ス環境の整備や法案・規制に対する提言、IT製品の輸出入の簡易化、電子製品のサプライチェーン構築を行う。IT
機器の需要の喚起するために、消費の刺激から需要に対応する能力育成までの政策提言や政府調達の拡大を促
進する。メンバーには、メーカー、システムインテグレーター、サービスプロバイダー、e-Wasteリサイクル業者、テストラボ、

EMSプレーヤー、ITパーク開発者、コンサル、クラウド及びIoT分野の企業など多岐にわたる分野が参画する。*4

https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2017/digital-india-targeting-inclusive-growth.pdf
https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2017/digital-india-targeting-inclusive-growth.pdf
https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=33072
https://www.ripublication.com/irph/ijict17/ijictv7n1_02.pdf
https://nasscom.in/about-us/what-we-do
https://dot.gov.in/telecommunications-standards-development-society-india-tsdsi
https://www.dsci.in/content/about-us#about_section
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*4 https://www.mait.com/ 
 

➢ 通信事業者 

携帯通信業者としては、Jio をはじめ大手 4 社があり、それぞれ固定回線事業においても強い存在感を発揮
している。 

表 2-84 インドの通信業者 

 
出所： 

*1 https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.27of2021_0.pdf 

*2 https://www.jio.com/ 

*3 https://www.airtel.in/about-bharti/about-bharti-airtel/ 

*4 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180212/mcb1802120500009-n1.htm 

*5 https://www.bsnl.co.in/opencms/bsnl/BSNL/about_us/company/about_bsnl.html 
 

➢ 通信分野の規制 

通信分野の規制は各種法律や規則に基づいて行われている。 

企業名 概要 通信事業シェア*1 固定回線事業シェア*1 主要株主 主要サービス

Reliance Jio 
Infocomm Ltd.
(*2)

Reliance Industries
の一部として2007年

に設立された通信事
業会社

35.54% (2018) 15.60% (2018) Jio Platforms 固定回線事業

携帯電話事業

無線ブロードバンド事業等

Airtel India
(*3)

1995年に設立された

通信事業会社

29.83% (2018) 23.30% (2018) Bharti Airtel 携帯電話事業

ブロードバンド事業

デジタルテレビ事業等

Vodaphone Idea Ltd.
(*4)

Vodaphone Indiaと

Idea Cellular Limited
を統合して1995年に

設立された通信事
業会社

26.08% (2018) 2.58% (2018) Vodaphone Group
Aditya Birla Group

携帯電話事業

ブロードバンド事業

インターネットサービス事業等

Bharat Sanchar Nigam 
Ltd.
(*5)

電気通信局(DoT)に
よって運営されている
国営企業

10.43% (2018) 48.23% (2018) インド政府(DoT) 携帯電話事業

ブロードバンド事業

インターネットサービス事業等

https://www.mait.com/
https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.27of2021_0.pdf
https://www.jio.com/
https://www.airtel.in/about-bharti/about-bharti-airtel/
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180212/mcb1802120500009-n1.htm
https://www.bsnl.co.in/opencms/bsnl/BSNL/about_us/company/about_bsnl.html
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表 2-85 インドの通信分野の規制 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf 

*2 https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI-PolicyCircular-2020-29October2020_0.pdf 

*3 https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_30092020.pdf 

*4 https://www.trai.gov.in/telecom/consumer-protection 
 

➢ データ保護・プライバシー法 

データ保護やプライバシー保護は、前述の各種法律だけでなく、TRAI によるデータ保護規則だけでなく、
Information Technology Actに基づいて実施されている。また、Personal Data Protection Billが現在審議され
ている。 

表 2-86 インドのデータ保護・プライバシー法 

 
出所： 

カテゴリ 法律・規則 概要

免許制度 The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997
(*1)

以下の流れで事業者に事業免許を交付する。

• （TRAI）が免許付与の条件に関する勧告を行う

• 勧告を踏まえ、電気通信局（DoT）が免許政策を決定する

• 免許政策をもとに、DoTが免許審査、免許付与を行う。

他にも、TRAIが免許に関する規制や、認可事業者同士の料金や相互接続

に関する調整を行う。

外資規制 Consolidated FDI Policy Circular of 2020
(*2)

外資企業が通信事業に参入する場合、電気通信局（DoT）による認可・

監督の対象となる。また、定期的に通知されるライセンスとセキュリティ条件を

遵守する必要がある。

規制緩和が行われ、以下の条件で規制が行われることとなった。

• 出資上限：100%（なし）

• 規制の対象：携帯電話、国内・国際長距離電話、V-Satシステム等DoT
が示す14項目に当てはまる事業

• 出資比率が49%未満の案件は追加審査なしで認可

• 出資比率が49%以上の案件は外国投資促進委員会（FIPB）による追

加審査を経て認可

消費者保護 Telecom Consumer Protection Regulations
(*3)

市場の変化に合わせて改訂される、消費者保護に関する規則。

2020年の改定では、国際ローミングサービスの提供にあたる同意、契約内容

の明示、消費者相談窓口の設置などが義務付けられた。

Consumer Protection Act, 2019
(*4)

消費者に対する情報開示、消費者の権利の保護などを定めたもの。

消費者保護局(Central Consumer Protection Authority)の設置の法的根拠

となっている。

カテゴリ 法律・規則 概要

データ保護 TRAIによるデータ保護規則

(*1)
通信事業者のデータ管理方法、期間などに関する規則

免許付与にあたって、データセキュリティに関する審査が行われる

プライバシー保
護

Information Technology Act, 2000
(*2)

電子記録・電子署名の保護、サイバー犯罪の禁止などを定める

2008年に機密データまたは機密情報 (Sensitive Personal Data or 
Information)に関する記述が追加され、プライバシー保護に関する義務が

明記された

Personal Data Protection Bill
(*3)

2019年に電子情報技術省によって起草、現在審議中

インドにおける個人データ保護の法的根拠となり、以下のような内容を含
んでいる。

• インドでサービス展開しているすべての企業が対象

• データ管理者(Fiduciaries)は管理プロセスの透明性を確保し、プライバ

シーポリシーの策定・データ保護責任者(DPO)の指定を行う

• データを管理される個人に、自身の個人データを管理する権利（デー
タポータビリティ権、忘れられる権利、修正する権利など）を与える

• データのコピーをインド国内で保存する

• インド政府が別途指定する「機密個人情報」をインド国内のサーバー
以外で管理することを禁止

• PDPBの不履行全世界の売上高の最大2-4%または5000万-1億5000
万ルピーのうち高いほうの罰金

• 機密個人情報の不正取得、売買を行った場合、懲役最大5年ある

いは最大20万ルピーの罰金、またはその両方

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf
https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI-PolicyCircular-2020-29October2020_0.pdf
https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_30092020.pdf
https://www.trai.gov.in/telecom/consumer-protection
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*1 https://www.dataguidance.com/notes/india-data-protection-overview 

*2 https://www.meity.gov.in/content/information-technology-act-2000 

*3 https://www.meity.gov.in/data-protection-framework 

 

2.5 バングラデシュ 

2.5.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している EIU(Economist 
Intelligence Unit)の報告書によると、バングラデシュは所得水準の上昇と安定した政治環境から、大き

な市場機会を提供すると予想される。また、インフラやブロードバンド接続の整備により、ビジネス

環境も改善すると予想されている。 

 

 
図 2-120 ビジネス環境概況（その 1） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっている。パンデミックは輸出主導型の成長モデルを阻害したが、貿易規制の緩和により貿易

部門が強化され、さらに、自由主義的な外国投資の規則により、衣料品とエネルギー部門が最も強化

されると予想されている。 

 

出典:EIU

実質GDP成長率

7.1

(2016-20)

FDI流入額

1,649百万米ドル

(2016-20)

人口

1億6470万

(2020)

主要都市

ダッカ、チッタゴン、

ラジシャヒ、クルナ

主な外国語

英語

為替レート （平均）

84.87

(2020)

総合ランキング

概
要

備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

16 13

政治環境ランキング

凡例：緑-地域ランキング2016-2020、青-地域ランキング2021-2025 (17か国中)

16 16

ビジネス環境ランキング

2021-25 年 にかけて、ビジネス環境は改善す

ると予想されている。しかし、他国でも同様の

改善があるため、地域別ランキングは変動しな

い。いくつかのエネルギープロジェクトが完了し、

ブロードバンド接続が強化されるにつれて、イン

フラは最も改善される。 しかし、バングラデシュ

は、技術成熟度が比較的低いことに悩まされ

ることが見込まれる。

13 14

市場機会ランキング

アワミ連盟 (AL) とバングラデシュ民族主義党

(BNP) の政治的緊張は続くが、2023年もアワ

ミ 連 盟 が議会優位を維持し、政治環境ランキ

ングは改善が見込まれる。 また、バングラデシュ

は、近隣諸国からの経済的な譲歩や支援を

得るために、その戦略的 立 ち 位置を引き続き

利用していく。

2021-25年 において 、バングラデシュは、投資

家に対し て 、 セクターを超えた注目すべき市場

機会を提供する。急速な人口増加と所得水

準の上昇、農村から都市への大規模な人口

移動が相まって、消費者需要は着実に増加す

る。名目GDPも2025年までに50%以上増加

すると予想されている。

2016-20 2021-25 2016-20 2021-25 2016-20 2021-25

https://www.dataguidance.com/notes/india-data-protection-overview
https://www.meity.gov.in/content/information-technology-act-2000
https://www.meity.gov.in/data-protection-framework
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図 2-121 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、バングラデシュ政府は都市交通や建設による

インフラ整備に力を入れている。他方、技術成熟度の低さは、国の貧弱なサイバーセキュリティ政策

と保護システムに起因している。 

 

 
図 2-122 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 15/17

地域ランキング(2021-25) 13/17

主要指標

重要な洞察

• バングラデシュの主要な輸出市場は、欧

州と北米となる。

• 関税・非関税障壁は残るが、貿易ルー

ルは緩和される。

• 貿易量を増大させるいくつかの要因とし

て、主に、安価かつ豊富な労働力、大

半のOECD市場への良好なアクセス、中

国に次ぐ衣料品生産国としての地位な

どが挙げられる。

- バングラデシュは、バイヤーが中国の代

替品を求めるにつれて、安価な衣料

品の生産ハブとしての地位を固める。

• バングラデシュの外国投資の規則は比較的自

由 で あ る 。1980年の外国民間投資法は、投

資された資本と利益、キャピタルゲイン、税引き

後配当に加え、承認されたロイヤルティと手数

料を本国に送還する権利を与えている。

• しかし、投資家は、非効率な港湾や貧弱な輸

送インフラ、不安定な電力供給、熟練労働者

の不足など、いくつかのオペレーション上の課題

に直面している。

• 衣料産業はアジア諸国の外国人投資家 か ら

の最大のターゲットであり続ける。また、エネルギ

ー分野への海外投資は、引き続き増加傾向が

続く。

• COVID-19のパンデミックは、輸出主導型の成長

モデルとグローバル市場への 大 き な 依存に影響を

与え、2020年の商品輸出額は減少した。

• しかし、危機は一時的に国に影響を与えるのみで

、2021-25年においてはでアジアの最も急速に成

長している経済の一つであり続けるだろう。

• 一方、輸入燃料、原材料、資本 設 備 への依存

度が高いため、2021-25年にかけて財政・経常収

支の赤字が続く。

• パンデミックに対応した政府の景気刺激策により

、今年度の財政赤字は拡大する見込み。政策

立案の質は依然として不十分である。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 8/17

地域ランキング(2021-25) 10/17

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 17/17

地域ランキング(2021-25) 17/17

出典:EIU
備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。

技術成熟度

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 16/17

地域ランキング(2021-25) 17/17

主要指標

重要な洞察

民間企業・競争政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 17/17

地域ランキング(2021-25) 17/17

インフラストラクチャー

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 17/17

地域ランキング(2021-25) 15/17

• 携帯電話の普及は世界的である中で、

デジタル決済は 非 常 に 普及しており、モ

バイルウォレットなどの代替決済方法が

普及しているが、ランキングは低いままで

ある。

• 特許出願数は少なく、電子政府の範囲

は限られており、研究開発 へ の 支 出 は

少ないままである。

• 同国のICTは、政府のDigital

Bangladesh visionに牽引されて 改 善

すると予想される。しかし、同国のサイバ

ーセキュリティ政策と保護システムの整備

は 、 依然として大きく遅れている。また、

民間企業のイノベーションの水準が低く、

政府の研究開発への影響力が弱い。

• 電力セクターが巨額投資の確保を継続する一

方で、 政府は都市交通インフラの建設を優先

しており、ダッカはより良い一般道路と高架道

路、有料道路の恩恵を受けている。

• バングラデシュは主要な発電源として、LNGの

代 わ り に 国内の天然ガス を 使 用 す るた め 、

2021-25年にかけてエネルギー部門の変革が

見込まれる。

• 政府は引き続き都市インフラを整備する。運

輸 及 び 廃水、都市廃棄物管理部門では、あ

る程度の進展が予想される。

• 2021-25年にかけて、私有財産権の保護の強

化や新規事業立ち上げに関する規制の一部緩

和により、ランキングは改善される見通しである。

しかし、バングラデシュのビジネス環境は、強力な

国営企業の独占と知的財産保護のため、外国

投資家にとっては引き続き厳しいものになると予

想される。

• 煩 雑 な規制 と 不透明な調達規則、複雑な手

続き、官公庁の長い手続きは、新しい民間投

資家にとって引き続き大きな障害となる。政治

指導部が特定の投資を優先すると決定した場

合、上記は除かれる可能性がある。

• 計画中の経済特区は外国人投資家の最大の

関心事項になると予想される。

出典:EIU
備考:地域別ランキング対象国:オーストラリア、バングラデシュ、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム。
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(2) 関連する規制 
日本企業がバングラデシュ進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 

表 2-87 バングラデシュ進出に際し関連する主な規制 

 
出所：JETRO（外資に関する規制 | バングラデシュ - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

 

2.5.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

バングラデシュの電子政府関連の主な組織として以下が挙げられ、特に郵便情報通信技術省（GOB）の内
部組織である ICT Division、BCC、BHTPAが個別プロジェクトを管轄する中心組織となっている。 

表 2-88 主たるステークホルダー 

 

名称 説明

規制業種・禁止業種
◼ 情報通信技術および金融セクターはいずれも外資規制がある

◼ 詳細はこちらをご覧ください

資本金に関する規制

◼ 原則、金融業以外の業種であれば、最低払込資本金の規制はない

◼ 金融業については、次の資本金の最低額を設定している

• 銀行：40億タカ

• 一般保険：4億タカ

• 生命保険：3億タカ

• その他特殊保険：1,500万タカ

• その他の金融機関：10億タカ

外国人就業規制
◼ 経営陣も含めた全従業員数に占める外国人の比率は、製造業で5％（1：20）、サービス業で20％（1：5）を超えて

はならない

現地人の雇用義務
◼ 外国投資申請時のバングラデシュ政府による審査基準に、バングラデシュ人雇用の目安として、製造分野で外国人1人に

20人以上、商業分野で外国人1人に5人以上とされている

外国企業の会社設

立手続き

◼ 現地法人、駐在員事務所、連絡事務所、支店、公共部門との合弁会社があり、それぞれの設立手続きが異なる

◼ 詳細はこちらをご覧ください

機関 概要

The Ministry of Public Administration

（GPA）*1

◼ 国家行政・教育・国家公務員に関する規制等を管轄する主管官庁。

The Ministry of Posts, Telecommunications 

and Information Technology, Government of 

Bangladesh (GOB)*2

◼ 通信技術に関する主管官庁。

◼ 内部組織としてICT Divisionを有する。

Bangladesh Computer Council (BCC)*3 ◼ GOBの下部組織でICT政策の中心組織。

◼ 国家ICT戦略や政策の策定、政府組織向けICTツールの規格・仕様の作成、ICT分野におけ

る人材育成の推進等を実施。

Bangladesh Hi-Tech Park Authority

（BHTPA）*4

◼ バングラディシュ全土にテクノロジービジネスパーク（ハイテクパーク）を設立・管理している政府

機関。ハイテクパークの事業を運営する企業は、税金面での優遇制度が適用される。

Access to Information (A2I) Programme)*5 ◼ 政府の取組や政策の進捗に関して、市民にも分かりやすいようにオンライン上で可視化する取

組。

◼ プログラムを運営する政府担当組織が、電子政府の文脈で実質的な中心組織の一つとされ

ている。

https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/invest_02.html
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出所： 

*1：Ministry of Public Administration-Government of the People¥'s Republic of Bangladesh (mopa.gov.bd) 

*2：https://ictd.gov.bd/ 

*3：
http://analytics.bcc.gov.bd/#:~:text=Bangladesh%20Computer%20Council%20%28BCC%29%20is%20a%20statutory%20body,No%20IX%20of%201990%20passe
d%20by%20the%20Parliament. 

*4：Bangladesh Hi-Tech Park Authority (bhtpa.gov.bd) 

*5：Access to Information (a2i) Programme | South-South Galaxy (southsouth-galaxy.org) 

 

➢ 政策 

バングラデシュでは電子政府に関連する政府戦略として「Digital Bangladesh」と「Vision2041」が策定され、
電子政府の推進が取組まれている。 

 
図 2-123 バングラデシュ政府の取組 

出所： 

*1：https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3227-1 

*2：https://www.weforum.org/agenda/2020/11/bangladesh-and-digital/ 

*3：http://publicationslist.org/data/ajase/ref-52/46_10_Template.pdf 

https://ijsab.com/wp-content/uploads/532.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/231149882.pdf 

 

韓国国際協力団（KOICA）の支援を受けて 2019 年に策定された電子政府戦略の「e-Government Master 
Plan」では、電子政府実現に向けた以下のロードマップが設定されている。 

• デジタル・バングラデシュ：2021年までにeコマース、デジタル教育、

デジタルバンキングを含む「デジタル・バングラデシュ」の構築を国家開

発戦略とし、電子ガバナンスを最重点分野に位置づけている。

• 市民中心型アプローチ：主な指標として、市民のサービス享受にか

かる時間、コスト、公共機関への訪問回数の削減に焦点を当てる。

• 職員教育：数百種規模の公共サービスのデジタル化に向け数千人

にのぼる公務員の再教育を実施。デジタル化により年金申請にかか

る時間が28日から8日に短縮されるなどの成果が見られている。

課題 *4

Eガバナンスの概要*1

• 2001年、バングラデシュ政府は、効果的な公共サービスの提供とグッ

ドガバナンスのための分権化を目的として政府のデジタル化に着手し

ている。

• これまでに一部プロセスの自動化、電子的な出生登録システム、政

府文書のオンライン化などが完了している。

戦略と目標 *2

人材不足：人的能力、教育訓練、パフォーマンスが電子政府の質

に大きく影響するとされる中、十分なスキルを備える人材が不足して

いる。

脆弱なICTインフラ：インターネット契約者総数は人口の62%で、う

ち固定ブロードバンドが5%、モバイルブロードバンドが57%を占める。

資金調達：発展途上国であるバングラデシュでは、Eガバナンス計

画にかかる多額の資金をタイムリーに費用対効果の高い手段で調

達することが難しい。

政治的課題：複数の政党があるが結束力がなく、政党間の議論

も少ない。電子ガバナンスの最も重要な要素である政治的安定性

に欠けている。

認知度の低さ：出生証明書などの各種サービスをオンラインで予約

できる電子市民サービスアプリケーションポータルがごく一部の国民

にしか認知されていないなど、認知度の低さにも課題が残る。

https://mopa.gov.bd/
https://ictd.gov.bd/
http://analytics.bcc.gov.bd/#:~:text=Bangladesh%20Computer%20Council%20%28BCC%29%20is%20a%20statutory%20body,No%20IX%20of%201990%20passed%20by%20the%20Parliament
http://analytics.bcc.gov.bd/#:~:text=Bangladesh%20Computer%20Council%20%28BCC%29%20is%20a%20statutory%20body,No%20IX%20of%201990%20passed%20by%20the%20Parliament
http://bhtpa.gov.bd/
https://my.southsouth-galaxy.org/en/data/a2i-government-agency
https://my.southsouth-galaxy.org/en/data/a2i-government-agency
https://my.southsouth-galaxy.org/en/data/a2i-government-agency
https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3227-1
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/bangladesh-and-digital/
http://publicationslist.org/data/ajase/ref-52/46_10_Template.pdf
https://ijsab.com/wp-content/uploads/532.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/231149882.pdf
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図 2-124 電子政府戦略に記載されたロードマップ 

出所：https://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/publications/3f9cd471_9905_4122_96ee_ced02b7598a9/2020-05-24-15-54-
43f3d2b8b4523b5b62157b069302c4db.pdf 

 

➢ UN e-Gov Index 

UN e-Gov Indexでは 119位（2020年）となっている。 

フェーズ1 (2019-2021)

電子政府の基盤構築

フェーズ2 (2022~2023)

サービス統合

フェーズ3 (2024-)

最新化

法律／ガバナンス

関連法令の制定

電子政府のガバナンス構築

政府

(G2G)

BNDA、BPR

重点施策 戦略的イニシアチブ 最新技術の導入

電子サービス

(G2C、G2B)

重点施策 戦略的イニシアチブ 最新技術の導入

サービス統合

インフラ

重点施策

E-GSCサービスの拡充

NDC（国家データセンター）の最初の施策

E-GSC (電子政府セキュリティセンター）の政府向けサービス

https://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/publications/3f9cd471_9905_4122_96ee_ced02b7598a9/2020-05-24-15-54-43f3d2b8b4523b5b62157b069302c4db.pdf
https://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/publications/3f9cd471_9905_4122_96ee_ced02b7598a9/2020-05-24-15-54-43f3d2b8b4523b5b62157b069302c4db.pdf
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図 2-125 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移 (2010～2020 年) 

出所：UN E-Government Development Index を基に調査団作成 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

電子政府関連の政府の取組として、EDGE プロジェクトによるレジリエンスの構築、各省庁のサイバーセキュ
リティ向上、土地所有システムを簡易化する国有地のデジタルデータベース作成等に取り組んでいる。 
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図 2-126 電子政府の関連の取組（1/3） 

出所： 
*1：https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/06/19/bangladesh-enhancing-digital-government-and-economy-project 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161086?lang=en 

*2：https://techobserver.in/2021/05/28/digital-land-databank-soon-for-bangladesh/ 

また、電子政府マスタープラン策定によるイノベーションの推進と、デジタルガバメントを通じた業務効率化に

も取組んでいる。 

 
図 2-127 電子政府の関連の取組（2/3） 

出所： 

• 進行中

ステータス

• バングラデシュコンピュータ評議会

（Bangladesh Computer Council, BCC）

• 世界銀行による資金提供 (2億9,500万米ドル)

パートナー

• 中小企業や戦略的産業のデジタル化を支援し、パンデミックによる

影響からの回復と第4次産業革命への足固めを図る。

• クラウドベースの全政府機関向け統合デジタルプラットフォームの構築

とサイバーセキュリティの改善により、公的機関におけるIT投資額を2

億米ドル削減。

• 非常時における政府機能や個人／企業への公共サービス提供維

持といったレジリエンス向上も図る。

• デジタル技術や破壊的技術の分野で10万人の雇用創出が見込ま

れる。国内IT企業に対し海外進出促進などによる収益3億米ドル

増加の目標を支援する。

概要

• 進行中

• 国土省

パートナー

• 国有地の不正使用や流用を防止できる。

電子国土データバンク*2

(Digital Land Databank)

• 進行中

ステータス

• 国土省

パートナー

• すべての国有地について位置などの情報を登録し、国有地データバ

ンクとして整備する。

• ソフトウェア作成のパイロットを経て、近々Char Development 

Settlement Project (CDSP)の下で入札開始予定。

• 中央データベースは「ランドバンク」へ名称変更され、将来的にはアプ

リの開発も計画されている。

• データベースへの登録により国有地の所有権の確認が可能となる。

概要

デジタル政府・経済強化 1

(Enhancing Digital Government and Economy , EDGE)

その他の目的・見込まれる成果 その他の目的・見込まれる成果

• デジタル・バングラデシュの中心プログラムで、デジタルサービスの開発

、政策改革、供給側の能力開発、需要側の意識向上と変化への

インセンティブに焦点を当てている。

• 政治指導者や公務員の考え方や業務の進め方の変革をプロジェク

トの使命とし、国民IDの統合プラットフォーム、決済プラットフォーム、

ワンストップ型行政サービスセンター、100を数える政府のウェブサイト

の単一ポータルへの統合などのレバレッジポイントにも重点を置いてい

る。

• 完了 (2016年2月～2019年12月)

ステータス

• 韓国国際協力機構

• バングラデシュコンピュータ評議会

• 政府ICT部門

パートナー

• 不動産管理、各種証明書の取得、保有税、水道料金の支払いな

どの公共サービスにオンラインでアクセスが可能。

その他の目的・見込まれる成果

• 3.2百万米ドルの助成を受け 「デジタル・バングラデシュ実現に向けた

電子政府マスタープラン形成プロジェクト」を実施。

• プロジェクトの主軸は電子政府マスタープランとアクションプランの策

定、パイロットプロジェクト実施など。

• 47の取り組みのうち地方自治体の電子サービス開発を最上位に位

置づけ、パイロット業務を実施。マイメンシン市のほか9つの自治体に

導入された。

概要

電子政府マスタープラン 1

(Enhancing Digital Government and Economy)

• 完了 (2007年1月～2019年9月)

ステータス

• 国連開発計画

• JICA

• Google

• テレノール社

• コペンハーゲン・コンセンサス・セン

ター 等

パートナー3

• 省庁内／省庁間におけるワークフローの分析や再設計を支援し、エ

ンドツーエンドのプロセスの最適化と付加価値のないタスクの自動化

を促進する。

その他の目的・見込まれる成果

概要

Access to Information (A2i) 2

https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/06/19/bangladesh-enhancing-digital-government-and-economy-project
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161086?lang=en
https://techobserver.in/2021/05/28/digital-land-databank-soon-for-bangladesh/
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*1：Digital land databank soon for Bangladesh – Tech Observer 

*2：https://a2i.gov.bd/、https://medium.com/digitalhks/bangladeshs-a2i-program-864e29eedc10 

https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/02/06/how-a2i-is-using-empathy-to-foster-innovation-in-bangladesh/ 

 

その他の取組として、デジタル・バングラデシュ 2021 のビジョン達成に向けて、雇用創出・産業育成も視野
に入れた ICT活用のプロジェクトも実施されている。特に、IT人材育成の分野では、B-JETプログラムと呼ば
れる JICAの技術協力プロジェクトも実施されている。 

 
図 2-128 電子政府の関連の取組（3/3） 

出所： 

*1：https://www.ssonetwork.com/events-sharedservicesweek/sponsors/leveraging-ict-for-growth-employment-and-governance-lict 

*2： B-JET | Bangland (jica.go.jp) 

 

➢ 課題 

電子政府マスタープラン策定の際に実施されたアンケート調査では、政府関係者は電子政府実現に向けて

ICT 専門家、e-Service のプロモーション、ICT インフラ等が課題だと回答している。回答の中でも、40%の回
答者が ICT専門家の不足がバングラデシュの課題だと指摘している。 

注力プロジェクト

• 完了 (2018)

ステータス

• バングラデシュ政府

• バングラデシュコンピュータ評議会

• 電子政府の構築、雇用の創出、輸出ビジネス拡大。

その他の目的・見込まれる成果

• バングラデシュのIT/ITES産業の成長を促し、雇用創出と輸出の多

様化を図ることを主な目的としている。

• 政策、ガイドライン、電子政府の相互運用性の枠組みの構築、政

府関係者の能力開発を通じて行政の近代化にも寄与。

概要

成長・雇用・ガバナンスへのICT活用プロジェクト*1

(Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance, LICT) 注力プロジェクト

• 進行中 (2017~)

ステータス

• バングラデシュ政府 ICT Division

• バングラデシュ・コンピュータ評議会

• JICA、宮崎大学

パートナー

その他の目的・見込まれる成果

• 技術協力プロジェクトの一環として2017年11月より開始した、バン

グラデシュICT人材向けの日本就職をターゲットとしたトレーニングプロ

グラム。

• B-JETプログラム以前には、2012~15年にITEE（情報処理技術者

資格試験）の導入およびその運営能力向上を支援する為の技術

協力プロジェクトが実施されている。

• 3か月のトレーニングでは、日本のIT企業で就職する上で必要なスキ

ル（IT技術関連・日本語・ビジネスマナー等）に関して講義を実施。

概要

B-JET プログラム*2

(Bangladesh-Japan ICT Engineers’ Training Program)

• 日本はIT人材の不足してる。一方で、バングラディシュではIT人材は

豊富にいるものの就業機会が限られている為、そのミスマッチを解消

する。

https://techobserver.in/2021/05/28/digital-land-databank-soon-for-bangladesh/
https://a2i.gov.bd/、https:/medium.com/digitalhks/bangladeshs-a2i-program-864e29eedc10
https://a2i.gov.bd/、https:/medium.com/digitalhks/bangladeshs-a2i-program-864e29eedc10
https://a2i.gov.bd/、https:/medium.com/digitalhks/bangladeshs-a2i-program-864e29eedc10
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/02/06/how-a2i-is-using-empathy-to-foster-innovation-in-bangladesh/
https://www.ssonetwork.com/events-sharedservicesweek/sponsors/leveraging-ict-for-growth-employment-and-governance-lict
https://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/b-jet.html
https://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/b-jet.html
https://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/b-jet.html
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図 2-129 「電子政府マスタープラン」に記載されている電子政府分野の課題 

出所：e-Government Master Plan for Digital Bangladesh (portal.gov.bd) 

 

さらに、電子政府の実現に向けて、各省庁から実施したい取組に関して、統一システムの活用・運営や、統

一ポータルシステムを求める声が挙がっている。 

表 2-89 「電子政府マスタープラン」に記載されている取組を求める事例 

 
出所：e-Government Master Plan for Digital Bangladesh (portal.gov.bd) 

 

➢ 電子政府関連の法規制 

ICT・電子政府関連の法規制の概要は以下であり、特に「Information & Communication Technology Act, 
2009」、「Right to Information Act, 2009」が遵守すべき基礎的な法律となっている。 

40%

21%

3%

21%

15%

ICT専門家

e-Serviceのプロモーション

財源の確保

ICTインフラ

電子政府設立の為の行政組織

アンケート調査は2016年10月に実施され、CIO (Chief Innovation 
Officer) 及びIT業務に精通した公務員を対象に実施した。

調査対象機関は、各府省・県の計111機関で、 63機関が回答してい

る。(186人を対象とし、その内99人が回答)

Q バングラディシュの電子政府実現に向けて、優先すべきデジタル
サービスは何か？

A

48%

30%

18%

4%

G2C G2G G2B Foundation

✓ G2C（政府対市民）サービ

スと回答した人が一番多く、
約半数の47人がG2Gと回

答した。

✓ その次に、G2G（政府対政

府）が30人、G2B（政府

対企業）が12人の順で多く

挙がった。

調査対象

バングラディシュの電子政府実現に向けて、一番の障壁は何
か？

A
✓ ICT専門家と回答した人が

一番多く（40%）、その次

にe-Serviceのプロモーション

（21%）、ICTインフラ(21%)
が多かった。

✓ 電子政府設立の為の専門

組織の立ち上げを求める声
も見られた。

Q

その他の質問において、電子政府に関連するデータは国立データセン
ターで管理されるべき（85%）点や、電子政府設立に向けて、現状は

政府組織間の電子での情報共有ができていない（57%）等の意見も

見られた。

その他の質問・回答

Q 電子政府実現に向けて、実施・強化したい取組は何か？

A 回答機関 求めている取組

Access to Information (A2I) 
Programme)

ジョブ・ポータル、食品医薬品情報システム、統合防災システム、インテリジェン

ス・トランスポート・システム、雇用管理システムのスキル、デジタル自治体サービ
スシステム

Bangladesh Investment Development 
Authority (BIDA)

雇用管理システムのスキル、バングラデシュ投資に関するシングル・ウィンドウ

Ministry of Planning ビッグデータソリューションを備えた国家統計データウェアハウスシステム、統計収
集システム、年間業績連動型マネジメントシステム

Ministry of Education 教育行政マネジメントシステム

Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change

環境情報管理システム

Ministry of Finance e-Customsシングルウィンドウ、予算情報管理システム

https://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/publications/3f9cd471_9905_4122_96ee_ced02b7598a9/2020-05-24-15-54-43f3d2b8b4523b5b62157b069302c4db.pdf
https://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/publications/3f9cd471_9905_4122_96ee_ced02b7598a9/2020-05-24-15-54-43f3d2b8b4523b5b62157b069302c4db.pdf
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図 2-130 電子政府関連の法規制 

出所：e-Government Master Plan for Digital Bangladesh (portal.gov.bd) 

(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

金融分野の主管は財務省だが、バングラデシュ中央銀行が Fintechの主要規制機関となっている。 

表 2-90 主たるステークホルダー 

 
出所： 

*1 https://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/references.html  

*2：https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/lifestyle_communication_bd.pdf  

対象のカテゴリー 該当する規制・法律

情報社会振興 ✓ Information & 
Communication Technology 
Act, 2009

情報サービス
の推進

電子政府（行
政）

✓ Right to Information Act, 
2009 

情報化環境の
推進

✓ Bangladesh High-tech Park 
Authority Act 

✓ BCC Act, 1990

デジタルセキュリティー ✓ Information & 
Communication Technology 
Act, 2009

✓ Telecommunication Act, 
2001

✓ Digital Security Act, 2018 

ICT産業の発展 ✓ Information & 
Communication Technology 
Act, 2009

✓ Telecommunication Act, 
2001

Information & Communication Technology Act, 2009
◼ デジタル署名と電子記録のセキュリティを規制し、電子的に発行され

た証明書の法的権限、関連する責任、および法律に違反した場合

に課される罰則に関する規定が含まれている。

◼ 国連国際商取引法委員会、シンガポール電子取引法、インド情報

技術法に基づき、2006年に制定され、2009年に第18条が更新され

た。

Right to Information Act, 2009 

Digital Security Act, 2018 

◼ 同法はバングラディシュ政府の行政における透明性と説明責任を強

化するため、国民に対する情報開示の基準を定めている。

◼ 同報は情報委員会と地方の選考委員会によって支持されている。

情報公開に関する方針は、情報委員会が決定する。最高情報責

任者は、民事裁判所の権限を行使することができる。

◼ 同法は電子メディアを使った名誉毀損や人権侵害に関する条項が

含まれている。

◼ サイバー犯罪を防ぐ為に、ダッカに「Digital Security Agency」が設

立され、デジタルセキュリティについての問題を議論する為に

「National Digital Security Council」が設置される旨が記載されて

いる。

機関 概要

財務省 ◼ 課税、金融法制、金融機関、資本市場、予 算、中央・国家財政に関する主管官庁。

バングラデシュ中央銀行 ◼ Fintechの主要規制機関

◼ 決済システム部 (PSD) は、決済システムの監督、新決済システムの推進や支払決済システムの導入によ

り金融取引の円滑化等を行っている。

◼ 通貨・信用政策の策定、通貨発行の管理と決済システムの規制、外貨準備の管理、銀行や金融機

関などの規制を担っている。

Ministry of Information ◼ 情報通信政策を担当する機関*1

Bangladesh Securities and 
Exchange Commission (BSEC)

◼ 証券・投資に関する規制機関

Bangladesh Institute of Bank 
Management

◼ 銀行・金融に関する研修・研究・コンサルティング・教育の国立機関

Microfinance Regulation 
Authority(MRA)

◼ マイクロファイナンス業界を監督する機関である。

◼ マイクロファイナンス機関は同庁への登録が必要。*1

Union Information & Service 
Centre（UISC）*2

◼ 全人口にICTアクセスを提供することを最終目的として設立されたワンストップセンターであり、UNDPも技

術支援と財政支援を行っている。

◼ Trust Bank、Dutch、Bangla Bank （DBBL）、One Bankなどすでにと覚書が締結され、この機関を

通じて地方で在住者にモバイルバンキングサービスを提供している。DBBLに関しては、、UISCを通じてバン

グラデシュの7つの管区すべてにこのサービスが導入することに成功している。

https://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/publications/3f9cd471_9905_4122_96ee_ced02b7598a9/2020-05-24-15-54-43f3d2b8b4523b5b62157b069302c4db.pdf
https://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/references.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/lifestyle_communication_bd.pdf
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➢ 政策 

金融分野の政府方針・戦略は、主に Vision2021に基づく Digital Bangladeshである。 

表 2-91 政府方針・戦略 

 
出所： 

*1 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/161228/mcb1612280500007-n1.htm  
*2 https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-DigitalBD-Vision2021_201601_bd.pdf  
*3 http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h28/160908-01.pdf  
*4https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/Bangladesh/CN_SDG%208.10.1%20&%208.10.2%20(Financial%20Inclusion)_2110201
8.pdf 
*5 http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf  
 

➢ 金融包摂関連データ 

バングラデシュの金融口座保有率は近年上昇しており、特にデジタル金融の活用が促進されている。 

主な方針・戦略 概要

Perspective Plan of 
Bangladesh 2021-2041
（Vison2041)

◼ Vision 2021の後続として掲げられており、具体的には以下を目標としている。

・デジタル社会に同調した先進国になること (一人の所得12,500 USD以上、実質GDP成長率9.9%)
・貧困から抜け出すこと (極度の貧困1%未満、貧困3%未満)

Perspective Plan of 
Bangladesh 2010-2021

（Vision 2021）

◼ バングラデシュの最上位の開発計画であり、2021 年までの中所得国化を国家目標を計画したものである。

◼ ８つの重点分野があり、①ガバナンスの改善、②「デジタル・バングラデシュ」実現に向けた創造的な人々への支援、

③弱者に優しい社会の創造、④グローバリゼーションや地域協力にかかる課題への対応、⑤広く裨益する経済成長と

食糧安全保障の確保、⑥発展と社会福祉のためのエネルギー安全保障の提供、⑦インフラの整備、⑧気候変動の

影響の緩和である。

Digital Bangladesh

◼ Vision2021で提唱されているICT戦略である。

◼ 国民の金融サービスへの参加を加速させ、デジタル国家の建設を推進するのが目的である。*1

◼ 電子政府化、ビジネスにおけるICTの活用、国民すべてへのICT普及、人材開発の4つの柱から成りたち、これら分野の

促進により伝統的に恵まれない人々の活用に活力を与え、社会開発と経済発展を促進することを目指している*2

National Financial 
Inclusion Strategy 
(NFIS)*4

◼ 2021年までに中所得国への移行を目指す政府の目標に沿って設定され、金融包摂とデジタル化を通じて「誰一人

取り残さない」ことを目的とした第7次5ヵ年計画の一環として策定された。

◼ NFISの主な重点分野は、農業におけるエンパワーメント・イニシアチブの深化、零細・中小企業（MSME）への融資・

再融資、ジェンダー格差の解消、農村へのアクセスの促進、周縁化され排除された人々のアクセスの向上などである。

Digital Financial Services 
(DFS) Lab

◼ デジタル・ファイナンシャル・インクルージョンを拡大するため、バングラデシュ銀行とa2i（Access to Information：首相

府電子政府室により2006年9月より実施されているプロジェクトで、電子政府戦略の確立やICT分野の新プロジェクト

の開発のサポート等を目的としている*3）の共同イニシアティブが提唱されている。主に農村部の電子商取引を支援

し、金融リテラシーを向上させるための市民を中心とした製品やサービスのイノベーションを目指す。

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/161228/mcb1612280500007-n1.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-DigitalBD-Vision2021_201601_bd.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h28/160908-01.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/Bangladesh/CN_SDG%208.10.1%20&%208.10.2%20(Financial%20Inclusion)_21102018.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/Bangladesh/CN_SDG%208.10.1%20&%208.10.2%20(Financial%20Inclusion)_21102018.pdf
http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf
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図 2-131 金融包括データ 

出所： 

*1 https://globalfindex.worldbank.or/  
*2 https://www.imf.org/  
 
また、経済の自由度ランキングでは 184 カ国中 120 位（2021 年）と低く、Fintech 指数は 65 カ国中

61 位だが、今後の発展に期待されている。 

 
図 2-132 経済自由度指数と世界 Fintech 指数 

出所： 

*1 https://www.heritage.org/  
*2 https://findexable.com/  
 
 

金融包摂指数（2017年）*2

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.56 （21位） 0.19 （36位） 0.66 （9位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出しており、指数は

１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

◼ バングラデシュにおける金融包摂は、近年各
種イニシアティブにより改善しており、2014年

から2017年にかけて19ポイント上昇している。

◼ 特にデジタル金融の活用による金融包摂の

改善が顕著であり、デジタル決済利用率や、

モバイルマネー口座の保有率も高く、デジタル
金融包摂指数は途上国中9位となっている。

金融包摂・金融サービス利用関連データ*1
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バングラデシュ 調査対象8カ国平均

世界Fintech指数（2019年）*2

経済の自由度指数（2021年）*1

総合点及び各評価要素は最高100点で、政府の効率性や、事業に係る規制の大きさを数値化している。

バングラデシュは56.5点で、184カ国中120位（調査対象8カ国中6位）である。

Fintech指数は、現地のFintech社数、Fintechの活動の規模と質、金融・ネットインフラの規模と

質、競争環境（規制、税制など）、政府の支援などの要素をもとに算出される。

世界Fintech指数
5.03
※全65カ国中61位。調査対象8カ国中8位

都市別ランキング ➢ ダッカが全アジア都市中26位

高評価分野 銀行代理機関、モバイル金融、マイクロファイナンス

◼ バングラデシュの経済自由度数は世界でも
120位と低いが、これは汚職の多さ、司法の

有効性、金融の規制の多さが要因である。

一方、財政支出の少なさや税負担の小ささ

は高く評価されている。

◼ Fintechに関しては、調査対象国の中では最

下位だが、「注目の国10カ国」に挙げられて

おり、今後の発展が期待される。

◼ 特に、銀行代理機関（agent bank）やモバ

イル金融サービスが高評価となっている。

具体的な評価要素❶ スコア

法の支配

財産権の保護 38 

司法の有効性 35 

腐敗の防止 28 

政府の大きさ

税負担の小ささ 84 

政府支出の少なさ 94 

財政の健全性 66 

具体的な評価要素❷ スコア

規制の効率

事業の自由度 56 

労働の自由度 69 

通貨の安定性 70 

市場の開放性

貿易の自由度 63 

投資の自由度 45 

金融の自由度 30 

バングラデシュの総合得点の推移

https://globalfindex.worldbank.or/
https://www.imf.org/
https://www.heritage.org/
https://findexable.com/
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➢ 具体的計画・取組事例 

バングラデシュの Fintech アプローチは電子決済の推進が中心となっており、金融リテラシー向上や MSME
向け支援に取り組んでいる。 

 
図 2-133 バングラデシュ政府方針 

出所： 

*1 http://financialliteracybd.com/vision-mission.php#visionmission  
*2 https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-p  
*3 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/bangladesh/pdf/880.pdf  

 

またバングラデシュの Fintechアプローチは電子決済の推進が中心となっており、金融リテラシー

向上や MSME向け支援に取り組んでいる。 

表 2-92 注力プロジェクト（1/2） 

 

包摂的な経済成長と物価安定を確保するための

緩和的な金融管理の実施

通貨管理を近代化し、

円滑かつ安全な取引のための効率的な支払の確立

前提となるバングラデシュ政府の方針

金融セクター全体の安定性を高めるための

規制・監督の枠組みと活動の強化

金融包摂の推進

◼ The i3 ProgramやBusiness 
Finance for the Poor in 
Bangladesh（BFP-Bプログ

ラム）を通じて、低・中所

得者や中小企業を金融

サービスに取り込むためのプ

ログラムに取り組んでいる。

電子決済の推進

◼ 2012年より、National Payment Switch 
Bangladesh（NPSB）の導入により、国内の

主要銀行を対象にクレジットカード、ATM、携

帯電話、インターネットなどによる決済を統括

処理することが可能になった。

◼ 小切手自動処理システム（BACPS：2010
年より導入）をはじめ、基金電子送金ネット

ワーク（BEFTN：2011年）、携帯電話金融

サービス（2011年より開始のモバイルバンキン

グ サービス）、即時グロス決済（RTGS：

2015年）などのシステムを設けている

セキュリティ政策

◼ 2015 年 10 月に移動電話の

SIM カード認証手段として指

紋を登録するトライアルを実施

した。トライアル実施事業者は

国有事業者の Teletalk であり、

採取された指紋が同社サーバ

から国家 ID データベースに対し

て照合されるシステムが試験さ

れた。*3

金融リテラシーの向上

◼ Bangladesh Securities 
and Exchange 
Commission (BSEC)が
主導し、全国規模の

金融リテラシープログラ
ムを実施している。*1

主な取組

対外部門の貿易競争力とレジリエンスを高めるための

為替制度の自由化

プロジェクト名 概要

Interoperable Digital Transaction 
Platform (IDTP) (2021-)

◼ 2月のパイロット調査を経て2021年本格実施

◼ Fintech企業が使用するアプリケーションプログラミングインターフェースを提供するプラットフォームの構築を目的

としている。政府はBDT 5億6000万を維持してIDTPを設立し、中央銀行がこれを管理・運営する体制を

とっている。

◼ 同プラットフォームは、銀行、MFS事業者、決済サービスプロバイダー間の相互運用性を確立し、人々は金融

セクター内で資金を容易にリアルタイムかつ低コストで移動できるようにすることを目指している。セキュリティ面

に関しても、取引ごとに2要素認証でクライアントを検証する必要があるため、セキュリティレベルは高いとされ

ている。

The i3 Program ◼ 2018年9月開始、現在進行中

◼ i3 (Innovate, Implement, Impact)プログラムは、低・中所得層をフォーマル経済に統合することで、金融

包摂を達成することを目的としている。

◼ メットライフ財団とMicroSave Consultingが主なプロジェクトパートナーである。

◼ 大規模なアウトリーチを可能にし、重要なラストワンマイル・アクセスを提供することのできる銀行、マイクロファ

イナンス機関、協同組合などの金融サービス・プロバイダーとのパートナーシップを促進する。

Business Finance for the Poor in 
Bangladesh（BFP-Bプロジェクト）

*1

◼ マイクロクレジット規制当局(MRA)と協力し、マイクロファイナンス信用情報局(MF-CIB)を設立。中小企業

の信用力を向上させ、金融機関が投資するコストを削減することを目指している。

◼ 2015年から2019年にかけて金融機関の政策・規制環境の改善に取り組み、金融のフロンティア拡大や中

小企業の信用力を向上することで民間投資の促進に寄与している。

http://financialliteracybd.com/vision-mission.php#visionmission
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-p
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/bangladesh/pdf/880.pdf
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出所： 

*1 https://www.bfp-b.org/overview   
 

表 2-93 注力プロジェクト（2/2） 

 
出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-DigitalBD-Vision2021_201601_bd.pdf  
 

➢ 課題 

基盤インフラ、金融包摂、人材不足、サイバーセキュリティなどが Fintech分野の大きな課題となっている。 

 
図 2-134 Fintech 分野の課題 

出所： 

*1 https://www.thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/fintech-in-the-context-of-bangladesh-1587308873  
*2 https://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/reports/report29.html  
*3 https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12345807.pdf  
*4 https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/swift-bangladesh-robbery-2016.pdf  
*5 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/bangladesh/detail.html#internet  
 

また主な注力分野はMFS、クレジットスコアリング、金融リテラシーの向上に対する分野である。 

プロジェクト名 概要

National Payment Switch

（NPS）

◼ 銀行間の精算・決済を行うNational Payment Switch（NPS）システムを2012年から運用している。同シス

テムは、カードその他で行われた全ての電子決済について銀行間の精算を一括デジタルで行うものであり、英

国のPayza社が現地法人AlterPayを設立しNPSの下で2012年から営業を始めているなど、既に多数の内

外市中銀行が同システムを利用している。*1

Access to Information Program
（a2i）

◼ バングラデシュ人民共和国首相府の政策計画であり、国連開発計画（UNDP）とUSAIDの支援を受ける。

◼ 国民の元にサービスを届けるデジタル国家の建設をサポートすることが包括的な目標となっている。公共サービ

スの質を高め、アクセスを広げ、分散化させて、レスポンスや透明性を確かなものにすることを目指している。デ

ジタル手段によるファイナンシャル・インクルージョンはa2iの最優先分野の一つである

◼ インターネットの普及率は約65％であ

る。インターネットは顧客にFintechサー

ビスを提供するための重要な要件であ

ることを考慮すると、顧客へのアプロー

チ及び取引の安定性に課題が残る。

インターネット基盤の不安定性

◼ 口座保有率は上昇傾向にあるが、

2017年時点でバングラデシュの成人の

約半数が銀行口座を保有していない。

◼ また手軽なモバイル決済の普及が進ん

だことにより、金融包摂も進みつつある

が*1、農村地域の人々は金融包摂の

あらゆる形態にもアクセスできない可能

性が高い。

低い銀行口座保有率

サイバーセキュリティ対策

◼ 2016年2月バングラディシュ中央銀行はSWIFTネットワークへのア

クセスに利用する認証情報を窃取され不正送金の被害を受けた。

同様のサイバー攻撃を防御検知できるよう、他金融機関において

もセキュリティ対策、金融犯罪対策、内部不正対策などを改善

する必要がある。*4

◼ 2015年10月に携帯電話のSIMカード認証手段として指紋を登

録するトライアルを実施した。トライアル実施事業者は国有事業

者のTeletalkであり、採取された指紋が同社サーバーから国家ID

データベースに対して照合されるシステムが試験された。なお、携帯

電話各社は2015年12月より加入者の同システムへの正規登録

手続きを開始している。*5

金融リテラシー及びデジタルリテラシーの低さ

◼ デジタルリテラシーの欠如とモバイル金融サービスの理解不足が、オ

ンライン取引を普及する上での主な障害となっている。

人材・リテラシーの不足

IT業界の人材不足*3
◼ 高等教育機関における教育の質の低さ、ICT人材の能力を客観

的に確認する資格制度の不足等がが民間 ICT企業から課題とし

てあげられている。

◼ 2012年より、JICAが情報処理技術者試験(ITEE）の導入プロ

ジェクト、日本市場をターゲットとした ICT人材育成プロジェクトを

実施している。

◼ eコマース事業者への信頼の低さ、前払いす

ることのリスク回避、電子決済に対する不

安心理などを要因として、eコマース利用者

の7割近くが代金引換や店頭での現金払

いを選択している。

◼ Eコマースサイトでは、売買のマッチングだけ

を行い、商品のやりとりや資金決済は当事

者で行うC2Cのサイトが主流である。

現金取引率の高さ*2

https://www.bfp-b.org/overview
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-DigitalBD-Vision2021_201601_bd.pdf
https://www.thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/fintech-in-the-context-of-bangladesh-1587308873
https://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/reports/report29.html
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12345807.pdf
https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/swift-bangladesh-robbery-2016.pdf
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/bangladesh/detail.html#internet
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表 2-94 注力分野 

 
出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/07726d0812c36bd7.html  

*2 http://financialliteracybd.com/vision-mission.php#visionmission  
 

➢ 業界団体 

バングラデシュにはマイクロファイナンスに関連した業界団体が複数存在し、情報交換やアドボカシー活動

等を行っている。 

表 2-95 業界団体 

 
出所： 

*1 http://www.cdfbd.org/new/  

*2 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/d707cc3734e51a75.html  

*3 https://pksf-bd.org/web/?page_id=85  

*4 https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2017_1700287_1_s.pdf  
 

プロジェクト（分野） 概要

モバイルファイナンス
サービス（MFS）*1

◼ 以前より普及していたが、昨今の新型コロナ禍により、政府が国民への補助金支給にMFSを活用するなど、社会インフラと

しての機能がより一層高まっている。

◼ バングラデシュにおいては、国外出稼ぎ労働者からの郷里送金は重要な外貨獲得源であり、国内での送金受け取り側に

とっても生計を立てる重要な資金源となっている。郷里送金は2020年7月～2021年4月の累計で207億ドルとなり、前年

同期比39％増となった。

◼ MFS最大手のbKashは、国内10の商業銀行と提携し、郷里送金を銀行経由でbKashのアカウント保有者に送金可能にす

るし取り組みをおこなっており、政府も正規ルートでの自国送金を増やすため、銀行経由の郷里送金に2％のインセンティブ

を付す取り組みを行っている。

クレジットスコアリング

◼ 銀行、マイクロファイナンス機関 （MFI） 、ノンバンク金融機関、保険会社が、借り手の新頼性とローンへの適格性を評価

するために使用できる代替のクレジットスコアリングエンジン (ACS) を試験的に実施している。（2021年5月時点）

• 主なプロジェクトパートナーは、Dana・Fintech、商業銀行、ノンバンク金融機関である。

• ACSエンジンは、複数のソースからのデータを組み合わせたAIを搭載しており、機械学習を利用して、さまざまな金融機関から

ユーザーのスマートフォンに送られる取引警告メッセージを介してデータのスコアリングを行う。

金融リテラシーの向上
◼ 国民の金融リテラシーを促進するためにFinancial Literacy Programを全国規模で実施している。*2
• コースは短期、中期、長期の3種類があり、それぞれターゲット層も明確に設定されている。

スタートアップ支援
◼ バングラデシュのFintechは2桁成長を目指す官民パートナーシップ である。政府のICT部門は、スタートアップセクターに100万

ドルの資金を提供している

団体名 概要

Credit and Development 
Forum (CDF)*1

◼ 1992年に設立されたマイクロファイナンスにおける業界団体である。

◼ マイクロファイナンス業界の主要なステークホルダー、規制当局、シンクタンク機関、最高資金調達機関、銀行、ドナー

などと強い関係を持っている。

Palli Karma-Sahayak
Foundation (PKSF)*3

◼ 1990年5月にバングラデシュ政府（財務省）によって、雇用創出による持続可能な貧困削減のためのAPEX機関

（マイクロファイナンス機関等に対し国内外からの資金の卸売を行う機関）として設立された団体である。

◼ 貧困層の金融包摂に取り組むほか、主力プログラムとして2010年から実施している「ENRICH」プログラムを通じて、全

国 150 の村落において所得創出・資産形成のための預金や融資サービスに加え、畜産・農業に係る技術支援、簡

易健康診断、血液検査、補修教育等を含む非金融サービスを提供している。*4
◼ 2019年時点で借手数は1078万人に達している。

E-commerce Association of 
Bangladesh (e-CAB)*2

◼ 2015年に設立されたEコマースの業界団体である。

◼ 2021年5月時点で、1,500社以上の会員が在籍している。2020年初めには約1,000社が在籍しており、1年で50％

増加となっている。また在籍企業のうち、EC事業者が75％、FC事業者が25％である。

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/07726d0812c36bd7.html
http://financialliteracybd.com/vision-mission.php#visionmission
http://www.cdfbd.org/new/
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/d707cc3734e51a75.html
https://pksf-bd.org/web/?page_id=85
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2017_1700287_1_s.pdf
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➢ 競合 

バングラデシュには約 110 社の Fintech・プレイヤーを擁し、そのエコシステムは、14.5 億米ドルと評価されて
いる。 

表 2-96 主な Fintech 企業 

 
➢ 金融分野の規制 

金融業については政府の特別許可が必要となっており、金融分野のガイドラインや法的枠組みはバングラ

デシュ中央銀行が主導しているものが多い。 

表 2-97 金融分野の主な規制 

 
 

出所： 

*1 http://fields.canpan.info/report/download?id=9462  

*2 https://fid.portal.gov.bd/sites/default/files/files/fid.portal.gov.bd/page/77ee589c_54c1_4ab6_9bb2_077b11731469/payment_settlement2013.pdf  

*3 https://www.bb.org.bd/openpdf.php  

会社名 サービス概要

bKash • 送金、携帯電話の充電、公共料金の支払いなどのソリューションを提供する。

SureCash
• SureCashはプリペイド式の再利用可能なモバイルウォレットで、公共料金の支払い、教育費の支払い、オンライン支払い、

送金ができる。

PayWell
• PayWellは、モバイル充電、電気料金、水道料金、ガス料金、旅行チケット、インターネット&DTH請求書、Eコマースなどのソ

リューションを提供する消費者向けのオンライン請求書支払いサービスを提供している。

iFarmer

• iFarmerは個人がバングラデシュの農業および畜産企業に投資することを可能にする農村コミュニティのためのオンラインクラウ

ドファンディングプラットフォームである

• このプラットフォームは、農家、土地所有者、スポンサー、作物購入者を結びつけ、農業サプライチェーンを構築する。

Dmoney

• Dmoneyは送金と支払いのためのモバイルウォレットを提供している。

• ユーザーはDmoneyウォレットへの送金、購入の支払い、銀行口座への入金と引き出し、公共料金の支払い、チケットの予

約、貯金、ウォレットを使った寄付ができる。

Nagad
• Nagadは、普通預金口座、送金、請求書支払い、オンライン/オフライン支払い、モバイルチャージ、DTHチャージなどのコルレ

ス銀行サービスを提供している。 また、銀行サービス向けのアプリベースのウォレットも提供している。

TopUp
• TopUpは消費者にモバイル充電アプリケーションを提供する。 さらに、オンラインでの映画チケットの予約、家族や友人とのポ

イント交換、プロモーションコードの共有、バスや電車のチケットの予約なども提供している。

規制分野 概要

マイクロファインス
◼ 2006年に「Microcredit Regulatory Authority Act, 2006」が成立し、マイクルファイナンス事業を行うためにはMFAによる

ライセンス取得が必須となった。（グラミン銀行は対象外）*1

資金決済

◼ 2014年に安全で効率的な決済システムを促進、規制、確保することを目的として「バングラデシュ支払・決済システム

規則（Bangladesh Payment and Settlement Systems Regulations, 2014）」が制定されている。*2
◼ 2011年9月に発行された「銀行のためのモバイルファイナンスサービスのガイドライン（Guidelines on Mobile Financial 

Services for the Banks）」では銀行主導の事業であるべきことが認可の条件となっている。*3

保険

◼ 最低資本金

一般保険業：4 億タカ

生命保険業：3 億タカ

その他特殊保険業：1,500 万タカ

◼ 出資比率：外資企業が 60%の出資比率を有すること*4

金融商品
◼ 「Guidelines On Products ＆ Services Of Financial INSTITUTIONS In Bangladesh」によって金融機関が提供する様々

な商品・サービスに関する一般的な枠組みを策定している。*5

http://fields.canpan.info/report/download?id=9462
https://fid.portal.gov.bd/sites/default/files/files/fid.portal.gov.bd/page/77ee589c_54c1_4ab6_9bb2_077b11731469/payment_settlement2013.pdf
https://www.bb.org.bd/openpdf.php
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*4 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2020/5b0e7adf61b548d4/bangladesh_handbook2020.pdf  

*5 https://www.bb.org.bd/openpdf.php  
 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

通信分野の主管は、郵政・電気通信・IT 省内のバングラデシュ電気通信規制委員会（BTRC）が担当してい
る。 

 
図 2-135 主たるステークホルダー 

出所 

*1: https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-bgd02.php 

*2: http://www.btrc.gov.bd/history-and-vision 

*3: http://www.btcl.com.bd/pages/10/history 

 

➢ 政策 

Digital Bangladesh Vision 2021のもとデジタル化を目指した後、後続の Vision 2041では、「先進国になるこ
と」と「貧困から抜け出すこと」を目指している。 

Ministry of Posts, 
Telecommunications and 

Information 
Technology*1

Posts and 
Telecommunications 

Division

Bangladesh Telecommunication 
Regulatory Commission (BTRC) *2

Bangladesh Telecommunications 
Company Ltd (BTCL)

(元Bangladesh Telegraph & Telephone 

Board)*3

Information and 
Communication 

Technology Division

郵政・電気通信・IT省組織図（一部） 通信分野の主管

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) *2

◼ 電気通信法(2001)に基づき、2002年1月31日に設立

◼ 「新技術導入により低価格で高品質の通信サービスを実現し、誰も

が通信サービスにアクセスできるようにすること」をビジョンとして掲げ、

以下の目標達成を目指す

➢ 社会的及び経済的福祉を増進・強化する電気通信システムの

秩序ある発展を奨励すること

➢ 社会的、経済的現実に合わせて、信頼性が高く、手頃な価格

で、近代的な電気通信サービスとインターネットへのアクセスを確

保すること

➢ 国内電気通信システムの効率化

➢ 電気通信サービスの提供における差別を防止・廃止し、信頼及

び競争的な市場指向の制度を漸進的に実施し、並びに委員会

の効果的な管理を確保すること

➢ 新サービスの導入を促進し、バングラデシュの電気通信セクターに

投資しようとしている現地および外国の投資家にとって好ましい

雰囲気を作り出すこと

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2020/5b0e7adf61b548d4/bangladesh_handbook2020.pdf
https://www.bb.org.bd/openpdf.php
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-bgd02.php
http://www.btrc.gov.bd/history-and-vision
http://www.btcl.com.bd/pages/10/history
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図 2-136 政府デジタル戦略 

出所 

*1 ： http://www.eblsecurities.com/AM_Resources/AM_ResearchReports/SectorReport/Bangladesh%20Telecommunication%20Industry-
A%20Comprehensive%20Review%202019.pdf 

*2：https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-DigitalBD-Vision2021_201601_bd.pdf  

*3：http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf 

 

➢ 通信環境 

モバイルブロードバンドのアクティブ契約数は年平均成長率 36%だが、インターネットの利用率は横ばいで
推移している。 

 

Digital Bangladesh Vision 2021*1 Vision 2041/Perspective Plan 2041*3

目標

◼ 企業をはじめとする社会のすべての分野において、業効率の向上や

透明性、説明責任への対応力を高めるため、経営や運営、管理へ
のIT技術導を促進する

4つの注力分野と成果*2

◼ 電子政府化

➢ 行政サービスのICT化
(例：各種手続きの電子化、携帯経由の公共料金支払い等)

◼ ビジネスにおけるICTの活用

➢ 農業・金融・医療分野でのICT導入

◼ 全国民へのICT普及

➢ E-ラーニング環境の整備

◼ 人材育成

➢ ICT技術の職業訓練の実施

目標

◼ デジタル社会に同調した先進国になる
(所得12,500 USD/人 以上、実質GDP成長率9.9%)

◼ 貧困から抜け出す (極度の貧困1%未満、貧困3%未満)

11の注力分野

◼ 優れた政府機関基盤の設立

◼ マクロ経済の枠組みを用いた包括的成長の加速

◼ 貧困ゼロ

◼ 人材開発

◼ 持続可能な農業、食の安全性、地方の発展

◼ 工業化、輸出の多様化、雇用の創出

◼ 持続可能なエネルギー

◼ ICTと科学技術を用いた革新的経済

◼ 輸送・通信インフラの整備

◼ 都市部開発

◼ 持続可能な発展のための、環境保全と気候変動への対策

25

44
51

67

86

2015 2016 2017 2018 2019

モバイルブロードバンド加入率*1

14.4%

18.0%

15.0% 15.0%

12.9%

2015 2016 2017 2018 2019

インターネット利用率*2

• 人口100人あたりのアクティブなモバイルブロードバンド契約数の割

合。アクティブなモバイルブロードバンド契約とは公共のインターネット

への標準モバイルブロードバンド契約と専用モバイルブロードバンド契
約両方を指す。実際に履行されている契約のみ算出している

• バングラデシュでは、ダウンロード速度が速い4Gネットワークでのモバ

イル加入者の増加に牽引されて、過去5年間でモバイルブロードバ

ンドの普及率が急速に高まっている

• 4Gネットワークが展開され、最終的に5Gネットワークが開始されると

、モバイル通信事業者のネットワーク速度はさらに速くなるため、今
後5年間でモバイルブロードバンド市場は大きな成長が見込まれる

• インターネットを使用している人口の割合で、コンピューターや携帯端

末をはじめ、ゲーム機、デジタルテレビ等を介してインターネットを使
用する人口から算出している

• 政府のデジタル化への取り組みによって、インターネットユーザーの総
数は過去5年間で倍増した

• バングラデシュ通信監督委員会(BTRC)の統計によると、2015年12
月末時点のインターネット契約者数は5412万人であったが、2020
年8月時点では1億818万人まで増加した

• この増加の主な理由として、国内市場における固定電話からスマー
トフォンへの切り替えが挙げられる

http://www.eblsecurities.com/AM_Resources/AM_ResearchReports/SectorReport/Bangladesh%20Telecommunication%20Industry-A%20Comprehensive%20Review%202019.pdf
http://www.eblsecurities.com/AM_Resources/AM_ResearchReports/SectorReport/Bangladesh%20Telecommunication%20Industry-A%20Comprehensive%20Review%202019.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/marketcondition-DigitalBD-Vision2021_201601_bd.pdf
http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf
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図 2-137 通信環境（1/2） 
出所 

*1: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

*2: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=VN 

 

データコスト、４G可用性、サイバーセキュリティは改善がみられる。 

 
図 2-138 通信環境（1/2） 

出所・脚注 

*1: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx 

*2: OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、2018、The State of Mobile Network Experience 2019、2020 

*3: CIRT＝Computer Incident Response Team 

*4: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

2016 年の通信政策により 2021 年までの通信目標が設定された。また、品質低下と帯域枯渇等の問題に対
処するため、2026年までに国内全域での 5G普及を目指す。 

5.2

2.9 2.7 2.7
3.0

2016 2017 2018 2019 2020

データプラン(1.5 GB)のコスト*1

73%

66%

74%

2018 2019 2020

4 Gの可用性*2

• 最大シェアをもつ通信事業者が提供する、1
か月の1.5GB の高速データプラン（256Kbits
/秒以上または3G以上）の最低価格の推

移

• 2017年以降、近隣諸国のモバイルインター

ネットのコストは下落し始めたが、バングラ

ディシュのモバイルインターネットのコストはそ
れらに比べて高い

• 価格のパラダイムシフトは、主にモバイルブロ

ードバンドのアクティブ契約数の増加によるも
のである

• 地理的な範囲ではなく、ユーザーがある地点
において4Gに接続できる時間の割合を表し

ている(日本は2020年に98.5%で1位)*2

• バングラデシュは2013年に3Gサービスを開始

し、2018年に4Gサービスを開始した。

• 2018年2月に4G/LTEサービスを開始した通

信事業者は、Grameenphone、Robi-Airtel
、Banglalinkの3社である

• ITUが発表するサイバーセキュリティ指標は、

法規制、技術（CIRT*3活動等）、組

織体制（戦略や規制当局）、能力開
発（リテラシーやR&D）、協力（PPPや

国際協力）の5つの分野における各国の

状況から測定されている*4
• スコアの改善は、サイバーセキュリティを確

保する国の能力を反映している

17

37

58
53

2015 2017 2018 2020

サイバーセキュリティ順位*4

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=VN
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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図 2-139 主な通信における目標 

出所 

*1: https://www.thedailystar.net/business/new-telecom-policy-finally-gets-nod-1246846 

*2: https://www.budde.com.au/Research/Bangladesh-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses 

*3: https://www.dhakatribune.com/business/2021/05/22/bangladesh-might-run-out-of-internet-bandwidth-as-early-as-2023 

*4: http://ijrmbs.com/vol5issue3/salam.pdf 

*5: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/04/illegal-voip-equipment-worth-tk5c-seized-3-held-in-dhaka 

 

Perspective Plan 2041では、各取り組みにおいて ICTやデジタル技術の活用、及び ICTにおける人材育成
を推進することが想定されている。 

 
図 2-140 Vision 2041 / Perspective Plan 2041 

出所 

http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf 

2021年までの通信目標*1 2026年までの目標

◼ 以下の課題解決のため、国内での5G普及を目指している*2

項目 目標

通信密度 100%

インターネット普及率 65%

固定ブロードバンド普及率 40%

光ファイバーケーブルの世帯普及率 20%

ユニオン間の光ファイバーケーブルおよび無線ブロードバ
ンドの普及率

100%

課題 概要

帯域幅の枯渇*3 最低速度確保のための対策はされておら
ず、2023年には帯域幅の枯渇が懸念され

ており、インドに依存する可能性がある

低い相互接続品質*4 民間業者とバングラデシュ電信電話局
(BTTB)間の相互接続の質が悪く、通信網

の渋滞が深刻になる恐れがある

VoIPの悪用*5 世界中から違法な国際通話が同国に発
信されたため、 BTRCの収益は大幅に減少

している。2021年2月の違法国際通話平

均は、約4000万分/日である

低いネットワーク品質*4 バングラデシュ電信電話局(BTTB)のネット

ワークは品質が低く、都市部に集中してい
る。 また、通信事業者は、ネットワークのカ

バレッジや品質を改善せずに加入者を増
やしている状況である

「工業化、輸出の多様性、雇用の創出」における活用 「ICTと科学技術を用いた革新的経済」における活用

デジタル技術を活用し、4.5％の経済成長率を目指す

◼ サービスのデジタル化、ソフトウェアや製造プロセスにおけるイノベーショ

ンを活用する

◼ 労働優位性と科学・ソフトウェア等の先端技術の融合

◼ 競争力を高めながら低炭素社会を目指すため、AIやスマートマシーン

を活用する

◼ 人工知能(AI)や技術革新等による生産プロセスの効率化

◼ ICTによる公共サービス(交通、電気、水供給等)の改善

◼ 研究開発によるイノベーションの創造

◼ 交通事故発生率を低減させるICTイノベーション

◼ ドローン技術による農業の効率化と公衆衛生の改善

◼ 拡張現実(AR)と仮想現実(VR)の活用による効率的な労働訓練、

および熟練度の低い労働者による複雑なタスクの実行

インダストリー4.0を推進する

◼ 競争力のある産業を目指すため、インダストリー4.0を推進する

➢ ただし、バングラデシュは労働コストの優位性に依存しているため、

労働者が仕事を失うリスクに常に気を配る必要がある

◼ 技術力と労働生産性の向上

「人材開発」における活用

高い技術力を持つ人材の育成

◼ 科学・数学・語学力・ICTスキルに重点を置いたカリキュラム、および

初等教育からのICT教育導入

◼ 全ての大学へICTコースの導入

◼ 高度な技術や職業スキルの教育・訓練システムの強化

https://www.thedailystar.net/business/new-telecom-policy-finally-gets-nod-1246846
https://www.budde.com.au/Research/Bangladesh-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses
https://www.dhakatribune.com/business/2021/05/22/bangladesh-might-run-out-of-internet-bandwidth-as-early-as-2023
http://ijrmbs.com/vol5issue3/salam.pdf
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/04/illegal-voip-equipment-worth-tk5c-seized-3-held-in-dhaka
http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf
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バングラデシュは JICA と宮崎市と協力し、日本市場をターゲットとした ICT 人材育成プログラム(B-JET)を実
施し、豊富な ICT人材の就業機会を確保している。 

 
図 2-141 主な取り組み事例（1/2） 

出所 

https://www.jica.go.jp/topics/2019/20190814_02.html 

 

サイバーセキュリティ戦略を推進すると同時に、JICA に対しセキュリティ対策システム実装・サイバー関連法

令の確立等を目的とする技術協力プロジェクトの要請が提出された。 

 
図 2-142 主な取り組み事例（2/2） 

出所 

*1: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20200115_195939_1_01.pdf 

*2: http://www.istech.co.jp/ 

B-JETプログラム 両国のニーズを埋めるプロジェクト

バングラデシュ-宮崎モデル

◼ 日本では、出生率の低下に伴う労働人口減少で、高まり続ける

ICTエンジニア需要をまかないきれていない。また、言語や雇用慣習

など日本独自の地域特性も相まって、日本のICT業界への海外人

材の流入は欧米に比べて多いとは言えない

◼ バングラデシュでは、豊富にICT人材がいるにもかかわらず、就業機会

が不足している

◼ B-JETプログラムは、バングラデシュにおけるICT人材の就業機会の不

足と日本の人材不足のニーズを、互いに埋め合わせるプロジェクト。

宮崎大学・宮崎市・地元IT企業の産官学連携により、バングラデ

シュの若者が日本に安心して定着できる体制が整備されている

◼ 「日本市場をターゲットとしたICT人材育成（Bangladesh-Japan ICT 

Engineers’ Training Program:B-JETプログラム)」と呼ばれるJICAの技

術協力プロジェクトの一つ

◼ 3ヶ月にわたるトレーニングでは、ICTスキルに加え、日本語や日本のビ

ジネスマナーを教えており、卒業生の多くはバングラデシュ国内の日

系ICT企業や、日本のICT企業に正社員として採用されている

◼ 宮崎市において宮崎大学、宮崎市、地元IT企業の産官学の連携

により、修了生の充実した受け入れ体制が構築されている。他の自

治体でも宮崎市を参考にした受け入れ態勢準備に向けた検討が

行われている

バングラデシュにおけるJICAの技術協力による支援

JICAがバングラデシュへ専門家を派遣

B-JETプログラムにてICTスキル、日本語や

日本のビジネスマナーの研修を実施

宮崎市での就職支援

宮崎大学：日本語学習と生活支援

宮崎市：3か月間のフォローアップ研修費用を助成

ICT企業：就職斡旋・インターン(就職)受け入れ

留学生として来日

国家のサイバーセキュリティ戦略 国外との連携とJICAへの技術協力プロジェクトの要請

◼ バングラデシュでは複数の国、組織とサイバーセキュリティに係る

MoU(Memorandum of Understanding) を締結しており、有事の際

の協力や Joint Training、情報共有を行うこととしている。当該 MoU 

はインドの他、日本(Japan Computer Emergency Response 

Team/Coordination Center: JP CERT/CC)、スリランカ、マレーシア、リ

トアニア、ノルウェー、オランダといった二国間のものから、Asia Pacific 

CERT, Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) 

CERTといった多国間の枠組みのものまで、幅広く締結している

◼ 2016年には、バングラデシュ・コンピュータ評議会(BCC ：Bangladesh 

Computer Council)から、サイバーセキュリティに関する組織設立、セ

キュ リティ監視システム運用チーム立上げ、セキュリティ対策システム

実装、サイバー関連法令の確立等を目的とする技術協力プロジェク

トの要請が提出された

◼ BCCの要請に基づき、現在のバングラデシュの取り組みを十分確認

した上で、その優先度を整理し、先方で実施するべき事項及び支

援可能な分野を明らかにするため、バングラデシュのサイバーセキュリ

ティに係る包括的な情報収集実施の公募がJICAより出され、2020

年3月に株式会社セキュリティ工学研究所が受注した*2

◼ 国家のサイバーセキュリティ戦略として National Cyber Security 

Strategy（NCSS）を 2014 年に策定し、当該戦略に基づき、22 の

重要情報インフラセクターの指定、政府組織のセキュリティ対策マ

ニュアル（Information Security Manual（GoBISM））の作成、政

府のコンピューターセキュリティにかかわるインシデントに対応するチーム

(Computer Security Incident Response Team: CSIRT) となる

Bangladesh Government’s e-Government Computer Incident 

Response Team(BGD e-Gov CIRT)の立上げ(2016 年)等を行ってい

る

◼ バングラデシュは本分野に関して他国、他ドナーの支援を数多く受け

ている。BGD e-GOV CIRT は世銀が実施している LICT(Leveraging 

ICT for Growth, Empowerment and Governance)プロジェクト

(2013-19)の予算を使って設立された組織であり、GoBISM はニュー

ジーランドの事例を参考に作成された。また、NCSSについてもその内

容から、他国ないし国際ドナーによる支援を受けて作成されたもので

あると想定される

https://www.jica.go.jp/topics/2019/20190814_02.html
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20200115_195939_1_01.pdf
http://www.istech.co.jp/
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➢ 課題 

通信の基礎インフラ開発をはじめ、デジタルエコノミーの促進、サイバーセキュリティ、デジタル人材の育成が

通信分野の課題となっている。 

 
図 2-143 通信分野の課題（1/2） 

出所  

*1: https://www.dhakatribune.com/business/2021/05/22/bangladesh-might-run-out-of-internet-bandwidth-as-early-as-2023 

*2: http://ijrmbs.com/vol5issue3/salam.pdf 

*3: https://www.jica.go.jp/topics/2019/20190814_02.html 

*4: http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf 

 

 
図 2-144 通信分野の課題（2/2） 

出所  

*1: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/04/illegal-voip-equipment-worth-tk5c-seized-3-held-in-dhaka 

*2: https://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2019/DP2019-3.pdf 

① 通信インフラの整備

◼ インターネット帯域幅は2023年までに枯渇する可能性があり、企業はインドの帯域幅に全面的に依存する必要がある

と予測されている
帯域幅の枯渇*1

◼ 民間事業者とバングラディシュ電信電話局(BTTB)間の相互接続は、ネットワークの拡大に取り組む民間事業者にとっ

て、大きな制約となっている。

◼ 今後相互接続問題や通信網の渋滞が深刻になることが予想される

低い相互接続品質*2

◼ バングラデシュ電信電話局(BTTB)のネットワークは品質が低く、都市部に集中している。 また、通信事業者は、ネット

ワークのカバレッジや品質を改善せずに加入者を増やしている状況である
低いネットワーク品質*2

② デジタルエコノミーの促進

◼ 国内での就業機会が不足している

◼ JICAと宮崎市が協力しているB-JETプログラムに参加し、日本で就職する技術者もいる
IT人材の就職先不足*3

◼ 競争力のある産業を目指すため、インダストリー4.0を推進する

◼ ただし、バングラデシュは労働コストの優位性に依存しているため、労働者が仕事を失うリスクに常に気を配る必要があ

る

インダストリー4.0の促進*4

③サイバーセキュリティ

◼ 無許可の仮想電話システム(VoIP)機器を通じて、世界中から違法な国際通話が同国に発信されているため、 BTRCの

収益は大幅に減少している

◼ 2021年2月には、平均して毎日約4,000万分の違法な国際通話を受信した
VoIPの悪用*1

◼ 2016年2月、バングラデシュ中央銀行がサイバー攻撃を受け、SWIFT ネットワーク経由で不正な送金電文が送信され、

フィリピンの銀行へ約8,100 万米ドルが不正に送金された事案が発生した
不正取引への対策*2

◼ 国家のサイバーセキュリティ戦略として National Cyber Security Strategy（NCSS）を 2014 年に策定し、当該戦略に基

づき、22の重要情報イ ンフラセクターの指定、政府組織のセキュリティ対策マニュアル（Information Security Manual
（GoBISM））の作成、政府 CSIRT となる BGD e-Gov CIRT の立上げ （2016 年）等を行っている

サイバーセキュリティの向上*3

④デジタル人材育成

◼ 技術革新に合わせたスキルトレーニング、各分野における人材の需給ミスマッチの解消、等を目標に掲げている。雇用に直結する人材育成*4

◼ 将来のイノベーション主導型知識社会を支えるためのスキル開発プログラムを促進する必要がある教育の質の向上*4

https://www.dhakatribune.com/business/2021/05/22/bangladesh-might-run-out-of-internet-bandwidth-as-early-as-2023
http://ijrmbs.com/vol5issue3/salam.pdf
https://www.jica.go.jp/topics/2019/20190814_02.html
http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/04/illegal-voip-equipment-worth-tk5c-seized-3-held-in-dhaka
https://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2019/DP2019-3.pdf
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*3: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20200115_195939_1_01.pdf 

*4: http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf 

 

PP2041の多岐にわたる目標を実現するため、様々な分野や技術の活用が求められている。 

表 2-98 注目している分野・技術 

 
出所 

http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf 

 

➢ 業界団体 

バングラデシュには複数の業界団体が存在し、通信産業の成長と発展を目指している。 

PP2041における目標 注目分野・技術

優れた政府機関基盤の設立 • 雇用を増加させるための、適切な訓練と技能開発による人材育成

マクロ経済の枠組みを用いた包括的成長の加速 • 農村部の工業・デジタル経済への転換

貧困ゼロ • 小規模製造業における生産性・技能・技術の向上

人材開発

• 高等教育の就学率向上

• 職業訓練機関への容易なアクセス

• 教育の質の向上（物理的設備、カリキュラム、教材、書籍等）

持続可能な農業、食の安全性、地方の発展
• 農業における機械活用による生産性向上

• ポストハーベスト管理システムの効率化

工業化、輸出の多様化、雇用の創出
• インダストリー4.0の推進

• 技術力と労働生産性の向上

持続可能なエネルギー • エネルギー効率の向上

ICTと科学技術を用いた革新的経済

• 人工知能(AI)や技術革新等による生産プロセスの効率化

• ICTによる公共サービス(交通、電気、水供給等)の改善

• 研究開発によるイノベーションの創造

• 交通事故発生率を低減させるICTイノベーション

• ドローン技術による農業の効率化と公衆衛生の改善

• 拡張現実(AR)と仮想現実(VR)の活用による効率的な労働訓練、熟練度の低い労働者に

よる複雑なタスクの実行

輸送・通信インフラの整備 • 安全かつ効率的な輸送システムの実現

都市部開発 • 都市の適切な管理による効率的運用（渋滞の回避、サービス提供の効率化等）

持続可能な発展のための、環境保全と気候変動への対策 • 環境管理におけるデジタル技術の活用、情報システムの確立、データによる管理

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20200115_195939_1_01.pdf
http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf
http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf
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表 2-99 業界団体 

 
出所 

*1: https://www.amtob.org.bd/ 

*2: https://ispab.org/ 

*3: https://bangladeshigf.org/ 

*4: http://bdnog.org/ 

*5: https://basis.org.bd/ 

 

➢ 通信事業者 

バングラデシュにある通信事業者のうち、 Grameenphoneが収益・通信範囲・加入者数で最大である。 

表 2-100 通信事業者 

 
出所 

業界団体 説明

Association of Mobile 
Telecom Operators of 
Bangladesh (AMTOB)*1

バングラデシュのすべての移動通信事業者を代表する全国的な貿易団体。 AMTOBは、バングラデシュの

モバイル業界が関連する政府機関、規制当局、金融機関、市民社会、技術団体、メディア、およびその

他の国内外の組織と交流するための公式プラットフォームである

Internet Service 
Providers Association 
Bangladesh (ISPAB)*2

バングラデシュのすべてのインターネットサービス提供組織のための協会。 ISPABは、政府への要請等、さま

ざまな分野の情報やサービスを提供する非営利団体であり、業界を保護するための法的枠組みの定義、

バングラデシュ市場の拡大、Webサイトやインターネット使用に関する教育の提供等を行う

Bangladesh Internet 
Governance Forum 
(BIGF)*3

国連インターネット・ガバナンス・フォーラム (UN IGF) と協力して、バングラデシュにおけるインターネット利用に

関する議論を支援し、アイデアを生み出す、複数のステークホルダーからなる組織である。 国内の独立した

フォーラムであり、インターネットガバナンスにおけるパートナーシップ、協力、対話を創出するために、市民、組

織、政府、企業部門、技術部門、メディア、学術界を巻き込んでいる

Bangladesh Network 
Operators Group 
(bdNOG)*4

バングラデシュのICT関連組織で働くコンピュータ専門家のフォーラム。地域のICT人材を国際社会に促進し、

ステークホルダーとの協力や運用調査を通じて、バングラデシュにおけるより良いインターネットの構築を支援

することに焦点を当てている。

Bangladesh Association 
of Software and 
Information Services 
(BASIS)*5

バングラデシュのソフトウェアITサービス産業の全国的な取引団体。ソフトウェア&ITサービス産業の発展を目

指して活動している。官民双方の潜在的なIT利用者の認識を高めることによる国内市場の発展、ITソ

リューションの市場を確立し、地域のソフトウェアと情報技術 (IT) サービス産業に公平な競争条件の確保

等を目指している

通信事業者 Grameenphone*1 Robi Axiata*2 Banglalink*3 Teletalk*4

概要 1996年に設立され、人口の

99%をカバーするネットワーク

を持つ大手通信サービスプロ
バイダー

バングラデシュで2番目に大き

いモバイルネットワーク事業
者。 1997年にTelekom 
Malaysia Internationalとして

操業を開始し、2010年に

Robiと改名した

2005年に設立され、世界的

なインターネットサービスプロバ
イダーであるVeonが所有して

いる。 Ooklaから国内最速の

モバイルネットワーク (2020
年) として表彰された

2004年に、国内で唯一の政

府出資の携帯電話会社と

して設立された

所有権・株主 Telenorモバイル通信

グラミン・テレコム

アクシアタ・グループ・ベルダ

バーティ・エアテル
Veon バングラデシュ人民共和国政府

サービス内容 • モバイル(前払い、後払い、ロー

ミング)

• 金融サービス(gpay、Mobicash)

• デジタルサービス (Webプラットフ

ォーム)

• モバイルサービス

• エンタープライズソリューション

• クラウドソリューション

• ITビジネス

• モバイルサービス

• デジタルサービス(アプリ、モバイ

ルバンキング)

• エンタープライズソリューション

• モバイルサービス

契約者数 合計–79 Mn (2020)

モバイル–41.3 Mn (2020)

合計–51.9 Mn (1 Q 2021)
モバイル–36.7 Mn (1 Q 2021)

合計–35.3 Mn (2020) 合計–4.9 Mn (2020)

市場シェア
46.5% (2020) 29.6% (2020) 21.2% (2020) 2.4% (2020)

収益 16億ドル (2020年)

USD 832 Mn (2 Q 2021)

USD 892 Mn (2020)
USD 233 Mn (1 Q 2021)

USD 537 Mn (2020)

USD 134 Mn (1 Q 2021)
USD 117 Mn (2020)

https://www.amtob.org.bd/
https://ispab.org/
https://bangladeshigf.org/
http://bdnog.org/
https://basis.org.bd/
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*1: https://www.grameenphone.com/ 

*2: https://www.robi.com.bd/en 

*3: https://www.banglalink.net/en 

*4: https://www.teletalk.com.bd/en 

 

➢ 通信分野の規制・データ保護・プライバシー法 

通信に関する規制として、以下の法令が制定されている。 

表 2-101 通信分野の規制 

 
出所 

*1: https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/bangladesh/pdf/880.pdf 

*2: http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/telecommunication_act_english_2001.pdf 

*3: https://www.thedailystar.net/opinion/human-rights/news/bangladesh-steps-the-data-protection-regime-1726351 

*4: http://cca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cca.portal.gov.bd/law/ed996c7e_bc3f_4011_a3d4_709c7f388285/ICT%20Act%202006.pdf 

 

2.6 ブラジル 

2.6.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している EIU(Economist 
Intelligence Unit)の報告書によると、ブラジルの大規模かつ多様性ある経済は魅力的な市場であるが、

政府の効率性の低さ、厳しい税制、スキル不足がビジネス環境を弱体化させているとの見方である。 

 

法令名 概要

電気通信法*1,2
(Telecommunication Act, 2001)

BTRC(バングラデシュ電気通信規制委員会)の設立、料金規制、免許付与及び電波監理等について規定し、

併せて民間主導による電気通信市場の活性化を掲げている

ICT法*3,4
(ICT Act, 2006)

デジタル署名、電子記録、認証当局の管理者に法的枠組みと承認を提供することを意図した法令

デジタルセキュリティ法*3
(Digital Security Act, 2018)

サイバースペースにおける個人の権利とプライバシー、経済的利益、セキュリティを保護することを目的として、官民

の情報システムとネットワークの機密性、完全性、可用性の促進を目指している。第26条では、個人データを

「識別情報」と定義し、個人のID情報を収集、販売、保存/保存、提供、または使用するために、個人の明示

的な同意または承認を得ることを求めている。個人の明示的な同意または承認なしに個人データを収集、販売、

保存、提供、または使用することは犯罪となり、最高5年の懲役または最高5ラクの罰金、あるいはその両方が

科せられる。個人データには以下のデータ等が含まれる

名前、写真、住所、生年月日、母親の名前、父親の名前、署名、国民IDカード、出生・死亡登録番号、指

紋、パスポート番号、銀行口座番号、運転免許証、e-TIN番号、電子・デジタル署名、ユーザー名、クレジット

カードまたはデビットカード番号、声紋、網膜画像、虹彩画像、DNAプロファイル、セキュリティ質問

https://www.grameenphone.com/
https://www.robi.com.bd/en
https://www.banglalink.net/en
https://www.teletalk.com.bd/en
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/bangladesh/pdf/880.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/telecommunication_act_english_2001.pdf
https://www.thedailystar.net/opinion/human-rights/news/bangladesh-steps-the-data-protection-regime-1726351
http://cca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cca.portal.gov.bd/law/ed996c7e_bc3f_4011_a3d4_709c7f388285/ICT%20Act%202006.pdf
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図 2-145 ビジネス環境概況（その 1） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっており、ブラジル政府による規制と法的枠組みの譲歩は、外国投資において魅力的な機会を

提供する一方で、増加する債務と借入が 2020 年度から 2022 年度の国の経済を圧迫すると考えられ

る。 

 

 
図 2-146 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

出典:EIU

総合ランキング

概
要

6 4

政治環境ランキング

6 5

ビジネス環境ランキング

ブラジルを取り巻く事業環境は、貿易、為替

管理 (経済の開放化) 、対外投資政策、民

間企業政策 (民営化) などの改善により、地

域別順位が以前と比較し少し上昇している。

2 2

市場機会ランキング

2022年10月の総選挙の結果次第で政治環

境は変化するため、先の見通しはまだ不透明

である。EIUによれば、現政権の敗北と次期政

権下の広範な継続性が予測されており、微々

たるものの、さらなる前進が見込まれる。

通貨安の影響より、ブラジルは経済市場規

模 の 上位10カ国から転落したが、同国は緩

やかな成長が見込める投資機会を提供する

と期待されている。

資本市場を拡大することで、2020年の景気

後 退 後 の回復期に企業の信用を高め ら れ

ると予想される。

2016-20 2021-25 2016-20 2021-25 2016-20 2021-25

実質GDP成長率

-4.8 (2020)

FDIフロー

-2.4% (2020)

人口

2億1080万

(2019)

主要都市

サンパウロ、

リオデジャネイロ、ブラジリア

主な外国語

英語

為替レート(平均)

5.16 (2020)

備考:地域別ランキングの対象国:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラ

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 6/12

地域ランキング(2021-25) 6/12

主要指標

重要な洞察

• ブラジルの外国貿易・為替管理スコアは、

外国貿易への開放性の高まりや、経常・

資本収支 や 外国為替取引に大きな制

限がないことから、若干改善する見込み

である。

• ゲデス大統領の自由市場政策は、地域

貿易圏としてのメルコスール(アルゼンチン、

ブラジル、パラグアイ、ウルグアイを始めとす

る 南米の労働組合)の戦略的重要性 の

回復とともに、海外諸国との貿易協定 の

締 結 、経済の開放、輸入障壁の撤廃あ

るいは引き下げを目指す。

• 海外からの直接投資を最も多く受け入れている

国の一つであるブラジルにとって、海外投資に対

する政策は、2021 年 -2025年のビジネス環境

において最も強力なパラメータとなると予想され

ている。

• 政府の市場志向と、2014年以来多くの地元

企業に影響を与えてきた財政・ガバナンス危機

は、すべての部門でさらなる外国資本の参加機

会を作り出した。

• インフラ分野での規制緩和は、海外からの資金

のより大きな配分を可能にするが、プロジェクト

の承認や許可証の発行における官僚的な遅れ

は、PPPを妨げ続けると考えられる。

• ブラジルのマクロ経済スコアは、予測期間中 (2021

年-2025年) にわずかに改善すると予想される。同

国は、2022年までにコロナ前のGDPレベルに回復

すると予想されるラテンアメリカの主要経済国の一

つである。

• しかし、ブラジルのマクロ経済環境は依然として同

国のビジネス環境の中で最も弱い分野である。

- 財政赤字と公的債務残高の大幅な増加

(2021年のGDP比90%)を背景に、財政は悪化

している。

• EIUは、輸入の回復と観光の再開に伴い、経常

収支の赤字が拡大すると予想している。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 10/12

地域ランキング(2021-25) 9/12

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 4/12

地域ランキング(2021-25) 2/12

出典:EIU
備考:地域別ランキングの対象国:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラ
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また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、国有企業の民営化は、国内の民間及び外国から

の投資を促進すると期待されているが、国有企業の抵抗により進展は遅れている。 

 

 
図 2-147 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

(2) 関連する規制 
日本企業がブラジル進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 

表 2-102 ブラジル進出に際し関連する主な規制 

 
出所：JETRO（ブラジル | 中南米 - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

技術的準備

パラメータ 値

地域ランキング(2016-20) 5/12

地域ランキング(2021-25) 4/12

主要指標

重要な洞察

民間企業に対する政策と

競争

パラメータ 値

地域ランキング(2016-20) 2/12

地域ランキング(2021-25) 2/12

インフラストラクチャ

パラメータ 値

地域ランキング(2016-20) 10/12

地域ランキング(2021-25) 6/12

• 政府は情報通信技術(ICT)を経済発展

における戦略的分野と見ており、2019年

にはデジタル化を推進するための「モノのイ

ンターネット(IoT)国家計画」 を策定した。

• ブラジルはユーザー数ではラテンアメリカ最

大のインターネット市場だが、普及率では

チリ、アルゼンチン、メキシコに後れを取っ

ている。

• 新型コロナウイルスの蔓延による、インター

ネットユーザー数の増加、2021年半ばの

光ファイバーへの投資や5G周波数のオーク

ション の 増加 は 、ICT分野全体の成長を

支えると期待されている。

• インフラ分野では、2020年の景気後退から

の回復に向けて、政府が投資やエンジニアリ

ング技術を呼び込むインフラプロジェクトに重

点を置いていることから、予測期間中

（2025年まで）に中程度の改善が見込ま

れている。

• 成長の余地、市場規模、 複 数 のサブセク

ターにおける新たな規制は、投資家に魅力

的な機会を提供し、予測期間中（2025年

まで）のインフラの進展を援助すると考えられ

るが、政治的・政策的不確実性は残ると予

想される。

• また、インフラ省は、2021年までに開始する

様々なコンセッション計画(17港 、 23空港)を

策定している。

• 政府がより強固なコミットメントで競争促進を推

進することで 、民間企業に対する政策の改善が

期待される。

• 多くのセクターは、石油・ガス(ペトロブラス)、エネル

ギー(エレトロブラス)、銀行(ブラジル銀行、カイシャ

銀行、ブラジル国立経済社会開発銀行)などの

主要な国営企業が大半を占めたままである。

• 経済相のパウロ・ゲデスは、公的債務を削減し、

民間および外国投資を奨励する民営化プログラ

ムを提唱 し た 。 このプログラムは2022年までに最

大130の連邦国家企業を売却する予定だが、企

業の抵抗もあり、進展は遅れている。

出典:EIU
備考:地域別ランキング対象国:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラ

名称 説明

規制業種・禁止業種

◼ 情報通信技術記載なし（JETRO）、1999 年 7 月に、電気通信分野での外資規制は撤廃された（＊1）

◼ 金融機関：銀行や保険会社、再保険会社等への外資の参入には事前認可が必要。また、本社が外国にある銀行がブ

ラジル国内に支店を開設する場合および、ブラジル国外に居住する個人または法人がブラジル国内の銀行に対する出資比

率を引き上げる場合にも、事前認可が必要

資本金に関する規制
◼ 最低資本金に関する規定はないが、駐在役員のビザ取得のために、一定額を投資する必要がある。また、現物出資、資

本金の本国送還、利益（配当金）の送金、借入金の資本金への振り替えなど、さまざまな規定がある

外国人就業規制
◼ ブラジルに入国するには渡航目的に応じたビザを取得する必要がある

◼ ブラジル国内で報酬を得る活動を行うには、就労を認めるビザを取得する必要がある

現地人の雇用義務

◼ 従業員数ベースおよび支払給与額ベースで、全体の3分の2以上がブラジル人労働者でなければならない〔統一労働法第

352条、第354条〕

◼ 役員、ブラジルに10年以上居住する外国人、ブラジル人の配偶者あるいは子を持つ外国人は、ブラジル人とみなして計算

される〔同法第353条〕

また、外国人と同じ業務に就くブラジル人に対し、外国人より少額の賃金を支払うことは認められない〔同法第358条〕

外国企業の会社設

立手続き

◼ ブラジルでの会社設立手続きは煩雑かつ言葉の問題があるため、進出企業はブラジル国内の弁護士事務所や会計事務

所に委託するケースが多い。日本語あるいは英語が使える事務所も多数存在する。一般的に、設立が比較的簡単な有

限会社形式をとるケースが多い。現地法人を設立しない駐在員事務所は、特別なケースを除き認められない。会社設立

準備から現地法人登記、必要なライセンスの申請・取得、事業スタートまでには半年から1年以上かかることもある

https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
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＊1：総務省「世界情報通信事情」055.pdf (soumu.go.jp)、ページ 3 

 

2.6.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

ブラジルの電子政府関連取組の所管機関として、主に企画・予算・運営省及び国家官僚機構改革協議

会が挙げられる。 

 
図 2-148 ブラジル電子政府主管機関 

出所： 

*1 https://www.onlinevolunteering.org/en/node/393048 

*2 https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm  

 

➢ 政策 

電子政府関連政策・戦略としてまず挙げられるのは、2020 年 4 月から施行された政令「デジタル政

府戦略 2020-2022」である。同法令は公共サービスのデジタル化促進、行政手続きの簡素化、行政コ

スト削減、国民への良質な公共サービス提供などを目指している。 

【電子政府の主管機関】
◼ 企画・予算・運営省（Ministry of Planning, Budget and Management）（*1）

➢ 連邦政府の中央機関であり、連邦政府政策の管理を計画・調整し、持続可能な開発と市民に提供される政府サービスの品質向上を促

進することを使命としている。

➢ ガバナンスを強化し、行政組織の能力を高め、政府機関の機能を改善することを目指すと同時に、法制度や業務プロセス、情報技術を改

善することによって、市民や企業、その他の社会組織への優れた公共サービスを提供することを目指している。

➢ 政府の公共政策実施能力を高めることに力を入れている。

➢ 公共政策の立案、予算編成、実施、監視、評価、管理の機能を強化し統合することにより、公共資源の配分と管理のプロセスを改善す

ることを目指している。

◼ 企画・予算・運営省の情報通信技術事務局（Secretariat of Information and Communication Technologies（SETIC））及マネジメ

ント事務局（Secretariat of Management（SEGES））（*2）

➢ SETIC：政府におけるデジタル技術の戦略的利用を促進する連邦の取組を主導する責任を有する。その主な責任は「政策を提言するとと

もに、ICT資源のガバナンスと管理の活動を計画、調整、モニタリング、方向付けする」ということである。

➢ SRGES：デジタルサービスの開発に大きな責任を負っており、公共管理近代化局（Department of Modernisation of Public 

Management）を通じて、公共サービスの簡素化と完全なデジタル化を追求し、これらの取組はSETICと協調して実施される。

◼ 国家官僚機構改革会議（National Debureaucratization Council – Efficient Brazil）（*2）

➢ 「（前略）持続可能な開発を目的とし、行政の簡素化、公共管理の近代化及び企業、市民及び市民社会に対する公共サービスの提

供の改善を促進する政策の策定」において共和国大統領に助言することを目的として、2017年3月7日の法令によって創設された。

➢ 協議会は、大統領府の長官（Minister of the Civil House of the Presidency）、企画開発管理大臣（Minister of Planning, 

Development and Management）、科学技術革新通信大臣（Minister of Science, Technology, Innovations and 

Communications）、透明性・統制大臣（Minister of Transparency and Control）、政府官房長官（Minister of the 

Government Secretariat）等を呼び集めて関連省庁の連携を図ると同時に、民間代表との対話をもしている。

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf
https://www.onlinevolunteering.org/en/node/393048
https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm
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表 2-103 電子政府関連政策・戦略 

 
出所： 

*1 https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm 

*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/detail.html#policy 

*3 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf_contents.html 

*4 全ての公共サービスの電子化を目指すデジタル政府戦略を発表(ブラジル) | ビジネス短信 - ジェトロ (jetro.go.jp) 

 

「デジタルガバナンス戦略（Digital Governance Strategy）2016-2019」は、情報へのアクセス促進、デ

ジタル・サービスの提供、社会参加の確保といった三つの重点分野を設定している。 

 
図 2-149 デジタルガバナンス戦略 2016-2019 

出所： 

戦略・政策 概要

「デジタルガバナンス戦略（Digital

Governance Strategy）2016-2019 」
◼ 2016年に承認された (政令8.638) この政策の目的は、2016年から2019年までの期間を対象とし、パブリックセ

クターのICT戦略を加速するものである。（*1）

「国家デジタル・トランスフォメーション戦

略（Brazilian Digital Transformation 

Strategy：E-Digital）」

◼ 2018年3月に発表された同戦略では、「向こう4年間に、デジタル化技術を最大限に活用してブラジルの生産性、

国際競争力、収入・雇用水準の向上を実現して、すべての人に公正で豊かな社会の構築を目指す。」（*2）

「国家IoT計画（National IoT 

Plan）」（*3）

◼ 2019年6月、国家IoT計画を制定するための「政令第9.864号」が大統領によって署名。「国家IoT計画は、

MCTIC（当時）や経済省、ブラジル国立経済社会開発銀行、民間企業、学界等が共同策定したもので、

2018年3月に発表された国家デジタル・トランスフォーメーション戦略の柱の一つとして位置付けられる。」

◼ 同計画ではIoT政策に関するガイドラインを策定し、また、国家IoT計画の諮問機関として「M2M及びIoTの発展

のための管理・監視評議会（通称IoT評議会）」を創設した。「IoT評議会は、IoTソリューションの開発と利活

用を促進するために、官民パートナーシップの促進や政策の提案、公共団体との連携等に取り組む。」

「デジタル政府戦略2020-2022」（*4）

◼ 「ブラジル政府は「デジタル政府戦略2020-2022」を政令10.332にて公布し、4月29日に施行された。同法令は、

公共サービスの電子化に関する18分野の目標を設定し、連邦政府に加えて、州や自治体が提供する全ての公

的サービスをデジタル化することを目指す。デジタル化を通じて手続きの簡素化、低コスト化を行い、良質な公共

サービスを国民に提供し、国民の信頼を確実なものにすることを目指す。」

◼ 「2022年までの具体的な目標としては、全ての公共サービスを電子化すること、身分証明書を導入・発行するこ

と（約4,000万件）、企業設立や移転手続きなどを即日行えるようにすること、一度のログインで約1,000通り

の公共サービス利用を可能にすること、連邦政府によるブロックチェーン・ネットワーク導入に向けたリソース実装な

ど、を挙げている。」

◼ 「経済省は、これらのサービスを導入すれば、5年間で379億ドルの財政削減効果があると見込んでいる。例えば、

複雑な手続きの簡素化、対面サービスの減少による人員削減、電子化することによる人為的ミスの削減などが

可能となり、別の分野に資源を再配分することができる、としている。」

「デジタルガバナンス戦略（2016～2019年）」の三つの柱（*1）

1. 情報へのアクセス
◼ オープンデータの提供・活用の強化

◼ 公的資金利用の透明性と広報を促進する

ための情報通信技術の利用

◼ 国の情報通信の安全及び国民の安全を

保障

2. デジタルサービスの提供
◼ デジタル公共サービスの拡大・革新

◼ データ、プロセス、システム、サービス、インフラの

共有と統合

◼ デジタルサービスの使いやすさと利用しやすさを

普遍化

◼ ICTを活用したガバナンスとマネジメントの向上

3. 社会参加
◼ 公共政策の共同創造における連携強化

◼ 政府と社会との直接的な相互作用の改善

◼ 公共サービスの創造と改善への社会参加の

促進

技術革新

公開性・透明性
国民のニーズ

に立脚

サービス

キャパシティ

シェア

簡潔性

プラットフォームと

してのガバナンス

社会参加と

統制

デフォルトでのデ

ジタルサービス

プライバシーと安

全性

「デジタルガバナンス戦略（2016～2019年） 」の九つの原則

https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/detail.html#policy
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf_contents.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/7a6c53d1145415ea.html#:~:text=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%88%A6%E7%95%A52020-2022%E3%80%8D%E3%82%92%20%E6%94%BF%E4%BB
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/7a6c53d1145415ea.html#:~:text=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%88%A6%E7%95%A52020-2022%E3%80%8D%E3%82%92%20%E6%94%BF%E4%BB
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*1 https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm 

 

また、2018 年 3 月に発表された「国家デジタル・トランスフォメーション戦略（Brazilian Digital 
Transformation Strategy:E-Digital）」を推進するために、下記の重点分野と行動軸が設定されている。 

 
図 2-150 国家デジタル・トランスフォメーション戦略の重点分野と行動軸 

出所： 

*1 https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm 

 

➢ UN e-Gov Index 

UN e-Gov Index では 54 位（2020 年）となっている。 

 

国家デジタル・トランスフォメーション戦略：E-Digital） （*1）

◼ 国家デジタル・トランスフォメーション戦略（Brazilian Digital Transformation Strategy：E-Digital）は2017年に策定され、2018年3
月に正式に発表された政策手段であり、国内の経済的・社会的発展を促進するためにデジタル変革から恩恵を受けるという連邦
政府の意欲を示すものである。科学技術革新通信省（the Ministry of Science, Technology, Innovations and 
Communications）が主導するこの戦略は、特定のテーマに特化したいくつかの省庁間ワーキンググループやサブグループの作業の成

果であり、デジタル化に向けた公的イニシアティブ間の知識共有及びシナジー効果の向上に焦点を当てている。

◼ 2018年3月には、同戦略の実施を監督するため、デジタル変革のための省庁間委員会 (CITDigital–Comite Interministerial para 
aTransformaçãoDigital) が設立された。この戦略は、インフラとICTへのアクセス、リサーチ・開発・技術革新、デジタルガバメントへの

信頼醸成、教育及び専門性向上のためのキャパシティビルディング、国際的視点に立脚といった行動軸を定義しており、 経済の
デジタル化及び市民権と政府のデジタル化をDXの重点分野としている。

データをベースとした経済

インターネットに接続されるデバイスの世界

新しいビジネスモデルの構築

市民権と政府
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https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm
https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm
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図 2-151 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移（2010～2020 年） 

出所：UN E-Government Development Index を基に調査団作成 

 
➢ 具体的計画・取組事例 

ブラジルでは、公共サービスのデジタル化取組として、下記の事例が紹介されている。 

表 2-104 公共サービスデジタル化取組事例（1/2） 
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2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年

(位)

対象8か国のUN e-Gov Dev Indexの推移

(2010～2020年)

インド バングラデシュ インドネシア フィリピン

ベトナム メキシコ ブラジル 南アフリカ

ブラジル

メキシコ

フィリピン

南アフリカ

ベトナム

インドネシア

インド

バングラ

デシュ

取組 詳細

デジタルID（*1）

◼ ブラジル政府は、デジタルIDと市民サービスの提供計画の一環として、社会保障カードと運転免許証を統合する

新しいアプリを立ち上げた。Serpro（連邦データ処理公社）がこの新アプリを開発した。

◼ 今回のサービス提供開始は、社会保障番号をブラジル国民のID証明の主な手段にしようとする動きに続くもので

あり、これには、経済的に困窮している市民のための緊急援助計画が含まれる。

◼ 新しいアプリで利用できるドキュメントのデジタルバージョンは、QRコードで検証される。文書だけでなく、アプリは生

体認証に人工知能を使用する。また、年間所得税申告書の提出方法に関する情報を提供するチャットボットも

含まれている。

ガバメントクラウド

◼ Serpro MultiCloudは、最適化されたクラウドインフラ上にソリューションを移行または構築したいすべての公的機

関が利用できる政府のためのクラウドである。顧客ニーズのマッピングから、ソリューションの継続的な管理、クラウド

利用の迅速かつ安全な導入、政府のデジタル変革の支援まで、多岐にわたるサービスが提供されている。（*2）

デジタルボーディングシステム（*3）

◼ ブラジル政府の顔認識を使用するEmbarque + Seguro 100% Digital Boarding Systemプロジェクトは、コン

ゴーニャス空港（SP）に登場する。サンパウロとリオデジャネイロという州都間のエアシャトル・サービスの乗客は世

界で初めて、生体認証技術を使用し搭乗券や本人確認書類を提示する必要のないこのend to end技術の同

時テストに参加した。

◼ Serproと経済省の行政改革・管理・デジタル政府の特別事務局（Special Secretariat of 

Debureaucratization, Management and Digital Government of the Ministry of Economy）と協力して

開発されたこのインフラ省（Ministry of Infrastructure）のプロジェクトは、すでにFlorianópolis (SC) 、

Salvador (BA) 、Santos Dumont (RJ) 、Belo Horizonte (Confins) といった空港でテストされている。

◼ IDEMIAが開発したこの技術は、顔の生体認証をわずか数秒で取得できるため、搭乗手続きをさらに迅速に行う

ことができ、待ち時間や遅延を回避できる。
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出所： 

*1 https://www.forbes.com/sites/angelicamarideoliveira/2020/05/15/brazil-makes-inroads-towards-digital-id/?sh=7a7552633e78 

*2 https://campanhas.serpro.gov.br/serpro-multicloud/ 

*3 https://www.idemia.com/press-release/brazil-tests-worlds-first-facial-recognition-shuttle-service-2021-06-16 

 

表 2-105 公共サービスデジタル化取組事例（2/2） 

 

出所： 

*1 https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=2078263 

*2 https://olhardigital.com.br/en/2020/12/29/news/brazil-and-united-kingdom-sign-cooperation-to-boost-digital-innovation/ 

*3 https://jpn.nec.com/press/201507/20150716_02.html 

 

➢ 課題 

電子政府推進上の課題として、デジタル人材不足及び行政組織のデジタルカルチャーの欠如、デジタ

ル基幹登録システムの基盤となるインフラ整備の不十分さ、相互運用性の向上、データガバナンスの

欠如、デジタルアイデンティティシステム開発の加速などが挙げられる。 

取組 詳細

Brasil Digital e Inclusivo（*1）

◼ Cisco(シスコシステムズ)とブラジルの科学技術革新通信省（Minister of Science, Technology, Innovations 

and Communications）は、ブラジルのスキル開発とデジタル変革を促進するプログラムと投資の概要を示す覚

書を締結した。

◼ 今回の合意は、Ciscoが 「Brasil Digital e Inclusivo」 と呼ばれる同社の 「Country Digital Acceleration 

(CDA) Program」 を通じて実施している戦略的投資の一環である。また、パンデミック後のブラジルの社会的回

復と経済的安定を強化することも目的としている。

◼ 経済成長と技能開発を促進することを目的としており、このプログラムは、産業、学術、パブリックセクターのパート

ナーと連携して、教育や医療、サイバーセキュリティ、アグリビジネス、公共安全、製造業のデジタル化などに焦点を

当てている。

デジタルイノベーションの分野における

イギリスとの協力覚書署名（*2）

◼ ブラジルとイギリスは、2020年12月29日にデジタルイノベーションの分野での国家間協力を促進するための覚書に

署名した。

◼ 経済省（Ministry of Economy）によると、ブラジルとイギリスの間で確立された協力は以下のことを行う予

定：⑴イノベーション、デジタル化、公共管理、政府計画の分野で、特にデータガバナンスと利用のしやすさといった

課題に重点を置いた研修を提供すること、⑵具体的なデジタル化ソリューションの企画・実施に参画すること、⑶

ブラジルにおける知識の共有を奨励すること。

◼ さらに、この合意はブラジル政府独自のポータルgov.brの最適化に貢献すべきだとされる。gov.brは現在約2600

のサービスをデジタルで提供している。

税関で利用する顔認証システム（*3）

◼ NECは、ブラジル連邦税務局から、14の主要国際空港において税関で利用される顔認証システムを受注した。本

システムは、税関を通過する乗客に対し、過去に不正の摘発を受けた経歴のある人物のリストをもとに、顔認証

で容疑者を識別し、これにより、空港の税関業務の効率化に貢献する。本システムにおいて、NECは高精度を有

する顔認証エンジン「NeoFace」を用いたソフトウェア、監視用カメラ、サーバ、ネットワークを提供する。（2015年7

月16日の記事）

https://www.forbes.com/sites/angelicamarideoliveira/2020/05/15/brazil-makes-inroads-towards-digital-id/?sh=7a7552633e78
https://campanhas.serpro.gov.br/serpro-multicloud/
https://www.idemia.com/press-release/brazil-tests-worlds-first-facial-recognition-shuttle-service-2021-06-16
https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=2078263
https://olhardigital.com.br/en/2020/12/29/news/brazil-and-united-kingdom-sign-cooperation-to-boost-digital-innovation/
https://jpn.nec.com/press/201507/20150716_02.html
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図 2-152 電子政府推進上の課題 

出所： 

*1 https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm 

 
➢ 今後の注力分野 

今後の注力分野として、相互運用性の向上、データガバナンスの確立、基幹登録システムのデジタル

化、デジタル IDの開発加速が挙げられる。 

表 2-106 今後の注力分野及び関連分野における今までの取組事例 

 
出所： 

*1 https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm 

 

➢ ICT 公共調達 

ブラジルでは、パブリックセクター向けにデジタル技術・サービスを提供する国有企業の代表例とし

て、連邦データ処理公社（SERPRO）と Dataprev といった二つの企業が挙げられる。 

◼デジタル人材・スキル不足及び行政組織のデジタルカルチャーの欠如
➢ ブラジルの公共部門ではデジタルスキル不足が問題となっている。また、行政側の文化と意識改革が必要で、公務員の間にデジ

タルカルチャーを醸成・普及させ、リーダーや意思決定者、政策実施者のデジタルスキルを高める必要がある。1

2
◼デジタル基幹登録システムの基盤となるインフラ整備の不十分さ

➢ 主要な基幹登録システムを支えるインフラ整備はまだ発展段階にある。登録情報の標準化・デジタル化、情報システムの統合な

どが進められているが、登録システム間の相互接続性の確保が課題となっている。

4
◼データガバナンスの欠如

➢ データガバナンスが欠如しているため、データインフラの確立に不可欠なデータアーキテクチャの開発が制限される可能性がある。デー

タマネジメントに対する政府全体のアプローチを保証するための明確な戦略や制度策定、効果的な法律が必要である。

3
◼相互運用性を高める必要性

➢ 政府部門間のデータ交換を推進する適切な政策が存在しないため、中央データベースの連結と統合が問題となっている。法的

な制約以外に、サイロ化した組織、技術的対応の不十分さ、政治的支援の欠如などもデータの共有・統合を阻んでいる。

5
◼デジタルアイデンティティシステムの開発を加速する必要性

➢ 市民ID番号に比べ運転免許番号など他のID番号の利用が進んでおり、また、デジタル認証システムを実装するために複雑な技

術的及び制度的要件をクリアする必要があるため、デジタルアイデンティティシステムの開発が遅れている。

今後の注力分野 今までの取組事例（*1）

相互運用性

◼ ePingアーキテクチャ (電子政府の相互運用性基準) は、パブリックセクターにおけるICTの利用を管理す

る一連の最低限必要条件、政策、技術仕様を定義し、公的機関間の相互運用性の基盤を確立し

ている。ePing標準の採用は、連邦政府の行政機関すべてに義務付けられている。

データガバナンス

◼ データインフラとして、Global Model of Data and Processes Integration 

(modeloglobaldados.serpro.gov.br) 、National Infrastructure of Open Data (dados.gov.br) 、

2018年再開されたデータ分析プラットフォーム(GovData)などが挙げられる。

基幹登録サービスのデジタル化
◼ 国家住民登録情報システム (National System of Civil Registry Information ) は2014年に創設さ

れ、すべての新規登録がデジタル化され、既存の登録情報のデジタル化が進められていくことになる。

デジタルID

◼ 電子運転免許証やファミリーファンドの電子支払いカード、健康保険証及び雇用に関する証明書のデ

ジタル化など、幾つかの公的身分証明書がデジタル化された。

◼ 全国レベルのデジタルIDフレームワークを開発する任務は、ブラジルの電子投票システムの管理をも担当

する最高選挙裁判所に与えられている。DNI-National Identification Document は開発中であり、

異なる住民登録を1つのドキュメントにまとめる。DNIは、連邦政府のデジタルサービスへのシングルサイン

オンを実現するBrazil Citizen (Brasil Cidadão) と統合される予定である。

https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm
https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm
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ICT 公共調達の問題点として、各政府機関のサイロ思考が挙げられ、ICT 投資の最適化・一貫性向上・

相乗効果促進を実現できるよう、公共調達の透明性及び説明責任の向上が求められている。 

 
図 2-153 ブラジルの ICT 公共調達 

出所： 

*1 https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm 

*2 全ての公共サービスの電子化を目指すデジタル政府戦略を発表(ブラジル) | ビジネス短信 - ジェトロ (jetro.go.jp) 

*3 https://www.emis.com/php/company-profile/BR/Dataprev_en_2605577.html 

 

➢ IT 業界団体 

ブラジルの IT 業界団体の代表例として、ABES、ABINC、ABIPTI、ABRANET、Brasscom が挙げられ

る。 

表 2-107 IT 業界団体 

 
出所：各団体の Web サイトを基に調査団作成 

ICT公共調達（*1）

ICT公共調達の問題点

◼ ブラジルでは、ICT公共調達に改善の余地があるということをステークホルダーが認識しており、パブリックセクターの代表者だけでなく、民間企業や

市民の利害関係者も、デジタル政府調達のための戦略的政策の欠如に同意しているとされる。ICT投資のほとんどは部門別思考アプローチ

（agency thinking approach）で行われており、非効率性や相乗効果の機会の喪失、重複の発生などのデメリットが挙げられる。

◼ ステークホルダーは、ICT投資の最適化・一貫性向上・相乗効果を支援できるよう、ICT公共調達の透明性と説明責任を改善する必要があると

強調した。この要望に基づき、連邦政府のICT支出に関するオンライン対話型ダッシュボード (Painel Gastos TI) が2017年9月に立ち上げられ、こ

れはICT調達の透明性を改善するというブラジル政府のコミットメントを反映しているとされる。

パブリックセクター向けにデジタルサービスを提供する主要な国有企業

◼ ブラジルでは、パブリックセクターにデジタルサービスを提供する主要な国有企業として、Serpro (1964年設立) とDataprev (1974年設立) といっ

た二つの企業が挙げられる。両社は、ソフトウェア開発からハードウェアメンテナンス、クラウドベースのソリューションから一般的なデータベースメン
テナンスに至るまで、デジタル技術・サービスを公共部門に提供している。

◼ 連邦データ処理公社（SERPRO）

➢ デジタル・ソリューションを通じて国家と社会を繋ぐ解決

策を提供する国営企業であり、公共サービスの電子化

に50年以上貢献してきた。実績として、貿易統合シス

テム(siscomex)の他、デジタル交通省(CDT)や政府

ポータル(gov.br)の開発などが挙げられる。 （*2）

◼ Dataprev

➢ 社会保障省（Ministry of Social Security）傘

下の公的企業であり、 ブラジルの社会保障政策の

実施及び改善のためのITと通信に関するソリューショ

ンを提供することを目的としている。（*3）

IT業界団体 概要 ウェブサイト

Brazilian Association of Software 

Companies (ABES) 

◼ ブラジルの国際的競争力を高め、ソフトウェアと関連技術サービスのオープ

ン市場の確立をサポートするために、1986年に法人化された。ブラジルの

ソフトウェアおよびITサービス産業 (IBSS) の重要性を強調し、経済機会

を創出する公共政策を要求することに焦点を当てている。

https://abessoftware.com.br/

en/

Internet of Things Brazilian 

Association (ABINC) 

◼ 2015年に設立され、技術・マネジメント関連知識の国内外での交換を

促進し、パートナーやアソシエイトとの商業活動や研究開発活動を展開

している。また、ブラジルでは、IoTソリューションに取り組んでいる様々なベ

ンダー、研究者、開発者を代表する市場代表者として認知されている。

https://abinc.org.br/

Brazilian Association for 

Technological Research and 

Innovation Institutions (ABIPTI) 

◼ 1980年に設立され、公的と民間の科学技術・研究開発機関を含む

150以上のメンバーを有する。ICTの参加促進に重点を置き、セクター改

善のためのガイドラインを策定する。

https://portal.abipti.org.br/

Brazilian Association of Internet 

(ABRANET) 

◼ アクセス・サービス・情報を提供する企業をサポートし、また、国内のイン

ターネット接続の発展をサポートすることを目的としている。通信・情報技

術革新のための研究開発活動をも推進している。

https://www.abranet.org.br/?

UserActiveTemplate=site

Brasscom（Association of 

Information and Communication 

Technology and Digital 

Technology Companies）

◼ トレンド・イノベーション促進や関係づくり、公共政策提案、市場成長促

進などによって、ICTセクターの発展を促進する。Accenture、IBM、

Microsoft、Amazonなど90社で構成されている。

https://brasscom.org.br/

https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-brazil-key-findings-2018.htm
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/7a6c53d1145415ea.html#:~:text=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%88%A6%E7%95%A52020-2022%E3%80%8D%E3%82%92%20%E6%94%BF%E4%BB
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/7a6c53d1145415ea.html#:~:text=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%88%A6%E7%95%A52020-2022%E3%80%8D%E3%82%92%20%E6%94%BF%E4%BB
https://www.emis.com/php/company-profile/BR/Dataprev_en_2605577.html
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(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

ブラジルにおける金融分野の最高規制機関は国家通貨審議会であり、中央銀行や証券取引委員会が具体

的なサービス分野を管轄している。 

表 2-108 主たるステークホルダー 

 
出所：https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/fintechs_en 

 

➢ 金融包摂関連データ 

ブラジルでは金融包摂が進んでおり、金融口座保有率は 70%を超える。また、デジタル金融も比較的普及し
ており、デジタル決済利用率は約 50%に至っている。 

 
図 2-154 金融包摂・金融サービス利用関連データ 

出所： 

※1 https://globalfindex.worldbank.org/  

名称 説明

国家通貨審議会

（CMN）

◼ ブラジルの金融システムの最高規制機関であり、ブラジルの金融、信用、予算、財政、公的債務の政策を規制している。

◼ ブラジルの金融サービスは、ブラジル中央銀行とCMNによって規制されており、すべての銀行業務、ローンの延長、融資、預金

の受け入れ、決済サービス、カードネットワークスキームなどが含まれる。

◼ 証券仲介、証券の公募、証券調査・コンサルティング、ポートフォ リオ管理など、ブラジル資本市場での活動はCVMの規制を

受ける。

ブラジル中央銀行

（BCB、またはBACEN）

◼ 金融機関、貨幣、信用、決済、取引所を監督している。

◼ また、他の規制機関や政府の課題に沿った技術革新を監視し、国民金融システム（SFN）やブラジル決済システム

（SPB）で行われる業務への潜在的な影響を評価している。

ブラジル証券取引委員会

（CVM）

◼ ブラジルの証券市場当局であり、証券、商品、先物を規制している。

◼ これには、証券取引所、公開会社、金融仲介者、投資家が含まれる。

民間保険監督局（Susep） ◼ 民間保険サービスを規制する。

金融包摂指数（2017年）（※2）

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.72 （10位） 0.77 （2位） 0.37（27位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出しており、指数は

１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

• ブラジルでは金融包摂が進んでおり、金融口座
保有率は70%を超える。これは主に伝統的金融

包摂（通常の銀行口座）が普及していること
が大きく、その指数は途上国の中で世界2位と

なっている。

• また、デジタル金融も比較的普及しており、デジ
タル決済利用率は約50%に至っている。

金融包摂・金融サービス利用関連データ（※1）
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https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/fintechs_en
https://globalfindex.worldbank.org/
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※2 https://www.imf.org/  

また、経済の自由度ランキングでは財政の健全性が問題視され 143 位と低い一方、Fintech 指数は 65 カ国
中 19位と、中南米の国の中で最も高く評価されている。 

 
図 2-155 経済の自由度指数（2021 年） 

出所： 

※1 https://www.heritage.org/ 

※2 https://findexable.com/ 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

ブラジル政府は、新しい規制サンドボックスやオープンな銀行規制を含む重要な規制やインフラの開発によ

り、Fintech業界の成長を促進することに注力している。 

世界Fintech指数（2019年）（※2）

経済の自由度指数（2021年）（※1）

総合点及び各評価要素は最高100点で、政府の効率性や、事業に係る規制の大きさを数値化している。

ブラジルは56.5点で、184カ国中143位（調査対象8カ国中8位）である。

Fintech指数は、現地のFintech社数、Fintechの活動の規模と質、金融・ネットインフラの規模と

質、競争環境（規制、税制など）、政府の支援などの要素をもとに算出される。

世界Fintech指数
11.456
※全65カ国中19位。調査対象8カ国中2位

都市別ランキング ➢ サンパウロが全都市中5位

高評価分野 決済、融資、個人金融サービス、投資、保健、暗号通貨

➢ ブラジルの経済自由度数は世界でも143位と低

いが、これは財政の健全性が非常に低い評価と

なっているためである。一方、税負担の小ささ、通
貨の安定性は高く評価されている。

➢ Fintechに関しては、中南米で最も高く評価され

ており、サンパウロは全世界の都市の中でも5位

のFintech Cityとされている。

➢ 個別分野としても、左表のとおり、全分野にわ
たって高評価となっている。

具体的な評価要素❶ スコア

法の支配

財産権の保護 55 

司法の有効性 46 

腐敗の防止 48 

政府の大きさ

税負担の小ささ 70 

政府支出の少なさ 57 

財政の健全性 5 

具体的な評価要素❷ スコア

規制の効率

事業の自由度 58 

労働の自由度 51 

通貨の安定性 78 

市場の開放性

貿易の自由度 65 

投資の自由度 60 

金融の自由度 50 

ブラジルの総合得点の推移

https://www.imf.org/
https://www.heritage.org/
https://findexable.com/
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図 2-156 具体的な取組事例 

出所： 

※1 https://www.finextra.com/pressarticle/84854/brazils-central-bank-launches-regulatory-sandbox 

※2 https://www.reuters.com/article/us-brazil-banks-payment-platform-idUSKBN27W25C 

※3 https://www.reuters.com/article/us-brazil-banks-payment-platform-idUSKBN27W25C 

※4 https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2337/nota 

※5 https://globalbankingregulationreview.com/bank-regulation/brazil-develop-digital-currency-plans 

 

➢ 課題 

サイバーセキュリティ、既存プレイヤーとの競争などがブラジルにおける Fintech分野の大きな課題となってい
る。 

 

規制サンドボックス（※1）

• National Monetary Council (CMN) およびBanco Central do Brasil (BCB) は、 「金融・決済イノベーションのための管理されたテスト環境」 の運用に関

するガイドラインを策定した。

• 目的:革新的なビジネスモデル、競争、金融包摂の参入を促進し、BCBの監督プロセスを強化すること。

即時決済システム（※2）

• ブラジルの中央銀行は、国内におけるデジタル決済の利用を促進するために、2020年11月に即時決済システムPixを開始した。

主なプロジェクト

戦略と取組

• ブラジル中央銀行による決済プラットフォーム

• 消費者と企業がデビットカードやクレジットカードを必

要とせずに無料で送金することを可能にする。

• 大銀行による寡占状態にある銀行業界において、

健全な競争を促進することが期待されている

※ブラジルには、Itau Unibanco Holding SAやBanco 

Santander Brasil SAなどトップ5の銀行があり、総資

産と預金の約80%を保有している

• Red Hat OpenShift、Red Hat Ansible 

Automation Platform、およびRed Hat Integration

の技術に基づくアーキテクチャを使用した。

• Pierは、ブロックチェーン技術によって国家財務システ

ム (SFN) 内のライセンスプロセスを合理化し、さまざま

な規制当局のデータベースをリアルタイムで共有でき

るプラットフォームである。

• 共有される情報には、規制を受ける金融機関やその

役員に対する罰則、登録状況、財務実績、役員や

主要株主に関する詳細などが含まれる。

• このプラットフォームは、ブラジル中央銀行のIT部門

(Deinf) によって開発され、規制機関や企業が規制

要件にアクセスするための時間と手間を省くことを目

的に開発された。

• 新しいビジネスモデルにおいて、スマートコントラクトや

IoT (Internet of Things) 、プログラム可能な貨幣と

いった新しい技術の開発を可能にし、決済システムの

効率を高めることを目的に開発が進められている。

• 本デジタル通貨は、将来的に現在のデジタルエコシ

ステムと統合され、人々の日々の小売取引の一部

となることが期待されている。

• 中央銀行は、各国のデジタル通貨の国際基準に関

する国際的な議論に積極的に参加している。

PIXインスタントペイメントプラットフォーム（※3）

2020/11～

規制機関データ統合プラットフォーム (Pier)（※4）

2020/06～

中央銀行デジタル通貨（※5）

2023～（予定）

銀行の与信プロファイル（※3）

◼ パンデミックによる急激な景気後退により、ブラジルの銀行は収益
性の問題に直面すると予想される。

◼ 融資抑制プログラムの期限が切れると、不良債権と引当金が増
加すると予想される。

◼ フィッチ・レーティングスは、中期的な公的債務の安定化に必要な

財政健全化と景気回復のリスクを伴うセクターについて、悲観的

な見通しを示している。

インフレの進行（※4）

◼ 電力価格に牽引されてブラジルの年間インフレは2021年2月に

過去4年間で最高を記録した。

◼ ブラジル中央銀行 (BCB) は、インフレの高まりを受けて、政策金

利 (セリック) を2015年以来初めて2.75%に引き上げた。

◼ 金利の引き上げは、信用の伸びを減らし、信用コストを増加さ

せ、全体的な収益を圧迫するため、銀行の財務指標に重くの
しかかる。

消費者の信頼とサイバーセキュリティ（※1）

◼ ブラジル人の3分の1は、サイバーリスクを懸念しており、金融サービス

を効果的に処理するためにFintechを信頼していない。

◼ 国内のサイバーセキュリティ規制の遅れは、システムへのサイバー攻撃

にもつながっている。

◼ また、ブラジルの組織の84%はパンデミックの発生以降、セキュリティ

関連の支出を増やすことができておらず、脆弱性が懸念されている。

既存プレーヤーとの競争（※2）

◼ 既存金融機関との競争や、権力の乱用や独占、さらにはボイ
コットなどの問題が市場参入の障壁となっている。

◼ 大手企業は、新規企業が決済分野に参入することを困難に
し、提携を強要することができる立場にある。

◼ Fintechが革新的で簡素化された金融ソリューションを約束す

る一方で、既存金融事業者の多くがこの戦略に沿っていない
ため、パートナーの選択は容易ではない。

https://www.finextra.com/pressarticle/84854/brazils-central-bank-launches-regulatory-sandbox
https://www.reuters.com/article/us-brazil-banks-payment-platform-idUSKBN27W25C
https://www.reuters.com/article/us-brazil-banks-payment-platform-idUSKBN27W25C
https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2337/nota
https://globalbankingregulationreview.com/bank-regulation/brazil-develop-digital-currency-plans
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図 2-157 Fintech 分野の課題 
出所： 

※1 https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-brazil-at-bb-outlook-negative-27-05-2021  

※2 https://www.fitchratings.com/research/banks/brazils-steep-recession-will-challenge-bank-credit-profiles-31-07-2020  

※3 https://www.fitchratings.com/research/banks/brazil-bank-credit-risk-grows-amid-rate-hike-covid-19-resurgence-24-03-2021  

※4 https://www.scielo.br/j/bbr/a/36khdWQsXtmDKgThWHTgzBP/?lang=en#  

 

➢ 業界団体 

Fintechに関する複数の業界団体が情報交換、アドボカシー、ロビー活動などを行っている。 

表 2-109 Fintech に関する業界団体及び専門家のフォーラム 

 
出所：各団体ホームページ 

 

➢ 競合 

ブラジルの Fintech 業界はデジタル決済が主流を占めており、2020 年には国内でソリューションを提供して
いる決済会社が 115社、決済処理会社が 68社あった。 

団体名 概要 ウェブサイト

ブラジルFintech協会

Brazilian Fintech Association

(ABFintech)

◼ ABFintechはFintechの利益を代表し、ロビーイングやネットワーキングを通じ、業界にビジネ

スチャンスをもたらすことを目指している。
◼ 同協会は、金融システムとその実体、そしてFintechによって市場に提供されたデジタルサー

ビスの恩恵を受けられる伝統的な企業との交流を推進している。

https://en.abfintechs.com.br/

ブラジルデジタルクレジット協会

Brazilian Association of Digital Credit

（ABCD）

◼ ABCDは、オンラインクレジットとクレジットセクターの持続可能な開発におけるベストプラク

ティスのためのフレームワークを開発することを目的に2016年に創設された。
◼ 会員には、クレジット・エコシステムの中で、クレジット・カード、公的および民間の給与クレ

ジット、直接消費者クレジット、デビット発行などの様々な製品やサービスを提供する企業

が含まれる。

https://creditodigital.org.br/

ブラジル支払機関協会
Brazilian Payment Institutions 
Association (ABIPAG)

◼ 2010年に設立され、クレジット決済機関や電子通貨発行会社、国際決済会計士やファ

シリテーター、クレジット金融機関などの企業で構成される。
https://abipag.com.br/

電子決済管理会社協会

Association of Electronic Payment 

Management Companies (PAGOS) 

◼ 決済システムで使用されるプリペイドカードを発行、処理、管理する企業(労働者手当、交

通手当等の支給)の業界団体である。
https://www.pagos.org.br/

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-brazil-at-bb-outlook-negative-27-05-2021
https://www.fitchratings.com/research/banks/brazils-steep-recession-will-challenge-bank-credit-profiles-31-07-2020
https://www.fitchratings.com/research/banks/brazil-bank-credit-risk-grows-amid-rate-hike-covid-19-resurgence-24-03-2021
https://www.scielo.br/j/bbr/a/36khdWQsXtmDKgThWHTgzBP/?lang=en
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図 2-158 Fintech の概況と競合 

 

出所：https://www.penser.co.uk/article/fintech-in-latin-america-brazils-biggest-fintechs/  

 

➢ 金融分野の規制 

ブラジルでは、CVM及び中央銀行が、Fintech分野に関わる規制を広く発行している。 

表 2-110 規制に関する概要 

 
出所：https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazil 

 

• ブラジルはラテンアメリカ最大のFintech市場で、同国には750社以上のFintech企業がある。

• ブラジルのFintech企業への投資は2020年に90件で約17億米ドルに達し、2019年の910 Mnから86%増加した。

• ブラジル・オープン・バンキング・モデルは、ブラジル・Fintech協会 (ABFintech) などの支援を受けて導入されており、2021年2月から4段階で実施される予

定だ。

• オープン・バンキングの実施は、市場競争を促進し、イノベーションを促進し、国家金融エコシステムの近代化という国家のより広範な課題の一部である。

ブラジルにおけるFintechの概要

会社 説明

Nubank ◼ サンパウロに本社を置くNubankは、デジタル銀行口座であるNuContaを通じて金融サービスを提供している。

EBANX ◼ 2011年に設立されたEBANXは、eコマース向けのクロスボーダー決済ソリューションを提供。

◼ Wish、AliExpress、Airbnb、Spotify、Trip.comなど、5000万人を超えるエンドユーザーと1, 000人を超えるクライアントを擁している。

PagSeguro ◼ 2006年に設立されたPagSeguroは、企業向けのオンラインおよびモバイル決済ソリューションを提供しており、Universo Onlineの一部である。

◼ ブラジルのみならず世界中の零細業者や中小企業向けに、電子メールによる請求オプションを提供している。

Creditas ◼ Creditasは2012年に設立されたデジタルプラットフォームとしてブラジル最大の有担保消費者ローンを提供しており、国際的に急速に拡大している。

◼ 他のブラジルの金融機関と比べて低金利で融資を行っている。

Banco Inter ◼ Banco Interは1994年に設立されたオンライン融資企業であり、個人、企業、および小規模企業に融資を行っている。

◼ また、ローンやクレジットカード、投資・保険サービスも提供している。

テクノロジプロバイダのPenserによると、2020年のブラジルでトップのFintech企業は次のとおり

40

規制に関する概要

◼ 金融機関は、①中央銀行の認可を受け、②資本金が株式に分割され、③各株主が投資した金額に応じて限定的な責任を負う商業パートナーシップとして構成され、

④金融当局による規則を遵守した場合にのみ、国内で事業を行うことができる。

◼ 証券分野では、CVMは、証券取引や関連活動に関連する多くのサービスについて規則を定めている。特に、資本市場と投資ファンド（CVM規則第400/2003、

476/2009、555/2014、578/2016など）、資産管理（最近制定されたCVM決議第21/2021号に代表される）、投資顧問サービス（CVM決議第19/2021号）

などを管理・規制している。

◼ 投資ベースのクラウドファンディングはCVM規則No.588/2017に従って規制されている。国際基準に従い、この規範は集団金融プラットフォームの運営ルールを定めている。

◼ ロボットアドバイザーや投資型クラウドファンディングプラットフォームなど、一部の証券関連分野はCVMの規制対象となっており、これらの分野で活動する企業はCVMに

よる規則を遵守する必要がある。

出典

https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazilブラジル

◼ 消費者保護法は、銀行や信用機関などのサービス提供者と顧客との間に消費者関係を確認することが可能な場合に適用される。

◼ 同法では、消費者データベースは、客観的で、明確で、理解しやすい言語でなければならず、5年を超える期間に関するネガティブな信用情報を含んではならないとして

いる。また、消費者が要求した場合、不正確で古い個人情報は5営業日以内に修正されなければならない。さらに、消費者は、自分の個人情報にアクセスし、5年未

満の期間に関する信用情報を除き、データベースからの除外を要求する権利がある。

概要

消費者保護

◼ 2020年5月15日、CVMは、証券市場に関連する活動において革新的なビジネスのモデルをテストするために実験的な規制サンドボックスの構成と機能を規定する命

令第626号を発行した。

◼ 規制型サンドボックスに参加するためには、応募者は以下のような資格基準を満たす必要がある。

✓ 革新的なビジネスモデルのコンセプトに合致する活動を行っていること。

✓ 提案された活動を開発するための技術的および財政的能力を示していること。

✓ 金融機関や規制当局から営業許可を受けた他の事業体との間で、その機能を果たすことを許可された管理者および支配パートナーを有すること。

✓ サイバー攻撃、記録と情報の作成と保存、マネーロンダリングとテロ資金調達の防止に対する保護を備えていること。

✓ 革新的なビジネスモデルが、概念実証や試作品によって事前に検証されていること。

規制サンドボックス

https://www.penser.co.uk/article/fintech-in-latin-america-brazils-biggest-fintechs/
https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazil
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表 2-111 分野ごとの主な規制の概要 

 
出所：https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazil 

 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

通信分野では、通信省と ANATEL(電気通信庁)が主要機関となっている。 

 

金融分野ごとの主な規制の概要

◼ ブラジル当局は、投資型クラウドファンディングを小規模企業の可能な資金調達手段として法的に認めている。

◼ ブラジルの法律は有価証券に対してオープンな概念を採用しており、参加権、パートナーシップ、報酬を発生させ、その収入が起業家や第三者に由来するタイトルや集団

投資スキーム（サービスの提供に起因するものを 含む）を有価証券とみなしている。

◼ 現在、ブラジルのイノベーション・エコシステムは、プラットフォームを通じた証券の流通を規制するために特別に制定されたCVM規則No.588/2017の規制を受けている。

同規則は、プラットフォームの運営に関する要件と責任を定め、潜在的なオファーを詳細に説明し、シンジケート投資を認めている。

クラウドファンディング

◼ 融資やその仲介のために第三者から資金を集める組織は、法律に基づいて金融機関として登録・認可されなければならず、中央銀行の監督・規制を受ける。

◼ 革新的な融資モデルを育成するために、中央銀行は2017年にP2P融資やクラウドレンディングを扱う公聴会を提案し、その結果、2018年4月、決議No.4,656/2018
を発表し、2つの特別なタイプの金融機関を創設し、SEPやSCDの利用を認めた。どちらも中央銀行に運営の認可を申請する必要があるが、これらの機関が使用する

認可手続きは、従来の金融機関が必要とするものよりも簡単で迅速である。

P2P融資・クラウドレンディング

◼ 決済サービスは、法律No.10,214/2001で制定されたブラジル決済システム（SPB）に関する規則に従う。

◼ 2018年、BACENは、金融包摂を促進するとともに、SPBを通じてより競争力のある市場を実現することを期待して、規制を制定。BACEN決議No.4,707/2018およ

び回章No.3,924/2018は、中小企業への融資を実現可能にすることを目的として、支払手配債権を信用取引の担保として使用することを規制している。

◼ 前述の規則は2021年6月7日までしか有効ではなく、その間に決議番号4,734/2019および通達番号3,952/2019が発効し、前述の種類の担保取引に適用される現

行の規則に代わることになる。

◼ BACENは、Circular No.3,682/2013の附属書を修正したCircular No.3,925/2018により、SPBの取り決めの枠内での決済サービスの提供に対応し、これらのサービ

ス提供者が遵守すべきガイドラインや基準を定めている。さらに、BACENは、進行中の技術革命に合わせて、インスタント決済システムスキーム（SPI/PIX）であるPIX
を導入するための決議No.1/2020を発行している。

決済

◼ BACENは2019年11月28日に公開協議No.73/2019を開始し、オープンバンキングを規制する決議案について市場の意見を収集した。その結果、2020年5月4日、

BACENと国家通貨評議会は共同決議第1号とBACEN通達第4015号を発表した。

◼ 新しい規制では、オープンバンキングを「情報システムのプラットフォームやインフラをオープンにして統合することにより、データやサービスを標準化して共有すること」と定義し、

アクセスチャネル、金融機関の商品やサービス、顧客の登録や取引に関するデータの交換、決済取引や与信業務の提案に関するサービスについて網羅している。

オープンバンキング

通信省*1 National Telecommunication Agency/ANATEL(電気通信庁)*1

◼ 長官/President：Leonardo Euler de Morais

◼ 1997年に電気通信法に基づき設立された。通信省とは行政的に

独立しており、通信省が策定する電気通信事業の基本政策に基

づき、電気通信に関する以下の管理・監視業務、および活動状況

を通信省及び国会に報告する義務を有する

➢ 周波数及び衛星軌道の管理

➢ 電気通信事業者間の紛争処理

➢ 許認可により事業者間の競争を促進

➢ 消費者保護

➢ 料金規制の策定

➢ 電気通信サービスの開始／廃止勧告

➢ 電気通信産業の経済的規制 等

◼ 大臣/Minister: Fábio Faria

➢ 就任演説で、国内でのデジタルインクルージョンのプロセスを進め

ることが優先事項であると述べた*2

◼ ブラジル政府は、2020 年 7 月 10 日、科学技術革新通信省

(Ministry of Science, Technology, Innovation and

Communications：MCTIC）から分離する形で通信省を設置・復

活させた。通信省は 1967 年に創設されたが、2016年5月の当時の

テルメ政権の省庁再編に伴い、MCTIC に統合された。

通信省は、通信、放送、郵便に関する行政機関として、国家政策

の策定を行う。電気通信事業（電波政策を含む）に関する基本

政策を策定し 、電気通信庁（National Telecommunication 

Agency: Anatel）の活動を介して電気通信市場の発展を図る

◼ 電気通信に関する以下の業務を実施する*2

➢ 政府の政策普及

➢ 世論調査の実施

➢ 国内外の報道機関との連携を円滑にする 等

https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazil
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図 2-159 主たるステークスホルダー 
出所 

*1: https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf  

*2: https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/institucional 

 

➢ 政策 

2018 年から E-Digital を掲げ、DX 軸とイネーブラー軸を中心にデジタル化技術を活用し、生産性、国際競

争力、収入・雇用水準を向上させ、公正で豊かな社会の構築を目指す。 

 
図 2-160 政府デジタル戦略 

出所 

*https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/04/ad2ddc3034915a79.html  

*http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-
English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunit
ies%20in%20many%20ways. 

 

➢ 通信環境 

モバイルブロードバンド加入率はほぼ横ばい傾向だが、インターネット利用率は年平均 6.5%で上昇している。 

データ駆動型経済を目指す

コネクテッドデバイスの活用

新しいビジネスモデルの導入

デジタル政府への転換
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https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/institucional
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/04/ad2ddc3034915a79.html
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
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図 2-161 通信環境（1/2） 

出所 

*1: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

*2: https://www.statista.com/statistics/187107/mobile-broadband-subscriptions-per-100-inhabitants-in-brazil-since-2004/ 

*3: https://www.statista.com/statistics/758503/mobile-telephony-market-share-brazil-operator/  

*4: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=BR  

4G可用性は年平均成長率が 10％で向上し、同時にデータコストは低下傾向にある ANATELはサイバーセ
キュリティの向上に向けた取り組みを実施している。 

 
図 2-162 通信環境（2/2） 

出所 

*1: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx  

*2: OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、2018、The State of Mobile Network Experience 2019、2020 

モバイルブロードバンド加入率*1 インターネット利用率*4

• 人口100人あたりのアクティブなモバイルブロードバンド契約数の割

合。アクティブなモバイルブロードバンド契約とは公共のインターネット

への標準モバイルブロードバンド契約と専用モバイルブロードバンド契

約両方を指す。実際に履行されている契約のみ算出している*1
• 2020年、ブラジルにおけるブロードバンドサブスクリプションの総数は1

億8925万件となっている*2
– 携帯電話のインターネット加入者数は、2019年の65%から

2025年までに72%に達すると予想されている

• ブラジルにはVivo、TIM、Claroの3大携帯電話事業者がいる

– 2020年、Vivo (マドリッドのTelefónicaが所有) はブラジルで

34%の市場シェアを持ち、続いてClaroとTIMがそれぞれ27%と

23%だった*3

• インターネットを使用している人口の割合で、コンピューターや携帯端

末をはじめ、ゲーム機、デジタルテレビ等を介してインターネットを使
用する人口から算出している*4

• ブラジルはラテンアメリカ最大のコネクテッドマーケットであり、2020年

のインターネット人口は世界第5位だった

• パンデミックにより、ブラジルにおけるインターネットユーザーの浸透率
は、2020年の100人あたり推定75.5人から、2025年までに100人あ

たり97.1人へと上昇すると予想されている

88.3

89.1

90.9

88.1 88.2

2015 2016 2017 2018 2019

CAGR:-0.03%

54.6 58.3 60.9
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• 各国市場の最大シェアをもつオペレーターが

提供する、1か月の1.5G の高速データプラ

ン（256Kbits /秒以上または3G以上）の

最低価格の推移*1

• 政府の支援を受けているブラジルの通信事

業者が、モバイルデータ接続料金の値下げ

に先頭に立っている

• ブラジルのモバイルブロードバンドコストはこの

10年間で減少しているが、2021年のOiが

売却されたことで主な通信事業が3つに絞

られ、価格面での圧力につながる可能性が

ある

• 地理的な範囲ではなく、ユーザーがある地

点において4Gに接続できる時間の割合を

表している。日本は世界1位で98.5%

（2020年）であった*2

• 4Gは、ブラジルにおける主要な携帯電話

技術であり続けており、2020年12月のネッ

トワーク上でアクティブな携帯電話契約数

の74.2%を占めている

• 5Gの開発を目的としたマルチスペクトルオー

クションは、2020年3月に予定されていたが、

COVID-19と衛星テレビ放送への干渉問

題のため、2021年半ばに延期された

• ITUが発表するサイバーセキュリティ指標は、

法規制、技術（CIRT*3活動等）、組織

体制（戦略や規制当局）、能力開発

（リテラシーやR&D）、協力（PPPや国際

協力）の5つの分野における各国の状況か

ら測定されている*4

• 2020年12月、ANATELは、ネットワークと

サービスにおけるサイバーセキュリティを促進

し、市場の継続的な監督を支援することが

期待される電気通信分野のサイバーセキュ

リティ規則を承認した*5

5
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.statista.com/statistics/187107/mobile-broadband-subscriptions-per-100-inhabitants-in-brazil-since-2004/
https://www.statista.com/statistics/758503/mobile-telephony-market-share-brazil-operator/
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=BR
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
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*3: CIRT＝Computer Incident Response Team  

*4: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 

*5: https://www.dataguidance.com/news/brazil-anatel-approves-cybersecurity-regulation-applied  

 

➢ 具体的計画・取組事例 

ブラジルでは、E-Digital等の実現に向け、複数の施策に取り組んでいる。 

表 2-112 具体的な取り組み事例 

 
出所 

*1: https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf 

*2: https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/projeto-amazonia-conectada-avancos-em-fibra-otica-beneficiam-comunidades-afastadas  

*3:https://olhardigital.com.br/en/2021/03/19/internet-e-redes-sociais/governo-bolsonaro-poe-veto-em-lei-que-da-acesso-gratuito-a-
internet/?gfetch=2021%2F03%2F19%2Finternet-y-redes-sociales%2Fgobierno-bolsonaro-pone-veto-en-ley-que-da-acceso-gratuito-a-internet%2F 

*4: https://www.hughes.com/resources/press-releases/hughes-partnership-facebook-launches-wi-fi-hotspots-brazil-and-mexico 

*5: https://www.hughes.com/resources/press-releases/yahsat-and-hughes-launch-satellite-services-joint-venture-brazil  

 

➢ 課題 

通信の基礎インフラ開発をはじめ、デジタルエコノミーの促進、サイバーセキュリティ・犯罪対策、デジタル人

材の育成が通信分野の課題となっている。 

プログラム・サービス名 概要

National IoT Plan*1 IoT政策に関するガイドラインでE-digitalの柱の一つ。セ ンサー及び IoT デバイスが通信

機器ではなく付加価値サービスに分類されることで納税が免除される

Plan for Telecommunications Networks(PERT)*1 光ファイバ網や衛星等の技術への官民の投資を促すことを目的とし、ブロードバンド
サービス拡大に取り組む。ANATELは2019年に官民連携の投資計画を承認し、ブラジ

ルの通信事業者はブラジルでFiber-to-Home (FTTH) ブロードバンドサービスの拡大に

取り組んでいる

Amazônia Conectada*2 ブラジルの、人里離れた環境に影響を受けやすい地域への高速データ接続の提供と、

アマゾン川流域の川底への光ファイバーケーブルの敷設を行う。陸軍が国防省、厚生
省、教育省、通信省と協力して実施。2020年には全長1,170 kmの海底ケーブルが

配備され、新たに620 kmのケーブルを納入する契約が2021年に予定されている

Connected Education Innovation Program (PIEC)*3 公立学校におけるブロードバンドインターネットサービスの提供

Facebook Express Wi-Fi*4 HughesはFacebookと提携してブラジル全土に衛星対応のWi-Fiホットスポットを開設

し、Facebook Express Wi-Fiプラットフォームを展開している

衛星サービス*5 HughesとYahsatのジョイントベンチャーは、ブラジル政府によるコミュニティーWi-Fiイニシ

アチブの一環として、ブラジルでの衛星ブロードバンドサービスの提供を支援する。
Yahsatは、ブラジルでブロードバンド、放送、および政府機関通信向けの多目的衛星

ソリューションを提供している。

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
https://www.dataguidance.com/news/brazil-anatel-approves-cybersecurity-regulation-applied
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf
https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/projeto-amazonia-conectada-avancos-em-fibra-otica-beneficiam-comunidades-afastadas
https://olhardigital.com.br/en/2021/03/19/internet-e-redes-sociais/governo-bolsonaro-poe-veto-em-lei-que-da-acesso-gratuito-a-internet/?gfetch=2021%2F03%2F19%2Finternet-y-redes-sociales%2Fgobierno-bolsonaro-pone-veto-en-ley-que-da-acceso-gratuito-a-internet%2F
https://olhardigital.com.br/en/2021/03/19/internet-e-redes-sociais/governo-bolsonaro-poe-veto-em-lei-que-da-acesso-gratuito-a-internet/?gfetch=2021%2F03%2F19%2Finternet-y-redes-sociales%2Fgobierno-bolsonaro-pone-veto-en-ley-que-da-acceso-gratuito-a-internet%2F
https://www.hughes.com/resources/press-releases/hughes-partnership-facebook-launches-wi-fi-hotspots-brazil-and-mexico
https://www.hughes.com/resources/press-releases/yahsat-and-hughes-launch-satellite-services-joint-venture-brazil
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図 2-163 通信分野の課題（1/2） 

出所  

*1: EIU Industry Report Telecommunications Brazil 2nd Quarter 2021 

*2: https://brazilian.report/business/2018/11/21/brazilian-internet-speeding-lagging/ 

*3:http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-
English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunit
ies%20in%20many%20ways 

 

 
図 2-164 通信分野の課題（2/2） 

出所  

*1: http://www.jmcti.org/mondai/pdf/s403.pdf  

*2: https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12333555.pdf  

*3: https://www.jpcert.or.jp/research/20190307_LACSIRT-survey.pdf  

*4:http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-
English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunit
ies%20in%20many%20ways 

 

①通信インフラの整備

◼ 新しい5G技術に周波数帯を割り当てることが困難になっている。ANATELのフィールドテストでは、5Gの周波数が衛星テ

レビの周波数に近すぎることが示されている
限られた周波数帯*1

◼ 周波数帯の割り当て、合併と買収の承認、独占禁止法違反等の分野で複数の規制当局が関与しているため、企業

は厳しい経営環境に置かれている
複数の規制当局*1

◼ ネットワークの遅延や切断が生じている。2019年のブラジルのブロードバンドダウンロード速度は、世界で65番目であり、

平均26.64 Mbpsを記録した
通信遅延・切断*2

② デジタルエコノミーの促進

◼ クラウドコンピューティングの採用促進

◼ データベースのツール・システム・プロセス作成の促進
データ駆動型経済への転換*3

◼ 中小企業向けEコマースを通じた輸出の支援の必要がある

◼ 物理的・電子的な商品・サービスの輸出の促進を目標に掲げている
国際的競争力の強化*3

③サイバーセキュリティ・犯罪対策

◼ エレクトロニクス機器の不正輸入、密輸入（メルコスールのウルグアイ、パラグアイ経由の迂回輸入や米国のマイアミか

らの運び屋による輸入）が非常に多く、輸入関税や国内流通税等の公租賦課の不徹底により、現地産品、正規輸

入品、正規流通経路での販売品と比べ非常に大きなコスト差が出ており、国内産業の発展を阻害している

◼ 不正輸入されているデバイス例：パソコン、携帯電話、家電製品、事務機器

機器の不正輸入*1

◼ 激しい貧富の差から強盗被害が相次ぐ都市が多く、殺人事件発生率（人口10万人当たり）は日本の約90倍

◼ 犯罪発生後にしか警報装置が作動せず、カメラを利用した防犯対策は人的コストがかかる上に解像度の悪いカメラで

は犯罪察知確率も低いのが現状である

◼ AI/IoTを活用した顔認証および行動検知に関する技術を使用し、事前に犯罪を察知するプログラム、犯罪後のデータ

集積による再犯防止ソリューションを提供することで解決を図る

治安の改善*2

◼ 一般向けの啓発活動として、フェイクニュース、SNS 利用、インターネットバンキング等に関する注意喚起を目的に、学校

向け（教師、生徒、保護者）の啓発用教材・資料を作成し配布している
サイバーセキュリティの啓発活動*3

④デジタル人材育成

◼ STEM(科学・技術・工学・数学)教育と技術資格コース、および生涯学習や職業教育の強化を目標として掲げているICT関連人材の育成*4

◼ サイバーセキュリティの専門家に対して、安全意識や対応能力向上に向けたトレーニングを行っている専門知識を持つ人材育成*3

https://brazilian.report/business/2018/11/21/brazilian-internet-speeding-lagging/
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
http://www.jmcti.org/mondai/pdf/s403.pdf
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12333555.pdf
https://www.jpcert.or.jp/research/20190307_LACSIRT-survey.pdf
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunities%20in%20many%20ways
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E-Digital実現のため、ICTにおける研究開発・イノベーションや人材開発等が求められている。 

表 2-113 注力している分野 

 
出所 

*http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-
English.pdf#:~:text=The%20role%20of%20the%20Brazilian%20Digital%20Transformation%20Strategy,society.%20Digitalization%20opens%20new%20opportunit
ies%20in%20many%20ways 

 

➢ 業界団体 

国内の DX 強化に向けた国内団体が複数存在しており、例えば Brasscom はデジタル変革のための投資、

公共政策の提案、市場成長の促進等に取り組んでいる。 

表 2-114 業界団体 

 
 

➢ 通信事業者 

2021年に国内企業の Oiが売却されたため、ブラジルの携帯電話市場は Vivo, Claro, TIMの 3つの外国企

注力分野 概要

電気通信インフラの拡大
• ブロードバンド・インフラが遠隔地や孤立した地域にまで到達すること

• 通信やサービスのデジタル化の促進

ICTにおける研究開発・イノベー

ション

• 新たなICT技術がもたらす課題に対応するための知識の蓄積

(例:ビッグデータ、インダストリー4.0、人工知能、IoT)
• 都市モビリティ、セキュリティ、ユーティリティスマートグリッド(電力・上下水道等)などの分野で、モノのインターネット (IoT) 

関連技術を利用したスマートシティ

サーバーセキュリティ
• デジタル環境での取引及び電子文書の検証におけるデジタル技術の採用

• サイバーセキュリティ分野における専門的な人材育成

人材開発

• 孤立した地域・人口密度の低い地域に対する質の高い教育の提供

• 学校におけるブロードバンド接続の拡大と通信速度の向上

• STEM教育と技術資格コースの強化

• 生涯学習や職業教育の強化

国際的競争力の強化
• 中小企業向けEコマースを通じた輸出の支援

• 物理的・電子的な商品・サービスの輸出の促進

データ駆動型経済
• クラウドコンピューティングの採用促進

• データベースのツール・システム・プロセス作成の促進

コネクテッドデバイスの活用
• 技術の応用を可能にする技術開発とブロードバンド基盤の整備（例：ブロードバンドインフラの整備、5Gネットワークの

提供、マイクロエレクトロニクス利用を想定した住宅の設計、センサー市場の発展）

新しいビジネスモデル
• ユーザーエクスペリエンスの最適化を目的とした、大量の個人データおよび非個人データを収集・使用・処理する技術

• デジタル決済の開発・利用への支援

デジタル政府への転換
• 複数の公共機関におけるインフラストラクチャ、サービス、およびシステムの共有

• 個人・企業が政府との取引で利用できる安全なデジタル証明書等の技術

業界団体 説明

ABRANET(Brazilian Association of 

Internet)*1

1996年に設立され、ネットへのアクセス、サービス、情報を提供する企業や、国内のインターネット接続の発

展を支援することを目的としている。 通信・情報技術革新のための研究開発活動を推進している

Telebrasil(Brazilian 

Telecommunications 

Association)*2

100以上の法人で構成されており、ANATELや商工会議所の科学技術委員会等の政府機関へのアクセス

を提供している。 1974年に設立され、国の電気通信政策の改善と発展を目指している

Brasscom (Association of 

Information and Communication 

Technology and Digital 

Technology Companies)*3

Accenture、IBM、Microsoft、Amazon等90社で構成されている。2021年3月、Brasscomは国内のデジ

タル変革のため、2024年までに1620億USD の投資を行うことを発表した*4。Brasscomは、流行やイノベー

ションを広め、提携関係を築き、公共政策を提案し、市場成長を促進することによって、ICT変革を促進して

いる

Brazilian Association of Industrial 

Internet(ABII)*5

機械、システム、プロセス、人の統合・制御、および安全なインターネット接続を目的としたイニシアチブを作成

するエコシステムの調整を通じて、産業用インターネットの成長を加速するために発足。 業界のための共通

アーキテクチャとオープンスタンダードの構築に焦点を当てて活動している

http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf
http://otd.cpqd.com.br/otd/wp-content/uploads/2018/11/180629-E-Digital-English.pdf
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業によって支配されている。 

表 2-115 通信事業者 

 
出所 

*1: https://www.vivo.com.br/ 

*2: www.claro.com.br 

*3: https://site.tim.com.br/rj  

 

➢ 通信分野の規制・税制、データ保護・プライバシー法 

個人情報保護法(LGPD)やデジタル・サービス税等が設定されている。 

表 2-116 通信分野の規制 

 
出所  

通信事業者 Vivo*1 Claro*2 TIM*3

概要

Vivo (Telefonica Brasil S.A)は、

TelefonicaとPortugal Telecomがブ

ラジル市場で合弁会社を設立した後、

2003年に商業運営を開始した。

ClaroはAmerica Movilが運営し、

2003年にブラジルでサービスを開始し

た。 固定サービスとモバイルサービスを

提供しており、本社はサンパウロにあ

る

TIMはTelecom Itália S.p.A. の子会

社であり1998年に開始。モバイルお

よびブロードバンドサービスに加えて、

「Live TIM Blue Box」 を通じてエン

ターテインメントセンターを提供している

所有権・株主 テレフォニカ
America Movil-ファミリー・トラスト (ス

リム・ファミリー)

ビベンディ

カサ・デポジティ・エ・プレスティティ

(CDP)

テレコム・イタリア

サービス内容

• モバイル

• 固定線

• インターネットとテレビ

• モバイル

• 固定線

• インターネットとテレビ

• モバイルサービス

• 固定線

• インターネットとテレビ

契約者数

モバイル–78.5 Mn (2020)

固定–8.9 Mn (2020)

合計–95.1 (2020)

モバイル–67.8 Mn (2 Q 2021)

固定–31.9 Mn (2 Q 2021)

モバイル–51.7 Mn (1 Q 2021)

固定–887,000 (2021年第1四半期)

市場シェア 合計–33.1% (2020) 合計–27.6% (2020) 合計–21.5%

収益
8.7億ドル (2020)

20億ドル (2021年第1四半期)

83億ドル (2020)

18億ドル (2021年第1四半期)

3.3億ドル (2020)

USD 836 Mn (1 Q 2021)

規制・税制 説明

インターネット憲法(Civil Rights 

Framework for the Internet)*1

2014 年4月、ネット中立性や表現の自由、個人情報の保護等を規定した

個人情報保護法(LGPD)*1 2020年9月に施行。企業や公的機関が国民の個人情報を収集するに当たり、明示的に本人の同意を得る

ことや、収集した個人情報に関して当人がアクセスする権利、修正や削除を要請する権利を規定している。

さらに、より高い保護水準を定めた「機微（センシティブ）データ」というカテゴリーを設け、人種、民族、思想

信条、宗教観、健康状態等に関する情報については、本人の明示的な同意がない限り、商用に用いること

を禁じている。ブラジル人の個人情報の国外転送に関しては、転送先の国がブラジルと同等レベルの個人情

報保護法制を有しているか、事業者が同等レベルの保護を保障する場合にのみ認められる。他方、ブラジル

人の生命・健康の保護上で必要な場合、また、その他法令上の要請がある場合等正当な目的がある場合

に限り、個人データの転用が認められる等の例外規定が設けられている。罰則に関しては、法令を順守しない
企業に対して年間売上額の 2％、又は5,000万 BRL のいずれか低い方の課徴金が課される

デジタルサービス税*1 2020年5月に連邦議会に提出された。ブラジルでデジタル・サービスを提供する一定規模以上の企業に対して、

その国内での売上高に対して課税することを規定している。課税対象となるのは全世界売上高が30億BRL
超かつ、国内売上高が1億BRL超の企業で、税率は国内の売上高に応じて3段階に設定されている。徴収さ

れた税は国家科学技術開発基金(National Fund for Scientific and Technological Development :FNDCT)に
蓄積され、デジタル分野のイノベーション推進等に用いられる

通信機器のサイバーセキュリティ要件の

追加(Act No. 77, 2021)*2

2021年1月5日交付。ANATELによって発行された「電気通信製品リファレンスリスト」に記載されている製品で、

インターネット接続機能を備えた端末機器または通信ネットワークインフラストラクチャ機能を備えた機器におい
て、セキュリティ要件が追記され、対象機器では法律第77号の付属書第5項に基づくセキュリティ要件への準

拠を示すための宣言書を提出する必要がある

https://www.vivo.com.br/
http://www.claro.com.br/
https://site.tim.com.br/rj
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*1:  https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf 

*2:  https://www.jqa.jp/service_list/safety/topics/topics_safety_332.html  

 

2.7 メキシコ 

2.7.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している EIU(Economist 
Intelligence Unit)の報告書によると、メキシコはラテンアメリカ第 2 位の経済大国であるにもかかわ

らず、一貫性を欠いた政策は同国で事業を行う上で大きなリスクとなっている。 

 

 
図 2-165 ビジネス環境概況（その 1） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっており、2020 年に締結された米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA) は、商業関係を発展

させるための強固な基盤を提供するという点でメキシコに有利なものであった。 

出典：EIU

実質GDP成長率%

-0.04 (2020)

FDIの伸び

13.7% (2020)

人口

1億2760万人 (2019)

主要都市

メキシコシティ、

モンテレイ、グアダラハラ

主な外国語

スペイン語、英語

為替レート（平均）

21.4 (2020)

総合ランキング

概
要

4 7

政治環境ランキング

凡例：緑-地域ランキング2015 -2019、青-地域ランキング2020-2024 (12か国中)

2 2

ビジネス環境ランキング

メキシコ の ビジネス環境は、2020年7月に締結

された米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA) に

より改善され、貿易と投資は継続して行われて

いる。しかしながら、犯罪率の高さ、硬直的な

労働市場、大規模なインフォーマルセクター、非

効率な税制は、ビジネス環境を弱体化 さ せ る

可能性がある。

1 1

市場機会ランキング

市場機会ランキングは、所得の増加と金融

市場へのアクセスの改善に伴い、当該地域

内で1位になると予想されている。メキシコは、

米国に地理的に近く、自由貿易協定 (FTA)

による経済大国との大規模なネットワークが

あるため、外国人投資家にとって魅力的な

市場となっている。

政治環境ランキングは、政治の安定性と有効

性の低さにより、下落すると予想されている。

このスコアは、政府の民間投資に対する一貫

性を欠いた姿勢と治安悪化の影響を反映し

ている。

備考：地域別ランキング対象国：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラ

2015-19 2020-24 2015-19 2020-24 2015-19 2020-24

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf
https://www.jqa.jp/service_list/safety/topics/topics_safety_332.html
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図 2-166 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、メキシコ政府は世界での競争力を高めるため

に、物流、エネルギー、IT のインフラ計画への大規模な投資が続けているが、財政的な制約が技術成

熟度の向上における障害となっている。 

 
図 2-167 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

(2) 関連する規制 
日本企業がメキシコ進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 1/12

地域ランキング(2020-24) 1/12

出典:EIU

主要指標

重要な洞察

• 貿易・為替管理は、広範な自由貿易

ネットワークを有するメキシコのビジネス

環境に大きな影響を与えている（メキ

シコの貿易ネットワークは、米国、カナダ、

EU、日本、韓国などの主要経済国を

含む50ヶ国と14の協定をカバーしてい

る）。

• ペソの変動がありながらも、付加価値の

高い製造業分野や米国との地理的近

接性が重要なビジネスにおいて 、 メキシ

コは競争優位を維持すると考えられて

いる。

• メキシコ政府は引き続き海外投資を促進して

おり、予測期間におけるメキシコの海外投資政

策のスコアは安定している。

• メキシコは、マキーラ（再輸出のための国内組

み立て）産業における海外直接投資 (FDI)

の主要目的地であり、米国の国境沿いに位

置する州と中西部のバヒオ地域が産業の中心

となって外国の製造業者や供給業者を引きつ

けている。

• EIUは、歴史的にメキシコの国有企業や現地

の独占企業に支配されてきた セ ク タ ーへ 外国

人投資家が参入することを期待している。

• メキシコは、中南米のほとんどの国と同様に、パン

デミックとそれに 伴 う 景気後退の影響を受ける と

予測されている (EIUは、地域内の他国と比較し

て、メキシコの景気後退が最も急なものになると予

測している) 。

• メキシコのマクロ経済環境は、インフレ率の低さや

USMCAの締結、国際収支の安定性、確立され

た輸出生産拠点を特徴とする金融の安定性によ

り、良好な状態を保っている。

• しかしながら、国営石油会社ペメックスの財務状

態の悪さは、メキシコ財政の信頼性を圧迫してい

る。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 4/12

地域ランキング(2020-24e) 3/12

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 2/12

地域ランキング(2020-24e) 2/12

備考:地域別ランキング対象国:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラ。

民間企業・競争政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 7/12

地域ランキング(2021-25e) 6/12

技術成熟度

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 6/12

地域ランキング(2021-25e) 6/12

出典:EIU

重要な洞察

• 予測期間において、技術成熟度のスコ

アは安定しているが、財政的な制約によ

り 、 技術 及 び 関連インフラ、研究開発

(R&D) への公共投資が妨げられる。

• また、ラテンアメリカでは3番目に大きい

のモバイル市場であるにもかかわらず、メ

キシコのモバイル普及率はこの地域で最

も低い水準にあり、同国の技術成熟度

における大きな制約となっている。

• ロペス・オブラドール大統領が、社会 ・ 経済的

影響 の あ る プロジェクトや、エネルギーや運輸

などの戦略的セクターへの設備投資の促進を

約束したことから、 インフラストラクチャーのスコ

アは改善されると予想されている。

- 大統領のインフラストラクチャーに関するア

ジェンダには、 製油所の新規建設とユカタ

ン半島での観光列車の開通、メキシコシ

ティでの空港の新規建設の3つの主要プロ

ジェクトが含まれている。

• 財政資源が限られているため、政府は官民

パートナーシップ（PPP）を利用することが期

待されているが、生産性の低さと民間投資に

対する一貫性を欠いた政策は、投資家の注

意を招く可能性がある。

• 国内市場やUSMCAパートナーの市場（世界最

大の自由貿易地域であり、2018年のGDPは

235兆米ドルにのぼる）の開拓機会など、 開

放経済の恩恵を受けるため、民間企業・競争

政策のスコアは改善すると予想されている。

• しかし な が ら 、競争政策の効果を高める上で 、

効果的な司法の実施が極めて重要となる。

- 競争当局は、立法上の制約に注意を向けて

お り 、公共部門の調達法の改革を求めてい

る。

インフラストラクチャー

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 3/12

地域ランキング(2021-25e) 2/12

備考:地域別ランキング対象国:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラ。
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表 2-117 メキシコ進出に際し関連する主な規制 

 
出所：JETRO（メキシコ | 中南米 - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

＊1：総務省「世界情報通信事情」 052.pdf (soumu.go.jp)、ページ 3 

 

2.7.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

電子政府の主管は行政省であり、社会開発省、保健省などと連携しつつ電子政府推進を担っている 

表 2-118 関係省庁の概要と役割分担 

 
出所： 

*1 https://www.oecd.org/gov/mexico-prospera-digital.pdf  

*2 https://www.soumu.go.jp/main_content/000085175.pdf 

行政省 https://www.gob.mx/sfp 

社会開発省 https://sedesem.edomex.gob.mx/ 

保健省 https://www.gob.mx/salud 

名称 説明

規制業種・禁止業種

◼ 規制業種を除く一般業種では、無条件で100％まで外資の参加が可能。ただし、規制業種以外でも、既存企業の資
本金の49％を超えて外資が参加する場合、その会社の資産総額が201億8,467万1,346.26ペソ（2020年5月7日官
報公示国家外資委員会決定、翌日より施行）を上回る場合は、外資委員会の承認が必要である（第4、9条）
（JETRO）

◼ 「電気通信改革法」により、通信分野の外資規制上限は撤廃され、放送分野に おいては 49％までの直接投資が認め
られた（※1）

資本金に関する規制 ◼ 特になし

外国人就業規制 ◼ 現地人の雇用義務があるため、外国人の雇用は制限されるケースがある（「現地人の雇用義務」の項目参照）

現地人の雇用義務
◼ 労働法第7条では、原則として外国人1人に対してメキシコ人を少なくとも9人雇用する義務がある（取締役員、執行役

員、総支配人などは母数から除かれる）。また特殊業種に関しては、外国人の就業が禁止されている

外国企業の会社設立
手続き

◼ 会社の設立と変更、外国法人の投資、中性投資、登録および申告、罰則など、多数の規定が存在する

名称 概要 ウェブサイト

行政省 (Secretaríade
laFunciónPública) 

◼ Secretaríade laFunciónPública (SFP) は、連邦政府が実施する公共事

業の調整、評価、監督、監査を目的とする連邦政府機関である

◼ SPFは、調達プロセスの合法性に対する異議または意見の相違を管理

することを含め、調達および契約の規則を定義、監視、実施する責任
を負う。

分野によっては、他の省庁もこのプロセスを監督している可能性がある*1

https://www.gob.mx/sfp

社会開発省

（Secretaría de Desarrollo 
Social）

◼ 貧困対策のための社会開発政策、都市・住宅開発、国土計画、イン

フラ整備等*2

https://sedesem.edomex.gob.mx

/

保健省

（Secretaría de Salud）
◼ 社会福祉・医療サービス・公衆衛生に関する国家政策の計画及び実

施等*2 https://www.gob.mx/salud

財務省

（Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público）

◼ 連邦・連邦特別区・准政府機関の歳入の計画・計算、国債管理、銀

行システムの計画・調整・評価・監視、徴税、税関等*2 https://www.gob.mx/hacienda/

https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf/052.pdf
https://www.oecd.org/gov/mexico-prospera-digital.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000085175.pdf
https://www.gob.mx/sfp
https://sedesem.edomex.gob.mx/
https://www.gob.mx/salud
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財務省 https://www.gob.mx/hacienda/ 

 

➢ 政策 

電子政府戦略では 5 つの目標と主な要因を掲げ、これらを組み合わせることによりメキシコのデジ

タル化を目指している 

表 2-119 電子政府戦略（National Digital Strategy*1）の目標と成功要因 

 
出所： 

*1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17083/Estrategia_Digital_Nacional.pdf   

 

  

目標 詳細

1 政府の変革
社会と政府間で新たな関係性を築き、政府にICTを導入することによって、公共サービスの利用者となる市民の経験

に焦点を当てる。

2 デジタル経済
生産性向上、経済成長、正規雇用創出を促進するために、ICTが経済プロセスに同化することで、豊かなメキシコの

実現に貢献するデジタル経済のエコシステムを開発する。

3 教育の変革
教員養成や文化芸術の普及・保存と同様に、教育マネジメントと教育・学習プロセスの両方において、人々が教育

に関する情報や知識社会にうまく参加できるように、ICTを教育プロセスに統合する。

4 効果的なユニバーサルヘルス
対象範囲、効果的アクセス、保健サービスの質の向上と、設置したインフラと保健に関する資源の効率的な利用、こ

れら２つの優先事項を持つICTがもたらす機会を活用するために、総合的なデジタル保健政策を策定する。

5
市民イノベーションと市民参

加

安全を促進し、自然災害による被害を防止・軽減するための共通目的に沿った市民及び当局の取組の調整に基

づいて、社会的暴力を防止するためのICTを利用する。

成功要因 詳細

1 接続性
国内のネットワーク整備とより良いインフラの利用拡大、既存ネットワークの容量拡大、低価格化を促すためのICT分

野における競争の進展。

2 デジタルスキルの取り込み
デジタルサービスを運営するための技術やスキルの公平な開発、ジェンダーの平等を伴う社会保障やスキル開発を指

す。

3 相互運用性
情報や取引を一貫して共有するための技術システムにおいて必要とされる、組織的、技術的、統治的、意味的な

能力を指す。

4 法的枠組み
情報通信技術の採用及び促進に資する確実性及び信頼性のある環境を醸成するための法的枠組みの調和をい

う。

5 データを開く
市民の起業家精神を育成し、透明性を促進し、公共サービスを改善し、より大きな説明責任を促進するために一

般市民が再利用できる有用な形式で政府情報を利用できることを指す。

https://www.gob.mx/hacienda/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17083/Estrategia_Digital_Nacional.pdf
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➢ UN e-Gov Index 

メキシコは UN e-Gov Index では 61 位（2020 年）となっている

 

図 2-168 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移 (2010～2020 年) 
出所： 

*1 https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center 
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➢ 具体的計画・取組事例 

電子政府の主な取組としては、情報交換基盤や腐敗防止に向けた情報発信プラットフォームの構築

や政府向けの電子署名システムや公共事業データベースがある 

表 2-120 主な取組事例（1/2） 

 

出所： 

*1 https://www.gob.mx/epn/es/articulos/interoperamx 

*2 https://www.digitalbuyingguide.org/en/case-studies/increasing-transparency-and-accountability-how-mexicos-anti-corruption-secretariat-is-opening-up-and-
connecting-procurement-data/ 

表 2-121 主な取組事例（2/2） 

 

出所： 

*1:https://aithority.com/ait-featured-posts/mexicos-digital-revolution-gets-a-push-with-microsofts-1-1-billion-investment/  

*2: https://www.ibi.com/wp-content/uploads/pdf/applications/fs_mexico_wfiway_2013.pdf  

*3:https://www.gob.mx/sct/articulos/punto-mexico-conectado-para-todas-las-ninas-y-ninos-de-nuestro-pais  

*4: https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-e-firma/SAT137  

*5: https://culiacan.tecnm.mx/wp-content/uploads/2015/08/PUNTO-MEXICO-CONECTADO.pdf  

*6:https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2886/6/2017.07.04%20-%20Peer%20Review%20OCDE%20-%20Mexico%20Digital-
mexicos%20egovernment%20streategy%20-%20Mexican%20Peer.pdf 

取組 詳細

InteroperMX*1 • InteroperMXプラットフォームは、公的機関が信頼性の高いデータを共有し、情報の出所と認証を明確にすることを

可能にする。現在、連邦行政の相互運用性プラットフォームの統合と、情報交換を容易にする国際標準および適

用可能な規定との整合についての作業が行われている

• この情報交換を行うプラットフォームの特徴は次のとおりである

1) 複数のアクセスポイントと分散データベースを備えた分散環境で動作する

2) サービスへのアクセスは、サービス所有者によって制御される

3) 異機種混在システムのサポート

4) 堅牢な認証メカニズムを備えた安全なチャネルを使用する

5) すべてのメッセージはデジタル署名され、タイムスタンプが付けられ、正式に検証される

6) 拡張性があり強固である

Plataforma Digital 

Nacional-PDN*2

• 全国デジタルプラットフォーム (Plataforma Digital Nacional-PDN) は、政府のあらゆるレベルからの腐敗を防止、

調査、制裁するために、国家腐敗防止システム (Sistema NacionalAnticorrupción) によって情報が収集され、協

議され、横断検査されることを可能にする

• プラットフォームの開発チームである英国政府デジタルサービス（GDS）と国家汚職防止システム事務局 (SESNA)は

、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を介して国家のデータを国家のプラットフォームに提供するため

に、共有のスケーラブルなソリューションを構築した

• 現在、データは連邦政府から収集されており、同チームは州レベルからのデータ収集に取り組んでいる

取組 詳細

Microsoft’s Cloud

Services*1

• 本取り組みはMicrosoftと財産管理・処分サービス（Servicio de Administración y Enajenación de Bienes：

SAE）の間で行われている。

• Microsoftはメキシコへの11億米ドルの投資の一環として、メキシコ国内にクラウドデータセンター地域を設立し、メキ

シコの公的機関、組織、メキシコ社会にサービスを提供する

• 同社は 「Microsoft Azure」 「Office 365」 「Dynamics 365」 「Power Platform」 へのアクセスを提供する

• Microsoftはメキシコ初のAzureリージョンとしてケレタロ州を選択した

• SAEはMicrosoft Azureプラットフォームを実装し、114の生産性サーバ、105のWebサイト、1.515のメールボックス、

102.520ギガバイトのストレージを移行した

BI Environment for 

ministry*2

• 市民が利用できるサービスと施設を改善するために、複数の公共情報システムをリンクし、統合された信頼できるプロ

ジェクト情報源を作成し、対話型レポートとダッシュボードを介してオンデマンドで結果を提示できるビジネスインテリジ

ェンス (BI) とデータ統合環境がメキシコ行政省のために開発された

• データベースの開発チームであるメキシコ行政省とInformation Buildersは、すべてのデータポイントを記録する公共事

業監査管理ユニット (PWACU) を作成し、公共事業とサービスの計画、契約、管理、監督を管理するために、公共

事務局が他のシステムを統合した

punto MEXICO 

conectado*3

• 市民、特にデジタルコミュニケーションを知りたい、学びたいと思っている子供や高齢者のデジタルインクルージョンを促

進するためのセンターである*5

e.firma*4 • 政府のための電子署名プログラム *6

IMSS digital • 電子医療ネットワークの患者医療へのアクセスを改善するための保健セクターのデジタル化*5

https://www.gob.mx/epn/es/articulos/interoperamx
https://www.digitalbuyingguide.org/en/case-studies/increasing-transparency-and-accountability-how-mexicos-anti-corruption-secretariat-is-opening-up-and-connecting-procurement-data/
https://www.digitalbuyingguide.org/en/case-studies/increasing-transparency-and-accountability-how-mexicos-anti-corruption-secretariat-is-opening-up-and-connecting-procurement-data/
https://aithority.com/ait-featured-posts/mexicos-digital-revolution-gets-a-push-with-microsofts-1-1-billion-investment/
https://www.ibi.com/wp-content/uploads/pdf/applications/fs_mexico_wfiway_2013.pdf
https://www.gob.mx/sct/articulos/punto-mexico-conectado-para-todas-las-ninas-y-ninos-de-nuestro-pais
https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-e-firma/SAT137
https://culiacan.tecnm.mx/wp-content/uploads/2015/08/PUNTO-MEXICO-CONECTADO.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2886/6/2017.07.04%20-%20Peer%20Review%20OCDE%20-%20Mexico%20Digital-mexicos%20egovernment%20streategy%20-%20Mexican%20Peer.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2886/6/2017.07.04%20-%20Peer%20Review%20OCDE%20-%20Mexico%20Digital-mexicos%20egovernment%20streategy%20-%20Mexican%20Peer.pdf
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ガバメントクラウド（共通プラットフォーム）は、市民向けサービスだけでなく、企業、観光ガイド

向けのサービスがある 

 

図 2-169 ガバメントクラウド：Gob.mx*1 

出所： 

*1 https://www.gob.mx/ 

 

オープンデータサイトである Datos Abiertos de México は 280 機関がデータを提供しており、データ

活用・閲覧を容易にさせるために API データの公表や可視化ツールを掲載している 

 
図 2-170 オープンデータサイト：Datos Abiertos de México*1 

出所： 

*1: https://datos.gob.mx/ 

 

  

サービス種別 主なサービス

ID、パスポート、移住 出生証明書/固有人口登録コード/ミリタリーID/パスポート

教育 プロフェッショナル証明書/投票用紙の複製/メキシコ国立自

治大学の登録

電力 サービスの申し込み/領収書/サービス障害の報告/ガソリン

価格の報告

仕事 仕事を探す/社会保障番号/公務員保険・社会サービス庁

（ISSSTE）のローン

税金と寄付 電子署名/納税者名簿への登録/電子請求書/所得税残

高

健康 医療予約/社会保険公社（IMSS）の医療受診/IMSSの

情報更新/メキシコ総合病院での相談

経済 商標登録/商標使用/開業の案内/労働者消費国家基金

の借入

領土と住宅 住宅ローン口座明細の更新/住宅基金からの借入/権利証

書

コミュニケーションと

輸送

連邦ライセンス/循環カード/送金/郵便サービス

ソーシャルプログラム 年金/障害者/国立高齢者研究所のヘルスケアサービス

観光 ツアーガイド認証/国家観光登録/ISSSTEの観光事業

A>Z その他の手続き

◼特徴

• 280機関から40,727種類のデータを提供

• リアルタイムデータ、APIデータの公表

• オープンデータを可視化できるツールの掲載

◼掲載データ種別

1. 文化と観光

2. 開発

3. 経済

4. 教育

5. エネルギー・環境

6. 財務・契約

7. 地理

8. 地域自治体

9. インフラ

10. 健康

11. セキュリティと正義

https://www.gob.mx/
https://datos.gob.mx/


全世界行政・金融・通信サービスのデジタル化に伴う途上国ニーズと民間技術マッチングに係る情報収集・確認調査 
業務完了報告書 

2-175 

メキシコのオープンデータ戦略には以下 4 種のプロジェクトがあり、メキシコ政府が単体で実施し

ているプロジェクトだけでなく企業や英国大使館との連携を実施しているものがある 

表 2-122 オープンデータ戦略 

 
出所： 

*1 https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2886/6/2017.07.04%20-%20Peer%20Review%20OCDE%20-%20Mexico%20Digital-
mexicos%20egovernment%20streategy%20-%20Mexican%20Peer.pdf  

*2 https://www.datos.gob.mx/blog/rumbo-a-la-segunda-generacion-de-la-red-mexico-abierto?category=noticias&tag=gobiernos-locales  

*3 https://blog.thegovlab.org/post/new-study-the-open-data-100-Mexico  

*4 https://theodi.org/project/labora/ 
 

ドナーの注力プロジェクトは、ネットワークインフラの整備だけでなく、デジタル変革とデジタルイ

ンクルージョンに向けた人材育成を実施しているものがある 

表 2-123 ドナーの注力プロジェクト： 
IDB ME-T1436 : Support to the Digital Transformation and Social Inclusion in 

Mexico 

 

出所：https://www.iadb.org/en/project/ME-T1436 

  

プロジェクト 詳細

Datalab • メキシコ政府は、メキシコ経済研究センターと協力して、 「DataLab」 に取り組んでいる

• これは、データを使用して公共問題の解決策を見つけるために共同で取り組む研究フェローや公共機関を支援する
戦略である*1

Red mexico abierto • Red México Conectadoは、オープンデータの可能性と、それを市民の利益のためにどのように使用できるか認識を高

め、行動を模索するために、公共機関と、社会・民間団体で構成された同盟です*2

Opendata100 MX • Open Data Policyの一環として、メキシコ連邦政府はThe GovLabと協力し、オープンデータ500をモデルとしたOpen 
Data 100 Mexicoを実施した*3

• これは、オープンな政府データを使用して、新規事業の創出や、新製品及びサービスを開発し、社会的価値を創造す
るメキシコ企業に向けた調査である*3

• 本研究の目的は以下の通りである

1. 政府公開データの経済的・社会的価値を評価するための基礎を提供する

2. 新しいオープンデータ企業の開発を促進する

3. 政府のデータをより有用なものにする方法について、政府と企業の間の対話を促進する*3

LABORA • 英国のオープンデータ研究所とメキシコ政府が透明性、革新性、起業家精神を促進するために、国家データインフラ
のオープン化に取り組んできた

• 本取組みのLaboraは、メキシコのオープンデータプログラムと技術系の起業家に対して、主に、ビジネス構築、連携し

たサポート体制の構築、友情の構築の３つの方法で支援することで社会変革の実現を目指している*4

プロジェクト 詳細

重要かつ高性能なインフラス

トラクチャの接続性を向上さ

せるための、デジタル・インフラ

ストラクチャ導入の実現可能
性調査

• 米州開発銀行は、国内の教育研究センターを相互に及び海外に接続することを可能にする高性能ネットワークの
展開を強化することを目指す

• 空港、鉄道、港、その他のインフラストラクチャなどの重要なサイトへの接続を提供する、重要で高性能なネットワー
クを実現する

• 技術的な実現可能性の調査及びデータトラフィックを実施すること並びにインターネット・トラフィック交換センターの
実施のためのロードマップを作成する

メキシコにおける公共サービス

の提供におけるデジタル変革
のロードマップ

• SSCDTが発行するデジタルスキルフレームワークも更新され、デジタル変革とデジタルインクルージョンのためのトレーニン

グと能力の優先順位付けを提案される

実施機関の能力開発 • このコンポーネントの目的は、米州開発銀行が通信副事務局（The Sub Secretariat of Communications：SSC）

をサポートすることである

• SSCは、重要かつ高性能なインフラストラクチャの接続性を実現し、新しいテクノロジーの普及を促進する公共政策を

立案します。そうすることで、このコンポーネントは、円滑な運用の可能性を改善し、最終的にはそれらのプロジェクトの
実施を成功させることに貢献する

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2886/6/2017.07.04%20-%20Peer%20Review%20OCDE%20-%20Mexico%20Digital-mexicos%20egovernment%20streategy%20-%20Mexican%20Peer.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2886/6/2017.07.04%20-%20Peer%20Review%20OCDE%20-%20Mexico%20Digital-mexicos%20egovernment%20streategy%20-%20Mexican%20Peer.pdf
https://www.datos.gob.mx/blog/rumbo-a-la-segunda-generacion-de-la-red-mexico-abierto?category=noticias&tag=gobiernos-locales
https://blog.thegovlab.org/post/new-study-the-open-data-100-Mexico
https://theodi.org/project/labora/
https://www.iadb.org/en/project/ME-T1436
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➢ 課題 

電子政府の取組みに関連する規制、予算の不足、デジタル・ICT スキルの欠如等が電子政府促進への

課題となっている 

 
図 2-171 電子政府促進の課題 

出所： 

*1 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2e68807c-en/index.html?itemId=/content/component/2e68807c-en  

*2 現地企業のヒアリング結果 

 

➢ 注力している分野・技術 

注力分野や活用が期待されている主な技術には、「治安・犯罪・防災」「市民サービス」「トレーニ

ングとデジタル教育の環境整備」などがある 

表 2-124 注力している分野・技術*1 

 

出所： 

*1 National Digital Strategy (2013)  

規制上の障壁

予算上の障壁

デジタルおよびICTスキルの欠如

メキシコにおける電子政府の発展にとって、複雑な規制、電子政府プロセスの認

識の欠如、規制の柔軟性の欠如が、最も重要な障壁であることが判明した*1

限られた資金調達や将来資金の不確実性、柔軟性のない予算措置が、 効果

的な資源共有と公共部門の持続可能な投資に影響を与えている

電子政府プロジェクトに向けた枠組に関する適切な計画立案も、資金不足の

影響を受けている*1

公的機関は、管理以外のデジタルコンピテンシーのニーズの高まりに直面している

既存のビジネス・プロセスのデジタル化や自動化などのリエンジニアリング・プロセ

スのスキルが必要である*1

– メキシコのICTスキルはOECD Skills Outlookで94位

また、メキシコのデジタルスキル能力は、ICTトレーニングを必要とする教師

に関してOECDの水準を下回っていることを示唆している

公衆衛生のサービスでは、個人データを保有することが難しく、良いサービスが供

給できていない。地域によってデータの不足や病気に関する理解不足がある*2個人データの保有

分野・技術 詳細

治安・防犯・防災 ・暴力の社会的予防のためのデジタルツールの開発

・ICTを活用した自然災害による被害の防止・軽減

市民サービス ・複数のプラットフォーム上で使用する市民の苦情に対応するツールやアプリケーションの作成

・モバイルデバイスまたは固定デバイスを使用して、市民の苦情に対応するツールとアプリケーションの開発

・単一のデジタルプラットフォーム内で行う手続きとサービスの全国カタログの作成

・手順、規制、手順、サービスを政府のあらゆるレベルでの標準化

トレーニングとデジタル教育の
ための環境整備

（コミュニティセンターの全国
ネットワーク形成）

・全住民に電気通信サービスへのアクセスを提供し、彼らの生活の質を向上させるためにそれらを使用することを教える
ための、コミュニティ研修とデジタル教育センターの全国ネットワークの確立

デジタル安全技術 ・適切な機関や機関と連携した、サイバーいじめ、性差別、児童ポルノ、暴力など、子どもや青少年に対する犯罪行為
を防止するためのスキルを育成するプロジェクトの実施

身分証明書 ・出生証明書の相互運用性の促進/出生証明書の登録と発行の促進

・単一人口登録コード (CURP)の促進

・高度電子署名の促進

ヘルスケア関連の電子情報
管理技術

・電子健康記録 (ECE)/電子出生証明書 (CeN)/電子健康記録の導入/予防接種証明書 (CEV)
・電子医療記録のための情報システムの導入

オープンデータを利用した新製

品、アプリケーション、サービス
の経済性

・オープンデータフォーマットでの公開情報の発信を通じた、新製品・新アプリケーションの創出促進

セキュリティ •情報セキュリティ体制の強化

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2e68807c-en/index.html?itemId=/content/component/2e68807c-en
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➢ 業界団体 

電子政府分野に関わる業界団体は AMVO 等があげられる 

表 2-125 業界団体 

 
出所： 

*1 https://www.amvo.org.mx/nosotros/ 

 

➢ 競合 

電子政府関連サービスを提供する企業は、個人認証やクラウドを活用したデータセンターのビジネ

スを実施している 

表 2-126 競合一覧 

 
出所： 

*1 https://www.veriff.com/case-studies/kueski-id-verification-partnership   

*2 https://kueski.com/  

*3 https://aithority.com/ait-featured-posts/mexicos-digital-revolution-gets-a-push-with-microsofts-1-1-billion-investment/  

*4 https://www.ibi.com/wp-content/uploads/pdf/applications/fs_mexico_wfiway_2013.pdf 

  

団体名 概要

Asociación Mexicana de Venta 
Online（AMVO）

AMVOは2014年に設立された非営利市民団体で、現在、当協会には410社以上の企業が参加している。当団体

の使命は、メキシコにおける電子商取引とデジタル経済の発展と拡大を推奨、支援、促進することである。団体内で

は委員会を設置し、電子商取引の発展に対する障壁の特定、障壁を克服するための行動、業界へのベストプラク

ティスの生成と共有に取り組んでいる。*1

団体名 概要

veriff Veriffは、190か国の9,000以上の政府発行IDをサポートしている。グローバルな展開により、世界中の利用者について

検証することを可能にしている*1

Kueski Kueskiは、金融機関が十分なサービスを受けていない人々に信頼できる簡単な金融サービスを提供することにより、メ

キシコにおけるデジタル金融アクセスを促進する技術系企業です。完全にデジタル化された方法でマイクロローンを提
供することで、Kueskiは信用履歴のない人々に初めて正式な信用アクセスを与える。

金融サービスへのデジタルアクセスを許可することは、Kueskiとその顧客の両方にとって、コンプライアンス要件とリスクを

伴う。自動化された本人確認サービスにより、Veriffは安全性を損なうことなく、Kueskiがリスクを活用し、コンプライア

ンスを維持し、顧客にスムーズに乗り込めるよう支援しています。*2

Microsoft Microsoftは、メキシコ国内にクラウドデータセンター地域を設立し、メキシコの公的機関、組織、およびメキシコ社会に

サービスを提供するクラウドサービスを提供する。*3

情報ビルダー 情報ビルダーは、複数の公共情報システムをリンクし、統合された信頼できるプロジェクト情報のソースを作成し、イン
タラクティブなレポートとダッシュボードを介してオンデマンドで結果を提示することができるビジネスインテリジェンス (BI) と
データ統合環境を開発した。

https://www.amvo.org.mx/nosotros/
https://www.veriff.com/case-studies/kueski-id-verification-partnership
https://kueski.com/
https://aithority.com/ait-featured-posts/mexicos-digital-revolution-gets-a-push-with-microsofts-1-1-billion-investment/
https://www.ibi.com/wp-content/uploads/pdf/applications/fs_mexico_wfiway_2013.pdf
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➢ 規制調達ルール 

電子政府関連サービスを政府調達する場合は、外資法に基づき、外資参加比率等を確認する必要があ

る 

表 2-127 規制調達ルール（規制業種・禁止業種*1）（1/2） 

 
表 2-128 規制調達ルール（規制業種・禁止業種*1）（2/2） 

 
出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/invest_02.html 

 

規制調達ルール（出資比率*1 ） 

規制業種を除く一般業種では外資を内国民と同等に待遇しており、外資 100％による参加も可能（規

制業種については上記表参照）。 
出所： 

*1 https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/invest_02.html 

 

(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

メキシコにおける金融分野の主管は公信用・財務省だが、中央銀行や各金融分野の員会も規制を発行・規

規制種別 概要

外資参加比率

◼ 後述の規制業種を除く一般業種では、無条件で100％まで外資の参加が可能。ただし、規制業種以外でも、

既存企業の資本金の49％を超えて外資が参加する場合、その会社の資産総額が201億8,467万1,346.26ペ

ソ（2020年5月7日官報公示国家外資委員会決定、翌日より施行）を上回る場合は、外資委員会の承認

が必要である（第4、9条）。
◼ 外資参加比率に上限のある業種における「外資」の出資比率を算定する場合、メキシコ資本がマジョリティーを

有するメキシコの会社を通じた間接的な投資については、その部分は「外資」とみなさない。

国家に留保される規制業種

（外資法第5条）

◼ 憲法27条第7パラグラフおよび28条第4パラグラフ、ならびにそれぞれの施行法が規定する石油およびその他の

炭化水素、憲法27条第6パラグラフおよび28条第4パラグラフが規定する国家の電力系統の計画・管理・（公

共網としての）送配電、原子力エネルギー、放射性鉱物、電報サービス、無線電信サービス、郵便、紙幣発行、

貨幣鋳造、港湾・空港・ヘリポートの管制・管理・監督、その他適用法が明確に定める分野。

メキシコ人または会社定款に「外

国人排除条項」を定めるメキシコ

の法人に留保される規制業種

（外資法第6条）

◼ 関連法に基づく開発銀行
◼ 適用法に明確に示される専門・技術サービス提供
◼ 旅客・観光・貨物国内陸上輸送（宅配便サービスを除く）
◼ なお、国際輸送の一環として実施する国内の複数地点間を結ぶ旅客・観光・貨物陸上輸送業務およびバス

ターミナル運営業務については、外資法附則第6条の規定に基づき、2004年1月1日から外資の100％出資が

可能となった。

規制種別 概要

外資参加率規制業種（外資

法第7条）

◼ 10％まで：協同組合
◼ 49％まで：爆発物・花火・銃火器などの製造と販売等（鉱・工業活動のための爆発物購入または使用およ

び混合物の製造を除く）、国内のみで流通する新聞の印刷と発行、森林・牧畜・農業用の土地を所有する

会社のTシリーズ株式、排他的経済水域漁業・沿岸漁業・淡水漁業（養魚業を除く）、港湾総合管理業

（API）、海運法に基づく国内航路の水先案内港湾サービス、観光用クルーザーを除く内国海運会社（沿

岸・内航路で商業用船舶操縦に従事、または港湾の建設・維持・運営に従事するもの）、船舶・飛行機・鉄

道機器の燃料・潤滑油供給、ラジオおよび地上波テレビ放送（ただし、投資相手国内法で同業種に対し投

資比率規制を行っている場合は、相互主義として49％を超えない範囲で同率とする）、国内航空輸送、エア

タクシー輸送、特別航空輸送。
◼ なお、商業銀行への外資出資比率制限は、外資法第7条改正（1999年1月19日）により撤廃されているが、

新規に子会社方式で商業銀行を設立する場合は、金融機関法により、自由貿易協定または類似の取り決

めがなされている国に居住する銀行に限られる。保険会社、補償会社、両替商、年金運用会社の出資比率

は、2013年までは49％となっていたが、2014年1月10日付官報で公示された外資法の改正により、外資規制

が撤廃された。2017年6月26日付官報で公示された外資法改正により、国内航空輸送、エアタクシー輸送、

特別航空輸送における外資出資比率規制はそれまでの25％までから49％までに緩和された。

外資参加率が49％を超える場

合、外資委員会の承認が必要

とされる規制業種（第8条）

◼ 曳航、係留、用船などの港湾サービス。遠洋運輸の船舶操業に従事する海運会社。公共飛行場の認可また

はコンセッション会社。幼稚園、小学校、中学校、高校、上級学校の私立学校サービス。法務サービス。公共

鉄道サービスの提供と鉄道の建設・操業・管理。

https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/invest_02.html
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定している。 

表 2-129 主たるステークホルダー 

 
出所：https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-018-9353  

 

➢ 金融包摂関連データ 

メキシコにおける金融包摂は伸び悩んでおり、金融口座保有率は調査対象国平均を下回る 37％に留まって
いる。また、デジタル金融の活用も遅れており、各種指標でも伸びしろが確認できる。 

 
図 2-172 金融包摂・金融サービス利用関連データ 

出所： 

※1 https://globalfindex.worldbank.org/ 

名称 説明

公信用・財務省

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) 

◼ 質の高い、公平で包括的かつ持続的な経済成長のある国を構築することを目的として、国の収入に関わる全事項（税金の

徴収やその他すべての連邦収入源の監督等）、財政・金融・支出・収入・公的債務に関する連邦政府の政策を提案・指

示・管理する役割を担う。

◼ SHCPは連邦行政組織法 (LOAPF) に基づいて規制されている。

• 主な機能は、メキシコの公的および民間金融活動の監督と規制である。

• 公共サービスをカバーするために必要な公共資源の収集、管理、支出にも責任を負う。

メキシコ中央銀行

Banco de México

◼ 憲法上、運営と管理の両面で自治権を有する。

◼ その主な目的は、国内通貨の購買力の安定を維持するとともに、国内の金融・決済システムの最適な発展を促進することで

あり、金融業界の発展を促進するために一定の規制を設けることができる。

◼ 発行する規定の多くは、銀行や証券会社が提供するサービスを規制することを目的としている。

全国銀行・証券委員会

Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV)

◼ メキシコの金融システムを監督する最高の規制機関の一つ。

◼ CNBVはSCHPに属する分散型の機関で、完全な技術的自治権と行政権を有している。金融セクターの安定性を維持し、成

長と発展を促進するために、金融セクターのすべての事業体を監督・規制することを目的とする。

国家保険・金融委員会

Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas

◼ SHCPの一部を構成する分散型機関で、保険利用者の利益を守るために保険部門が正しく機能しているかどうかを監督する

とともに、国民全体に保険サービスの適用範囲を広げるために保険部門の発展を促進する役割を担っている。

金融包摂指数（2017年）（※2）

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.43 （33位） 0.38 （24位） 0.29（38位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出しており、指数は

１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

• メキシコにおける金融包摂は伸び悩んでおり、金

融口座保有率は調査対象国平均を下回る
37％に留まっている。特に、2014年から2017年

にかけて数値が下がっており、適切な対策が取ら
れていないことが伺える。

• デジタル金融の活用も遅れており、各種指標で
も伸びしろが確認できる。

金融包摂・金融サービス利用関連データ（※1）

27%
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https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-018-9353
https://globalfindex.worldbank.org/
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※2 https://www.imf.org/ 

また、メキシコは経済の自由度ランキング、Fintech 指数ともに世界の中位程度に評価されており、特に
Fintech関連の法規制が高い評価を得ている。 

 
図 2-173 経済の自由度指数（2021 年） 

出所： 

※1 https://www.heritage.org/ 

※2 https://findexable.com/ 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

メキシコ政府は、資金洗浄、脱税、腐敗に関連する問題を抑制するために、キャッシュレス決済の推進に注

力している。 

世界Fintech指数（2019年）（※2）

経済の自由度指数（2021年）（※1）

総合点及び各評価要素は最高100点で、政府の効率性や、事業に係る規制の大きさを数値化している。

メキシコは65.5点で、184カ国中65位（調査対象8カ国中2位）である。

Fintech指数は、現地のFintech社数、Fintechの活動の規模と質、金融・ネットインフラの規模と

質、競争環境（規制、税制など）、政府の支援などの要素をもとに算出される。

世界Fintech指数
10.294
※全65カ国中30位。調査対象8カ国中3位

都市別ランキング ➢ メキシコシティが全都市中21位

高評価分野 決済・送金、融資、個人財産管理、クラウドファンディング

➢ メキシコの経済自由度数は世界でも65位と中位

程度の評価であり、財政の健全性や政府支出

の少なさ、貿易の自由度などが高く評価されてい

る。一方、司法の有効性や汚職が順位を下げる
要因となっている。

➢ Fintechに関しては、先進国を含めた全対象国で

30位と、比較的高い評価を得ている。政府によ

るFintech関連の規制や、Fintech企業の多さがそ

の要因である。

➢ 特に、決済・送金サービスや個人金融サービスが
高評価となっている。

具体的な評価要素❶ スコア

法の支配

財産権の保護 53 

司法の有効性 36 

腐敗の防止 40 

政府の大きさ

税負担の小ささ 76 

政府支出の少なさ 80 

財政の健全性 89 

具体的な評価要素❷ スコア

規制の効率

事業の自由度 66 

労働の自由度 58 

通貨の安定性 72 

市場の開放性

貿易の自由度 82 

投資の自由度 75 

金融の自由度 60 

メキシコの総合得点の推移

https://www.imf.org/
https://www.heritage.org/
https://findexable.com/
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図 2-174 具体的な取組事例 

出所 

※1 https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/programa-de-impulso-al-sector-financiero-motor-para-un-crecimiento-mas-dinamico-incluyente-y-
equitativo-por-arturo-herrera 

※2 https://www.mondaq.com/mexico/fin-tech/798318/the-mexican-fintech-law-what-international-entities-need-to-know 

※3 https://www.citigroup.com/citi/news/2020/201030b.htm 

 

➢ 課題 

メキシコでは、サイバーセキュリティや金融包摂の不足などが Fintech分野の大きな課題となっている。 

 
図 2-175 Fintech 分野の課題 

出所： 

※1 https://www.cgap.org/blog/mexicos-fintech-law-leading-new-trend-fintech-regulation 

金融セクター強化計画 (Programa de Impulso al Sector Financiero) 2019年

目的:電子送金決済システムの改善、銀行信用への一般アクセスの促進、企業の証券取引所への上場促進に向けた規制改革の実施、貧しい農村地域における開発

銀行の拡大、15～17歳の若者による銀行口座開設の許可

2021年Fintech法の制定

目的:金融および電子決済ソリューションへの代替アクセスを提供する企業に法的枠組みを提供する

– 持続可能な税制や決済システムへのアクセスとコントロールを容易にし、企業間の競争を促進することが期待されている。

– Fintech法は、クラウドファンディング機関、電子マネー、決済機関を規制し、暗号通貨規制、オープンバンキング基準、モデロ・ノヴェドーゾ (規制サンドボックス) で運

用するプロセスも対象としている。

CoDiデジタル決済プラットフォーム

• 本プラットフォームは、携帯電話で使われているQRコードと近距離無線通

信 (NFC) 技術を利用し、企業のQRコードを読み取るか、NFC対応端末を

使用して、ユーザーの携帯電話から直接取引を行うことを可能とする。

• これにより、金融包摂を推進し、国内の決済サービスプロバイダー間の競争

を促進することが期待されている。

プロジェクトの概要と目標

主なプロジェクト（※3）

銀行口座非保有者向けデジタル・ソリューション

• Citibanamex、PepsiCo Alimentos México、Amigo PAQは、金融包

摂を促進し、80万以上の小規模小売業者にデジタル金融ツールを

提供することで支援するためにパートナーシップを締結。

• この提携により、中小企業はCitibanamex MobileやTransferのアプリ

ケーションでCoDiの電子決済プラットフォームを利用できるようになる。

プロジェクトの概要と目標

プロジェクトパートナー

• Citibanamex

• PepsiCo Alimentos México

• Amigo PAQ

• メキシコ中央銀行

プロジェクトパートナー

• メキシコ中央銀行

• メキシコ銀行協会-AsociacióndeBancosdeMéxico (ABM)

• メキシコ人民金融協会-AsociaciónMexicanade Sociedades Financieras 
Populares (AMSOFIPO)

戦略と取組（※1,2）

金融アクセス

メキシコでは、ジェンダー、地域、都市農村部による金融アクセスの

格差が、他のラテンアメリカ・カリブ海地域やOECD諸国に比べて

著しく大きい。

メキシコの成人のうち銀行口座を持っているのはわずか37%で、

2019年にデジタル決済を行った、あるいは受け取ったことがあるの

は32%だという。これは同程度の発展レベルの国と比較すると、か

なり低い数値である。（※3）

民間部門の与信が低い:零細企業および中小企業のうち、与信を利

用できるのはわずか20%である。また、同企業の大部分は、資金調

達を非公式市場に頼っている。

メキシコの商業銀行の与信は、経済が停滞した2019年には4.2%の

伸び (2018年の9.3%から減少) にとどまり、2020年には成長率が

2.3%に低下した。

また、民間非金融部門に対する与信は、2019年のGDP比で42%で

あったが、新興市場国の平均は143%であった。（※4）

規制リスク

Fintech法でさまざまな種類の機関を支配することは、金融当局に

とって容易ではない。また、同法はFintechがバランスシートローンを

提供したり、IT企業が金融サービスを開始したり、クラウドファンディ

ング以外の投資サービスを提供したりといった、金融サービスにおける

その他の技術的イノベーションに対して規制ガイダンスを提供するも

のではない。（※1）

サイバーセキュリティリスク

CNBVの調査によると、メキシコのほぼすべての金融機関が、2019年

の1年間でデジタルセキュリティインシデントを経験している。

インシデントしては、マルウェア (全インシデントの56%)及びフィッシング

(同47%) が最も多かった。（※2）

https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/programa-de-impulso-al-sector-financiero-motor-para-un-crecimiento-mas-dinamico-incluyente-y-equitativo-por-arturo-herrera
https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/programa-de-impulso-al-sector-financiero-motor-para-un-crecimiento-mas-dinamico-incluyente-y-equitativo-por-arturo-herrera
https://www.mondaq.com/mexico/fin-tech/798318/the-mexican-fintech-law-what-international-entities-need-to-know
https://www.citigroup.com/citi/news/2020/201030b.htm
https://www.cgap.org/blog/mexicos-fintech-law-leading-new-trend-fintech-regulation
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※2 http://www.oas.org/en/sms/cicte/Documents/reports/The-State-of-Cybersecurity-in-the-Mexican-Financial-system.pdf 

※3 https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/09/expanding-financial-access-for-mexico-s-poor-and-supporting-economic-sustainability 

※4 http://www.eiu.com/industry/Financial services/asia/philippines/article/1881089771/financial-regulation/2021-05-21 

 

➢ 業界団体 

メキシコにおいては、Fintech に関する複数の業界団体が情報交換、アドボカシー、ロビー活動などを行って
いる。 

表 2-130 Fintech に関する業界団体及び専門家のフォーラム 

 
出所：各団体ホームページ 

 

➢ 競合 

メキシコには 2021 年時点で 441 社以上の Fintech 企業があり、ラテンアメリカ最大の Fintech 市場の一つで
ある。 

 

団体名 概要 ウェブサイト

メキシコFintech協会

Fintech Mexico

◼ メキシコのFintech産業が引き続き同国の金融包摂と経済成長に貢献できるよう、政府機関

との連携、対話、協力を促進することを目的とする。
◼ メキシコのFintech関連企業120社以上がメンバーとなっており、ネットワーキングや勉強会なども

開催している。

https://www.fintechmexico.or

g/

Finovista

◼ Fintech分野のイノベーションとベンチャー育成を目的とした企業であり、FintechやInsurtechの

エコシステムを活用してビジネスの成果を上げ、新たな組織能力を構築するためのイノベーション

プログラムを企業向けに構築・運営。
◼ ラテンアメリカとスペインにファイナンス・イノベーション・エコシステムを構築し、25,000人を超えるイ

ノベーター、起業家、専門家が知識や人脈を交換する場を提供している。

https://www.finnovista.com/

メキシコ銀行協会

Mexican Bankers’ Association

◼ 銀行の一般的な利益を代表することを目的として、1928年11月設立。現在は国内の50の商

業銀行が加盟している。
https://www.abm.org.mx/

メキシコ証券アナリスト協会

CFA Society Mexico

◼ 350名以上の証券アナリスト、ポートフォリオマネージャー、ストラテジスト、コンサルタント、教育

者、その他の投資スペシャリストが加盟する任意団体であり、主に人材育成、ロビーイングや

ネットワーキングを行っている。

https://www.cfasociety.org/m

exico/

会社 説明

Kueski
Kueskiは2012年に設立されたオンライン消費者金融業者である。 同社はビッグデータとアナリティクスを利用して、顧客への融資を提供

している。 同社はこれまでに330万件の融資を行い、資金調達において3,900万米ドルを調達した。

Kubo 
Financiero

Kubo Financieroは、貯蓄、個人ローン、定期預金などの金融商品を提供するデジタル代替融資プラットフォームである。2012年に設立

されたKuboはリーンモデルを採用し、借り手に低金利を、預金者と投資家に高リターンを提供している。

Konfio
2013年に設立されたKonfioは、データとテクノロジーを組み合わせて信用力を測定する独自のアルゴリズムにより、クレジットソリューション

へのアクセスを通じて企業の経済成長を支援するデジタルバンキングおよびソフトウェアツールを提供している。

Prestadero
PrestaderoはP2P融資プラットフォームプロバイダーで、909百万米ドルの資金を有する。 2012年に設立された同社は、融資と投資につい

て競争力のあるレートを提供している。

Conekta
Conektaは2011年に設立された決済プラットフォームプロバイダーである。 同社のプラットフォームは、AIを利用したAPIを統合し、オンライン

決済とオフライン決済を処理しており、金融機関は取引行動を分析し、不正な購入を特定できるようになっている。

Finovateによると、以下が2021時点で注目されているメキシコのFintech企業である（※2）

• メキシコは現在、441社以上のFintech企業を擁する、ラテンアメリカ最大のFintech市場の一つである。

– Fintech Radar Mexico 2018によると、メキシコで主に活動しているセグメントは、決済と送金 (30%)、融資 (20.6%)、企業財務管理 (13%)、クラウドフ

ァンディング (7.4%)、保険 (6.6%)、ID詐欺 (4.1%)、デジタル銀行 (3.8%)、トレーディング&キャピタル市場 (3.3%)、ウェルスマネジメント (2%)だった。2

• メキシコシティは同国のFintechハブであり、同セクターのベンチャーの70%がこの地域で主な業務を行っている。

• メキシコは2018年のFintech法の制定により、Fintech関連の法的枠組みを法制化した、ラテンアメリカ初の国になった。

メキシコにおけるFintechの概要（※1）

http://www.oas.org/en/sms/cicte/Documents/reports/The-State-of-Cybersecurity-in-the-Mexican-Financial-system.pdf
https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/09/expanding-financial-access-for-mexico-s-poor-and-supporting-economic-sustainability
http://www.eiu.com/industry/Financial%20services/asia/philippines/article/1881089771/financial-regulation/2021-05-21
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図 2-176 Fintech の概況と競合 
出所： 

※1 https://www.finnovista.com/en/radar/the-number-of-fintech-startups-in-mexico-grows-14-in-one-year-to-441/ 

※2 https://finovate.com/cinco-de-mexico-5-of-the-regions-top-fintechs/ 

 

➢ 金融分野の規制 

メキシコでは、2018年に発効した先進的な Fintech法が、Fintech分野を幅広く規制している。 

表 2-131 規制の概要 

 
出所： 

※1 https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/mexico 

※2 https://www.mondaq.com/mexico/fin-tech/798318/the-mexican-fintech-law-what-international-entities-need-to-know 

※3 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-018-9353? 

 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

通信分野は、通信運輸省をはじめ、連邦電気通信機構、連邦経済競争委員会が主な政府機関となっている。 

◼ メキシコにおけるFintechビジネスを規定する規制の枠組みは、主に以下の法律によって規制されている。

➢ Fintech法

➢ 金融技術機関に適用される一般処分（通称「Fintech一般処分」）

➢ 仮想資産取引を規定する信用機関および金融技術機関に適用される一般規定

➢ Fintech法で言及される新規モデルに適用される一般規定

➢ Fintech法で言及されている「標準化されたコンピュータアプリケーションのプログラミングインターフェイスに関する総則」

➢ Fintech法の第48条第2項、第54条第1項、第56条第1項および第2項で言及されているEPFIsに適用される規定

➢ CNBVおよび/またはBanxicoが発行した規定

◼ 特に、2018年に発効したFintech法は、Fintechに特化した世界でも先進的な法律と評価されている。

Fintech法の概要

◼ Fintech法は、革新的な金融サービスの開発、競争レベルの向上、金融包摂を目的とした規制の枠組みを構築することを目的としており、現在、2種類の金融技術機

関（FTI）（クラウドファンディング機関及び電子マネー機関（EMI））と、革新的モデル（サンドボックスモデル）を認めている。

◼ クラウドファンディング機関は、モバイルアプリケーション、インターフェース、ウェブサイト、その他の電子的・デジタル的な通信手段を通じて、投資家が投資希望者に資金を

提供できるように人々を結びつける組織である。一方、EMIは、電子決済の発行、管理、説明責任、送金などのサービスを提供する組織である。

◼ 革新的モデルとは、市場で入手可能なものとは異なる特性を持つ技術的手段を用いて金融サービスを提供する機関であり、Fintech法に基づき一時的な認可が与え

られる。

◼ 法律上、FTIとして活動することを希望する企業は全国銀行・証券委員会 (CNBV)にFTIとして活動するための認可を申請する必要がある。

規制サンドボックス

◼ CNBVは、革新的で実験的なソリューションやサービスを限定的に試行するために、金融事業者に規制サンドボックス（一時的な認可。Fintech法に基づき「革新的モ

デル」とも呼ばれる）を実施している。これにより、一般客に提供する前に、ソリューションやサービスをテストすることが可能である。

◼ 革新的モデルの対象となるのは、規制対象外の企業とEntidades Financieras（金融事業体）である。すべての革新的モデルが金融当局の認可を必要とするわけ

ではなく、規制された金融機関に限定された活動を行うもののみが対象となる。

◼ また、最近の金融サービス分野における技術革新や開発を支援する規制上の取り組みの例として、2020年9月に開催された「サンドボックス・チャレンジ」がある。これは、

Fintech法に基づく革新的モデルを促進するための最初のイノベーションコンテストであり、金融サービス分野を志向する企業のエコシステムを強化し、金融サービス分野の

イノベーションを促進することを目的としていた。

https://www.finnovista.com/en/radar/the-number-of-fintech-startups-in-mexico-grows-14-in-one-year-to-441/
https://finovate.com/cinco-de-mexico-5-of-the-regions-top-fintechs/
https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/mexico
https://www.mondaq.com/mexico/fin-tech/798318/the-mexican-fintech-law-what-international-entities-need-to-know
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-018-9353
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表 2-132 メキシコの通信分野の主たるステークホルダー 

 
出所 総務省（https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf_contents.html） 

 

➢ 政策 

通信分野の政策は、通信運輸省や経済相により推進されている。 

表 2-133 メキシコの通信分野の政策 

 
出所： 

*1 JETRO（https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/55e6b119b979f859.html） 

*2 在メキシコ日本大使館（000500099.pdf (emb-japan.go.jp)  

機関名 分類 概要

通信運輸省（Secretary of 
Communications and Transportation：

DCDT）

中央政府機
関

情報通信分野と交通運輸分野を所掌しており、電気通信分野では、政策の策定や、
公衆電気通信網免許の付与及び取消しを所掌している。

連邦電気通信機構（Federal 
Telecommunications Institute：IFT）

規制機関 2013年6月にペニャ・ニエト大統領（当時）が署名した「電気通信改革法（Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos）」を根拠法とし、2013年9月に連邦通信委員会（Comfesion Federal de 
Telecomunicaciones：Cofetel）を引き継ぐ形で創設された。なお、委員長の任期は

2020年までとなっている。主な所掌事務は以下のとおりである。

• 放送、通信分野の規制、推進、監督

• 放送、通信の事業免許（コンセッション）の付与と取消し

• 事業免許を受けた者に対する罰則

• 競争阻害要因を排除するための、市場参加者への非対称規制

• 周波数利用の全国的、地域的集中の制限

• これらの制限を履行するための、資産、権利、持分等の売却の命令

連邦経済競争委員会（Federal 
Economic Competition Commission：

COFECE）

規制機関 根拠法は、2014年に可決した「連邦経済競争法（Ley Federal de Competencia
Económica：LFCE）」である。市場への自由なアクセスと競争を維持し、独占行為、そ

の他の市場の効率性を損なう行為の防止、社会福祉の増進を目的とする。

電子機器標準認証機関
（Standardization and Electronic 
Certification：NYCE）

規制機関 経済省の標準局がメキシコの国家標準規格を管理する。

経済省（Secretaría de Economía：SE) 中央政府機
関

経済競争を促進し、貧困問題の解消、国内市場の活性化・強化を図るため、製造業
のデジタル化とインダストリー4.0を推進など、様々な取組を実施。

# 政策・戦略 統括機関 概要

1 国家開発計画（Plan 
Nacional de 
Desarrollo：PND）

2019－2024

大統領府 2019年6月に承認された5年間の国家開発計画。「包括的な開発を達成するための変革」を全体

目標とし、（1）正義と法の支配、（2）福祉、（3）経済開発、の3本の柱となっており（*1）、

通信分野に関連する記載としては、経済開発のなかで、「インターネット普及率の拡大」が言及され
ている（*2）。

また、別添文書には分野別の現状認識と中期目標、目標を達成するための戦略が記載されてい
おり、目標3.7として「ブロードバンドの促進、デジタル経済の発展」が含まれている。

なお、インターネット網の拡大は、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領が選挙前の2018 
年7月に発表した「7 つの優先プログラム」の１つに含まれていた（当時、インターネット網は国土の

25％しかカバーされていなかった）。（*3）

2 Internet para Todos（す

べての人のためのインター
ネット）

通信運輸省 前政権の国家プロジェクト「México Conectado」では、学校、公園、図書館、病院等の公共施設

で無料ブロードバンド接続が提供された（2018年までに合計25万の公共施設で無料のブロードバン

ド接続を提供する計画であった）。「Internet para Todos」はその後継となる政策であり、2018年12
月に、2019年度の予算として、合計11億4,500万MXPが請求された。（*4）

3 非営利目的のインター

ネットプロバイダー事業公
社設立

通信運輸省 メキシコ政府は8月、メキシコ電力庁（CFE）の子会社として、非営利目的のインターネットプロバイ

ダー事業を行うCFEテレコミュニーケーション公社（CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos）
を設立すると発表。公社は、インターネットアクセスがない地域や国民を対象にブロードバンドインター
ネット接続サービスを提供することを目的とし、国民の情報通信アクセス権を保障する。CFEが敷設

した既存の光ファイバーケーブルを利用してサービスを展開するとしている。（*5）

4 産業政策の重点10カ条 経済省 メキシコ経済省は2019年10月、現政権の産業政策の重点10カ条を発表した。同10カ条に以下2
点がふくまれる。

• 中小企業の成長を促し、政府調達における国内中小企業の参画を拡大する

• 製造業のデジタル化とインダストリー4.0を推進し、それに向けた人材育成の高度化を図る

（*6）

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/55e6b119b979f859.html
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*3 JETRO（https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/07/903378ce89b76d0f.html） 

*4 総務省（https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf_contents.html） 

*5 JETRO（https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/9030011281031606.html） 

*6 JETRO（https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/2b5f0041dd92c12d.html） 

 

ペニャ・ニエト前政権の 2013 年に国家デジタル戦略（2013~2018 年）が策定され、複数の地理組が実施さて、
世界情報社会サミット（WSIS）フォーラム（2018年）において表彰を受けている。 

 
図 2-177 国家デジタル戦略 

 
出所： Government of Mexico (2013) Estrategia Nacional Digital 

 

国家開発計画（PND）2019-2024 では、ブロードバンド普及率向上（人口の 95%）と、農村地域のブロードバ
ンド普及率を目標に掲げ、5つの戦略を提示している。 

国家デジタル戦略（Estrategia Nacional Digital: EDN）は公共部門のパフォーマンスを向上させることに重点を置き、5つの戦略目

標とそれを支える５つのイネーブラーから構成される

➢ ５つの戦略目標：①政府、②教育、③健康、④経済、⑤政府と市民の関係

➢ ５つのイネーブラー：①接続性、②デジタルスキルとインクルージョン、③相互運用性、④法的枠組み、⑤オープンデータ

５つの戦略目標 ５つのイネーブラー

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/07/903378ce89b76d0f.html
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf_contents.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/9030011281031606.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/2b5f0041dd92c12d.html
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図 2-178 メキシコ国家開発計画 2019-2024 

 
出所：国家開発計画別添（http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf） 

 

➢ 通信環境 

インターネット普及率は人口の約 7割に留まっており、政府は 2024年までに 95%の普及率を目指している。 

 
図 2-179 メキシコの通信環境（1/2） 

  

3.7.1 

重要な地域におけるハイパフォーマンスの放送・通信インフラの整備を促進する1

2
3.7.2 

インターネットへのアクセスとブロードバンドを、福祉と社会のための重要なサービスとして推進し、ソーシャ
ルインクルージョンを実現する

4
3.7.4

デジタルトランスフォーメーションのためのスキルとモデルを開発し、性別、年齢、さまざまな分野のニーズに
合わせて提供する

3
3.7.3

電気通信および放送の様々な分野において、持続可能でアクセス可能な技術開発を国家レベルで推
進する

5
3.7.5 

全国民がアクセス可能なデジタル経済を推進し、社会から疎外されたコミュニティや、先住民やアフロメ
キシカンのコミュニティにおける情報通信技術へのアクセスの格差に対処する

• 人口100人あたりのアクティブなモバイルブロードバンド契約数の割

合。アクティブなモバイルブロードバンド契約とは公共のインターネット

への標準モバイルブロードバンド契約と専用モバイルブロードバンド契

約両方を指す。実際に履行されている契約のみ算出している。

• 2020年に国内のモバイルブロードバンド契約数は9660万件となっ

た。さらに、Statistaによると、モバイルインターネットユーザーの浸透

率は2020年の62.5%から2025年には70.4%に増加すると予想さ

れている。

• 2020年のメキシコのモバイルブロードバンド市場は、AméricaMóvil 

(69%) 、AT&T (17%)、Telefonica (11.3%) が主な事業者となっ

ている。

• インターネットを使用している人口の割合で、コンピューターや携帯端

末をはじめ、ゲーム機、デジタルテレビなどを介してインターネットを使

用する人口から算出している。

• メキシコのインターネット普及率は2020年の70%から2025年には

77%に達すると予想されている。

• 現在進行中の国家開発計画 (2019-2024) により、政府はブロー

ドバンド普及率を人口の95%に拡大することを目標としている。

• また、 「万人のためのインターネット」 などの取り組みにより、農村

地域のブロードバンドインターネットの普及率向上にも注力している。

• 2020年のインターネットサービスプロバイダはTelmex (Telenorと共

に) であり（48.4%のシェア）、Grupo Televisa（24.8%のシェ

ア）がそれに続く。

52.5
60.9 65.0

70.0
76.7

2015 2016 2017 2018 2019

モバイルブロードバンド加入率*1

57.4 59.5 63.8 65.7 70.0

2015 2016 2017 2018 2019

インターネット利用率*2

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
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最大の通信事業者である América Móvil が規制によりシェアを縮小したことで、競争が促進されより良い通
信環境となることが期待されている。 

 
図 2-180 メキシコの通信環境（2/2） 

出所： 

*1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

*2 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=MX 

*3 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx 

*4 OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、2018、The State of Mobile Network Experience 2019、2020 

*5 https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

通信インフラの向上に加えてデジタル経済の促進に係る取り組みが行われている。 

• 各国市場の最大シェアをもつ通信事業者
が提供する、1か月の1.5GB の高速データプ

ラン（256Kbits /秒以上または3G以上）

の最低価格の推移。
• データプランのコストは、2020年には8.8ドル

に増加したが、これは南北アメリカの平均
価格（11.3ドル）を下回る。

• 最大のモバイルネットワーク事業者である
América Móvilは、IFT規制によって市場シェ

アを縮小し、そのインフラは競合他社に共

有される見込みである。消費者へのより良

いデータプランの提供が期待される。

• 地理的な範囲ではなく、ユーザーがある地

点において4Gに接続できる時間の割合を

表している。日本は世界1位で98.5%

（2020年）であった。

• ４Gモバイルデータサービスは、すべての主要

モバイルネットワーク事業者が提供している。

• 2020年6月には、モバイルブロードバンド接

続の80%が4 G接続であった。

• しかし、為替レートの下落 (米ドルに対する

為替レートの下落) とサブスクリプションの売

り上げの減少を受けて、2020年のモバイル

市場の投資は20%減少した。

• ITUが発表するサイバーセキュリティ指標は、法規

制、技術（CIRT活動など）、組織体制（戦

略や規制当局）、能力開発（リテラシーや

R&D）、協力（PPPや国際協力）の5つの分

野における各国の状況から測定されている。

• 同指標2020年の地域別ランキングでは、メキシ

コは米国、カナダ、ウルグアイに次いで4位。

• メキシコはサイバーセキュリティ分野の協力対策

(20点中17.34点) と技術的対策 (17.90点) で

最高のスコアを達成したが、他方、サイバーセキュ

リティに対する規制措置は、14.70点で最も低い

評価を受け潜在的な成長分野とも言える。

8.0 7.9 7.8 7.8

8.8

2016 2017 2018 2019 2020

データプラン(1.5GB)コスト（USD)*3

64
74 77 80

86

2016 2017 2018 2019 2020

4Gの可用性（％）*4

18

28

63

52

2015 2017 2018 2020

サイバーセキュリティ順位*5

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=MX
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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表 2-134 メキシコの主な通信分野の取組事例 

 
出所： 

*7 JETRO（https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/08ef0d1d2dbedd95.html） 

 

主要なイニシアティブの 1 つである共有インターネット網構築事業（Red Compartide）では、テクノロジー・パ
ートナーと協力し、人口の約 92%に新世代ネットワークを提供している。 

 
図 2-181 メキシコのの主要なイニシアティブ（1/2） 

出所：https://www.criticalcomms.com.au/content/radio-systems/article/red-compartida-ready-for-business-1258349272 

 

「すべての人のためのインターネット」構想の下で、政府は信頼性の高い高速インターネット機能を提供する

企業との協力に焦点を当てている。 

取組 実施機関 概要

オープンデータサイト「Data Mexico」

（データ・メキシコ）
経済省、国

立統計地理

情報院
（INEGI）

メキシコ経済省と国立統計地理情報院（INEGI）は7月21日、共同開発したオープンデータサ

イト「Data Mexico」（データ・メキシコ）を公開した。各種機関が管理するメキシコ国内の社会・

経済に関するデータを統合して視覚化し、誰でも検索しやすいかたちにまとめたもので、政策決定
や投資計画策定などに向けたデータの活用を促す目的で作成した。

グラシエラ・マルケス経済相は「各機関が協力して開発した努力のたまものであり、メキシコをデジ
タルエコノミーの最先端に導くものだ」とコメントした。

中小・零細企業への支援 経済省 メキシコのタティアナ・クルティエール経済相は1月19日、自身にとって就任後初となる記者会見

で、新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けた経済を活性化するため、16億ペソ（約

83億2,000万円、1ペソ＝約5.2円）規模のマイクロクレジットと税制措置を含む新しい企業支

援策を実施することを発表した。

貸し付け支援のほかにも、中小・零細企業に対しｅコマースへの参入など、デジタル化支援を
実施する計画がある。

PROSOFT（Program for the 
Development of the Software 
Industry and Innovation）

経済省 2002年から実施されている歴史あるプログラムであり、ソフトウエア開発に対して補助金を支給

するもの。経済省はPROSOFTを通じて、2004～2016年の13年間で合計4,225件のソフト開発プ

ロジェクトに合計73億9,130万ペソの補助金を支給している。毎年の補助（支援）件数はおお

むね300～500件の間で変動している。（*7）

RETOMX（Challenge Mexico） 経済省 RETOMXは、民間企業や政府機関が具体的な問題の解決策を見つけるための公募を行ための

イノベーションプラットフォーム。

イノベーション・エコシステムからのアイデアを募りにより、企業や機関のニーズと、学生、研究者、

起業家、ビジネスマンによる、実行可能で収益性が高く、テクノロジーを活用した革新的なソ
リューションを結びつけることで、新たなビジネスチャンス創出を促進する取り組みである。

共用インターネット網構築事業

• 2024年までの継続プロジェクト

プロジェクトのステータス

• レッド・コミッティダは、AltánRedesとSCTの官民パートナーシップ契約に基

づいて運営されている。

• ファーウェイとNokiaはこのプロジェクトのテクノロジプロバイダであり、ターンキ

ーモデルに基づいてネットワークを構築および運用することで、ネットワーク

カバレッジとパフォーマンス要件を提供する。

– ファーウェイの技術は、メキシコ中部と南部で使用される予定。一方

、Nokiaの技術は米国北部で展開される。 加えて、Nokiaはネットワ

ークオペレーションセンター (NOC) とセキュリティオペレーションセンター

(SOC) を含むネットワークのコアを構築する予定。

プロジェクトの概要と目標

スマート電気ネットワークの光ファイバ接続

• 継続中

プロジェクトのステータス

• 遠隔地向けProyecto de Conectividad Fibraモptica 

RedEléctricaInteligente (Smart Electrical Network Fiber-Optic 

Connectivity) プロジェクトの一環として、Prysmianはその実施に関

してCFEから38ドルのMn契約を獲得した。

• Prysmianは、約9800 kmの光アース線 (OPGW) ケーブルと5100 

kmの全誘電体自立 (ADSS) ケーブルの設計、供給、設置を行う。

– OPGWケーブルはスペインの工場で、ADSSケーブルはメキシコのデ

ュランゴ工場で製造される。

プロジェクトの概要と目標

プロジェクトパートナー

• プリズミアン・グループ

• 連邦電力公社 (CFE)

プロジェクトパートナー

• アルタン・レデス

• ファーウェイ

• ノキア

• 交通通信事務局 (SCT)

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/08ef0d1d2dbedd95.html
https://www.criticalcomms.com.au/content/radio-systems/article/red-compartida-ready-for-business-1258349272
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図 2-182 メキシコの主要なイニシアティブ（2/2） 

出所：https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8f4d3f92-1635-4cca-b0bd-b0de69249402 

 

➢ 課題 

 国民の IT教育や市場競争の不足、ガバナンスの問題によりブロードバンドの整備が遅延している。 

 
図 2-183 メキシコの通信分野の課題（1/2） 

出所： 
*1 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=MX 

*2 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

*3 https://tecreview.tec.mx/2020/05/01/en/the-pandemic-shows-us-how-urgent-it-is-to-close-the-digital-divide/ 

*4 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/2b5f0041dd92c12d.html 

*5 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/4cdd1bbb58d38718.html 

コミュニティWi-Fi

• 継続中

プロジェクトのステータス

• FacebookはViasatと提携し、ViasatのCommunity Wi-Fiイニシアチブ

のもと、農村地域に高速衛星による接続を提供する。

– コミュニティWi-Fiホットスポット・サービスは、2018年の開始以来、メ

キシコの農村部で100万人以上の人々に利用可能です。

– 衛星を利用したWi-Fiホットスポットサービスは、手頃な価格のWi-Fi

を消費者のデバイスに直接提供します。

• Facebookは、インターネットアクセスの乏しいコミュニティの特定と支援に

さらなる投資と支援を行う。

プロジェクトの概要と目標

すべての人のためのインターネット

• 2019年9月実施

プロジェクトのステータス

• ViasatとUbixはメキシコ政府と協力して、インターネットpara Todos

プログラムの一環として、メキシコ全土の政府機関、連邦診療所、学

校を接続した。

– UbixとViasatは2018年12月以来、ViasatのViaSat-2衛星から

の衛星インターネット帯域を利用して、国内の企業にサービスを提

供してきた。

– Ubixは現在、学校、診療所、連邦機関向けの高速インターネッ

トプランを提供している。

プロジェクトの概要と目標

プロジェクトパートナー

• ヴィアサート

• ユビックス

• メキシコ政府

プロジェクトパートナー

• ヴィアサート

• グルーポ・プロスペリスト

• Facebook

• メキシコ政府

❶ デジタルディバイド

◼ メキシコのインターネット普及率は70% （2020年）、モバイルインターネットユーザーの浸透率は62.5%
（2020年）となっており、政府は通信インフラカイゼンに向けた取組を実施してはいるものの、国民の30%は

いまだにインターネットを利用できない環境にある。
低いインターネット普及率*1,2

◼ 人口の5%がネットワークが届かない地域に住んでおり、7%が3Gまたは4Gのモバイルブロードバンドが届かな

い地域に住んでいる。

◼ 都市部と地方部のデジタルディバイドが著しく、都市部と地方部のデジタルディバイドが著しく、COVID-19の

影響で遠隔授業が導入されても、インターネットへのアクセス環境がないことで授業を受けられない学生も存

在する。

都市部と地方部の格差*3

❷ 中小企業のデジタル化
◼ 経済省の産業重点分野として、製造業のデジタル化やインダストリー4.0の推進がうたわれており、また、ソフト

ウエア開発などIT関連プロジェクト向け補助政策のPROSOFTやそれ以外の産業分野のプロジェクトに向けた

補助政策である生産性・産業競争力プログラム（PPCI）といった取組も行われているが、それに向けた十分

な予算が連邦政府に確保されている状況とは言い難い。
予算不足*4

◼ メキシコのグアナファト州レオン市において、ドイツ最大の産業技術見本市「ハノーバーメッセ」の海外展開版で

ある「インダストリアル・トランスフォーメーション・メキシコ（ITM）」が開催され、約160社が参加。「ハノーバーメ

ッセ」の名称を冠したイベントとしては、ドイツ国外ではシンガポールに続く2つ目で、中南米では初開催となっ

た。

◼ しかしながら、同時開催された全国工業会議所連合会（CONCAMIN）の年次総会では、フランシスコ・セ

ルバンテス会頭は「メキシコにおける製造業技術は、自動車産業や航空機産業に代表されるように世界に比

肩している。しかし、生産性という観点ではいまだ努力を要する地点にある」と述べている。

生産性の低さ*5

*1: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=MX *4: https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/2b5f0041dd92c12d.html

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8f4d3f92-1635-4cca-b0bd-b0de69249402
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=MX
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://tecreview.tec.mx/2020/05/01/en/the-pandemic-shows-us-how-urgent-it-is-to-close-the-digital-divide/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/2b5f0041dd92c12d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/4cdd1bbb58d38718.html
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図 2-184 メキシコの通信分野の課題（2/2） 

出所： 

*1 https://www.ipa.go.jp/files/000067933.pdf 

*2 https://www.jpcert.or.jp/research/LACSIRT-survey.html 

*3 https://cio.com.mx/un-87-de-las-organizaciones-en-mexico-aceleraron-su-transformacion-digital-por-pandemia-estudio/ 

*4 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/05/0590c4fc331d1467.html 

*5 https://www.ibanet.org/article/9F896DA8-4DF1-4065-9D92-EE2B3F361A3F 
 

製造業の生産性向上・自動化に伴い職を失う労働者を新たなデジタル産業へシフトさせることがメキシコの

更なる経済成長への 1 つの戦略となり得る。そのための基盤として通信インフラとサイバーセキュリティの向
上が重要となる。 

 

❸ サイバーセキュリティ
◼ ITUが発表するサイバーセキュリティ指標（2020年）では、メキシコはサイバーセキュリティ分野の協力対策 (20

点中17.34点) と技術的対策 (17.90点) で最高のスコアを達成したが、他方、サイバーセキュリティに対する規

制措置は、14.70点で最も低い評価を受けている。

サイバーセキュリティに対する

規制措置

◼ サイバーセキュリティネットワークや運用業務に関連する求人を満たすために、約15万人の専門家が不足して

いるとされている（日本では2020年に約19万人の専門家が不足*1）。人材不足*2

❹ 規制
◼ メキシコ経済省は2018年9月、EC事業者に対する任意規格を発表。消費者の保護が目的で、ECにおいて

商品を販売する個人、法人、プラットフォームを提供する事業者が対象。消費者が商品を購入する際に消費

者自身が購入する意思のあるものかどうかを確認できる仕組みについての規定や、使用者および消費者の個

人情報保護の保障の仕組み、支払いと商品の受け渡しの仕組みなど、多岐にわたる。発表時点では任意

規格であるものの、将来的に強制規格となる可能性もある。

◼ これに対し、メキシコインターネット協会のエンリケ・クレブロ氏は「規格に規定されている機密性の保持や個人

情報保護の項目は、個人情報保護法よりも厳しい。中小企業にとっては多くの投資が必要になり、この産

業への参入が難しくなる」と指摘した。

消費者保護*4

◼ 通信インフラの進化は、デジタル分野における新しいビジネスモデルの規制に関して、メキシコの独占禁止法規

制当局間の対立を生み出している。邦電気通信機構（IFT）と連邦経済競争委員会（COFECE）の両

方の活動範囲に影響を与えるケースや、これらの機関の管轄権が明確に区分されていないケースがある。

◼ 一例として、2019年10月、Uberと食料品配達アプリCornershopはUberの合併に関し、両社間の取引を

審査し解決する裁判所をめぐり、IFTとCOFECEとの間で対立を引き起こした。

規制上の対立*5

◼ COVID-19によりデジタル化が進み、もっとも加速した分野の１つがサイバーセキュリティである。

◼ IoT向けマルウエアの被害が深刻化している。過去には、IoT機器向けマルウエア「Mirai」の亜種を利用した

ネットワークスキャンの発信源がメキシコであることをトレンドマイクロが確認している。

需要の高まり*2,3

◼ マッキンゼーの調査（2018年11月）によ

ると、デジタル成熟度を高め生産性を出

来れば、2025年までにGDPを7～15％

（1,150億～2,400億ドル）押し上げる

ことができると試算されている。*1

◼ 製造業のデジタル化とインダストリー4.0の

推進が産業政策の重点10カ条にも設定

されている。

製造業の生産性向上

◼ メキシコ企業・機関を対象としたDell Technologiesの調査（2020年11月）によると、今後1～3年で投資が集まる技術領域の4位、5

位は5G対応ハードウェアと５G通信インフラである。*2

◼ 前政権による2013年の通信市場改革以降、「つながるメキシコ」事業（México Conectado）、インターネット基幹ケーブル敷設事業

（Red Troncal）、共用インターネット網構築事業（Red Compartida）が実施された。

通信インフラの向上

◼ メキシコ企業・機関を対象としたDell Technologiesの調査（2020年11月）によると、今後1～3年で投資が集まる技術領域の1位、2

位はサイバーセキュリティとプライバシーソフトウェア（ユーザーのプライバシーを保護するために構築されたソフトウェア）である。*2

◼ COVID-19によりデジタル化が進んだ一方で、サイバー犯罪も増加しており、デジタル経済の推進には各種デジタルサービスを安心して利用

できる環境が求められている。

サイバーセキュリティ向上

◼ 2030年までに、オートメーション技術によっ

て、メキシコでは900万人の労働者が代

替されるとの予想があるが、代替される

仕事には、これまでとは異なるスキルやコ

ンピテンシーが求められる。*1

◼ ソフトバンクグループによるAI人材育成や

、アリババによるEコーマース人材育成など

、海外大手企業による取組も複数みら

れる（次スライド参照）。

デジタル人材育成

◼ イノベーションエコシステム推進のため、

PROSOFTやRETOMXといった取組が

行われている。

◼ メキシコシティは中米で最大のスタートアッ

プ都市ともいわれ500Startupsや

WeWork等のスタートアップの成長をサ

ポートする企業がアメリカから進出している。

デジタル産業振興

https://www.ipa.go.jp/files/000067933.pdf
https://www.jpcert.or.jp/research/LACSIRT-survey.html
https://cio.com.mx/un-87-de-las-organizaciones-en-mexico-aceleraron-su-transformacion-digital-por-pandemia-estudio/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/05/0590c4fc331d1467.html
https://www.ibanet.org/article/9F896DA8-4DF1-4065-9D92-EE2B3F361A3F
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図 2-185 メキシコの課題解決に資する取組領域 
出所： 

*1 Creating Mexico’s digital government | McKinsey 

*2 https://cio.com.mx/un-87-de-las-organizaciones-en-mexico-aceleraron-su-transformacion-digital-por-pandemia-estudio/ 
 

世界の最先端企業やテック企業がメキシコ市場への進出に向けて動き始めている。 

 
図 2-186 メキシコのデジタル人材育成の事例 

出所： 

*1 アリババがメキシコで計画中のデジタルビレッジ構想とは | SUNRYSE.MAG 

*2 ソフトバンク、中南米 4都市で AI人材育成プログラムを開始(アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、メキシコ) | ビジネス短信 - ジェトロ (jetro.go.jp) 

 

➢ 業界団体 

通信分野には、各サービス領域に特化した業界団体が存在する。 

◼ eBayは、中小企業のデジタル化を推進するためのプログラムをメキシコで開始。

◼ Facebookが「Shops」サービスとオンライン決済サービスをリリース。

◼ アルゼンチンのMercado Libreはtech hubsを開設。

◼ アリババ・ビジネス・スクールは、メキシコ国内でのEコマース関連の能力開発を促進するために、GINグループとの提携を発表。

◼ GINグループは、アリババのグローバルEコマース人材（GET）プログラムを通じて200人にトレーニングを実施し、GET人材として認定する機

能を持つ。

◼ アリババは、メキシコの32州すべてにデジタルビレッジを作り、1,000人の大学生を訓練し、各ビレッジで50のマイクロビジネスを立ち上げること

で、スタートアップエコシステムを形成する計画を発表。

◼ ソフトバンクグループは中南米4都市（ボゴタ（コロンビア）、ブエノスアイレス（アルゼンチン）、メキシコ市（メキシコ）、サンパウロ（ブ

ラジル）の4都市で、）でデータ・サイエンス・フォー・オール（DS4A）という人工知能（AI）人材育成のための10週間の集中学習プロ

グラムを提供。

◼ DS4Aは、世界中でデジタル人材コンサルティングを手掛ける、コリレーション・ワン（correlation one）が開発したプログラムで、従来の

理論的な学習方法に加えて、ビジネスニーズにすぐに応えられるようなデータ処理や活用能力を備えることを目的としている。講師は、米

国のハーバード大学やマサチューセッツ工科大学などから迎え、8週間は講師の下でAIについて学ぶ。その後2週間、ソフトバンクの投資

先企業に入り、実際のビジネス現場でAIやデータサイエンスをどのように活用するかを実践的に学ぶ。

◼ マイクロソフト・コロンビアのマルコ・カサリン代表は、世界ではデジタル人材需要のわずか33％しか満たされていないという。

海外企業の事例 *1

日本企業の事例 *2

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-mexico-can-become-latin-americas-digital-government-powerhouse
https://cio.com.mx/un-87-de-las-organizaciones-en-mexico-aceleraron-su-transformacion-digital-por-pandemia-estudio/
https://www.sunryse.co/posts/alibaba-e-commerce-mexico
https://www.sunryse.co/posts/alibaba-e-commerce-mexico
https://www.sunryse.co/posts/alibaba-e-commerce-mexico
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/2c120b7f7ae8fb84.html
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表 2-135 メキシコの通信分野の業界団体 

 
 

➢ 通信事業者 

メキシコのモバイル市場は、América Móvil、Telefónica、AT&T の大手 3 社がほとんどのシェアを占めてお
り、20 社以上の MVNO（Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業者）のシェアは約 2％であ
る。 

表 2-136 メキシコの通信事業者 

 
出所  Company websites, EIU Industry Report   

 

➢ 通信分野の規制 

通信分野の主な法律・規制は下記のとおりである。 

団体名 概要

Startup Mexico Startup Méxicoは、イノベーション、起業家文化、経済発展を国内外で促進することを目的として、新興企業を支

援し、作業スペース、メンター、ワークショップ、資金、そして重要な専門サービスのエコシステムを提供している。

AI MEXICO AI MEXICOは、ラテンアメリカのAIスペースにおける企業や個人に機会を提供するNPO法人。様々な業界がAIの知

識、AI技術、AI専門家にアクセスできるプラットフォームを構築することで、スタートアップや専門家を支援することに

重点を置いている。現在、8カ国に600人以上のメンバーがおり、2025年末までにコミュニティを10万人以上に拡大

し、10億米ドルのビジネスチャンスを得ることを目標としている。

Mexican Chamber of Electronics, 
Telecommunications and 
Information Technologies 
(CANIETI)

メキシコ電子・通信・情報技術会議所（Mexican Chamber of Electronics, Telecommunications and 
Information Technologies: CANIETI)は、1,000以上の業界の関連企業や機関から構成される業界団体。CANIETI
は、政府機関やその他の公的機関へのアクセスを民間企業に提供している。

Mexican Internet 
Association(AMIPCI)

メキシコインターネット協会（Mexican Internet Association: AMIPCI）は、メキシコのインターネット産業を統合し、

インターネット利用による経済成長の促進を目的としたNPO法人。AMIPCIには、インテル、フェイスブック、アップル、

アマゾンなど、120社以上のメンバーが参加している。また、毎年インターネット利用状況の調査を行い、ウェブサイト

で公開している。

Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO)

メキシコオンラインマーケット協会（Asociación Mexicana de Venta Online: AMVO) は、2014年に設立されたNPO
法人。メキシコにおける電子商取引とデジタル経済の発展と拡大を奨励、支援、促進することを目的とする。現在、
410社以上の企業が協会に加盟している。

Asociación Mexicana de la 
Industria de Tecnologías de 
Información (AMITI)

(Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información: AMITI）は、1985年に全国コンピュータプロ

グラム産業協会（National Association of the Computer Program Industry: ANIPCO）として設立され、1997年

にAMITIとなった。ハードウェア、ソフトウェア、システムインテグレーター、コンサルタント、サービスプロバイダー等、を含む

300社以上のパートナー企業が参加しており、国内のデジタルトランスフォーメーションのための活動、異なる業界間の

コラボレーション、シナジー効果の創出、提案やプロジェクトの開発を行う場をパートナー企業へ提供している。

 
América Móvil Telefónica AT&T 
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表 2-137 メキシコの通信分野の規制 

 
出所：https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf/052.pdf 

 

通信分野に関連する基準認証制度は以下の通りである。 

表 2-138 メキシコの基準認証制度 

 
出所：https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf/052.pdf 

 

➢ データ保護・プライバシー法12 

メキシコの個人情報保護法（LEPDPPP：Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares）は OECD のプライバシー保護や情報の国際流出のガイドライン等に従う形で、2010 年 7 月 5
日に官報で公表された（翌日施行）。この法律により、メキシコでは、緊急時や、本人とその個人情報を取り扱

う全ての自然人及び法人間で、何らかの義務を履行するために必要な場合を除き、全ての個人情報は本人

 
1 https://www.jbic.go.jp/ja/information/investment/images/inv_mexico201808.pdf 
2 https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins13_pdf/Asia_EC_20201225.pdf 

分野 規制内容

憲法 2013 年 6 月、憲法第 6 条が改正された。同条改正によって、政府には、通信分 野と放送分野における情報へのアクセスを

保証することが義務付けられた。また、 同条改正で、市場競争の促進、ユニバーサルなデジタル・インクルージョンの推 進、自

律的な監督機関の設置が規定された。

電気通信改革法
（La Reforma en
Telecomunicaciones
de 2013）

同法は、ニエト大統領（当時）が政権交代の際に示した「メキシコのための協約（Pacto por México）」に含まれる電気通

信セクターの改革を定める法律である。2013 年 6 月に成立した。同法の内容は以下のとおりである。

• 憲法第 6 条で定められる基本的権利の強化に向けて表現、情報へのアクセス、情報技術へのアクセスの自由にまで基

本的権利を拡大

• 電気通信等の急速に発展する分野の現行法の近代化

• 反独占について強い規制権限を持つ新しい電気通信規制機関であるIFT及びCOFECEを憲法上の独立機関として創設。

紛争処理のための特別裁判所を創設

• 競争を促進し、通信分野では外資上限を撤廃し、放送分野では 49％までの直接投資を許可

• デジタル・インクルージョンとユニバーサル・アクセス向上に向けた新政策

• 700MHz 帯域を利用した公共電気通信網の創設による基盤整備促進

連邦通信放送法
（Lay Federal de 
Telecommunicacione
s y Radiodifusión）

2014 年 7 月に制定、翌 8 月に発効した。1995 年に制定された「連邦電気通信法（Lay Federal de 
Telecommunicaciones）」と 1960 年に制定された「連邦ラジオ・テレビ法（Lay Federal de Radio y Televisión）」を置き換え

る法律で、周波数、公衆電気通信網、基幹網、衛星資源・衛星通信、電気通信と放送、融合サービスにおける公益性の
あるサービス、利用者・視聴者の権利、競争と自由市場の導入の規律について定めている。

免許制度 事業免許は、①収益目的の商業利用、②政府機関による公共利用、③非営利民間利用、④文化、科学、教育、コミュ
ニティのための社会的利用の目的別に分類されている。事業免許が付与されるのはメキシコ国籍を持つ法人か個人となって

おり、事業分野別に事業免許を取得する必要がある。

外資規制 「電気通信改革法」により、通信分野の外資規制上限は撤廃され、放送分野においては 49％までの直接投資が認められ

た。

移動体通信のプリペ
イド・ユーザ登録規制

2009 年 4 月より、犯罪防止のため、移動体通信のプリペイド・ユーザの登録規制が導入された。これにより、移動体通信事

業者には、新規加入のプリペイド・ユーザの身元確認が義務付けられた。

分野 規制内容

基準認証制度 ◼ 1992 年 に 成 立 し た 「 標 準 化 及 び 計 測 法 （ Ley Federal de Normalización y Metrología：LFMN ）」が基準認

証制度を義務付けている。基準認証制度は、国家標準（Normas Oficiales Mexicanas：NOM）に基づいて行われ、

NOM の策定は「国家標準化諮問委員会（Comité Consultivo Nacional de Normalización：CCNN）」と各規格を担当

する省庁によって行われる。1997 年には電気通信については CCNN-T（las normas de Telecomunicaciones, CCNN）、

放送・電報・郵便については CCNN-RTSP（los servicios de Radiodifusión, Telegrafía y Servicios Postale, CCNN）が分担

することが決定した。

◼ CCNN-T は電気通信、電波及び衛星、情報通信の三つの分科会で構成され、その委員は IFT が指名する。IFT は NOM 
認証に基づき、電気通信端末機器及び無線機器の承認手続（Homologation）を実施する。

◼ 2010 年 8 月からは Wi-Fi や Bluetooth 機器等の ISM 帯で運用するものについては、国内の認証試験機関による試験と

非政府の認証機関である電子機器標準認証機関（Normalización y Certificación Electrónica：NYCE）の認証が可

能となった。更に販売に必要な NOM を取得するためには EMC 及び安全性の認証を NYCEから取得することが必要である。

申請者はメキシコ国籍を必要とする。

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf/052.pdf
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf/052.pdf
https://www.jbic.go.jp/ja/information/investment/images/inv_mexico201808.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins13_pdf/Asia_EC_20201225.pdf
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の同意の下に開示されなければならない。法律に違反した場合の罰金及び罰則規定も定められている。 

法律の対象は、個人を特定しうる当該個人に関わる全ての情報であり、その個人情報を取り扱う全ての自然

人及び法人とされるが、信用情報会社や個人的な利用及び非商業目的の場合には対象外とされる。なお、

情報の国外流出についても対象となる。また、個人情報を取り扱う個人、法人がこの法律の対象となり、保護

の対象には従業員、得意先、仕入先等に係る個人情報も含まれている。 

さらに、個人情報を取り扱う者に対して個人情報の適切な管理体制・手段の構築を要求するとともに、 個人
情報の適時の更新（不要時の削除等）も規定している。 個人情報に含まれている本人（従業員等）が、自身
の情報を不適切に取り扱ったとみなす場合は、訴 訟を起こすことができる。罰金は、最大で UMA (2017
年：75.49 ペソ)の 640,000倍となる。 

 

メキシコの主要なデータ保護法としては Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares（以下、「民間保有データ保護法」又は「法」とする。）と  Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados（以下、「公共保有データ保護法」とする。）がある。 

公共保有データ保護法はパブリックセクターのデータ取扱いを規制する法律である。同法の目的は、連邦、

州及び地方自治体の各レベルにおける、行政・立法・司法の機関等によって自らのデータを所有されるデー

タ主体の権利を保障し、そのデータを保護するための基礎、原則及び手続を確立することにある。 

民間保有データ保護法の目的は、民間の主体により保有される個人データを保護し個人のプライバシーと

情報の自己決定権を保障することにある。保護対象及び規制対象のいずれも広範である。日本の個人情報

保護法や GDPR のようなデータ保護のための一般規制である。特に、規制の枠組みや、保護対象となるデ

ータの定義等の点で GDPR に類似している。 

民間保有データ保護法は全 69 条で構成され、11 章に分かれている。 1 章は通則規定を定めている。2 
章以下では遵守されるべき具体的なルールやデータ主体の権利が規定されて おり、6 章では規制当局に
ついて、7 章ではデータ保護のための手続に関する規定が設けられている。9 章以下で は罰則及び罰則
適用の手続について定められており、当局による行政上の制裁のみならず、11 章において刑事罰 も定め
られている。具体的には各章は下記のとおりである。 

第 1 章： 通則規定（目的、定義等）  

第 2 章： 個人データ保護の基本指針  

第 3 章： データ主体の権利  

第 4 章： アクセス、修正、取消し及び異議申立ての権利の行使  

第 5 章： 個人データの移転  

第 6 章： 規制当局  

第 7 章： 権利保護手続  

第 8 章： 認証手続  

第 9 章： 罰則適用手続  

第 10 章： 罰則（行政責任）  

第 11 章： 違法な個人データの処理に関する犯罪（刑事責任） 

上述のとおり法の規定の数は少ないが、法を補完し執行するためのルールとして「規則（Reglamento de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares）が存在する。 

また、データ保護の規制当局である  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales （通称「INAI」）は Q＆A 及び解説を公表しており、また、プライバシー通知

（aviso de privacidad）に記載すべき項目別に根拠となる法、規則及びガイドラインを整理している。 



全世界行政・金融・通信サービスのデジタル化に伴う途上国ニーズと民間技術マッチングに係る情報収集・確認調査 
業務完了報告書 

2-195 

 

2.8 南アフリカ 

2.8.1 基礎情報 

(1) ビジネス環境 
各国の状況を「ビジネス環境」、「政治環境」、「市場機会」の観点から分析・予測している EIU(Economist 
Intelligence Unit)の報告書によると、南アフリカは新型コロナウイルス感染症や政情不安の影響にも

かかわらず、より包括的なビジネス環境のための措置を講じ、特にサービス業にとって大きな市場機

会があると分析している。 

 

 
図 2-187 ビジネス環境概況（その 1） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

「マクロ経済指標」、「対外投資政策」、「貿易・為替管理」の観点については以下の分析・予想結

果となっており、新型コロナウイルス感染症で打撃を受けた経済の回復には時間がかかるものの、南

アフリカ政府は FDI を誘致するために投資法を強化し、新しい市場への輸出を拡大するためにアフ

リカ大陸自由貿易圏 (AfCFTA) 協定を締結している。 

 

出典:EIU

実質GDP成長率%

-1% (2020)

FDIフロー

33億2000万米ドル

(2020)

人口

5930万 (2020)

主要都市

ダーバン、ヨハネスブルグ、ソウェト、

プレトリア

主な外国語

英語、ヨーロッパ言語

為替レート(平均)

14.65 (2020)

総合ランキング

概
要

3 5

政治環境ランキング

7 6

ビジネス環境ランキング

新型コロナウイルス感染症の影響で政治的・

社会的経済的に不安定な状況が続いている

が、広大な鉱物資源と健全な金融サービスを

有する南アフリカは、アフリカ大陸における重要

なビジネスセンターであり続けると予想される。

競争環境を強化するための政策を実施するこ

とにより、ビジネスは改善されると考えられる。

13 3

市場機会ランキング

南アフリカは、インフラ、交通、通信、金融・銀

行システムが比較的優れていることから、アフリ

カへの玄関口と考えられており、高度な製造

業やサービス業を基盤とした経済へと変貌し、

現在ではGDPの約2/3をサービス業が占めるま

でになっている。

2021年7月に起きた最近の暴力事件は、社

会的・政治的安定へのテール・リスクを浮き

彫りにし、公共部門の賃金交渉を含む財政

政策に影響を与え、政府債務/GDPの水準

を安定させるための取り組みを複雑にする可

能性がある。また、この危機は、与党であるア

フリカ民族会議（ANC）内の長年の緊張

関係をエスカレートさせる可能性がある。

備考:地域の順位で考慮される国:アルジェリア、バーレーン、エジプト、イラン、イスラエル、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、カタール、サウジアラビア、チュニジア、UAE、アンゴラ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ

2015-19 2020-24 2015-19 2020-24 2015-19 2020-24
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図 2-188 ビジネス環境概況（その 2） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

また、「民間企業・競争政策」、「インフラストラクチャ」、「技術的準備（Technology Readiness）」

という観点については以下の分析結果となっており、南アフリカ政府は、国内の様々なインフラ・技

術プロジェクトにおいて、健全な競争と民間企業のための開放的な窓口を支援する政策に取り組む

計画である。 

 

 
図 2-189 ビジネス環境概況（その 3） 

出所：EIU(Economist Intelligence Unit)の報告書を基に調査団作成 

 

貿易・為替管理

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 8/17

地域ランキング(2020-24) 3/17

出典:EIU

主要指標

各指標の概要

• 2021年1月、南アフリカはアフリカ大陸自

由貿易圏 (AfCFTA) 協定を締結した。こ

れにより生産者や製造者は西アフリカ、

中央アフリカ、東アフリカ、北アフリカの新

たな市場に進出する機会を得ることができ

る。また、AfCTFA協定は、付加価値の高

い商品やサービスを輸出するための代替

市場を提供することも可能である。

• 南アフリカは国外への資本移動を規制し

ているが、中央集権的な指示から金融機

関および金融システムの安全性や安定性

を考慮した枠組みによる自主規制や、よ

り柔軟なリスクベースのシステムへ移行する

ための規則を起草している。

• 南アフリカは、国内の機会とアフリカ大陸の同

業者の中での強力な地位から、非石油系の外

国人投資家にとって引き続き有利な選択肢と

なると考えられる。

• 新しい投資保護法（FDIまたは投資法とも呼

ばれる）は、外国人投資家と国内投資家を

平等に扱うことでFDIの環境を中立化するはず

だったが、かえって投資家の国際的な仲介を制

限してしまった。

• 国内での買収を 視 野 に 入 れ ている外国人投

資家は、競争当局からの精査を受けることにな

るが、買収に伴う要件は満たせると予想される。

• 世界銀行の発表によると、南アフリカの 経済は

2020年に7%収縮した。新型コロナウイルス感染

症が外部需要と国内活動を抑圧したのは、拡大

を阻止するための政府の封じ込め政策が原因で

あったと考えられる。

• 南アフリカのGDP成長率は2021年に3.3%に達し

、実質GDPが新型コロナウイルス感染症の蔓延

以前の水準に回復するには約4年かかると予想さ

れている。

• 新型コロナウイルス感染症と景気後退はまた、歳

入不足をもたらし、2021年に財政赤字をGDPの

16%まで拡大させ、公的債務負担をさらに増大さ

せると見込まれている。

• 新型コロナウイルス感染症の影響により、金融政

策の効果は低下し、インフレ率も低い状態である。

マクロ経済環境

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 6/17

地域ランキング(2020-24) 9/17

対外投資政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2015-19) 6/17

地域ランキング(2020-24) 6/17

備考:地域の順位で考慮される国:アルジェリア、バーレーン、エジプト、イラン、イスラエル、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、カタール、サウジアラビア、チュニジア、UAE、アンゴラ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ

民間企業・競争政策

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 5/17

地域ランキング(2021-25) 6/17

技術的準備

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 6/17

地域ランキング(2021-25) 6/17

出典:EIU

主要指標

各指標の概要

• 南アフリカの情報通信技術 (ICT) 市場は

アフリカで最も進んでおり、アマゾンやグーグ

ルといったハイテク企業を魅了してきた。こ

れら企業は、南アフリカのITハブであるケー

プタウンに現地データセンターを設立してい

る。

• 新型コロナウイルス感染症により、データ需

要とEコマースが増加しているが、エンドユー

ザーの高額な料金、サイバー犯罪リスク、プ

ライバシー侵害、デジタルスキルの不足が

主な課題となっている。

• サイバーセキュリティを確保するため、新しい

データ保護法が施行された。 新たな周波

数帯の割り当ては通信データ容量を増加

させる可能性があるが、遅延が生じている。

• 南アフリカの交通インフラは、国有企業によって

開発・管理されているため、民間企業の活躍の

場が限られている。

• 南アフリカの航空会社はスリム化または閉鎖さ

れた後に資産を売却し負債を支払うと予想さ

れており、他の事業者に新たな機会を与えると

考えられる。

• 政府は、2020年6月に戦略的に重要な51のイ

ンフラプロジェクトを特定し、必要な承認を得る

ために迅速に進めている。

• 政府の長期エネルギー計画に基づく民間企業

による再生可能エネルギーへの投資が2023年

に本格化し、電力供給に多様性がもたらされる

と見込まれる。

• 新型コロナウイルス感染症の影響より、南アフリ

カでは資源と資金が不足しているため、民間セ

クターにはより大きな機会が与えられる。そのため

、インフラ主導の投資を促進するために、政府は

官民パートナーシップや民間企業に頼ることにな

ると考えられる。

• 政府は、民間企業のビジネス環境を改善するた

めに、厳しい労働法、ストライキリスクの上昇、ス

キル不足、電力コストの上昇を緩和する政策に

取り組む。

• 南アフリカでは 、 競争当局よりも相対的に高い

カルテル、過大価格、参入障壁に対処するため

に、反競争政策をより厳しくすると予想される。

インフラストラクチャ

パラメータ ランク

地域ランキング(2016-20) 4/17

地域ランキング(2021-25) 6/17

備考:地域の順位で考慮される国:アルジェリア、バーレーン、エジプト、イラン、イスラエル、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、カタール、サウジアラビア、チュニジア、UAE、アンゴラ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ
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(2) 関連する規制 
日本企業が南アフリカ進出に際し関連する主な規制を下記表に整理した。 

表 2-139 南アフリカ進出に際し関連する主な規制 

 
出所：JETRO（南アフリカ共和国 | アフリカ - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

 

情報通信技術セクターは以下のとおり規制対象となっている。 
 

 
図 2-190 情報通信技術セクターに関連する主な外資規制 

出所：JETRO（外資に関する規制 | 南アフリカ共和国 - アフリカ - 国・地域別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)） 

 

また、特筆すべき規制として、南アフリカには B-BBEE 政策があり、下記に示すように、企業は黒人の
経済的地位向上に努める必要がある。 
 

名称 説明

規制業種・禁止業種

◼ 外資による銀行・保険などの金融業への投資には、政府の認可が必要。また外国人による新設銀行の株式保有は、
15％に制限されている

◼ 通信事業への投資は、南アフリカ独立通信庁（Independent Communications Authority of South Africa：
ICASA）の認可が必要である（次ページ以降のスライド参照）

資本金に関する規制 ◼ 特になし

外国人就業規制

◼ 外国人に対する職種制限はないが、南アフリカ共和国（以下、南ア）での就労を希望する外国人には、就労ビザの取

得が必須である。外国人に対する就労ビザ発給にあたっては、原則として、当該職種における適切な南ア国民の採用が

難しいことが条件となっている

現地人の雇用義務

◼ 現地人の雇用が原則であるが、その職種の適格者が国内にいない場合や特殊技能有資格者については外国人の就労
を認め、当該外国人に就労ビザを発給する

◼ 政府調達に際しては、黒人、カラード、女性など歴史的に不利益を受けてきた南ア国民（Historically Disadvantaged 

South Africans：HDSA）の雇用割合が入札時の評価に加えられているほか、1998年に制定された雇用均等法によっ

て、企業に平等な雇用を義務付けている

◼ また従業員が50人以上、あるいは一定の売上高（製造業の場合3,000万ランド）以上がある企業に対しては、一定の

割合でのHDSA雇用が、雇用均等法に基づいて求められる。さらに、社内において雇用均等に関する従業員との協議が

求められるほか、従業員が150人未満の場合、雇用機会計画の策定や雇用機会均等に関する2年ごとの報告書の労

働省への提出が必要となる

外国企業の会社設立
手続き

◼ 外国企業が南アフリカ共和国に進出する場合の形態は、現地法人と外部会社である

外資の出資比率を定める「2005年電子通信法」では、公共放送、商業放送、コミュニティ放送それぞれの免許申請方法が明示されており、外資等によ

る資本所有規制の原則が規定されている

◼ 電気通信市場

通信省、南アフリカ独立通信庁、ユニバーサル・サービス・アクセス庁が管轄しており、南アフリカ独立通信庁の認可が必要。「2005年電子通信法」では、

国内で免許を取得した事業者に対し、株式の30％以上は歴史的な被差別民族が所有するように定めている。電気通信業に属するすべての会社は、

電気通信業セクターコードに基づき、黒人資本参加比率（黒人女性を含む）を30％以上にしなければならない

◼ メディア

外資出資比率の上限は、20％と定められている

https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/invest_02.html
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図 2-191 B-BBEE 政策の概要 

出所 Briefly ウェブサイト、PwC「BEE 新実施基準概要」、在南ア日本大使館「南アにおける BEE 政策」（2014 年 7 月） 

 

 
図 2-192 各業界における B-BBEE 政策 

出所： 
*1：DTCI “B-BBEE Sector Charter” 
*2：在南ア日本大使館「南アにおける BEE 政策」（2014 年 7 月） 
*3：B-BBEE ICT Sector Council “Amended B-BBEE ICT Sector Code” 
*4：Business Tech “New BEE rules announced for IT companies in South Africa” 
*5：B-BBEE Financial Sector Transformation Council “Amended-B-BBEE Financial Sector Code” 
*6：B-BBEE Commission “National Status And Trends on Board”より調査団作成 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

レベル6

レベル7

レベル8

非準拠

B-BBEE政策（Broad-Based Black Economic Empowerment Act）は、ア

パルトヘイトによる不平等を是正するための黒人の地位回復を促進する
政策。2003年に成立し、2013年改訂されている。その中で、黒人の経済

的地位向上に向けた企業の取組や貢献度を5つの要素（所有権、経

営支配、技能開発、企業及びサプライヤーの発展、社会的経済発展）

によりスコア化し、政府機関や公的機関との取引条件を規定しており、そ

れにより他の企業との取引においても間接的に影響されている。具体的
な配点については、Code of Good Practiceに定められている。

企業規模 年間売上高 遵守目標

免除マイクロ企業（EMEs） 1,000万ZAR未満 コード遵守の適用なし

対象小規模企業（QSEs） 1,000万～5,000万ZAR 5つ全て

中又は大企業（M&Ls） 5,000万ZAR～ 5つ全て

要素 指標 遵守目標 配点

所有権 投票権（黒人・黒人女性） 25%、10% 6

経済的利益（黒人・黒人女性、指定対象者、黒人

新規参画者）

25%、10%、

3%、2%
11

達成点 達成割合 8

経営

支配

取締役会の参加（黒人・黒人女性の投票権及び代

表取締役に占める割合）

50%、、25%、

50%、25%
6

幹部経営者の割合（黒人・黒人女性） 60%、30% 3

上級経営者の割合（黒人・黒人女性） 60%、30% 3

中級経営者の割合（黒人・黒人女性） 75%、38% 3

下級経営者の割合（黒人・黒人女性） 88%。44% 2

全従業員の黒人障碍者の割合 2% 2

技能

開発

技術開発プログラムへの支出額割合（黒人・黒人障

碍者）

6%、0.3% 12

Learnershipや見習い、インターンシップ（黒人の割合、

トレーニングにおける黒人の参加割合、加点：

Learnership研修後に雇用した黒人の割合）

2.5%、2.5%、

100%
8+5

企業・

サプライ

ヤーの

発展

優先調達の割合（推奨サプライヤー、QSE、EME、51%
以上の黒人所有企業、30%以上の黒人女性所有企

業、加点：51%以上黒人所有の指定グループの企

業）

80%、15%、

15%、40%、

12%。2%

25+2

黒人サプライヤー開発の支出の税引後利益の割合 税引後利益
2%

10

企業開発（新規起業家開発の支出の税引後利益の

割合、加点：支援企業1社以上がサプライヤー、企業

開ごに雇用創出する）

税引後利益
1%

5+1+1

社会経

済発展

社会経済発展に対する年間支出の税引後に占める割

合
税引後利益
1%

5

B-BBEEレベルと配点

B-BBEEレベルの目標と配点

調達額100%が配点

に算入

（BEE完全準拠）

調達額10%が配点

に算入

レベル1から調達する

場合、調達額の

135%が優先調達と

して配点に算入され

る

B-BBEEのコード（Codes of Good Practice)は、一般規約とは別に、各業界

団体の調整により制定された11の業界規約（農業、金融、建設、ICT、不

動産、公認会計士、輸送、林業、マーケティング広告、観光、軍事）があ

る。属する業界の規約がある企業は、一般規約ではなく、業界規約が優
先的に適用される（*1、2） 。

ICT分野の業界規約は2016年に制定され、ICTセクター協議会（B-BBEE
ICT Sector Council）が管轄している。一般規約と比べてICT分野の業界規

約では、所有権と能力開発、企業・サプライヤー開発が優先されており、こ
れらの最低要件をクリアしないと、ICASAが発行するライセンス取得が難しく

なる（*3）。

2021年3月に、ICT分野の規制機関であるICASAは、黒人だけでなく、歴史

的に恵まれないグループにもB-BBEEの対象範囲を拡大した。B-BBEE規制の

変更の中には、黒人の株式所有30%以上をレベル4としてICASAのライセン

ス取得の必須要件と定めている。また、スコアが足りずライセンスが取得でき
ない場合は、最大500万ZARまたは10%のライセンス年間売上高を支払わ

なければならないという罰則規定も設けている。（*４）

対象規約 大企業 QSE EME 合計

一般規約 2188 1186 1 3375

ICT 148 82 18 248

金融 185 24 15 224

不動産 37 22 13 72

観光 62 53 0 115

輸送 288 283 250 821

林業 32 17 7 56

マーケティング広告 37 38 0 75

農業 156 104 63 323

建設 169 154 44 367

特別規約（公的企業） 48 94 0 142

B-BBEE認証取得の企業数（2019年）*6

金融分野の業界規約は、2004年に制定され、金融セクター転換協議会

（B-BBEE Financial Sector Transformation Council）が管轄している。一

般規約とは異なり、金融分野の業界規約の適用対象は、南ア国内にお

いて金融分野に属する事業を行う個人または企業であり、銀行及び長期

保険業者、短期保険事業者、証券取引業者、その他の事業者に分類
され、それぞれ要素のスコア比重が異なる。また、一般規約の5つの要素

に加えて、金融エンパワメントと金融サービスへのアクセスの2要素が追加

されており、事業者が従来口座を持たないまたはサービスを受容できな

かった人々にもアクセスできる金融サービスを展開するように転換プロセス

の促進を目指している。（*5）

ICT業界

金融業界

https://briefly.co.za/28111-what-bee-bbbee-levels-explained-2021.html
https://briefly.co.za/28111-what-bee-bbbee-levels-explained-2021.html
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https://businesstech.co.za/news/it-services/480339/new-bee-rules-announced-for-it-companies-in-south-africa/
https://businesstech.co.za/news/it-services/480339/new-bee-rules-announced-for-it-companies-in-south-africa/
https://businesstech.co.za/news/it-services/480339/new-bee-rules-announced-for-it-companies-in-south-africa/
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Amended_Financial_Sector_Code.pdf
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2.8.2 各セクターの概況とニーズ 

(1) 行政サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

電子政府の推進にあたって、DTPS や DPSA、SITA など様々な省庁・機関が連携し、各種委員会も招

集され、それぞれの役割や責任は下記のように定義されている。 

表 2-140 電子政府主管機関の概要（1/2） 

 
出所： 

*1 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf （National e-Government Strategy and Roadmap） 

*2 http://www.sita.co.za/ 

 

表 2-141 電子政府主管機関の概要（2/2） 

 
出所： 

機関名 概要

Department of 

Telecommunications & Postal 

Services（DTPS）

◼ DTPSは、さまざまな政府機関による国家電子政府戦略とロードマップの実施を促進し、また、SITAを通じて技術支

援を提供し、プログラムを管理する。以下の活動を行っている：

• DTPSは、Cabinet Inter-Ministerial Digital Transformation Committeeの設置を主導し、同委員会に事務

局支援を提供する。

• 電子政府に影響を与えるすべての法令を見直し、フレームワークを調和させ、ICTSを通じたサービス提供を改善する。

• コミュニケーションと啓発キャンペーンを通じて、政府内および市民による電子政府サービスの普及を促進する。

• Open Governmentを推進するための戦略とプログラムを開発する。

• 政府による技術革新(クラウドコンピューティング、IoT、ビッグデータ、モバイルイノベーション、Data Object 

Architecture (DoA) 等) のロードマップを作成する。（*1）

State Information Technology

Agency（SITA）

◼ SITAは1999年に設立され、国家の情報技術資源を統合・調整し、規模拡大によるコスト削減を達成し、提供能

力を向上させ、相互運用性を高めることを目的としている。SITAは、情報技術 (IT) を政府の戦略的資源として活

用し、IT調達と提供プロセスを管理して政府が確実に金銭的価値を得られるようにし、ITを使用してすべての市民

に電子政府サービスを提供することを支援することにコミットしていいる。また、政府のIT House of Valuesに沿って

取組を行い、コストの削減、生産性の向上、市民へのサービスの向上を達成することを目指している。（*2）

Department of Public Service and 

Administration（DPSA）

◼ DPSAの責任は、すべての政府部門で実現されることが望まれる行政プロセスのリエンジニアリングと変革の管理に

ある。さらに、Public Services Act 1994に基づき、公共サービスにおける電子政府の展開に関する規範と基準を

定めることが、DPSA大臣に義務づけられている。（*1）

National Treasury ◼ National Treasuryは、計画及び非計画の予算条項を通じて国家電子政府計画のための資金を配分し、これに

関して適切な手続を定める。National Treasuryは、電子政府活動のための専用資金を確保するための電子政

府予算投票の設置においてDTPSを支援する。（*1）

機関名 概要（*1）

Inter-Ministerial Digital 

Transformation Committee

◼ Inter-Ministerial Digital Transformation Committeeは、whole-of-governmentアプローチが適用される

ことを確保するために、公共サービスで電子政府プログラムを推進し、政府全体の取組の調整を促進する責任を

負う。同委員会は、主に下記のことを担当する：

• 国家電子政府戦略とロードマップの実施のための電子政府計画を承認する。

• 電子政府活動のための専用資金を確保するため、電子政府予算投票の確立を支持する。

• 政府の優先事項及びMTSF (中期戦略フレームワーク) の成果と整合するように電子政府政策及び規制ポート

フォリオを確保する。

• 変革のためのプログラムを公共サービス全体に適用する。

• 各省庁は、それぞれの重点分野におけるICT関連の解決策の展開に責任を負う。同委員会は、実施にあたって

個々の省庁が直面するあらゆる課題に迅速に対処し、必要に応じて省庁、地方及び地方政府が戦略的支援

を提供されることを確保することを支援する。また、同委員会は、目標に対する進捗状況を厳格に監視する。

Government Information Technology 

Officers Council (GITOC)

◼ GITOCは、行政サービスのデジタル化に関して、DTPS、DPSA及びSITAに技術的及びアドバイザリー的支援を提

供する。

e-Government Programme Managers ◼ e-Government Programme Managersは、各省庁及び他の政府機関による国家電子政府戦略ロードマッ

プの実施を確保する責任を負う政府間委員会である。委員会は、電子政府プログラムを担当するDTPS職員

及びSITA職員が議長を務める。同委員会は、関連政府部門による行政サービス上の問題に対処するために、

社会、安全保障及び経済に関する小委員会を有する。

National e-Government Executive 

Committee (NEEC)

◼ NEECは、省庁間の電子政府プログラムのコミットメントを調整し確保することを目的としたCabinet Inter-

Ministerial Digital Transformation Committeeの支援組織となる。委員会は、Director-General (DG) of 

Presidencyが議長を務め、SITAのCEO 、DTPS、DPSAおよびNational TreasuryのDGで構成される。同委員

会は、電子政府について政府に戦略的な指針を提供し、その計画と活動をFOSAD (Forum of South

African Directors General) で報告した後、Inter-Ministerial Digital Transformation Committeeに提出

する。

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf
http://www.sita.co.za/
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*1 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf （National e-Government Strategy and Roadmap） 

 

➢ 政策 

国家電子政府戦略とロードマップが発表され、公共サービスのデジタル化促進、デジタル技術がもた

らす利益の国民への還元、包括的なデジタル社会の実現が目指されている。 

表 2-142 電子政府関連政策 

 
出所： 

*1 https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.pdf 

*2 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf （National e-Government Strategy and Roadmap） 

 

国家電子政府戦略とロードマップの中に記載されているビジョンやミッション、戦略的目標、指針、

電子政府サービスチャンネルを以下のように抜粋する。 

政策 概要

Digital Society SA（*1） ◼ Digital Society SAは南アフリカのNational e-Strategyである。National e-Strategyは、「 ICT総合

政策白書（ICT Policy White Paper）」や「ICT RDI ロードマップ（ICT RDI Roadmap）」 、 「産業

政策行動計画（Industrial Policy Action Plan）」 など、ICT及び関連分野における様々な政策を基

礎としており、これらの政策から生じた様々なイニシアティブの調整・統合された実施を実現しようとしてい

る。

◼ Digital Society SAは、南アフリカを公的領域におけるバリューチェーン全体にわたる情報通信技術

（ICT）の発展を促進する重要なプレーヤーとして位置づけるとともに、社会・経済セクターでのICTの普

及と利用を加速することを目的とする。

National ICT Integrated White 

Paper Policy（*2）
◼ 「国民中心、開発志向、包摂的なデジタル社会」 の実現を目指し、2016年9月に南アフリカ政府により

採択された同政策は、公共サービスのデジタル変革、ICTを活用して一般市民への公共サービスの提供

強化、国家電子政府戦略とロードマップの策定に焦点を当てている。

◼ この戦略の策定は、DTPSが主導している。策定にあたり、電子政府の全国レベルでの実施現状を評価

するための状況分析が行われ、これまでの計画や実施上の課題などについての検討もなされた。

The National Development Plan 

(NDP) of South Africa （*2）

◼ 南アフリカでは、2030年までの国家開発計画 (NDP) において、ICTを活用した国民への貢献が目指さ

れている。これは、政府の各部門を横断する“an enabling coordinated and integrated e-

Strategy” （実現可能で協調・統合されたe戦略）を通じて達成される。

National e-Government Strategy 

and Roadmap （*2）
◼ 国家電子政府戦略とロードマップ の目的は、国民がデジタル技術の進展から恩恵を受け、包摂的なデ

ジタル社会が実現できるように、南アフリカの公共サービスのデジタル変革を導くことである。

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf
https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf
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表 2-143 電子政府戦略とロードマップのビジョンやミッション等 

 
出所： 

*1 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf （National e-Government Strategy and Roadmap） 

 

電子政府の主要取組分野として、G2C や G2G、G2B が挙げられ、それぞれの分野において既に幾つか

の電子政府サービスが提供されている。 

 
図 2-193 電子政府主要取組分野 

出所：PPT 資料（2018 年 2 月）“Digital Society SA [National e-Strategy] Focusing on e-Government”及び下記の二つの資料 

*1 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf （National e-Government Strategy and Roadmap） 

*2 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/37261gon44.pdf（National Integrated ICT Policy Green Paper） 

 

➢ UN e-Gov Index 

UN e-Gov Index では 78 位（2020 年）となっている。 

 

項目 概要（*1）

ビジョン ◼ 南アフリカを包括的なデジタル社会・経済に変えつつ、政府サービスをデジタル化すること

ミッション ◼ ICTを活用し、効率向上を図るとともに政府サービスの提供を最適化し、また、いつでも・どこからでも政府の情報やサービスにアクセ

スできるように、国民の公的サービスへのアクセスを改善すること

戦略的目標 ◼ 南アフリカ国民がいつでも・どこからでも質の高い公共サービスや政府情報にアクセスできるようにする

◼ 南アフリカの行政コストを削減する

◼ DXを可能にするために政策環境と法的枠組みを調和させる

◼ 電子政府サービスの調整と促進のための制度的メカニズムを確立する

◼ 信頼性とアクセスのしやすさ、費用効果に優れた共通の中央サービスセンターの構築と管理

◼ スキル開発に取り組むフレームワークの開発を管理する

◼ ワン・ストップ・サービス・ポータルを実現する統合電子サービスを提供する

◼ 電子政府サービスの監視・評価体制の整備

◼ 業務の透明性を高め、汚職を減らすことで政府の説明責任を高める

◼ ICTを利用して農村地域や伝統的に十分なサービスが提供されていない地域社会をエンパワーメントすることにより、社会経済開発

の機会を提供する

◼ 技術革新(例えば、クラウドコンピューティング、IoT 、ビッグデータ、モバイルイノベーションなど) を通じて政府のデジタル化を推進する

◼ 政府の意思決定プロセスに参加するための国民や企業のケイパビリティを拡大する

指針 ◼ 相互運用性、ICT安全性、重複の削減、ICT応用における現地語採用、デジタルインクルージョンなど

電子政府サービスチャンネル ◼ インターネット、モバイル（モバイルサイト・アプリなど）、コールセンター（デジタルサービス関連情報提供、政府と国民の双方向交

流、テクニカルサポートなど）、デジタルTV（digital set-top boxesの設置）、サービスセンターといった５つのチャンネル

電子政府の主要取組分野（*1）

◼ 市民の利便性と参加を可能にするICT
➢ 税務管理・徴税システム（e-Filing）、失業基金の申請 (U-Filing) 、ID追跡（Trace and 

Trace）、情報ポータル(ゲートウェイ、Webサイト)など

G2C

Government-to-Citizen

◼ 政府機関内部の効率性と管理を向上させるICT
➢ 基礎会計システム (BAS) 、物流管理情報システム（LOGIS）、犯罪管理システム (CAS) 、

人口登録 (NPR) 、司法プロセス改善（e-justice）社会年金 (SOCPEN) 、保健 (e-

Health)、電子交通情報システム(eNatis)など

G2G

Government-to-Government

◼ 民間企業・産業・貿易に役立つICT
➢ 例: （企業・知的財産委員会(CIPC)）企業登録eServices、電子決済など

G2B

Government-to-Business

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/37261gon44.pdf
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図 2-194 対象 8 か国の UN e-Gov Dev Index の推移（2010～2020 年） 

出所：UN E-Government Development Index を基に調査団作成 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

国家電子政府戦略実施計画の中で下記の代表的な取組が挙げられる。 

表 2-144 国家電子政府戦略実施計画の中の主要な取組（1/2） 
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41

61
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2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年

(位)

対象8か国のUN e-Gov Dev Indexの推移

(2010～2020年)

インド バングラデシュ インドネシア フィリピン

ベトナム メキシコ ブラジル 南アフリカ

ブラジル

メキシコ

フィリピン

南アフリカ

ベトナム

インドネシア

インド

バングラ

デシュ

主な取組（*1） 対象期間 管轄省庁

Connected Governmentを可能にする標準化された全国eサービスポータ

ルの開発

2016-2018年
SITA及び他の全ての関係省庁

eサービス提供の候補となる公共サービスを特定し、全国eサービスポータルに

統合

2017-2018年 DTPS、SITA、DPSA及び他の全

ての関係省庁

電子IDシステムの開発
2018-2021年

DTPS、SITA及び内務省

政府のICTシステムに対する監査
2016-2018年

SITA

電子政府に影響を与えるすべての法律の見直しと改正を通じて、政策環境

と法的枠組みを整える

2017-2020年 DTPS、DPSA及び他の全ての関

係省庁

電子政府の監視・評価戦略の策定
2018-2019年 DTPS、States SA、DPSA及び

他の全ての関係省庁

電子政府サービスを政府の全レベルに展開するためのコミュニケーションと認

識促進のための計画作成

2018-2019年 DTPS、DPSA及び他の全ての関

係省庁
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表 2-145 国家電子政府戦略実施計画の中の主要な取組（2/2） 

 
出所：下記の PPT 資料（2018 年 2 月） 

*1 “Digital Society SA [National e-Strategy] Focusing on e-Government” 

 

ガバメントクラウド関連取組として、SITA クラウドプログラムが挙げられる。政府機関のソリュー

ション統合、システムの効率性及び相互運用性の向上、政府部門間のコラボレーション促進を支援す

ることは主要目的である。 

 
図 2-195 SITA クラウドプログラム 

出所：  

*1 http://www.sita.co.za/content/cloud-computing-0 
 

➢ 課題 

電子政府の推進に当たって、下記の課題が挙げられる。 

主な取組（*1） 対象期間 管轄省庁

政府職員がeサービスを提供するための再訓練と能力強化のためのプログラム

を開発

2018-2021年 DTPS、NEMISA、SITA、

GITOC及び他の全ての関係省

庁

オープン政府フレームワークの開発
2018-2019年

DTPS、DPSA

電子政府共通ICT基盤プログラム
2018-2020年

DTPS、SITA、DPSA

モバイルサービスを提供するためのモバイルイノベーションの設計と実装
2018-2020年 DTPS、DST、SITA及び他の全

ての関係省庁

サービスへのアクセスを向上させる共通のサービスセンターとモバイルサイトの確立
2018-2022年

DTPS、SITA、GCIS、SAPO

行政サービスのデジタル化
2018-2022年

SITA及び他の全ての関係省庁

◼ SITAは、南アフリカ政府の国家クラウドサービスプロバイダーとして活躍しており、政府機関によるソリューションの統合、効率性・相互運用性の

確保、及びコラボレーションを支援するために、SITAは共通かつ安全な政府専用クラウドを提供するクラウドプログラムを開発している。政府部

門のシステムを統合し既存のクラウドプロバイダーの仲介者として機能すること、安全で共通のクラウドサービスを作成し運用することがビジョンと

なっている。（*1）

◼ SITA Cloud Programmeとは（*1）

◆共通且つ安全な政府専用クラウド（Government Private Cloud）を構築して運用し、政府機関によるソリューションの統合を支援

する。政府専用クラウドは、南アフリカのすべての政府機関に効率性及び相互運用性の向上をもたらし、政府部門間のコラボレーション

を促進する。

◆既存のクラウドソリューション、システム、およびアプリケーションの相互運用性を確保し、部門間のコラボレーションを促進するために、すべ

ての政府部門の標準化担当エージェントとして尽力する。

◆政府データをすべての部門間で利用および共有できるオープンなデータ・プラットフォームを提供し、部門間のコラボレーションを促進する。

◆政府部門によるクラウドコンピューティングの導入を導くポリシーフレームワークを提供する。これには、政府専用クラウドとの相互運用できる

ようにシステム/アプリケーションを設計するための基準が含まれる。

http://www.sita.co.za/content/cloud-computing-0
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図 2-196 電子政府推進上の課題 

出所：PPT 資料（2018 年 2 月）“Digital Society SA [National e-Strategy] Focusing on e-Government”及び下記のリンクにある報告書 

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf（National e-Government Strategy and Roadmap） 

 

➢ 注力分野 

2018-2022 年に実現したい e サービスに関して、様々な政府機関から提案が寄せられ、例として内務

や財務管理・調達、事業登録、司法、治安などの分野における取組を抽出した。 

表 2-146 2018-2022 年に実現したい e サービス 

 
出所： 

*1 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf（National e-Government Strategy and Roadmap） 

 

電子政府戦略の統括

電子政府イニシアティブ・取組の断片化問題（統合・協調・調整が不十分、政府部門間役割重複など）が取り上げられる1

2
システム効率性・相互運用性の改善

業務プロセスの重複及びシステムの非互換性・非効率性は課題として挙げられる

4
公共サービスへのアクセス促進

行政サービスへの容易なアクセスの欠如は課題として挙げられている

3
情報共有の仕組みづくり

政府機関がそれぞれ利用しているアプリケーション、プラットフォーム、ソフトウェア、データベースは多様に存在し、システム間の情報

共有の仕組みづくりは不十分である

5
コスト削減＋サービス提供の円滑化

公共サービスのコスト上昇、サービス提供の滞り（積み残し）といった現象が見られる

取組分野（*1） 詳細 所管官庁

内務

◼ 出生登録、身分証明書登録、市民権申請、婚姻申請、養子縁祖申込、ビザ

申請、永住申請、児童パスポート申請、公用旅券申請、性別変更、死亡登

録など

Department of Home Affairs

財務管理システム、

調達プロセス

◼ 調達システム、 州のインフラ整備状況モニタリング、財政管理改革モニタリング、

年金給付及び基金拠出金 (特別年金を含む) の支払、医療扶助制度への拠

出金の支払、年金基金へのリスク管理手数料の支払など
National Treasury

事業登録、

事業インセンティブ、

知的財産関連

◼ ビジネスプロセスサービス (BPS) インセンティブ、協力奨励制度 (CIS)、輸出マーケ

ティング・投資支援スキーム (EMIA)、 生産インセンティブ (PI)、セクター別援助ス

キーム (SSAS)、産業イノベーション支援プログラム (SPII)、産業技術人材育成プ

ログラム (THRIP)、観光支援プログラム (TSP)、特許登録出願、商標登録、著

作権の登録申請、 デザイン登録、知的財産の登録、輸入と輸出のライセンス、

融資インセンティブと開発金融サービス、輸出促進・投資促進、技術革新支援、

産業振興支援など

Department of Trade and 

Industry 

司法

◼ 死亡者の財産報告、DVの保護命令申請、養子縁組の申し込み・取り消し、

負債の回収、法的助言の受け取りなど

Department of

Justice & Constitutional

Development

治安
◼ 指紋認証申請、行方不明者情報の流通・配布、犯罪通報、銃器ライセンス

申請・更新など SA Police Service

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201711/41241gen886.pdf
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➢ IT 業界団体及び電子政府の推進にかかわる民間セクター 

下記の表に、南アフリカの代表的な IT 業界団体及び電子政府の推進にかかわる民間セクターの取組

事例がまとめられている。 

表 2-147 IT 業界団体及び電子政府の推進にかかわる民間セクター 

 
出所： 

*1 https://ita.org.za/ 

*2 https://ispa.org.za/ 

*3 https://www.iitpsa.org.za/overview-2/ 

*4 https://afelica.com/africa/south-africa/gov-chat/ 

*5 https://www.nec.com/en/global/insights/article/2020022516/index.html 

 

(2) 金融サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

南アフリカにおける金融分野の主管は財務省であり、傘下の専門機関とともに、Fintech 作業部会（IFWG）を
立ち上げ、金融分野の電子化を推進している。 

民間セクター 概要

IT業界団体

◼ The Information Technology Association (ITA)：南アフリカの情報技術産業の公式の取引および雇

用者団体である。ITAにはIT機器、システム、ソフトウェア、サービスの供給に携わる200社以上の企業が参加し、

また、政府や消費者、その他の専門機関と緊密に連携して活動しており、業界内の人材育成にも長年取り

組んでいる。（*1）

◼ Internet Service Providers‘ Association(ISPA)：インターネット業界の代表団体として知られ、南アフリカ

の様々な独立系インターネットサービスプロバイダー、南アフリカ独立通信庁（ICASA）やその他の政府組織、

事業者、その他のサービスプロバイダー間の交流を促進してきた。（*2）

◼ Institute of Information Technology Professionals South Africa(IITPSA)：IITPSAの目的として、情

報通信技術 (ICT) の科学研究及び応用の推進、メンバーの行動規範・倫理の維持・促進、ICT知識水準の

定義・推進、情報通信に関する効果的な政策策定の推進、地域社会におけるICT関連知識及び理解の増

進・利用拡大等が挙げられる。（*3）

Gov Chat

◼ 「Gov Chatは南アフリカ共和国の政府と国民が直接コミュニケーションを取ることができるプラットフォーム。

WhatAppというSNSを介してUSSD(Unstructured Supplementary Service Data・お互いがログイン状態の

間だけ通信可能な仕組み)と呼ばれる通信技術で政府の役人とリアルタイムでやりとりができる。これにより国

民の意見をより多く取り入れ、国民に政治事情をより身近に感じてもらい、国民の政党支持率と信頼を得る

ことに大きく貢献している。」（*4）

NEC

◼ 南アフリカ内務省はNECと協力して、自動指紋識別システム（AFIS）を実装し、入国管理やパスポート登

録、選挙登録、年金支払い確認などのサービスを迅速かつ正確に自国民に提供している。その結果、これら

のプロセスに関連するペーパーワークが大幅に減少し、エラーが発生する可能性が低くなった。（*5）

https://ita.org.za/
https://ispa.org.za/
https://www.iitpsa.org.za/overview-2/
https://afelica.com/africa/south-africa/gov-chat/
https://www.nec.com/en/global/insights/article/2020022516/index.html
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表 2-148 主たるステークホルダー 

 
出所： 

https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/south-africa  

 

➢ 政策 

金融分野の政府方針・戦略は規制当局の設立した IFWG を中心に策定が進められている。 

表 2-149 金融分野の政府方針・戦略 

 
出所： 

※1 http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/Financial%20Inclusion%20Policy%20-%20An%20Inclusive%20Financial%20Sector%20For%20All.pdff 

※2 https://www.unlock-bc.com/sites/default/files/attachments/SARB%20Press%20Release.pd 

※3 http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf 

※4 https://www.ifwg.co.za/wp-content/uploads/South_Africa_FinTech_Vision.pdf 

名称 説明

財務省（National Treasury）
南アフリカ政府の立法機関で、国家財政を監督する役割を担う。SARBおよびFSCAと密接に連携し、

健全な金融サービス部門を確保している。

南アフリカ準備銀行（SARB: South Africa Reserve 

Bank）

SARBは、南アフリカのバランスのとれた持続的な経済成長のために、物価の安定を維持することを主

な責務としており、南アフリカにおける銀行業務と決済サービスの主要な規制機関である。SARBの権

限は最近拡張され、健全性規制機構（Prudential Authority）を通じて南アフリカのすべての金

融サービス機関の健全性要件の規制にも及んでいる。

健全性規制機構（PA: Prudential Authority）

健全性規制機構はSARBの管理下で運営される法人で、金融コングロマリット監督局・銀行・保険・

FMI監督局、リスクサポート部、政策・統計・産業支援部の各部門で構成される。同機構は、2017

年の金融セクター規制法（FSRA）によって設立され、銀行、保険会社、協同組合金融機関、金

融コングロマリット、特定の市場インフラの規制を担当している。

金融行為規制機構（FSCA: Financial Sector Conduct 

Authority）

FSCAは、金融サービス提供者、保険会社、ファンドおよびファンドマネージャー、資産管理会社、投資

顧問会社、退職基金、証券取引所、株式ブローカー、中央証券預託機関、中央証券預託機関参

加者、集団投資スキームなどを監督する市場行動規制機関である。

国家信用規制機関（NCR: National Credit 

Regulator）

NCRは以下に該当する貸金業（クレジットプロバイダー、信用調査機関、債権回収業者）の規制

当局である。

・消費者が自然人または事業体で、純資産額または年間売上高が一定の基準を下回る場合。

・与信額が所定の閾値を超える場合。

財務情報センター（FIC: Financial Intelligence Centre）

FICは南アフリカの主要なマネーロンダリング防止規制機関である。2001年金融情報センター法

（FICA）は、マネーロンダリング防止のための報告と顧客確認の要件を遵守しなければならない「説

明責任のある機関」を指定している。

政府間Fintech作業部会（IFWG: Intergovernmental 

Fintech Working Group）

FIC、FSCA、財務省（National Treasury）、歳入庁（South African Revenue Service

（SARS））、SARBで構成される作業部会であり、Fintech産業をより深く理解し、適切な規制対

応を見極めるための取り組みを行っている。

主な方針・戦略 決定時期 概要

省庁横断Fintech

ワーキンググループ

（IFWG）
（※1）

2016

財務省、SARB、FSCA、FIC、NCR、南アフリカ歳入庁（SARS）により設立された。政策立案者や規制当局が、Fintechの発展や南ア

フリカの金融セクターや経済に対する関連する政策・規制上の影響をより広範に理解し、Fintech関連政策立案に対する協調的なアプ

ローチを開発・採用することで、金融市場の継続的な効率的機能、金融安定性を確保し、国民と投資家の権利と利益を保護しながら、

Fintechのイノベーションを促進することを目的とする。

SARBFintech

プログラム
（※2）

2018

南アフリカ政府による初のFintech関連方針。Fintechの出現を戦略的に評価し規制への影響を検討するために設立した同プログラムは

以下3つの目的を持つ。

① プライベート暗号通貨に対するSARBの立場を見直し、適切な政策の枠組みと規制体制を構築する

② 規制サンドボックス、イノベーションハブ、アクセラレータなどのイノベーション促進メカニズムの可能性を調査する

③ プロジェクトKhokhaを立ち上げ、分散型台帳技術のアプリケーションと実例を評価する

SARビジョン2025 
（※3）

2018
国内の決済システムの安全性、効率性、アクセス性を高めることを目標に、決済システム・バリューチェーンにおける競争を支援するとしてい

る。これには、革新的ソリューションの開発促進のため、Fintech企業と従来の決済サービスプロバイダーとのコラボレーションの推進を含む。

南アフリカFintech・

ビジョン（※4）
2020

2019年に実施されたFintech Landscaping Assessmentの結果と提言に基づいて、「南アフリカがアフリカにおけるFintechのハブとなり、

金融包摂を促進するとともに、イノベーションを通じて競争、デジタルスキル、経済成長を促進する。」ことを目標に、IFWGが以下４つのビ

ジョンを策定。

①周縁化されたセグメントのニーズへの対応

②イノベーションと競争を促進するための法的規制環境の強化

③Fintech企業への投資拡大の促進

④人材基盤の構築と維持

https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/south-africa
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/Financial%20Inclusion%20Policy%20-%20An%20Inclusive%20Financial%20Sector%20For%20All.pdf
https://www.unlock-bc.com/sites/default/files/attachments/SARB%20Press%20Release.pdf
https://www.unlock-bc.com/sites/default/files/attachments/SARB%20Press%20Release.pd
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf
https://www.ifwg.co.za/wp-content/uploads/South_Africa_FinTech_Vision.pdf
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➢ 金融包摂関連データ 

南アフリカの総合金融包摂指数は開発途上国 52カ国中 11位（2017年）で、金融口座保有率は近年向上し
ている。 

 
図 2-197 金融包摂・金融サービス利用関連データ 

出所： 

※1 https://globalfindex.worldbank.org/  

※2 https://www.imf.org/  

また、経済の自由度ランキングでは 184 カ国中 99 位（2021 年）、Fintech指数は 65 カ国中 37 位（2019 年）
と、経済自由度・Fintech ともに世界の中位レベルとなっている。 

金融包摂指数（2017年）（※2）

総合金融包摂指数 伝統的金融包摂指数 デジタル金融包摂指数

0.70 （11位） 0.53（11位） 0.55（15位）

国際通貨基金が開発途上国52カ国を対象に金融包摂に係るデータから算出しており、指数は

１に近いほど金融包摂が進んでいることを意味する。

◼ 南アフリカでは比較的金融口座の保有率は高く、

本調査対象国の平均を大きく上回っていること

から、既に金融サービスに関する基本的な知識
は普及していると考えられる。

◼ デジタル決済の利用やデビットカードの保有も進
んでいる。

◼ 金融口座の保有率の高さを反映し、金融包摂
指数は開発途上国中11位と上位になっている。

金融包摂・金融サービス利用関連データ（※1）
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図 2-198 経済の自由度指数（2021 年） 

出所： 

※1 https://www.heritage.org/  

※2 https://findexable.com/  

 

➢ 具体的計画・取組事例 

南アフリカでは、2020 年に策定された Fintech ビジョンに基づき、Fintech 産業の発展の基礎となる６分野の
取り組みが進められている。 

 

世界Fintech指数（2019年）（※2）

経済の自由度指数（2021年）（※1）

総合点及び各評価要素は最高100点で、政府の効率性や、事業に係る規制の大きさを数値化している。

南アフリカは59.7点で、184カ国中99位（調査対象8カ国中5位）である。

Fintech指数は、現地のFintech社数、Fintechの活動の規模と質、金融・ネットインフラの規模と

質、競争環境（規制、税制など）、政府の支援などの要素をもとに算出される。

世界Fintech指数
9.614
※全65カ国中37位。調査対象8カ国中4位

都市別ランキング
➢ ヨハネスブルグが全アフリカ都市中1位

➢ ケープタウンは同4位

高評価分野
デジタルバンク、暗号通貨

インシュアテック、中小企業金融

◼ 南アフリカの経済の自由度は、全世界の中でも
中位程度にある。

◼ 具体的な評価要素の中では、税負担の小ささや、

政府支出の少なさ、労働に関する規制の少なさ、
通貨の安定性が高く評価されている。

◼ 一方、腐敗の多さ、司法の有効性、金融に関す
る規制の多さがマイナスポイントとなっている。

◼ Fintechに関しても、全世界の中で中位程度だが、

都市別ではヨハネスブルグがアフリカで1位となって

いる。

具体的な評価要素❶ スコア

法の支配

財産権の保護 38 

司法の有効性 35 

腐敗の防止 28 

政府の大きさ

税負担の小ささ 84 

政府支出の少なさ 94 

財政の健全性 66 

具体的な評価要素❷ スコア

規制の効率

事業の自由度 56 

労働の自由度 69 

通貨の安定性 70 

市場の開放性

貿易の自由度 63 

投資の自由度 45 

金融の自由度 30 

南アフリカの総合得点の推移

インフラ整備

デジタル経済を継続的に成長・拡大させるための強力な基盤として、優れた決済システムなどの金融インフラと通
信・モバイル環境、国民ID制度が整備されている。1

2
規制環境の改善

規制上のボトルネックに関するデータ収集、解決策を議論するための年次会議の開催、イノベーション・ハブの構築
などを通じ、Fintechを可能にする規制環境の構築に向けて進展している。

4
事業支援エコシステムの構築

イノベーションハブ、コワーキングオフィス、アクセラレータ、イベント主催者、財団など59の起業家支援組織がセクター

を超えて活動している。

3
ファンディングの改善

初期段階のFintechには既存の資金調達スキームの利用ハードルが高いため、エンジェル投資家のネットワーク拡大

を支援し、海外のリスクキャピタルとの潜在的なつながりを改善している。

5
市場の創出

従来の金融事業者が提供していない、あるいは提供が不十分な消費者や企業にリーチする機会が十分にあり、ま
た、より顧客に合わせたソリューションを提供する市場の余地は大きい。

6
人材育成

科学技術分野の高等教育機関に36万人の学生がおり、Fintech起業支援制度が整備されている。また、「未来に

通用するスキル」習得のための、技術とビジネスを組み合わせたカリキュラムが検討されている。

CEOイニシアティブとして、起業家精

神を刺激し、中小企業の成長を支

援するための15億ランドの民間セク

ターファンドの設立を発表。

インキュベータープログラムを開発する

企業を支援し、コミュニティ内での雇

用創出と経済強化することを目的と

した助成金を開始。

「産業のための技術と人材プログラ

ム」は技術力と競争力を向上させる

ため計1億5,000万ランドの助成金で

工学系の卒業生を支援。

黒人企業サプライヤー開発プログラム

は黒人が経営する企業に最大100

万ドルを投資。

IFWGは重要な規制問題に関するガ

イドラインも発表。

https://www.heritage.org/
https://findexable.com/
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図 2-199 具体的な取組事例（1/2） 
出所：https://www.ifwg.co.za/wp-content/uploads/South_Africa_FinTech_Vision.pdf 

南アフリカにおける Fintechの注力プロジェクトとして、「イノベーション・ハブ」が実施されている。 

 
図 2-200 具体的な取組事例（2/2） 

出所：IFWG Innovation Hub Website https://www.ifwg.co.za/ 

 

➢ 課題 

IFWGの調査によると、資金調達、市場での競争、規制対応が南アフリカの Fintech分野の大きな課題となっ
ている。 

 
図 2-201 Fintech 分野の課題（1/2） 

 

IFWG

イノベーション・ハ

ブ

2020年

Fintech事業者や金融事業者による金融イノベーションの導入や参入に際し、金融の安定性と健全性、消費者保護、

金融包摂、公正な貸付慣行などの規制分野に関し、規制当局であるIFWGメンバーが事業者を支援することを目的

として設立された。イノベーション・ハブのユーザーは、以下3つの支援にアクセスできる。

①法規制ガイダンスユニット

FAQや質問システムにより、イノベーターが、政策や

規制要件に関する具体的な疑問を解決するための

支援を行っている。

②イノベーション・アクセラレーター

金融セクターの規制当局が、業界の新たなイノベー

ションについて相互に学び、協力し合うための協調

的かつ探求的な環境を提供する。これらの協調的

な取り組みの成果はウェブサイトで共有される。

③法規制サンドボックス

関連規制当局の監督下で、既存の規制の限界を

押し広げるような新製品やサービスをテストする機会

をイノベーターに提供する。

規制が緩和された管理環境下で、参加者は事前

に定義されたパラメータ内で、革新的な製品やサービ

スをテストすることが可能。

❶ 資金調達・支援

◼ プライベート・エクイティ・ファームは、リスクを嫌う傾向があり、また、規制遵守に関する問題に将来直面する可能性が低

い投資先を好む。

◼ Fintech業界は規制が多く、新参企業の資金調達に困難が生じているが、行政からの支援は不十分である。

規制に関する支援

◼ Fintech起業家の資金調達に関する選択肢は、民間投資の確保、（独立性を失うリスクを伴う）既存企業との提

携、または個人の貯蓄を利用するかのいずれかであり、公的機関による直接的な支援はほとんどない。

◼ 税制優遇制度などの間接支援は、Fintechへの投資を除外している。

公的資金調達の促進

◼ クラウドファンディング・プラットフォームは、技術系起業家を支援するための民間投資を促進する重要な手段である。し

かし、南アフリカでは、エクイティベースとデットベースのプラットフォームの開発が遅れている。

オルタナティブ・ファイナンス

に関する高い規制基準

❷ 市場での競争

◼ 国民の約80％が既存の銀行と取引をしており、リテールバンキング市場の参入障壁が高い。

◼ 既存の銀行は、デジタル化や、商品やチャネルのイノベーションに多額の投資を行っている他、しばしば新興企業を買収

して自社のビジネスモデルに組み入れている。

既存事業者との競争

◼ スマートフォンとデータのコストは、低所得者にとってはまだ高価である。データ通信が利用できなければ、多くの人が日常

生活を改善できる革新的なソリューションを利用することはできない。

データ通信料と

スマートフォンのコスト

◼ 南アフリカでは金融リテラシーが低く、現金に大きく依存した低額取引市場となっているため、国内での収益の可能性

は限られている。また、地域での拡大を支援するメカニズムはほとんど存在しない。
限定的なスケーラビリティ

https://www.ifwg.co.za/wp-content/uploads/South_Africa_FinTech_Vision.pdf
https://www.ifwg.co.za/
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図 2-202 Fintech 分野の課題（2/2） 

出所： 

http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf  

 

➢ 重点分野 

IFWGは決済分野、融資分野、財務助言分野の発展可能性が高いと評価している。 

 

❸ イノベーション・エコシステム

◼ 移民受け入れの「重要なスキルリスト」が作成されているが、同リストは時代に合っていない。

◼ 煩雑な官僚的プロセスは、南アフリカへの移住を希望する熟練者の申請を妨げている。

◼ 社会に必要ななスキルをプロファイリングし、ターゲットを絞り、誘致し、採用するための積極的なプログラムやメカニズムが

ない。

移民プログラム

◼ 技術革新の支援に関する一貫した国家戦略は乏しく、技術革新やデジタルビジネスモデルにおける技術の採用を可能

にする環境を整えるための取り組みは連携が取れていない。政府内協調

❹ 規制
◼ 金融分野はライセンス取得の要件が複雑で、時間と費用がかかる。一部の金融分野の法律は広範な性質を持ってお

り、Fintechは従来の事業者と同じ規制要件に従う必要がある。

◼ 法規制が、新しいデジタル金融モデルのための免除や特定の要件提供を阻害している。

⚫ 国家信用法（NCA）によるP2P融資の制限：すべてのクレジット・プロバイダーは登録が必要。同法の改正により、

提供するローンの金額や数量に関わらず、融資を行うあらゆる事業者が対象となり、P2Pプラットフォーム上の個々の

貸し手は、信用供与者とみなされる可能性がある。

⚫ エクイティー・クラウドファンディングを制限する様々な規制：投資ベースのクラウドファンディングは、多くの追加規制の

活動に該当すると解釈される可能性がある。プラットフォームのデューデリジェンスやリスク評価サービスが、投資家と

起業家をつなぐ仲介サービスであると解釈された場合、プラットフォームは金融商品取引法（FAIS）の対象となる可

能性がある。また、証券の買い手と発行者を結びつける行為が店頭取引所の定義に合致すると考えられる場合、

プラットフォームは金融市場法に基づき、登録取引所としてのライセンスを取得する必要がある。さらに、投資プラット

フォームについては集合投資スキーム規制法（CISCA）に該当する可能性がある。

⚫ 銀行法：同法は銀行業務を単一かつ広範に定義しており、新規参入者にとって高いハードルとなっている。

イノベーションを

阻害する規制

❺ コミュニケーション

◼ Fintechのスタートアップ企業は、法律やコンプライアンスに関するアドバイスなど、ライセンス取得に必要なサポートサービス

を調達するのに高額な費用が必要となる。
ビジネスサービス支援

◼ 起業家は、同業者との交流は限られていると感じていおり、同業者とのコラボレーションが増えれば、知識の伝達、市場

の問題解決、ライセンス取得などの複雑な問題を解決するのに役立つと考えている。
同業者間交流

2018年にIFWGはFintechの８分野の拡張性、金融市場への影響度、個人の金融状況への影響度、経済発展への影響、リスクをそれぞれ評価し、

分野の発展可能性を分析している。（※1,2）

決済分野 融資分野 財務計画・
助言分野

B2B技術

支援分野

投資分野
(含む仮想通貨取引）

資本調達

分野
貯蓄分野 保険分野

拡張性

4点
銀行以外のチャネル

との統合に大きな余

地

3点
これまで除外されて
いた顧客の取り込み

2点
マスマーケットへの金
融アドバイスの提供

金融市場への
影響度

4点
決済の効率化、送

金コストの改善、現

金への依存低減

4点
シームレスかつ短時

間のクレジット申請

プロセス

3点
在庫状況や顧客

ポートフォリオへの適

合性情報の提供

2点
低手数料、シンプル

な商品、低金利を

求める市場

4点
ホワイトラベルな技

術ソリューション市場

は大きい

1点
中所得者向けの二

次的な金融商品市

場

1点
新しい取引所は小

規模投資家を引き

付ける可能性

2点
革新的な商品と

CVPが貯蓄行動の

動機付け

3点
セキュリティ、自動化、

顧客体験向上に資

する

2点
経験の浅い投資家

の利用拡大

2点
競争により手数料が

改善され、投資家の

選択肢が拡充

個人への
影響度

経済発展への
影響

1点
低コストかつ安全な
決済

2点
経済における現金の

デジタル化

1点
経済的ショックをカ

バーするための流動

性を提供

3点
経済成長の基本で

ある信用へのアク

セスを増強

3点
低コストで金融情報

を提供し、金融判

断を改善する

2点
長期的な貯蓄を促

進し、経済にプラス

の影響を与える

3点
不測の事態に備え
た流動性の提供

3点
貯蓄率の向上は経

済成長にプラスの影

響

N/A

1点
革新的な金融ソ

リューションの促進

2点
消費者が長期的な

貯蓄目標を実現し、

富を向上

2点
貯蓄と投資の拡大

は、経済成長を促

進

1点
投資機会へのアクセ

ス改善でより多くの

投資家が参加

3点
中小企業に株式資

本へのアクセスの恩

恵

リスク

総合評価

-2点
・国民の現金志向

・伝統的な銀行との

競争

９

-3点
経済状況の悪化に

より、不良債権が増

加する可能性

８

-2点
アルゴリズムの設計

と精度のテストを監

視する必要

８

-3点
既存企業支配が成

長を阻害する可能

性

７

-2点
既存企業はFintech
企業の買収や独占

契約を好む

６

-2点
金融リテラシーと貯

蓄率の低さによる投

資実行性の低下

５

-2点
規制によりプラット

フォームが制限される

可能性

５

2点
保険の加入率には

向上の余地が大き

い

2点
事業者・消費者の

増加によるリスク管

理モデルの改善

2点
低い保険料で潜在

的な金銭的損失を

回避できる

1点
零細・中小企業や

個人のリスク軽減に

役立つ

-2点
低価値資産のカバー

の持続可能性に関

する不確実性

５
多くの銀行やノンバンクが、

送金を可能にする決済プ

ラットフォームやアプリケー

ションを導入

暗号通貨を貸し出してリターンを

得ることへの関心も高まっている

クラウドファンディングプラッ

トフォームは、中小企業や

慈善事業の資金調達目

的に著しい成長

イニシャル・コイン・オファリン

グの数や、暗号通貨取引

所の設立も増加している

http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf
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図 2-203 注目されている Fintech 分野 
出所： 

※1 http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf 

※2 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-7399 

 

➢ 業界団体 

南アフリカには現状では Fintech 企業による業界団体は存在しないが、技術系スタートアップ支援団体や、
Fintech推進シンクタンクが活動している。 

表 2-150 金融業に関する業界団体及び専門家のフォーラム 

 
出所：各団体ホームページ 

 

➢ 競合 

南アフリカでは Fintech事業者数が増加しており 2019年 5月の時点で、南アフリカで活動中の Fintech企業
は合計 217 社あったが、現在では 700 社近いとされる。 これらの企業の中には、国内外の投資家から多額
の投資や資金提供を受けているものも少なくない。 

 
図 2-204 Fintech の概況 

出所： 

※1 https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/south-africa 

Fintech関連のフォーラム及びシンクタンク

団体名 概要 ウェブサイト

シリコンケープ

Silicon Cape

（Fintechに限定しない）技術系の起業家、開発者、クリエーター、エンジェル投資家、VCのコミュ

ニティで、起業支援、ネットワーキング、助言プログラムなどを実施。
https://www.siliconcape.com/

CENFRI

（Centre for Financial Regulation and 

Inclusion）

南アフリカのケープタウンに拠点を置く独立した非営利のシンクタンクで、Fintech及び金融包摂関

連の調査や提言活動を実施。
https://cenfri.org/

団体名 概要 ウェブサイト

南部アフリカ企業会計人協会

Association of Corporate Treasurers of Southern Africa (ACTSA)
企業会計担当者のフォーラム https://www.actsa.org.za/

債務発行者協会

Debt Issuers Association (DIA)
債券発行事業者の業界団体 http://www.debtissuers.co.za/

南アフリカ公認会計士協会

South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)
公認会計士協会 https://www.saica.co.za/

ブラック・証券・投資プロフェッショナル協会

Association of Black Securities and Investment Professionals 

(ABSIP)

黒人の証券・投資専門家のフォーラム http://absip.co.za/site/

南アフリカ・ファンドマネージャー協会

The Fund Managers Association of South Africa (SAAMA)
ファンドマネージャーのフォーラム http://saama.org.za/

南アフリカ経済学会

The Economic Society of South Africa (ESSA)
アカデミア、政府関係者、金融関係者を中心とした経済学会 https://www.essa.org.za/

南アフリカリスクマネジメント協会

Institute of Risk Management South Africa (IRMSA)
リスクマネジメント事業者の業界団体 https://www.irmsa.org.za/

南アフリカ決済協会

Payments Association of South Africa (PASA)
決済事業者の業界団体 http://www.pasa.org.za/

金融業に関する業界団体及び専門家のフォーラム

◼ 南アフリカではFintech事業者数が増加しており 2019年5月の時点で、南アフリカで活動中のFintech
企業は合計217社あったが、現在では700社近いとされる。 これらの企業の中には、国内外の投資家か

ら多額の投資や資金提供を受けているものも少なくない。

◼ Fintechのスタートアップ企業の中では、決済・送金サービスを提供している企業が最多であり、次いで融

資分野やB2B技術分野が多い。これは、国際的なFintechのトレンドと一致しており、Fintechの分野で

は決済ソリューションが主流となっている。2019年時点での分野割合は右図のとおり。

◼ 2021年時点での南アフリカのFintech産業分野の最新情勢及び各分野の主要プレーヤーは以下のとお

り。

決済
30%

融資
12%

貯蓄
6%

保険
9%

投資
10%

相談・助言
7%

資本調達
4%

B2B技術支援
20%

http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-7399
https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/south-africa
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表 2-151 注目されている Fintech 企業（1/3） 

 
 

表 2-152 注目されている Fintech 企業（2/3） 

 

分野 最新情勢 主要プレーヤー

決済・送金
分野

◼ 主に電子商取引の成長とインターネットの

急速な拡大により、南アフリカのFintech
分野で最も急成長している分野である。

◼ 本分野の大部分は、第三者決済プロバ

イダーまたは決済サービスプロバイダー

（PSP）であり、小売業者に対して様々

な決済手段（クレジットカード、口座振替、

銀行振込など）による電子決済の受け

入れを提供。

◼ 本分野のうち、第三者決済分野は比較

的成熟しており、2017-2018年以降の新

規参入者は比較的少なくなっている。

Yoco (https://www.yoco.co.za/za/)
2015年に設立されたYocoは、スマートフォンを決済端末にすることができるカードリーダーとアプリを顧客に

提供してる。ケープタウンに拠点を置く同社は中小企業をターゲットにしている。

Zoona (https://www.ilovezoona.com/)
Zoonaは、2009年にBradとBrett Magrathによって設立され、送金、電子バウチャーによる支払い、エー

ジェントによる支払いなどの製品を開発するB2Bモバイルテクノロジー企業である。

Sureswipe (https://www.sureswipe.co.za/)
小売店やサービスプロバイダーに、簡単で利用しやすい方法でカード決済を導入し、決済チャネルを統合

することで管理負担を軽減するサービスを提供。

Karri (https://karripay.com/)
Nedbankと提携してモバイル決済アプリを提供。学校でのスポーツイベント、募金活動などで保護者が

簡単に支払いを行うことができる。イベントの自動リマインダー機能も備えている。

分野 最新情勢 主要プレーヤー

融資分野

◼ 融資分野のFintechの平均年齢は3年と、

近年起業が盛んになっている。また、外資よ

りも国内企業が中心となっている。

◼ 中小企業向けと個人向けの双方が増加し

ている。

◼ 現在のところ、他のアフリカ市場で成功して

いるクレジットスコアの代替データセットは南

アフリカでは確認されていない。

Pollen Finance (https://www.pollenfinance.co.za/)
最大級のオンライン貸金プラットフォーム。小企業向け融資のニーズの高まりを受けて、2015年に設立。

2017年には企業に最大2,000万ランドの短期融資に成功。

LulaLend (https://www.lulalend.co.za/)
オンラインでの申請プロセスと独自の信用評価基準を活用し、運転資金を得られないことが多い中

小企業に短期融資を提供している。

Fundrr (https://www.fundrr.co.za/)
中小企業を対象に、期間3～12ヶ月、2万～50万ランドのローンを、シームレスなオンボードサービスで

提供している。申請手続きは8分で完了し、リクエストは24時間以内に処理される。

MyBucks (https://corporate.mybucks.com/)
アフリカ、欧・豪の11市場で活動している仮想銀行サービス。迅速で透明性の高い融資や直接資金

調達、暗号通貨の取引を行うことが可能。

規制対応

分野

（RegTech
）

◼ 規制の遵守を促進するためのより効率的な

ソリューションが求められている。

◼ 金融機関や規制機関はRegTechと提携し、

クラウドコンピューティングやビッグデータを利用

して情報共有を開始している。

Intergreatme (https://www.intergreatme.com/)
2016年に設立されたモバイルアプリで、検証済みの個人文書や情報を行政機関と容易に共有する

ための安全で効果的なプラットフォームを提供。

Mama Money (www.mamamoney.co.za)
南アフリカ初のキャッシュレス送金事業者で、顧客が自撮りでFICA（金融情報センター改正法）に

準拠できるサービスをいち早く発表。

ブロックチェー
ン

分野

◼ ブロックチェーン技術及び仮想通貨は南アフ

リカでは規制されておらず、金融規制当局

（SARB、FSCA、FIC）は両者を監督してい

ない。

◼ 仮想通貨市場は隆盛であり、国内取引プ

ラットフォームの創業により、携帯電話で暗

号通貨取引が可能となった。

The Sun Exchange (https://thesunexchange.com/)
分散型のソーラープロジェクト投資プラットフォーム。投資家は、クラウドレンディングを利用して太陽電

池を購入したり、リースを受けることが可能。太陽電池は他組織にリースすることもでき、電力消費量

に応じて、フィアット通貨や暗号通貨でリース料を受け取ることができる。

Valr (https://www.valr.com/)
2018年にヨハネスブルグで創業された、暗号通貨の購入と売却のための取引プラットフォーム。AIと機

械学習技術を用いて、トレーダーの身元を検証している。
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表 2-153 注目されている Fintech 企業（3/3） 

 
出所： 

※1 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/The%20financial%20sector%20and%20Fintech%20in%20SA%20-%202021.pdf  

※2 https://tracxn.com/explore/FinTech-Startups-in-South-Africa 

 

➢ 金融分野の規制 

南アフリカでは、Fintech は消費者保護とシステムリスクの防止を目的とした複雑な金融規制に制約されてい
る。 

表 2-154 規制の概要（1/2） 

 

分野 最新情勢 主要プレーヤー

B2B
分野

◼ 銀行とFintechが協力して、消費者にパーソ

ナライズされたバンキングを提供し、サービスの

最適化を行う事例が増加している。

Jumo (https://www.jumo.world/)
2015年にケープタウンにて設立。新興市場顧客向けの貯蓄、保険、融資等の金融商品プロバイダー

に、包括的なサービスを提供している。

Sasa Solutions (http://sasa.solutions/)
有担保・無担保ローンを提供することを目的としたモバイル用金融プラットフォームを提供。顧客獲得、

データ・信用分析、財務、関係管理、販売管理の一元化が可能。

Stitch (https://stitch.money/)
同社のAPIを使用すると、事業者はアプリを金融口座に接続でき、アプリ利用者は、取引履歴と残

高の共有、本人確認、決済の開始といった処理を行うことが可能となる。

保険分野

◼ 保険分野においてもアナリティクスやAIを活

用するケースが増加している。

◼ 保険会社が保険数理表やリスクカテゴリー

をより正確にするために、車GPSトラッカーや、

腕時計からデータを収集するサービスも開始。

Naked (https://www.naked.insure/)
2016年設立。短期のリテール保険商品を提供おり、透明で公正な保険プラットフォームの開発を進

めている。

Riovic (https://riovic.com/)
個人投資家がリスクマネージャーやリスクアンダーライターと直接つながり、将来の不確実な負債と引

き換えに、一定のキャッシュフローを受け取るサービス等を提供。

Pineapple (https://www.pineapple.co.za/)
未使用の保険料をすべて消費者の手元に戻すことを掲げた、アプリを使って身の回りの物の写真を

送ることで保険をかけることができるP2P型保険会社。

貯蓄・投資
分野

◼ これまでに銀行口座を保有していない層を

狙い、複数の銀行・貯蓄サービスが開始され

ている。

◼ 一般投資分野にもFintechの参入が増え、

株式市場等に簡単にアクセスできるように

なっている。

Prospa (https://www.prospa.com/)
低所得者層を対象に、プリペイドバウチャーを使って簡単に少額の貯金ができるモバイル貯金を提供。

他銀行の貯蓄を同一プラットフォームで束ねることも可能。

22Seven (https://www.22seven.com/)
個人が自分の支出傾向を把握し、コントロールすることができるスマートフォン用アプリ。貯蓄口座のリ

ンク、日付の同期、自動予算の取得などが可能。

TymeBank (https://www.tymebank.co.za/)
南アフリカ初のデジタル専用銀行。銀行の支店を持たず、デジタル手段（モバイルアプリとウェブサイ

ト）と主に小売店に設置されたATMを利用する。

法規制名称 概要 規制分野

金融商品取引法

Financial Advisory and 
Intermediary Services Act
（FAIS）

◼ 金融サービスを提供する事業者を規制する。

◼ 金融サービスには、アドバイスの提供、金融商品の売買やその他の取引、管理、登録、サービスの提供、顧客が商品供
給者に支払うべき保険料やその他の金銭の徴収や会計、クレーム処理などが含まれる。

◼ 金融サービス提供者はライセンスを取得しなければならず、資金情報機関法（FICA: Financial Intelligence Centre 
Act）に定められた説明責任を負う。また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の目的で規制される。

◼ 金融サービス・プロバイダー・ライセンスには5つのカテゴリーがあり、予定する事業活動によって異なる。

◼ 人が直接関与することなく、アルゴリズムやテクノロジーを使用した電子媒体を通じてアドバイスを提供することを許可さ
れた金融サービス・プロバイダーは、追加の運用能力要件を遵守する必要がある。

・全分野

国家決済制度法

National Payment System Act
◼ 決済サービス事業者は、南アフリカ決済協会（PASA）に決済サービスプロバイダーまたは第三者決済プロバイダー

（TPPP）として登録しなければならない。

◼ 非銀行事業者は、決済の認可を受けた銀行事業体とのスポンサー契約により、国内の支払システムに参加することが
できる。

・決済分野

銀行法

Banks Act
◼ デジタル銀行はSARBの銀行免許取得に加え、自己資本比率、流動性比率、準備金の要件に関する義務が適用さ

れる。

◼ クレジットプロバイダーが後に貸し手に返済することに同意した場合、それは預金取得とみなされる可能性があり、そのプ
ラットフォームは銀行法の要件に従うことになる。

◼ デジタルウォレットや電子マネーサービスの提供者は、預金獲得の定義に該当する可能性があり、銀行法および2009年

電子マネーポジションペーパーの要件に従うことになる。

◼ 銀行法に違反すると刑事犯罪となるため、Fintech分野のプレーヤーは、常に銀行法を意識して活動を検討する必要が

ある。

・決済分野

・貯蓄分野

・融資分野

国家信用法

National Credit Act
◼ 貸し付けの金額や量にかかわらず、オンライン貸金業者やP2P融資プラットフォームを含むすべての貸し手は国家信用規

制機関（NCR）にクレジットプロバイダーとして登録する必要がある。

◼ 2016年にクレジット・プロバイダー登録の最低基準額をR0（ゼロ）に引き下げることが決定されたが、P2Pや債務ベース

のクラウドファンディング・プラットフォームの参加者がクレジット・プロバイダーとしての登録を求められる可能性があるため、
そのようなプラットフォームの運営が制限される。

・融資分野

対象範囲に曖昧さがあり、

Fintechへの適用が不明瞭。

銀行業務が広く定義され、多く

のFintechモデルを規制する。

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/The%20financial%20sector%20and%20Fintech%20in%20SA%20-%202021.pdf
https://tracxn.com/explore/FinTech-Startups-in-South-Africa
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表 2-155 規制の概要（2/2） 

 
出所： 

※1 http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf 

 

 
図 2-205 関連する法規制 

出所： 

※1 http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf 

※2 https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/south-africa 

※3 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-7399 

※4 http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/Financial%20Inclusion%20Policy%20-%20An%20Inclusive%20Financial%20Sector%20For%20All.pdf 

 

(3) 通信サービス 
➢ 主たるステークホルダー 

2019年に、通信サービスを管轄していた Department of Communication と Department of Technologies and 
Postal Service が統合されて、通信デジタル技術省（DCDT）が設立された。これにより、通信に関連する政府
機関が DCDTの傘下に集約された。 

法規制名称 概要 規制分野

保険法

Insurance Act
◼ 保険会社は、短期保険会社、長期保険会社、小規模保険会社、再保険会社のいずれかのライセンスを取得しなけ

ればならない。

◼ 保険法の改正により、マイクロインシュアラーが生命保険および損害保険を提供できるようになった他、保険会社は商
品基準を満たすことを条件に、革新的な新商品を提供できることが可能となった。

・保険分野

金融市場法

Financial Market Act
◼ 資本市場の活動と機関を規定する。

◼ 株式の買い手と売り手をつなぐプラットフォームは、取引所とみなされる可能性があり、FSCAから取引所としてのライセン

スを取得する必要がある。

・投資分野

・資本調達
分野

集団投資スキーム規制法

Collective Investment Schemes 
Control Act（CISCA）

◼ 集団投資スキームについて規制しており、特定のFintech製品の提供には、同法が適用される可能性がある

◼ 例えば、クラウドファンディングの提供は、CISCA で定義されるポートフォリオに投資がプールされている状況では、CISCA の
適用を引き起こす可能性がある。また、暗号資産への集団投資にも適用される可能性がある。

・投資分野

◼ 会社法に基づいて、企業は、南アフリカ国内で最初に事業を開始してから20営業日以内に法人登録する必要がある。

◼ 消費者保護法および個人情報保護法（POPI）によって、顧客へのダイレクトマーケティングは厳しく規制されている。

◼ 消費者保護法は、消費者の権利と、製品・サービス提供者の責任を定めている。

◼ 個人情報保護法は、組織がデジタル情報を含む個人情報を入手・利用する方法を規定している。 同法は、個人情報の南アフリカ国外への移転を規制している（各種例外

あり）。

◼ 金融情報センター法（FICA）でマネーロンダリングは規制されている。法律で定められた「説明責任を負う機関」 （Accountable Institution ）は、新規顧客を受け入れる

際にコンプライアンス要件を満たす必要がある。すべてのFintechが「説明責任を負う機関」に該当するわけではないため、マネーロンダリングの可能性がある取引をスクリーニング

することは困難である。また、FICAはマネーロンダリング、テロ資金調達、組織犯罪を防止するために資金の流れを監視するための顧客確認（Know Your Customer：
KYC）規制を規定している

◼ 為替管理制度に従い、原則として、国境を越えて送金することを希望する人は、許可を申請する必要がある。

◼ SARBが2019年に発行したコンサルテーションペーパーによると、取引所や暗号資産保管人は、プルデンシャル機関またはFSCAに登録する必要がある。

◼ 暗号空間でビジネスを行うすべての者は、FICAが設立したFinancial Intelligence Centre（FIC）に、疑わしい取引や異常な取引を報告する義務を負う。

◼ 海外企業による南アフリカへの投資は為替管理規制の対象となり、SARBまたは外貨の公認ディーラーによる為替管理承認が必要となる。

◼ 現在、金融機関の行動法（COFI）案が審議されている。同法はデジタル金融サービスにおける消費者リスクを管理し、金融セクターへの継続的な信頼を確保することを目的

とする。財務省は、同法には柔軟性があり、Fintechの参入者を支援し、段階的なアプローチをとるための規定が設けられていると説明している。

その他の関連する法規制（※1,2,3,4）

http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/WB081_Fintech%20Scoping%20in%20SA_20191127_final%20(002).pdf
https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/south-africa
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-7399
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/Financial%20Inclusion%20Policy%20-%20An%20Inclusive%20Financial%20Sector%20For%20All.pdf
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表 2-156 南アフリカの通信分野の政府機関 

 
出所： 

*1 https://nationalgovernment.co.za/units/view/428/department-of-communications-and-digital-technologies-dcdt 

*2 https://www.telecompaper.com/news/south-african-govt-plans-to-dissolve-usaasa-in-march-2023-set-up-digital-development-fund--1383238 

また、DCDT は通信サービス大手お Telkom をはじめ、放送や郵便サービスを提供する国営企業を管轄す

る。 

表 2-157 南アフリカの通信分野の国営企業 

 
出所 

*1 https://nationalgovernment.co.za/units/view/428/department-of-communications-and-digital-technologies-dcdt 
 

➢ 政策 

機関名 分類 概要

Department of Communication
and Digital Technologies
（DCDT）

中央政府機
関

2019年にDepartment of CommunicationとDepartment of Technologies and Postal Servicesを
統合した南アフリカの通信を担当する省。メディアやICT技術を通じて経済社会開発や産業育

成を目指す。

Independent Communications 
Authority of South Africa (ICASA)

規制機関 2000 年 7 月に設立、「2005 年電子通信法（Electronic Communications Act of 2005）」に

より独立規制機関として所掌が再定義された。主な所掌事務は以下の とおりである。

・電気通信事業に関する規則の制定 ・事業免許の付与 ・事業者の規制監督 ・事業者間の

紛争処理 ・周波数、番号等希少資源の割当て、管理 ・消費者保護 ・機器の型式認定

Universal Service and Access 
Agency of South Africa (USAASA)

政策実施機
関

1996 年に設立された。ユニバーサル・サービス基金の運用や推進政策の施行の ほか、電子政府

等の ICT 政策の施行も所掌する。

2023年に廃止され、Digital development Fundが新設される予定である（*2）。

State Information Technology
Agency（SITA）

調達機関 政府のIT政策実施組織の一つで、公共部門の入札を管理し、ITや情報システム、関連するサー

ビスを政府に提供している。民間企業として管理されているが、政府が単一の株主となっている。
2012年に国家プロジェクトの完成に向けて1,200人従業員の雇用プロセスを開始し、従業員数

は3,200人に上ると見込まれている。

.za Domain Name Authority 
(ZADNA)

規制機関 「.za」の名前空間を管理・規制する非営利企業。行政の国際的ベストプラクティスの遵守、登

録ライセンスの供与と管理、ガイドラインの作成等を行っている。

Film and Publication Board (FPB) 規制機関 FPBはメディアのコンテンツを規制する機関。映画やゲーム、特定の出版物の規制を通じて消費

者を保護し、一般市民や子どもたちへの情報共有によりエンパワメントを促進する事を使命とす
る。

National Electronic Media 
Institute of South Africa 

研究機関 南アの経済社会の発展とICTを通じたサービスの改善、競争力の向上を目指して、DCDTと協力

して、ICTスキルと能力開発のためのプログラムを実施する。

機関名 分類 概要

Telkom 通信 南ア全土にブロードバンドサービスの提供を目指す国営企業である。

Broadband Infraco 通信 南ア全土にブロードバンドを提供する国営企業で、SA Connectプロジェクトを実施している機関

である。近隣諸国との接続も行っている。また、Transnet（ロジスティクスの国営企業）や

Eskom（電力の国営企業）、各州政府とも連携をとっている。

The .za 通信 「.za」の名前空間を管理・規制する非営利企業である。

SENTECH 放送 南アの放送及び通信業界に電子ネットワークを提供する大手プロバイダーである。テレビとラジ

オ両方の地上波信号配信のための国内最大のインフラを所有しているために非独占的な方法
で、官民のラジオ及び放送送信サービスを提供している。

South African Broadcasting 
Corporation SOC Limited (SABC)

放送 南アフリカ放送協会として、次の目的をもって、高性能で経済的に持続可能なデジタル化され

た全国公共放送局を目指す：①全国のすべての市民へのサービスのアクセスを確保する、②

情報・教育・娯楽を提供する、③すべての公用語でサービスを利用できるようにする、④南アフ

リカ、その地域および聴衆の文化的および多言語的性質の統一性と多様性の両方を反映す

る、⑤ 子供、女性、若者、障害を持つ人々にプログラミングを提供する、⑥全国、発達、マイ

ノリティのスポーツを放送する、⑦開発を促し、南アフリカのコンテンツを紹介する、 ⑧高品質の
独立したニュースを提供する。

South African Post Office (SAPO) 郵便・金融 郵便をはじめ、宅配便及び貨物サービス、金融サービス（請求書の支払いなど）、自動車免
許の更新などの政府サービスを提供する。

https://nationalgovernment.co.za/units/view/428/department-of-communications-and-digital-technologies-dcdt
https://www.telecompaper.com/news/south-african-govt-plans-to-dissolve-usaasa-in-march-2023-set-up-digital-development-fund--1383238
https://nationalgovernment.co.za/units/view/428/department-of-communications-and-digital-technologies-dcdt
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南アフリカには、包括的な DX 戦略・計画は、2021 年 8 月時点で策定されておらず、DCDT（前身の
Department of Telecommunications and Postal Service）や ICASA、ITを含めた研究開発を管轄する科学イノ
ベーション省（Department of Science and Innovation）の各政府機関が戦略や計画を打ち出している。下記の
主要な DX戦略及び計画は、2030年まで続く国家開発計画（NDP2030）を基盤に策定されている。 

表 2-158 南アフリカのこれまでの主な DX 戦略 

 
出所： 

*1 South African Government “National Development Plan 2030”  

*2 ICASA “ICASA Strategic Plan 2020/21-2024/25” 

*3 DSI “The ICT RDI Roadmap” 

*4 DTPS “National Integrated ICT White Paper Policy” 

*5 https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.pdf 

*6 DCDT “National Digital and Future Skills strategy” 

*7 DCDT “ICT and Digital Economy Masterplan for South Africa” 

 

国家開発計画 2030（NDP2030）は、2012 年に策定され、2030 年までに貧困の撲滅と不平等の撤廃を目指
す国家戦略である。3本の柱に中で、デジタルデバイドの解消に向けて、ICT産業競争やブロードバンドのイ
ンフラ整備を需要課題として掲げている。また、通信サービスの消費者保護や地上デジタル放送を通じた社

会的統合などが目指されている。 

# 政策・戦略 統括機関 概要

1 National Development
Plan 2030（NDP）

（2012）

National Planning Commission 貧困と不平等の撲滅を目指す政府の長期計画。2030年までのロードマップと

18の目標が設定されている。*1 ICT分野においては、➀ICTセクターの競争促

進、➁質の高いブロードバンドサービスの展開、➂デジタル化による社会的統合
促進、④消費者の権利保護が当てはまる（22ページ参照）*2

2 National ICT R&D and
Innovation Roadmap
（2013）

Department of Science and
Innovation

2007年に策定された国家ICT RDI戦略の10年間の実施計画。当時のDSTと

CSI Meraka Instituteの連携によって策定され、ICT RDIの投資のための総合的

なアクション・プランである。6分野（ブロードバンドとインフラ整備、開発、環境、

保健医療、産業活用、サービス業）の27の市場機会を明示する。*3

3 National Integrated ICT 
White Paper Policy 
(2016)

DCDT（当時Department of
Telecommunications and Postal
Service）

多様なICTセクターの政策諸問題を概観し、電子戦略の方向性について政策

提案している文書。NDPを基に、情報社会と知識経済の開発を目指した目標

を打ち出している。*4

4 South Africa’s National e-
Strategy towards a 
thriving and inclusive 
digital future 2017-2030 
(2017)

DCDT（当時Department of
Telecommunications and Postal
Service）

#2と#3及びその他のICT関連政策・戦略を基に、現状の課題を踏まえてNDPを

達成するために打ち出されたICT戦略。3本柱で戦略を策定している。*5
➀ICTセクターへの介入（必要な政策やインフラの特定）

➁その他の産業におけるICTの活用

➂デジタル産業革命の勃興

5 National Digital and
Future Skills strategy
（2020）

DCDT 国民のデジタル能力向上と産業促進を目指して、8つの柱と29のアクションポイ

ントが打ち出された。コンピューター及びプログラミングを追加しカリキュラムを改定

する、教員にデジタル学習の訓練、学校にインターネット等のインフラを整備、無

料オンライン・コースの普及、失業者の再生プログラムでのデジタル訓練などが挙
げられている。*6

6 ICT and Digital Economy
Masterplan for South
Africa (drafted 2020)

DCDT コロナでの需要変化や新技術の登場を踏まえて、新たに策定されたICT戦略計

画。物理的技術生産（EVや再生可能エネルギー、デバイス）や革新技術アプ

リ、デジタルプラットフォーム、電子の貿易取引を4つの柱としている。*7

https://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030
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図 2-206 南アフリカの国家開発計画 

出所： 

・https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/icasa-strategic-plan-2020-21-2024-25 

・https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/NDP%20REVIEW.pdf より作成 

 

DCDTの前身である Department of Telecommunications and Postal Serviceによって、国家電子戦略（South 
Africa’s National e-Strategy Toward a thriving and inclusive digital future 2017-2030）が策定され、電子通信
分野の政策や取組みの方向性を打ち出している。 

National Development Plan Goal 2030

Eliminate Income Poverty:一人あたり月収入419ZAR（2009年物価）の世帯の割合を39%から0%に減らす

Reduce Inequality：ジニ係数を0.69から0.6に減少させる

Pillar 1

Strong and Inclusive Economy

• 1,300万から2,400万へ雇用数の増加を目指す

• 一人あたり収入の増加を目指す

• 底辺40%の収入の増加を目指す

• インフラや人的資源および規制的枠組みの競争的基盤を構
築する

• 人種や性別、障害の有無なしに管理職のポストを確保する

• 歴史的に不利な立場にあるグループの資産所有権の拡大

• 効率的で安全かつ手頃な価格の公共交通機関を整備する

• 競争的な価格でエネルギー産業を支援し、貧困家庭の電気
を確保すると同時に電力単位当たりのCO2排出量の3分の1
削減を目指す

• 高速ブロードバンドインターネットを競争力のある価格で全土
で利用できるようにする

• 食糧生産の3分の1を小規模農家で賄い、食糧貿易を黒字

にする

Pillar 2
Capacities of South Africa

• 全ての子どもが最低2年間就学前教育を受け、全て

の3年生の児童が読み書きできるように教育の質を

高める

• 健康と福祉を促し、質が高く手頃な医療を提供する

• 全ての国民が家庭できれいな水を確保できるようにす
る

• 家庭の食糧と栄養の安全を確保する

• 貧困層や子ども、障碍者などの困窮しているグループ

を社会的に保護し、全ての労働者を対象とした社会
保障制度を確立する

• 独立した公正な刑事司法制度により、全ての国民が
安全に暮らせるようにする

• 過去の不平等に対処しながら、社会的結束と団結
を広げる

Pillar 3

Capable State

• 発展的かつ有能で

倫理的な国を実現
する

• 人間的な尊厳を

もって、大陸の開発、

経済統合及び人権

において主導的な
役割を果たす

①ICTセクター

の競争促進

④消費者の権利保

護

➂社会的統合の促進②質の高いブロードバンド

サービスへのアクセス

https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/icasa-strategic-plan-2020-21-2024-25
https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/icasa-strategic-plan-2020-21-2024-25
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/NDP%20REVIEW.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/NDP%20REVIEW.pdf
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表 2-159 南アフリカの国家電子戦略 

 
出所： 

https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.pdf より作成 

 

➢ 通信環境 

南アフリカの通信環境は、アフリカの中では高い水準にある。モバイルブロードバンドの加入率は、アフリカ

地域において最も高く、インターネットの利用率も 5 番目に高い。データプラン（1.5GB）のコストについては、
一時、高騰していたが政府の要請により 2020 年に低下した。4G の可用性については、通信大手 4 社の
MTN、Vodacom、Telkom、Cell Cによって整備が進められており、2020年に 80%を超えた。 

イニシアチブ 介入方法

ブロードバンド普及 • 4万の政府サイトでの高速インターネットの接続（SA Connect目標）

• SMME戦略のSMMEエンパワメントを通じた地方サービス産業への刺激

• ブロードバンドやIT企業のガバナンス・サービスデリバリー・パフォーマンスの合理化

ブロードキャスティング 地方コンテンツの開発や地方電子産業を刺激するための地デジ放送実施の促進

ICTセクターの競争 • 通信市場のオペレーターがデジタル・プラットフォームを通じて接続支援できるようにする

• 想定されるオペレーター：オープン・アクセス・ネットワークの卸売業者、モバイル・バーチャル・ネットワークのオペレー

ター、コア・モバイル・ネットワークのオペレーター、スペクトル・データベースのオペレーター、コンテンツ受信と提供のプロ
バイダー

SMME開発 ICT SMME戦略の最終化と実施の開始

政府のリーダーシップ 政府の情報・サービスやICT製品・サービスの需要を喚起するためのe-Governance戦略の最終化と実施の開始

通信のコスト ブロードバンド産業のバリューチェーンを通じた手頃な価格を設定するための調査を開始し、最終化する

無線周波スペクトル計画 ５Gのような新技術に備えて、希少な無線周波スペクトルの将来的な使用について調査を実施する

サイバーセキュリティ サイバーセキュリティハブを設立し、SMMEや消費者がICTを広範に拡散し使用できるように再配置する

国民教育 国家e-Skill計画の策定と実施

イノベーションとスマート技術 ◼ 地方の知的財産の創造と開発のための戦略的研究

• 地デジTVプログラムに貢献できる統合的なデジタルTV機器

• SA Connectに貢献できるファイバーケーブル

• インターネット機器を受容しSA ConnectやWOANに貢献する低価格のスマートフォンやその他の機器の生産を拡

大する

• ITと通信の統合を招いたサービス提供方法の変化に加え、地方の無線ブロードバンドの需要変化に対応するモ

バイル・ブロードバンド技術（製品やサービス）

• スマート・コミュニティ（大都市と地方都市両方）の構築を支援するため、IoT接続おの需要変化に対応できる

低電力無線技術（製品や技術）

• 製造業を含めた産業工程への自動化を通じた効率化を導入する無線技術

• ５Gモバイル通信のスペクトル・サービスを基盤とした地理的位置

• ネットワークのソフト化に刺激され、SDNやNDV、LSOを含む第三ネットワーク・サービス

• 農業や交通、エネルギーなど主要な産業のスマート・ソリューションを提供するアプリの開発

◼ 政策策定と実施の戦略のための戦略的調査と工程策定

• WOANの市場シェアと利用を拡大するためのWOANスペクトルのモデル化

• 現在のネットワークのパフォーマンスに加え有線と無線技術を検討し、次世代のネットワークの開発のための複合
技術をモデル化

◼ SEZや全州にICTハブを設立し、SMMEやRDIを巻き込むビジネスの卓越性の向上

◼ クラウト・コンピューティングやデータセンターに投資する民間セクターを支援するスキームを実施し、イノベーションを
巻き起こす

https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.pdf
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図 2-207 南アフリカの通信環境（1/2） 

 

 
図 2-208 南アフリカの通信環境（2/2） 

 
出所： 

*1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

*2 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/DDD/ddd_ZAF.pdf 

*3 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ZA 

*4 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx 

*5 OPEN SIGNAL: State of LTE 2016、2017、2018、The State of Mobile Network Experience 2019、2020 

*6 Mobile Network Experience Report 2020 

*7 https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 
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ンドの加入率は上昇し、2019年では100%を超えた。

• 2019年では、1件の加入あたり月平均1,301MBのインターネットが
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• 2019年時点ではアフリカにおいて、南アフリカの水準は最も高く

102.22%であり、その後にガーナ（99.9%）が続く。
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が利用された。

• 2019年時点ではアフリカにおいて、モロッコ（61%）、セーシェル

（58%）、カーボベルデ（57%）に続いて南アフリカは高い水準に

ある。

• また、2016年のStat SA General Household Surveyによると、モ

バイルデバイスを介してアクセスされる全国の家庭用インターネット使

用率は59.3％であった。
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ら測定されている。

• 2020年のサイバーセキュリティ指数は78.46
と、アフリカでは7位であった。

• スコアの内訳は、法規制（16.82）、技術

（15.85）、組織体制（12.5）、能力開

発（15.37）、協力（17.93）だった*7。
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https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.opensignal.com/reports/2020/08/southafrica/mobile-network-experience
https://www.opensignal.com/reports/2020/08/southafrica/mobile-network-experience
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https://www.opensignal.com/reports/2020/08/southafrica/mobile-network-experience
https://www.opensignal.com/reports/2020/08/southafrica/mobile-network-experience
https://www.opensignal.com/reports/2020/08/southafrica/mobile-network-experience
file://///jptyo2611.atrapa.deloitte.com/Client_TYO/103937-46/3_業務実施/80_報告書/3_中間報告書/https
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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*CIRT＝Computer Incident Response Team 

 

 

 

➢ 具体的計画・取組事例 

南アフリカ政府の注力プロジェクトとしては 2020 年に DCDT から発表された”ICT and Digital Economy 
Masterplan for South Africa”では、下記の 5つが挙げられる。 

 

図 2-209 南アフリカの注力プロジェクト 
出所 

DCDT“ICT and Digital Economy Masterplan for South Africa ” 
 

デジタルインクルージョンの実現に向けて、南アフリカ政府によってブロードバンド政策が進められている。主

要な政策として、SA Connect（South Africa Connect-South Africa’s Broadband Policy）とWOAN政策（Policy 
on High Demand Spectrum and Policy Direction）がある。 

NDP で掲げられた国内のブロードバンド整備を目指して、2013 年に成立した“South Africa Connect-South 
Africa’s Broadband Policy”は、2030 年 までの国内のブロードバンド接続目標を設定し、オープンアクセス
網の発展と地方の公共機関での接続環境向上が求めた。これにより、2014 年 に「2005 年電子通信法」が
改正され、第 73 条で通信サービス事業者は医療機関及び教育機関に対して、インターネット接続設備及び
サービスを市価の 50％以下の料金で提供することを義務付けられた。また、公共機関は有線接続のほか、
無料Wi-Fiスポットの提供しなければならない。しかし、2021年時点で、目標から遅れている状況である。 

デジタル・インクルージョン

➀ ブロードバンドの整備

➁ 手頃な価格のスマートデバイスの普及

➂ 地方及び関連のコンテンツの利用拡大

➃ 新技術のインフラストラクチャ―支援1

2
働くためのスキル

➀ 小中学校教育にデジタルを組込み、高校ではデジタル・スキル訓練を実施

➁ 高等教育ではデジタル社会で働けるようなパイプラインを整備

➂ 労働者及び失業者に対して、デジタル社会で働けるようにスキルアップ及び再教育を提供

4
イノベーションと競争

➀ デジタル製品及びサービスの事業を創造できる革新的なファイナンススキーム

➁ 世界的に拡大、マーケティング及び取引可能な革新的技術を支援する商号活動

➂ 国際競争及び雇用創出を確立するデジタル・インセンティブ及び支援

3
サイバーセキュリティの強化

➀ サイバーセキュリティの法規制の整備

➁ サイバーセキュリティハブの設置及び国民へのサイバーセキュリティの啓蒙・教育

5

責任あるガバナンス

➀ データアクセスとその規制の更新

➁ 新技術を含めたICT産業の競争体制の整備

➂ アジャイル手法で規制を整備し、新技術を活用した実証事業を促進

④ 規制管理局や関連機関の連携により、規制を統一

• Digital Skill Strategy
• 各政府機関で職業訓練プログラム

が実施されている

• SA Connect
• WOAN政策

• National Cybersecurity Hubの設立

• Cybercrimes Actの施行

https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
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表 2-160 SA Connect の目標と達成状況 

 
出所：総務省 「南アフリカ共和国」、National Planning Commission “Digital Future” 

 

2019年にWOAN政策が打ち出され、需要の高いスペクトル（周波数）を割り当てられている現行のオペレー
ターは、卸売りする新ネットワークを WOAN に提供しなければいけなくなった。現在、400 以上の事業者が、
電子通信ネットワークのライセンスを保有しているが、スペクトルの不足によりアクセスできていない。そのため、

新規参入者や SMME の参入が妨げられる競争が抑制され、通信サービスのコストが高いのが現状である。
故に、上述のように需要の高いスペクトルをWOANに割り当て、さらにほかの電子通信サービスライセンスに
も利用を割り当てる予定である3。 

また、特定のスペクトルをオークション形式で全国ベースに割り当てる予定である。割り当てられる事業者に

は以下の要件が提案されている4。 

✓ 全国平均のデータ伝送速度を 2025年までにアップロード 15Mbps、ダウンロード 30Mbps とする 

✓ 最低MVNO3社にネットワークを開放する 

✓ ネットワーク容量の 30%をWOANから調達する  

オークションは 2020 年 10 月に行われる予定だったがその後延期され、Telkom や MTN、テレビ放送局の
e.tvからの訴訟により、2021年 3月に裁判所は ICASAにスペクトル・オークションの停止を命じた5。 

表 2-161 WOAN 政策の対象スペクトル 

 
出所：マルチメディア振興センター 「ICASA 卸売オープンアクセス事業者への割り当て実施へ」 

 

また、デジタル・スキルの職業訓練は、SEDA（Small Enterprise Development Agency）やMICT SETAなどの
 

3 DoC “Policy on High Demand Spectrum and Policy Direction on the Licensing  of a WOAN”,  
National Planning Commission“Digital Future” 
4 マルチメディア振興センター「ICASA 卸売オープンアクセス事業者への割り当て実施へ」 
5 https://www.capacitymedia.com/articles/3828754/south-africas-president-weighs-in-on-spectrum-disputes 

対象 2016年目標 2020年目標 2030年目標 達成状況

全人口 人口50%が最

速5Mbps
50%が最速

100M bps、
90%が5Mbps

80%が最速

100Mbps、
100%が

10Mbps

2016年度目

標未達
（2018年時

点）

医療・教
育機関

50%が最速

10Mbps
80%が最速

100Mbps 、

100%が

10Mbps

100%が

最速1Gbps
2016年度目

標未達
（2018年時

点）

政府機
関

50%が最速

5Mbps
100%が最速

10Mbps
100%が最速

100Mbps
-

周波数帯 帯域 帯域幅

700MHz帯 703～733/758～788MHz 60MHz幅（2×30MHz）

800MHz帯 791～821/832～862MHz 60MHz幅（2×30MHz）

2,300MHz帯 2,360～2,400MHz 40MHz幅

2,600MHz帯 2,500～2,690MHz 190MHz幅のうち170MHz幅

3,500MHz帯 3,428～3,544MHz 116MHz幅

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/Digital%20Futures_South%20Africa's%20Digital%20Readiness%20for%20the%20Fourth%20Industrial%20Revolution.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/Digital%20Futures_South%20Africa's%20Digital%20Readiness%20for%20the%20Fourth%20Industrial%20Revolution.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/Digital%20Futures_South%20Africa's%20Digital%20Readiness%20for%20the%20Fourth%20Industrial%20Revolution.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/Digital%20Futures_South%20Africa's%20Digital%20Readiness%20for%20the%20Fourth%20Industrial%20Revolution.pdf
https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-004920.html
https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-004920.html
https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-004920.html
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.ppmattorneys.co.za/wp-content/uploads/2019/07/POLICY-ON-HIGH-DEMAND-SPECTRUM-AND-POLICY-DIRECTION-ON-THE-LICENSING-OF-A-WIRELESS-OPEN-ACCESS-NETWORK-20190726.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/Digital%20Futures_South%20Africa's%20Digital%20Readiness%20for%20the%20Fourth%20Industrial%20Revolution.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/Digital%20Futures_South%20Africa's%20Digital%20Readiness%20for%20the%20Fourth%20Industrial%20Revolution.pdf
https://www.nationalplanningcommission.org.za/assets/Documents/Digital%20Futures_South%20Africa's%20Digital%20Readiness%20for%20the%20Fourth%20Industrial%20Revolution.pdf
https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-004920.html
https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-004920.html
https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-004920.html
https://www.capacitymedia.com/articles/3828754/south-africas-president-weighs-in-on-spectrum-disputes
https://www.capacitymedia.com/articles/3828754/south-africas-president-weighs-in-on-spectrum-disputes
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職能訓練や中小企業開発を担当する政府機関で進められている。 

 
図 2-210 南アフリカのデジタル人材育成の取組事例 

（出所） 

*1：世界銀行データ 

*2：ITU “Digital Innovation Profile” 

*3：SEDAホームページ 

*4：NSA ウェブサイト 

*5：MICT SETA ウェブサイト 

*6：MICT SETA “Sector Skills Plan” 

 

サイバーセキュリティに関して、南アフリカはサイバー攻撃の被害が世界で 3 番目に多く（2019 年）、約 1 億
4,700 万 USD の損失が生じた。インターネット利用の増加に伴い、サイバー犯罪が増加している状況である
6。 

2021年 7月には、南アの運輸・港湾サービスを展開する国営企業の Transnetがサーバー攻撃を受け、主要
な港湾であるケープタウン港やダーバン港のコンテナ作業に支障が生じた。コロナの感染拡大の中で、南ア

の政府機関や民間機関へのサイバー攻撃が増加していたが、これは事業の稼働に初めて影響を及ぼした

事件となった。この事件により、南アからザンビアなどの別の港湾に輸出業者が移動することが想定され、シ

リルラマポーザ現大統領が 2021 年 5月に掲げた 1,000 億 ZARのインフラ開発プロジェクトのコミットメントを
損なう懸念が生じている7。 

下記のように、サイバーセキュリティの強化のために各政府機関が取り組みを実施しているが包括的な取り組

みが不在である。 

 
6 Accenture “Insight into the cyberthreat landscape in south Africa” 
7 https://allafrica.com/stories/202107300060.html 

南アフリカでは、アフリカにおいて比較的高いデジタルインフラの普及率とデジ

タル人材によって、海外のIT企業の拠点として参入や需要が増加している。

その一方で、失業率は28.74%（2020年）*1と高く、南アフリカ政府は雇

用政策の一環としてデジタル人材の職業教育の以下の政府機関と連携し

ながら進めている。

Department of Higher Education and Training（DHET）傘下の機

関で、情報通信分野のMICTのほか、農業や保健医療などの合計で21
分野のSETAsに呼ばれる教育訓練機関がある。MICTでは、ICT分野の

企業や労働者、学生向けに以下のプログラムを提供している。*5
◼ 企業向けのトレーニング計画の策定支援

◼ 社会人学生への支援

◼ インターンシップの提供

◼ 能力開発プログラム

◼ 国際水準のスキルを維持するためのVendor Specific Programの実施

DTCTは「National e-Skill Strategy」にて、MICT SETAをはじめ、他の

SETAを含めて労働者のデジタルスキル開発の計画・実施を推進している

Department of Higher Education and Training（DHET）の下部組

織で、1999に設立された法定機関である。National Skills Fund
（NSF）の運営やSETAの監督をはじめ国家の教育と職業訓練政策を

推進する。NSFは、納税されたスキル賦課税の20%（年間500万ランド以

上）からなる資金をデジタルスキル開発プログラムを含むスキル開発に提供

している。*4

2004年に設立された中小企業の開発を担当する、Department of Small 
Business Developmentの傘下機関。政府の中小企業政策を実施を義

務付けられ、中小企業開発のために起業家や中小企業、協同組合との

全国ネットワークを構築し、政府資金が提供される中小企業支援機関を

統率している。主なサービスとして、スキル開発、メンターシップ、金融機関の

紹介支援、ローン申請の準備などがある。また、技術移転やビジネス及び

技術のインキュベーション、製品テストや認証のインセンティブを提供する。例

えば、企業の生産性改善のための技術支援などを提供している*2。

全国のTVETやインキュベーションセンターやテックハブ、組合を通じて支援

を提供している*3。

MICT SETA
（Media, Information and Communication Technology

Sector Education and Training Authority）

Small Enterprise Development Agency（SEDA）

National Skills Authority

順位 職業 空席数

1 ソフトウェア開発者 1131

2 コンピューターネットワーク/システムエンジニア 352

3 ICTシステムアナリスト 316

4 プログラマーアナリスト 165

5 ICTセキュリティスペシャリスト 150

6 ビジネスアナリスト 126

7 マルチメディアデザイナー 121

8 広告スペシャリスト 106

9 データベース設計者及び管理者 91

9 通信ネットワークエンジニア 91

上位10位の不足している職業*6

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=ZA
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=ZA
https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Brochure%e2%80%93DIP%20South%20Africa.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Brochure%e2%80%93DIP%20South%20Africa.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Brochure%e2%80%93DIP%20South%20Africa.pdf
http://www.seda.org.za/AboutUs/
http://www.seda.org.za/AboutUs/
http://www.nationalskillsauthority.org.za/about-us/background/
http://www.nationalskillsauthority.org.za/about-us/background/
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://www.readkong.com/page/sector-skills-plan-2019-to-2024-final-1-august-2018-mict-7799766
https://allafrica.com/stories/202107300060.html
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図 2-211 南アフリカのサイバーセキュリティの取組事例 

出所： 

*1 https://www.cybersecurityhub.gov.za/ 

*2 https://ewn.co.za/2021/06/03/think-before-you-click-ramaphosa-signs-cybercrimes-act-into-law 

*3 https://pygmaconsulting.com/cybersecurity-governance-in-south-africa-a-perspective-on-policy-legislation-and-regulation/ 
 

日本から南アフリカへの開発援助方針としては、産業人材・高度人材育成が掲げられており、JICAの民間連
携スキームではデジタル人材の基盤となる算数教育や通信に関連した技術支援が行われている。 

 
図 2-212 南アフリカへの日本の取組 

出所：  

*1 JICA 民間連携事業 

*2 外務省「対南ア事業展開計画」 

 

◆National Cybersecurity Policy Framework（NCPF）は、2012年に内

閣の承認を経て成立した、国のサイバー空間のセキュリティを確保する

ための一貫したアプローチを設定した政策。政府機関の調整や規制、

国民の認識、必要なスキルや人材の欠如に対処することを目的として

いる。また、国家安全保障の観点でサイバー攻撃に対処するための取
組みの確認と実施を目指している。NCPFの下、以下のようなサイバー

セキュリティ政策が打ち出された。

◆Cybercrimes ActはDepartment of Justice and Constitutional
Developmentによって2020年に成立し、1年の執行猶予を経て、2021
年に開始された。*2

✓ サイバー犯罪を規定し、悪意ある通信への対処や罰則を設定

✓ サイバー犯罪の管轄権や調査する権限を規定

✓ 通信業者や金融機関はサイバー犯罪に気づいてから72時間以内に

報告しなければ、最高5万ZARの罰金が科される

✓ 企業はサイバー犯罪の解決・調査に協力する義務を負う

✓ 本法律の企業への影響は、POPI法（個人情報保護法）の一部と

重複している

◆他にも、State Security Agency主導のNational Critical Information 
Infrastructure Policyや南アフリカ警察主導のNational Cybercrime 
policyがあり、各政府機関で網羅的に政策が打ち出されている。*3

◆National Cybersecurity Hub*1
National Cybersecurity Policy Framework（右記載）の下、2015年に

DTPS（現DCDT）の下部組織として創設され、南アのCSIRT（Computer
Security Incident Response Team）と健全なサイバースペースの確保を

担っている。また、Webのポータルサイトを通じて、サイバーセキュリティに関す

る教育や啓蒙を実施ている。通信業者だけでなく、小売業、金融、保健
医療、高等教育など様々なセクターとCSIRTを連携させている

サイバーセキュリティはNational Security Hubの他、下記の政府機関も管

轄している*3：

 DCDT
 State Security Agency
南アフリカ警察

 State Information Technology Agency（SITA）

 Centre for Scientific and Industrial Research

 Hawks
南アフリカ国防軍

防衛省

サイバーセキュリティの管轄機関 サイバーセキュリティの政策

公示年度 スキーム 事業名 提案法人 契約期間

2019 案件化調査 日本式算数に基づいたeラーニング教材活用による算数

学力向上に関する案件化調査【アフリカ課題提示型】

株式会社新興出版社啓林館 契約交渉中

2018 途上国の課題
解決型ビジネス

衛星データを活用した農作物生産性向上のための農業
情報サービスビジネス

一般財団法人リモート・センシン
グ技術センター

2019年2月～2022
年1月

通信分野に関連するJICA民間連携事業*1

プログラム名 概要 案件名 スキーム（期間、支援額）

産業人材育成プ
ログラム

技術教育・職業訓練の改善、中小企業

支援、官民共同促進等を通じて、「やり

がいのある仕事と持続可能な生計の創

出」に向けた実践的な人材育成を意図

している。特に、南アが新興経済国として

中長期の安定成長を遂げるために喫緊

の課題となっている黒人層の人材育成を

支援する

産業人材育成アドバイザー 個別専門家（2017～2018）

技能工育成のための職業訓練技術技能強化プロジェクト 技プロ（2018～2022、2.83億円）

算数教育政策アドバイザー 個別専門家（～2018）

初等算数科における教員授業実践能力向上 国別研修（2017）

産業政策アドバイザー 個別専門家（2017）

ABEイニシアティブ 国別研修（2017～2019）

人材育成分野JOCV/SV JOCV/SV（2017～2018）

相互協力を通じ

た高度人材育成
プログラム

科学技術、気候変動対策分野での研

究協力等を通じて、社会・経済開発の

推進に必要なイノベーション創出に向けた

人材育成を図り、その成果の社会還元・

社会開発への応用を支援する

地球観測アドバイザー 個別専門家（2017）

地球観測能力強化 国別研修（2017）

海洋監視システム普及促進事業 民間提案型技協（2018～2019）

衛星データを活用した農作物生産性向上のための農業情報サービスビジネス
調査

協準（BOP)（2018～2020）

プレトリア大学日本研究センター専門家 個別専門家（2017～2021）

南部アフリカにおける気候予測モデルをもとにした感染症流行早期警戒シス
テムの構築プロジェクト

科学技術（2017～2019）

水処理システムと湿式抽出による藻類の高効率燃料化の融合と実用化 科学技術（2017～2021、3.22億

円）

日本政府の対南ア援助方針*2

日本政府は、

黒人貧困層の

技術不足や若年

層の高い失業率を
課題とし、

重点分野として

産業人材・高度人

材育成支援を掲
げている

https://www.cybersecurityhub.gov.za/
https://ewn.co.za/2021/06/03/think-before-you-click-ramaphosa-signs-cybercrimes-act-into-law
https://pygmaconsulting.com/cybersecurity-governance-in-south-africa-a-perspective-on-policy-legislation-and-regulation/
https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/index.php?r=site%2Findex&rg%5B0%5D=10&rg%5B1%5D=&rg%5B2%5D=&ct%5B0%5D=131&ct%5B1%5D=&ct%5B2%5D=&yf=&yt=&pj=&cp=&pf%5B0%5D=&pf%5B1%5D=&pf%5B2%5D=&search=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&page=2&per-page=10
https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/index.php?r=site%2Findex&rg%5B0%5D=10&rg%5B1%5D=&rg%5B2%5D=&ct%5B0%5D=131&ct%5B1%5D=&ct%5B2%5D=&yf=&yt=&pj=&cp=&pf%5B0%5D=&pf%5B1%5D=&pf%5B2%5D=&search=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&page=2&per-page=10
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072467.pdf
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➢ 課題 

通信分野の課題としては、国民の IT 教育や市場競争の不足、ガバナンスの問題によりブロードバンド政策

が遅れていることが挙げられる。 

 
図 2-213 南アフリカの通信分野の課題（1/2） 

出所： 
*1 https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.pdf 

*2 https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf 

*3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33786/South-Africa-Digital-Economy-Diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
図 2-214 南アフリカの通信分野の課題（2/2） 

出所： 

*1 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33786/South-Africa-Digital-Economy-Diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

❶ ブロードバンド整備の遅れ
◼ モバイル通信市場の78%をMTNとVodacomが独占しており、第3社のCell Cの参入が阻害されている

◼ 市場全体で強い権限を持つ国営のTelkomやBroadband Infarcoの民営化を検討する必要がある

◼ 通信インフラのアクセスが公平でないため、プロバイダー卸売価格が高く、結果消費価格が高い

◼ 農村部で大手のオペレーター1~2社しか参入しておてず、都市の通信状況と格差が生じている

大企業の独占

◼ ケーブルを含めたインフラが都市に集中しており、地方に届いていない

➢ Broadband Infarcoは長年の資金不足により、地方のブロードバンド整備を進めることが出来なかった

◼ 通信機器やサービスの価格が高騰しており、消費者の最適な利用が制限されている（また、国際競争も損
なわれている）

➢ 手頃な価格の通信機器や中古機器でデバイスを普及必要がある

◼ USAASAのブロードバンド整備に活用されるはずだった資金が活用されていない

ユニバーサル・アクセスの失敗

◼ スペクトル・オークションの遅延により、オペレーターによる4G拡大や既存ネットワークの高速化などのインフラ整

備が遅れている

◼ オペレーターあたりのスペクトル配分は国際基準と比べて狭く、州によってそのパフォーマンスに格差がある

サービスの品質が低い

❷ ICT市場の競争不足

◼ ICT分野のR&D 投資は全体で8.4%（2016年）しかなく、官民含めて減少傾向にある*1投資の不足

◼ モバイル及びICT機器の80%を輸入に依存しており*2、国内生産は小規模である

◼ 関税優遇措置は、欧州向け輸出を想定しており、SADACは想定されていない
IT機器の貿易赤字

◼ 新技術を含めた開発を担う人材（開発者や研究者）、ICTを利用する知識の不足及びビジネスにおけるデ

ジタルスキルの不足

➢ 上位10位の難易度の高いICTポジションは3,000人不足している*3
➢ ICT学位の修了率は13%(2016年)であった*3

人材不足

❸ 国民ICT知識の不足*3

◼ 教育機関にデジタル機器を整備するとともに、義務教育及び高等教育において、コンピューターやプログラミン
グを含むデジタル教育をカリキュラムに追加する。

➢ コンピューター室持つ学校は34%で、インターネットに接続できる学校は約70%のみ*1
➢ WEF世界競争ランキングにおいて、数学教育の質では南ア128位/137ヵ国*2

◼ 教師やそのデジタル教育に関する知識の不足によりデジタル学習へのアクセスが制限されている
教育カリキュラム

◼ 就業者へのICT訓練及び失業者へのICT再教育を実施する。

◼ 高等教育においては資格やインターン制度によってIT人材の就職を支援する

◼ ビジネス機会よりも法順守によって民間連携によるジン育成が阻害されている

職業訓練・就職支援

❹ ガバナンス

◼ 第4次産業革命を目指した包括的な国家計画が策定と実施画なされていない

◼ 官民の利害を調整するために、省庁間の連携を推進する必要がある
政府の統率力の不足

◼ 財務管理や給与、調達などのバックオフィス機能のデジタル化は2003年からSITAによって進められているが、

未だに手入力の作業もある

◼ 州政府レベルではブロードバンドの不足によりデジタル化が阻害されている場所もある

◼ Department of Home Affairs(DHA)の事務所の半分以上が、国民IDの認証に必要な機材（指紋認証を含

む生態認証機器）を配備できていない*1

政府機関連携の不足

◼ 急増するデータ収集及び処理に対応するために、データとプライバシーの保護、サイバーセキュリティ、サイバー犯

罪、監視防止対策含めた、電子政府、電子商取引、民主主義への関与及び個人的コミュニケーションを確
立した環境を整備する必要がある

現状に対処できる

法規制の不在

◼ ITの利便性を理解してもらい、普及するために安価なデバイスの供給を拡大・ブロードバンドの整備を進める

◼ サイバーセキュリティを向上させるために国民のITリテラシーを高める
ITリテラシー向上

https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.
https://www.dtps.gov.za/images/phocagallery/Popular_Topic_Pictures/National-e-strategy.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33786/South-Africa-Digital-Economy-Diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33786/South-Africa-Digital-Economy-Diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33786/South-Africa-Digital-Economy-Diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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*2 http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018-scorecard/WEF_GCI_2017_2018_Scorecard_EOSQ130.pdf 

*3 ITU “DIP South Africa” 

上述の通信分野の課題の解決に加えて、南アフリカ政府は国内のデジタル化や通信分野の輸出拡大と雇

用創出などを目指している。2020年に策定された、“ICT and Digital Economy Masterplan for South Africa”
では、ハードウェアの生産拡大や国内外にサービスを提供するデジタル・プラットフォームやグローバル・ビジ

ネス・サービス（GBS）が注力されている。 

 
図 2-215 南アフリカの課題解決に資する取組領域 

出所 DCDT“ICT and Digital Economy Masterplan for South Africa ” 

 

➢ 業界団体 

通信分野の産業団体として、IT産業を統括する ITA（Information Technology Association）をはじめ、ブロー
ドバンド関連の SATA（Southern Africa Telecommunication Association）や ISPA（Knternet Service Provider’s 
Association）、IT 分野の人材育成や専門家を管理する IIPSA（Institute of IT Professional South Africa）や
ICITP（Institute of Chartered IT Professionals）が挙げられる。 

南アはICTハードウェアの80%を輸入に依存しており、貿易赤字が拡

大している。そのため、南ア政府は、スマートフォンやタブレットをはじ
めとしたハードウェアの生産拡大を目指している。

政府が掲げる製造業におけるの競争優位分野は、光ファイバー、

集積回路、ソーラー、低価格タブレット・スマホ、自動車まで多岐に
わたるが、今後は新興技術の活用につながるIoT関連製品（セン

サー、スマートグリッド、スマートメーター、3Dプリントと高性能プラスチ

ック、EV、衛星技術）の需要と製造機会が増えている。

ハードウェア技術の生産

南アでは119件（うち84件は現地開発）のデジタル・プラットフォー

ムが展開されており、需要と供給のマッチングによる効率化とコスト

削減が図られている。しかし、プラットフォームは裕福な中産階級の

消費市場にしか対応しておらず、スキルの低いサービス分野ではまだ
普及しておらず、今後さらに拡大する領域である。以下、6つのプラ

ットフォームが今後の重要とされている

➀ タスク・マッチング・プラットフォーム

➁ 輸送・配送サービス・プラットフォーム

➂ フードデリバリー・プラットフォーム

➃ 観光プラットフォーム

➄ ジョブ・マッチング・プラットフォーム

➅ Eコマース・プラットフォーム

デジタル・プラットフォーム

先進国でのグローバル・ビジネス・サービス（GBS）の拡大により、

南アは国内のデジタル化と雇用創出・輸出拡大のためオフショア
として以下のサービス提供を拡大を目指している

① デジタル・コンタクト・センター（カスタマーサポート等）

② シェアード・サービス（財務会計や人材、IT、調達及び法律の

分野でのアウトソーシング）

③ ICTアウトソーシング（データ、Web、アナリティクス等）

④ リショアリング作業（中印の業務を南アに再委託する）

⑤ パーソナルな社会サービス（英会話やカウンセリング等）

⑥ 公的市民サービス（アウト&シェアード・ソースによる公共部門

のデジタル化）

デジタル取引サービス

金融サービス、鉱業、製造業などの他分野、特に、農業と保健医
療へのICT技術の応用が期待されている。

• 農業： プランテーションと小規模農業の双方において精密

農業が普及し、デジタル・プラットフォームを通じた小売市場のと

の連携が進んでいる。また、畜産や農業加工、林業においても
ICT活用が進んでいる。

• 医療分野： 遠隔医療をはじめ、情報システムの管理や3D
プリントによる医療機器部品の生産が普及している。

変革技術の応用

世界第2位の

市場規模

http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018-scorecard/WEF_GCI_2017_2018_Scorecard_EOSQ130.
http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018-scorecard/WEF_GCI_2017_2018_Scorecard_EOSQ130.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
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表 2-162 南アフリカの業界団体 

 
出所： 

*1 http://sata-sec.net/images/About-SATA.pdf 

*2 https://ispa.org.za/about-ispa/ 

*3 https://www.iitpsa.org.za/overview-2/ 

*4 https://www.icitp.org.za/about-us/ 
 

➢ 通信事業者 

通信サービスを提供する主要企業としては、市場シェアが大きいVODACOMやMTN、国営企業の Telkom 
S.A.、新興企業の Cell Cや Virgin Mobileが挙げられる。 

表 2-163 南アフリカの通信事業者 

 
出所：  

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf    

団体名 概要

Information Technology 
Association(ITA)

1934年に設立され、2000年半ばにIT User Councilと合併した、南アのIT産業の貿易及び雇用者の業界団体である。

Microsoft SAやSiemens、SAP、Axiz、IBMなど200社以上のIT機器、システム、ソフトウェアおよびサービスの供給に関

する企業が参画している。

ITAは政府や消費者、その他専門組織との連携や人材育成に取り組んでいる。MICT SETAとの緊密な連携を数字

て、国際的なトレンドに応じた高水準のITスキルを促進している。

Southern Africa
Telecommunication
Association（SATA）

1980年に設立されたSADCの組織で、南部アフリカのICT産業の競争促進とイノベーションを支援するため、メンバー企

業の連携や分野横断の連携、スキル開発、関連政府機関やドナー機関へのロビー活動を実施している。メンバーとし
て、通信やICTネットワークのオペレーター、その他ライセンスを所有する企業など17社が参画する。*1

Internet Service Provider’s
Association（ISPA）南ア支部

ISPAは1996年に任意団体として設立された非営利団体。2009年にElectronic Communication and Transaction
Actの71条によって、通信大臣によって業界代表機関（IRB）として認定され、インターネット・サービス・プロバイダー

（ISP）をメンバーとし、メンバーはインターネットコンテンツに対する特別な承認と有限責任をもつ。ISPAはICASAなど関

連機関と連携し、電子通信に関する法制度へのレビューを行う。また、ISPと消費者の対立を調整する。*2

Institute of IT Professional
South Africa（IITPSA）

前Computer Society South Africaであり、南アフリカ資格局（SAQA）によって承認された専門機関である。ICTの研

究と活用を目指して、メンバーの行動規範と倫理を維持し、ICT知識の基準を定義し、政府にはICT関連での政策

提言を実施する。*3

Institute of Chartered IT
Professionals（ICITP）

2003年に設立され、南アフリカのIT産業の能力や認識、専門性が効率的に発揮されるためにIT専門職の育成と管

理を実施している。メディアや情報、通信技術における技術的、起業家的、倫理的能力の専門的基準を開発支
援し、規制を促進することで、IT専門職の知識と実線の進歩に焦点を当てる。*4

# 企業名 分類 概要

1 Telkom S.A. 通信
大手

1991年に国営事業者として設立され、1997年から漸進的に民営化が進んでいるが、2019年3月現在では、政府が最

大株主であり、全株式の40.5%を所有して いる。事業部門には消費者向け・企業向けのサービスのほか、公共通信を

提供している。また、完全子会社を通じてICTソリューションも提供している。

2018/2019 会計年度の総売上高は前年比約5.3％増の418億ZARであった。同年度の各種サービスの加入数につい

ては、移動電話：968万1,000件、DSL：35万1,000件、 FTTx：21万件であった*1。

2 VODACOM 通信
大手

1994年に英国の移動体通信大手ボーダフォンとテルコムが協働でVODACOMを設立した。2019年3月時点で、ボーダ

フォンの所有割合が60％となっている。 南アフリカでの加入者シェアは第1位であり、またタンザニア、レソト、モザンビーク、

コンゴ民主共和国に進出しているほか、ケニアのSafaricomの主要株主となってる。

2018/2019 会計年度のグループ全体の加入者数合計は約1億1,000万件であっ た。同会計年度のグループ総売上高

は前年比4.3％増の900億6,600万ZAR（うち本国の割合は64.3％）で、国内売上高は前年比2.1％増の557億4,90
万ZAR であった*1。

3 MTN 通信
大手

1994 年設立の移動体通信事業者で、株式の大半が国内で公開、または投資家が所有している。南アフリカでの市

場シェアは第 2 位であるが、アフリカ及び中近東の24か国に進出しており、2018年12月時点で総加入数は約2億

3,260万で、アフリカ 第1位である。2018年のグループ総売上高は、前年比1.5％増の約1,344億ZARであった*1。

4 Cell C 通信 ヨハネスブルクに 拠点を置き、1999 年に設立された。Cell Cは、3C Telecommunicationsの子会社として運営されている。

株式はBlue Label Telecoms （45%）、3C Telecommunications （30%）、Net1 UEPS Technologies （15%）および

経営陣と従業員（10%）で構成されている。携帯サービスや電話、データ、およびメッセージサービスを提供しており、ま

た、緊急通信時間および通信時間共有サービス、BlackBerry プラン、国際通話、ローミ ング、データサービス、携帯電話

保険、友達および家族パッケージ、前払いパッケージ、 および他のサービスを提供している。さらに、携帯電話、スピードス

ティック/モデム、ル ーター、タブレット、アップグレードや他のサービスも提供している。*2。

5 Virgin Mobile 
South Africa

通信 ヨハネスブルグを拠点とし、2004年に設立され、Virgin Mobile Middle East & Africaの子会社として運営されている。モ

バイル仮想ネットワークのサービスのほか、携帯電話をオンラインまたは小売り店で販売する。*2。

http://sata-sec.net/images/About-SATA.pdf
https://ispa.org.za/about-ispa/
https://www.iitpsa.org.za/overview-2/
https://www.icitp.org.za/about-us/
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf
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*2 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/africa-research.pdf 
 

また、デジタル・プラットフォームを提供する企業は 119 社に上り、そのうち 70%はアフリカ企業で、29%は海
外企業が提供している。 

 
図 2-216 南アフリカのデジタル・プラットフォーム事業者 

出所 

DCDT“ICT and Digital Economy Masterplan for South afrtica” 
 

➢ 通信分野の規制 

通信分野の規制として、2005 年の電子通信法に基づき、通信業者、その免許制度、認証制度、相互接続が
規制されている。 

分野 外国企業 アフリカ企業

単純作業マッチング PetBacker Domestly、

SweepSouth

交通 Uber、Taxify Cabbi、Loadit

食事またはデリバリー UberEats Cardenin、Khula!、
Ucook

観光 Airbnb、9flats.com Afristay、SafariNow

職探し CareerJet、Initiate Giraffe、dittojobs、
harambee

Eコマース Amazon、wish Takealot、
YUPPIECHEF.COM、

bidorbuy

17

16

15

14

12

10

7

7

6

5

3

2

1

1

1

観光

専門サービス

交通

食料・デリバリー

ブルーカラーサービス

小売り

エンターテイメント

教育

金融

安全

クラウド・ファンディング

住居

保健医療

農業

インターネット接続

展開されているプラットフォーム
展開されいているプラットフォームの数

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/africa-research.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
https://www.ellipsis.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ICT-and-Digital-Economy-Masterplan-for-South-Africa_Draft-for-discussion_-August_-2020.pdf
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表 2-164 南アフリカの通信分野の規制 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf 

*2 http://thornton.co.za/resources/TEL10_Chapter-35_South-Africa.pdf 

*3 DCDT “National Integrated ICT White Paper Policy”  
 

通信分野の基準認証では、電子通信技術・製品は原則 ICASAの承認が必要であり、一部製品は SABCや
NRCSの承認が必要である。 

表 2-165 南アフリカの通信分野の認証制度 

 
出所： 

*1 https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf 

*2 KORCS ウェブサイト 「南アフリカ共和国（ICASA SABS NRCS)」 

 

分野 規制内容

法律 2005年電子通信法（Electronic Communications Act of 2005）によって、 通信事業者に対する免許付与基準、相互接

続、周波数管理、ユニバーサル・サー ビス基金の運営条件等、市場の完全自由化後の事業者規制の原則が規定されてお

り、規制機関の所掌を再定義されている。2014年4月に周波数免許付与条件、SMP事業者規制等について若干の改正が

行われている。*1

免許制度 2009年1月、通信関連の各免許が「通信網サービス免許（ECNS）」と 「通信サービス免許（ECS）」に統合・分類された。

提供サービスに対応する周波数利用については、別途周波数免許が必要である。なお、「2005年電子通信法」では、国内

で免許を取得した事業者に対し、株式の30％以上は歴史的な被差別民族の出身者が所有することとしている。 ＊1、2

相互接続 「2005年電子通信法」により、免許取得事業者は、他の免許取得事業者の相互接続や機器のリースの要請に応じる義務

を負う。技術的条件や料金については、ICASAの定める規則に従い、合意条件を文書でICASAに提出、その承認を得ることが

必要とされる。*1

SMP事業者規制 「2005年電子通信法」第67条により、ICASAは小売または卸売市場において、有効な競争環境が成立していない場合、市

場支配的または基盤の大部分を有する事業者を、市場において支配力を有する事業者（SMP：Significant Market 
Power）に指定し、事前に規制 を課すことができる。規制の内容は、当該の市場に関する会計分離とICASAへの定期的な

報告、ICASAの定めた料金基準の順守、放送番組の再送信の受入れ等がある。 *1、2

基準認証制度 電気通信機器に関する技術基準の決定及び型式の認証は、ICASAが所掌している。 「2005年電子通信法」（2014年改

正）第35条において、電子通信の提供に関連して使用される電子通信設備や施設は、無線装置を含め、どのようなタイプ

のものも、 ICASAの認証なしに、所有、使用、供給、販売のほか、リース、借用の形で提供 することはできないと規定されてい

る。*1

E-Rate Regulation インターネットサービス・プロバイダーは公立医療機関、学校、大学、公立の高等教育及び職業機関、公共教育機関に対し
ては最低50%のインターネット料金を割り引きにしなければいけない。*3

認証分類 標準団体 審査対象 概要

無線規制 ICASA 電子通信技術製
品（Wi-Fi
（802.11a/b/g/n
）、Bluetooth、携

帯（GSM、UMTS、

CDMA、LTE）、衛

星など）

南アの法人は文章の提出が要求され、ほとんどの申請者はCE（R&TE、現RED命令）

報告書を認可プロセスの一部として利用して、国の試験を回避している。

認可には通常8週間要し、認可発効後は自身でラベル印刷の申し込みが必要である

（ICASA及び認可番号が表示されているラベル例が必要）。携帯製品は毎年3月に更

新が必要で、それ以外の製品は未期限に有効である。

組立の認可は許可されるが、SABS EMC認可はICASA認可証明書を保持していない全

製品に必要である。RFモジュールのICASA認可を申込む場合、SABS EMC認可は全ホスト

製品に必要である。

EMC規制 南アフリカ標準機
関（SABC）

電子構成認可が
含まれるデバイス

安全性認可であり、製品にICASA証明書が必要な場合は、SABSプロセスが免除される。

ICASAにはEMC、低電圧報告書及び補助文書を提供する必要がある。ワイヤレスデバイ

スやラジオ・電話通信関連の認可に関しては、ICASAがSABSに代わって認可を許可してい

る。中央の法定機関の地方局に文書の提出が必要である。

SABSは2016年に開始され、現在では国の試験が必要である。SABS CoCが必要な製

品には、SABS工場検査が必要である。SABS証明書は3年間有効で、その後更新が必

要である。

安全規制 National 
Regulator for 
Compulsory 
Specifications
（NRCS）

本体にプラグインす
るデバイス

NRCSは納期がおよそ4~6週間であるが、申請書処理には8~10週間かかる。中央の法定

機関の地歩局に文書の提出が必要である。SABS認可と同様、NRCS証明書は3年間有

効で、その後更新が必要である。

https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf
http://thornton.co.za/resources/TEL10_Chapter-35_South-Africa.pdf
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
https://www.korcs.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-icasa-sabs-nrcs/
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➢ データ保護・プライバシー法 

南アフリカでは、POPIA（Protection of Personal Information Act）と呼ばれるデータ保護・プライバシー法が制
定されている。POPIAは、EUの GDCR（一般データ保護規則：General Data Protection Regulation）よりも厳
しい罰則が設定されている。 

 
図 2-217 南アフリカの個人情報保護法 

出所： USITA、striata 

 

  

• 個人情報保護法（POPIA）は、 2018年に制定され、2020年7月1
日から発行された。

• POPIAは、規制当局であるInformation Regulator（IR）の統率

の下、 南アフリカのプライバシーとデータ保護を規定し、転送が特定の免

除の範囲内にない限り、外国にいる第三者への個人情報の転送を禁

止しいる。

• IRはデジタル個人情報の保護を規制する責任を負っている。

• POPIAの下、データ主体である個人または企業は、情報処理（収集・

保存・共有）を行う企業に、その情報のプライバシーとセキュリティを保

護する方法を確実に処理するように強制する。また、組織による個人情

報の使用方法に関する疑問を送信し、その疑問を解決する権利を通じ

てデータ主体に多くの制御を提供する。

• 欧州のGDPR（一般データ保護規則）では、個人のみ保護し、EU規

制当局はGDPRに基づいて罰金を科すことが出来る一方で、POPIA
は個人だけでなく法人の情報を保護し、IRは当事者に罰金と懲役を科

すことが出来るため企業の取締役や役員の個人的リスクが高まる。

POPIAとGDPRの共通点

• 個人情報の安全を維持すること

• データが侵害された場合の処置について明示すること

• データプライバシーに責任を負う人を指名する

• 本来の目的だけに提供されたデータを処理することが出来る

内容 POPIA GDPR

データ対象となる個人

情報の目的と方法を
決定する組織

規制当局
（Controller）

責任を負う組織
（Responsible
Party）

企業の管理を指示し、

個人情報を処理する
組織

処理する組織
（Processor）

管理者（Operator）

責任者を指名する組
織

データ保護担当官

（法律では
ControllerとProcessor
双方において指名す
るDPOに相当する）

情報担当官（法律
ではResponsible
Partyのみに指名され

る担当官に相当す
る）

データの対象の定義 自然人 生存する自然人と存
在する法人の両方

対象地域 欧州経済圏 南アフリカ

南アのPOPIAと欧州のGDPRの違い

https://www.trade.gov/knowledge-product/south-africa-information-technology
https://www.striata.com/posts/privacy-and-data-protection-regulation/
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第 3 章 調査対象国における課題の整理 

3.1 課題整理の方針 

3.1.1 課題整理の方針 
本調査は現地調査対象国からの要請に基づくものではないため、各国の課題・ニーズを正確に把握し、

それに対して日本企業が提供出来うるソリューションを説明することが出来なければ、相手国関係

者の関心を引くことが出来ず、ヒアリング調査がスムーズに進まないことが懸念される。このため、

第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集に加えて、対象 3 分野に

係る日本企業の製品・技術の情報収集を行い、日本企業の優位性・独自性を打ち出せ得る課題領域を

設定することとした。 

3.2 日本企業の製品・技術 

3.2.1 日本企業の製品・技術の情報収集 
本調査は日本のスタートアップをメインターゲットにしていることから、以下で本企業の製品・技術

の情報収集を実施した。 
 

① 複数の CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）等の Web サイトから融資を受けてい

るスタートアップをリストアップ 
② 行政・金融・通信サービスに係るソリューションを展開する企業に絞る 
③ 各社 Web より本調査対象国への関心有無を確認 
 
上記調査の対象とした CVC 等は以下のとおり。デジタル系のソリューションを求めていることから、

伊藤忠テクノサイエンスや GMO といった IT 企業の CVC を中心に調査を実施した。また、調査団が

コネクションを持つデロイトトーマツ・ベンチャー・サポートの Morning Pitch や、SPEEDA 及び

INITIAL といった有料の企業情報提供サービスも活用した。 
 

表 3-1 日本企業の製品・技術に係る調査対象 
名称 概要 調査結果 

伊藤忠テクノロジ

ーベンチャーズ 
アーリーステージのスタートアップを中心に

投資。ハンズオン支援を行う。日本企業の海外

展開を支援。 

72 社を調査。イグジット前で該当した企業

は 36 社中 2 社。イグジット後で該当した企

業は 36 社中 3 社。 
GMO Venture 
Partners  

シードからレイターまで幅広く投資。IT 領域全

般と近年は FinTech 領域に注力。 
46 社を調査。イグジット前で該当した企業

は 25 社中 0 社。イグジット後で該当した企

業は 21 社中 2 社。 
NTT ドコモ・ベン

チャーズ 
対象分野は、ICT 技術、IoT 分野、プラットフ

ォーム、アプリケーション、サービス、コンテ

ンツなど情報通信関連分野全般。世界各国にあ

る拠点を活かすサポートを実施。 

121 社を調査。イグジット前で該当した企業

は 85 社中 2 社。イグジット後で該当した企

業は 36 社中 10 社。NTT の CVC というこ

とで、通信領域のスタートアップが多い。 
セゾンベンチャー

ズ 
シードからアーリーステージまでのスタート

アップへ投資。クレディセゾングループの各社

経営リソースをオープンに提供し、ベンチャー

企業の成長を支援。 

36 社を調査。イグジット前で該当した企業

は 35 社中 5 社。イグジット後で該当した企

業は 1 社中 0 社。クレディセゾンの CVC と

いうことで、金融領域のスタートアップが

多い。 
ニッセイキャピタ

ル 
創業間もないシード・アーリーステージの企業

から、IPO 目前のレイターステージの企業まで、

幅広いステージに投資。日本生命グループのネ

ットワークを活用したビジネスマッチングを

行い、投資先の企業価値向上に取り組む。 

156 社を調査。イグジット前で該当した企業

は 129 社中 2 社。イグジット後で該当した

企業は 27 社中 1 社。幅広に投資しており、

3 領域に該当するスタートアップ少ない。医

療系多い。 
TIS FinTech、通信、公共・公益等の領域へ投資。 34 社を調査。イグジット前で該当した企業

は 31 社中 5 社。イグジット後で該当した企

業は 3 社中 1 社。 
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KDDI Open 
Innovation Fund 

不明 97 社を調査したところ該当企業なし。エン

ターテイメント領域の企業と海外企業が多

い。 
楽天キャピタル コマース・コミュニケーション・マーケティン

グ・金融・モビリティ・ヘルスケア領域に投資。 
42 社を調査。イグジット前で該当した企業

は 37 社中 1 社。イグジット後で該当した企

業は 5 社中 1 社。海外企業多い。 

Z Venture Capital コマース、メディア、フィンテックの 3 領域に

加えて、ヘルスケア、サイバーセキュリティ、

B2B ソフトウェア領域などにも投資。オールス

テージでの投資活動を行う。投資先企業の海外

展開の支援を行う。 

8 社を調査したところ該当企業なし。 

Morning Pitch デロイトトーマツ・ベンチャー・サポートが実

施するスタートアップによるピッチイベント。 
イベント参加うち通信分野に該当する企業

23 社を調査したところ 4 社該当。 
 

SPEEDA 業界分析や企業調査に必要な情報提供プラッ

トフォーム。 
分野を絞らずにスタートアップ 1,698 社を

調査したところ、4 社のみ（全て金融分野）

が海外展開に関心あり（掲載企業数は多い

が企業概要から海外展開への関心有無が判

断出来ない社が多数）。 
INITIAL スタートアップ情報プラットフォーム。 DX 関連の 371 社を調査したところ、4 社の

み（全て金融分野）が海外展開に関心あり

（掲載企業数は多いが企業概要から海外展

開への関心有無が判断出来ない社が多数）。 
出所：調査団作成 

 
上記調査結果をみると、SPEEDA や INITIAL といった一般的なスタートアップ情報よりも、CVC を

基にした方が本調査に適したスタートアップを抽出しやすいと考えられる。一般的なスタートアッ

プ情報を基に情報収集をしても、日本のスタートアップで海外展開に関心のある企業数は多くなく、

海外でも途上国進出となると、さらに限定的であると言える。また、スタートアップのなかでは、イ

グジット前の企業は、まずは日本国内での事業を軌道に乗せることに注力しているため、イグジット

後の企業の方が海外への関心が高い傾向にあると考えらえる。 
 

3.2.2 日本企業の製品・技術の絞り込み 
上記調査結果を踏まえて、本調査が対象とする領域で途上国の課題解決に資する可能性がある企業

とソリューションをリストアップした。また、上記調査結果に加えて、調査団がコネクションを持つ

複数企業から本調査に関心を示す可能性がある企業も同リストに加えた。 
また、本調査への応募奨励と課題設定の参考情報収集を目的に、複数企業に対して本調査に関する関

心度合いや途上国進出に係る課題等についてヒアリングを実施した。 
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表 3-2 金融・行政・通信サービスに係る日本企業（主にスタートアップ）の製品・技術 

No 企業名 事業内容 金融 行政 通信 調査対象国への関心 
出典（海外展

開について） 

調査で使

用したサ

イト 

紹介資

料有無 

1 株式会社 Ske
ed 

FTP や HTTP などの既存プロトコルを代替する、ファイル転

送プロトコル。モバイル回線でも効果を発揮し、ストリーミ

ングにも対応。米国政府が採用しているグローバルスタンダ

ードな暗号技術を採用、機密データを安全に送受信すること

ができる。 

    〇 
フィリピンの現地企業にサービスを提供。今

後、フィリピンを含めたアジア地域への事業

展開を進めていく。 

https://skeed.jp/
cms/wp-content/
uploads/2014/07
/press_2013032
7.pdf 

Morning 
Pitch 有 

2 
Mist Technol
ogies 株式会

社 

ユーザーPC 間で Web コンテンツの共有を行うことで、コン

テンツ配信サーバーの負荷を最大で 80%削減する。これによ

りコンテンツ配信側は膨大なサーバーを抱える必要がなくな

り、視聴する側も快適にコンテンツを楽しむことができる。

エンドユーザーが追加作業をする必要は無く、配信会社がフ

ァイルにタグを追加するだけで利用可能。 

    〇 2016 年にフィリピンに拠点を持つアドウェ

イズの子会社となる。 

https://www.ad
ways.net/press/a
dways383.html 

Morning 
Pitch 有 

3 株式会社ソ

ラコム 

安価でスムーズな IoT デバイスのデータ通信を実現、モバイ

ルデータ通信を活かした IoT プラットフォーム「SORACO
M」 

    〇 
KDDI 海外現地法人と連携し、東南アジアで

IoT ビジネスを開始。フィリピンに KDDI の
海外現地法人あり。 

https://soracom.j
p/press/2018070
407/ 

Morning 
Pitch 有 

4 
株式会社ワ

ープスペー

ス 

超小型衛星群を使った世界初の光空間通信ブロードバンドネ

ットワークで、宇宙を総オンライン化することを目指す。5
年で 2 倍成長、2 兆円規模の地球観測市場では昨今、観測衛

星の爆発的な増加と低軌道化によって、衛星から画像データ

を送るための通信インフラがパンクしており、ここを根本的

に解決するソリューション。衛星間を光通信で結ぶため、最

大 1Gbps/24 時間/365 日データリンクが可能。地球観測衛星

事業者は、地上へダウンリンクできる観測データの総量を飛

躍的に拡大することができ、売上のトップラインを大幅に引

き上げることが可能。 

    〇 

ルワンダ共和国の国営通信企業と MOU を締

結。今後は、アフリカ全域における各国機関

と連携して、ワープスペースの衛星開発技術

と通信インフラの供給を進めていく。 

https://prtimes.j
p/main/html/rd/p
/000000007.000
035564.html 

Morning 
Pitch 有 

5 
株式会社 Fin
atext ホール

ディングス 

保険事業向け DX ソリューションとして保険クラウド Inspire
（インスパイア）を提供。 〇     台湾、イギリス、マレーシア、ベトナムに現

地法人を持つ。 

https://leaders-o
nline.jp/keiei/int
ernational/nna18
14151 

JAFCO 有 

https://skeed.jp/cms/wp-content/uploads/2014/07/press_20130327.pdf
https://skeed.jp/cms/wp-content/uploads/2014/07/press_20130327.pdf
https://skeed.jp/cms/wp-content/uploads/2014/07/press_20130327.pdf
https://skeed.jp/cms/wp-content/uploads/2014/07/press_20130327.pdf
https://skeed.jp/cms/wp-content/uploads/2014/07/press_20130327.pdf
https://www.adways.net/press/adways383.html
https://www.adways.net/press/adways383.html
https://www.adways.net/press/adways383.html
https://soracom.jp/press/2018070407/
https://soracom.jp/press/2018070407/
https://soracom.jp/press/2018070407/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000035564.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000035564.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000035564.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000035564.html
https://leaders-online.jp/keiei/international/nna1814151
https://leaders-online.jp/keiei/international/nna1814151
https://leaders-online.jp/keiei/international/nna1814151
https://leaders-online.jp/keiei/international/nna1814151
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No 企業名 事業内容 金融 行政 通信 調査対象国への関心 
出典（海外展

開について） 

調査で使

用したサ

イト 

紹介資

料有無 

6 InstaVR 株式

会社 

Virtual Reality（バーチャル・リアリティ、仮想現実）の事業

活用を推進する日本発のグローバル VR プラットフォーム「I
nstaVR」を提供 

    〇 
従業員数は世界中で約 10 人。そのうちイン

ドに 2~3 人の従業員がいる。また、ブラジル

にもカスタマーサポートを設置。 

https://jp.techcru
nch.com/2016/0
8/24/instavr/ 

伊藤忠テ

クノロジ

ーベンチ

ャーズ 

有 

7 
イー・ガー

ディアン株

式会社 

月間 1,000 万件以上の投稿監視で培ったビッグデータと運用

ノウハウを活かし、「AI×人」によるソリューションを提

供。また、Web セキュリティ上の課題に対しての脆弱性診断

や、審査代行業務をサポート。 

    〇 

フィリピンや上海などアジア各地に拠点を設

け、海外市場に事業展開する企業を対象とし

た、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国

語などの多言語による業務受託サービスを提

供。 

https://www.e-g
uardian.co.jp/ser
vice/global/mult
ilingual/ 

伊藤忠テ

クノロジ

ーベンチ

ャーズ 

無 

8 
キューアン

ドエー株式

会社 

AI 電話自動応答サービスや AI FAQ 構築サービス、Q＆A 自

動化ソリューションを提供。電話サポートを中心としたコン

タクトセンター（コールセンター）や、電子メールやリモー

ト（遠隔操作）を使ったサポートなどを導入したセンターを

構築・運営 

〇 〇 〇 

多言語コールセンターの運用受託を行う子会

社が、現在 13 カ国語（英語・中国語・韓国

語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ロ

シア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディ

ー語、インドネシア語、ネパール語、フラン

ス語）に対応して、サービスを提供。官公庁

自治体、公共交通機関、消防防災、ホテル、

通信キャリアなど幅広い分野に導入されてい

る。 

http://group.qac.
jp/companies.ht
ml 

伊藤忠テ

クノロジ

ーベンチ

ャーズ 

有 

9 株式会社 豆
蔵 

「先端技術を活用したデジタル・トランスフォメーション」

の計画立案、企業様が AI やビッグデータを活用できるよう

にするためのグランドデザインの構築、社内展開には欠かせ

ない人材育成などを行うコンサルティングサービスを提供。

MZbot をはじめとした各種のソフトウェアプロダクトをベー

スとして、AI やロボットなどの先端技術を活用したシステ

ムを短期間で効率よく構築するサービスを提供。 

〇   〇 
株式会社豆蔵ホールディングスの連結子会社

であるジェイエムテクノロジー株式会社が、

インドネシアに子会社を設立。 

https://jmtech.c
o.jp/profile/histo
ry/ 

伊藤忠テ

クノロジ

ーベンチ

ャーズ 

無 

10 
株式会社ア

クセルスペ

ース 

超小型衛星等を活用したソリューションの提案を行う。WNI
SAT-1R では民間衛星として低コストに光通信を実現するた

めの基礎技術実証実験を行う。 
    〇 インドネシアでジョイントベンチャーを組成

し、実証実験を行う。 

http://www.uchu
riyo.space/mode
l/2018/document
/model04.pdf 

伊藤忠テ

クノロジ

ーベンチ

ャーズ 

有 

https://jp.techcrunch.com/2016/08/24/instavr/
https://jp.techcrunch.com/2016/08/24/instavr/
https://jp.techcrunch.com/2016/08/24/instavr/
https://www.e-guardian.co.jp/service/global/multilingual/
https://www.e-guardian.co.jp/service/global/multilingual/
https://www.e-guardian.co.jp/service/global/multilingual/
https://www.e-guardian.co.jp/service/global/multilingual/
http://group.qac.jp/companies.html
http://group.qac.jp/companies.html
http://group.qac.jp/companies.html
https://jmtech.co.jp/profile/history/
https://jmtech.co.jp/profile/history/
https://jmtech.co.jp/profile/history/
http://www.uchuriyo.space/model/2018/document/model04.pdf
http://www.uchuriyo.space/model/2018/document/model04.pdf
http://www.uchuriyo.space/model/2018/document/model04.pdf
http://www.uchuriyo.space/model/2018/document/model04.pdf
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No 企業名 事業内容 金融 行政 通信 調査対象国への関心 
出典（海外展

開について） 

調査で使

用したサ

イト 

紹介資

料有無 

11 
株式会社マ

ネーフォワ

ード 

誰でも簡単に無料で続けられるお金の見える化サービス「マ

ネーフォワード ME」を提供。また、クレジットカードや証

券口座開設などあらゆるお金のサービスを比較・検討、申し

込みができるサービス「マネーフォワード Mall」を提供。 

〇     

インド国内にて、資産管理・投資情報プラッ

トフォーム『ORO Wealth』を提供する Finte
ch 企業「Alpha Fintech Pvt Limited」に出

資。『ORO Wealth』との協業やノウハウ共

有などを実施。 

https://corp.mon
eyforward.com/
news/release/cor
p/20180529-mf-
press/ 

GMO Ve
nture Part
ners 

無 

12 
株式会社リ

アルワール

ド 

各種ポイントサービスやクラウドソーシングサービスなど、

さまざまなサービスで貯めたお手持ちのポイントや報酬を、

R(リアル)としてまとめられるサービス「RealPay」を提供。

ユーザーが本当に求める受取方法を自由に選べるデジタルギ

フトサービス「RealPay ギフト」を提供。 

〇     インドネシア法人を設立、オンラインポイン

トサービスの提供を開始。 

http://realworld.
co.jp/pdf/20130
313a.pdf 

GMO Ve
nture Part
ners 

無 

13 
株式会社ロ

イヤルゲー

ト 

クレジットカード決済にとどまらず、タッチ決済、銀聯カー

ド、QR コード決済、電子マネー、共通ポイントなど、複数

の決済サービスを活用することが可能な決済サービス「PAY
GATE®」を提供。 

〇     2018 年にインドネシア等に海外拠点を持つ

ダイワハウスグループの子会社となる。 

https://www.dai
wahouse.com/ab
out/release/hous
e/201804271221
45.html 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
無 

14 株式会社 QD
レーザ 

データセンターなどで用いられる光インターコネクト用途向

けに、シリコンフォトニクス IC を使用した、超薄型コネク

タ一体型アクティブ光モジュールを開発。５G 高速通信の普

及などによるデータ処理量の増大に伴ってボトルネックとな

りつつある電気配線による伝送ロスを解決する。 

    〇 中国やインド、ロシアなど潜在力のある市場

への、顧客訪問、展示会への出展を企図。 

https://discl.quic
k.co.jp/PDF/TD
2021020500002 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
有 

15 

株式会社サ

イバーセキ

ュリティク

ラウド 

Web サイト・Web サーバーへのサイバー攻撃を可視化・遮

断する Web セキュリティサービス「攻撃遮断くん」を提

供。 
〇 〇 〇 

クラウド型 WAF のセキュリティサービス

「攻撃遮断くん」をマレーシア、タイ、ベト

ナムで販売開始。 

https://www.nik
kan.co.jp/release
s/view/32957 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
有 

16 株式会社 Au
thlete 

Web API のセキュリティには欠かせない OAuth 2.0 / OIDC
 基盤の構築・運用をサポートする API 認可ソリューション

「Authlete」を提供。OAuth 2.0 / OIDC 仕様をスクラッチか

ら実装することの困難さを解消しつつ、特定のソフトウェア

やサービスに依存しない自由なユーザー体験（UX）の設計

が可能となる。 

〇 〇 〇 フィリピン等、海外に 150 以上の拠点を持つ

凸版印刷と資本業務提携。 

https://www.top
pan.co.jp/news/2
017/11/newsrele
ase171114.html 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
有 

https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20180529-mf-press/
https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20180529-mf-press/
https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20180529-mf-press/
https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20180529-mf-press/
https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20180529-mf-press/
http://realworld.co.jp/pdf/20130313a.pdf
http://realworld.co.jp/pdf/20130313a.pdf
http://realworld.co.jp/pdf/20130313a.pdf
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20180427122145.html
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20180427122145.html
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20180427122145.html
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20180427122145.html
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20180427122145.html
https://discl.quick.co.jp/PDF/TD2021020500002
https://discl.quick.co.jp/PDF/TD2021020500002
https://discl.quick.co.jp/PDF/TD2021020500002
https://www.nikkan.co.jp/releases/view/32957
https://www.nikkan.co.jp/releases/view/32957
https://www.nikkan.co.jp/releases/view/32957
https://www.toppan.co.jp/news/2017/11/newsrelease171114.html
https://www.toppan.co.jp/news/2017/11/newsrelease171114.html
https://www.toppan.co.jp/news/2017/11/newsrelease171114.html
https://www.toppan.co.jp/news/2017/11/newsrelease171114.html
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No 企業名 事業内容 金融 行政 通信 調査対象国への関心 
出典（海外展

開について） 

調査で使

用したサ

イト 

紹介資

料有無 

17 株式会社ノ

ルミー モバイルカメラによる静脈認証サービスを提供。 〇 〇 〇 

フランス、オーストラリア、カナダ、イン

ド、フィリピンなど海外の企業・団体から引

き合いが増えており、海外展開のマーケティ

ングを中心に投資していく予定。 

https://www.nor
mee.co.jp/conte
nt/files/news202
00602.pdf 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
有 

18 
株式会社ニ

ューフォリ

ア 

アプリ、WEB、デジタルサイネージ、IoT、AI といった IT
を応用・駆使し、プラットフォームやシステムインテグレー

ション（SI）、クラウド、ヒューマンリソースといった様々

な IT ソリューションを提供。NTT 東日本／NTT 西日本のフ

レッツ網を経由して AWS や Azure 等のクラウドに直接接続

し、各拠点を VPN で繋いだ高速・セキュアなネットワーク

「Speed Gate」を提供。 

〇 〇 〇 ベトナムラボに従業員 30 名在籍。 
https://www.ne
wphoria.co.jp/ab
out/index.html  

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
無 

19 株式会社 Rev
Comm 

電話営業や顧客対応を可視化する音声解析 AI 搭載型のクラ

ウド IP 電話「MiiTel（ミーテル）」を提供。 〇   〇 インドネシア、フィリピン、ベトナムなどの

国々への展開を模索。 

https://digital-sh
ift.jp/top_intervi
ew/200512 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
有 

20 株式会社 AB
EJA 

AI を用いた多用なソリューションを展開するとともに、Dee
p Learning の実装、運用プロセスを効率化する ABEJA Platfo
rm を提供。 

〇 〇 〇 
インドネシア等に海外拠点を持つＳＯＭＰＯ

ホールディングスと資本業務提携契約を締

結。 

https://abejainc.
com/ja/news/arti
cle/20210423-28
31 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
無 

21 株式会社 Pho
ne Appli 

国内市場シェア第 1 位のクラウド電話帳サービス「連絡とれ

るくん」を提供。 〇 〇 〇 

インドやベトナム、フィリピン等に海外拠点

を持つ NTT コミュニケーションズと株式取

得に関する契約を締結。今後、NTT コミュ

ニケーションズは Phone Appli の株式取得を

進め、連結子会社とする予定。 

https://www.ntt.
com/about-us/pr
ess-releases/new
s/article/2018/08
08.html 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
無 

22 株式会社 SHI
FT ソフトウェアの品質保証、テスト事業を展開。 〇   〇 

2012 年にソフトウェアテスト事業の海外展

開に向けて、インドに 100%子会社の「SHIF
T INDIA PRIVATE LIMITED」を設立。 

https://www.shif
tinc.jp/company/
history/ 

NTT ドコ

モ・ベン

チャーズ 
無 

23 株式会社 EL
EMENTS 

スマートフォンのカメラで写真付き本人確認書類と本人の容

貌（顔）を撮影するだけで手続きできる迅速かつセキュアな

本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供。 
〇 〇 〇 2016 年にインドネシア・サリム財閥との合

弁企業 IndoLIQUID を設立。 
https://elementsi
nc.jp/about/ 

セゾンベ

ンチャー

ズ 
有 

https://www.normee.co.jp/content/files/news20200602.pdf
https://www.normee.co.jp/content/files/news20200602.pdf
https://www.normee.co.jp/content/files/news20200602.pdf
https://www.normee.co.jp/content/files/news20200602.pdf
https://www.newphoria.co.jp/about/index.html
https://www.newphoria.co.jp/about/index.html
https://www.newphoria.co.jp/about/index.html
https://digital-shift.jp/top_interview/200512
https://digital-shift.jp/top_interview/200512
https://digital-shift.jp/top_interview/200512
https://abejainc.com/ja/news/article/20210423-2831
https://abejainc.com/ja/news/article/20210423-2831
https://abejainc.com/ja/news/article/20210423-2831
https://abejainc.com/ja/news/article/20210423-2831
https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2018/0808.html
https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2018/0808.html
https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2018/0808.html
https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2018/0808.html
https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2018/0808.html
https://www.shiftinc.jp/company/history/
https://www.shiftinc.jp/company/history/
https://www.shiftinc.jp/company/history/
https://elementsinc.jp/about/
https://elementsinc.jp/about/
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No 企業名 事業内容 金融 行政 通信 調査対象国への関心 
出典（海外展

開について） 

調査で使

用したサ

イト 

紹介資

料有無 

24 
クラウドキ

ャスト株式

会社 

決済から経費管理がシームレスに繋がる法人プリペイドカー

ド一体型経費精算サービス「Staple」と法人プリペイドカー

ド 「Staple カード」を提供 
〇 〇 〇 

インドやベトナム、フィリピン等に海外拠点

を持つ NTT コミュニケーションズと業務提

携契約を締結。 

https://crowdcas
t.jp/ja/post/n202
00930/ 

セゾンベ

ンチャー

ズ 
無 

25 
Global Mobili
ty Service 株
式会社 

IoT 技術を活用した信用創造サービスを提供。自動車の遠隔

起動制御技術を搭載した IoT デバイス「MCCS」で収集した

車両データ（走行状況、速度等）と金融機関と連携して取得

した金融データ（支払い状況等）を分析することで、ドライ

バーの信用力を可視化し、従来の与信審査には通過できなか

った消費者へ、ローンやリースなどの金融サービスを活用す

る機会を創出する。 

〇     
新興国のフィリピン、カンボジア、インドネ

シアで、現地と対話しながらニーズにマッチ

したマーケット開発を行う。 

https://www.glo
bal-mobility-ser
vice.com/busine
ss.html 

セゾンベ

ンチャー

ズ 
有 

26 Fairy Devices
株式会社 

製造・サービス・保守メンテナンス・建設等、様々な現場に

おいて「遠隔支援による熟練工不足の解消」と「現場ノウハ

ウのデジタル化」、「AI による現場支援」を実現する現場

DX ソリューション「コネクテッドワーカーソリューショ

ン」を提供。首掛け型ウェアラブルデバイス『THINKLET
®』*２と現場データのデジタル化を司るクラウドプラット

フォーム『THINKLET PLATFORM』により構成され、両者

を組み合わせることで、既存の現場作業を邪魔することなく

作業内容や状況を遠隔地とリアルタイムに共有可能。 

〇 〇 〇 

音声認識エンジンは、英語、スペイン語、フ

ランス語、インドネシア語、韓国語、ミャン

マー語、タイ語、ベトナム語、中国語に対

応。 

https://fairydevi
ces.jp/tra 

セゾンベ

ンチャー

ズ 
有 

27 株式会社 hok
an 

保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hoka
n®」を提供。 〇     香港、韓国、インドネシア、ベトナムなどア

ジアの市場をターゲットとして見ている。 

https://medium.c
om/plug-and-pla
y-japan-blog/su-
interview-hokan
-pnpj-ab30794e
2034 

セゾンベ

ンチャー

ズ 
有 

28 
Wovn Techno
logies 株式会

社 

Web サイト多言語化ソリューション「WOVN.io」とアプリ

多言語化ソリューション「WOVN.app」を提供。 〇 〇 〇 Web サイトを最大 43 言語・76 のロケール

（言語と地域の組み合わせ）に多言語化する 

https://wovn.io/j
a/blog/pressrelea
se-publicpack/ 

ニッセイ

キャピタ

ル 
有 

https://crowdcast.jp/ja/post/n20200930/
https://crowdcast.jp/ja/post/n20200930/
https://crowdcast.jp/ja/post/n20200930/
https://www.global-mobility-service.com/business.html
https://www.global-mobility-service.com/business.html
https://www.global-mobility-service.com/business.html
https://www.global-mobility-service.com/business.html
https://fairydevices.jp/tra
https://fairydevices.jp/tra
https://medium.com/plug-and-play-japan-blog/su-interview-hokan-pnpj-ab30794e2034
https://medium.com/plug-and-play-japan-blog/su-interview-hokan-pnpj-ab30794e2034
https://medium.com/plug-and-play-japan-blog/su-interview-hokan-pnpj-ab30794e2034
https://medium.com/plug-and-play-japan-blog/su-interview-hokan-pnpj-ab30794e2034
https://medium.com/plug-and-play-japan-blog/su-interview-hokan-pnpj-ab30794e2034
https://medium.com/plug-and-play-japan-blog/su-interview-hokan-pnpj-ab30794e2034
https://wovn.io/ja/blog/pressrelease-publicpack/
https://wovn.io/ja/blog/pressrelease-publicpack/
https://wovn.io/ja/blog/pressrelease-publicpack/
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No 企業名 事業内容 金融 行政 通信 調査対象国への関心 
出典（海外展

開について） 

調査で使

用したサ

イト 

紹介資

料有無 

29 
株式会社シ

ョーケース 

本人認証（eKYC）、顔認証、 免許証読み取りなどのオンラ

イン認証サービスや EFO（入力フォーム最適化）を核とする

クラウド型の Web マーケティング支援サービスを提供。 
〇 〇 〇 

ベトナムに拠点をおくオフショア開発事業者

の株式会社カオピーズと、AI・画像認識分野

における業務提携契約を締結。 

https://www.sho
wcase-tv.com/pr
essrelease/kaopi
z/ 

ニッセイ

キャピタ

ル 
有 

30 TORANOTE
C 株式会社 

クレジットカードや電子マネー等の日々のお買い物データか

ら算出されるお買い物のおつり分を、毎日コツコツ、楽しく

簡単に投資することができるアプリサービス「トラノコ」を

提供。 

〇     
セブン銀行の関連会社。セブン銀行は、海外

事業として米国、インドネシア、フィリピン

で ATM サービスの展開を行う。 

https://www.sev
enbank.co.jp/cor
p/company/busi
ness.html 

ニッセイ

キャピタ

ル 
無 

31 ユニロボッ

ト株式会社 

コミュニケーションを豊かにする各種インテリジェンス機能

（対話エンジン、音声認識・音声合成、感情解析、顔認証な

ど）をサブスクリプションサービスとして提供。例えば、業

務オペレーションの音声入力化、電話自動応答化、IoT 連携

などの実現にあたり、必要となる各種先端技術をクラウド経

由にて機能単位で利用可能。 

〇 〇 〇 

自動車・金融・医療・製造業向けにフィリピ

ンの開発拠点を活用したコアソリューション

を提案する Ubicom ホールディングスと資本

業務提携。 

https://www.uni
robot.com/unibo
/news/press_201
80628_ubicom 

TIS 有 

32 株式会社エ

ーアイ 
音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションを

提供。 〇 〇 〇 2015 年、外国語音声合成ソフトの「タイ

語」「インドネシア語」を新規提供開始。 
https://www.ai-j.
jp/archives/7681 

TIS 有 

33 株式会社シ

ナモン 

人工知能文書読み取りエンジンを活用し、ホワイトカラーの

業務を抜本的に改革する AI OCR「Flax Scanner」を提供。

音声認識エンジン「Rossa Voice」を提供。 
〇 〇 〇 ベトナムに開発拠点があり、現在、85 名の

スタッフが在籍。 

https://open.tale
ntio.com/r/1/c/ci
nnamon/pages/1
9431 

TIS 有 

34 

株式会社フ

ューチャー

スタンダー

ド 

映像解析プラットフォーム「SCORER」を提供。顔認証や年

齢・性別推定、群衆人数カウント、侵入検知、ナンバープレ

ート認識、河川水位監視等が可能。 
  〇 〇 インドにオフショア開発拠点を確保。 

https://www.gre
en-japan.com/co
mpany/5902 

TIS 有 

35 Hmcomm 株

式会社 

コールセンターシステム「Vcontact」や AI 自動応答システム

「Terry」、AI 議事録自動化システム「ZMEETING」等を提

供。 
〇 〇 〇 インドのデリー・バンガロール地域において

治験データを収集。 

https://prtimes.j
p/main/html/rd/p
/000000057.000
033941.html 

TIS 無 

https://www.showcase-tv.com/pressrelease/kaopiz/
https://www.showcase-tv.com/pressrelease/kaopiz/
https://www.showcase-tv.com/pressrelease/kaopiz/
https://www.showcase-tv.com/pressrelease/kaopiz/
https://www.sevenbank.co.jp/corp/company/business.html
https://www.sevenbank.co.jp/corp/company/business.html
https://www.sevenbank.co.jp/corp/company/business.html
https://www.sevenbank.co.jp/corp/company/business.html
https://www.unirobot.com/unibo/news/press_20180628_ubicom
https://www.unirobot.com/unibo/news/press_20180628_ubicom
https://www.unirobot.com/unibo/news/press_20180628_ubicom
https://www.unirobot.com/unibo/news/press_20180628_ubicom
https://www.ai-j.jp/archives/7681
https://www.ai-j.jp/archives/7681
https://open.talentio.com/r/1/c/cinnamon/pages/19431
https://open.talentio.com/r/1/c/cinnamon/pages/19431
https://open.talentio.com/r/1/c/cinnamon/pages/19431
https://open.talentio.com/r/1/c/cinnamon/pages/19431
https://www.green-japan.com/company/5902
https://www.green-japan.com/company/5902
https://www.green-japan.com/company/5902
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000033941.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000033941.html
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開について） 

調査で使
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イト 

紹介資

料有無 

36 株式会社オ

ルツ 
自動で録音、記録、修正、翻訳を行う「AI GIJIROKU」やオ

ペレーターAI サポートシステム「NeoRMR」を提供。 〇 〇 〇 

インドネシア及びシンガポール向けに、日本

語、英語、インドネシア語に対応したチャッ

トサポートサービスを 2019 年 7 月より提供

開始。 

https://www.iij.a
d.jp/news/pressr
elease/2019/040
2.html 

TIS 有 

37 
メイクリー

プス株式会

社 

帳票作成・送付、入金管理を大幅に効率化するクラウドサー

ビス「MakeLeaps」を提供。 〇 〇 〇 フィリピン等に拠点を持つリコーにより全株

式取得。 

https://www.nik
kei.com/article/
DGXLRSP4942
05_W8A021C1
000000/ 

楽天キャ

ピタル 無 

38 株式会社 FO
LIO 

金融機関向けのサービスとして、ロボアドバイザー・ラップ

運用などの一任運用基盤システムと一任運用サービスを提供

するプラットフォーム「4RAP」を提供。4RAP を利用するこ

とで、金融機関は自社内の顧客の口座で一任運用サービスを

提供することが可能になる。 

〇     
台湾、韓国、タイやインドネシアにもサービ

スを展開している LINE 株式会社と資本業務

提携。 

https://www.nik
kan.co.jp/release
s/view/20705 

楽天キャ

ピタル 無 

39 株式会社 HA
KKI AFRICA 

途上国のマイクロファイナンスを始めとする、小〜中規模の

金融機関向けの Credit as a Service の API(越境信用パスポー

ト)開発を行う。 
〇     ケニア子会社(HAKKI AFRICA LIMITED)を

設立し、現地でサービスを提供。 
https://hakki-afri
ca.com/  

調査団の

コネクシ

ョン 
有 

40 株式会社 ST
ANDAGE 

 
売り手と買い手のマッチングから決済、貨物配送に至る全て

の貿易業務を簡潔できるプラットフォーム「DiGiTRAD」を

運営. 

〇     ナイジェリア、ラゴス市内に拠点を設立。ア

フリカ向け輸出事業を行う。 
https://standage.
co.jp/#top-about 

調査団の

コネクシ

ョン 
有 

41 株式会社ア

メグミ 
機能を最低限に絞り、セキュリティのみを更新する OS 開発

を通じて格安端末を提供.     〇 

アメグミインド法人 Amegumi India はインド

州政府公認のフィンテック企業 Transaction 
Analysts Pvt. Ltd と NDA 締結の上、業務提

携を開始。 

https://prtimes.j
p/main/html/rd/p
/000000019.000
033101.html 

調査団の

コネクシ

ョン 
有 

42 PicoCELA 株

式会社 
独自の無線多段中継テクノロジー/PicoCELA Backhaul Engin
e（PBE）により、広大な無線 LAN 空間を提供。     〇 世界的な営業基盤を保有する双日から出資を

受ける。 

https://www.soji
tz.com/jp/news/
2020/08/202008
18.php 

調査団の

コネクシ

ョン 
有 

https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2019/0402.html
https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2019/0402.html
https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2019/0402.html
https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2019/0402.html
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP494205_W8A021C1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP494205_W8A021C1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP494205_W8A021C1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP494205_W8A021C1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP494205_W8A021C1000000/
https://www.nikkan.co.jp/releases/view/20705
https://www.nikkan.co.jp/releases/view/20705
https://www.nikkan.co.jp/releases/view/20705
https://hakki-africa.com/
https://hakki-africa.com/
https://standage.co.jp/#top-about
https://standage.co.jp/#top-about
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000033101.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000033101.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000033101.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000033101.html
https://www.sojitz.com/jp/news/2020/08/20200818.php
https://www.sojitz.com/jp/news/2020/08/20200818.php
https://www.sojitz.com/jp/news/2020/08/20200818.php
https://www.sojitz.com/jp/news/2020/08/20200818.php
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開について） 

調査で使

用したサ

イト 

紹介資

料有無 

43 
株式会社 Sin
gular Perturba
tions 

世界最高精度の犯罪予測アルゴリズム（独自開発）を強みと

して、国内外の警察・情報機関向けの犯罪予測ソフトウェア

"CRIME NABI"を開発 
  〇   

早期の海外展開を見据え、技術戦略及び開発

体制を強化。 

https://prtimes.j
p/main/html/rd/p
/000000001.000
080699.html 

調査団の

コネクシ

ョン 
有 

 
出所：各社の Web サイト等をもと調査団作成 
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000080699.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000080699.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000080699.html
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また、上記表にリストアップしたソリューションのうち、分かりやすいソリューションを 28 社分抜

粋し、現地関係者へのインタビュー時に日本企業の製品・技術紹介をするための参考資料を作成し、

現地インタビューにて活用した（詳細は別添資料「日本企業ソリューション例」を参照）。 
 

 
図 3-1 日本企業の製品・技術紹介をするための参考資料の一例（日本語） 

出所：PicoCELA 社の Web サイトをもとに調査団作成 

 
図 3-2 日本企業の製品・技術紹介をするための参考資料の一例（英語） 

出所：PicoCELA 社の Web サイトをもとに調査団作成 

広大な無線LAN空間の構築を実現する、独自の無線多段中継テクノロジー「PicoCELA Backhaul 
Engine」を提供。

67ヘクタールの広大な山岳地のメガソーラー建設地全体に安定したWi-Fi環境を構築。

Telecommunication

会社名 PicoCELA株式会社

本社 日本 東京都

設立 2008年8月

社員数 -

投資ステージ シリーズB、資本金 1億円

展開 ポーランドにR&D拠点を持つ。

サービス概要

広大な無線LAN空間の構築を実現する、独自の無線

多段中継テクノロジー「PicoCELA Backhaul Engine」を

提供。

優位性

✓ ケーブル配線を最大9割削減し、設置コストを

最大7分の1に削減することが可能

✓ 「移動式の通信を網羅したい」「人が入れない場所に

遠隔操作ロボットを導入し操作を安定させたい」などの

様々なニーズに対応

✓ 無線LANコントローラ不要で、迅速かつ簡単な設置が

可能

They provide the original wireless multi-stage relay technology called "PicoCELA Backhaul 
Engine" that achieves the construction of a vast wireless LAN space.

Telecommunication

Name PicoCELA Inc.

Head Office Tokyo, Japan

Establishment August 2008

Employees -

Investment Stage Series B, Capital : 1 million US$

Expand They have R&D center in Poland.

Service
Overview

They provide the original wireless multi-stage relay 
technology called "PicoCELA Backhaul Engine" that 
achieves the construction of a vast wireless LAN space.

Advantage

✓ Reducing cable wiring by up to 90% and installation 
costs by up to 1/7

✓ It can meet various needs, such as "covering mobile 
communications" and "installing remote-controlled 
robots in places where people cannot enter to 
stabilize operations"

✓ It can be installed quickly and easily with no wireless 
LAN controller
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3.3 課題の整理 

3.3.1 全体像 
第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集の結果と、本章の日本企

業の製品・技術に係る調査結果を統合し、課題とソリューションの仮説を構築した。課題については、

特定国の特定課題に絞り込む方法ではなく、複数国に共通する課題を抽出する方法をとることにし

た。これは、調査開始のタイミングがプロポーザル提出時の想定よりも後ろ倒しになったこと、また、

課題発表の公開セミナー開催日が想定よりも前出しになったことに加えて、複数国において COVID-
19 の影響により、現地関係者へのインタビュー調査が難航したことが一因である。時間的制約と面

談が出来ないという物理的制約から現地インタビューで入手可能な情報は限定的であるため、特定

国の特定課題にフォーカスすることが困難であり、さらに、日本のスタートアップで途上国市場に関

心を示す企業が限定的であることから、ある程度共通的な課題を設定する方が、その後の応募に繋が

りやすいと判断した。 
行政・金融・通信サービスに係る各国の状況を俯瞰してみると共通の課題がみえる。いずれの国も国

家開発計画においてデジタル技術の活用に一定の重点をおいており、民間セクターにおいては経済

発展・産業の高度化を図るためのデジタル技術活用、また、公的セクターにおいては、政府サービス

向上のためのデジタル技術活用に重点がおかれている。そして、具体的取組としては民間セクターで

は、民間企業のデジタル・トランスフォーメーション（DX）の促進、とりわけ自社での対応が困難

な中小企業の DX 化支援と、金融包摂の促進、公的セクターでは電子政府の促進があげられる。併せ

て、民間・公的セクターのいずれにおいても、デジタル技術活用の基盤となる通信環境の整備とサイ

バーセキュリティの担保、そして、デジタル化を担う人材の育成が政府の優先取組事項となっている。

このように各国が目指すデジタル活用の絵姿は類似しており、それに対する課題もまた似通ってい

る。 
このような調査結果に基づき、各国の共通課題を 6 領域（①通信環境の向上、②サイバーセキュリテ

ィ・治安の向上、③中小企業のデジタル化促進、④デジタル人材育成、⑤電子政府サービスの利便性

向上・利用率向上、⑥低所得層への金融包摂の推進）に整理した。また前述の日本企業の製品・技術

に関する調査結果を基に、各課題に対応するソリューションを例示し、課題とソリューションの仮説

を設定した。 
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図 3-3 各国の共通課題とソリューションの仮説 

出所：調査団作成 

また、各国の共通課題 6 領域をさらに 11 種類の課題に細分化し、各国政策の重点分野や取組との適

合性、通信環境の成熟度、JICA 既存事業との連携可能性といった観点から、対象国のなかでもより

課題が適合する国を特定し（詳細は、各課題シートを参照）、各課題に対する対象国の優先度を設定

した。 

 
図 3-4 各課題に対する対象国の優先度 

出所：調査団作成 

クラウド

データセンター

地方通信インフラ

データ通信を効果的に行うた

めの技術

サイバーセキュリティの向上を

図るための技術

地方自治体

金融機関

認証技術

企業向け決済サービス

信用スコアリ

ングサービス

（ギグワーカーやSME向け）

小規模融資

保険サービスの普及

保険会社

IT人材育成＋オフショア開発

IT人材育成コンテンツ
学校

製造業向けソリューション

IoTプラットフォーム

遠隔研修プラット―ム

中小企業

データセンター データセンター

各種通信網

データセンター
①通信環境の向上

②サイバーセキュリティ向上

③中小企業のデジタル化促進

④デジタル人材育成

政府機関

電子政府ポータルサイト

AI犯罪予測、監視カ

メラ、顔認証技術
国民IDと関連する認証技術

②治安向上

政府機関

⑤電子政府サービスの利便性

向上・利用率向上

⑥低所得層への金融包摂の推進

ユーザービリティ向上、障がい者や高

齢者でも使いやすいサービス

金融機関

行政ビッグデータ活用

対象国

フィリピン インド バングラデシュ ブラジルインドネシア ベトナム開 メキシコ 南アフリカ

デジタル人材育成

通信環境の向上

課題

低所得者向け融資サービス

低所得層へ金融包摂の推進

行政ビッグデータ活用

電子政府サービスの利便性向上・

利用率向上

中小企業のデジタル化促進

（4IR）

中小企業のデジタル化促進

サイバーセキュリティ・治安の向上

（サイバー）

サイバーセキュリティ・治安の向上

（治安）

サイバーセキュリティ・治安の向上

（個人認証）

①

②

③

④

⑤

⑥
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各国の共通課題 6 領域と 11 種類の課題については次項以降で説明する。 

3.3.2 通信環境の向上 
通信環境については、いずれの国でも地方部の整備が不十分であり都市部との情報格差が課題とな

っている他、5G 化に向けた大容量通信に耐えうる通信インフラの整備の必要性が高い。また、情報

格差是正や教育分野や行政分野におけるデジタル技術活用のための局地的な Wifi ネットワーク整備

等も進んでいるが、通信速度や安定性に課題がある。 

表 3-3 通信環境の向上に係る課題とソリューション例 

 
出所：調査団作成 

課題と具体的ソリューション例

課題 特筆する対象国 ソリューション 想定する具体的ソリューション 備考

【通信環境の向上】

・都市部と地方部での通

信環境の格差がデジタル

デバイド（情報格差）の

要因となっている

・５G化が進みデータ通

信が大容量化されるなか

で、より効率的なデータ通

信技術が求められている

・学校内や地方自治体

など局地的なネットワーク

環境が整備されているも

のの安定性やデータ転送

速度が不十分である

【フィリピン】

フィリピンは島が多いという地理的条件から、ア

ジア太平洋地域の他国と比較して固定回線や

固定ブロードバンドの普及率が低い

【インドネシア】

島国ゆえに17,000以上の島国で構成される地

形的条件により、有線で全国を接続する困難さ

がある。

【インド】

地方部のブロードバンド整備の遅れもあり、800

万か所のWifiスポット必要されているが、実際は

約3万スポットしか利用できない。

【バングラデシュ】

事業者は5Gを試験的に導入しており、BTRCは

2026年までに国内全域での5G普及を目指して

いる

データ通信を効果

的に行うための技術

キーワード：

データセンター

大容量通信

FTPやHTTPなどの既存プロトコルを代替する、

ファイル転送プロトコル。機密データのやり取りも

可能な転送プロトコル

IoTデバイスや通信、アプリケーションなどがワン

ストップで利用できる、IoTプラットフォーム

（例：デバイス、通信サービス、アプリケーション

などのワンストップ支援）

【類似案件】

インドネシア国IoT双方向通信型プリ

ペイドガスメーター導入基礎調査

（株式会社ヘリオス・ホールディング

ス）

ユーザー間で動画データの配信を行うことで、混

雑時のサーバ負荷を軽減することが出来るP2P

型CDN(Content Distribution / Delivery 

Network)

局地的に安定した無線ネットワーク空間の構

築を実現する無線多段中継器

小型衛星等により得られた地球観測画像デー

タを活用したの各種ソリューション（例：農業、

林業、インフラ、災害等のモニタリング）

データセンターなどで用いられることを想定した

高機能光ファイバーや各種関連プロダクト

【類似案件】

タイ国高密度多芯光ケーブル普及・

実証・ビジ ネス化事業（住友電気

工業株式会社）
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図 3-5 通信環境の向上に係る課題とソリューション例 

出所：調査団作成 

第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集の結果と、上記の調査結

果を統合し課題シートを作成した。 

 
図 3-6 通信環境の向上に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

クラウド

データセンター

地方通信インフラ

地方自治体

政府機関

電子政府ポータルサイト

金融機関

保険会社

学校

中小企業

（製造業）

データセンター データセンター

各種通信網

データセンター

政府機関

教育機関用

通信インフラ

小型衛星等により得られた地球観測

画像データを活用したの各種ソリュー

ション（例：農業、林業、インフラ、

災害等のモニタリング）

局地的に安定した無線ネット

ワーク空間の構築を実現する

無線多段中継器

ユーザー間で大容量データ（動画デー

タなど）の配信を行うことで、混雑時

のサーバ負荷を軽減することが出来る

P2P型CDN(Content Distribution / 

Delivery Network)

データ通信を効果的に行うための技術。IoTデバイ

スや通信、アプリケーションなどがワンストップで利用

できる、IoTプラットフォーム（例：デバイス、通信

サービス、アプリケーションなどのワンストップ支援）

FTPやHTTPなどの既存プロトコルを代替

する、ファイル転送プロトコル。機密データ

のやり取りも可能な転送プロトコル

データセンターなどで用いられる

ことを想定した高機能光ファイ

バーや各種関連プロダクト

【課題】

学校内や地方自治体な

ど局地的なネットワーク

環境が整備されているも

のの安定性やデータ転送
速度が不十分である

【課題】

５G化が進みデータ通信が大容量化さ

れるなかで、より効率的なデータ通信
技術が求められている

【課題】

都市部と地方部での通信環境

の格差がデジタルディバイド（情
報格差）の要因となっている

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• 都市部と地方部での通信環境の格差がデジタルデバイド（情報格差）
の要因となっている（デジタルディバイドの要因としては、通信インフラ
整備、ラストマイルインフラ、アクセス環境、許認可、周波数管理、通信
料、端末、コンテンツ、リテラシー等複合的な課題がある）。

• 通信の５G化が進みデータ通信が大容量化されるなかで、より効率的
なデータ通信技術が求められている。

• 学校内や地方自治体、経済特区や工業団地など局地的なネットワーク
環境が整備されているものの安定性やデータ転送速度が不十分であ
る。

＜対象とする国＞
• 8か国すべてだが特に、特にフィリピン、インドネシア、インド、バングラデシ
ュ

＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• フィリピン：「国家ブロードバンド計画（2017年）」等に沿って公共無料Wi-Fi 
「Pipol Konek」、共用通信タワー建設、光ファイバーの実装などを実施。

• インドネシア：都市部と地方で顕著となっているデジタルデバイドに対応す
べく、インドネシア・ブロードバンド計画やPalapa Ring Projectなどを通じて、
手頃で安定したインターネット・ブロードバンド整備を実施。

• インド：Digital IndiaやNational e-Governance Plan (NeGP)に沿って、
• State Wide Area Network(SWAN)や遠隔地のインターネットの整備などを
実施。

• バングラデシュ：Digital Bangladeshや後続のVision2041等に沿って2026年
までの全国普及を目指し5Ｇ試験導入などを実施。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国情報通信省

• 各国通信事業者（民間、公社）
• 各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国企業）

データ通信を効果的に行うための技術（一例は下記のとおり）
• 分散型無線ネットワーク技術やメッシュWifi技術を用いた無線アンテナ
• FTPやHTTPなどの既存プロトコルを代替するより効果的なデータ通信・ファイル転
送を可能とするプロトコを用いた接続技術・サービス

• IoTデバイスや通信、アプリケーションなどがワンストップで利用できる、IoTプラット
フォーム（例：デバイス、通信サービス、アプリケーションなどのワンストップ・プラッ
トフォーム）

• ユーザー間で動画データの配信を行うことで、混雑時のサーバ負荷を軽減するこ
とが出来るP2P型CDN(Content Distribution / Delivery Network)。

• 局地的に安定した無線ネットワーク空間の構築を実現する無線多段中継器
• データセンターなどで用いられることを想定した高機能光ファイバーや各種関連プ
ロダクト

その他、デジタルディバイドの解消に資するサービス・製品

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在することに加えて、
その内容や解釈が不明瞭な場合もありえる。

• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る。
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図 3-7 通信環境の向上に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

8 月 20 日の公開セミナーにおいては、今後の本調査でのアプローチ方法を参加企業がイメージでき

るように一例としてフィリピンを取り上げて説明した。 

 
図 3-8 通信環境の向上：フィリピンの例（1） 

出所：調査団作成 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

フィリピン
【都市部と地方部のデジタルデバイド】

フィリピンは島が多いという地理的条件から、固定回線や固定ブロ
ードバンドの普及率は低く、約60％の家計がインターネットに接続

する環境を有していない。近隣の中所得国と比較して、インターネ
ットの普及は大きく劣後している。*1
【ネットワーク環境の整備】
通信速度は遅い一方で、通信費は高い傾向にある。
フィリピンのモバイルブロードバンド速度 (16.7 Mbps) は世界平均
の32.01 Mbpsを下回り、3G/4Gモバイルの平均ダウンロード速度
は世界平均の13.26 Mbpsに対して7 Mbpsとなっている。
1GBの無線通信の価格が1人あたりGNI（国民総所得）に占める割
合は、ASEAN諸国の平均1.37％を上回る1.95％であった。*1

インドネシア
【都市部と地方部のデジタルデバイド】
17,000以上の島国で構成される地形的条件により、有線で全国を

接続する困難さがある。不断の衛星通信ネットワークの更新が求
められている。
【ブロードバンドの普及】
固定ブロードバンドの世帯普及率は10.34％、人口普及率は3.5％
（2019年）にとどまる。
【５Gの整備・拡充】
近年周波数の効率的利用が課題となっている。
5G用に十分な帯域の確保が必要とされており、2020年10月に通

信法の改正がなされ周波数共用について中央政府が決定できる
こととなった。

バングラデシュ
【帯域幅の枯渇】
政府から確保すべき最低速度の指示がなく、2023年には帯域幅

が枯渇してしまい、隣国のインドに依存する必要がある可能性が
ある。
【低い相互接続品質】

民間業者とバングラデシュ電信電話局間の相互接続の質が悪く、
通信網の混雑が深刻になることが予測される。
【低いネットワーク品質】

バングラデシュ電信電話局のネットワークの品質が低く、さらに都
市部に集中している状態である。また、通信通信事業者は、ネット
ワークのカバレッジや品質を改善せずに加入者を増やしている状
況である。

インド
【都市と地方のデジタルデバイド】
インドは、インターネット人口が6億3千人と中国に次いで世界で第
2位であるにもかかわらず、モバイルブロードバンド加入率は
47.04%、インターネット利用率は20%と低い水準にある。特に、貧

困層の多い地域や差別を受けてきた地域のインターネットの普及
が遅れている。政府はDigital Indiaの一貫として遠隔地を含めたイ
ンターネットの整備を推進している。
【ネットワークの環境整備】
COVID-19の影響で、オンライン授業などインターネットの需要が増

加する一方、施設や家庭によってインターネットが十分に利用でき
ない状況にあり、教育の格差にもつながっている。

特筆する対象国：フィリピンの場合

通信環境の向上に係る課題と政府の取組

課題 政府の取組事例

【都市部と地方部のデジタルデバイド】
◼ フィリピンは島が多いという地理的条件から、固定回線や固定ブロード

バンドの普及率は低く、約60％の家計がインターネットに接続する環

境を有していない。近隣の中所得国と比較して、インターネットの普及
は大きく劣後している。*1

【ネットワーク環境の整備】
◼ 通信速度は遅い一方で、通信費は高い傾向にある。

◼ フィリピンのモバイルブロードバンド速度 (16.7 Mbps) は世界平均の

32.01 Mbpsを下回り、3G/4Gモバイルの平均ダウンロード速度は世界

平均の13.26 Mbpsに対して7 Mbpsとなっている。

◼ 1GBの無線通信の価格が1人あたりGNI（国民総所得）に占める割

合は、ASEAN諸国の平均1.37％を上回る1.95％であった。*1

インターネット利用率

36.0

55.5 60.1 60.1
43.0

2015 2016 2017 2018 2019

23.8 27.9
41.5

54.6
68.4

2013 2014 2015 2016 2017

モバイルブロードバンド加入率

【公共無料Wi-Fi 「Pipol Konek」】
◼ 情報通信技術省は国際連合開発計画(UNDP) の支援をうけ、最

大6,000の公共Wi-Fiホットスポットを設置する「Free Wi-Fi Internet 
Access in Public Places Project」を実施（2017年6月に「Pipol
Konek」へ改名）。

◼ プロジェクトには年間で15億PHPが支出され、2020年3月現在、学

校、病院、空港、公園等の公共施設700件以上で、無料のネット利

用が可能となっている。*2

【共用通信タワー*2】
◼ 2021年2月に情報通信技術省の共用通信タワーイニシアチブの一環

として、ISOC edotco Towers Inc.(以下IETI）により、Globe 
Telecom Inc., （フィリピンの大手通信会社）のためのフィリピンで最

初の共用通信タワーが建設された。

◼ リチウム電池を貯蔵技術とする高効率でインテリジェントな整流器シス

テムを導入することで、グリーン電力によるネットワークインフラの稼働が

実現している。

【光ファイバーの実装*3】
◼ 公衆無料Wi-Fi設置プロジェクトの一環として、2019年に開始し

2028年までに完了予定。主なプロジェクトパートナーは、Philippine 
Fiber Optic Cable Network(シンガポールのHyalRoute Groupの

子会社) と情報通信技術省。

◼ 2019年5月、DICTとPhilippine Fiber Optic Cable Networkは、

ケソン市で覚書に署名。同社は10億から20億米ドル相当の光ファイ

バーケーブルへの投資を行う。
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図 3-9 通信環境の向上：フィリピンの例（2） 

出所：調査団作成 

 

3.3.3 サイバーセキュリティ・治安の向上 
政府システムや重要インフラに対するサイバーアタックに対する防御や、国民 ID をはじめとする認

証が必要なシステムにおける不正の防止等、いずれの国においても、サイバーセキュリティの向上は

重要課題となっている。また、特に都市部の通信環境がある程度整備されている国（ブラジル、メキ

シコ、南アフリカなど）においては、都市の治安向上のために IoT 技術や AI といったデジタル技術

の活用が始まっている。このため、①サイバーセキュリティの向上、②個人認証プロセスの向上、③

治安の向上の 3 種類に分類し課題を設定した。 

特筆する対象国：フィリピン

現地インタビューの声と現地調査での面談先候補

大手通信事業者でも、技術を持つ海外スター

トアップとの連携を検討するための専門部署は

ないことが多い。このため、現地企業にとって、

本調査は良い機会となり得る。

海外のスタートアップ企業がフィリピンで成功する

ためには、現地の企業や親和性のあるスタート

アップ企業と提携することが理想的。

現地インタビューの声 現地調査での面談先候補（一例）

通信事業者幹部OB

インキュベーター

現地と日本のスタートアップを交流する機会の創

出をJICAと模索していきたい。

デジタル化ソリューションには国境がない。社会

問題を解決しつつ、市場における希少価値・独

自性のあるソリューション、また情熱のあるビジネ

スを求めている。VC

VC

【留意事項】

一例としてフィリピンを取り上げていますが、他の国でも同様のアプ
ローチで、調査を行うことは可能です。応募を1各国に限定すると

いうことではございません。

面談候補先 概要

通信事業者
PLDT、Globe telecom、Dito
Telecommunity、Smart communications。

国際連合開発計画
(UNDP)

Public Wi-Fi (Pipol Konek)を支援。援助機

関ということで連携の糸口がありえないか。

情報通信技術省
（Department of 
Information and 
Communications 
Technology：DICT）

ICT関連の政策立案、電子政府等のICT利

用の促進、ICT関連の法整備を所掌。各種

通信インフラプロジェクトを主管。

Philippines Software 
Industry Association
（PSIA）

フィリピン貿易産業省認可のIT業界団体。

加入企業はIBMフィリピン、Microsoftフィリピ

ン等で、大手から中小IT企業を網羅してい

る。

現地スタートアップ・エコシ
ステム

JG Digital Equity Ventures（フィリピン最大

級のコングロマリット系列のVC）、QBO・イノ

ベーション・ハブ（政府とも連携する現地ス
タートアップコミュニティ）など。

電気通信委員会
（National 
Telecommunications 
Commission：NTC)

情報通信技術省の付属機関でガイドライン、
規則を策定可能な独立規制を所管。
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表 3-4 サイバーセキュリティ・治安の向上に係る課題とソリューション例 

 
出所：調査団作成 

第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集の結果と、上記の調査結

果を統合し課題シートを作成した。 
 

 
図 3-10 サイバーセキュリティの向上に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

課題と具体的ソリューション例

課題とソリューションの仮説②：サイバーセキュリティ・治安の向上

課題 特筆する対象国 ソリューション 想定する具体的ソリューション 備考

【サイバーセキュリティ・

治安の向上】

・電子政府、Fintech、

デジタルエコノミーの促

進の全てにおいて、サ

イバーセキュリティの向

上が求められている

・新たな技術を活用し

た治安向上が求めら

れている

【インドネシア】

サイバーセキュリティに関する中央政府の担当部門

民間機関や政府におけるサイバーセキュリティ人材

の量・質が不足している

【バングラデシュ】

バングラデシュ中央銀行が被害を受けた8100万ド

ルの不正送金等、重要インフラへのサイバー攻撃が

世界各国で確認されており、国家の重要リスクとし

て認識されている

【インド】

インドでは銀行詐欺・不正が急増しており、2020 

年度には被害額が過去最高の1兆8,500億ルピー

（≒2.7兆円）に達し、前年比 159％増となった。

インドでは国民IDが浸透しているが、安全性が高

い個人認証サービスが求められている。

サイバーセキュリティ

の向上を図るための

技術

Webサイト・Webサーバ等へのサイバー攻撃を

可視化や遮断するセキュリティサービス

インドネシア、ベトナムではJICAがサイ

バーセキュリティ人材育成の技術協力プ

ロジェクトを実施中

Web APIのセキュリティサービス

強固な暗号化技術

個人認証技術

モバイルカメラ等を活用した静脈認証サービス

オンライン本人確認サービス（例：写真付き

本人確認書類、本人の顔写真等を活用）

【類似案件】

パラオ共和国顔認証技術普及促進事

業（双日株式会社、日本電気株式

会社）

【ブラジル】

都市部では貧富の差が著しく強盗被害などが多

発している（国連の調査結果では、人口10万人

当たりの殺人事件発生率が日本の約90倍に達し

ている）

【南アフリカ】

投資促進のために治安の向上が求められている

AI犯罪予測、監視

カメラ、顔認証技術

各種犯罪予測アルゴリズム等に基づいた犯

罪予測ソフトウェア

【類似案件】

ブラジル国都市犯罪防止の為の顔認

証・感情解析AI/IoTソリューション導入

基礎調査（株式会社アロバ）

河川水位監視などの映像解析サービス

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• デジタル技術を活用し、電子政府、Fintech、デジタルエコノミーの促進が
図られているが、全ての分野において、サイバーセキュリティの向上が求
められている。

• 多様化するサイバー脅威に対する重要インフラ防護やデジタルフォレン
ジックの重要性が高まっている。

• 南アフリカでは、2019年で世界で3番目にサイバー犯罪の被害が多く、約
1億4,700万USDの損失が生じている。

• バングラデシュでは2016年に中央銀行がサイバー攻撃を受け、フィリピ
ンの銀行へ約8,100万米ドルが不正に送金された。

＜対象とする国＞
• 8か国すべてだが特に、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、インド
＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• インドネシア：情報通信省やインドネシア大学をカウンターパートにてして

2013年からJICAがサイバーセキュリティ人材育成の技術協力プロジェクト
を実施。

• ベトナム：情報通信省をカウンターパートにJICAがサイバーセキュリティ人
材育成の技術協力プロジェクトを実施。

• バングラデシュ：Digital Bangladeshや後続のVision2041等に沿ってサイバ
ーセキュリティの強化が課題となっている。

• インド：政府は、規制整備をはじめ、サイバーセキュリティ対策チームであ
るCERT-Iｎを立ち上げ、インフラ整備や民間との連携、R&Dなどを進めて
いる。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国情報通信省

• 各国ナショナルCERT、民間CERT
• 各国通信事業者や重要インフラ企業へサイバーセキュリティに関する機器
やサービスを提供するIT企業（現地企業、外国企業）

サイバーセキュリティの向上を図るための技術（一例は下記のとおり）

• Webサイト・Webサーバ等へのサイバー攻撃を可視化や遮断するセキュリティサ
ービス・製品（Intruｓion Detection Systemなど）

• Web APIのセキュリティサービス
• 強固な暗号化技術
• マルウェア解析やデジタルフォレンジックのためのツール・製品

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在することに加えて、
その内容や解釈が不明瞭な場合もありえる。

• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る。
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図 3-11 サイバーセキュリティの向上に係る課題シート（2） 
出所：調査団作成 

 
図 3-12 個人認証プロセスの向上に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

インドネシア

【サイバー犯罪の増加】

• 国内のデジタル化の進展に伴い、インターネットを経由したサイ
バー犯罪のリスクが増加している。

• サイバーセキュリティに関する政府組織体制やルールの策定は
進んでいる一方、民間機関や政府におけるサイバーセキュリティ
人材の量・質の不足が問題となっている。

【サイバーセキュリティ・リテラシー】

• 市民や政府機関に対して、サイバーセキュリティ教育を実施し、
電子取引やオンラインでの活動を実施する際のリスクについて
理解を深める必要がある。

ベトナム
【インシデントの増加】
• 2014年からインシデントの数が急激に増加し、特に外部からの侵
入やDoS/DDoS攻撃、APT攻撃（Advanced Persistent Threats）が

増加している。また、政府機関や組織の情報システムには多くの
脆弱性があり、サイバーセキュリティのリスクが大きいことが明ら
かになってきている。

【国家DX戦略】
• 2030年を見据えた2025年までの国家DXプログラムにおいて、通
信分野の取組の1つに「信頼の構築とサイバーの安全性とセキュ

リティの保証」があげられている。サイバーの安全性とセキュリテ
ィを確保し、個人データを保護することを目的に、サイバースペー
スにおけるDXを促進し、ネットワークの安全とセキュリティに関す
るリスクを軽減するとこが求められている。

バングラデシュ
【中央銀行における不正送金事案】
• 2016年2月、バングラデシュ中央銀行がサイバー攻撃を受け、

SWIFT ネットワーク経由で不正な送金電文が送信され、フィリピン
の銀行へ約8,100万米ドルが不正に送金された。類似事案が多
数明らかになっている。

【政府の取組】
• 国家のサイバーセキュリティ戦略として National Cyber Security 

Strategy（NCSS）を 2014年に策定し、当該戦略に基づき、22の重

要情報インフラセクターの指定、政府組織のセキュリティ対策マ
ニュアルの作成、政府 CSIRT となる BGD e-Gov CIRT の立上げ（
2016 年）等を行ってきている。

• JICAへ技術協力の要請がなされている。

南アフリカ
【サイバー犯罪の増加】
• 南アフリカでは、2019年で世界で3番目にサイバー犯罪の被害が
多く、約1億4,700万USDの損失が生じている。

• 2021年7月には、国営のTransnetがサイバー攻撃を受け、ケープ
タウン港やダーバン港のコンテナ作業に支障が生じた。

【サイバーセキュリティの強化】
• 南アフリカでは、DCDTの傘下のNational Cybersecurity Hubが

CSIRTとしてサイバースペースを確保し、サイバーセキュリティの

啓蒙・教育や産業（通信、小売り、金融、保健、教育等）のサイバ
ーセキュリティ強化を目指している。

• サイバーセキュリティの国民意識の低さも指摘されており、技術
開発と合わせ人材育成が求められている。

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• 電子政府、Fintech、デジタルエコノミーの促進の全てにおいて、サイバー
セキュリティの向上が求められている。

• 生体認証の中でも、非接触での認証が可能な技術は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により需要が高まっている。

• 国民IDが浸透している国では、安全性が高い個人認証サービスが求め
られている（例えば、指紋認証だけではなく、虹彩認証など他の様々な個
人認証手法との組み合わせなど）。

＜対象とする国＞
• 8か国すべてだが特に、インドネシア、ベトナム、インド、南アフリカ
＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• インドネシア：情報通信省やインドネシア大学をカウンターパートにてして

2013年からJICAがサイバーセキュリティ人材育成の技術協力プロジェクト
を実施。

• ベトナム：情報通信省をカウンターパートにJICAがサイバーセキュリティ人
材育成の技術協力プロジェクトを実施。

• インド：政府は、規制整備をはじめ、サイバーセキュリティ対策チームであ
るCERT-Iｎを立ち上げ、インフラ整備や民間との連携、R&Dなどを進めて
いる。

• 南アフリカ：DCDTの傘下のNational Cybersecurity HubがCSIRTとしてサイバ

ースペースを確保し、サイバーセキュリティの啓蒙・教育や産業（通信、小
売り、金融、保健、教育等）のサイバーセキュリティ強化を目指している。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国情報通信省

• 各国ナショナルCERT、民間CERT
• 各国通信事業者や重要インフラ企業へサイバーセキュリティに関する機器
やサービスを提供するIT企業（現地企業、外国企業）

個人認証技術（一例は下記のとおり）

• モバイルカメラ等を活用した生態認証（静脈認証サービスなど）
• オンライン本人確認サービス（例：写真付き本人確認書類、本人の顔写真等を活
用したサービスなど）

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在することに加えて、
その内容や解釈が不明瞭な場合もありえる。

• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る。
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図 3-13 個人認証プロセスの向上に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

 
図 3-14 治安の向上に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

インドネシアの場合
【サイバー犯罪の増加】

• 国内のデジタル化の進展に伴い、インターネットを経由したサイ
バー犯罪のリスクが増加している。

• サイバーセキュリティに関する政府組織体制やルールの策定
は進んでいる一方、民間機関や政府におけるサイバーセキュリ
ティ人材の量・質の不足が問題となっている。

【サイバーセキュリティ・リテラシー】

• 市民や政府機関に対して、サイバーセキュリティ教育を実施し
、電子取引やオンラインでの活動を実施する際のリスクについ
て理解を深める必要がある。

ベトナムの場合
【インシデントの増加】
• 2014年からインシデントの数が急激に増加し、特に外部からの侵
入やDoS/DDoS攻撃、APT攻撃（Advanced Persistent Threats）が

増加している。また、政府機関や組織の情報システムには多くの
脆弱性があり、サイバーセキュリティのリスクが大きいことが明ら
かになってきている。

【国家DX戦略】
• 2030年を見据えた2025年までの国家DXプログラムにおいて、通
信分野の取組の1つに「信頼の構築とサイバーの安全性とセキュ

リティの保証」があげられている。サイバーの安全性とセキュリテ
ィを確保し、個人データを保護することを目的に、サイバースペー
スにおけるDXを促進し、ネットワークの安全とセキュリティに関す
るリスクを軽減するとこが求められている。

インド
【サイバー犯罪の増加】
• インドでは銀行詐欺・不正が急増しており、2020 年度には被害
額が過去最高の1兆8,500億ルピー（≒2.7兆円）に達し、前年比
159％増となった。

• 昨今はCOVID-19に関する情報への需要を利用したサイバー事

件が急増しており、個人、企業や政府と幅広いユーザーが標
的にされている。

【サイバーセキュリティの強化】
• インドでは国民IDが浸透しているが、安全性が高い個人認証サ
ービスが求められている。

• SNSや電子取引の利用にあたり、個人情報の保護やサイバー
攻撃を防ぐ技術や製品の普及が求められている。

南アフリカ
【認証技術のニーズ】
• 国民IDシステムの構築に必要不可欠な生体認証技術として、指
紋認証だけではなく、虹彩認証など他の様々な個人認証手法と
の組み合わせが求められており、本人照合率の精度改善のみな
らず、セキュリティの強化も必要とされている。また、子供の段階
から本人確認ができるような仕組み・技術も求められている。

• 【サイバーセキュリティの強化】
• 南アフリカでは、DCDTの傘下のNational Cybersecurity Hubが

CSIRTとしてサイバースペースを確保し、サイバーセキュリティの

啓蒙・教育や産業（通信、小売り、金融、保健、教育等）のサイバ
ーセキュリティ強化を目指している。

• サイバーセキュリティの国民意識の低さも指摘されており、技術
開発と合わせ人材育成が求められている。

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• 新たな技術を活用した治安向上が求められている。
• 海外からの投資促進のためにも、治安の向上が求められている。
• 多発する犯罪に対して、人的コストを抑えつつ実施できる事前防犯対策
が必要である。

＜対象とする国＞
8か国すべてだが特に本調査対象国のなかでも一定の通信環境が整備され
ている、ブラジル、メキシコ、ベトナム、南アフリカ
＜関連する各国の政策・市場規模等＞
ブラジル：IoTアクションプランでは、監視機能の拡充による市内の治安リスク
緩和を掲げている。
メキシコ：国家デジタル戦略では、暴力の社会的予防に向けたデジタルツール
の開発を目標として掲げている。
ベトナム：第4次産業革命国家戦略では、人工知能、IoT、ビッグデータなどの

優先技術の投資、研究、開発について触れている。
南アフリカ：国家電子戦略では、政府機関内部の効率性と管理を向上させる
ICTの１つとして犯罪管理システム (CAS) を提供していることについて触れて
いる。
＜想定するステークホルダー＞
各国警察
各国地方自治体
民間警備会社
警察、地方自治体、民間警備会社等へ機器やサービスを提供する企業（現地
企業、外国企業）

治安向上の資する技術（一例は下記のとおり）

• 各種犯罪予測アルゴリズム等に基づいた犯罪予測ソフトウェア
• 監視用映像解析サービス
• 顔認証技術

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在する。
• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る。



全世界行政・金融・通信サービスのデジタル化に伴う途上国ニーズと民間技術マッチングに係る情報収集・確認調査 
業務完了報告書 

3-21 

 
図 3-15 治安の向上に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

8 月 20 日の公開セミナーにおいては、今後の本調査でのアプローチ方法を参加企業がイメージでき

るように一例としてインドネシアにおけるサイバーセキュリティの向上、そして、ブラジルにおける

治安の向上を取り上げて説明した。 
 

ブラジル
【犯罪発生件数の増加】

• ブラジルでは長年に渡り治安面の改善が必要とされており、特
に都心部における貧富の差が激しいことから強盗被害が相次
いでいる。

• 国連の統計では殺人事件発生率（人口10万人当たり）は日本
の約90倍、歩行者強盗は約1500倍と様々な犯罪が発生してお
り、レストランや店舗、企業への強盗事件も相次いでいる。

【犯罪防止システムの改善と技術の向上】

• 現在はカメラによるモニタリングによる防犯対策を行っているが
、犯罪が発生してから動画・画像解析を行う後追いの犯人探し
となっており、事前防犯となっていない。そのため、AIとIPカメラ
を駆使した事前防犯対策の必要性が高まっている。

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

ベトナム
【犯罪発生件数の動向】

• ベトナムでは近年の経済発展による貧富の格差拡大や地方貧
困層の都市部への流入等に伴い、治安状況は悪化傾向にあ
る。現在のところ、殺人、強盗等の凶悪犯罪の発生は少ないも
のの、外国人住居への忍び込み、繁華街周辺でのひったくり、
スリや置き引き等の窃盗事件が発生している。

【犯罪防止の取組み】

• ホーチミン市情報通信局では、スマートシティ管制センターにつ
いて、各部局の1000台余りの監視カメラを統合し、様々な角度

から町の様子を観察できるようになったと報告した。今後、交通
事故や犯罪などが発生した場合、画像の分析によって人物の
顔識別ができ、特定人物の追跡も可能になる。

メキシコ
【犯罪発生件数の動向】
• メキシコ政府の犯罪統計によると、2020年はCOVID-19の感染

拡大防止のため、前年に比べ総犯罪件数が一定程度減少した
が、各種社会活動が段階的に緩和された2021年3月には、総

犯罪件数、殺人及び強窃盗の件数が前月と比較して大幅に増
加し、その後の月別発生件数も高い水準を維持していることか
ら、未だ治安は改善傾向にあるとは言い難い。

【犯罪防止の取組み】

• 国家デジタル戦略では、暴力に対する社会的予防のためのタ
イムリーな情報発信ツールの開発、 ICTを介した学習および行
動の問題検出に取り組むことを掲げている。

南アフリカ
【犯罪発生件数の動向】
• 南アフリカの2019年の犯罪統計によると殺人 21,325件、殺人
未遂 18,635件、凶悪強盗143,990件と、人口が約6,000万人弱

であることを考えれば、凶悪犯罪等の発生率は非常に高い比
率で推移しており、治安状況は極めて厳しい状況にある。

• なお、南アフリカでは2020年3月27日からコロナ禍によるロック
ダウンが開始され、現在（2021年6月）まで継続されており、一
時的に犯罪件数は減少しているものの、2021年1月から3月の
犯罪発生件数は例年の水準に戻りつつある。

【治安の改善】

• 国内へ外国投資を呼び込む対策として治安の改善が挙げられ
ている。
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図 3-16 サイバーセキュリティの向上：インドネシアの例（1） 

出所：調査団作成 

 
図 3-17 サイバーセキュリティの向上：インドネシアの例（2） 

出所：調査団作成 

特筆する対象国：インドネシアの場合（サイバーセキュリティ）

サイバーセキュリティ・治安の向上に係る課題と政府の取組

課題 政府の取組事例

【サイバー犯罪の増加】
◼ 国内のデジタル化の進展に伴い、インターネットを経由したサイバー犯

罪のリスクが増加している。

◼ サイバーセキュリティに関する政府組織体制やルールの策定は進んでい

る一方、民間機関や政府におけるサイバーセキュリティ人材の量・質の
不足が問題となっている。

【関連規制の整備】
◼ 国家データセンターを整備するとともに、データ運用のための個人情報

保護法も成立させる必要がある。

【サイバーセキュリティ人材育成プロジェクト*1】
◼ JICA技術協力：2019年5月～2024年5月

◼ 情報通信省が2016年に策定したインドネシアサイバーセキュリティ戦略

における柱の1つとして、サイバーセキュリティに関する意識改革及び産業

界のニーズを踏まえた人材の育成を、高等教育機関を通じて輩出するこ

とが計画されている。

◼ インドネシア大学内にサイバーセキュリティプログラムを立上げ、諸外国の

サイバーセキュリティ人材も巻込みながら、オープンソースのセキュリティツー

ルやオープンコースウェアを開発する。

◼ これにより、同大学におけるサイバーセキュリティ人材の育成システム強化

を図り、もって重要インフラをはじめとするインドネシアの民間機関・政府

のサイバーセキュリティ対応能力を強化する。

【情報セキュリティ能力向上プロジェクト*2】
◼ JICA技術協力：2014年7月～2017年1月

◼ 情報通信省情報セキュリティ局の機能強化、政府の各部局におけるセ

キュアなIT利用をサポートする仕組みの確立、情報セキュリティ啓発活動

の改善、といった活動を実施

【サイバーセキュリティ・リテラシー】
◼ 市民や政府機関に対して、サイバーセキュリティ教育を実施し、電子

取引やオンラインでの活動を実施する際のリスクについて理解を深める

必要がある。

*1:https://www.jica.go.jp/project/indonesia/023/index.html

*2:https://www.jica.go.jp/project/indonesia/014/index.html

特筆する対象国：インドネシア

現地インタビューの声と現地調査での面談先候補

インドネシアでは多数のスタートアップが誕生して

いるが、それに伴ってサイバーセキュリティの脆弱

性も拡大している。

政府はセキュリティ強化を推奨しているが、ほと

んどの中小企業は、ソーシャルメディア、ウェブサ

イト、金融アプリケーションを保護するためのセ

キュリティシステムを導入出来ていない。

現地インタビューの声 現地調査での面談先候補（一例）

政府機関

政府機関

国内外の関係者との連携にはオープンだが、技

術がインドネシアの規制に適合していること、また

価格も現地に適合していることが必須である。

サイバーセキュリティは「e-government 

Strategic Plan 2018-2025」の重点分野の一

つである。
政府機関

業界団体

【留意事項】

一例としてインドネシアを取り上げていますが、他の国でも同様の
アプローチで、調査を行うことは可能です。応募を1カ国に限定する

ということではございません（例えば、ベトナムでもJICAはサイバーセ

キュリティ分野の技術協力を実施中）。

面談候補先 概要

インドネシアのIT企業業

界団体

インドネシアIT連盟（FTII）、インドネシアコ

ンピュータソフトウェア協会

(ASPILUKI)、電子商取引協会 (IdEA) 、イン

ドネシア通信事業者協会（ATSI） など

インドネシア大学

JICA技術協力を通じてサイバーセキュリティ人

材育成コースを開設。世界水準のプロフェッ

ショナル向けサイバーセキュリティ教育の提供
を目指している。

国家サイバー暗号庁
（National Cyber and 
Crypto Agency: BSSN）

2018年1月に設立された大統領直轄の機

関で国家暗号院や通信情報省の部署など
を統合。JICA技術協力とも連携。

インドネシアのナショナル
CERTや民間のCERT

Indonesia Computer Emergency Response 
Team (ID-CERT)、ID-SIRTII/CCなど

情報通信省(Ministry of 
Communications and 
Informatics: KOMINFO)

2005年1月に情報通信分野の政策策定と

実施を行う機関として設立。
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図 3-18 治安の向上：ブラジルの例（1） 

出所：調査団作成 

 
図 3-19 治安の向上：ブラジルの例（2） 

出所：調査団作成 

特筆する対象国：ブラジルの場合（治安）

サイバーセキュリティ・治安の向上に係る課題と政府の取組

課題 政府の取組事例

【犯罪の増加*1 】
◼ 長年に渡り治安面の改善が必要とされており、国連の統計では殺人

事件発生率（人口10万人当たり）は日本の約90倍、歩行者強盗

は約1500倍と様々な犯罪が発生している。特に都心部における貧富

の差が激しいことから強盗被害が相次いでいる。

【犯罪防止システムの改善と技術の向上*1 】
◼ 従来の防犯対策システムは、犯罪発生後にアラームが作動するシステ

ムが中心であり、カメラを使用した犯罪対策も監視員がカメラの前でモ

ニタリングをして犯罪を察知するタイプが主流。

◼ 人的コストがかかると共に、1人がモニタリングできる映像の数も限られ、

解像度の悪いカメラを設置した場合には犯罪察知の確立が高くない。

◼ 犯罪が発生してから動画・画像解析を行っていることから、後追いの

犯人探しとなっており、事前防犯となっていないため、事前防犯対策

のニーズがある。 【税関における顔認証システム*4 】
◼ NECは、ブラジル連邦税務局から、14の主要国際空港において税関で

利用される顔認証システムを受注。本システムは、税関を通過する乗客

に対し、過去に不正の摘発を受けた経歴のある人物のリストをもとに、

顔認証で容疑者を識別し、これにより、空港の税関業務の効率化に貢

献する。
*1:https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12333555.pdf
*2:https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000258.pdf
*3:https://www.bbbr-bj.com/voice/1418
*4:https://jpn.nec.com/press/201507/20150716_02.html

【IoTアクションプラン】
◼ 2017年11月にブラジル科学技術省とブラジル国立経済社会開発銀

行（Brazilian Development Bank : BNDES）が共同で発表した

「IoT アクションプラン」は、国内におけるインターネット接続された機器の

積極普及のため、交通、治安等分野を対象とした取組を掲げている。

また、2018年～2022年を対象期間として、取組を基礎産業、工場か

ら、都市、地方、福祉、産業から成る 4 つの優先分野へ拡大するロード

マップが示されている。 *2

◼ 上記アクションプランの都市分野の中では「治安：監視機能の拡充に

よる市内の治安リスク緩和」への活用が期待されている。

【試験導入*3 】
◼ 2019年のリオのカーニバルで犯罪対策として顔認証システムが試験導

入され、合計4人の指名手配犯の逮捕に成功している。
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特筆する対象国：ブラジル

現地インタビューの声と現地調査での面談先候補

市中の監視システムの導入については、ブラジル国内

の人種や外見の多様性があること、それに加えて犯罪

者が多いことからアルゴリズムが洗練されるのではという

期待のと、国の特性を踏まえると安定した動作は容易

ではないのではという両方意見がある。

サイバーセキュリティと治安の向上が課題であり、特に

生体認証のソリューションが求められている。

現地インタビューの声 現地調査での面談先候補（一例）

政府機関

政府機関

日本の技術を持ち込んで現地課題を解決することは

有益だと思う。

そのため、日本企業との良好な関係を維持することは、

地元のスタートアップ・コミュニティにとっても重要。

人種差別につながる「見た目」でのセキュリティ強化は

問題が大きいし、エラーも多い。他の方法で犯罪者候

補を特定できれば大きい。
ドナー

インキュベーター

【留意事項】

一例としてブラジルを取り上げていますが、他の国でも同様のアプ
ローチで、調査を行うことは可能です。応募を1カ国に限定するとい

うことではございません。

面談候補先 概要

各地の地方自治体（州
政府）

このような取組は州単位での取組となるケー
スが多い。

鉄道・バス関連団体
国家運輸インフラ局(DNIT)、鉄道施術建設

公社(VALEC)、サンパウロ地下鉄 等

民間企業、インキュベー
ター

民間警備会社やセキュリティ関連システムを
取り扱うITベンダー、スタートアップなど

警察組織
ブラジルの警察は日本の警察組織と異なり、

連邦警察のほか、各州の管轄下に軍警察
と文民警察がある。

The Brazilian 
Development Bank 
(BNDES) 

ブラジル開発銀行 (BNDES) はブラジルにお

ける開発のための主要金融機関である。

1952年の設立以来、同国の産業とインフラ

の拡大を推進する役割を果たし、現在では

輸出支援、技術革新、持続可能な社会

環境開発、行政の近代化等の業務にも関

与している。

Ministry of Science, 
Technology, Innovation, 
and Communications 
(MCTIC)

科学技術イノベーション通信省（MCTIC）

は、ブラジルの中央官庁でブラジルにおける

科学技術の振興・調整などを目的に創設さ
れた国家機関である。
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3.3.4 中小企業のデジタル化促進 
各国政府は中小企業の DX 促進のために中小企業経営層のリテラシーの向上や補助金制度等を設け

ているが、同時に中小企業でも導入しやすいソリューションが求められている。特にインドネシアや

メキシコ等、製造業が国の主産業を占める国においては産業の高度化を目指し、第四次産業革命（4IR）
分野での DX が課題となっている。また、全ての国において、昨今の COVID-19 の影響からリモート

ワークを可能とするソリューションの需要も高まっている。 

表 3-5 中小企業のデジタル化促進に係る課題とソリューション例 

 
出所：調査団作成 

第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集の結果と、上記の調査結

果を統合し課題シートを作成した。 
 

課題と具体的ソリューション例

課題とソリューションの仮説③：中小企業のデジタル化促進

課題 特筆する対象国 ソリューション 想定する具体的ソリューション 備考

【中小企業のデジタ

ル化促進】

・デジタルエコノミーの

推進、産業の高度

化に向けて、中小企

業のデジタル化促進

が求められている

【インドネシア】

Making Indonesia 4.0に基づく

製造業の高度化に向け、中小企

業のデジタル化促進が必要とされ

ている。

【メキシコ】

製造業のデジタル化と4IRの推進

と、それに向けた人材育成の高度

化が求められている。

製造業向けソリュー

ション

製造現場に設定したIoTデバイスや監視カメラを用いた製

造工程や業務の見える化を可能とするソリューション

インドネシア、ベトナムはJICA「最新

テクノロジーを活用した製造業高度

化に係る情報収集・確認調査」を

実施中

IoTデバイスやカメラ等から取得するリアルタイムデータ分析

や、分析結果を活用した遠隔監視・管理や、蓄積したビッ

グデータの分析に基づく業務効率化を可能とするソリュー

ション

IoTデバイスや通信、アプリケーションなどがワンストップで利

用できる、IoTプラットフォーム（例：デバイス、通信サービス、

アプリケーションなどのワンストップ支援）

製造機器の遠隔操縦シミュレーションなどを行うVR（仮想

現実）技術や秘熟練工の作業支援やするAR（拡張現

実）技術

【全ての対象国】

中小企業のデジタル化やリモート

ワークを推進するソリューションが求

められている。

遠隔研修プラット―ム

e-learning、m-learnigや、効果的な遠隔研修を可能と

するソリューション（優れたUXや、送信データ容量が小さい

など）

Virtual Reality（バーチャル・リアリティ、仮想現実）の研

修用コンテンツ開発サービス

企業向け業務システ

ム

安価で簡単に導入可能な顧客管理システム、経理処理

システム、電子署名システム、決済サービスなど

タイ国電子記録債権サービス普及

促進事業（株式会社三菱東京

UFJ銀行、株式会社日立製作

所）
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図 3-20 製造業中小企業のデジタル化促進（4IR）に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

 
図 3-21 製造業中小企業のデジタル化促進（4IR）に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• デジタルエコノミーの推進、産業の高度化に向けて各国政策を打ち出し
ており、特に、第4次産業革命（4th Industrial Revolution: 4IR）分野のテク
ノロジー（AI、ビッグデータ、IoTなど）を活用し、製造現場の生産性向上
が求められている。

• そのためには、産業界の大部分を占める中小企業のデジタル化促進が
重要であり、中小企業が導入可能な安価で使い勝手の良いデジタルソリ
ューションが求められている。

＜対象とする国＞
• 8か国すべてだが特に、インドネシア、ベトナム、メキシコ

＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• インドネシア：４IR政策として「Making Indonesia 4.0」を定め、 「2030年に世
界の10大経済国になる」という目標を設定し、中小企業のデジタル化支援
を推進している。

• ベトナム：「Make in Vietnam」政策に基づき4IR分野のデジタル技術の活用
を推進している。

• メキシコ：国家開発計画や産業重点分野として製造業のデジタル化や4IR
の推進を据え、生産性向上やIT関連プロジェクト向け支援政策を実施して
いる。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国経済産業省

• 各国工業省
• 各国生産性向上を担う組織
• 民間企業（現地企業、外国企業）

製造業向けソリューション（一例は下記のとおり）

• 製造現場に設定したIoTデバイスや監視カメラを用いた製造工程や業務の見える
化を可能とするソリューション

• IoTデバイス等から取得するリアルタイムデータやの分析や、分析結果を活用し
た遠隔監視・管理や、蓄積したビッグデータの分析に基づく業務効率化を可能と
するソリューション

• IoTデバイスや通信、アプリケーションなどがワンストップで利用できる、IoTプラッ
トフォーム（例：デバイス、通信サービス、アプリケーションなどのワンストップ支援
）

• 製造機器の遠隔操作や危険物を扱うロボットの遠隔操作や操縦シミュレーション
などを行うVR（仮想現実）技術や秘熟練工の作業支援やするAR（拡張現実）技
術

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在する。
• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る。

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

インドネシアの場合
【第4次産業革命（4RI）促進】
• 自動車、電子電機など5つの産業を重点分野とした4IRに向け
たロードマップとして「Making Indonesia 4.0」を定め、 「2030年に
世界の10大経済国になる」という目標を設定しているが、その
ためには、中小企業のデジタル化促進が必要とされている。

• デジタルツールの実装には時間と資金が必要になるため、より

安価で手軽に利用可能なデジタルツールや関連情報にアクセ
スできる環境が必要である。

• 財務省とABDによる報告書「Innovate Indonesia」では、日本の
Industrial Value Chain initiative（IVI）のIoTソリューションが好事
例として言及されている。

ベトナムの場合

【国家DXプログラム】
• 2030年を見据えた2025年までの国家DXプログラムでは、デジ
タル社会、デジタル政府、デジタル経済の推進に向け、8つの
産業分野でのデジタル技術導入が求められている。

• 国家DXプログラムのでは、AI・ビックデータ・サイバーセキュリテ
ィ等に関する技術の活用に重点がおかれている。

メキシコの場合
【第4次産業革命（4RI）促進】
• 国家開発計画（Plan Nacional de Desarrollo：PND2019-2024）の

目標には、「デジタル経済の発展」が含まれており、経済省の
産業政策の重点10カ条には、「製造業のデジタル化と4IRを推

進し、それに向けた人材育成の高度化を図る」ことがあげられ
ている。

• 製造業のデジタル化や4IRの推進、また、ソフトウエア開発など
IT関連プロジェクト向け補助政策のPROSOFTやそれ以外の産業

分野のプロジェクトに向けた補助政策といった取組も行われて
いるが、それに向けた十分な予算確保が困難な状況。

参考情報：JICA最新テクノロジーを活用した
製造業高度化に係る情報収集・. 確認調査

• インドネシア、ベトナムについては、JICA「最新テクノロジーを活
用した製造業高度化に係る情報収集・. 確認調査」（～2022年3
月）の対象国に含まれている。

• 同調査は、JICAが各国の産業振興分野において協力を実施す
るにあたって、急速に進展するIoT、AI等の新技術の産業振興（

特に製造業）分野における影響を分析・整理するとともに、「も
のづくりスマート化」対応のためのパイロット実施、及び中長期
的な協力プログラム案を検討するためのものである。
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図 3-22 中小企業のデジタル化促進に係る課題シート 

出所：調査団作成 

8 月 20 日の公開セミナーにおいては、今後の本調査でのアプローチ方法を参加企業がイメージでき

るように一例としてメキシコを取り上げて説明した。 

 
図 3-23 中小企業のデジタル化促進：メキシコの例（1） 

出所：調査団作成 

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• COVID-19の影響によりモートワークが主流化しつつある。
• 日本に比べて離職率の高い対象国では、社員への集団研修出来ないこ
とが生産性向上の1つの障壁となっている。

• 特に中小企業にとって、各種業務をリモーで効果的に行うためのデジタ
ルソリューションが求められている。

＜対象とする国＞
• インドネシア、ベトナム、フィリピン、インド、バングラデシュ、メキシコ、ブラ
ジル、南アフリカ

＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• ブラジル：COCVID-19の影響から国民へ通信費の補助金を提供するとい
った支援を実施している。

• メキシコ：COVID-19の影響で企業による導入が進んだものは、サイバーセ
キュリティ対策、リモートワークのためのデジタルソリューション、エッジコン
ピューティングである。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国情報通信省

• 各国工業省、商業省
• 民間企業業界団体
• 中小企業等へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国企業）

リモートワークを効率化する遠隔研修プラット―ムや企業向け業務システム（一例は
下記のとおり）

• 効果的な遠隔研修を可能とするソリューション（優れたUXや、送信データ容量が
小さいなど）

• Virtual Reality（バーチャル・リアリティ、仮想現実）の研修用コンテンツ開発サー
ビス

• 安価で簡単に導入可能な顧客管理システム、経理処理システム、電子署名シス
テム、決済サービスなど

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在する。
• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る。

特筆する対象国：メキシコ

課題とソリューションの仮説③：中小企業のデジタル化促進

課題 政府の取組事例

【RETOMX(Challenge Mexico)*4 】
◼ 民間企業や政府機関が具体的な問題の解決策を見つけるための公募

を行ためのイノベーションプラットフォーム。

◼ イノベーション・エコシステムからのアイデアを募りにより、企業や機関のニー

ズと、学生、研究者、起業家、ビジネスマンによる、実行可能で収益性

が高く、テクノロジーを活用した革新的なソリューションを結びつけることで、

新たなビジネスチャンス創出を促進する取り組みである。

【第4次産業革命（4IR）促進*1】
◼ 国家開発計画（Plan Nacional de Desarrollo：PND2019-

2024）の目標には、「ブロードバンドの促進、デジタル経済の発展」が

含まれる。

◼ メキシコ経済省の産業政策の重点10カ条には以下が含まれる。

• 製造業のデジタル化と4IRを推進し、それに向けた人材育成の高

度化を図る

◼ 製造業のデジタル化や4IRの推進による生産性の向上、また、ソフトウ

エア開発などIT関連プロジェクト向け補助政策のPROSOFTやそれ以

外の産業分野のプロジェクトに向けた補助政策といった取組も行われ

ているが、それに向けた十分な予算確保が困難な状況。

*1: https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/2b5f0041dd92c12d.html

*2: Creating Mexico’s digital government | McKinsey

*3: https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/08ef0d1d2dbedd95.html

*4: https://www.retocdmx.com/

【PROSOFT*3】
◼ PROSOFT(Program for the Development of the Software 

Industry and Innovation)は2002年から実施されており、ソフトウエア

開発に対して補助金を支給するもの。経済省はPROSOFTを通じて、

2004～2016年の13年間で合計4,225件のソフト開発プロジェクトに合

計73億9,130万ペソの補助金を支給している。

◼ 別途、産業分野のプロジェクトに向けた補助政策である生産性・産業

競争力プログラムも実施されている。

【労働者の再教育】
◼ 2030年までに、オートメーション技術によって、メキシコでは900万人の

労働者が代替されるとの予想があるが、代替される仕事には、これま

でとは異なるスキルやコンピテンシーが求められる。*2

【リモートワークの向上】
◼ COVID-19の影響でリモートワークのためのデジタルソリューションのニー

ズが高まっている。
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図 3-24 中小企業のデジタル化促進：メキシコの例（2） 

出所：調査団作成 

3.3.5 デジタル人材育成 
電子政府、フィンテック、通信インフラ、サイバーセキュリティといったデジタル技術活用の担い手

となるデジタル人材は、いずれの国でも質・量ともに不十分であり、デジタル人材の育成が求められ

ている。加えて、製造業等の IT 化により職を失う労働者の新たな受け皿としてデジタル産業の重要

性は高まっていることからも、デジタル人材の育成が課題となっている。 

特筆する対象国：メキシコ

現地インタビューの声と現地調査での面談先候補

COVID-19の影響から多くの中小企業がデジタ

ル化されましたが、まだまだ成長の余地があるだ

ろう。

デジタル化されていない中小企業は500万社あ

り、サービスを向上させるためのソリューションを必

要としている。

現地インタビューの声 現地調査での面談先候補（一例）

政府機関

VC

中小企業はデジタル化する必要がある。

COVID-19前にオンライン販売を行っていた中

小企業はわずか30％だった。一方、中小企業

のデジタル化に向けた意識改革は容易ではない。

特に製造業は経済の大きな割合を占める。中

小企業向けのIoTサービスが活躍する余地は間

違いなくあるだろう。
援助機関

業界団体

【留意事項】

一例としてメキシコを取り上げていますが、他の国でも同様のアプ
ローチで、調査を行うことは可能です。応募を1カ国に限定するとい

うことではございません。

面談候補先 概要

IT業界団体

Mexican Chamber of Electronics, 

Telecommunications and Information 

Technologies (CANIETI)、Asociación 

Mexicana de la Industria de 

Tecnologías de Información (AMITI)など。

製造業業界団体 全国工業会議所連合会（CONCAMIN）

イノベーター、アクセラレー

ター、VC
Techstars、Startup Mexicoなど。

RETOMX(Challenge 

Mexico)

民間企業や政府機関が具体的な問題の解

決策を見つけるための公募を行ためのイノベー

ションプラットフォーム。

通信運輸省

（Secretary of 

Communications and 

Transportation：

DCDT）

情報通信分野と交通運輸分野を所掌して

おり、電気通信分野では、政策の策定や、

公衆電気通信網免許の付与及び取消しを

所掌している。

経済省（Secretaría

de Economía：SE)

経済競争を促進し、貧困問題の解消、国

内市場の活性化・強化を図るため、製造業

のデジタル化とインダストリー4.0を推進など、

様々な取組を実施。
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表 3-6 デジタル人材育成に係る課題とソリューション例 

 
出所：調査団作成 

第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集の結果と、上記の調査結

果を統合し課題シートを作成した。 

 
図 3-25 デジタル人材育成に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

課題と具体的ソリューション例

課題とソリューションの仮説④：デジタル人材育成

課題 特筆する対象国 ソリューション 想定する具体的ソリューション 備考

【デジタル人材育成】

・電子政府、Fintech、

デジタルエコノミーの担い

手となるデジタル人材の

育成が求められている。

【バングラデシュ】
電子政府マスタープラン策定の際

に実施されたアンケート調査では、

回答者の40％がICT専門家の不

足を課題として回答している。

【インドネシア】

Fintechやスタートアップの人材不

足が課題となっており、技術・ソフ

トウェア系の人材の58％がニーズ

に合っていない。

【メキシコ】

メキシコではセキュリティ人材が約

15万人不足している。

【南アフリカ】

通信インフラ環境は一定の整備

がなされているものの、高度産業

人材が乏しく失業率が高い

（28.74%（2020年））。

遠隔研修プラット―ム

（e-learning、モバイル・

ラーニング、VR・AR研修

等）

Virtual Reality（バーチャル・リアリティ、

仮想現実）のコンテンツ開発サービス

【類似案件】
• 認定自動車整備士養成e-Learningプログラ

ムの導入に関する普及・実証事業有限会社

大光サービス（有限会社大光サービス）

教育現場での機能等を最低限に絞っ

た格安スマートフォンの提供

IT人材育成＋オフショア

開発

プログラミングスキル研修及びオフショア

開発サービス

【類似案件】
• ルワンダ国オンライン教育を通じたAI人材の育

成及びオフショアリングでの活用のための案件

化調査（フューチャー株式会社）

IT人材育成コンテンツ
先端技術等のEラーニングプラットフォー

ム

【類似案件】
• セネガル共和国高度IT人材とオフショア管理

人材のオンライン育成ビジネス案件化調査

（株式会社DIVE INTO CODE

• ヨルダン、パレスチナ難民等の雇用・人材育成

を通じた経済的自立のためのソフトウェア開発

ビジネス(SDGsビジネス)調査（株式会社モン

スター・ラボ）

• ミャンマー国IT人材育成の可能性の基礎調査

（オー・エイ・エス株式会社、株式会社インフォ

テック・サーブ、株式会社ポータス）

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• 電子政府やFintech分野をはじめ、デジタルエコノミーの担い手となるデ
ジタル人材の育成が求められている。

• バングラデシュの電子政府マスタープラン策定の際に実施されたアンケ
ート調査では、回答者の40％がICT専門家の不足を課題として回答。

• インドネシアではFintechやスタートアップの人材不足が課題となっており
、技術・ソフトウェア系の人材の58％がニーズに合っていない。

• メキシコではセキュリティ人材が約15万人不足している。
• 南アフリカは海外IT企業の拠点としての需要が増加している一方、失業
率は28.74%（2020年）と高い。

＜対象とする国＞
• 8か国すべてだが特に、バングラデシュ、インドネシア、メキシコ、南アフリカ
＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• インドネシア：Making Indonesia 4.0政策の推進やデジタルエコノミー推進の
ため、中小企業向けのデジタルスキル研修を複数実施している。

• バングラデシュ：Digital Bangladeshに沿ってJICAの支援も受けつつデジタ
ル人材育成を実施している。

• メキシコ：国家開発計画（PND）2019‐2024の目標の1つに、DXのためのデ
ジタルスキルフレームワークを作成し、性別、年齢、さまざまな分野のニー
ズに合わせて提供することを定めている。

• 南アフリカ：高い失業率改善のため、政府は雇用政策の一環としてデジタ
ル人材の職業教育を進めている。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国情報通信省

• 各国教育省
• 各国経済産業省
• 教育機関
• 人材育成事業を展開する民間企業

デジタル人材育成サービス（一例は下記のとおり）

• 遠隔研修プラット―ム
• 先端技術等のe-learningやm-leaningプラットフォーム
• プログラミングスキル研修及びオフショア開発サービス
• プログラミングスキル研修及びデジタル人材斡旋サービス

• プログラミング教育を実施した後の就職先の有無が大きな課題であり、修了生
の就職支援や起業支援までを視野に入れたビジネスモデルが重要となる。
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図 3-26 デジタル人材育成に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

8 月 20 日の公開セミナーにおいては、今後の本調査でのアプローチ方法を参加企業がイメージでき

るように一例としてバングラデシュを取り上げて説明した。 

 
図 3-27 デジタル人材育成：バングラデシュの例（1） 

出所：調査団作成１ 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

バングラデシュの場合
【ICT専門家の育成】

• 人的能力や教育訓練が電子政府の質に大きく影響するとされ
る中、十分なスキルを備えるデジタル人材が不足している。

• 2019年の「電子政府マスタープラン」策定の際に実施されたア
ンケート調査では、政府関係者は電子政府実現に向けてICT専
門家の不足が課題だとの回答が最も多い。

【これまでの協力】
• JICAは日本の情報処理技術者資格試（ITEE）をバングラデシュ
に導入し、また、バングラデシュ人ITエンジニアの日本企業へ
の就職支援を行うなど、2012年よりデジタル人材育成を支援し
てきた背景がある。

メキシコの場合
【デジタル人材育成】
• 経済省の産業政策の重点分野として、製造業のデジタル化と4IR
を推進と、それに向けた人材育成の高度化が求められている。

【労働者の再教育】
• 製造業の生産性向上のためにオートメーション化や4IR(第4次産
業革命)技術の導入が求められている一方、2030年までに、オー
トメーション技術によって、メキシコでは900万人の労働者が代替
されるとの予想があるが、代替される仕事には、これまでとは異
なるスキルやコンピテンシーが求められる。

【デジタル産業振興】
• オートメーションにより代替される労働者を新たなデジタル産業
へシフトさせるためにデジタル産業の担い手となるデジタル人材
が求められる。

インドネシアの場合
【デジタル人材育成】
• Fintechやスタートアップの人材不足が課題。技術・ソフトウェア
系人材の58％がニーズに合っていないという調査結果もある。

• Making Indonesia 4.0政策の推進やデジタルエコノミー推進のた

めには、中小企業のデジタル化が必要であり、そのために政府
は、中小企業向けのデジタルスキルに関する研修を複数実施
している（通信情報省が大学やGoogleやMicrosoft等の民間企
業を連携して実施している「Digital Talent Scholarship」（AI、ビッ

グデータ分析、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリテ
ィ、IoT、プログラミングなど）や商業省による「e-Smart IKMプロ

グラム」（デジタルプラットフォームを介して製品を販売するため
の実践的なワークショップ）など）。

南アフリカ
【労働需要と高い失業率】
アフリカの中で南アフリカはICTインフラの水準が高く、高度人材
がそろっていることからIT企業の進出が増加している。一方で、
失業率は28.4%（2020年）と高く、基礎教育の数学スコアやICT学
位の修了率の低さが指摘されている。
【ICT人材の育成】
• 各政府機関やTVET、テックハブにてICT人材育成が行われて
おり、DCDTは国家デジタル・スキル戦略（2020）に沿って施策
を打出そうとしている。

• 南アフリカのB-BBEE政策により、ICT企業は黒人や歴史的に
恵まれなグループへの人材育成がICT関連のライセンス取得
の必須要件。

特筆する対象国：バングラデシュ

課題とソリューションの仮説④：デジタル人材育成

課題 政府の取組事例

【ICT専門家の育成】
◼ 人的能力、教育訓練、パフォーマンスが電子政府の質に大きく影響す

るとされる中、十分なスキルを備えるデジタル人材が不足している。

◼ 2019年の「電子政府マスタープラン」策定の際に実施されたアンケート

調査では、政府関係者は電子政府実現に向けてICT専門家の不足

が課題だとの回答が最も多い。*1

【日本市場向けバングラデシュITエンジニア育成プログラム】
◼ 2017年に技術協力プロジェクトの一環として開始されたバングラデシュ

ICT人材向けの日本就職をターゲットとしたトレーニングプログラム。 通称、

B-JET(Bangladesh-Japan ICT Engineers’ Training Program)。

◼ バングラデシュ政府、バングラデシュ・コンピュータ評議会、JICA、宮崎大

学が連携し、バングラデシュ人ITエンジニアの日本企業への就職を支援。

◼ 日本のIT企業で就職する上で必要なスキル（IT技術関連・日本語・ビ

ジネスマナー等）をトレーニングを提供。

◼ 背景には、2012年に開始された「ITEE（情報処理技術者資格試験）

マネジメント能力向上プロジェクト」がある。

40%

21%

3%

21%

15%

ICT専門家

e-Serviceのプロモーション

財源の確保

ICTインフラ

電子政府設立の為の行政組織

バングラディシュの電子政府実現に向けて、一番の障壁は何か？

A

Q

*1:e-Government Master Plan for Digital Bangladesh (portal.gov.bd)

アンケート調査は2016年10月に実施され、CIO (Chief Innovation 
Officer) 及びIT業務に精通した公務員を対象に実施した。

調査対象機関は、各府省・県の計111機関で、 63機関が回答してい

る。(186人を対象とし、その内99人が回答)

調査対象

✓ ICT専門家と回答した

人が一番多く（40%）、

その次にe-Serviceのプロ

モーション(21%)、ICTイン

フラ(21%)が多かった。

✓ 電子政府設立の為の

専門組織の立ち上げを
求める声も見られた。

【ITEEマネジメント能力向上プロジェクト】
◼ JICA技術協力： 2012年10月～2015年2月

◼ 日本の情報処理技術者資格試（ITEE）をバングラデシュに導入。

B-JETの概要*2

*2: https://www.jica.go.jp/topics/2019/20190814_02.html
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図 3-28 デジタル人材育成：バングラデシュの例（2） 

出所：調査団作成 

 

3.3.6 電子政府サービスの利便性向上・利用率向上 
いずれの国でも電子政府は政策の重点分野の一つになっており、特にインドに代表されるように国

民 ID の導入や行政サービスのデジタル化、そしてオープンデータの利活用といった取組が進められ

ている。 
但し、国家の根幹に関わるシステムに海外のスタートアップが参入することは容易ではない。新しい

テクノロジーを用いたサービスだけに法規制が未整備の分野も多く、場合によっては政府と対話し

つつ、一緒に新たな法規制の策定にも関わっていくことが求められる。法規制次第で自社サービスが

不採用となるリスクを負える企業は多くないと考えられる。 
また、各国の電子政府に係る課題の多くは、デジタル技術導入で解決できる領域ではなく、省庁間や

中央政府と地方自治体間の連携不足、法整備の遅れ、行政官のデジタル・リテラシーの低さなどであ

る。 
このため、電子政府の課題解決に資する領域から、海外のスタートアップでも参入しやすく、且つ、

デジタル技術の導入が課題解決に資する領域として、国民 ID と関連する認証技術、行政ビッグデー

タの活用を支援する技術（データ分析そのものではなく効率化のためのテクノロジー）、電子政府サ

ービスの質の向上や効率化、を取りあげた。 
なお、国民 ID と関連する認証技術については、サイバーセキュリティ分野の課題として設定したた

め、本分野としては課題シートを作成していない。 

特筆する対象国：バングラデシュ

現地インタビューの声と現地調査での面談先候補

4IR技術（AI、ブロックチェーン、IoT）をパブリッ

クセクターに応用していくが人材不足が課題。

さらに4IRの次に5IRを目指すための課題の1つは、

高度な技術に関する、大学での人材育成能力

の向上である。

依然として地方のデジタルリテラシー向上が必要

である。タブレットなどハードもセットで教育を提

供する必要がある。

現地インタビューの声 現地調査での面談先候補（一例）

政府機関

政府機関

モバイルアプリ開発やサイバーセキュリティのトレー

ニングのニーズが高い。デジタル人材育成を日本

企業と連携して実施していきたい。

JICAや日本企業との連携は大歓迎。バングラデ

シュには日本語ができるITエンジニアがいるので

彼らがブリッジになれるだろう。
政府機関

民間企業

民間企業

遠隔教育サービスや対日本企業へのオフショア

開発を提供している。是非、日本企業と意見

交換したい。

面談候補先 概要

民間企業

1,600社以上の会員からなるBangladesh

Association of Software and

Information Services (BASIS)を通じて複

数社とのコンタクトが可能。

バングラデシュ・コンピュー

タ評議会(Bangladesh 

Computer Council)

下部組織でICT政策の中心組織。

国家ICT戦略や政策の策定、政府組織向

けICTツールの規格・仕様の作成、ICT分野

における人材育成の推進等を実施。B-JET 

プログラムの実施機関。

Bangladesh Hi-Tech 

Park Authority

バングラディシュ全土にテクノロジービジネス

パーク（ハイテクパーク）を設立・管理してい

る政府機関。ハイテクパークの事業を運営す

る企業は、税金面での優遇制度が適用さ

れる。

Aspire to Innovate 

(a2i)

UNDP支援による公共サービスのイノベーショ

ンを活用・促進するためのプログラム。

Ministry of Posts, 

Telecommunications 

and Information 

Technology

郵便電気通信IT省。電気通信分野の全

般的な政策を所掌する郵便・電気通信局

とICT 利活用促進政策を所掌する ICT 局

で構成される。
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表 3-7 電子政府サービスの利便性向上・利用率向上に係る課題とソリューション例 

 
出所：調査団作成 

第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集の結果と、上記の調査結

果を統合し課題シートを作成した。 

 
図 3-29 行政ビッグデータの活用に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

課題と具体的ソリューション例

課題とソリューションの仮説⑤：電子政府サービスの利便性向上・利用率向上

課題 特筆する対象国 ソリューション 想定する具体的ソリューション 備考

【電子政府サービスの利便

性向上・利用率向上】

・電子政府を推進・普及さ

せるため、サービスの向上が

求められている

【インドネシア】

One Data政策に基づき、

オープンガバメントデータに

取り組んでいる。

【インド】

国民のデジタル・エンパワ

メントの一貫として、障碍

者のニーズに寄り添ったア

クセス方法が求められてい

る。

【バングラデシュ】

行政ビッグデータ用共通プ

ラットフォーム構築計画が

ある。

【フィリピン】

オープンガバメントデータ導

入計画がある。

【ベトナム】

官民間のデータ活用推進

が求められている。

【メキシコ】

4種類のオープンデータプロ

ジェクトを推進中。

【ブラジル】

データ分析プラットフォーム

に取り組んでいる。

国民IDと関連する認証

技術

モバイルカメラ等を活用した静脈認証サービス

オンライン本人確認サービス（例：写真付き本人確認書

類と本人の顔写真等を活用）

【類似案件】

パラオ共和国顔認証技術普及促

進事業（双日株式会社、日本

電気株式会社）

行政ビッグデータの活用を

支援する技術

ビッグデータを高速処理するためのサービス・製品

個人情報を守りつつ複数の情報を統合し解析する技術

各種電子政府サービスの

質の向上や効率化が求

められている。

電子政府を推進・普及さ

せるため、市民向けポータ

ルサイトは、障がい者や高

齢者も含め誰もが使いや

すい操作性が求めれてい

る。

Webサイトやアプリの多言語化ソリューション

【類似案件】

フィリピン国点字携帯端末機によ

る全盲児・者の教育と就労の支

援に関する案件化調査（ケージー

エス株式会社）

AIを活用した多言語対応の録音、記録、修正、翻訳、ナ

レーション音声作成等サービス

AIを活用した電話自動応答サービス（FAQの自動構

築）や音声解析機能、感情解析

AIを活用したOCRサービス

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• 政府が保有する行政ビッグデータや携帯電話やSNS、衛星などからのデ
ータを活用しデータに基づいた効果的かつ透明性のある政策決定への
取組が進むと、そのための大容量データ処理技術や解析技術が求めら
れる。

• オープン・ガバメント・データの取組が進むなか、個人情報を守りつつ官
民間でデータを有効活用することが求められている。

＜対象とする国＞
• 8か国全てだが特に、バングラデシュ、メキシコ

＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• バングラデシュ：電子政府マスタープランでは、ビッグデータを活用した

National Statistics Data Warehouse Systemやビッグデータ共通プラットフォ
ーム（Shared Service Platform for Big Data）の構築が含まれている。

• メキシコ：オープンデータ戦略には４種のプロジェクト（Datalab、Red Mexico 
abierto、Opendata 100 Govlab、LABORA）があり、メキシコ政府が単体で
実施しているプロジェクトだけでなく企業や英国大使館との連携を実施して
いるものがある。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国情報通信省

• 各国統計局
• 各国政府系シンクタンク
• 省庁へ機器やサービスを提供するIT企業（現地企業、外国企業）

行政ビッグデータの活用を支援する技術（一例は下記のとおり）

• ビッグデータを高速処理するためのサービス・製品
• 個人情報を守りつつ複数の情報を統合し解析する技術

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在する
• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る
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図 3-30 行政ビッグデータの活用に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

 
図 3-31 電子政府サービスの利便性向上に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

対象国 取組事例 出所

インドネシア
オープンガバメントを積極的に進め、2014年には世界銀行の支援をうけつつ、政府機関を中心とし
た様々なデータセットを提供するポータルサイトPortal Satu Data Indonesiaを開設。政府横断的な
データ共有を可能とするOne Data政策（2016年開始）も行われている。

https://www.worldbank.org/en/news/feature/
2017/01/31/open-data-brings-change-to-
indonesia

フィリピン
「電子政府マスタープラン2022」にそって、One Digitalized Governmentの実現を目指すフィリピンは、
オープンガバメントデータの導入に取組んでいる。

https://dict.gov.ph/ictstatistics/wp-
content/uploads/2020/03/EGMP-2022.pdf

ベトナム
デジタル政府のための最初の電子政府開発戦略「電子政府開発戦略2021-2025」において、国内
デジタルデータの整備が主要6課題の1つにあげられている。

http://news.chinhphu.vn/Home/First-
egovernment-development-strategy-towards-
digital-government-issued/20216/44261.vgp

インド
2013年にオープンデータポータルサイト “Data Portal India”を開設。オープンデータ活用に係るイノ
ベーティブなアイデアを募る“OpenDataApps Challenge”も開催。

https://data.gov.in/

バングラデシ
ュ

電子政府マスタープランでは、ビッグデータを活用したNational Statistics Data Warehouse System
やビッグデータ共通プラットフォーム（Shared Service Platform for Big Data）の構築が含まれている。

https://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/file
s/bcc.portal.gov.bd/publications/3f9cd471_990
5_4122_96ee_ced02b7598a9/2020-05-24-15-
54-43f3d2b8b4523b5b62157b069302c4db.pdf

メキシコ
オープンデータ戦略には４種のプロジェクト（Datalab、Red Mexico abierto、Opendata 100 Govlab、
LABORA）があり、メキシコ政府が単体で実施しているプロジェクトだけでなく企業や英国大使館と
の連携を実施しているものがある。

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/28
86/6/2017.07.04%20-
%20Peer%20Review%20OCDE%20-
%20Mexico%20Digital-
mexicos%20egovernment%20streategy%20-
%20Mexican%20Peer.pdf

ブラジル
データインフラとして、Global Model of Data and Processes Integration 
(modeloglobaldados.serpro.gov.br) 、National Infrastructure of Open Data (dados.gov.br) 、2018年
再起動されたデータ分析プラットフォーム(GovData)などのメカニズムが挙げられる。

https://www.oecd.org/gov/digital-
government/digital-government-review-brazil-
key-findings-2018.htm

南アフリカ オープンデータポータルサイト “Open Data South Africa”にて各種データを提供している。
https://opendataza.gitbook.io/toolkit/

各国オープン・ガバメント・データの取組

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• 各種電子政府サービスの質の向上や効率化が求められている。
• 電子政府を推進・普及させるため、市民向けポータルサイトは、ITリテラ
シーが低い者や障がい者や高齢者も含め誰もが使いやすい操作性が求
めれている。

＜対象とする国＞
• 8か国すべて

＜関連する各国の政策・市場規模等＞
• インド：電子情報技術省通知基準によりコンテンツのレイアウトやスタイル

が規定。また、障碍者のニーズに寄り添ったアクセス方法が求められてい
る。

• インドネシア：オープン・ガバメント・データを提供するポータルサイトPortal 
Satu Data Indonesiaが開設されたが、今後の課題として、2か国語（インド
ネシア語と英語）対応の徹底と地方参画の促進が挙げられる）。

＜想定するステークホルダー＞
• 各国情報通信省

• 各国地方自治体
• デジタル機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国企業）

各種電子政府サービスの質の向上や効率化、市民向けポータルサイトの利便性向
上のための技術（一例は下記のとおり）

• AIを活用したクラウドIP電話サービス（音声入力企業、音声解析機能、感情解析
等）

• AIを活用した多言語対応の録音、記録、修正、翻訳、ナレーション音声作成等サ
ービス

• AIを活用した電話自動応答サービスやFAQの自動構築
• Webサイトやアプリの多言語化ソリューション
• AIを活用したOCRサービス

• ほとんどの国で通信事業は規制業種であり外資規制が存在する。
• このため、各国通信事業者へ機器やサービスを提供する企業（現地企業、外国
企業）との連携が１つの入り口となり得る。
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図 3-32 電子政府サービスの利便性向上に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

8 月 20 日の公開セミナーにおいては、今後の本調査でのアプローチ方法を参加企業がイメージでき

るように一例としてインドを取り上げて説明した。 

 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

対象国 取組事例

インドネシア
各政府機関が独自に開発したeサービスを統合し、ナショナルポータルを構築。電子投票システム、統合データセンター
の設立、行政サービスのオンライン化、納税手続e-Billingなど。

フィリピン
政府ポータルサイト (NGP)、政府ネットワーク (GovNet)、政府クラウド (GovCloud)、フィリピンIDシステム (PhilSys)、政府ウェ
ブホスティングサービス (GWHS)など。

ベトナム
政府ポータルサイトでの各種オンライン手続します。国家サービスポータルとDVCポータルおよび省庁、支部、地方自治

体の電子ワンストップシステムを接続して統合し、運転免許証の発行、国際運転免許証の発行、販売促進の実施通知、
プロモーション活動の登録など、多くのオンライン公共サービスの提供を試験的に実施。

インド
国民IDシステム「Aadhaar」、India Stack（インディア・スタック）、JAM番号トリニティ、年金受給者向け証明システム「Jeevan 
Pramaan、生体認証勤怠管理システム（BAS）、Common Service Centres（CSC）、電子文書管理システム「デジタル・ロッカ
ー・システム」、eサインシステム、MOSIPなど。

バングラデシュ
クラウドベースの全政府機関向け統合デジタルプラットフォームの構築、電子国土データバンク、Access to Information 
(A2i) 、成長・雇用・ガバナンスへのICT活用プロジェクト。

メキシコ ガバメントクラウド、オープンデータ（4種類）、InteroperMXプラットフォーム、BI環境構築、電子署名プログラム「e.firma」

ブラジル
データ分析プラットフォーム(GovData)、ePingアーキテクチャ (電子政府の相互運用性基準) 策定、国家市民登録情報シス
テム、運転免許証などの公的身分証明書のデジタル化、電子投票など。

南アフリカ
税務管理・徴税システム（e-Filing）、失業基金の申請 (U-Filing) 、ID追跡（Trace and Trace）、情報ポータル(ゲートウェイ、
Webサイト)、基礎会計システム (BAS) 、物流管理情報システム（LOGIS）、犯罪管理システム (CAS) 、人口登録 (NPR) 、司
法プロセス改善（e-justice）社会年金 (SOCPEN) 、保健 (e-Health)、電子交通情報システム(eNatis)など。

各国電子政府の取組事例・課題

特筆する対象国：インドの場合

電子政府サービスの利便性向上・利用率向上に係る課題と政府の取組

課題 政府の取組事例

【デジタルリテラシー】
◼ 国民のデジタルリテラシーの低さが課題となっている。

【インフラの整備】
◼ 通信環境の向上、通信インフラの整備が必要とされる。

◼ 農村地域での通信インフラの電力供給・管理といった問題が挙げ

られ、セキュリティ措置の欠如、盗難、メンテナンス対応の不備など

問題によって、ネットワークを通じたサービスの提供が阻害されている。

【Common Service Centres（CSC）】
◼ CSCはNational e-Governance Plan (NeGP)の枠組みのなかで実施

されており、電子情報技術省の下部組織であるCSC e-Governance 

Service India Limited（CSC社）が運営する公的サービスにアクセス

できる施設（キオスク）である。

◼ 2020年時点で、中央政府の28のサービスが一元化された Digital 

Sevaポータルを通じて、CSCで提供されている。CSCが提供するサービス

の数は年々増加しており、G2Cサービス 、教育サービス、金融サービス、

ヘルスケアサービス、スキル開発、およびその他のB2CサービスをDigital 

Seva Portalを介して提供している。

◼ インド政府は2015年からCSC Scheme 2.0を開始し、CSCの拠点数の

増加に取り組んでいる。2020年時点で、25万のGram Pancyayats

（村レベル）のうち、24万に設置されており、90%以上の地域がカバー

されている。また、稼働しているCSC数は、2020年3月時点で36万件。

【国内多言語への対応】
◼ デジタル行政サービスの国内多言語への対応が不十分である。

【サイバーセキュリティー】
◼ サイバー犯罪の急増によって、セキュリティ上への対応が求められる。

◼ 安全性が高い個人認証サービスが必要である。

出所

*1：CSCホームページ

*2：MeitY Annual Report 2020-2021
*3：CSC Annual Repot 2019-20

【普遍的アクセス可能なデジタルリソース】
◼ MeitY通知基準によりコンテンツのレイアウトやスタイルが規定。また、

障碍者のニーズに寄り添ったアクセス方法が求められている。

*4：日経新聞「NEC、インドCSC e-Governance Servicesと戦略的提携」

*5：NECホームページ
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図 3-33 電子政府サービスの利便性向上：インドの例（1） 
出所：調査団作成 

 
図 3-34 電子政府サービスの利便性向上：インドの例（2） 

出所：調査団作成 

 

3.3.7 低所得層への金融包摂の推進 
対象 8 カ国のうち南アフリカ、ブラジル、メキシコ、インドのように、金融包摂がある程度進んでい

る国では、経済活動の礎となる融資・与信関連のサービスの重要性が増しており、他方、そうでない

国では、金融包摂の促進のため、特に現在金融サービスを受けていない層へのサービス提供が求めら

れていると考えられる。実際はいずれの国でも両方のニーズがあり、正確にこのような分類が出来る

わけではないが、課題を細分化しそれぞれの課題に対する対象国の優先度をつける意図で、このよう

に整理することとした。 

特筆する対象国：インド

現地インタビューの声と現地調査での面談先候補

CSCに関して、JICAや日本企業との連携はウェ

ルカム。複数のステークホルダーがCSCと協力して

いるので、分野が特定されれば、該当するパート

ナーを紹介することも可能。

まだスマホを持たない人達が多く存在しているの

が現状。このような人々へ対してのデジタル格差

の是正に資するソリューションが求められている。

面談候補先 概要

CSC e-Governance 

Service India Limited

（CSC社）

電子情報技術省の下部組織としてCSCを

運営している。

NEC Technologies 

India（NECTI）

2019年からNECのインド現地法人である

NEC Technologies India（NECTI）が

CSC社の第3位の株主となり、AIやビッグ

データ解析技術を活用してこの膨大な取引

データを分析し、金融・教育・ヘルスケアなど

の分野における新たなデジタルサービスを

CSCと共同開発をしている。*1

IT系業界団体

全国ソフトウェアサービス企業協会

（NASSCOM）、Manufacturers’ 

Association for Information 

Technology（MAIT）、Data Security 

Council of India（DSCI）など。

行政サービスを展開する

民間企業

TATA Consultancy Services、Infosys Ltd、

VEE TECHNOLOGIES、Hitachi MGRM 

Net、など。

インドFintechフォーラム

2018年設立。Fintech企業が連携し、課

題について意見を述べるためのプラットフォー

ムであり、1,000社以上のFintech企業と

20,000人以上の個人がメンバーである。

現地インタビューの声 現地調査での面談先候補（一例）

政府機関

民間企業

MOSIPについては、日本企業は生態認証、保

健サービス、年金サービスなどを組み合わせた独

自のソリューションを開発出来るのではないか。

優れたUI、UXを提供できる技術やデータ処理速

度を向上させる技術が求められている。

民間企業

学術機関

【留意事項】

一例としてインドを取り上げていますが、他の国でも同様のアプロー
チで、調査を行うことは可能です。応募を1カ国に限定するというこ

とではございません。

*1：NECホームページ
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表 3-8 低所得者層への金融包摂の推進に係る課題とソリューション例 

 
出所：調査団作成 

第 2 章に記載した行政・金融・通信サービスを取り巻く各国の基礎情報収集の結果と、上記の調査結

果を統合し課題シートを作成した。 

 
図 3-35 低所得者向け融資サービスに係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

課題と具体的ソリューション例

課題とソリューションの仮説⑥：低所得層への金融包摂の推進

課題
特筆する対象国

ソリューション 想定する具体的ソリューション 備考

【低所得層へ金融包

摂の推進】

・金融包摂が比較的

改善している国にお

いては、経済活動の

礎となる融資・与信

関連のサービスの重

要性が増している。

・金融包摂の促進の

ため、特に現在金融

サービスを受けていな

い層へのサービス提

供が求められている

【南アフリカ】
• 世界Fintech指数（2019年）の都市別ランキ

ングでは、ヨハネスブルグが全アフリカ都市中1

位、ケープタウンは同4位
• 融資事業者は中小企業向けと個人向けの双

方が増加している。

• 政府は融資分野を、Fintech分野では決済分

野に次ぐ発展可能性があるとしている。

他、特にブラジル、メキシコ、インド

低所得者向け融資

サービス

マイクロファイナンス等、金融機関向けの信用スコ

アリングサービス

ギグワーカー向け少額融資サービス（自動車の制

御技術等を搭載したIoTデバイスと金融データを活

用した、自動車ローンサービスなど）

その他、融資・与信分野に係るFintech技術

【ベトナム】
• 2020年末までに約1,000万人が生命保険に

加入しいるものの、人口の約10％と留まってい

る。
• 医療保険、短期健康保険に加入している人

数は約400万人であり、1,200万人の学生が

健康保険、事故保険に加盟している。いずれ

の保険への加盟率も生命保険と同様に低い。

他、特にフィリピン、インドネシア、バングラデシュ、

南アフリカ

低所得層への金融包

摂の推進

金融機関や保険業界向けのクラウド型顧客・契

約等管理サービス

その他、金融包摂分野に係るFintech技術（銀
行口座をもっていない人でも利用できる各種決済
サービス、デジタル通貨プラットフォーム、ネットリテラ
シーの低い人でも簡単に利用できる送金システムな
ど）

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

留意点等

• 担保や定期収入を持たない層への融資を可能にするための与信情報が

求められている。

• メキシコでは零細企業および中小企業のうち、与信を利用できるのはわず

か20%である。また、同企業の大部分は、資金調達を非公式市場に依存。

• ブラジルでは、パンデミックによる急激な景気後退により、銀行が収益性

の問題に直面。今後、融資抑制プログラムの期限が切れると、融資環境

が悪化する可能性が指摘されている。

• 南アフリカでは他のアフリカ市場と比較して、従来と異なるデータセットを活

用した信用スコアリングサービスが普及していない。

＜対象とする国＞

• 8か国すべてだが特に、南アフリカ、ブラジル、メキシコ、インド

＜関連する各国の政策・市場規模等＞

＜想定するステークホルダー＞

• 各国ベンチャーキャピタル

• 各国政府（中央銀行、財務省、金融庁など）

• 各国Fintech業界団体

• 各国金融機関

• 低所得者向け融資サービス（一例は下記のとおり）

• ギグワーカー向け小規模融資（例：自動車の制御技術等を搭載したIoTデバイス

と金融データを活用した、自動車ローンサービス）

• マイクロファイナンス等、金融機関向けのビッグデータやAIを活用した信用スコア

リングサービス

• AIを利用した生体認証により本人確認及び本人特定をするセキュリティシステム

• 企業が持つ請求書を買い取ることで短期の運転資金需要に応えるファクタリング

サービス

• ネットリテラシーや金融リテラシーの低い人や、これまで金融機関を利用したこと

が無い人でも簡単に利用できる融資・スコアリングサービス

• 過去の取引情報や今の信用力を対象とする従来の審査に加え、個人の思考パ

ターンや行動パターンから「未来の信用力」を算出するスコアリングサービス

• ほとんどの国で金融事業は規制業種であり外資規制が存在する他、規制が曖
昧で明瞭でないケースが多い。

• このため、金融サービス自体の展開よりも、金融サービスを提供する企業（現地
企業、外国企業）との連携が１つの入り口となり得る。

• ほとんどの国で新規参入者に対し規制サンドボックスを実施している。

国
Fintech指
順位

銀行口座
所有率

クレジットカード
所有率

インド 15位 80% 2%

ブラジル 19位 70% 27%

メキシコ 30位 37% 10%

南アフリカ 37位 69% 9%

日本（参考） 22位 98% 68%
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図 3-36 低所得者向け融資サービスに係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

 

 
図 3-37 低所得層への金融包摂の推進に係る課題シート（1） 

出所：調査団作成 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

ブラジル
【概要】
• ブラジルはラテンアメリカ最大のFintech市場で、同国には750社以上
のFintech企業が操業している。同分野への投資は2020年に90件で約
17億米ドルに達し、2019年の910 Mnから86%増加した。

• 市場競争を促進し、イノベーションを促進すべく、ブラジル・オープン・
バンキング・モデルが、ブラジルFintech協会 (ABFintech) などの支援を
受けて導入されている。

【融資・与信に関する特記事項（現地インタビューより）】

• ブラジルのクレジット市場は非常に未発達で、スプレッド率、およびク
レジットのデフォルト率も高く、Fintech企業には多くの課題と機会があ
る。

• クレジット市場における主な課題は、規制問題、金融教育(個人、企業
、公共機関向け)、技術導入である。

メキシコ
【概要】
• メキシコは2018年のFintech法の制定により、Fintech関連の法的枠組
みを法制化している。

• メキシコは現在、441社以上のFintech企業を擁する、ブラジルに次ぐラ
テンアメリカ最大のFintech市場である。2018年時点で、Fintech分野は
決済と送金 (30%)、融資 (20.6%)、企業財務管理 (13%)、クラウドファン
ディング (7.4%)、保険 (6.6%)となっている。

【融資・与信に関する特記事項】
• 零細企業および中小企業のうち、与信を利用できるのはわずか20%で
ある。また、同企業の大部分は、資金調達を非公式市場に依存。

• 銀行による与信は2019年には4.2%の伸び (2018年の9.3%から減少) 
にとどまり、2020年には成長率が2.3%に低下している。

南アフリカ
【概要】
• Fintech事業者数が増加しており現在では700社近いとされる。これら

の企業の中には、国内外の投資家から多額の投資や資金提供を受
けているものも少なくない。

• Fintechのスタートアップ企業の中では、決済・送金サービスを提供して
いる企業が最多であり、次いで融資分野やB2B技術分野が多い

【融資・与信に関する特記事項】

• 現在のところ、他のアフリカ市場で成功しているクレジットスコアの代
替データセットは南アフリカでは確認されていない。他方、融資事業者
は中小企業向けと個人向けの双方が増加している。

• 政府は融資分野を、Fintech分野では決済分野に次ぐ発展可能性があ
るとしている。

インド
【概要】

• インドは世界で最も高いFintech導入率（87％）を誇る。インドのFintech

産業は、現在の500〜600億ドルから2025年までに1,500〜1,600億ドル

に拡大すると推定されている。

• Fintech企業の割合は、融資と決済がそれぞれ約20%弱であり、投資

管理、家計分野が続く。

【融資・与信に関する特記事項】

• 近年、非銀行金融会社や小規模銀行の認可が相次ぎ、P2P融資サー

ビス事業が急成長している。

• 背景として、大手金融機関の貸し渋りの発生や、これまで銀行がカバ

ーしていなかった地域や規模の融資需要が高まっていることにある。

１． 課題・ニーズの詳細
どのような開発課題及びニーズがあるのか

２． 現地の状況
応募に際して把握すべき現地関連情報など

３． 想定技術・製品
どのような技術及び製品に活用可能性があるのか

• 金融包摂の促進のため、特に現在金融サービスを受けていない層への

サービス提供が求められている

• 金融サービスには、決済、融資、保険、貯蓄、投資、資本調達、アドバイ

ザリーなど幅広く含むが、特に貯蓄、保険、決済という最も基本的なサー

ビスについても普及が遅れている。（※融資に必要となる与信について

はG6-bにて説明する）

• 金融サービスの普及が遅れた結果、資産保全、教育・健康への投資、リ

スク管理、事故や異常気象への対応力が不十分な状態が続いている。

＜対象とする国＞

• 8か国全てだが特に、ベトナム、フィリピン、バングラ、インドネシア、南アフ

リカ

＜関連する各国の政策・市場規模等＞

＜想定するステークホルダー＞

• 各国ベンチャーキャピタル

• 各国政府（中央銀行、財務省、金融庁など）

• 各国Fintech業界団体、各国金融機関

低所得者層への金融サービス（一例は下記のとおり）

• AIを利用した生体認証により本人確認及び本人特定をするセキュリティシステム

• 銀行口座をもっていない人でも利用できる決済サービス

• デジタル通貨プラットフォーム

• オンラインでの保険申込や、保険金・給付金の請求、各種手続きなどのリアルタ

イム対応を可能にして、保険の利便性と価値を最大化するサービス

• 保険加入者向けの、加入している保険に関する確認や手続きが容易に行えるア

プリケーション

• 給与の前借が容易に可能となるサービス

• 経理の専任担当者がいないような中小企業向けのクラウド型会計ソフト

• 銀行口座と連動した自動貯金サービス

• スマートフォンのタッチ決済または物理カードが使える決済サービス

• ネットリテラシーの低い人でも簡単に利用できる送金システム 等

• ほとんどの国で金融事業は規制業種であり外資規制が存在する他、規制が曖
昧で明瞭でないケースが多い。

• このため、金融サービス自体の展開よりも、金融サービスを提供する企業（現地
企業、外国企業）との連携が１つの入り口となり得る。

• ほとんどの国で新規参入者に対し規制サンドボックスを実施している。

留意点等

国 銀行口座所有率 デジタル決済利用率 Fintech指数順位

ベトナム 31% 16% 51位

フィリピン 34% 14% 46位

インドネシア 49% 20% 47位

バングラデシュ 50% 30% 61位

南アフリカ 69% 43% 37位

日本（参考） 98% 89% 22位
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図 3-38 低所得層への金融包摂の推進に係る課題シート（2） 

出所：調査団作成 

8 月 20 日の公開セミナーにおいては、今後の本調査でのアプローチ方法を参加企業がイメージでき

るように一例として南アフリカにおける低所得層への融資サービス、そして、ベトナムにおける低所

得者層への金融包摂の推進として保険サービスを取り上げて説明した。 
 

４． 備考欄（兼自由記載欄）
想定製品・技術等のイメージ、現地写真等

ベトナム
【概要】
• ベトナムのFintechスタートアップは2017年の44社から2020年の123社
と飛躍的に増えている。2020年時点のベトナムのFintechスタートアッ

プとしては決済・送金サービスを提供するスタートアップが最も多く、次
いで融資、ブロックチェーンと続く。

【金融包摂に関する特記事項】
• 政府は金融包摂推進戦略を策定し、2025年までに、成人の80％以上

の銀行口座保有や、国内全地域の金融サービス拠点の設置などを目
標に掲げている。

• 同戦略の推進により、非現金決済件数は年率で20～25％増え、保険
料収入も25年までに国内総生産（GDP）の3.5％に達する見込み。また
、銀行融資を活用する中小企業数の増加も期待されている。

フィリピン
【概要】
• フィリピンのFintech業界は近年大幅に成長し、生産性と経済成長を後
押し。フィリピンには410万のデジタル口座があり、オンライン融資プラ
ットフォームも2020年6月の72から2021年2月には81に増加した。

• 電子マネーの利用が急増していることから、中央銀行デジタル通貨の
発行の実現可能性と政策意義を検討する委員会が設置されている。

【金融包摂に関する特記事項】

• 銀行口座保有率は、政府の取り組みもあり改善しているが、島しょ部
の多さから依然として低い数値(34%)に留まっている。

• 政府はデジタル決済の推進に努めており、これまでに支払決済システ
ム（PhilPaSSplu）や政府電子決済システム（EGov Pay）、QR決済システ
ムの開発と普及を行っている。

インドネシア
【概要】
• インドネシアのFintechエコシステムは急速に成長しており、政府も同
分野を積極的に支援している。評価額10億ドル以上のスタートアップ
企業であるユニコーン企業が4社、評価額100億ドル以上のデカコーン
企業が1社出現している。

• 2020年時点でインドネシアには322社のFintech企業が存在し、125の
登録済みだが未認可のオンライン貸金業者も存在する。

【金融包摂に関する特記事項】
• 金融包摂を推進するため、金融リテラシー教育、MEMEｓの信用補完
プログラム、イスラム法に則った電子マネーの開発などを行っている。

• しかし、依然として地方部において銀行やATMが非常に少ないことや
、携帯電話の普及が地方は遅れているため、課題となっている。

バングラデシュ
【概要】
• バングラデシュでは、Fintech企業は銀行がFintech企業の株式の過半
数を保有する銀行主導のモデルとなっている。

• Fintech企業の99%は決済分野事業を中心に行っており、送金、融資、
個人金融が誕生し始めている

【金融包摂に関する特記事項】
• バングラデシュにおける金融包摂は、近年各種イニシアティブ（i3プロ
グラムやBFP-Bプログラム）により改善しており、銀行口座保有率は
2014年から2017年にかけて19ポイント上昇している。

• 特にデジタル金融の活用による金融包摂の改善が顕著であり、デジタ
ル決済利用率や、モバイルマネー口座の保有率も高く、デジタル金融
包摂指数は途上国中9位となっている。
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図 3-39 低所得者向け融資サービス：南アフリカの例（1） 

出所：調査団作成 

 
図 3-40 低所得者向け融資サービス：南アフリカの例（2） 

出所：調査団作成 

特筆する対象国：南アフリカの場合

低所得層への金融包摂の推進に係る課題と政府の取組

課題１：金融包摂に関する課題 政府の取組事例

【不均衡な金融アクセス】
◼ 銀行口座の保有は全般として進んでいる一方、世帯の年齢、教育水

準、収入、性別、婚姻状況によって大きく左右されている。

◼ 銀行支店やATMの設置は進んでいるが、金融機関への不信、手数料

等のコスト、金融知識の不足、現金主義などが依然として課題である。

【中小企業の融資アクセス】
◼ 中小企業は金融機関や融資に関する知識が不足している。また、財務

能力、経営能力も不足していることがあり、資金提供にはリスクが伴う。

◼ 一方、中小企業に関する信用情報、支払履歴、その他の関連指標な

どが整備されておらず、融資事業者にとっても必要な情報が不足。

◼ 中小企業経営者の4割以上は、事業資金のためにフォーマルな金融サー

ビスを利用せず、家族や友人から借り入れや、自らの蓄えに頼っている。

結果的に、事業の拡充に支障が生じている。

【IFWGイノベーション・ハブ】
◼ 金融イノベーションの導入や参入に際し、金融の安定性と健全性、消

費者保護、金融包摂などの規制分野に関し、規制当局である政府間

Fintech作業部会（IFWG:Intergovernmental Fintech Working 
Group）メンバーが事業者を支援することを目的として設立された。

◼ イノベーション・ハブのユーザーは、以下3つの支援にアクセスできる。

①法規制ガイダンスユニット

FAQや質問システムにより、イノベーターが、政策や規制要件に関する具体

的な疑問を解決するための支援を行っている。

②イノベーション・アクセラレーター

金融セクターの規制当局が、業界の新たなイノベーションについて相互に学

び、協力し合うための協調的かつ探求的な環境を提供する。

③法規制サンドボックス

関連規制当局の監督下で、既存の規制の限界を押し広げるような新製

品やサービスをテストする機会をイノベーターに提供する。課題２：Fintechスタートアップが直面している課題

【複雑な規制体系と未成熟なエコシステム】
◼ 金融分野はライセンス取得の要件が複雑で、時間と費用がかかる。また、

新しいデジタル金融モデルへの規制対応が遅れている。

◼ 技術革新の支援に関する一貫した国家戦略が乏しく、技術革新を可

能にする環境を整えるための取り組みは連携が取れていない。

【大手事業者との競争】
◼ 国民の約80％が既存の銀行と取引をしており、リテールバンキング市場

の参入障壁が高い。既存の銀行は、しばしば新興企業を買収して自社

のビジネスモデルに組み入れている。

特筆する対象国：南アフリカ

現地インタビューの声と現地調査での面談先候補

日本企業は、古い世界と新しい世界をつなぐ解

決策を提供できるだろうか。日本企業のイノベー

ションに期待感がある。

よりデジタルな方法で物事を行うための金融教

育が不足しており、顧客がデジタル製品やサービ

スを利用できるようになっていない。

現地インタビューの声 現地調査での面談先候補（一例）

投資家

VC関係者

所得の不均衡が問題だ。この国には新興中間

所得層は存在しない。

南アフリカでは金融サービスが厳しく規制されて

いる。その対応のため、スタートアップは多額の投

資をしなければならない。
VC関係者

投資家

Fintech企業

優れた与信管理システムを探すのに苦労してい

る。マルチプロダクトの貸し手は、様々なシステム

を組み合わせて与信管理をしているが、統合さ

れた与信管理システムが求めらている。

面談候補先 概要

Intergovernmental 

Fintech Working 

Group（IFWG）

政府間Fintech作業部会。財務省、SARB、

その他規制機関により設立された。政策立

案者や規制当局が、Fintechの発展や金

融セクター対するFintechのイノベーションを

促進することを目的とする。

Silicon Cape

起業支援、ネットワーキングを実施するNPO

で技術系の起業家、開発者、クリエーター、

エンジェル投資家、VCのコミュニティを運営。

Jozi Angels Fintechも含むエンジェル投資家グループ

産業開発公社（IDC） 政府によるスタートアップ支援機関。

National Treasury

財務省。国家財政を監督する役割を担う。

SARBおよびFSCAと密接に連携し、健全な

金融サービス部門を確保している。

South Africa Reserve 

Bank（SARB）

南アフリカ準備銀行。銀行業務と決済サー

ビスの主要な規制機関である。健全性規

制機構（Prudential Authority）を通じて

南アフリカのすべての金融サービス機関の健

全性要件の規制に関する権限を有する。

Standard Bank 民間の銀行。日本企業との連携実績あり。

CENRI
Fintech及び金融包摂関連の調査や提言

活動を実施するシンクタンク
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図 3-41 低所得層へ金融包摂の推進：ベトナムの例（1） 

出所：調査団作成 

 
図 3-42 低所得層へ金融包摂の推進：ベトナムの例（2） 

出所：調査団作成 

 

特筆する対象国：ベトナムの場合

低所得層へ金融包摂の推進に係る課題と政府の取組

課題*1 政府の取組事例

【高齢化】
◼ ベトナムは2017年に高齢化社会（高齢者人口比率7％）へ突入し、

2034年には高齢社会（同14％）になると予想されている。

◼ 高齢化社会から高齢社会への移行期間が17年と他のASEAN諸国の

中でも短く、急激なスピードで高齢化が進んでいるといえる。

◼ 高齢化が進むと、慢性疾患の増加や、循環器疾患・がんなどを対象と

した高度医療が必要となること、治療も長期化することなどによって医療

費が膨らむことが予想される。

【国民皆保険*2】
◼ 社会主義を掲げるベトナムでは平等の精神に基づき、公的な社会保

険制度の一つとして強制皆保険制度（VSS）を提供している。

VSSは国家が健康保険法にしたがって運営する強制加入保険であ

り、加入した労働者は健康保険基金から保障対象の医療費が支払

われる仕組みである。

◼ ベトナム政府は、国民皆保険の実現に向け、2020年までに公的医

療保険の加入率を80%以上とすることを目標に掲げている。（2015
年5月末の加入者数は前年比4.4%増の6,460万人、加入率は

71.4%となっていた）

◼ 低所得者に対する保険料補助、世帯単位加入の導入、事業主に

対する加入徹底等によって加入率の引き上げに取り組んでいる。

【災害リスクファイナンス調査*3】
◼ 2021年4月に国連開発計画（UNDP）は、ハノイにて災害リスク

ファイナンスと保険に関するワークショップを実施した。ワークショップは

災害時の影響を軽減するための新たなリスクファイナンスや保険商品

の開発を行うことを目的に行われた。

◼ 先進国では災害による損失の50％以上が保険でカバーされているの

に対し、ベトナムを含む発展途上国では5％以下と、大きなギャップが

ある。

（出所）

* 1：https://www.jica.go.jp/vietnam/office/others/ku57pq00000g86de-att/monthly1906.pdf
* 2： https://www.dir.co.jp/report/asia/asian_insight/20160627_011008.html
* 3： https://reliefweb.int/report/viet-nam/new-initiative-disaster-risk-finance-and-inclusive-insurance-viet-nam

【保険加入率の低さ】
◼ 2020年末までに約1,000万人が生命保険に加入しいるものの、人口の

約10％と留まっている。

◼ 医療保険、短期健康保険に加入している人数は約400万人にとどまっ

ており、健康保険、事故保険についても、加盟率は生命保険と同様に

低い。

特筆する対象国：ベトナム

現地スタートアップと現地調査での面談先候補

面談候補先 概要

現地保険会社
バオベト、バオミン保険、ペトロ・ベトナム保険、
ペトロリメックス保険、など。

ベトナムFintechクラブ

(Vietnam Fintech 
Club ：VietFintech)

所属メンバーと国際的なFintechコミュニティ

との間のコネクション、情報や経験の交換、

コラボレーションの機会を促進するプラット

フォームを提供する業界団体。

VIETNAM SOFTWARE 
AND IT SERVICES 
(VINASA）

270社以上の会員企業からなるベトナムソフ

トウェア業界団体。

財務省

（Ministry of Finance：

MOF）

1945年に設立された政府省庁。保険法

（Insurance Law)に基づき財務省保険監

督局（ISA）が保険業界の監督、首相令

52(Decree No.52-2006-ND-CP)に基づき債

券引受業務の監督を行う。

ベトナム国家決済社

(National Payment 

Corporation of 
Vietnam：NAPAS)

ベトナム国家銀行とともに専門家集団の

ワーキンググループを立ち上げ、Fintech指導

委員会のサポートを行うほか、決済サービス

を提供する際のすべての取引の唯一の窓口
とされている。

現地調査での面談先候補（一例）

【留意事項】

一例としてベトナムを取り上げていますが、他の国でも同様のアプ
ローチで、調査を行うことは可能です。応募を1各国に限定すると

いうことではございません。

ベトナムで注目されているInsurtechスタートアップ

INSO
• 2018年設立。現地の大手保険

会社と提携し、手頃な価格の保

険商品を、最適な請求手続きと
組み合わせて提供している。

• OCR技術、コンピュータビジョン技

術、ディープラーニング技術を活用
した保険会社支援サービスを実施。

• スマホアプリにより、加入や保険

金請求の時間や手続を短縮。

OPES
• デジタル保険分野のパイオニアに

なることを目指し、2018年に創業。

• 個人やライフスタイルに合わせた、

独自のスマートな保険商品を提
供。

• いつでも、どこでも、どのデバイスか

らでも保険の確認、購入、支払
い、決済が可能。

Papaya
• 個人に合わせた医療の選択を目

的とした保険サービスを提供。

• 企業が従業員の福利厚生のすべ

てをアプリケーションで管理できる
ポータルサービスが主力サービス。

• 自動車保険やオートバイ保険も

提供し、企業が福利厚生の管理
を簡素化できるようにしている。

SaveMoney
• 保険未加入者にサービスを提供

することを目標とし、SNS、通信、

電子ウォレットなどのビッグデータア

プリ向けのデジタル保険プラット
フォームソリューションを提供。

• 現在、Vinaphone（通信アプ

リ）利用者3,500万人に対し、
SMSで簡単に保険を購入できる

サービスの展開に成功している。
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第 4 章 採択製品・技術の特徴とビジネス仮説 

4.1 採択事業者一覧 
8 月 20 日の公開セミナー後、9 月 13 日を公募締め切りとしてソリューションの募集を行い、選考を

経て以下の 7 企業が採択された。 
 

表 4-1 採択事業者一覧 
No 採択事業者 解決する課題 
1 株式会社 Singular Perturbations サイバーセキュリティ・治安の向上（治安） 
2 株式会社 RevComm 中小企業のデジタル化促進 
3 iChain 株式会社 低所所得層への金融包摂の推進 
4 トレンドマイクロ株式会社 サイバーセキュリティ・治安の向上（サイバー） 
5 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 低所所得層への金融包摂の推進 
6 株式会社ゼネテック 行政ビッグデータ活用 
7 PicoCELA 株式会社 通信環境の向上 

出所：調査団作成 

 

なお、各社の製品・技術の特徴とビジネス仮説およびビジネス仮説の検証結果についは非公開とする。 

以上 
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